
（関 連 資 料）





幼
児
教
育
無
償
化
の
こ
れ
ま
で
の
主
な
経
緯

・平
成

26
年

度
～

毎
年

度
、幼

児
教

育
の

段
階

的
無

償
化

を
実

施

・平
成

29
年

12
月

８
日

「新
しい

経
済

政
策

パ
ッケ

ー
ジ

」（
閣

議
決

定
）

・平
成

30
年

５
月

31
日

「幼
稚

園
、保

育
所

、認
定

こど
も

園
以

外
の

無
償

化
措

置
の

対
象

範
囲

等
に

関
す

る
検

討
会

報
告

書
」（

とり
ま

とめ
）

・平
成

30
年

６
月

15
日

「経
済

財
政

運
営

と改
革

の
基

本
方

針
20

18
」（

閣
議

決
定

）

・平
成

30
年

10
月

15
日

国
と地

方
の

協
議

の
場

・平
成

30
年

11
月

21
日

教
育

の
無

償
化

に
関

す
る

国
と地

方
の

協
議

（
地

方
側

）
全

国
知

事
会

副
会

長
、
全

国
市

長
会

会
長

、
全

国
町

村
会

会
長

他

（
政

府
側

）
内

閣
府

特
命

担
当

大
臣

（
少

子
化

対
策

）
、
文

部
科

学
大

臣
、
厚

生
労

働
大

臣
、
総

務
大

臣

・平
成

30
年

12
月

３
日

教
育

の
無

償
化

に
関

す
る

国
と地

方
の

協
議

（
地

方
側

）
全

国
知

事
会

会
長

、
全

国
市

長
会

会
長

、
全

国
町

村
会

会
長

（
政

府
側

）
内

閣
府

特
命

担
当

大
臣

（
少

子
化

対
策

）
、
文

部
科

学
大

臣
、
厚

生
労

働
大

臣
、
総

務
大

臣

・平
成

30
年

12
月

17
日

国
と地

方
の

協
議

の
場

・平
成

30
年

12
月

28
日

「幼
児

教
育

・高
等

教
育

無
償

化
の

制
度

の
具

体
化

に
向

け
た

方
針

」（
関

係
閣

僚
合

意
）
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幼
児
教
育
無
償
化
の
制
度
の
具
体
化
に
向
け
た
方
針
の
概
要

１
．
総
論

○
「新

しい
経

済
政

策
パ

ッケ
ー

ジ
」、

「骨
太

の
方

針
20

18
」を

踏
ま

え
、次

期
通

常
国

会
へ

の
子

ども
・子

育
て

支
援

法
改

正
法

案
の

提
出

に
向

け
て

検
討

○
幼

児
教

育
の

無
償

化
の

趣
旨

→
幼

児
教

育
の

負
担

軽
減

を図
る

少
子

化
対

策
、生

涯
に

わ
た

る
人

格
形

成
の

基
礎

を培
う幼

児
教

育
の

重
要

性

２
．
対
象
者
・対
象
範
囲
等

（
１
）
幼
稚
園
、保
育
所
、認
定
こど
も
園
等

●
３

～
５

歳
：

幼
稚

園
、保

育
所

、認
定

こど
も

園
、地

域
型

保
育

、企
業

主
導

型
保

育
（

標
準

的
な

利
用

料
）

の
利

用
料

を無
償

化
※

新
制

度
の

対
象

と
な

ら
な

い
幼

稚
園

に
つ

い
て

は
、
月

額
上

限
2
.5

7
万

円
（
注

：
国

立
大

学
附

属
幼

稚
園

0
.8

7
万

円
、
国

立
特

別
支

援
学

校
幼

稚
部

0
.0

4
万

円
）
ま

で
無

償
化

※
開

始
年

齢
…

原
則

、
小

学
校

就
学

前
の

３
年

間
を

無
償

化
。
た

だ
し

、
幼

稚
園

に
つ

い
て

は
、
学

校
教

育
法

の
規

定
等

に
鑑

み
、
満

３
歳

か
ら

無
償

化

※
各

種
学

校
に

つ
い

て
は

、
幼

児
教

育
を

含
む

個
別

の
教

育
に

関
す

る
基

準
は

な
く
、
多

種
多

様
な

教
育

を
行

っ
て

お
り
、
ま

た
、
児

童
福

祉
法

上
、
認

可
外

保
育

施
設

に
も

該
当

し
な

い
た

め
、
無

償
化

の
対

象
外

。
上

記
以

外
の

幼
児

教
育

を
目

的
と

す
る

施
設

に
つ

い
て

は
、
乳

幼
児

が
保

育
さ

れ
て

い
る

実
態

が
あ

る
場

合
、
認

可
外

保
育

施
設

の
届

出
が

あ
れ

ば
、
保

育
の

必
要

性
の

あ
る

子
供

に
つ

い
て

は
無

償
化

の
対

象

※
保

護
者

か
ら

実
費

で
徴

収
し

て
い

る
費

用
（
通

園
送

迎
費

、
食

材
料

費
、
行

事
費

な
ど

）
は

、
無

償
化

の
対

象
外

。
食

材
料

費
に

つ
い

て
は

、
保

護
者

が
負

担
す

る
考

え
方

を
維

持
。

３
～

５
歳

は
施

設
に

よ
る

実
費

徴
収

を
基

本
。
低

所
得

者
世

帯
等

の
副

食
費

の
免

除
を

継
続

し
、
免

除
対

象
者

を
拡

充
（
年

収
3
6
0
万

円
未

満
相

当
世

帯
）

●
０

～
２

歳
：

上
記

の
施

設
を

利
用

す
る

住
民

税
非

課
税

世
帯

を
対

象
とし

て
無

償
化

（
２
）
幼
稚
園
の
預
か
り保
育

●
保

育
の

必
要

性
の

認
定

を受
け

た
場

合
、幼

稚
園

に
加

え
、利

用
実

態
に

応
じて

、月
額

1.
13

万
円

ま
で

の
範

囲
で

無
償

化
※

保
育

の
必

要
性

の
認

定
…

  
２
号

認
定

又
は

２
号

認
定

と
同

等
の

認
定

（
無

償
化

給
付

の
た

め
に

新
た

に
法

制
化

）

※
預

か
り
保

育
は

子
ど

も
・
子

育
て

支
援

法
の

一
時

預
か

り
事

業
（幼

稚
園

型
）
と

同
様

の
基

準
を

満
た

す
よ

う
指

導
・監

督

（
３
）
認
可
外
保
育
施
設
等

●
３

～
５

歳
：

保
育

の
必

要
性

の
認

定
を

受
け

た
場

合
、認

可
保

育
所

に
お

け
る

保
育

料
の

全
国

平
均

額
（

月
額

3.
7万

円
）

ま
で

の
利

用
料

を
無

償
化

※
認

可
外

保
育

施
設

の
ほ

か
、
一

時
預

か
り
事

業
、
病

児
保

育
事

業
及

び
フ

ァ
ミ
リ
ー

・
サ

ポ
ー

ト
・
セ

ン
タ

ー
事

業
を

対
象

※
上

限
額

の
範

囲
内

に
お

い
て

、
複

数
サ

ー
ビ

ス
利

用
も

可
能

。
ま

た
、
幼

稚
園

が
十

分
な

水
準

の
預

か
り
保

育
を

提
供

し
て

い
な

い
場

合
な

ど
に

は
、
幼

稚
園

利
用

者
が

認
可

外
保

育
施

設
等

を
利

用
す

る
場

合
も

無
償

化
の

対
象

※
都

道
府

県
等

に
届

出
を

行
い

、
国

が
定

め
る

認
可

外
保

育
施

設
の

基
準

を
満

た
す

こ
と

が
必

要
。
た

だ
し

、
経

過
措

置
と

し
て

５
年

間
の

猶
予

期
間

を
設

定

●
０

～
２

歳
：

保
育

の
必

要
性

が
あ

る
と認

定
され

た
住

民
税

非
課

税
世

帯
の

子
供

た
ち

を対
象

とし
て

、月
額

4.
2万

円
ま

で
の

利
用

料
を

無
償

化

平
成
3
0
年
1
2
月
2
8
日
関
係
閣
僚
合
意
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●
認

可
外

保
育

施
設

等
に

お
け

る
質

の
確

保
・向

上
に

向
け

て
以

下
の

取
組

を実
施

・
児

童
福

祉
法

に
基

づ
く
都

道
府

県
等

の
指

導
監

督
の

充
実

等
（
①

届
出

対
象

で
あ

る
認

可
外

保
育

施
設

の
範

囲
の

明
確

化
と

周
知

、
②

認
可

施
設

へ
の

移
行

支
援

、
③

ベ
ビ

ー
シ

ッ
タ

ー
の

指
導

監
督

基
準

の
創

設
等

）

・
給

付
の

実
施

主
体

と
な

る
市

町
村

に
お

け
る

対
象

施
設

の
把

握
、
給

付
に

必
要

な
範

囲
で

の
施

設
へ

の
関

与
等

に
つ

い
て

必
要

な
法

制
上

の
措

置

・
都

道
府

県
と

市
町

村
の

間
の

情
報

共
有

等
の

強
化

の
た

め
の

方
策

・
５
年

間
の

経
過

措
置

に
つ

い
て

、
法

施
行

後
２
年

を
目

途
に

見
直

す
旨

の
検

討
規

定

・
６
．
の

協
議

の
場

で
の

議
論

を
踏

ま
え

、
地

方
自

治
体

の
実

情
に

応
じ

た
柔

軟
な

対
応

を
可

能
と

す
る

こ
と

も
含

め
、
必

要
な

措
置

を
検

討

３
．
財
源

（
１
）
負
担
割
合

●
財

源
負

担
の

在
り方

：
自

治
体

の
負

担
軽

減
に

配
慮

しつ
つ

国
と地

方
で

適
切

な
役

割
分

担
が

基
本

。消
費

税
増

収
分

を活
用

し必
要

な
地

方
財

源
を

確
保

●
負

担
割

合
：

国
1/

2、
都

道
府

県
1/

4、
市

町
村

1/
4。

た
だ

し、
公

立
施

設
（

幼
稚

園
、保

育
所

及
び

認
定

こど
も

園
）

は
市

町
村

等
10

/1
0

（
２
）
財
政
措
置
等

●
初

年
度

の
取

扱
い

：
初

年
度

（
20

19
年

度
）

に
要

す
る

経
費

を全
額

国
費

で
負

担
●

事
務

費
：

初
年

度
と２

年
目

を全
額

国
費

。認
可

外
保

育
施

設
等

の
５

年
間

の
経

過
措

置
期

間
に

係
る

費
用

相
当

額
を

全
額

国
費

で
負

担
す

る
べ

く措
置

●
シ

ス
テ

ム
改

修
費

：
平

成
30

年
度

・平
成

31
年

度
予

算
を

活
用

して
対

応

４
．
就
学
前
の
障
害
児
の
発
達
支
援

●
就

学
前

の
障

害
児

の
発

達
支

援
を利

用
す

る
子

供
た

ち
に

つ
い

て
、利

用
料

を
無

償
化

●
幼

稚
園

、保
育

所
、認

定
こど

も
園

等
とこ

れ
らの

発
達

支
援

の
両

方
を利

用
す

る
場

合
は

、と
も

に
無

償
化

の
対

象

５
．
実
施
時
期

○
20

19
 年

10
 月

１
日

６
．
そ
の
他

○
国

と地
方

自
治

体
の

ハ
イレ

ベ
ル

に
よ

る
協

議
の

場
を設

置
。加

え
て

、引
き

続
き、

自
治

体
の

事
務

負
担

軽
減

等
に

向
け

た
検

討
○

支
払

方
法

：
新

制
度

の
対

象
施

設
…

 現
物

給
付

を
原

則
。

未
移

行
幼

稚
園

…
 市

町
村

が
実

情
に

応
じて

判
断

（
現

物
給

付
の

取
組

を
支

援
）

認
可

外
保

育
施

設
等

…
 償

還
払

い
を

基
本

とし
つ

つ
、市

町
村

が
地

域
の

実
情

に
応

じて
現

物
給

付
とす

る
こと

も
可

○
今

般
の

無
償

化
を

契
機

に
、質

の
向

上
を

伴
わ

な
い

理
由

の
な

い
保

育
料

の
引

上
げ

が
行

わ
れ

な
い

よう
、周

知
徹

底
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認
可
外
保
育
施
設
に
対
す
る
質
の
確
保
に
関
す
る
支
援
の
流
れ
（
イ
メ
ー
ジ
）

認
可

外
施

設
・

事
業

認
可

施
設

・
事

業

認
可
保
育
所
、
小
規

模
保
育
事
業
な
ど

指
導
監
督
基
準
を

満
た
す
施
設

指
導

監
督

基
準

設
備

運
営

基
準

認
可
化
移
行

希
望
施
設

児
童

福
祉

法
に

基
づ

く
立

入
調

査
の

実
施

（
年

１
回

）

↓

○
巡
回
支
援
指
導
の
実
施

遵
守

す
べ

き
基

準
に

係
る

指
導

・
助

言

○
調
査
・
助
言
指
導
事
業
の
実
施

基
準

を
満

た
す

た
め

に
必

要
な

助
言

指
導

を
継

続
的

に
実

施

児
童

福
祉

法
に

基
づ

く
立

入
調

査
の

実
施

（
年

１
回

） ↓

○
巡
回
支
援
指
導
の
実
施

遵
守

す
べ

き
基

準
に

係
る

指
導

・
助

言

認
可

化
移

行
計

画
を

作
成

し
、

計
画

期
間

内
に

認
可

へ
移

行
を

図
る

施
設

に
対

す
る

各
種

支
援

○
改
修
費
支
援

○
移
行
移
転
費
支
援

○
運
営
費
支
援

○
調
査
・
助
言
指
導
事
業
の
実
施

認
可

化
移

行
に

必
要

な
保

育
内

容
や

運
営

等
の

助
言

指
導

を
実

施

児
童

福
祉

施
設

設
備

運

営
基

準
に

基
づ

い
た

設
備

、

人
員

配
置

に
よ

る
保

育
の

実
施

。

↓

○
公
定
価
格
に
よ
る
運
営

費
の
支
援

○
施
設
整
備
に
要
す
る

費
用
の
補
助

指
導
監
督
基
準
を

満
た
さ
な
い
施
設
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【
業

務
内

容
】

保
育

園
等

の
質

の
確

保
・

向
上

を
目

的
と

し
て

各
施

設
を

巡
回

し
、

以
下

の
内

容
等

に
関

す
る

助
言

・
指

導
を

実
施

①
保

育
園

等
が

満
た

す
べ

き
基

準
の

遵
守

状
況

②
保

育
中

の
死

亡
事

故
等

の
重

大
事

故
が

発
生

し
や

す
い

場
面

（
睡

眠
中

、
食

事
中

、
水

遊
び

中
等

）

③
保

育
園

等
の

事
故

防
止

の
取

組
、

事
故

発
生

時
の

対
応

【
要

件
】

次
の

要
件

を
い

ず
れ

も
満

た
し

て
い

る
者

と
し

て
、

都
道

府
県

等
が

適
当

と
認

め
る

者
・

上
記

【
業

務
内

容
】

に
掲

げ
る

業
務

に
関

し
て

、
専

門
的

な
知

見
を

有
す

る
者

・
巡

回
指

導
の

趣
旨

を
理

解
し

、
保

育
園

等
に

対
す

る
巡

回
支

援
指

導
を

適
切

に
実

施
で

き
る

者
※

指
導

員
の

具
体

例
：

保
育

園
の

園
長

や
保

育
士

経
験

者

【
配

置
主

体
】

・
認

可
外

保
育

施
設

、
認

可
外

の
居

宅
訪

問
型

保
育

事
業

（
ベ

ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

）
：

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

中
核

市
・

認
可

保
育

園
、

認
定

こ
ど

も
園

、
地

域
型

保
育

事
業

、
地

域
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

事
業

：
市

区
町

村
※

巡
回

支
援

指
導

員
の

配
置

に
つ

い
て

、
保

育
に

関
す

る
知

見
等

を
有

す
る

団
体

等
へ

の
委

託
も

可
。

（
委

託
先

の
具

体
例

：
指

定
保

育
士

養
成

施
設

、
社

会
福

祉
協

議
会

、
地

域
の

N
P
O

法
人

、
子

育
て

支
援

団
体

な
ど

）

【
補

助
率

・
補

助
単

価
(H

3
1
予

算
案

）
】

補
助

率
：

国
1
/2

、
都

道
府

県
又

は
市

区
町

村
1
/2

補
助

単
価

：
巡

回
支

援
指

導
員

１
人

あ
た

り
4
,0

6
2
千

円

【
配

置
状

況
（

H
2
9
補

助
金

交
付

決
定

）
】

2
1
自

治
体

9
7
名

※
国

の
補

助
事

業
に

よ
ら

ず
、

各
自

治
体

独
自

で
実

施
し

て
い

る
場

合
も

あ
り

。

認
可
外
保
育
施
設

認
可
保
育
園
等

巡
回
支
援
指
導
員

巡
回
支
援
指
導
員
に
つ
い
て

都
道
府
県

市
区
町
村

公
募

等
に

よ
り

採
用

・
配

置
(知

見
の

あ
る

団
体

へ
の

委
託

可
)

＜
配

置
イ

メ
ー

ジ
＞

各
施

設
を

巡
回

し
助

言
・

指
導

巡
回

に
当

た
っ

て
は

、
指

導
監

督
基

準
や

事
故

防
止

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

な
ど

を
踏

ま
え

、
保

育
の

質
の

確
保

・
向

上
に

資
す

る
助

言
・

指
導

を
行

う
。
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認
可
を
目
指
す
認
可
外
保
育
施
設
へ
の
支
援

＜
目

的
＞

認
可

外
保

育
施

設
の

認
可

化
移

行
を

支
援

し
、

待
機

児
童

の
解

消
を

図
る

と
と

も
に

、
子

ど
も

を
安

心
し

て
育

て
る

こ
と

が
で

き
る

体
制

整
備

を
行

う
。

＜
実
施
要
件
等
＞

・
認

可
化

移
行

計
画

（
*
1
）

を
策

定
し

、
計

画
期

間
内

（
*
2
）

に
移

行
を

図
る

こ
と

。

・
施

設
設

備
は

、
計

画
期

間
内

に
認

可
基

準
を

満
た

す
こ

と
。

・
職

員
配

置
に

つ
い

て
は

、
認

可
基

準
の

１
／

４
以

上
は

有
資

格
者

と
し

、
比

率
（

１
／

４
、

1
／

3
、

6
割

、
９

割
）

に
応

じ
て

補
助

単
価

を
設

定
。

*
1
 施

設
設

備
面

で
の

課
題

解
決

（
「

認
可

化
移

行
可

能
性

調
査

」
の

実
施

等
）

や
、

保
育

士
人

材
確

保
（

保
育

士
資

格
の

取
得

支
援

等
）

等
を

踏
ま

え
策

定
*
2
 地

方
単

独
保

育
施

設
以

外
の

施
設

は
５

年
間

が
上

限

・
認

可
保

育
園

等
へ

の
移

行
を

希
望

す
る

認
可

外
保

育
施

設
に

対
し

、
運

営
費

を
補

助
を

す
る

。

【
補

助
率

】
国

１
／

２
（

都
道

府
県

１
／

４
、

市
町

村
１

／
４

）
【

補
助

基
準

額
】

①
運

営
費

補
助

（
児

童
一

人
当

た
り

月
額

）

※
消

費
税

８
％

の
場

合
の

荒
い

試
算

※
地

域
区

分
2
0
/1

0
0
、

定
員

4
0
名

、
基

準
上

必
要

と
さ

れ
る

職
員

の
う

ち
９

割
が

保
育

士
の

場
合

※
補

助
単

価
は

、
地

域
区

分
、

定
員

区
分

、
配

置
さ

れ
て

い
る

保
育

士
の

割
合

等
に

よ
り

異
な

る
。

②
保

育
支

援
員

加
算

（
基

準
上

必
要

と
さ

れ
る

職
員

の
う

ち
、

保
育

士
以

外
の

従
事

者
一

人
当

た
り

月
額

）
【

補
助

基
準

額
】

1
4
.1

万
円

③
開

設
準

備
費

加
算

（
増

加
定

員
一

人
当

た
り

月
額

）
【

補
助

基
準

額
】

0
.8

万
円

④
地

方
単

独
保

育
施

設
加

算
（

児
童

一
人

当
た

り
月

額
）

【
補

助
基

準
額

】
2
.0

万
円

基
本

分
単

価
公 定 価 格 に 準 じ た

各 種 加 算

４
歳

以
上

児
５

.６
万

円

３
歳

児
６

.２
万

円
＋

１
，

２
歳

児
１

１
.３

万
円

０
歳

児
１

８
.１

万
円

３
．
運
営
費
支
援

新

新
拡

・
認

可
基

準
を

満
た

す
た

め
に

必
要

な
改

修
費

等
の

補
助

を
行

う
。

（
間

仕
切

り
、

調
理

室
や

ト
イ

レ
の

設
備

の
改

修
費

、
賃

借
料

等
）

【
補

助
率

】
国

１
／

２
（

市
町

村
１

／
４

、
設

置
主

体
１

／
４

）
(*

)
*
子

育
て

安
心

プ
ラ

ン
実

施
計

画
の

採
択

を
受

け
て

い
る

等
一

定
の

条
件

を
満

た
す

市
町

村
に

つ
い

て
は

、
国

２
／

３
（

市
町

村
１

／
1
2
、

設
置

主
体

１
／

４
）

な
る

【
補

助
基

準
額

】
１

施
設

当
た

り
３

，
２

０
０

万
円

①
認

可
化

移
行

調
査

・
助

言
指

導
事

業
【

補
助

率
】

国
１

／
２

・
認

可
保

育
園

等
に

移
行

す
る

た
め

に
障

害
と

な
っ

て
い

る
事

由
を

診
断

し
、

移
行

す
る

た
め

の
計

画
書

の
作

成
に

要
す

る
費

用
を

補
助

す
る

。
【

補
助

基
準

額
】

１
施

設
当

た
り

５
６

.４
万

円
・

認
可

保
育

園
等

へ
の

移
行

に
必

要
な

保
育

内
容

や
施

設
運

営
等

に
つ

い
て

助
言

・
指

導
す

る
た

め
の

費
用

を
補

助
す

る
。

【
補

助
基

準
額

】
１

施
設

当
た

り
５

０
.４

万
円

・
指

導
監

督
基

準
を

満
た

さ
な

い
認

可
外

保
育

施
設

が
指

導
監

督
基

準
を

満
た

す
た

め
に

必
要

な
助

言
指

導
を

継
続

的
に

行
う

た
め

の
費

用
を

補
助

す
る

。
【

補
助

基
準

額
】

１
施

設
当

た
り

７
５

.５
万

円

②
認

可
化

移
行

移
転

費
等

支
援

事
業

【
補

助
率

】
国

１
／

２
・

現
行

の
施

設
で

は
、

立
地

場
所

や
敷

地
面

積
の

制
約

上
、

設
備

運
営

基
準

を
満

た
す

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
の

移
転

等
に

必
要

な
費

用
を

補
助

す
る

。
【

補
助

基
準

額
（

移
転

費
）

】
１

施
設

当
た

り
１

２
０

万
円

【
補

助
基

準
額

（
仮

設
設

置
費

）
】

１
施

設
当

た
り

３
８

０
万

円

２
．
移
行
費
支
援

１
．
改
修
費
支
援

- 96 -

GHGVL
テキスト ボックス
資料５




認
可
化
移
行
運
営
費
支
援
事
業
の
拡
充
（
イ
メ
ー
ジ
）

認
可
化
移
行
運
営
費
支
援
事
業
の
拡
充
（
イ
メ
ー
ジ
）

●
「

子
育

て
安

心
プ

ラ
ン

」
に

基
づ

く
保

育
の

受
け

皿
確

保
策

の
一

環
と

し
て

、
既

存
の

認
可

外
保

育
施

設
の

認
可

化
を

推
進

す
る

こ
と

が
重

要
。

●
こ

の
た

め
、

認
可

化
移

行
運

営
費

支
援

事
業

に
つ

い
て

、
平

成
3
1
年

度
予

算
案

に
お

い
て

は
、

以
下

の
拡

充
を

実
施

。
・

補
助

単
価

を
公

定
価

格
の

２
／

３
か

ら
引

き
上

げ
、
公
定
価
格
に
準
じ
た
水
準

に
す

る
。

・
認

可
施

設
へ

の
移

行
を

促
進

す
る

観
点

か
ら

、
保
育
士
の
配
置
割
合
に
応
じ
て
、
一
定
の
減
額

を
設

け
る

。

・
公

定
価

格
に

準
じ

た
、
各
種
加
算
を
創
設

す
る

。

・
認

可
施

設
と

の
単

価
上

の
差

を
設

け
る

た
め

、
保

育
士

の
配

置
割

合
が

基
準

の
「

1
0
割

」
で

あ
る

補
助

区
分

を
廃

止
し

、
新
た
に
「
９
割
以
上
」
等

の
補
助
区
分
を
創
設

す
る

。

・
保

育
士

の
配

置
割

合
が

基
準

の
「

６
割

」
の

場
合

の
補

助
区

分
に

つ
い

て
、
保
育
支
援
員
加
算
（
仮
称
）
を
創
設

す
る

。
※

保
育

士
以

外
の

従
事

者
に

つ
い

て
、

所
定

の
研

修
を

終
了

し
た

「
保

育
支

援
員

」
を

、
必

要
と

な
る

保
育

士
の

１
．

５
倍

に
置

き
換

え
て

配
置

す
る

場
合

に
一

定
の

加
算

を
行

う
。

・
保

育
士

の
配

置
割

合
が

基
準

の
「
９
割
以
上
」
の
施
設
に
つ
い
て
、
公
定
価
格
に
準
じ
た
利
用
料

と
す

る
。

※
「

９
割

以
上

」
以

外
の

施
設

に
つ

い
て

は
、

従
前

ど
お

り
自

由
設

定
と

す
る

。

平
成

2
9
年

度
平

成
3
0
年

度
平

成
3
1
年

度
（

案
）

利
用

者
負

担
額

認
可

化
移

行
運

営
費

支
援

事
業

利
用

者
負

担
額

認
可

化
移

行
運

営
費

支
援

事
業

認
可

化
移

行
運

営
費

支
援

事
業

（
基

本
分

＋
加

算
分

）

＋

利
用

者
負

担
額

●
公

定
価

格
に

準
じ

た
水

準
に

引
き

上
げ ※

認
可

施
設

へ
の

移
行

を
促

進
す

る
観

点
か

ら
、

保
育

士
の

配
置

割
合

に
応

じ
て

、
一

定
の

減
額

を
設

定

●
公

定
価

格
に

準
じ

た
各

種
加

算
の

創
設

●
保

育
支

援
員

加
算

の
創

設

●
有

資
格

者
割

合
「

1
0
割

」
区

分
を

廃
止

及
び

「
9
割

以
上

」
等

の
創

設

《
拡
充
の
イ
メ
ー
ジ
》

※
有

資
格

者
1
0
割

の
場

合
※

平
成

3
1
年

度
は

、
有

資
格

者
９

割
、

全
て

の
加

算
を

適
用

し
た

場
合

協
議

会
設

置
加

算

●
公

定
価

格
の

2
/3

相
当

額
に

引
上

げ

●
定

員
区

分
及

び
地

域
区

分
に

応
じ

た
単

価
設

定

●
協

議
会

設
置

加
算

の
創

設
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22
8.

9万
人

23
4.

2万
人

24
7.

3万
人

25
5.

9万
人

26
5.

0万
人

27
1.

2万
人

28
0.

8万
人

28
4.

7万
人

28
7.

9万
人

24
0.

9万
人

24
8.

1万
人

26
2.

8万
人

27
2.

3万
人

28
3.

6万
人

29
4.

4万
人

31
0.

2万
人

31
7.

2万
人
～

31
9.

2万
人

32
2.

7万
人

22
,7

41
人

21
,3

71
人

23
,1

67
人

23
,5

53
人

26
,0

81
人

19
,8

95
人

025
,0

00

50
,0

00

75
,0

00

10
0,

00
0

12
5,

00
0

05010
0

15
0

20
0

25
0

30
0

35
0

2
0
1
3
(H

2
5
).
4

2
0
1
4
(H

2
6
).
4

2
0
1
5
(H

2
7
).
4

2
0
1
6
(H

2
8
).
4

2
0
1
7
(H

2
9
).
4

2
0
1
8
(H

3
0
).
4

2
0
1
9
(H

3
1
).
4

2
0
2
0
(H

3
2
).
4

2
0
2
1
(H

3
3
).
4

8
2
%

7
8
%

7
4
%

7
0
%

6
6
%

0
%

待
機
児
童
解
消
に
向
け
た
取
組
の
状
況
に
つ
い
て

【
保
育
の
受
け
皿
拡
大
の
状
況
】

○
待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
に
よ
る
市
区
町
村
と
企
業
主
導
型
保
育
事
業
に
お
け
る
保
育
の
受
け
皿
拡
大
を
合
わ
せ
る
と
、
2
0
1
3
年
度

か
ら
2
0
1
7
年
度
末
ま
で
の
５
年
間
の
合
計
は
、
約
5
3
.
5
万
人
分
（
※
）
。
待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
の
政
府
目
標
50
万
人
分
を
達
成
。

※
市
区
町
村
の
受
け
皿
拡
大
量
：
約
4
7.
6
万
人
分

企
業
主
導
型
保
育
事
業
の
受
け
皿
拡
大
量
：
約
６
万
人
分

○
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
に
よ
る
保
育
の
受
け
皿
拡
大
量
は
、
現
時
点
の
市
区
町
村
等
の
計
画
を
積
み
上
げ
る
と
、
2
0
1
7
年
度
末
ま
で
の
子
育

て
安
心
プ
ラ
ン
の
前
倒
し
分
を
含
め
、
2
0
1
8
年
度
か
ら
2
0
2
0
年
度
末
ま
で
の
３
年
間
で
約
2
9
.
3
万
人
分
が
拡
大
で
き
る
見
込
み
。

【
保
育
の
申
込
者
数
、
待
機
児
童
数
の
状
況
】

○
一
方
、
女
性
就
業
率
（
2
5
歳
か
ら
4
4
歳
）
は
年
々
上
昇
し
て
お
り
、
そ
れ
に
伴
い
申
込
者
数
も
年
々
増
加
。
2
0
1
8
年
４
月
時
点
の
申
込
者

数
は
、
約
2
7
1
.
2
万
人
で
、
昨
年
度
と
比
較
し
て
増
加
（
約
6
.
2
万
人
増
）
。

○
2
0
1
8
年
４
月
時
点
の
待
機
児
童
数
は
、
1
9
,
8
9
5
人
と
な
り
、
1
0
年
ぶ
り
に
２
万
人
を
下
回
る
結
果
。

（万
人

）

3
0
0

2
0
0

1
5
0

5
0 0

3
5
0

申
込
者
数

保
育
の
受
け
皿
量

待
機
児
童
数

女
性
就
業
率

（
年
平
均
）

待
機

児
童

解
消

加
速

化
プ

ラ
ン

子
育

て
安

心
プ

ラ
ン

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
新

制
度

2
5
0

1
0
0

〔 保 育 の 受 け 皿 量 ／ 申 込 者 数 〕

〔 女 性 就 業 率 （ ～ 歳 ） 〕

4
2
.3
万
人
増

5
3
.5
万
人
増

67
.7

%

69
.5

%

70
.8

%
71

.6
%

72
.7

%

74
.3

%

2
5

4
4
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【
待

機
児

童
を

解
消

】
東

京
都

を
は

じ
め

意
欲

的
な

自
治

体
を

支
援

す
る

た
め

、
待
機
児
童
解
消
に
必
要
な
受
け
皿
約
2
2
万
人
分
の
予
算
を

2
0
1
8
（

平
成

3
0
）

年
度

か
ら

2
0
1
9
（

平
成

3
1
）

年
度

末
ま

で
の
２
年
間
で
確
保

。
（

遅
く

と
も

2
0
2
0
（

平
成

3
2
）

年
度

末
ま

で
の

３
年

間
で

全
国

の
待

機
児

童
を

解
消

）

【
待

機
児

童
ゼ

ロ
を

維
持

し
つ

つ
、

５
年

間
で

「
Ｍ

字
カ

ー
ブ

」
を

解
消

】
「
Ｍ
字
カ
ー
ブ
」
を
解
消

す
る

た
め

、
2
0
2
0
（

平
成

3
2
）

年
度

末
ま

で
の
３
年
間
で
女
性
就
業
率
8
0
％

に
対

応
で

き
る
約
3
2

万
人
分

の
受

け
皿

整
備

（
当

初
５

年
間

の
計

画
を

３
年

間
に

２
年

前
倒

し
）

。
（

参
考

）
ス

ウ
ェ

ー
デ

ン
の

女
性

就
業

率
：

8
2
.5

％
（

2
0
1
6
）

「
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」

【
平
成
2
9
年
６
月
２
日
公
表
】

「
待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
」

（
５
年
間
）

2
0
1
3
（
Ｈ

2
5
）
年

度
2
0
1
7
（
Ｈ

2
9
）
年

度
末

2
0
2
2
（
Ｈ

3
4
）

年
度

末
2
0
1
9
(H

3
1
)～

2
0
2
0
(Ｈ

3
2
)年

度
末

「
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」

（
２
～
３
年
間
）

待
機

児
童

数

女
性

(2
5
-
4
4
歳

)就
業

率

ゼ
ロ

8
0
％

２
年
前
倒
し

２
年
前
倒
し

し
、

2
0
2
0
年

度
末

ま
で

の
３
年
間
で
約
3
2
万
人
分

の
受

け
皿

を
整

備

約
3
2
万

人
増

約
5
3
.5

万
人

増

自
治
体
を
支
援
し
､
２
年
間
で
待
機
児
童
を
解
消

す
る
た
め
の
受
け
皿
整
備
の
予
算
の
確
保

(
遅
く
と
も
３
年
間
で
待
機
児
童
解
消
)

1
9
,8

9
5
人

（
H
3
0
.4

)

7
4
.3

％
(H

2
9
)
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※
議
題
内
容
は
設
置
届
出
書
に
記
載
の
あ
っ
た
内
容
で
あ
り
、
そ
の
詳
細
は
協
議
会
の
中
で
決
定
さ
れ
る
。

県
名

設
置
日

構
成
員

協
議
内
容
（
議
題
）

（
参
考
）

待
機
児
童
数

秋
田

県
5/

9
17

市
町

、労
働

局
、保

育
協

議
会

、保
育

士
会

、
私

立
幼

稚
園

・認
定

こど
も

園
連

合
会

、有
識

者
保

育
人

材
の

確
保

等
37

人

宮
城

県
5/

14
35

市
町

村
（

全
市

町
村

）
市

町
村

間
の

課
題

共
有

及
び

解
決

策
の

検
討

、保
育

事
業

に
関

す
る

市
町

村
間

の
情

報
共

有
61

3人

山
形

県
10

/2
9

28
市

町
村

（
全

市
町

村
）

協
議

会
が

別
に

定
め

る
46

人

福
島

県
7/

2
19

市
町

村
（

待
機

児
童

が
い

る
又

は
安

心
プラ

ン
採

択
自

治
体

）
、子

ども
・子

育
て

会
議

委
員

受
け

皿
整

備
、保

育
人

材
確

保
、情

報
の

共
有

（
横

展
開

）
37

1人

埼
玉

県
5/

24
24

市
（

待
機

児
童

が
20

人
以

上
）

地
域

ご
との

課
題

の
把

握
及

び
分

析
、そ

の
結

果
に

基
づ

い
た

対
策

1,
55

2人

千
葉

県
8/

27
30

市
町

協
議

会
が

別
に

定
め

る
1,

39
2人

東
京

都
6/

8
53

市
区

町
村

協
議

会
が

別
に

定
め

る
5,

41
4人

神
奈

川
県

7/
9

33
市

町
村

（
全

市
町

村
）

受
け

皿
整

備
、多

様
な

就
労

形
態

に
応

じた
保

育
、保

育
人

材
確

保
、

情
報

の
共

有
（

横
展

開
）

86
4人

滋
賀

県
8/

21
19

市
町

（
全

市
町

）
広

域
利

用
、特

に
専

門
性

の
高

い
も

の
43

9人

大
阪

府
8/

27
43

市
町

村
（

全
市

町
村

）
協

議
会

が
別

に
定

め
る

67
7人

岡
山

県
5/

24
12

市
町

（
待

機
児

童
が

い
る

自
治

体
）

受
け

皿
整

備
、保

育
人

材
確

保
、情

報
の

共
有

（
横

展
開

）
69

8人

待
機
児
童
対
策
協
議
会
の
設
置
状
況
に
つ
い
て

○
1
2
月
末
時
点
で
1
1
都
府
県
に
お
い
て
設
置
。
当
該
1
1
都
府
県
に
お
け
る
待
機
児
童
数
は
1
2
,1
0
3
人
（
全
国
（
1
9
,8
9
5
人
）
の
約
６

割
）
（
H
3
0
.4
.1
時
点
）
。
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待
機
児
童
対
策
協
議
会
参
加
自
治
体
へ
の
支
援
施
策
に
つ
い
て

待
機

児
童

対
策

協
議

会
に

お
い

て
、

①
待

機
児

童
の

解
消

に
向

け
た

受
け

皿
整

備
、

保
育

人
材

の
確

保
・

資
質

の
向

上
に

係
る

取
組

の
達

成
状

況
を

評
価

す
る

た
め

の
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

評
価

指
標

（
Ｋ

Ｐ
Ｉ

）
を

設
定

し
、

②
見

え
る

化
を

す
る

こ
と

で
、

よ
り

強
力

に
待

機
児

童
対

策
に

取
組

む
自

治
体

を
支

援
す

る
。

保
育
園
等
改
修
費
等
支
援
事
業
（
市
町
村
）

賃
貸

物
件

等
に

よ
る

保
育

園
等

を
設

置
す

る
た

め
の

改
修

費
等

の
補

助
基

準
額

の
嵩

上
げ

※
補

助
基

準
額

（
案

）
3
,5

0
0
万

円
（

通
常

2
,7

0
0
万

円
）

都
市
部
に
お
け
る
保
育
園
等
へ
の
賃
借
料
支
援
事
業
（
市
町
村
）

新
設

の
場

合
に

限
り

、
建

物
借

料
と

公
定

価
格

の
賃

借
料

加
算

の
乖

離
が

２
倍

を
超

え
た

場
合

に
つ

い
て

も
補

助
（

通
常

は
３

倍
）

※
補

助
基

準
額

（
案

）
1
,2

0
0
万

円
（

通
常

2
,2

0
0
万

円
）

保
育
園
等
の
広
域
利
用
の
た
め
の
調
整
・
保
育
対
策
事
業
の
横
展
開

（
都
道
府
県
）

保
育

所
等

の
広

域
利

用
調

整
や

公
有

地
等

の
保

育
所

等
設

置
に

係
る

調
整

や
市

町
村

を
ま

た
ぐ

保
育

対
策

関
係

事
業

の
取

組
状

況
の

横
展

開
を

担
う

職
員

を
配

置
※

補
助

基
準

額
（

案
）

2
6
2
.3

万
円

（
新

規
）

１
．
受
け
皿
確
保
等

潜
在
保
育
士
の
再
就
職
支
援
（
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
）

保
育

士
・

保
育

園
支

援
セ

ン
タ

ー
に

お
い

て
、

潜
在

保
育

士
の

把
握

や
保

育
人

材
の

掘
り

起
こ

し
を

担
う

職
員

（
就

職
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
）

を
追

加
配

置
※

補
助

基
準

加
算

額
（

案
）

4
0
0
万

円
（

新
規

）

保
育
人
材
就
職
支
援
事
業
（
市
町
村
）

市
町

村
に

お
い

て
、

保
育

人
材

の
掘

り
起

こ
し

を
担

う
職

員
（

就
職

支
援

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

）
を

追
加

配
置

※
補

助
基

準
加

算
額

（
案

）
4
0
0
万

円
（

新
規

）

２
．
保
育
人
材
の
確
保

待
機
児
童
対
策
協
議
会
に
参
加
す
る
自
治
体
が
実
施
す
る
、
待
機
児
童
解
消
に
向
け
た

取
組
み
を
支
援
（
都
道
府
県
、
市
町
村
）

※
厚

生
労

働
大

臣
が

認
め

た
額

（
上

限
1
,0

0
0
万

円
の

定
額

補
助

）

３
．
地
方
自
治
体
か
ら
の
提
案
型
事
業

設
定

及
び

見
え

る
化

す
る

Ｋ
Ｐ

Ｉ
項

目
・

指
標

は
、

待
機

児
童

の
解

消
に

向
け

た
受

け
皿

整
備

、
保

育
人

材
の

確
保

・
資

質
の

向
上

に
係

る
取

組
で

あ
っ

て
、

地
域

の
実

情
に

応
じ

た
達

成
状

況
の

見
え

る
化

に
適

し
た

も
の

と
す

る
。

「
１
．
受
け
皿
確
保
等
」
に
関
す
る
Ｋ
Ｐ
Ｉ
（
例
）

✔
待

機
児

童
数

（
対

前
年

度
減

）
（

市
町

村
）

✔
認

可
保

育
所

等
に

移
行

し
た

認
可

外
保

育
施

設
数

（
市

町
村

）
✔

広
域

利
用

に
係

る
協

定
の

締
結

を
目

指
す

各
市

区
町

村
の

施
設

ご
と

の
市

境
を

越
え

た
受

け
入

れ
児

童
数

（
都

道
府

県
、

市
町

村
）

「
２
．
保
育
人
材
の
確
保
」
に
関
す
る
Ｋ
Ｐ
Ｉ
（
例
）

✔
保

育
士

養
成

校
の

卒
業

生
の

保
育

園
等

へ
の

就
職

件
数

の
増

加
数

（
都

道
府

県
）

✔
潜

在
保

育
士

の
「

保
育

士
・

保
育

園
支

援
セ

ン
タ

ー
」

へ
の

新
規

届
出

件
数

（
都

道
府

県
）

✔
「

保
育

士
・

保
育

園
支

援
セ

ン
タ

ー
」

へ
の

求
人

登
録

の
件

数
（

都
道

府
県

）
✔

保
育

士
の

平
均

勤
続

年
数

（
都

道
府

県
、

市
町

村
）

Ｋ
Ｐ
Ｉ
項
目
・
指
標
及
び
見
え
る
化

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
3
9
4
億

円
の

内
数

）
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◆
「
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
く
約
3
2
万
人
分
の
保
育
の
受
け
皿
整
備
に
伴
い
、
保
育
の
担
い
手
と
な
る
保
育
人
材
（
新
た
に
約
7
.7
万
人
）

を
確
保
す
る
た
め
、
処
遇
改
善
の
ほ
か
、
新
規
の
資
格
取
得
、
就
業
継
続
、
離
職
者
の
再
就
職
と
い
っ
た
支
援
に
総
合
的
に
取
り
組
む
。

保
育
人
材
の
確
保
に
向
け
た
総
合
的
な
対
策

就
業

継
続

支
援

【
養

成
校

ル
ー

ト
】

○
保

育
士

修
学

資
金

貸
付

の
実

施
（

養
成

校
に

通
う

学
生

に
対

し
、

修
学

資
金

の
一

部
を

貸
付

け
）

【
2
7
補

正
～

：
3
0
二

次
補

正
案

で
貸

付
原

資
等

の
積

み
増

し
】

・
卒

業
後

、
５

年
間

の
実

務
従

事
に

よ
り

返
還

を
免

除
・

学
費

５
万

円
（

月
額

）
な

ど

○
保

育
士

資
格

取
得

支
援

事
業

の
拡

充
（

保
育

園
等

で
働

き
な

が
ら

養
成

校
の

卒
業

に
よ

る
資

格
の

取
得

を
目

指
す

方
へ

の
授

業
料

の
補

助
）

・
補

助
対

象
者

を
常

勤
職

員
か

ら
非

常
勤

職
員

を
含

む
全

職
員

に
拡

大
【

3
0
予

算
～

】

【
保

育
士

試
験

ル
ー

ト
】

※
年

２
回

の
試

験
を

実
施

（
2
7
年

度
：

４
府

県
で

実
施

→
 2

9
年

度
：

全
て

の
都

道
府

県
で

実
施

）

○
保

育
士

試
験

に
よ

る
資

格
取

得
支

援
事

業
の

拡
充

（
保

育
士

試
験

の
合

格
に

よ
る

資
格

の
取

得
を

目
指

す
方

へ
の

教
材

費
等

の
補

助
）

・
支

給
対

象
期

間
を

拡
大

（
試

験
の

１
年

前
ま

で
に

要
し

た
費

用
→

試
験

の
２

年
前

ま
で

に
要

し
た

費
用

）
【

3
0
予

算
～

】

○
保

育
園

等
に

お
け

る
Ｉ

Ｃ
Ｔ

化
の

推
進

・
保

育
士

の
業

務
負

担
を

軽
減

す
る

た
め

、
保

育
に

関
す

る
計

画
・

記
録

や
保

護
者

と
の

連
絡

、
子

ど
も

の
登

降
園

管
理

等
の

業
務

を
Ｉ

Ｃ
Ｔ

化
す

る
た

め
の

シ
ス

テ
ム

の
導

入
費

用
を

支
援

す
る

。
【

3
0
二

次
補

正
案

】

○
保

育
補

助
者

の
雇

い
上

げ
支

援
の

拡
充

（
保

育
士

の
業

務
を

補
助

す
る

方
の

賃
金

の
補

助
）

・
研

修
受

講
要

件
を

緩
和

し
、

保
育

人
材

の
裾

野
を

拡
大

（
子

育
て

支
援

員
研

修
の

受
講

→
保

育
園

等
で

の
実

習
）

【
3
0
予

算
～

】
・

補
助

基
準

額
の

引
き

上
げ

（
１

施
設

１
名

分
（

2
2
1
.5

万
円

）
→

定
員

1
2
1
人

以
上

の
施

設
：

２
名

分
（

4
4
3
万

円
）

）
【

3
0
予

算
～

】

○
保

育
体

制
強

化
事

業
の

拡
充

（
清

掃
等

の
業

務
を

行
う

方
の

賃
金

の
補

助
）

・
実

施
主

体
の

拡
大

（
待

機
児

童
解

消
加

速
化

プ
ラ

ン
参

加
市

区
町

村
→

全
て

の
市

区
町

村
）

等
【

3
0
予

算
～

】

○
保

育
士

宿
舎

借
り

上
げ

支
援

（
補

助
額

：
１

人
当

た
り

月
額

8
.2

万
円

（
上

限
）

）
・

対
象

者
の

拡
大

（
採

用
か

ら
５

年
以

内
の

者
→

採
用

か
ら

1
0
年

以
内

の
者

）
【

2
9
予

算
～

】

新
規

資
格

取
得

支
援

○
保

育
士

・
保

育
所

支
援

セ
ン

タ
ー

（
潜

在
保

育
士

の
掘

り
起

こ
し

を
行

い
、

保
育

事
業

者
と

の
マ

ッ
チ

ン
グ

支
援

（
職

業
紹

介
）

を
実

施
）

＜
新

規
メ

ニ
ュ

ー
創

設
＞

・
保

育
士

・
保

育
所

支
援

セ
ン

タ
ー

に
マ

ッ
チ

ン
グ

シ
ス

テ
ム

を
導

入
す

る
際

の
費

用
に

対
す

る
補

助
を

新
設

し
、

業
務

の
効

率
化

を
図

る
と

と
も

に
、

潜
在

保
育

士
等

保
育

人
材

の
ニ

ー
ズ

に
合

わ
せ

た
、

よ
り

き
め

細
か

な
マ

ッ
チ

ン
グ

を
実

施
。

（
補

助
額

（
案

）
7
0
0
万

円
）

【
3
1
予

算
案

】

○
潜

在
保

育
士

再
就

職
支

援
事

業
＜

新
規

＞
・

長
い

ブ
ラ

ン
ク

に
よ

る
潜

在
保

育
士

の
職

場
復

帰
へ

の
不

安
を

軽
減

す
る

た
め

、
保

育
園

等
が

潜
在

保
育

士
を

非
常

勤
と

し
て

試
行

的
に

雇
用

す
る

際
に

行
う

研
修

等
に

要
す

る
費

用
を

補
助

（
補

助
額

（
案

）
1
0
万

円
）

【
3
1
予

算
案

】

○
就

職
準

備
金

貸
付

事
業

（
再

就
職

す
る

際
等

に
必

要
と

な
る

費
用

を
貸

し
付

け
、

２
年

間
勤

務
し

た
場

合
、

返
還

を
免

除
）

・
貸

付
額

の
上

限
を

引
き

上
げ

（
2
0
万

円
→

4
0
万

円
）

【
2
8
補

正
～

：
3
0
二

次
補

正
案

で
貸

付
原

資
等

の
積

み
増

し
】

離
職

者
の

再
就

職
支

援
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新
し
い
経
済
政
策

パ
ッ
ケ
ー
ジ

（
消
費
税
財
源
）

0.
8%

0.
8%

1.
1%

1.
1%

1.
1%

1.
3%

1.
3%

1.
3%

1.
3%

1.
9%

1.
9%

1.
9%

1.
9%

1.
9%

2.
0%

2.
0%

2.
0%

2.
0%

2.
0%

2.
0%

2.
85

%

3.
0%

3.
0%

3.
0%

3.
0%

3.
0%

2.
85

%

2.
0%

2.
0%

2.
0%

1.
0%

0
.
0
%

2
.
0
%

4
.
0
%

6
.
0
%

8
.
0
%

1
0
.
0%

1
2
.
0%

1
4
.
0%

1
6
.
0%

1
8
.
0%

2
4
年
度

2
5
年
度

2
6
年
度

2
7
年
度

2
8
年
度

2
9
年
度

3
0
年
度

3
1
年
度
（
予
定
）

安
心
こ
ど
も
基
金

に
お
い
て
創
設

保
育
緊
急
確
保
事
業

で
事
業
継
続

（
2
0
1
2
）

（
2
0
1
3
）

（
2
0
1
4）

（
20
1
5
）

（
2
0
1
6
）

（
2
01
7
）

（
2
0
1
8
）

（
2
0
1
9
）

０
．
３
兆
円

超
メ
ニ
ュ
ー

０
．
７
兆
円

メ
ニ
ュ
ー

（
消
費
税
財
源
）

公
定
価
格
に

組
み
込
む
（
恒
久
化
）

＋
約
３
％

（
月
額
約
9,
00
0円

）

＋
約
５
％

（
月
額
約
15
,0
00
円
）

＋
約
７
％

（
月
額
約
21
,0
00
円
）

＋
約
８
％

（
月
額
約
26
,0
00
円
）

＋

※
26
年
人
事
院
勧
告

準
拠
（
26
補
正
）

※
27
年
人
事
院
勧
告

準
拠
（
27
補
正
）

※
28
年
人
事
院
勧
告

準
拠
（
28
補
正
）

※
処
遇
改
善
等
加
算

（
賃
金
改
善
要
件
分
）

消
費
税
財
源
以
外

※
処
遇
改
善
等
加
算

（
賃
金
改
善
要
件
分
）

消
費
税
財
源

※
処
遇
改
善
等
加
算

（
賃
金
改
善
要
件
分
）

消
費
税
財
源

（
改
善
率
）

※
処
遇
改
善
等
加
算
（
賃
金
改
善
要
件
分
）
は
、
平
成
2
5、

2
6
年
度
に
お
い
て
は
「
保
育
士
等
処
遇
改
善
臨
時
特
例
事
業
」
に
よ
り
実
施

※
各
年
度
の
月
額
給
与
改
善
額
は
、
予
算
上
の
保
育
士
の
給
与
改
善
額

※
上
記
の
改
善
率
は
、
各
年
度
の
予
算
に
お
け
る
改
善
率
を
単
純
に
足
し
上
げ
た
も
の
で
あ
り
、
2
4年

度
と
比
較
し
た
実
際
の
改
善
率
と
は
異
な
る
。

保
育
士
等
の
処
遇
改
善
の
推
移

＋
約
1
1
％

＋
最
大
４
万
円

（
月
額
約
35
,0
00
円

＋
最
大
４
万
円
）

※
29
年
人
事
院
勧
告
準
拠
（
29
補
正
）

＋
＋

技
能
・
経
験
に
着
目
し
た
更
な
る
処
遇
改
善

＋
約
1
2
％

＋
最
大
４
万
円

（
月
額
約
38
,0
00
円

＋
最
大
４
万
円
）

＋
約
1
3
％

＋
最
大
４
万
円

（
月
額
約
41
,0
00
円

＋
最
大
４
万
円
）

※
30
年
人
事
院
勧
告
準
拠
（
30
補
正
（
案
）
/3
1
予
算
（
案
）
）
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（
１
）
2
0
1
9
年
度
公
定
価
格
の
対
応
の
方
向
性
（
案
）

①
保
育
所
等
の
体
制
充
実

食
育

の
充

実
に

つ
な

げ
る

方
策

の
一

環
と

し
て

、
保

育
所

等
の

保
育

士
や

栄
養

士
の

体
制

充
実

を
図

る
。

②
処
遇
改
善
の
推
進
等

2
0
1
9
年

４
月

か
ら

１
％

（
月

3
0
0
0
円

相
当

）
の

賃
金

引
上

げ
。

※
「

新
し

い
経

済
政

策
パ

ッ
ケ

ー
ジ

」
（

平
成

2
9
年

1
2
月

8
日

閣
議

決
定

）

2
0
1
9
年

1
0
月

か
ら

の
消

費
税

率
引

上
げ

（
８

％
→

1
0
％

）
に

伴
う

公
定

価
格

の
引

上
げ

。

③
職
員
配
置
の
実
態
に
応
じ
た
加
算
化

1
号

認
定

子
ど

も
（

幼
稚

園
等

）
の

基
本

分
単

価
に

含
む

非
常

勤
講

師
の

配
置

に
つ

い
て

、
配

置
実

態
を

踏
ま

え
、

実
際

に
配

置
が

あ
る

場
合

の
加

算
と

す
る

。
※

財
政

制
度

等
審

議
会

指
摘

（
平

成
30

年
10

月
9日

）

④
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
の
指
摘
を
踏
ま
え
た
運
用
改
善
（
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
）

居
宅

訪
問

型
保

育
事

業
に

つ
い

て
、

利
用

実
態

を
踏

ま
え

、
給

付
方

法
の

運
用

の
見

直
し

を
図

る
。

（
２
）
上
記
以
外
の
事
項

来
年

度
実

施
予

定
の

次
回

経
営

実
態

調
査

の
結

果
等

に
基

づ
き

、
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

新
制

度
の

施
行

後
５

年
の

見
直

し
の

議
論

も
加

味
し

、
2
0
2
0
年

度
の

公
定

価
格

に
お

け
る

対
応

を
検

討
。

２
．
そ
の
他
の
課
題

H
3
0
.1

1
.3

0
子

ど
も

・
子

育
て

会
議

（
第

4
0
回

）
資

料
抜

粋
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○
基
礎
年
金
国
庫
負
担
割
合
２
分
の
１

（
平
成
2
4
・
2
5
年
度
の
基
礎
年
金
国
庫
負
担
割
合
２
分
の
１
の
差
額
に
係
る
費
用
を
含
む
）

○
社
会
保
障
の
充
実

・
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
充
実

・
医
療
・
介
護
の
充
実

・
年
金
制
度
の
充
実

・
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化

・
待
機
児
童
の
解
消

・
介
護
人
材
の
処
遇
改
善

○
消
費
税
率
引
上
げ
に
伴
う
社
会
保
障
４
経
費
の
増

・
診
療
報
酬
、
介
護
報
酬
、
年
金
、
子
育
て
支
援
等
に
つ
い
て
の
物
価
上
昇
に
伴
う
増

○
後
代
へ
の
負
担
の
つ
け
回
し
の
軽
減

・
高
齢
化
等
に
伴
う
自
然
増
を
含
む
安
定
財
源
が
確
保
で
き
て
い
な
い
既
存
の
社
会
保
障
費

〈
3
1
年
度
消
費
税
増
収
分
の
内
訳
〉
（
公
費
ベ
ー
ス
）

（
注
）
軽
減
税
率
制
度
に
よ
る
減
収
分
は
考
慮
し
て
い
な
い
。

2
0
1
9
（
平
成
3
1
）
年
度
の
消
費
税
増
収
分
の
使
途
に
つ
い
て

3
.
3兆

円

2
.
1
7兆

円

0
.
4
7兆

円

《
増
収
額
計
：
1
0
.3
兆
円
》

4
.
4兆

円

（
注
）
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事
項

事
業

内
容

平
成
3
1
年
度

予
算
案

（
参
考
）

平
成
3
0
年
度

予
算
額

国
分

地
方
分

子
ど
も
・
子
育
て
支
援

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
の
実
施

6
,5
2
6

2
,9
8
5

3
,5
4
1

6
,5
2
6

社
会
的
養
育
の
充
実

4
7
4

2
3
7

2
3
7

4
1
6

育
児
休
業
中
の
経
済
的
支
援
の
強
化

1
7

1
0

6
1
7

医 療 ・ 介 護

医
療
・
介
護
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
体
制
改
革

病
床
の
機
能
分
化
・
連
携
、
在
宅
医
療
の
推
進
等

・
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
（
医
療
分
）

・
診
療
報
酬
改
定
に
お
け
る
消
費
税
財
源
等
の
活
用
分

1
,0
3
4

4
7
6

6
8
9

3
3
7

3
4
5

1
3
9

9
3
4

4
7
3

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
構
築

・
地
域
医
療
介
護
総
合
確
保
基
金
（
介
護
分
）

・
平
成
27
年
度
介
護
報
酬
改
定
に
お
け
る
消
費
税
財
源
の
活
用
分

（
介
護
職
員
の
処
遇
改
善
等
）

・
在
宅
医
療
・
介
護
連
携
、
認
知
症
施
策
の
推
進
な
ど
地
域
支
援
事
業
の
充
実

8
2
4

1
,1
9
6

5
3
4

5
4
9

6
0
4

2
6
7

2
7
5

5
9
2

2
6
7

7
2
4

1
,1
9
6

4
3
4

医
療
IC
T
化
促
進
基
金
（
仮
称
）
の
創
設

3
0
0

3
0
0

0
－

医
療
・
介
護
保
険

制
度
の
改
革

国
民
健
康
保
険
等
の
低
所
得
者
保
険
料
軽
減
措
置
の
拡
充

6
1
2

0
6
1
2

6
1
2

国
民
健
康
保
険
へ
の
財
政
支
援
の
拡
充

・
低
所
得
者
数
に
応
じ
た
自
治
体
へ
の
財
政
支
援

1
,6
6
4

8
3
2

8
3
2

1
,6
6
4

・
保
険
者
努
力
支
援
制
度
等

1
,7
7
2

1
,7
7
2

0
1
,6
8
7

被
用
者
保
険
の
拠
出
金
に
対
す
る
支
援

7
0
0

7
0
0

0
7
0
0

7
0
歳
未
満
の
高
額
療
養
費
制
度
の
改
正

2
4
8

2
1
7

3
1

2
4
8

介
護
保
険
の
１
号
保
険
料
の
低
所
得
者
軽
減
強
化

9
0
0

4
5
0

4
5
0

2
4
6

難
病
・
小
児
慢
性

特
定
疾
病
へ
の
対
応

難
病
・
小
児
慢
性
特
定
疾
病
に
係
る
公
平
か
つ
安
定
的
な
制
度
の
運
用
等

2
,0
8
9

1
,0
4
4

1
,0
4
4

2
,0
8
9

年
金

年
金
受
給
資
格
期
間
の
2
5
年
か
ら
1
0
年
へ
の
短
縮

6
4
4

6
1
8

2
6

6
4
4

遺
族
基
礎
年
金
の
父
子
家
庭
へ
の
対
象
拡
大

6
1

5
7

4
5
0

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
支
給

1
,8
5
9

1
,8
5
9

0
－

合
計

2
1
,9
3
0
1
3
,5
2
8

8
,4
0
2

1
8
,6
5
9

2
0
1
9
（
平
成
3
1
）
年
度
に
お
け
る
「
社
会
保
障
の
充
実
」
（
概
要
）

（
注
１
）
金
額
は
公
費
（
国
及
び
地
方
の
合
計
額
）
。
計
数
は
、
四
捨
五
入
の
関
係
に
よ
り
、
端
数
に
お
い
て
合
計
と
合
致
し
な
い
も
の
が
あ
る
。

（
注
２
）
消
費
税
増
収
分
（
1
.6
8
兆
円
）
と
社
会
保
障
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
法
等
に
基
づ
く
重
点
化
・
効
率
化
に
よ
る
財
政
効
果
（
▲
0
.5
1
兆
円
）
を
活
用
し
、
上
記
の
社
会
保
障
の
充
実
（
2
.1
9兆
円
）の
財
源
を
確
保
。

（
注
３
）
保
育
士
の
処
遇
改
善
に
つ
い
て
は
、
「
社
会
保
障
の
充
実
」
に
お
け
る
全
職
員
を
対
象
と
し
た
３
％
の
処
遇
改
善
を
実
施
（
平
成
2
7
年
度
）
。
こ
の
ほ
か
、
「
社
会
保
障
の
充
実
」
と
は
別
に
、
平
成
2
9
年
度
か
ら
全
職
員
を
対
象
と
し
た

２
％
の
処
遇
改
善
を
行
う
と
と
も
に
技
能
・
経
験
に
応
じ
た
月
額
最
大
４
万
円
の
処
遇
改
善
を
行
う
な
ど
、
取
組
を
進
め
て
い
る
。

（
注
４
）
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
の
実
施
」
の
国
分
に
つ
い
て
は
全
額
内
閣
府
に
計
上
。

（
注
５
）
財
政
安
定
化
基
金
の
積
立
分
1
6
0
億
円
を
含
む
（
平
成
30
年
度
の
積
増
し
に
よ
り
国
民
健
康
保
険
制
度
の
改
革
の
実
施
に
必
要
な
積
立
総
額
2
,0
0
0億
円
を
確
保
済
み
）。

（
注
４
）

（
単
位
：
億
円
）

（
注
３
）

（
注
５
）
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量
的
拡
充

質
の
向
上

所
要
額

４
，
２
５
８
億
円

２
，
７
４
２
億
円

主
な
内
容

○
認
定
こ
ど
も
園
、
幼
稚
園
、
保
育
園
、

地
域
型
保
育
の
量
的
拡
充

（
待
機
児
童
解
消
加
速
化
プ
ラ
ン
の
推
進
等
）

○
３
歳
児
の
職
員
配
置
を
改
善
（
２
０
：
１
→
１
５
：
１
）

○
私
立
幼
稚
園
・
保
育
園
等
・
認
定
こ
ど
も
園
の
職
員
給
与

の
改
善
（
３
％
）

○
保
育
標
準
時
間
認
定
に
対
応
し
た
職
員
配
置
の
改
善

○
研
修
機
会
の
充
実

○
小
規
模
保
育
の
体
制
強
化

○
減
価
償
却
費
、
賃
借
料
等
へ
の
対
応

な
ど

○
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
の
量
的
拡
充

（
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
、
一
時
預
か
り
、

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
等
）

○
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
充
実

○
病
児
・
病
後
児
保
育
の
充
実

○
利
用
者
支
援
事
業
の
推
進

な
ど

○
社
会
的
養
育
の
量
的
拡
充

○
児
童
養
護
施
設
等
の
職
員
配
置
を
改
善
（
５
．
５
：
１
→
４
：
１
等
）

○
児
童
養
護
施
設
の
小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
の
推
進

○
児
童
養
護
施
設
等
の
職
員
配
置
基
準
の
強
化
を
含
む
高
機
能
化
の
推
進

○
民
間
児
童
養
護
施
設
等
の
職
員
給
与
の
改
善
（
３
％
）

な
ど

量
的
拡
充
・
質
の
向
上

合
計
７
，
０
０
０
億
円

○
「
０
．
７
兆
円
の
範
囲
で
実
施
す
る
事
項
」
と
し
て
整
理
さ
れ
た
「
質
の
向
上
」
の
事
項
に
つ
い
て
は
、

平
成
３
１
年
度
予
算
（
案
）
に
お
い
て
も
引
き
続
き
全
て
実
施
。

20
19
（
平
成
31
）
年
度
に
お
け
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
「
量
的
拡
充
」
と
「
質
の
向
上
」
項
目

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
「
量
的
拡
充
」
と
「
質
の
向
上
」
を
実
現
す
る
た
め
に
は
「
１
兆
円
超
」
の
財
源
が
必
要
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、

政
府
に
お
い
て
は
、
引
き
続
き
、
そ
の
確
保
に
最
大
限
努
力
す
る
。
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9
,7

2
91
0
,2

0
1
 

1
0
,9

9
4
 

1
1
,8

0
3
 

1
2
,7

8
2
 

1
3
,6

9
8
 1
4
,4

5
7
 

1
5
,1

8
4
 

1
5
,8

5
7
 1
6
,6

8
5
 1

7
,5

8
3
 

1
8
,4

7
9
 

1
9
,9

4
6
 2
0
,5

6
1
 

2
1
,0

8
5
 

2
1
,4

8
2
 

2
2
,0

8
4
 

2
2
,6

0
8
 

2
3
,6

1
9
 2
4
,5

7
3
 

2
5
,3

2
8
 

5
,8

5
1
 6
,1

8
0
 

9
,4

0
0
 

1
1
,3

6
0
 

1
2
,1

8
9
 1
4
,0

2
9
 1
3
,0

9
6
 1
1
,4

3
8
 8
,0

2
1
 

7
,4

0
8
 

7
,5

2
1
 8
,6

8
9
 9

,9
4
5
 

1
6
,9

4
1
 1
7
,2

0
3
 1

7
,1

7
0
 

1
7
,2

7
9
 

3
4
8
,5

4
3
 

3
5
5
,1

7
6
 

3
9
2
,8

9
3
 

4
5
2
,1

3
5
 

5
0
2
,0

4
1
 

5
4
0
,5

9
5
 

5
9
3
,7

6
4
 

6
5
4
,8

2
3
 

7
0
4
,9

8
2
 

7
4
9
,4

7
8
 7
9
4
,9

2
2
 

8
0
7
,8

5
7
 

8
1
4
,4

3
9
 

8
3
3
,0

3
8
 

8
5
1
,9

4
9
 

8
8
9
,2

0
5
 

9
3
6
,4

5
2
 

1
,0

2
4
,6

3
5
 

1
,0

9
3
,0

8
5
 

1
,1

7
1
,1

6
2
 

1
,2

3
4
,3

6
6
 

01
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0

7
0
0
0
0
0

8
0
0
0
0
0

9
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0

1
2
0
0
0
0
0

0

5
,0

0
0

1
0
,0

0
0

1
5
,0

0
0

2
0
,0

0
0

2
5
,0

0
0

3
0
,0

0
0

1
0
年

1
1
年

1
2
年

1
3
年

1
4
年

1
5
年

1
6
年

1
7
年

1
8
年

1
9
年

2
0
年

2
1
年

2
2
年

2
3
年

2
4
年

2
5
年

2
6
年

2
7
年

2
8
年

2
9
年

3
0
年

ク
ラ

ブ
数

利
用

で
き

な
か

っ
た

児
童

数
（
待

機
児

童
数

）

登
録

児
童

数

○
ク

ラ
ブ

数
２

５
，

３
２

８
か

所

（
参

考
：
全

国
の

小
学

校
1
9
,4

2
8
校

）

○
支

援
の

単
位

数
３

１
，

６
４

３
単

位
（
平

成
2
7
年

よ
り

調
査

）

○
登

録
児

童
数

１
，

２
３

４
，

３
６

６
人

○
利

用
で

き
な

か
っ

た
児

童
数

（
待

機
児

童
数

）
１

７
，

２
７

９
人

【
事

業
の

内
容

、
目

的
】

【
現

状
】
（
平

成
３

０
年

５
月

現
在

）

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
概
要

共
働

き
家

庭
な

ど
留

守
家

庭
の

小
学

校
に

就
学

し
て

い
る

児
童

に
対

し
て

、
学

校
の

余
裕

教
室

や
児

童
館

、
公

民
館

な
ど

で
、

放
課

後
等

に
適

切
な

遊
び

及
び

生
活

の
場

を
与

え
て

、
そ

の
健

全
な

育
成

を
図

る
。

（
平

成
９

年
の

児
童

福
祉

法
改

正
に

よ
り

法
定

化
〈
児

童
福

祉
法

第
６

条
の

３
第

２
項

〉
：
平

成
1
0
年

４
月

施
行

）
※

平
成

2
4
年

の
児

童
福

祉
法

改
正

に
よ

り
、

対
象

年
齢

を
「
お

お
む

ね
1
0
歳

未
満

」
か

ら
「
小

学
校

に
就

学
し

て
い

る
」
児

童
と

し
た

（
平

成
2
7
年

４
月

施
行

）

【
今

後
の

展
開

】

○
「
新

・
放

課
後

子
ど

も
総

合
プ

ラ
ン

」
（
平

成
30

年
９

月
1
4
日

策
定

）
を

踏
ま

え
、

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

に
つ

い
て

、
2
0
2
1
年

度
末

ま
で

に
約

2
5
万

人
分

を
整

備
し

、
待

機
児

童
解

消
を

目
指

し
、

そ
の

後
も

女
性

就
業

率
の

上
昇

を
踏

ま
え

2
0
2
3年

度
末

ま
で

に
計

約
3
0
万

人
分

の
受

け
皿

整
備

を
図

る
。

ま
た

、
子

ど
も

の
主

体
性

を
尊

重
し

、

子
ど

も
の

健
全

な
育

成
を

図
る

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

の
役

割
を

徹
底

し
、

子
ど

も
の

自
主

性
、

社
会

性
等

の
よ

り
一

層
の

向
上

を
図

る
。

［ク
ラ

ブ
数

、
登

録
児

童
数

及
び

利
用

で
き

な
か

っ
た

児
童

数
の

推
移

］
（
か

所
）

（
人

）

※
各

年
5
月

1
日

現
在

（
厚

生
労

働
省

調
）

- 108 -

GHGVL
テキスト ボックス
資料16




「
新
・
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
」
の
現
状

放
課
後
子
供
教
室

（
文
部
科
学
省
）

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

（
厚
生
労
働
省
）

○
共
働
き
家
庭
等
の
「
小
1
の
壁
」
を
打
破
す
る
と
と
も
に
、
次
代
を
担
う
人
材
を
育
成
す
る
た
め
、
全
て
の
就
学
児
童
が
放
課
後
等
を
安
全
・
安
心
に
過
ご
し
、

多
様
な
体
験
・
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
一
体
型
を
中
心
と
し
た
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
及
び
放
課
後
子
供
教
室
の
計
画
的
な
整
備
等
を
進
め
る

趣
旨
・
目
的

取
組
の
現
状

【
４
つ
の
推
進
方
策
】

○
市
町
村
行
動
計
画
等
に

基
づ
く
計
画
的
な
整
備

○
学
校
施
設
の
徹
底
活
用

○
共
通
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
充
実

○
総
合
教
育
会
議
の
活
用

に
よ
る
総
合
的
な

放
課
後
対
策
の
充
実

「
新
・
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
」
に
掲
げ
る
国
全
体
の
目
標
（
2
0
2
3
年
度
末
ま
で
）

趣
旨

す
べ
て
の
子
供
を
対
象
と
し
て
、
学
習
支
援
や
多
様
な
プ
ロ
グ
ラ
ム

を
実
施

共
働
き
家
庭
な
ど
の
小
学
校
に
就
学
し
て
い
る
児
童
を
対
象
と
し
て
、

放
課
後
に
適
切
な
遊
び
や
生
活
の
場
を
提
供

Ｈ
３
１
予
算
案

５
９
．
２
億
円
の
内
数

８
８
７
．
８
億
円

実
施
数

１
８
，
７
４
９
教
室

２
５
，
３
２
８
か
所

一
体
型

４
，
９
１
３
か
所

登
録
児
童
数

―
１
，
２
３
４
，
３
６
６
人

新
規
開
設
分
の

小
学
校
で
の
割
合

―
６
０
％

（
３
，
２
４
４
か
所
の
う
ち
１
，
９
３
５
か
所
）

実
施
場
所

小
学
校

７
４
．
８
％
、
そ
の
他
（
公
民
館
、
児
童
館
な
ど
）
２
５
．
２
％

小
学
校

５
３
．
６
％
、
そ
の
他
（
児
童
館
、
公
的
施
設
な
ど
）
４
６
．
４
％

目
標
等

※
放

課
後

子
供

教
室

の
教

室
数

は
平

成
３

０
年

１
１

月
時

点
、

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

の
箇

所
数

と
一

体
型

、
新

規
開

設
分

の
小

学
校

で
の

割
合

、
実

施
場

所
に

お
け

る
割

合
は

平
成

３
０

年
５

月
時

点
の

数
値

を
記

載

（
平

成
30

年
9月

14
日

策
定

・
公

表
）

■
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
、
2
0
2
1
年
度
末
ま
で
に
約
2
5
万
人
分
を
整
備
し
、
待
機
児
童
解
消
を
目
指
し
、
そ
の
後
も
女
性
就
業
率

の
上
昇
を
踏
ま
え
2
0
2
3
年
度
末
ま
で
に
計
約
3
0
万
人
分
の
受
け
皿
を
整
備
（
約
1
2
2
万
人
⇒
約
1
5
2
万
人
）

■
全
て
の
小
学
校
区
で
、
両
事
業
を
一
体
的
に
又
は
連
携
し
て
実
施
し
、
う
ち
小
学
校
内
で
一
体
型
と
し
て
１
万
箇
所
以
上
で
実
施
す
る
こ

と
を
目
指
す
。

■
両
事
業
を
新
た
に
整
備
等
す
る
場
合
に
は
、
学
校
施
設
を
徹
底
的
に
活
用
す
る
こ
と
と
し
、
新
た
に
開
設
す
る
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
約

8
0
％
を
小
学
校
内
で
実
施
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

■
子
ど
も
の
主
体
性
を
尊
重
し
、
子
ど
も
の
健
全
な
育
成
を
図
る
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
役
割
を
徹
底
し
、
子
ど
も
の
自
主
性
、
社
会
性
等

の
よ
り
一
層
の
向
上
を
図
る
。
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新
・
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン

○
そ
の
た
め
、
引
き
続
き
共
働
き
家
庭
等
の
「
小
1
の
壁
」
・
「
待
機
児
童
」
を
解
消
す
る
と
と
も
に
、
全
て
の
児
童
が
放
課
後
を
安
全
・
安
心
に
過
ご
し
、
多
様
な
体
験
・
活

動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
と
放
課
後
子
供
教
室
の
両
事
業
の
計
画
的
な
整
備
等
を
推
進
す
る
た
め
、
下
記
の
と
お
り
目
標
を
設
定
し
、
新
た
な
プ

ラ
ン
を
策
定
。

■
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
、
2
0
2
1
年
度
末
ま
で
に
約
2
5
万
人
分
を
整
備
し
、
待
機
児
童
解
消
を
目
指
し
、
そ
の

後
も
女
性
就
業
率
の
上
昇
を
踏
ま
え
2
0
2
3
年
度
末
ま
で
に
計
約
3
0
万
人
分
の
受
け
皿
を
整
備
（
約
1
2
2
万
人
⇒
約
1
5
2
万
人
）

（
2
0
1
8
（
平
成
3
0
）
年
９
月
1
4
日
公
表
）

「
新
・
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
」
に
掲
げ
る
目
標
（
2
0
1
9
～
2
0
2
3
年
）

○
現
行
プ
ラ
ン
に
お
け
る
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
、
放
課
後
子
供
教
室
の
両
事
業
の
実
績
は
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
約
3
0
万
人
分
整
備
が
順
調
に
進
む
な
ど
、
大
き
く
伸
び
て

い
る
が
、
近
年
の
女
性
就
業
率
の
上
昇
等
に
よ
り
、
更
な
る
共
働
き
家
庭
等
の
児
童
数
の
増
加
が
見
込
ま
れ
て
お
り
、
「
小
1
の
壁
」
を
打
破
す
る
と
と
も
に
待
機
児
童
を

解
消
す
る
た
め
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
追
加
的
な
整
備
が
不
可
欠
な
状
況
。

○
小
学
校
内
で
両
事
業
を
行
う
「
一
体
型
」
の
実
施
は
、
増
加
傾
向
に
あ
る
も
の
の
目
標
へ
の
到
達
を
果
た
し
て
い
な
い
。
一
方
で
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
社
会
教
育
施
設

や
児
童
館
等
の
小
学
校
以
外
の
施
設
を
活
用
し
て
両
事
業
を
行
い
、
多
様
な
体
験
・
活
動
を
行
っ
て
い
る
例
も
見
ら
れ
る
。

背
景
・
課
題

■
全
て
の
小
学
校
区
で
、
両
事
業
を
一
体
的
に
又
は
連
携
し
て
実
施
し
、
う
ち
小
学
校
内
で
一
体
型
と
し
て
１
万
箇
所

以
上
で
実
施
す
る
こ
と
を
目
指
す
。

■
子
ど
も
の
主
体
性
を
尊
重
し
、
子
ど
も
の
健
全
な
育
成
を
図
る
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
役
割
を
徹
底
し
、
子
ど
も
の

自
主
性
、
社
会
性
等
の
よ
り
一
層
の
向
上
を
図
る
。

■
両
事
業
を
新
た
に
整
備
等
す
る
場
合
に
は
、
学
校
施
設
を
徹
底
的
に
活
用
す
る
こ
と
と
し
、
新
た
に
開
設
す
る
放
課

後
児
童
ク
ラ
ブ
の
約
8
0
％
を
小
学
校
内
で
実
施
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
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「
新
・
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
」
に
お
い
て
示
す
目
標
（
抜
粋
）

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
量
的
拡
充
を
図
り
、
2
0
2
1
年
度
末
ま
で
に
約
2
5
万
人
分
を
整
備
し
待
機
児
童
の
解
消
を
目
指
し
、
女
性
就
業
率

の
上
昇
を
踏
ま
え
2
0
2
3
年
度
末
ま
で
に
さ
ら
に
約
５
万
人
分
を
整
備
し
、
５
年
間
で
約
3
0
万
人
分
の
受
け
皿
を
整
備
す
る
。

1
2
2
万
人
⇒
1
5
2
万
人

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
受
け
皿
整
備
（
「
新
・
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
」
）

「
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
」

（
４
年
間
）

2
0
1
5
（
Ｈ

2
7
）
年

度
2
0
1
8
（
Ｈ

3
0
）

年
度

末
2
0
2
3
年

度
末

約
3
0
万

人
増

2
0
2
1
年

度
末

待
機
児
童
数

女
性

(2
5
-
4
4
歳

)就
業

率

ゼ
ロ

8
0
％

小
１
の
壁
の
解
消
、
小
１
の
利
用
率
が
保

育
（
３
～
５
歳
児
）の
８
割
程
度

３
年
間
で
約
2
5
万
人
分

の
受

け
皿

を
整

備

約
1
.7

万
人

（
H
3
0
.5

)

約
2
5
万

人
増

7
4
.3

％
(H

2
9
)

自
治
体
を
支
援
し
､
３
年
間
で
待
機
児
童
を
解
消

約
5
万

人
増

目
標

値
1
2
2
万

人

目
標

値
1
5
2
万

人

放
課
後
子
ど
も
総
合

プ
ラ
ン
の
１
年
前
倒
し

「
新
・
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
」

（
５
年
間
）

登
録
児
童
数

約
1
2
3
万

人
（
H
3
0
.5

)

（
2
0
1
8
（
平
成
3
0
）
年
９
月
1
4
日
公
表
）
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総
合

的
な

放
課

後
児

童
対

策
に

向
け

て
放

課
後

児
童

対
策

に
関

す
る

専
門

委
員

会
中

間
と

り
ま

と
め

（
概

要
）

１
．
子
ど
も
た
ち
の
放
課
後
生
活
の
重
要
性
と
そ
の
理
念

（
1
）
児

童
の

権
利

に
関

す
る

条
約

と
改

正
児

童
福

祉
法

の
理

念
を

踏
ま

え
た

子
ど

も
の

主
体

性
を

尊
重

し
た

育
成

放
課

後
児

童
対

策
の

中
で

、
全

て
の

子
ど

も
に

対
し

「
子

ど
も

の
最

善
の

利
益

」
を

保
障

し
て

い
か

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
「子

ど
も

の
最

善
の

利
益

」
を

保
障

す
る

に
は

、
放

課
後

児
童

対
策

に
関

わ
る

者
の

あ
り
方

も
問

わ
れ

る
。

子
ど

も
の

主
体

性
や

自
己

決
定

力
の

尊
重

や
育

成
が

、
児

童
の

権
利

に
関

す
る

条
約

の
精

神
か

ら
み

た
育

成
観

で
あ

る
。

（
2
）
子

ど
も

の
「
生

き
る

力
」
の

育
成

子
ど

も
の

自
主

性
、
社

会
性

や
自

立
を

育
む

観
点

に
立

ち
、
放

課
後

生
活

と
学

校
教

育
を

通
じ

て
と

も
に

「
生

き
る

力
」
を

育
成

す
る

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。

（
3
）
地

域
共

生
社

会
を

創
出

す
る

こ
と

の
で

き
る

子
ど

も
の

育
成

地
域

社
会

を
構

成
す

る
一

員
と

し
て

、
人

と
人

が
つ

な
が

り
合

い
、
多

様
性

を
許

容
で

き
る

子
ど

も
を

育
て

て
い

く
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。
そ

の
た

め
に

、
子

ど
も

が
地

域
に

関
わ

り
を

も
っ

て
育

つ
こ

と
が

保
障

さ
れ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

子
ど

も
が

育
つ

場
が

多
様

に
用

意
さ

れ
る

必
要

が
あ

り
、

総
合

的
な

放
課

後
児

童
対

策
の

展
開

が
求

め
ら

れ
る

。

２
．
放
課
後
児
童
対
策
の
歴
史
的
推
移
と
現
状
及
び
そ
の
課
題

○
今
後
の
放
課
後
児
童
対
策
の
方
向
性
と
し
て
、
現
行
「
放
課
後
子
ど
も
総
合
プ
ラ
ン
」
を
推
進
し
て
い
く
中
で
、
地
域

の
様
々
な
施
設
を
有
機
的
に
連
携
さ
せ
、
ど
の
地
域
の
子
ど
も
も
放
課
後
に
多
様
な
体
験
が
行
え
る
よ
う
な
あ
り
方
を

目
指
す
こ
と
が
望
ま
し
い
。

○
社
会
的
・
福
祉
的
課
題
に
対
応
し
た
放
課
後
の
事
業
の
必
要
性
が
、
公
営
、
民
営
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
高
ま
っ
て
い
る
。

児
童
福
祉
法
の
理
念
に
基
づ
き
、
こ
れ
ら
の
事
業
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
支
援
の
あ
り
方
が
考
え
ら
れ
る
か
、
検
討
が

求
め
ら
れ
る
。

○
「
児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
基
づ
き
、
児
童
館
の
機
能
を
よ
り
一
層
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

○
子
ど
も
と
保
護
者
が
放
課
後
の
居
場
所
を
選
べ
る
よ
う
、
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
や
そ
の
情
報
を
提
供
し
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
す
る
役
割
が
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
放
課
後
児
童
対
策
全
般
に
つ
い
て
の
実
態
把
握
、
情
報

公
開
、
子
ど
も
の
権
利
擁
護
等
が
今
後
の
課
題
と
な
る
。

（
平

成
3
0
年

７
月

2
7
日

公
表

）
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①
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
求
め
ら
れ
る
も
の

○
「
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
運

営
指

針
」が

求
め

る
育

成
支

援
の

内
容

を
全

て
の

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

で
実

現
で

き
る

よ
う

、
放

課
後

児
童

支
援

員
の

育
成

や
資

質
の

向
上

に
よ

り
一

層
取

り
組

む
必

要
が

あ
る

。
（例

）「
運

営
指

針
解

説
書

」を
研

修
の

テ
キ

ス
トと

し
て

活
用

、
運

営
指

針
に

基
づ

き
育

成
支

援
を

行
っ

て
い

る
事

例
の

収
集

・公
開

等

○
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
の

質
の

確
保

に
あ

た
っ

て
、
情

報
公

開
の

推
進

、
自

己
評

価
と

そ
の

公
表

、
第

三
者

評
価

の
実

施
や

子
ど

も
の

安
全

確
保

の
体

制
の

整
備

は
重

要
な

視
点

で
あ

る
。

（例
）自

己
評

価
の

項
目

例
作

成
、
第

三
者

評
価

の
導

入
や

具
体

的
方

法
の

検
討

等

３
．
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
今
後
の
あ
り
方

○
女

性
の

就
業

率
の

上
昇

等
を

踏
ま

え
た

ニ
ー

ズ
を

見
込

み
、

新
た

な
整

備
目

標
を

設
定

し
た

上
で

、
必

要
な

受
け

皿
整

備
を

着
実

に
進

め
る

必
要

が
あ

る
。

○
「
放

課
後

子
ど

も
総

合
プ

ラ
ン

」に
基

づ
く
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
と

放
課

後
子

供
教

室
と

の
「
連

携
」
又

は
「
一

体
型

」の
実

施
に

お
い

て
、

学
校

施
設

に
加

え
、
今

後
は

児
童

館
や

社
会

教
育

施
設

等
を

活
用

す
る

こ
と

も
求

め
ら

れ
る

。
そ

の
際

も
、
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
に

通
う

子
ど

も
の

生
活

の
場

と
し

て
の

機
能

を
十

分
担

保
し

、
育

成
支

援
の

環
境

に
配

慮
す

る
。

○
４
年

生
以

上
の

高
学

年
児

童
の

待
機

児
童

の
解

消
方

策
と

し
て

、
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
の

整
備

に
加

え
、
地

域
の

中
に

多
様

な
居

場
所

を
確

保
す

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。

○
放

課
後

児
童

支
援

員
を

支
援

し
た

り
、
そ

の
資

質
を

高
め

る
と

い
う
観

点
か

ら
、

専
門

的
な

知
識

や
技

能
を

持
っ

た
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
的

な
職

員
の

配
置

を
検

討
す

る
こ

と
も

考
え

ら
れ

る
。

②
放

課
後

児
童

支
援

員
の

あ
り
方

・研
修

に
つ

い
て

○
放

課
後

児
童

支
援

員
は

、
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
に

お
い

て
子

ど
も

の
「育

成
支

援
」
を

行
う

専
門

的
な

知
識

を
有

す
る

者
と

し
て

置
か

れ
た

も
の

で
あ

り
、

様
々

な
職

務
を

担
っ

て
い

る
。

放
課

後
児

童
支

援
員

の
職

務
が

確
実

に
行

わ
れ

る
よ

う
、

処
遇

改
善

が
望

ま
れ

る
。

○
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
の

整
備

に
合

わ
せ

、
そ

の
運

営
に

必
要

な
人

数
の

放
課

後
児

童
支

援
員

を
確

保
す

る
と

同
時

に
、

そ
の

方
策

に
つ

い
て

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
。

○
放

課
後

児
童

支
援

員
認

定
資

格
研

修
に

つ
い

て
：
経

過
措

置
が

終
了

す
る

2
0
2
0
年

度
以

降
の

あ
り
方

を
速

や
か

に
検

討
す

る
必

要
が

あ
る

。
○

放
課

後
児

童
支

援
員

資
質

向
上

研
修

に
つ

い
て

：
研

修
体

系
の

整
理

や
研

修
内

容
の

充
実

方
策

等
に

つ
い

て
、

今
後

検
討

す
べ

き
で

あ
る

。

（
2
）
質
の
確
保

（
1
）
待
機
児
童
の
解
消
（
い
わ
ゆ
る
「
量
の
拡
充
」
に
つ
い
て
）

- 113 -



１
．

設
置

の
趣

旨
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
に

つ
い

て
は

、
女

性
就

業
率

の
上

昇
に

伴
い

利

用
児

童
数

が
増

加
の

一
途

に
あ

る
中

、
量

の
拡

充
に

加
え

、
質

の
確

保
な

ど
の

ニ
ー

ズ
へ

の
対

応
等

が
課

題
と

な
っ

て
い

る
。

こ
う

し
た

状
況

を
踏

ま
え

、
今

後
の

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

の
あ

り
方

を
含

め
、

放
課

後
児

童
対

策
に

つ
い

て
検

討
す

る
た

め
、

社
会

保
障

審
議

会
児

童
部

会
に

「
放

課
後

児
童

対
策

に
関

す
る

専
門

委
員

会
」
（
以

下
「
専

門
委

員
会

」
と

い
う

。
）
を

設
置

す
る

。

２
．

構
成

等
（
１

）
専

門
委

員
会

委
員

は
別

紙
参

照
の

こ
と

。
（
２

）
専

門
委

員
会

に
は

委
員

長
を

置
く
。

（
３

）
専

門
委

員
会

は
、

委
員

長
が

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
関

係
者

の
参

加
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
４

）
専

門
委

員
会

の
庶

務
は

、
厚

生
労

働
省

子
ど

も
家

庭
局

子
育

て
支

援
課

に
お

い
て

処
理

す
る

。

３
．

主
な

検
討

事
項

（
１

）
放

課
後

児
童

対
策

に
つ

い
て

（
２

）
そ

の
他

４
．

そ
の

他

（
１

）
委

員
会

は
原

則
公

開
と

す
る

。

社
会
保
障
審
議
会
児
童
部
会
「
放
課
後
児
童
対
策
に
関
す
る
専
門
委
員
会
」

委
員

一
覧

氏
名

所
属

赤
堀

正
美

静
岡

県
健

康
福

祉
部

こ
ど

も
未

来
局

こ
ど

も
未

来
課

長
（
平

成
3
0
年

5
月

～
）

安
部

芳
絵

工
学

院
大

学
教

育
推

進
機

構
准

教
授

池
本

美
香

株
式

会
社

日
本

総
合

研
究

所
主

任
研

究
員

植
木

信
一

新
潟

県
立

大
学

人
間

生
活

学
部

教
授

小
野

さ
と

み
特

定
非

営
利

活
動

法
人

町
田

市
学

童
保

育
ク

ラ
ブ

の
会

わ
ん

ぱ
く
学

童
保

育
ク

ラ
ブ

施
設

責
任

者
兼

放
課

後
児

童
支

援
員

◎
柏

女
霊

峰
淑

徳
大

学
総

合
福

祉
学

部
教

授

金
藤

ふ
ゆ

子
文

教
大

学
人

間
科

学
部

教
授

黒
柳

い
ず

み
静

岡
県

健
康

福
祉

部
こ

ど
も

未
来

局
こ

ど
も

未
来

課
長

（
～

平
成

3
0
年

5
月

）

清
水

利
昭

三
鷹

市
子

ど
も

政
策

部
児

童
青

少
年

課
長

清
水

将
之

淑
徳

大
学

短
期

大
学

部
こ

ど
も

学
科

准
教

授

田
中

雅
義

聖
籠

町
教

育
委

員
会

子
ど

も
教

育
課

長

中
川

一
良

京
都

市
北

白
川

児
童

館
館

長

野
中

賢
治

一
般

財
団

法
人

児
童

健
全

育
成

推
進

財
団

企
画

調
査

室
長

山
田

和
江

学
童

ク
ラ

ブ
「
清

明
っ

子
」

代
表

兼
放

課
後

児
童

支
援

員

（
敬

称
略

、
五

十
音

順
）

【
注

】
◎

は
委

員
長

【
開

催
実

績
】

第
１

回
平

成
2
9
年

1
1
月

８
日

第
２

回
平

成
2
9
年

1
1
月

2
0
日

第
３

回
平

成
2
9
年

1
2
月

４
日

第
４

回
平

成
3
0
年

１
月

2
9
日

第
５

回
平

成
3
0
年

２
月

８
日

第
６

回
平

成
3
0
年

２
月

2
7
日

第
７

回
平

成
3
0
年

３
月

1
9
日

第
８

回
平

成
3
0
年

４
月

2
0
日

第
９

回
平

成
3
0
年

５
月

1
5
日

第
1
0
回

平
成

3
0
年

６
月

４
日
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放課後児童健全育成事業に係る地方分権提案について 

 

 

平成 30 年の地方からの提案等に関する対応方針（抄） 

（平成 30 年 12 月 25 日 閣議決定） 

 

６ 義務付け・枠付けの見直し等 

【厚生労働省】 

（３）児童福祉法（昭 22法 164） 

 

（ⅰ）放課後児童健全育成事業（６条の３第２項及び子ども・子育

て支援法（平 24法 65）59 条５号）に従事する者及びその員数

（34条の８の２第２項）に係る「従うべき基準」については、

現行の基準の内容を「参酌すべき基準」とする。 

   なお、施行後３年を目途として、その施行の状況を勘案し、

放課後児童健全育成事業の質の確保の観点から検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずる。  
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【参考１】 

平成 29 年の地方からの提案等に関する対応方針（抄） 

(平成 29 年 12 月 26 日 閣議決定) 

 

６ 義務付け・枠付けの見直し等 

【厚生労働省】 

（３）児童福祉法（昭 22 法 164） 

 

（ⅲ）放課後児童健全育成事業（子ども・子育て支援法（平 24 法

65）59 条５号及び児童福祉法６条の３第２項）に従事する者

及びその員数（児童福祉法 34 条の８の２第２項）に係る「従

うべき基準」については、子どもの安全性の確保等一定の質の

担保をしつつ地域の実情等を踏まえた柔軟な対応ができるよ

う、参酌化することについて、地方分権の議論の場において検

討し、平成 30 年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要

な措置を講ずる。 

 

 

【参考２】 

○児童福祉法（昭和 22年法律第 164 号）（抄） 

第 34 条の８の２ （略） 

２ 市町村が前項の条例を定めるに当たっては、放課後児童健全

育成事業に従事する者及びその員数については厚生労働省令で

定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚

生労働省令で定める基準を参酌するものとする。  

３ （略） 

 

○放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成 26年

厚生労働省令第 63号）（抄） 

 第 10 条 （略） 

 ２ 放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに２人以上とする。

（略） 

 ３ 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であ

って、都道府県知事が行う研修を終了したものでなければなら

ない。 

  （各号略） 

 ４・５ （略） 
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規制改革推進に関する第４次答申（抄） 

 

（平成 30 年 11 月 19 日 規制改革会議） 

 

 

２．少子高齢化に対応した子育て・介護支援のための規制・制度改革 

現在保育所等に通っている未就学児の多くは、数年後には放課後児童クラブの入所

希望者になると見込まれる。政府は待機児童解消として、未就学児の受け皿整備を鋭意

進めているが、小学生の放課後対策は、いまだ不十分と言わざるを得ない。放課後児童

クラブの待機児童は増え続けており、小学校入学に当たって放課後に子どもを預けられ

ない「小１の壁」の問題が起きている。 

 

この事態を受けて政府は、「新・放課後子ども総合プラン（平成 30 年）」（以下「新プ

ラン」という。）において、平成 31 年度から平成 35 年度までの５年間に約 30 万人分の

放課後児童クラブの受け皿を追加整備し、152 万人分の整備を目指すこととしている。 

 

また、政府は共働きなどの留守家庭の小学生を対象とした放課後児童クラブと、全て

の子どもを対象とした放課後子供教室の両事業を、同一の小学校内等で実施する「一体

型」の普及を求めている。この「一体型」について、政府目標として平成 31 年までに

１万か所以上掲げるも、平成 29 年度時点で 4500 か所の整備に留まっており、「新プラ

ン」においても同じ目標が掲げられている。 

 

上記の整備目標の達成には、小学生の放課後や長期休みの居場所とするのにふさわ

しい施設を確保することと、専門的知識と経験を持つ担い手による質の高い事業を実施

することが必要であり、これは都市部のみならず地方においても共通の課題である。 

以上の観点から、今後取り組むべき規制改革項目を以下のとおり取りまとめた。 

 
① 学童保育対策（いわゆる「小１の壁」の打破） 

ア 子どもにふさわしい場所の確保 

【a: 平成 31 年度実施、b：平成 30 年度実施、c：平成 31 年上期実施、d：平成 30 年度実

施、e：平成 30 年実施、f：平成 32 年度実施】 

＜基本的考え方＞ 

待機児童を解消するために最も重要なことは、放課後や長期休みの居場所の確保

である。放課後児童クラブは、児童にとって移動が容易な小学校内への設置が望ま

しいが、現時点では全ての小学校に存在しているわけではない。 

学校施設の活用に積極的に取り組んでいる地方自治体の事例は、他の地方自治体

の参考となる要素も多い。小学校内への放課後児童クラブ設置が進むよう、好事例

の横展開を図るべきである。 

また、国庫補助を受けて建築した学校施設を他用途に転用するには、原則として、

補助金相当額の国庫納付が必要だが、一定の要件の下、放課後児童クラブ等に転用

する場合には、手続の簡素化等の緩和措置がとられている。しかし、こうした措置
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の認知は低い。 

また、国は、市区町村に対し、一定の要件の下、放課後児童クラブの利用定員の

総数（以下、「量の見込み」という）を推計するよう求めているが、推計において、

短時間パートタイム労働者の世帯の子どもが含まれていない。学童保育の受け皿整

備にあたり、政府は今後の需要量の見積り方法の改善も必要と考える。 

したがって、以下の措置を講ずる。 

 

＜実施事項＞ 

a 厚生労働省及び文部科学省は、放課後児童クラブについて、居住地域による極

端な格差が解消されるよう、待機児童が一定数以上いる市区町村ごとの小学校数、

放課後児童クラブ数、放課後子供教室数、余裕教室数、待機児童数を公表し、待

機児童が存在する市区町村において余裕教室がある場合には、放課後児童クラブ

への転用が促されるよう連携して支援する。 

b 文部科学省は、児童の放課後の居場所確保の重要性について「小学校施設整備

指針」に明記する。 

c 小学校内で放課後児童クラブが実施される場合、実施主体は学校でなく、市区

町村の教育委員会や福祉部局等であり、これらの部局が責任を持って管理運営に

当たることを明確にする必要がある。このため厚生労働省及び文部科学省は、学

校施設の管理運営上の責任（教育財産の取扱い、校舎の区分及び管理、学校既存

施設の利用、事故等に係る責任の範囲等）の所在について、関係部局間での取決

めが行われやすくするよう、参考となるひな形を作成し、地方自治体へ通知する。 

d 厚生労働省及び文部科学省は、これまで取り組んでいる放課後児童クラブの学

校内での設置促進に向けた手続の簡素化・弾力化や予算措置について、地方自治

体において活用されるよう周知を徹底する。 

e 放課後児童クラブを利用する家庭には、保育所等を利用する家庭に加え、両親

のどちらかが短時間パートタイム勤務の場合も想定されるため、厚生労働省は、

市町村子ども・子育て支援事業計画における「量の見込み」を算出する際に、こ

うした家庭の児童についても、放課後児童クラブの対象児童として見込めるよう

にする。 

f 厚生労働省及び文部科学省は、小学校施設の徹底活用がなされている地方自治

体の特徴的な取組の事例を他の地方自治体に周知する。 

 

イ 多様な人材（担い手）の活用 

   【a:平成 32 年度実施、b：平成 30 年度実施、c：平成 32 年度実施、 d：平成 31 年度実

施】 

＜基本的考え方＞ 

放課後児童クラブの担い手として、放課後児童支援員（以下、支援員）が重要な

役割を果たしている。子どもが放課後児童クラブで過ごす時間の長さ、特別な配慮

を必要とする児童への専門知識に基づく対応等、子どもと直接関わる支援員の子ど

もへの影響力は大きく、責任範囲も広い。 

支援員になるに当たっては、都道府県知事が行う放課後児童支援員認定資格研修
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を平成 31 年度末までに修了することが義務付けられているが、都道府県によって

は定員を大きく上回る受講希望者が存在し、指定期限内の受講がかなわないという

声もある。また、研修を受講するためには、保育士や社会福祉士等の有資格者や、

一定期間以上児童福祉事業に従事した者等、「放課後児童健全育成事業の設備およ

び運営に関する基準」（平成 26 年厚生労働省令第 63 号）に規定される受講要件を

満たす必要がある。放課後児童クラブの実施主体に対し、地域の実状に応じた専門

家育成や、現場で活躍する支援員のキャリア・アップ教育等の環境整備を支援する

ことも求められている。 

政府は、支援員の持つ能力と経験をキャリアとして正当に評価し、子育ての専門

家として、安定した雇用と活躍の機会を増やすための方策を考えるべきである。 

子どもが多様な年齢層と触れ合う機会が減少するなか、高齢者が地域社会での活

躍の場を自身の居住地域に求めていることに鑑み、支援員が高齢者の職業の一つと

して積極的に選択される環境を作るべきである。 

多様なスキルや経験を持った者が、支援員として認定され、地域社会において、

より一層活躍できるよう、以下の措置を講ずる。 

 

＜実施事項＞ 

a 厚生労働省は、支援員を志す者が大学及び専門学校卒業後、速やかに有資格者

として就職できるよう研修の在り方を検討する。 

b 都道府県知事が実施する放課後児童支援員認定資格研修の受講人数枠が不足し

ている場合、受講人数枠及び研修回数を拡大するよう、厚生労働省は都道府県に

周知する。また、研修の受講に当たっては、支援員の受講が進んでいない放課後

児童クラブからの申請者を優先するよう、厚生労働省は都道府県に周知する。 

c 厚生労働省は、対象者が、時間や場所に縛られず、容易に研修を受講できるよ

う、通信形態による研修を提供することを検討する。 

d 厚生労働省は、シルバー人材センターの会員が支援員及び補助員として就業す

る機会が増えるよう、全国シルバー人材センター事業協会に対して通知する。 

 

ウ 質の確保等 

【a:平成 30 年度実施、b: 平成 31 年度実施、c：平成 30 年度実施、d：平成 32 年度実施】 

＜基本的考え方＞ 

子どもの健全な育成を図るためには、放課後児童クラブの質の確保が欠かせな

い。国は、放課後児童健全育成事業者に対し、その運営内容について自ら評価を

行うことを努力義務として位置づけているが、評価の項目については、就学前保

育と異なり、放課後児童健全育成事業者に提示していない。その結果、放課後児

童健全育成事業者の自己評価の実施率は約 50%に留まり、評価項目にもバラつき

がある。  

また、放課後児童クラブについては、市区町村や株式会社など様々な経営主体

の参入が受け皿確保につながるとともに、自己評価の実施・公表に積極的に取り

組む事業者もある等、質の向上にもつながっている。しかし、市区町村によって

は、運営委託事業者の公募から株式会社が除かれているとの指摘もある。 
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また、「一体型」の場合、放課後児童クラブと放課後子供教室の所管省庁が異な

るため、運営や事務手続が複雑化しており、運営者の負担になっているとの声があ

る。したがって、以下の措置を講ずる。 

 

＜実施事項＞ 

a 「一体型」の政府目標を達成するための工程について、厚生労働省と文部科学

省で協議し、平成 30 年度末までに工程表を策定する。 

b 厚生労働省は、運営主体が自己評価を行う際に参考となる評価項目を策定し、

地方自治体に通知する。 

c 厚生労働省は、放課後児童クラブの運営に当たっては、民間事業者など多様な

運営主体があり得ることを周知するため、放課後児童クラブの設置・運営主体別

の公表を行う。 

d 厚生労働省は、「デジタル・ガバメント実行計画」（平成 30 年 7 月 20 日デジタ

ル・ガバメント閣僚会議決定）に沿って、市区町村が運営主体から受け付ける申

請書類手続の負担の軽減を行う。 

 

本答申においては、早期に待機児童が解消されることを目指し、最大限の取組が

行われるよう検討を行った。しかし、放課後の居場所についてのニーズの多様化が

今後更に進むことが予想される中、今後は、実施事項の取組状況を踏まえながら、

子ども自身の居場所の選択肢を増やすべく、規模は小さくとも学校以外の居場所の

設置や、放課後児童クラブが、放課後の居場所を必要とする全ての子どもにとって

利用可能な施設であるために、居住地域や家庭の所得水準などの利用条件において、

過度な格差が解消されるような支援策について、検討するべきである。 

あわせて、質の評価に関して国は、以下の取組も行うべきである。 

 地方自治体に対し、保育所同様に指導監査指針を発出する。 

 福祉サービス第三者評価制度に準じ、放課後児童クラブの評価基準を策定

する。 

 自己評価に際して子どもや親の意見を聞くよう、運営事業者に求める。 

 苦情受付の制度を整備するよう、運営事業者に求める。 
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運
営
費
の
負
担
の
考
え
方

1 /
 3

1 /
 3

1 /
 3

国 1 /
 6

都
道
府
県

1 /
 6

市
町
村

1 /
 6

保
護
者

1 /
 2

※
国
(1
/
6
)は
事
業
主
拠
出
金
財
源

放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
関
係
予
算
の
ポ
イ
ン
ト

平
成
3
1
年
度
予
算
（
案
）
の
主
な
内
容

１
施
設
整
備
費
の
国
庫
補
助
率
嵩
上
げ
【

20
16
（
平
成

28
）
年
度
か
ら
の
継
続
】

○
公
立
の
場
合
：
（
嵩
上
げ
前
）
国
１
／
３
、
都
道
府
県
１
／
３
、
市
町
村
１
／
３

→
（
嵩
上
げ
後
）
国
２
／
３
、
都
道
府
県
１
／
６
、
市
町
村
１
／
６

２
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
運
営
費

（
１
）
放
課
後
子
ど
も
環
境
整
備
事
業

既
存
施
設
を
活
用
し
て
、
新
た
に
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
実
施
す
る
た
め

の
改
修
等
の
補
助
。

（
２
）
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業

障
害
児
受
入
れ
ク
ラ
ブ
へ
の
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
職
員
の
配
置
や

量
的
拡
充
の
た
め
の
市
町
村
の
支
援
策
等
に
対
す
る
補
助
。

（
３
）
障
害
児
受
入
強
化
推
進
事
業

障
害
児
を
３
名
以
上
受
け
入
れ
た
場
合
の
加
配
職
員
及
び
医
療
的
ケ

ア
児
に
対
す
る
支
援
に
必
要
な
専
門
職
員
の
配
置
等
に
要
す
る
経
費
の

補
助
。

（
４
）
小
規
模
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
事
業

1
9
人
以
下
の
小
規
模
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
職
員
の
複
数
配
置
の
経
費
補
助
。

（
５
）
放
課
後
児
童
支
援
員
の
処
遇
改
善

▶
1
8
:3
0
を
超
え
て
開
所
す
る
ク
ラ
ブ
に
対
し
、
放
課
後
児
童
支
援
員
等

の
処
遇
改
善
経
費
の
補
助
。

▶
放
課
後
児
童
支
援
員
の
勤
続
年
数
や
研
修
実
績
等
に
応
じ
た
処
遇

改
善
に
要
す
る
経
費
の
補
助
。

平
成
３
０
年
度
予
算
７
９
９
．
７
億
円
→
平
成
３
１
年
度
予
算
（
案
）

８
８
７
．
８
億
円

（
う
ち
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金

平
成
３
１
年
度
予
算
（
案
）

７
３
０
．
７
億
円
）
※
内
閣
府
予
算

○
「新
・放
課
後
子
ども
総
合
プラ
ン
」（
平
成
30
年
９
月
14
日
策
定
）
を
踏
ま
え
、放
課
後
児
童
クラ
ブに
つ
い
て
、

20
21
年
度
末
ま
で
に
約
25
万
人
分
を
整
備
し
、待
機
児
童
解
消
を
目
指
し
、そ
の
後
も
女
性
就
業
率
の
上
昇
を

踏
ま
え
20
23
年
度
末
ま
で
に
計
約
30
万
人
分
の
受
け
皿
整
備
を
図
る
。ま
た
、子
ども
の
主
体
性
を
尊
重
し、
子
ど

も
の
健
全
な
育
成
を
図
る
放
課
後
児
童
クラ
ブ
の
役
割
を
徹
底
し、
子
ども
の
自
主
性
、社
会
性
等
の
よ
り一
層
の
向

上
を
図
る
。

○
実
施
主
体
：
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
）

（
放
課
後
児
童
対
策
の
推
進
）

平
成
３
０
年
度
予
算
－
億
円
→
平
成
３
１
年
度
予
算
（
案
）
１
９
．
６
億
円
の
内
数
※
厚
生
労
働
省
予
算

○
放
課
後
児
童
対
策
の
推
進
を
図
る
た
め
、
児
童
館
、
公
民
館
等
の
既
存
の
社
会
資
源
の
活
用
や
、
小
規
模
・
多
機
能
に
よ
る
放
課
後
の
子
ど
も
の

居
場
所
の
確
保
を
促
進
。

○
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
育
成
支
援
の
内
容
の
質
の
向
上
や
安
全
確
保
を
図
る
た
め
、
先
進
事
例
の
普
及
や
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
巡
回
す
る

ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
市
区
町
村
等
に
配
置
す
る
事
業
等
を
実
施
。
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・保
育
対
策
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
（放
課
後
関
連
）

・子
ど
も
・子
育
て
支
援
対
策
推
進
事
業
費
補
助
金
（こ
ど
も
・子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
）

放
課
後
の
子
ど
も
の
居
場
所
の
確
保
や
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
育
成
支
援
の
内
容
の
質
の
向
上
を
図
る
な
ど
、
放
課
後
児
童
対
策
を
推
進

す
る
。

１
．
児
童
館
、
公
民
館
等
の
既
存
の
社
会
資
源
を
活
用
し
た
放
課
後
の
子
ど
も
の
居
場
所
の
確
保

○
待
機
児
童
が
解
消
す
る
ま
で
の
緊
急
的
な
措
置
と
し
て
、
待
機
児
童
が
1
0
人
以
上
の
市
町
村
に
お
け
る
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
利
用
で
き
な
い
主

と
し
て
４
年
生
以
上
の
児
童
を
対
象
に
、
児
童
館
、
公
民
館
、
塾
、
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
等
の
既
存
の
社
会
資
源
を
活
用
し
、
放
課
後
等
に
安
全
で
安
心

な
子
ど
も
の
居
場
所
を
提
供
す
る
。
※
実
施
主
体
：市
区
町
村
補
助
基
準
額
（案
）：
9
9
8
千
円
補
助
率
：1
/
3

２
．
小
規
模
・多
機
能
に
よ
る
放
課
後
の
子
ど
も
の
居
場
所
の
確
保

○
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
放
課
後
の
子
ど
も
の
居
場
所
を
提
供
す
る
た
め
、
小
規
模
の
放
課
後
児
童
の
預
か
り
事
業
及
び
保
育
所
や
一
時
預
か
り
、

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
た
小
規
模
・多
機
能
の
放
課
後
児
童
支
援
を
行
う
。

※
実
施
主
体
：市
区
町
村
補
助
基
準
額
（案
）：
9
9
8
千
円
補
助
率
：1
/
3

Ⅰ
子
ど
も
の
居
場
所
の
確
保

１
．
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
質
の
向
上
【「
若
手
保
育
士
や
保
育
事
業
者
へ
の
巡
回
支
援
事
業
」の
対
象
拡
大
】

○
利
用
児
童
の
安
全
確
保
や
、
子
ど
も
の
自
主
性
、
社
会
性
等
の
よ
り
一
層
の
向
上
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
を
巡
回
す
る
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
を
市
区
町
村
等
に
配
置
す
る
。

※
実
施
主
体
：市
区
町
村
（又
は
都
道
府
県
）
補
助
基
準
額
（案
）：
4
,0
6
4
千
円
補
助
率
：1
/
2

２
．
放
課
後
児
童
支
援
員
の
人
材
確
保
【「
保
育
士
・保
育
園
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
」及
び
「保
育
人
材
確
保
支
援
事
業
」の
対
象
拡
大
】

○
放
課
後
児
童
支
援
員
の
専
門
性
向
上
と
質
の
高
い
人
材
を
安
定
的
に
確
保
す
る
た
め
、
保
育
士
・保
育
園
支
援
セ
ン
タ
ー
等
に
お
い
て
、
放

課
後
児
童
支
援
員
と
し
て
就
労
を
希
望
す
る
者
に
対
し
、
求
人
情
報
の
提
供
や
事
業
者
と
の
マ
ッ
チ
ン
グ
を
行
う
。
ま
た
、
同
セ
ン
タ
ー
と
連
携

し
、
市
区
町
村
に
お
い
て
就
職
相
談
等
の
支
援
を
行
う
。
※
実
施
主
体
：都
道
府
県
、
市
区
町
村
補
助
基
準
加
算
額
（案
）：
1
,1
6
1
千
円
補
助
率
：1
/
2

◆
こ
の
他
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
先
進
事
例
の
普
及
・展
開
を
図
る
た
め
、
先
駆
的
な
取
組
の
把
握
や
モ
デ
ル
事
業
の
実
施
・検
証
等
を
行
う
調
査
研
究
を

実
施
。
（子
ど
も
・子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
）

Ⅱ
育
成
支
援
の
内
容
の
質
の
向
上放
課
後
児
童
対
策
の
推
進
関
係
予
算
の
ポ
イ
ン
ト

平
成
３
１
年
度
予
算
（案
）
１
９
．
６
億
円
の
内
数
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平
成
３
０
年
度

放
課
後
児
童
支
援
員
等
処
遇
改
善
等
事
業
の
実
施
状
況
①
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
交
付
申
請
ベ
ー
ス
）

※
①

…
非
常
勤
を
含
む
職
員
の
賃
金
改
善
に
必
要
な
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
事
業
を
実
施
し
て
い
る
市
町
村

②
…
常
勤
職
員
を
配
置
す
る
た
め
の
追
加
費
用
（
賃
金
改
善
に
必
要
な
費
用
を
含
む
）
の
一
部
を
補
助
す
る
事
業
を
実
施
し
て
い
る
市
町
村

N
o
.

都
道
府
県

実
施

市
町
村
数

市
区
町
村

1
北
海
道

5
札
幌
市
①
②

江
別
市
①

帯
広
市
①

函
館
市
①

名
寄
市
②

2
青
森
県

5
藤
崎
町
①

三
戸
町
①

田
子
町
①

新
郷
村
①

階
上
町
②

3
岩
手
県

9
盛
岡
市
①
②

花
巻
市
①
②

大
船
渡
市
①

久
慈
市
①

北
上
市
①
②

一
関
市
①

陸
前
高
田
市
①

滝
沢
市
②

奥
州
市
①
②

4
宮
城
県

2
仙
台
市
①

登
米
市
①
②

5
秋
田
県

2
鹿
角
市
①

能
代
市
①

6
山
形
県

1
5

山
形
市
①
②

村
山
市
①

鶴
岡
市
①
②

天
童
市
①
②

東
根
市
①
②

酒
田
市
①

米
沢
市
①
②

三
川
町
①

庄
内
町
①

遊
佐
町
①
②

大
石
田
町
①
②

寒
河
江
市
②

新
庄
市
②

大
江
町
②

中
山
町
②

7
福
島
県

3
福
島
市
①
②

い
わ
き
市
①
②

会
津
若
松
市
①
②

8
茨
城
県

7
水
戸
市
①

ひ
た
ち
な
か
市
①
②

か
す
み
が
う
ら
市
①
②
石
岡
市
①

常
陸
大
宮
市
①
②

稲
敷
市
①

東
海
村
②

9
栃
木
県

7
那
須
塩
原
市
①

日
光
市
①
②

佐
野
市
①

足
利
市
①

矢
板
市
②

野
木
町
②

栃
木
市
②

1
0

群
馬
県

1
5

高
崎
市
①

伊
勢
崎
市
①

前
橋
市
①

藤
岡
市
①

下
仁
田
町
①

み
な
か
み
町
①

邑
楽
町
①

館
林
市
①
②

桐
生
市
②

安
中
市
①

富
岡
市
①

太
田
市
①

渋
川
市
①

沼
田
市
①

榛
東
村
①

1
1

埼
玉
県

3
7

さ
い
た
ま
市
①
②

越
谷
市
①

和
光
市
①

深
谷
市
①
②

東
松
山
市
①

本
庄
市
①
②

鴻
巣
市
①

戸
田
市
①
②

朝
霞
市
①

熊
谷
市
①
②

加
須
市
①
②

飯
能
市
①

秩
父
市
①

白
岡
市
①

鶴
ヶ
島
市
①
②

日
高
市
①
②

幸
手
市
①

新
座
市
①

桶
川
市
①

富
士
見
市
①

吉
見
町
①

伊
奈
町
①

と
き
が
わ
町
①
②

小
川
町
①

杉
戸
町
①

上
里
町
①

寄
居
町
①

滑
川
町
①
②

川
島
町
①

上
尾
市
②

坂
戸
市
②

草
加
市
②

北
本
市
②

行
田
市
②

嵐
山
町
②

鳩
山
町
②

宮
代
町
②

1
2

千
葉
県

1
1

船
橋
市
①

成
田
市
①

市
川
市
①

野
田
市
①

浦
安
市
①

鎌
ケ
谷
市
①

四
街
道
市
①

印
西
市
①

習
志
野
市
①

酒
々
井
町
②

鴨
川
市
②

1
3

東
京
都

7
多
摩
市
①

練
馬
区
①
②

板
橋
区
①
②

調
布
市
②

武
蔵
野
市
②

青
梅
市
②

町
田
市
②

1
4

神
奈
川
県

1
2

相
模
原
市
①

横
須
賀
市
①

平
塚
市
①

茅
ヶ
崎
市
①
②

藤
沢
市
①

三
浦
市
①

綾
瀬
市
①

伊
勢
原
市
①

逗
子
市
①

鎌
倉
市
①

葉
山
町
①

横
浜
市
②

1
5

新
潟
県

2
燕
市
①

上
越
市
①

1
6

富
山
県

5
富
山
市
①

高
岡
市
①

氷
見
市
①

射
水
市
①

舟
橋
村
①

1
7

石
川
県

7
金
沢
市
①

加
賀
市
①

か
ほ
く
市
①

小
松
市
①

白
山
市
①
②

津
幡
町
①

羽
咋
市
②

1
8

福
井
県

0

1
9

山
梨
県

1
北
杜
市
①

2
0

長
野
県

5
松
本
市
①
②

須
坂
市
①

佐
久
市
①

南
箕
輪
村
①

上
田
市
②

2
1

岐
阜
県

5
岐
阜
市
①

恵
那
市
①

中
津
川
市
①

瑞
浪
市
①

大
垣
市
②

2
2

静
岡
県

4
静
岡
市
①

伊
東
市
①

島
田
市
①
②

焼
津
市
①

2
3

愛
知
県

1
7

名
古
屋
市
①
②

岡
崎
市
①

豊
川
市
①

豊
明
市
①

長
久
手
市
①

犬
山
市
①

東
海
市
①

一
宮
市
①

知
多
市
①

尾
張
旭
市
①
②

知
立
市
①

豊
橋
市
①
②

春
日
井
市
①

瀬
戸
市
①

美
浜
町
①

津
島
市
②

大
府
市
②
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平
成
3
0
年
度

放
課
後
児
童
支
援
員
等
処
遇
改
善
等
事
業
の
実
施
状
況
②
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
交
付
申
請
ベ
ー
ス
）

※
①

…
非
常
勤
を
含
む
職
員
の
賃
金
改
善
に
必
要
な
費
用
の
一
部
を
補
助
す
る
事
業
を
実
施
し
て
い
る
市
町
村

②
…
常
勤
職
員
を
配
置
す
る
た
め
の
追
加
費
用
（
賃
金
改
善
に
必
要
な
費
用
を
含
む
）の
一
部
を
補
助
す
る
事
業
を
実
施
し
て
い
る
市
町
村

N
o
.

都
道
府
県

実
施

市
町
村
数

市
区
町
村

2
4

三
重
県

8
津
市
①
②

四
日
市
市
①

松
阪
市
①
②

御
浜
町
①

川
越
町
①

亀
山
市
①

熊
野
市
①

鈴
鹿
市
①

2
5

滋
賀
県

8
大
津
市
①

栗
東
市
①

東
近
江
市
①
②

高
島
市
①

日
野
町
①
②

竜
王
町
①

湖
南
市
①
②

野
洲
市
②

2
6

京
都
府

1
向
日
市
①

2
7

大
阪
府

9
堺
市
①

枚
方
市
①

富
田
林
市
①

茨
木
市
①

寝
屋
川
市
①

河
内
長
野
市
①

大
阪
狭
山
市
①

熊
取
町
①
②

豊
中
市
②

2
8

兵
庫
県

8
神
戸
市
①
②

明
石
市
①

宝
塚
市
①

西
宮
市
①
②

三
木
市
①

川
西
市
①

播
磨
町
①

太
子
町
①

2
9

奈
良
県

5
奈
良
市
①

天
理
市
①

御
所
市
①

橿
原
市
①
②

生
駒
市
①

3
0

和
歌
山
県

8
橋
本
市
①

新
宮
市
①

湯
浅
町
①

串
本
町
①
②

海
南
市
②

広
川
町
②

御
坊
市
②

有
田
川
町
②

3
1

鳥
取
県

1
鳥
取
市
①

3
2

島
根
県

2
大
田
市
①
②

雲
南
市
②

3
3

岡
山
県

7
岡
山
市
①

倉
敷
市
①
②

総
社
市
①

瀬
戸
内
市
①

勝
央
町
①

吉
備
中
央
町
①

赤
磐
市
②

3
4

広
島
県

0

3
5

山
口
県

0

3
6

徳
島
県

6
徳
島
市
①
②

小
松
島
市
①

吉
野
川
市
①
②

美
馬
市
①

石
井
町
①

神
山
町
①

3
7

香
川
県

1
高
松
市
①
②

3
8

愛
媛
県

0

3
9

高
知
県

1
高
知
市
①

4
0

福
岡
県

5
春
日
市
①

行
橋
市
①

粕
屋
町
①

鞍
手
町
①

大
木
町
①

4
1

佐
賀
県

2
嬉
野
市
①

基
山
町
①

4
2

長
崎
県

1
1

長
崎
市
①
②

佐
世
保
市
①

諫
早
市
①

大
村
市
①

西
海
市
①
②

五
島
市
①

時
津
町
①

波
佐
見
町
①

川
棚
町
①

長
与
町
①

東
彼
杵
町
②

4
3

熊
本
県

1
0

合
志
市
①
②

八
代
市
①
②

水
俣
市
①

玉
名
市
①

菊
池
市
①
②

阿
蘇
市
①

天
草
市
①

益
城
町
①

あ
さ
ぎ
り
町
①

湯
前
町
①

4
4

大
分
県

0

4
5

宮
崎
県

3
都
城
市
①
②

串
間
市
①

延
岡
市
①

4
6

鹿
児
島
県

1
1

鹿
屋
市
①
②

霧
島
市
①

出
水
市
①

薩
摩
川
内
市
①
②

東
串
良
町
①

南
さ
つ
ま
市
①
②

錦
江
町
①

南
大
隅
町
①

肝
付
町
②

長
島
町
②

曽
於
市
②

4
7

沖
縄
県

2
0

那
覇
市
①
②

う
る
ま
市
①
②

沖
縄
市
①

豊
見
城
市
①

南
城
市
①

北
谷
町
①
②

与
那
原
町
①

宮
古
島
市
①
②

糸
満
市
①
②

八
重
瀬
町
①

西
原
町
①
②

南
風
原
町
①
②

国
頭
村
①

嘉
手
納
町
①

金
武
町
①

浦
添
市
①

大
宜
味
村
①

今
帰
仁
村
①
②

宜
野
湾
市
①

名
護
市
①

合
計

3
1
0

①
の
合
計

2
6
6

②
の
合
計

1
1
6

①
②
の
合
計

7
2
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平
成
3
0
年
度

放
課
後
児
童
支
援
員
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
処
遇
改
善
事
業
の
実
施
状
況
①
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
交
付
申
請
ベ
ー
ス
）

N
o
.

都
道
府
県

実
施

市
区
町
村
数

市
区
町
村

1
北
海
道

1
6

札
幌
市

函
館
市

旭
川
市

帯
広
市

名
寄
市

根
室
市

苫
小
牧
市

石
狩
市

弟
子
屈
町

八
雲
町

安
平
町

京
極
町

池
田
町

栗
山
町

月
形
町

厚
真
町

2
青
森
県

2
五
所
川
原
市

三
沢
市

3
岩
手
県

1
0

盛
岡
市

陸
前
高
田
市

奥
州
市

一
関
市

北
上
市

滝
沢
市

久
慈
市

大
船
渡
市

花
巻
市

住
田
町

4
宮
城
県

3
富
谷
市

登
米
市

大
和
町

5
秋
田
県

1
5

横
手
市

鹿
角
市

北
秋
田
市

大
館
市

湯
沢
市

潟
上
市

大
仙
市

由
利
本
荘
市

仙
北
市

能
代
市

に
か
ほ
市

三
種
町

八
峰
町

小
坂
町

五
城
目
町

6
山
形
県

1
4

山
形
市

南
陽
市

東
根
市

天
童
市

酒
田
市

尾
花
沢
市

米
沢
市

新
庄
市

鶴
岡
市

寒
河
江
市

遊
佐
町

大
石
田
町

三
川
町

庄
内
町

7
福
島
県

5
福
島
市

郡
山
市

い
わ
き
市

三
春
町

飯
舘
村

8
茨
城
県

1
0

水
戸
市

ひ
た
ち
な
か
市

潮
来
市

北
茨
城
市

か
す
み
が
う
ら
市

常
総
市

石
岡
市

境
町

八
千
代
町

東
海
村

9
栃
木
県

1
0

栃
木
市

那
須
烏
山
市

小
山
市

真
岡
市

足
利
市

矢
板
市

壬
生
町

茂
木
町

益
子
町

芳
賀
町

1
0

群
馬
県

1
4

前
橋
市

高
崎
市

安
中
市

館
林
市

富
岡
市

桐
生
市

伊
勢
崎
市

渋
川
市

沼
田
市

中
之
条
町

み
な
か
み
町

玉
村
町

千
代
田
町

邑
楽
町

1
1

埼
玉
県

2
3

さ
い
た
ま
市

川
越
市

越
谷
市

本
庄
市

加
須
市

春
日
部
市

熊
谷
市

飯
能
市

戸
田
市

志
木
市

幸
手
市

和
光
市

朝
霞
市

鶴
ヶ
島
市

美
里
町

吉
見
町

と
き
が
わ
町

嵐
山
町

寄
居
町

川
島
町

鳩
山
町

上
里
町

滑
川
町

1
2

千
葉
県

1
2

千
葉
市

市
川
市

銚
子
市

流
山
市

勝
浦
市

習
志
野
市

浦
安
市

鴨
川
市

八
千
代
市

富
津
市

東
庄
町

酒
々
井
町

1
3

東
京
都

5
町
田
市

青
梅
市

板
橋
区

中
野
区

文
京
区

1
4

神
奈
川
県

8
横
浜
市

川
崎
市

横
須
賀
市

平
塚
市

茅
ヶ
崎
市

座
間
市

開
成
町

清
川
村

1
5

新
潟
県

3
新
潟
市

南
魚
沼
市

魚
沼
市

1
6

富
山
県

0

1
7

石
川
県

9
金
沢
市

七
尾
市

白
山
市

小
松
市

野
々
市
市

加
賀
市

輪
島
市

羽
咋
市

志
賀
町

1
8

福
井
県

3
坂
井
市

鯖
江
市

越
前
町

1
9

山
梨
県

4
中
央
市

笛
吹
市

昭
和
町

身
延
町

2
0

長
野
県

4
松
本
市

上
田
市

伊
那
市

木
曽
町

2
1

岐
阜
県

8
中
津
川
市

関
市

可
児
市

瑞
浪
市

恵
那
市

多
治
見
市

大
垣
市

高
山
市

2
2

静
岡
県

6
藤
枝
市

御
殿
場
市

袋
井
市

伊
東
市

島
田
市

裾
野
市
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平
成
3
0
年
度

放
課
後
児
童
支
援
員
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
処
遇
改
善
事
業
の
実
施
状
況
②
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
交
付
金
交
付
申
請
ベ
ー
ス
）

N
o
.

都
道
府
県

実
施

市
区
町
村
数

市
区
町
村

2
3

愛
知
県

1
3

名
古
屋
市

豊
川
市

一
宮
市

日
進
市

半
田
市

蒲
郡
市

津
島
市

春
日
井
市

愛
西
市

知
多
市

扶
桑
町

瀬
戸
市

大
府
市

2
4

三
重
県

7
津
市

松
阪
市

熊
野
市

四
日
市
市

菰
野
町

紀
北
町

御
浜
町

2
5

滋
賀
県

6
東
近
江
市

米
原
市

守
山
市

湖
南
市

日
野
町

竜
王
町

2
6

京
都
府

4
京
都
市

木
津
川
市

長
岡
京
市

城
陽
市

2
7

大
阪
府

4
大
阪
市

富
田
林
市

島
本
町

忠
岡
町

2
8

兵
庫
県

8
神
戸
市

尼
崎
市

西
宮
市

三
田
市

加
古
川
市

三
木
市

播
磨
町

川
西
市

2
9

奈
良
県

4
生
駒
市

天
理
市

桜
井
市

田
原
本
町

3
0

和
歌
山
県

7
田
辺
市

上
富
田
町

白
浜
町

有
田
川
町

湯
浅
町

九
度
山
町

か
つ
ら
ぎ
町

3
1

鳥
取
県

1
智
頭
町

3
2

島
根
県

2
安
来
市

大
田
市

3
3

岡
山
県

9
岡
山
市

倉
敷
市

津
山
市

赤
磐
市

美
作
市

瀬
戸
内
市

笠
岡
市

矢
掛
町

里
庄
町

3
4

広
島
県

2
広
島
市

東
広
島
市

3
5

山
口
県

2
山
口
市

宇
部
市

3
6

徳
島
県

2
小
松
島
市

石
井
町

3
7

香
川
県

2
高
松
市

多
度
津
町

3
8

愛
媛
県

1
松
山
市

3
9

高
知
県

4
南
国
市

須
崎
市

土
佐
市

い
の
町

4
0

福
岡
県

7
北
九
州
市

久
留
米
市

み
や
ま
市

嘉
麻
市

う
き
は
市

大
木
町

み
や
こ
町

4
1

佐
賀
県

4
鳥
栖
市

嬉
野
市

唐
津
市

太
良
町

4
2

長
崎
県

8
長
崎
市

佐
世
保
市

大
村
市

西
海
市

諫
早
市

長
与
町

時
津
町

東
彼
杵
町

4
3

熊
本
県

1
3

熊
本
市

合
志
市

菊
池
市

玉
名
市

八
代
市

水
俣
市

阿
蘇
市

あ
さ
ぎ
り
町

山
都
町

嘉
島
町

湯
前
町

多
良
木
町

大
津
町

4
4

大
分
県

5
豊
後
高
田
市

別
府
市

日
田
市

杵
築
市

中
津
市

4
5

宮
崎
県

7
宮
崎
市

都
城
市

延
岡
市

串
間
市

都
農
町

高
鍋
町

綾
町

4
6

鹿
児
島
県

1
8

南
九
州
市

出
水
市

枕
崎
市

指
宿
市

西
之
表
市

曽
於
市

志
布
志
市

南
さ
つ
ま
市

垂
水
市

奄
美
市

姶
良
市

和
泊
町

徳
之
島
町

喜
界
町

大
和
村

龍
郷
町

肝
付
町

長
島
町

4
7

沖
縄
県

8
う
る
ま
市

沖
縄
市

南
城
市

宮
古
島
市

宜
野
湾
市

名
護
市

与
那
原
町

今
帰
仁
村

合
計

3
3
2
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○
妊

娠
期

か
ら

子
育

て
期

に
わ

た
る

切
れ

目
の

な
い

支
援

を
提

供
で

き
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

も
の

○
保

健
師

等
を

配
置

し
て

、
妊

産
婦

等
か

ら
の

相
談

に
応

じ
、

健
診

等
の

「母
子

保
健

サ
ー

ビ
ス

」
と

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
等

の
「
子

育
て

支
援

サ
ー

ビ
ス

」
を

一
体

的
に

提
供

で
き

る
よ

う
、

必
要

な
情

報
提

供
や

関
係

機
関

と
の

調
整

、
支

援
プ

ラ
ン

の
策

定
な

ど
を

行
う

機
関

〇
母

子
保

健
法

を
改

正
し

、
子

育
て

世
代

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

を
法

定
化

（2
01

7年
４

月
１

日
施

行
）（

法
律

上
は

「母
子

健
康

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

」）
➢

実
施

市
町

村
数

：
７
６
１
市

区
町

村
（１

，
４
３
６
か

所
）（

20
18

年
４
月

１
日

現
在

）
➢

２
０

２
０
年

度
末

ま
で

に
全

国
展

開
を

目
指

す
。

※
各

市
区

町
村

が
実

情
に

応
じ

て
必

要
な

箇
所

数
や

管
轄

区
域

を
判

断
し

て
設

置
。

保
健

所
児

童
相

談
所

子
育

て
支

援
機

関
医

療
機

関
（
産

科
医

、
小

児
科

医
等

）

①
妊

産
婦

等
の

支
援

に
必

要
な

実
情

の
把

握
②

妊
娠

・
出

産
・
育

児
に

関
す

る
相

談
に

応
じ

、
必

要
な

情
報

提
供

・
助

言
・
保

健
指

導

③
支

援
プ

ラ
ン

の
策

定
④

保
健

医
療

又
は

福
祉

の
関

係
機

関
と

の
連

絡
調

整

※
医

師
、

歯
科

医
師

、
栄

養
士

・
管

理
栄

養
士

、
歯

科
衛

生
士

、
理

学
療

法
士

、
心

理
職

な
ど

の
専

門
職

の
配

置
・
連

携
も

想
定

さ
れ

る
。

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー

妊
産

婦
等

を
支

え
る

地
域

の
包

括
支

援
体

制
の

構
築

妊
娠

期
か

ら
子

育
て

期
に

わ
た

る
切

れ
目

の
な

い
支

援

民
間

機
関

妊
娠

前
妊

娠
期

出
産

産
後

育
児

妊
婦

健
診

乳
児

家
庭

全
戸

訪
問

事
業

子
育

て
支

援
策

・
保

育
所

・
認

定
こ

ど
も

園
等

・
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業

・
里

親
・
乳

児
院

・
養

子
縁

組
・
そ

の
他

子
育

て
支

援
策

両
親

学
級

等

妊
娠

に
関

す
る

普
及

啓
発

不
妊

相
談

乳
幼

児
健

診

予
防

接
種

産
前

・
産

後
サ

ポ
ー

ト
事

業
産

後
ケ

ア
事

業

近
隣

住
民

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
な

ど
に

よ
る

イ
ン

フ
ォ

ー
マ

ル
な

サ
ー

ビ
ス

養
育

支
援

訪
問

事
業

利
用

者
支

援
実

施
施

設

地
域

の
関

係
団

体

ソ
ー

シ
ャ

ル
ワ

ー
カ

ー
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

看
護

師
助

産
師

保
健

師

産
婦

健
診

サ ー ビ ス （ 現 業 部 門 ）マ ネ ジ メ ン ト （ 必 須 ）

母
子

保
健

支
援

子
育

て
支

援

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

全
国

展
開
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○
妊

産
婦

等
が

抱
え

る
妊

娠
・
出

産
や

子
育

て
に

関
す

る
悩

み
等

に
つ

い
て

、
助

産
師

等
の

専
門

家
又

は
子

育
て

経
験

者
や

シ
ニ

ア
世

代
等

の
相

談
し

や
す

い
「
話

し
相

手
」等

に
よ

る
相

談
支

援
を

行
い

、
家

庭
や

地
域

で
の

妊
産

婦
等

の
孤

立
感

を
解

消
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

○
事

業
の

内
容

①
利

用
者

の
悩

み
相

談
対

応
や

サ
ポ

ー
ト

②
産

前
・
産

後
の

心
身

の
不

調
に

関
す

る
相

談
支

援
③

妊
産

婦
等

を
サ

ポ
ー

ト
す

る
者

の
募

集
④

子
育

て
経

験
者

や
シ

ニ
ア

世
代

の
者

等
に

対
し

て
産

前
・
産

後
サ

ポ
ー

ト
に

必
要

な
知

識
を

付
与

す
る

講
習

会
の

開
催

⑤
母

子
保

健
関

係
機

関
、

関
係

事
業

と
の

連
絡

調
整

○
実

施
方

法
・
実

施
場

所
等

①
「
ア

ウ
ト

リ
ー

チ
（
パ

ー
ト

ナ
ー

）
型

」
・
・
・実

施
担

当
者

が
利

用
者

の
自

宅
に

赴
く
等

に
よ

り
、

個
別

に
相

談
に

対
応

②
「
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
（
参

加
）
型

」・
・
・・

・
・・

公
共

施
設

等
を

活
用

し
、

集
団

形
式

に
よ

り
、

同
じ

悩
み

等
を

有
す

る
利

用
者

か
ら

の
相

談
に

対
応

○
実

施
担

当
者

(1
)助

産
師

、
保

健
師

又
は

看
護

師
(2

)子
育

て
経

験
者

、
シ

ニ
ア

世
代

の
者

等
（
事

業
内

容
②

の
産

前
・
産

後
の

心
身

の
不

調
に

関
す

る
相

談
支

援
は

、
(1

)に
掲

げ
る

専
門

職
を

担
当

者
と

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
）

○
補

助
率

等
（
補

助
率

：
1
/
2
）

（
H

3
1
基

準
額

（
案

）
：

人
口

１
０

～
3
0
万

人
未

満
の

市
の

場
合

1
1
,7

2
9
千

円
）

（
平

成
２

６
年

度
よ

り
、

妊
娠

・
出

産
包

括
支

援
モ

デ
ル

事
業

の
一

部
と

し
て

事
業

開
始

。
平

成
２

９
年

度
は

３
１

４
市

町
村

に
お

い
て

実
施

）

○
身

近
に

相
談

で
き

る
者

が
い

な
い

な
ど

、
支

援
を

受
け

る
こ

と
が

適
当

と
判

断
さ

れ
る

妊
産

婦
及

び
そ

の
家

族
。

対
象
者

事
業
目
的
等

事
業
の
概
要

○
市

町
村

（
本

事
業

の
趣

旨
を

理
解

し
、

適
切

な
実

施
が

期
待

で
き

る
団

体
等

に
事

業
の

全
部

又
は

一
部

を
委

託
す

る
こ

と
が

で
き

る
）

実
施
主
体

産
前

・
産

後
サ

ポ
ー

ト
事

業

（
平

成
３

０
年

度
予

算
）

（
平

成
３

１
年

度
予

算
案
）

７
４

６
百

万
円

→
７

７
７
百

万
円
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産
後

ケ
ア

事
業

○
事

業
内

容
退

院
直

後
の

母
子

に
対

し
て

心
身

の
ケ

ア
や

育
児

の
サ

ポ
ー

ト
等

き
め

細
か

い
支

援
を

実
施

す
る

。
（利

用
期

間
は

原
則

７
日

以
内

）
原

則
と

し
て

①
及

び
②

を
実

施
、

必
要

に
応

じ
て

③
か

ら
⑤

を
実

施
。

①
褥

婦
及

び
新

生
児

に
対

す
る

保
健

指
導

及
び

授
乳

指
導

（
乳

房
マ

ッ
サ

ー
ジ

を
含

む
）

②
褥

婦
に

対
す

る
療

養
上

の
世

話
④

褥
婦

及
び

産
婦

に
対

す
る

心
理

的
ケ

ア
や

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
③

産
婦

及
び

乳
児

に
対

す
る

保
健

指
導

⑤
育

児
に

関
す

る
指

導
や

育
児

サ
ポ

ー
ト

等

○
実

施
方

法
・
実

施
場

所
等

(1
)「

宿
泊

型
」

・
・
・

病
院

、
助

産
所

等
の

空
き

ベ
ッ

ド
の

活
用

等
に

よ
り

、
宿

泊
に

よ
る

休
養

の
機

会
の

提
供

等
を

実
施

。
(2

)「
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
型

」
・
・
・

個
別

・
集

団
で

支
援

を
行

え
る

施
設

に
お

い
て

、
日

中
、

来
所

し
た

利
用

者
に

対
し

実
施

。
(3

)「
ア

ウ
ト

リ
ー

チ
型

」
・
・
・

実
施

担
当

者
が

利
用

者
の

自
宅

に
赴

き
実

施
。

○
実

施
担

当
者

事
業
内
容
に
応
じ
て

助
産

師
、

保
健

師
又

は
看

護
師

等
の

担
当

者
を

配
置

。
（
宿

泊
型

を
行

う
場

合
に

は
、

２
４

時
間

体
制

で
１

名
以

上
の

助
産

師
、

保
健

師
又

は
看

護
師

の
配

置
が

条
件

）

○
補

助
率

等
（
補

助
率

：
1
/
2
）

（
H

3
1
基

準
額

（
案

）
：

人
口

１
０

～
3
0
万

人
未

満
の

市
の

場
合

2
4
,2

8
0
千

円
）

（
利

用
料

に
つ

い
て

は
、

市
町

村
が

利
用

者
の

所
得

等
に

応
じ

て
徴

収
）

（
平

成
２

６
年

度
は

、
妊

娠
・
出

産
包

括
支

援
モ

デ
ル

事
業

の
一

部
と

し
て

事
業

開
始

。
平

成
２

９
年

度
は

３
９

２
市

町
村

に
お

い
て

実
施

）

○
家

族
等

か
ら

十
分

な
家

事
及

び
育

児
な

ど
援

助
が

受
け

ら
れ

な
い

褥
婦

及
び

産
婦

並
び

に
そ

の
新

生
児

及
び

乳
児

で
あ

っ
て

、
次

の
(1

)又
は

(2
)に

該
当

す
る

者
(1

)産
後

に
心

身
の

不
調

又
は

育
児

不
安

等
が

あ
る

者
(2

) 
そ

の
他

特
に

支
援

が
必

要
と

認
め

ら
れ

る
者

対
象
者

事
業
の
概
要

○
市

町
村

（
本

事
業

の
趣

旨
を

理
解

し
、

適
切

な
実

施
が

で
き

る
団

体
等

に
事

業
の

全
部

又
は

一
部

の
委

託
が

可
能

）

実
施
主
体
等

○
退

院
直

後
の

母
子

に
対

し
て

心
身

の
ケ

ア
や

育
児

の
サ

ポ
ー

ト
等

を
行

い
、

産
後

も
安

心
し

て
子

育
て

が
で

き
る

支
援

体
制

を
確

保
す

る
。

事
業
目
的

（
平

成
３

０
年

度
予

算
）

（
平

成
３

１
年

度
予

算
案
）

２
，

３
８

８
百

万
円

→
２

，
５

５
１
百

万
円
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産
後

う
つ

の
予

防
や

新
生

児
へ

の
虐

待
予

防
等

を
図

る
観

点
か

ら
、

産
後

2週
間

、
産

後
１

か
月

な
ど

出
産

後
間

も
な

い
時

期
の

産
婦

に
対

す
る

健
康

診
査

（
母

体
の

身
体

的
機

能
の

回
復

や
授

乳
状

況
及

び
精

神
状

態
の

把
握

等
）
の

重
要

性
が

指
摘

さ
れ

て
い

る
。

こ
の

た
め

、
産

婦
健

康
診

査
の

費
用

を
助

成
す

る
こ

と
に

よ
り

、
産

後
の

初
期

段
階

に
お

け
る

母
子

に
対

す
る

支
援

を
強

化
し

、
妊

娠
期

か
ら

子
育

て
期

に
わ

た
る

切
れ

目
の

な
い

支
援

体
制

を
整

備
す

る
。

要
旨

○
地

域
に

お
け

る
全

て
の

産
婦

を
対

象
に

、
産

婦
健

康
診

査
２

回
分

に
係

る
費

用
に

つ
い

て
助

成
を

行
う

。
（
実

施
主

体
：
市

町
村

、
補

助
率

：１
／

２
、

H
3
1
基

準
額

（
案

）
：
１

回
当

た
り

５
，

０
０

０
円

）
（
平

成
2
9
年

度
は

73
市

町
村

に
お

い
て

実
施

）
※

事
業

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
以

下
の

３
点

を
要

件
と

す
る

。
（
１

）
産

婦
健

康
診

査
に

お
い

て
、

母
体

の
身

体
的

機
能

の
回

復
や

授
乳

状
況

及
び

精
神

状
態

の
把

握
等

を
実

施
す

る
こ

と
。

（
２

）
産

婦
健

康
診

査
の

結
果

が
健

診
実

施
機

関
か

ら
市

区
町

村
へ

速
や

か
に

報
告

さ
れ

る
よ

う
体

制
を

整
備

す
る

こ
と

。
（
３

）
産

婦
健

康
診

査
の

結
果

、
支

援
が

必
要

と
判

断
さ

れ
る

産
婦

に
対

し
て

、
産

後
ケ

ア
事

業
を

実
施

す
る

こ
と

。

事
業

内
容

妊
娠

出
産

乳
児

１ 歳 ６ か 月 児 健 診

※ 地 方 交 付 税 措 置

３ 歳 児 健 診

※ 地 方 交 付 税 措 置

妊 娠 の 届 出 ・

母 子 健 康 手 帳 の 交 付

妊
婦

健
診

（
１

４
回

）

※
地

方
交

付
税

措
置

幼
児

産 婦 健 診

妊
娠

期
か

ら
子

育
て

期
に

わ
た

る
切

れ
目

の
な

い
支

援

２
回

分
を

助
成

乳
幼

児
健

診
（
３

～
４

か
月

児
健

診
な

ど
）

※
市

町
村

が
必

要
に

応
じ

実
施

（
地

方
交

付
税

措
置

）

産
後

ケ
ア

事
業

※
産

婦
の

心
身

の
不

調
や

産
後

う
つ

等
を

防
ぐ

た
め

、
母

子
へ

の
心

身
の

ケ
ア

や
育

児
サ

ポ
ー

ト
等

の
実

施

支
援

が
必

要
な

産
婦

の
把

握

産
婦

健
康

診
査

事
業

に
つ

い
て

（
平

成
30

年
度

予
算
）

（
平

成
31
年

度
予

算
案
）

１
，
０

７
３
百

万
円

→
１

，
２

６
８
百

万
円

（
21
4,
5
54

件
）

（
33
8,
1
80

件
）
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聴
覚

障
害

は
早

期
に

発
見

さ
れ

適
切

な
支

援
が

行
わ

れ
た

場
合

は
、

聴
覚

障
害

に
よ

る
音

声
言

語
発

達
等

へ
の

影
響

が
最

小
限

に
抑

え
ら

れ
る

。
こ

の
た

め
、

聴
覚

障
害

の
早

期
発

見
・早

期
療

育
が

図
ら

れ
る

よ
う

、
新

生
児

聴
覚

検
査

に
係

る
協

議
会

の
設

置
や

、
研

修
会

の
実

施
、

普
及

啓
発

等
に

よ
り

、
都

道
府

県
に

お
け

る
推

進
体

制
を

整
備

す
る

。
（
平

成
２

９
年

度
創

設
）

○
新

生
児

聴
覚

検
査

に
係

る
行

政
機

関
、

医
療

機
関

、
教

育
機

関
、

医
師

会
・患

者
会

等
の

関
係

機
関

等
に

よ
る

協
議

会
の

設
置

、
研

修
会

の
実

施
や

普
及

啓
発

等
に

よ
り

、
都

道
府

県
内

に
お

け
る

新
生

児
聴

覚
検

査
の

推
進

体
制

の
整

備
を

図
る

。
（
実

施
主

体
：
都

道
府

県
、

補
助

率
１

／
２

、
H

3
1
基

準
額

（
案

）
：
２

，
０

６
５

千
円

）
H

2
9
年

度
実

施
都

道
府

県
：3

0都
道

府
県

事
業

内
容

要
旨

＜
都

道
府

県
内

に
お

け
る

新
生

児
聴

覚
検

査
の

推
進

体
制

の
確

保
＞

○
医

療
機

関
や

教
育

機
関

な
ど

の
関

係
機

関
等

に
よ

る
協

議
会

の
設

置
○

医
療

機
関

従
事

者
等

に
対

す
る

研
修

会
の

実
施

や
新

生
児

聴
覚

検
査

の
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
作

成
等

に
よ

る
普

及
啓

発
○

県
内

に
お

け
る

事
業

実
施

の
た

め
の

手
引

書
の

作
成

な
ど

都
道

府
県

※
新

生
児

聴
覚

検
査

･･
･新

生
児

期
に

お
い

て
、

先
天

性
の

聴
覚

障
害

の
発

見
を

目
的

と
し

て
実

施
す

る
聴

覚
検

査
。

＜
新

生
児

聴
覚

検
査

の
実

施
＞

○
新

生
児

聴
覚

検
査

に
対

す
る

公
費

助
成

の
実

施
（※

地
方

交
付

税
措

置
）

○
新

生
児

訪
問

等
の

際
に

、
母

子
健

康
手

帳
を

活
用

し
、

新
生

児
聴

覚
検

査
の

実
施

状
況

の
把

握
及

び
要

支
援

児
や

保
護

者
に

対
す

る
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

な
ど

市
町

村

支
援

新
生

児
聴

覚
検

査
の

体
制

整
備

事
業

（
平

成
30

年
度

予
算
）

（
平

成
3
1
年

度
予

算
案

）
４

９
百

万
円

→
４

９
百

万
円
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デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
時
代
の
母
子
保
健
情
報
の
利
活
用
に
関
す
る
検
討
会
中
間
報
告
書
（
概
要
）

【
経

緯
】

○
2
0
1
8
年

１
月

に
厚

生
労

働
省

「
デ

ー
タ

ヘ
ル

ス
改

革
推

進
本

部
」

の
も

と
に

、
新

た
に

「
乳

幼
児

期
・

学
童

期
の

健
康

情
報

」
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
チ

ー
ム

が
設

置
さ

れ
、

乳
幼

児
期

、
学

童
期

を
通

じ
た

健
康

情
報

の
利

活
用

等
に

つ
い

て
検

討
を

進
め

る
こ

と
と

な
っ

た
。

○
こ

れ
を

受
け

、
同

年
４

月
に

子
ど

も
家

庭
局

長
の

下
に

「
デ

ー
タ

ヘ
ル

ス
時

代
の

母
子

保
健

情
報

の
利

活
用

に
関

す
る

検
討

会
」

を
設

置
し

、
乳

幼
児

健
診

及
び

妊
婦

健
診

の
健

診
情

報
の

電
子

的
記

録
様

式
の

標
準

化
及

び
電

子
化

に
関

す
る

検
討

を
行

っ
た

。

【
中
間
報
告
書
の
主
な
内
容
】

１
．
電
子
的
に
記
録
・
管
理
す
る
情
報

○
乳

幼
児

健
診

（
３

～
４

か
月

、
１

歳
半

、
３

歳
）

及
び

妊
婦

健
診

の
健

診
情

報
に

か
か

る
「
標
準
的
な
電
子
的
記
録
様
式
」

及
び
「
最
低
限
電
子
化
す
べ
き
情
報
」

を
検

討
。

標
準
的
な
電
子
的
記
録
様
式

乳
幼

児
健

診
・

妊
婦

健
診

で
把

握
さ

れ
る

情
報

概
要

例

標
準
的
な
電
子

的
記
録
様
式

本
人

又
は

保
護

者
が

自
己

の
健

康
管

理
の

た
め

に
閲

覧
す

る
情

報
で

、
市

町
村

が
電

子
化

す
る

こ
と

が
望

ま
し

い
情

報
。

・
疾

病
及

び
異

常
の

診
察

所
見

・
新

生
児

聴
覚

検
査

に
関

す
る

情
報

・
風

疹
抗

体
検

査
に

関
す

る
情

報

最
低
限
電
子
化

す
べ
き
情
報

※
妊

婦
健

診
は

対
象

外

転
居

や
進

学
の

際
に

、
他

の
市

町
村

や
学

校
に

引
き

継
が

れ
る

こ
と

を
前

提
と

し
て

、
市

町
村

が
必

ず
電

子
化

す
る

情
報

。

・
各

健
診

時
に

お
け

る
受

診
の

有
無

・
診

察
所

見
の

判
定

に
関

す
る

情
報

２
．
電
子
的
記
録
の
利
活
用
に
つ
い
て

３
．
今
後
の
検
討
事
項

○
引

き
続

き
検

討
が

必
要

と
さ

れ
た

主
な

課
題

。
・

電
子

的
記

録
の

保
存

年
限

・
電

子
的

記
録

の
保

存
形

式
の

標
準

化
・

デ
ー

タ
化

す
る

項
目

の
定

義
や

健
診

の
質

の
標

準
化

・
学

校
健

診
情

報
と

の
連

携
に

つ
い

て
・

任
意

の
予

防
接

種
情

報
の

把
握

に
つ

い
て

・
市

町
村

に
お

け
る

母
子

保
健

分
野

の
情

報
の

活
用

の
在

り
方

に
つ

い
て

・
ビ

ッ
グ

デ
ー

タ
と

し
て

の
利

用
に

つ
い

て
・

個
人

単
位

化
さ

れ
る

被
保

険
者

番
号

の
活

用
に

か
か

る
検

討
も

踏
ま

え
た

医
療

等
分

野
に

お
け

る
情

報
と

の
連

携
に

つ
い

て
な

ど

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
で

の
閲

覧
市

町
村

間
で

の
情

報
連

携

○
生

涯
を

通
じ

た
Ｐ

Ｈ
Ｒ

制
度

構
築

の
観

点
か

ら
、

医
療

機
関

等
に

お
い

て
は

、
健

診
情

報
等

を
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
に

よ
り

管
理

す
る

こ
と

と
な

っ
て

い
な

い
こ

と
も

踏
ま

え
、

医
療

情
報

も
含

め
た

個
人

の
健

康
情

報
を

同
一

の
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
で

閲
覧

す
る

方
法

等
に

つ
い

て
今

後
検

討
が

必
要

。
○

現
状

、
学

校
そ

の
も

の
は

、
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
制

度
に

お
い

て
番

号
利

用
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

行
政

機
関

、
地

方
公

共
団

体
等

と
し

て
位

置
づ

け
ら

れ
て

い
な

い
た

め
、

学
校

健
診

情
報

と
母

子
保

健
情

報
の

連
携

に
当

た
っ

て
は

検
討

が
必

要
。

○
市

町
村

が
精

密
健

康
診

査
対

象
者

の
精

密
健

康
診

査
結

果
を

確
認

す
る

際
に

、
医

療
機

関
か

ら
返

却
さ

れ
る

精
密

健
康

診
査

結
果

を
効

率
的

に
照

合
す

る
等

の
活

用
を

進
め

る
こ

と
を

念
頭

に
、

被
保

険
者

番
号

も
把

握
す

る
方

向
。

「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
よ
り
管
理
」
「
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
識
別
子
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」

（
背

景
）

・
健

診
の

実
施

主
体

た
る

市
町

村
に

お
い

て
情

報
が

保
有

・
管

理
さ

れ
て

い
る

・
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
制

度
に

係
る

情
報

イ
ン

フ
ラ

が
全

国
的

に
整

備
さ

れ
て

い
る

乳
幼
児
期
・
学
童
期
の
健
康
情
報
の
一
元
的
活
用
の
検
討
な
ど
に
取
り
組
む
。

（
経

済
財

政
運

営
と

改
革

の
基

本
方

針
平

成
3
0
年

６
月

1
5
日

閣
議

決
定

）
乳
幼
児
期
・
学
童
期
の
健
康
情
報
の
一
元
的
活
用
の
検
討
な
ど
に
取
り
組
む
。

（
経

済
財

政
運

営
と

改
革

の
基

本
方

針
平

成
3
0
年

６
月

1
5
日

閣
議

決
定

）
政
府

方
針

Ｐ
Ｈ

Ｒ
（

P
e
rs

o
n
a
l 
H

e
a
lt
h
 R

e
co

rd
）

に
つ

い
て

、
平

成
3
2
年

度
よ

り
、

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
を

通
じ

て
本

人
等

へ
の

デ
ー

タ
の

本
格

的
な

提
供

を
目

指
す

。
そ

の
た

め
、

予
防

接
種

（
平

成
2
9
年

度
提

供
開

始
）

に
加

え
て

、
平
成
3
2
年
度
か
ら
特
定
健
診
、
乳
幼
児
健
診
等
の
健
診
デ
ー
タ
の
提
供
を
開
始
す
る
こ
と
を
目
指
す

。
（

未
来

投
資

戦
略

2
0
1
8

平
成

3
0
年

６
月

1
5
日

閣
議

決
定

）

Ｐ
Ｈ

Ｒ
（

P
e
rs

o
n
a
l 
H

e
a
lt
h
 R

e
co

rd
）

に
つ

い
て

、
平

成
3
2
年

度
よ

り
、

マ
イ

ナ
ポ

ー
タ

ル
を

通
じ

て
本

人
等

へ
の

デ
ー

タ
の

本
格

的
な

提
供

を
目

指
す

。
そ

の
た

め
、

予
防

接
種

（
平

成
2
9
年

度
提

供
開

始
）

に
加

え
て

、
平
成
3
2
年
度
か
ら
特
定
健
診
、
乳
幼
児
健
診
等
の
健
診
デ
ー
タ
の
提
供
を
開
始
す
る
こ
と
を
目
指
す

。
（

未
来

投
資

戦
略

2
0
1
8

平
成

3
0
年

６
月

1
5
日

閣
議

決
定

）
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デ
ー

タ
ヘ

ル
ス

時
代

の
母

子
保

健
情

報
の

利
活

用
に

係
る

情
報

シ
ス

テ
ム

改
修

事
業

（
案

）

母
子
保
健
情
報
の
利
活
用
を
推
進
す
る
た
め
、
乳
幼
児
健
診
の
受
診

の
有
無
等
の
電
子
化
し
た
情
報
に
つ
い
て
、
転
居
時
に
市
町
村
間
で
引

き
継
が
れ
る
仕
組
み
や
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
活
用
し
、
子
ど
も
時
代

に
受
け
る
健
診
、
妊
婦
健
診
、
予
防
接
種
等
の
個
人
の
健
康
情
報
歴
を

一
元
的
に
確
認
で
き
る
仕
組
み
を
構
築
す
る
。

妊
婦
健
診
や
乳
幼
児
健
診
で
実
施
す
る
項
目
の
う
ち
、
標
準
的
な
電

子
的
記
録
様
式
と
し
て
定
め
る
項
目
に
つ
い
て
、
中
間
サ
ー
バ
ー
へ
の

副
本
登
録
に
か
か
る
経
費
（
デ
ー
タ
標
準
レ
イ
ア
ウ
ト
の
改
版
に
伴
う

市
町
村
の
シ
ス
テ
ム
改
修
等
）
に
つ
い
て
補
助
す
る
。

市
町
村

２
/３

定
期
予
防

接
種
情
報

市
町
村
が
保
有
す
る
健
康
情
報

※
一
部
は
医
療
機
関
か
らの
報
告
に
よ
り把
握

妊
婦
健
診

情
報 マ
イナ
ポ
ー
タル
に
よる
閲
覧

転
居

転
居
時
に
引
き
継
ぐ

乳
幼
児
健
診
情
報

電
子
化

Ａ
市

Ｂ
市

・受
診
の
有
無
等

事
業
目
的

事
業
内
容

実
施
主
体

補
助
率

ス
ケ
ジ
ュー
ル
（
予
定
）

20
19
年
4月
頃
デ
ー
タ
標
準
レ
イ
ア
ウ
ト
（
β
版
）
デ
ジ
タ
ル
PM
O
公
開

20
19
年
7月
頃
デ
ー
タ
標
準
レ
イ
ア
ウ
ト
（
最
終
版
）
デ
ジ
タ
ル
PM
O
公
開

順
次
、
自
治
体
に
お
い
て
シ
ス
テ
ム
の
改
修

20
20
年
6月
～
運
用
開
始

標
準
的
な
電
子
的
記
録
様
式

最
低
限
電
子
化

す
べ
き
情
報「
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
時
代
の
母
子
保
健
情
報
の
利
活
用
に
関
す
る
検
討
会
」

中
間
報
告
書
に
基
づ
く
イ
メ
ー
ジ

（
平
成
30
年
度
）

（
平
成
31
年
度
予
算
案
）

ー
百
万
円

→
１
，
２
５
１
百
万
円
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不
妊
に
悩
む
方
へ
の
特
定
治
療
支
援
事
業
に
つ
い
て

○
要
旨

不
妊
治
療
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
高
額
な
医
療
費
が
か
か
る
配
偶
者
間
の
不
妊
治
療
に
要
す
る
費
用
の
一
部
を
助
成

○
対
象
治
療
法

体
外
受
精
及
び
顕
微
授
精
（
以
下
「
特
定
不
妊
治
療
」
と
い
う
。
）

○
対
象
者

特
定
不
妊
治
療
以
外
の
治
療
法
に
よ
っ
て
は
妊
娠
の
見
込
み
が
な
い
か
、
又
は
極
め
て
少
な
い
と
医
師
に
診
断
さ
れ
た
法
律
上
の
婚
姻

を
し
て
い
る
夫
婦
（
治
療
期
間
の
初
日
に
お
け
る
妻
の
年
齢
が
４
３
歳
未
満
で
あ
る
夫
婦
）

○
給
付
の
内
容

①
１
回
１
５
万
円
（
初
回
の
治
療
に
限
り
３
０
万
円
ま
で
助
成
）

※
凍
結
胚
移
植
（
採
卵
を
伴
わ
な
い
も
の
）
及
び
採
卵
し
た
が
卵
が
得
ら
れ
な
い
等
の
た
め
中
止
し
た
も
の
つ
い
て
は
、
１
回
７
.
５
万
円

通
算
回
数
は
、
初
め
て
助
成
を
受
け
た
際
の
治
療
期
間
初
日
に
お
け
る
妻
の
年
齢
が
、
４
０
歳
未
満
で
あ
る
と
き
は
通
算
６
回
ま
で
、

４
０
歳
以
上
４
３
歳
未
満
で
あ
る
と
き
は
通
算
３
回
ま
で
助
成

②
男
性
不
妊
治
療
を
行
っ
た
場
合
は
１
５
万
円
（
初
回
の
治
療
に
限
り
３
０
万
円
ま
で
助
成
）

※
精
子
を
精
巣
又
は
精
巣
上
体
か
ら
採
取
す
る
た
め
の
手
術

○
所
得
制
限

７
３
０
万
円
（
夫
婦
合
算
の
所
得
ベ
ー
ス
）

○
指
定
医
療
機
関

事
業
実
施
主
体
に
お
い
て
医
療
機
関
を
指
定

○
実
施
主
体

都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市

○
補
助
率

１
／
２
（
負
担
割
合
：
国
１
／
２
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
１
／
２
）

平
成
１
６
年
度

１
７
，
６
５
７
件

平
成
１
７
年
度

２
５
，
９
８
７
件

平
成
１
８
年
度

３
１
，
０
４
８
件

平
成
１
９
年
度

６
０
，
５
３
６
件

平
成
２
０
年
度

７
２
，
０
２
９
件

平
成
２
１
年
度

８
４
，
３
９
５
件

平
成
２
２
年
度

９
６
，
４
５
８
件

平
成
２
３
年
度

１
１
２
，
６
４
２
件

平
成
２
４
年
度

１
３
４
，
９
４
３
件

平
成
２
５
年
度

１
４
８
，
６
５
９
件

平
成
２
６
年
度

１
５
２
，
３
２
０
件

平
成
２
７
年
度

１
６
０
，
７
３
３
件

平
成
２
８
年
度

１
４
１
，
８
９
０
件

１
．
事
業
の
概
要

３
．
支
給
実
績

（
平
成
３
０
年
度
予
算
）

（
平
成
３
１
年
度
予
算
案
）

１
６
，
２
６
７
百
万
円

→
１
６
，
３
７
６
百
万
円

※
男
性
不
妊
治
療
に
か
か
る
初
回
の
助
成
額
を
拡
充
（
1
5万

→
3
0万

円
）

平
成
１
６
年
度
創
設

１
年
度
あ
た
り
給
付
額
1
0
万
円
、
通
算
助
成
期
間
２
年
間
と
し
て
制
度
開
始

平
成
１
８
年
度

通
算
助
成
期
間
を
２
年
間
→
５
年
間
に
延
長

平
成
１
９
年
度

給
付
額
を
１
年
度
あ
た
り
１
回
1
0万
円
・
２
回
に
拡
充
、
所
得
制
限
を
6
50
万
円
→
7
3
0
万
円

に
引
き
上
げ

平
成
２
１
年
度
補
正

給
付
額
１
回
1
0万
円
→
1
5
万
円
に
拡
充

平
成
２
３
年
度

１
年
度
目
を
年
２
回
→
３
回
に
拡
充
、
通
算
1
0
回
ま
で
助
成

平
成
２
５
年
度

凍
結
胚
移
植
(採
卵
を
伴
わ
な
い
も
の
)
等
の
給
付
額
を
見
直
し
（
1
5
万
円
→
7
.5
万
円
）

平
成
２
５
年
度
補
正

安
心
こ
ど
も
基
金
に
よ
り
実
施

平
成
２
６
年
度

妻
の
年
齢
が
4
0歳
未
満
の
新
規
助
成
対
象
者
の
場
合
は
、
通
算
６
回
ま
で
助
成

（
年
間
助
成
回
数
・
通
算
助
成
期
間
の
制
限
廃
止
）
※
平
成
2
5年
度
の
有
識
者
検
討
会
の
報
告
書

に
お
け
る
医
学
的
知
見
等
を
踏
ま
え
た
見
直
し
（
完
全
施
行
は
平
成
2
8
年
度
）

平
成
２
７
年
度

安
心
こ
ど
も
基
金
に
よ
る
実
施
を
廃
止
し
、
当
初
予
算
に
計
上

平
成
２
７
年
度
補
正

初
回
治
療
の
助
成
額
を
1
5
万
→
3
0万
円
に
拡
充

男
性
不
妊
治
療
を
行
っ
た
場
合
、
1
5
万
円
を
助
成

平
成
２
８
年
度

妻
の
年
齢
が
4
3歳
以
上
の
場
合
、
助
成
対
象
外
。
妻
の
年
齢
が
4
0
歳
未
満
の
場
合
は
通
算
６
回
ま

で
、
4
0
歳
以
上
4
3歳
未
満
の
場
合
は
通
算
３
回
ま
で
助
成
（
年
間
助
成
回
数
・
通
算
助
成
期
間
の

制
限
廃
止
）

平
成
３
１
年
度
（
案
）
男
性
不
妊
治
療
に
か
か
る
初
回
の
助
成
額
を
1
5
万
→
3
0
万
円
に
拡
充

２
．
沿

革
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○
対

象
者

・
・
・

不
妊

や
不

育
症

に
つ

い
て

悩
む

夫
婦

等

○
事

業
内

容
（
１

）
夫

婦
の

健
康

状
況

に
的

確
に

応
じ

た
不

妊
に

関
す

る
相

談
指

導
（
２

）
不

妊
治

療
と

仕
事

の
両

立
に

関
す

る
相

談
対

応
（
３

）
不

妊
治

療
に

関
す

る
情

報
提

供
（
４

）
不

妊
相

談
を

行
う

専
門

相
談

員
の

研
修

○
実

施
担

当
者

・
・
・

不
妊

治
療

に
関

す
る

専
門

的
知

識
を

有
す

る
医

師
、

そ
の

他
社

会
福

祉
、

心
理

に
関

し
て

知
識

を
有

す
る

者
等

○
実

施
場

所
（
実

施
主

体
：
都

道
府

県
・指

定
都

市
・中

核
市

）

全
国

６
７

か
所

（
平

成
30

年
7月

1日
時

点
）
※

自
治

体
単

独
（

3か
所

）
含

む

主
に

大
学

・
大

学
病

院
・
公

立
病

院
２

３
か

所
（
３

４
％

）
、

保
健

所
１

９
か

所
（
２

８
％

）
に

お
い

て
実

施
。

「
ニ

ッ
ポ

ン
一

億
総

活
躍

プ
ラ

ン
」
（
平

成
2
8年

6
月

2日
閣

議
決

定
）
不

妊
専

門
相

談
セ

ン
タ

ー
を

平
成

3
1
 年

度
（
2
0
1
9
 年

度
）
ま

で
に

全
都

道
府

県
・
指

定
都

市
・
中

核
市

に
配

置

○
補

助
率

等
補

助
率

：
１

／
２

H
3
1
基

準
額

（案
）

：
4
7
4
,5

0
0円

（月
額

）

○
相

談
実

績

平
成

２
８

年
度

：
２

２
，

３
４

７
件

（
内

訳
：
電

話
１

１
,６

６
１

件
、

面
接

７
,６

７
３

件
、

メ
ー

ル
１

,１
３

２
件

、
そ

の
他

１
,８

８
１

件
）

（
電

話
相

談
）

医
師

１
４

％
、

助
産

師
４

５
％

、
保

健
師

２
５

％
、

そ
の

他
（
心

理
職

な
ど

）
１

５
％

（
面

接
相

談
）

医
師

４
０

％
、

助
産

師
２

７
％

、
保

健
師

１
４

％
、

そ
の

他
（
心

理
職

な
ど

）
１

9
％

（
メ

ー
ル

相
談

）
医

師
２

３
％

、
助

産
師

３
７

％
、

保
健

師
２

８
％

、
そ

の
他

（心
理

職
な

ど
）

１
２

％

（
相

談
内

容
）

・
費

用
や

助
成

制
度

に
関

す
る

こ
と

（
９

，
７

２
０

件
）

・
不

妊
症

の
検

査
・
治

療
（
５

，
４

９
１

件
）

・
不

妊
の

原
因

（
１

，
２

２
８

件
）

・
不

妊
治

療
を

実
施

し
て

い
る

医
療

機
関

の
情

報
（
１

，
４

０
１

件
）

・
家

族
に

関
す

る
こ

と
（
１

，
２

６
７

件
）

・
不

育
症

に
関

す
る

こ
と

（
５

３
５

件
）

・
主

治
医

や
医

療
機

関
に

対
す

る
不

満
（
６

２
６

件
）

・
世

間
の

偏
見

や
無

理
解

に
よ

る
不

満
（４

４
０

件
）

○
事

業
の

目
的

不
妊

や
不

育
症

の
課

題
に

対
応

す
る

た
め

の
適

切
な

体
制

を
構

築
す

る
こ

と
に

よ
り

、
生

涯
を

通
じ

た
女

性
の

健
康

の
保

持
増

進
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

不
妊

専
門

相
談

セ
ン

タ
ー

事
業

（
平

成
３

０
年

度
予

算
）

（
平

成
３

１
年

度
予

算
案
）

１
７

４
百

万
円

→
１

２
４
百

万
円

※
平

成
3
0年

度
公

開
プ

ロ
セ

ス
で

の
指

摘
を

踏
ま

え
要

求
額
を

見
直
し
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○
対

象
者

思
春

期
、

妊
娠

、
出

産
、

更
年

期
、

高
齢

期
等

の
各

ラ
イ

フ
ス

テ
ー

ジ
に

応
じ

た
相

談
を

希
望

す
る

者
（
不

妊
相

談
、

予
期

せ
ぬ

妊
娠

、
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

ケ
ア

、
性

感
染

症
の

対
応

を
含

む
）

○
事

業
内

容

（
１

）
身

体
的

、
精

神
的

な
悩

み
を

有
す

る
女

性
に

対
す

る
相

談
指

導
（
２

）
相

談
指

導
を

行
う

相
談

員
の

研
修

養
成

（
３

）
相

談
体

制
の

向
上

に
関

す
る

検
討

会
の

設
置

（
４

）
妊

娠
に

悩
む

者
に

対
す

る
専

任
相

談
員

の
配

置
（
５

）
（特

に
妊

娠
に

悩
む

者
）が

、
女

性
健

康
支

援
セ

ン
タ

ー
の

所
在

等
を

容
易

に
把

握
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

そ
の

所
在

地
及

び
連

絡
先

を
記

載
し

た
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
等

を
作

成
し

、
対

象
者

が
訪

れ
や

す
い

店
舗

等
で

配
布

す
る

等
広

報
活

動
を

積
極

的
に

実
施

（
６

）
特

定
妊

婦
等

に
対

す
る

産
科

受
診

等
支

援

○
実

施
担

当
者

・
・
・

医
師

、
保

健
師

又
は

助
産

師
等

○
実

施
場

所
（
実

施
主

体
：
都

道
府

県
・
指

定
都

市
・
中

核
市

）

全
国

７
３

ヵ
所

（平
成

３
０

年
７

月
１

日
時

点
）

※
自

治
体

単
独

１
３

か
所

４
７

都
道

府
県

、
札

幌
市

、
仙

台
市

、
さ

い
た

ま
市

、
千

葉
市

、
横

浜
市

、
川

崎
市

、
新

潟
市

、
静

岡
市

、
浜

松
市

、
名

古
屋

市
、

京
都

市
、

大
阪

市
、

堺
市

、
神

戸
市

、
広

島
市

、
北

九
州

市
、

福
岡

市
、

八
戸

市
、

盛
岡

市
、

福
島

市
、

川
越

市
、

八
王

子
市

、
鳥

取
市

、
呉

市
、

久
留

米
市

、
宮

崎
市

○
補

助
率

等
補

助
率

：
１

／
２

H
3
1
基

準
額

（
案

）
：

１
４

８
，

９
０

０
円

（
月

額
）

○
相

談
実

績
平

成
２

８
年

度
：５

３
，

１
２

９
件

（
内

訳
：
電

話
３

１
，

７
３

１
件

、
面

接
１

６
，

０
５

２
件

、
メ

ー
ル

４
，

０
３

９
件

、
そ

の
他

１
，

３
０

７
件

）

○
相

談
内

容
・
女

性
の

心
身

に
関

す
る

相
談

（
２

８
，

１
０

７
件

）
・
不

妊
に

関
す

る
相

談
（
１

１
，

４
６

２
件

）
・
思

春
期

の
健

康
相

談
（
８

，
７

７
４

件
）

・
妊

娠
・
避

妊
に

関
す

る
相

談
（
９

，
５

２
５

件
）

・
メ

ン
タ

ル
ケ

ア
（
１

１
，

８
５

９
件

）
・
婦

人
科

疾
患

・
更

年
期

障
害

（
６

１
９

件
）

・
性

感
染

症
等

（
８

１
９

件
）

？

○
事

業
の

目
的

思
春

期
か

ら
更

年
期

に
至

る
女

性
を

対
象

と
し

、
各

ラ
イ

フ
ス

テ
ー

ジ
に

応
じ

た
身

体
的

・精
神

的
な

悩
み

に
関

す
る

相
談

指
導

や
、

相
談

指
導

を
行

う
相

談
員

の
研

修
を

実
施

し
、

生
涯

を
通

じ
た

女
性

の
健

康
の

保
持

増
進

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

女
性

健
康

支
援

セ
ン

タ
ー

事
業

（
平

成
３

０
年

度
予

算
）

（
平

成
３

１
年

度
予

算
案
）

８
５

百
万

円
→

１
１

３
百

万
円

※
平

成
3
0年

度
公

開
プ

ロ
セ

ス
で
の

指
摘
を

踏
ま

え
要

求
額
を

見
直
し
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特
定
妊
婦
等
に
対
す
る
産
科
受
診
等
支
援
（
案
）

○
実
施
主
体

・
・
・
女
性
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
を
実
施
す
る
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市

（
医
療
法
人
そ
の
他
の
機
関
又
は
団
体
に
委
託
す
る
こ
と
が
可
能
）

○
対
象
者

特
定
妊
婦
と
疑
わ
れ
る
者

（
特
定
妊
婦
：
出
産
後
の
養
育
に
つ
い
て
出
産
前
に
お
い
て
支
援
を
行
う
こ
と
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
妊
婦
（
児
童
福
祉
法
第
６
条
の
３
第
５
項
）
）

○
事
業
内
容

女
性
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
予
期
せ
ぬ
妊
娠
等
に
よ
り
妊
娠
に
悩
む
者
を
把
握
し
た
場
合
に
は
、
面
談
・
訪
問
相
談
等
に
よ
り
そ
の
状
況
を

確
認
し
、
関
係
機
関
と
連
携
を
行
う
と
と
も
に
、
産
科
受
診
等
が
困
難
な
特
定
妊
婦
と
疑
わ
れ
る
場
合
に
は
、
産
科
等
医
療
機
関
へ
の
同
行
支
援
や
初
回

産
科
受
診
料
に
対
す
る
助
成
※
を
行
う
。
※
特
定
妊
婦
と
疑
わ
れ
る
者
の
う
ち
、
支
援
の
必
要
が
認
め
ら
れ
る
と
自
治
体
が
判
断
す
る
者

○
実
施
担
当
者

・
・
・

保
健
師
、
看
護
師
又
は
助
産
師
等

○
予
算
額
等
・
・
・

平
成
31
年
度
予
算
案
11
3百
万
円
(女
性
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
)の
内
数

（
補
助
率
国
1/
2,
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
1/
2）

○
妊
娠
・
出
産
に
つ
い
て
周
囲
に
相
談
で
き
ず
に
悩
む
者
に
つ
い
て
は
、
予
期
し
な
い
妊
娠
、
経
済
的
困
窮
、
社
会
的
孤
立
、
D
Vな
ど
の
様
々
な
背
景
が
あ
り
、

妊
婦
健
診
未
受
診
で
の
分
娩
や
０
歳
０
日
で
の
虐
待
死
に
至
る
場
合
が
あ
る
な
ど
、
妊
娠
期
か
ら
支
援
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

○
こ
の
た
め
、
予
期
せ
ぬ
妊
娠
等
の
相
談
対
応
を
行
う
女
性
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
特
定
妊
婦
と
疑
わ
れ
る
者
を
把
握
し
た
場
合
に
、
医
療
機
関
等
へ

の
同
行
支
援
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
そ
の
状
況
を
確
認
し
、
関
係
機
関
へ
確
実
に
つ
な
ぐ
体
制
を
整
備
す
る
。

事
業

目
的

予
期

せ
ぬ

妊
娠

相
談

（
女

性
健

康
支

援
セ

ン
タ

ー
）

産
科

受
診

等
支

援
※

特
定

妊
婦

と
疑

わ
れ

る
者

の
う

ち
、

支
援

の
必

要
が

認
め

ら
れ

る
と

自
治

体
が

判
断

す
る

者
に

つ
い

て
、

医
療

機
関

に
お

け
る

妊
娠

判
定

に
か

か
る

費
用

を
補

助

産
科

受
診

等
が

困
難

な
特

定
妊

婦
と

疑
わ

れ
る

者

必
要

に
応

じ
て

面
談

・
訪

問
相

談
実

施
（
対

象
者

と
の

信
頼

関
係

の
構

築
）

妊
娠

検
査

薬
に

よ
り

妊
娠

判
定

実
施

事
業

内
容

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
、

要
保

護
児

童
対

策
地

域
協

議
会

等
関

係
機

関

連
携

連
携

（
イ

メ
ー

ジ
）

＜
女
性
健
康
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
の
拡
充
＞
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（
１

）
虐

待
予

防
に

向
け

た
広

報
・

啓
発

、
若

年
者

等
に

向
け

た
養

育
や

虐
待

予
防

に
資

す
る

知
識

の
普

及

（
２

）
国

民
運

動
健

や
か

親
子

2
1
 （

第
２

次
）

（
１

）
医

療
機

関
（

産
婦

人
科

、
精

神
科

、
小

児
科

、
歯

科
等

の
病

院
、

診
療

所
及

び
助

産
所

）
（

２
）

地
方

自
治

体
（

３
）

児
童

福
祉

施
設

（
助

産
施

設
）

母
子
保
健
施
策
を
通
じ
た
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
推
進
に
つ
い
て
（
通
知
）

平
成

3
0
年

７
月

2
0
日

子
母

発
0
7
2
0
第

１
号

厚
生

労
働

省
子

ど
も

家
庭

局
母

子
保

健
課

長
通

知

（
１

）
母

子
保

健
施

策
を

通
じ

た
虐

待
の

発
生

予
防

〇
平

成
2
8
年

の
「

児
童

福
祉

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

」
（

平
成

2
8
年

法
律

第
6
3
号

）
に

よ
り

改
正

さ
れ

た
児

童
福

祉
法

に
お

い
て

、
児

童
虐

待
に

つ
い

て
発

生
予

防
か

ら
自

立
支

援
ま

で
の

一
連

の
対

策
の

更
な

る
強

化
等

を
図

る
た

め
、

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
（

母
子

保
健

法
（

昭
和

4
0
年

法
律

第
1
4
1
号

）
で

は
「

母
子

健
康

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

」
。

）
が

法
定

化
さ

れ
た

。
〇

妊
娠

の
届

出
や

乳
幼

児
健

康
診

査
等

は
、

市
町

村
が

広
く

妊
産

婦
等

と
接

触
す

る
機

会
と

な
っ

て
お

り
、

悩
み

を
抱

え
る

妊
産

婦
等

を
早

期
に

発
見

し
相

談
支

援
に

つ
な

げ
る

な
ど

、
児

童
虐

待
の

予
防

や
早

期
発

見
に

資
す

る
も

の
で

あ
る

こ
と

に
留

意
す

る
こ

と
が

、
母

子
保

健
法

上
も

明
確

化
さ

れ
（

同
法

第
５

条
第

２
項

）
、

母
子

保
健

施
策

と
児

童
虐

待
防

止
対

策
と

の
連

携
を

よ
り

一
層

強
化

す
る

こ
と

と
さ

れ
た

。

１
．
基
本
的
考
え
方

（
１

）
母

性
、

乳
幼

児
の

健
康

診
査

及
び

母
子

保
健

指
導

実
施

（
２

）
子

育
て

世
代

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

（
３

）
妊

娠
等

に
関

す
る

相
談

窓
口

の
設

置
・

周
知

（
４

）
各

相
談

窓
口

で
の

対
応

２
．
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援

（
１

）
特

定
妊

婦
へ

の
支

援
（

２
）

乳
幼

児
健

康
診

査
、

予
防

接
種

を
受

け
て

い
な

い
家

庭
等

へ
の

支
援

（
３

）
育

児
不

安
等

を
抱

え
る

保
護

者
へ

の
支

援
（

４
）

要
支

援
児

童
等

に
関

す
る

情
報

提
供

３
．
養
育
支
援
を
必
要
と
す
る
家
庭
の
把
握
及
び
支
援

４
．
関
係
機
関
の
役
割
と
連
携
強
化

５
．
広
報
・
周
知
啓
発
の
徹
底
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都
道
府
県
社
会
的
養
育
推
進
計
画
の
策
定
要
領
＜
概
要
＞

H3
0.
7.
6

都
道
府
県
社
会
的
養
育
推
進
計
画
の
策
定
要
領
＜
概
要
＞

H3
0.
7.
6

・
「

社
会
的
養

護
の

課
題
と

将
来

像
」

を
基

に
、
各
都

道
府
県

で
行

わ
れ
て
き

た
取
組

に
つ

い
て

は
全

面
的
に

見
直

し
、

子
ど

も
の
権

利
保

障
の

た
め

に
、
で
き

る
だ
け

早
期

に
、

平
成
2
8年

改
正
児

童
福
祉
法

の
理
念

の
も

と
、
「

新
し
い

社
会
的

養
育

ビ
ジ

ョ
ン
」

で
掲

げ
ら

れ
た

取
組

を
通

じ
て
、

「
家
庭
養

育
優
先

原
則

」
を

徹
底

し
、
子

ど
も

の
最
善

の
利
益

を
実
現

し
て
い
く

こ
と
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

・
そ
の

過
程
に

お
い

て
は
、

子
ど

も
の

最
善

の
利
益
を

念
頭
に

、
す

べ
て
の

子
ど
も
が

健
全

に
養

育
さ

れ
る
権

利
を

持
っ

て
い

る
こ

と
を
十

分
踏
ま

え
、
子
ど

も
が
不

利
益

を
被

る
こ

と
が

な
い
よ

う
、

十
分

な
配
慮

が
必

要
で
あ
る

。
そ
の

よ
う

な
取

組
が

計
画

的
か

つ
速
や

か
に

進
め

ら
れ

る
よ

う
、

20
19

年
度

末
ま
で

に
策

定
す

る
新

た
な
計

画
に

つ
い
て

、
国

と
し

て
、

策
定
要
領

を
示
す

も
の

で
あ

る
。

１
．
今
回

の
計
画

策
定
の

位
置

付
け

・
今
般

の
見
直

し
の

対
象
は

、
在

宅
で

の
支

援
か
ら
特

別
養
子

縁
組

、
普
通
養

子
縁
組

、
代

替
養

育
や

自
立

支
援
な

ど
が
網

羅
さ

れ
て

い
る

。
こ

れ
ら

の
項
目
す

べ
て

は
緊

密
に

つ
な

が
っ

て
お

り
、

一
体
的

か
つ

全
体

的
な

視
点

を
し

っ
か
り

と
持

っ
て
進

め
て

い
く

必
要

が
あ

る
。

・
都
道

府
県

や
市

区
町

村
、

特
別

養
子

縁
組

の
養
親
、

里
親
、

乳
児

院
等

の
児

童
福
祉

施
設

な
ど

の
関

係
者
に

抜
本

的
な

改
正

と
な

る
平

成
28

年
改

正
児
童
福
祉

法
の
理

念
等

が
徹

底
さ

れ
る

と
と
も

に
、

何
よ

り
も

子
ど
も

達
の

最
善

の
利
益

の
た

め
に

着
実

に
進

め
て

い
く

こ
と

が
必

要
で

あ
る

。

・
各
都

道
府
県

に
お

い
て

は
、

こ
れ

ま
で

の
地
域

の
実

情
は
踏

ま
え

つ
つ
も

、
子
ど
も

の
権

利
や

子
ど

も
の
最

善
の

利
益

は
ど

の
地

域
に

お
い

て
も
実

現
さ
れ
る

べ
き
も

の
で

あ
る

こ
と

、
及
び

国
に

お
け
る

目
標

を
十

分
に

念
頭

に
置

き
、
計

画
期

間
中

の
具

体
的
な

数
値

目
標
と

達
成

期
限

を
設

定
し

、
そ
の
進
捗

管
理
を

通
じ

て
、

取
組

を
強

化
す
る

。

・
国

に
お
い
て

は
、

毎
年
、

各
都

道
府

県
に

お
け
る

計
画

の
取

組
及

び
「
評
価

の
た
め

の
指

標
」

等
を

と
り

ま
と

め
、

進
捗
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ
及

び
評

価
を
行
い

、
公
表

す
る

と
と

も
に

、
進

捗
の

検
証
を

行
っ

て
取
組

の
促

進
を

図
る

。

・
今
後

、
都
道

府
県

の
計

画
が

着
実
に

実
施

で
き
る
よ

う
、
様

々
な

施
策

に
必

要
な
財

政
支

援
の

在
り

方
が
課

題
と

な
っ

て
く

る
。
厚

生
労

働
省
と

し
て
は
、
こ

れ
ら

の
課

題
へ

の
対

応
に

つ
い

て
、

20
19

年
度

以
降

の
予
算

に
お
い
て

、
引
き

続
き

検
討
し

、
安

定
的

な
財

源
の

確
保

に
向

け
て
、

最
大

限
努
力
し
て

い
く
。

２
．

基
本
的

考
え
方

３
．

都
道
府

県
推
進
計

画
の

記
載

事
項

（
１
）
都

道
府
県

に
お

け
る
社

会
的

養
育

の
体

制
整
備

の
基
本
的

考
え

方
及
び

全
体

像
（
２
）
当

事
者
で

あ
る

子
ど

も
の

権
利

擁
護
の

取
組

（
意

見
聴
取

・
ア

ド
ボ
カ
シ
ー

）
（
３
）
市

区
町
村

の
子

ど
も
家

庭
支

援
体

制
の

構
築
等

に
向
け
た

都
道

府
県
の

取
組

（
４
）
各

年
度
に

お
け

る
代

替
養

育
を

必
要
と

す
る

子
ど

も
数
の

見
込

み
（
５
）
里

親
等
へ

の
委

託
の

推
進

に
向

け
た
取

組

（
６
）

パ
ー
マ
ネ

ン
シ

ー
保

障
と

し
て

の
特

別
養

子
縁

組
等
の
推

進
の

た
め
の

支
援

体
制
の

構
築

に
向
け

た
取

組
（
７
）

施
設
の

小
規

模
か

つ
地

域
分

散
化

、
高

機
能

化
及

び
多

機
能

化
・

機
能
転
換

に
向

け
た
取

組
（
８
）

一
時
保
護

改
革

に
向

け
た

取
組

（
９
）

社
会
的
養

護
自

立
支

援
の

推
進
に

向
け

た
取

組
（
10
）

児
童
相
談

所
の

強
化

等
に

向
け

た
取

組
（
11
）

留
意
事
項
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（
１

）
都

道
府
県

に
お

け
る
社

会
的

養
育

の
体
制

整
備

の
基
本
的

考
え
方

及
び
全

体
像

・
平
成
2
8
年
改

正
児

童
福

祉
法

の
理

念
及
び

「
新

し
い

社
会
的

養
育

ビ
ジ
ョ
ン

」
で
掲

げ
ら

れ
た

取
組

を
通

じ
て
、

「
家

庭
養

育
優

先
原

則
」
を

徹
底
し

、
子

ど
も

の
最

善
の
利

益
の

実
現

に
向
け

て
、
各
都

道
府
県

に
お

け
る

社
会

的
養
育

の
体

制
整

備
の

基
本

的
考
え

方
と
全

体
像
を

策
定
す

る
こ

と
。

・
国
に

お
い

て
は

、
必

要
な
指

標
を
提

示
し

、
毎
年

、
計
画

の
各
取

組
の

指
標

を
取
り

ま
と

め
、

進
捗

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
及

び
評

価
を

行
う

。

（
２

）
当

事
者
で

あ
る
子

ど
も

の
権

利
擁

護
の
取

組
（
意

見
聴
取

・
ア
ド

ボ
カ
シ

ー
）

・
措
置

さ
れ
た

子
ど

も
や
一

時
保

護
さ

れ
た

子
ど
も
の

権
利
擁

護
の

観
点

か
ら

、
当
事

者
で

あ
る
子

ど
も

か
ら

の
意

見
聴

取
や

意
見

を
酌

み
取
る

方
策
、

子
ど

も
の

権
利

を
代

弁
す

る
方

策
に

つ
い

て
、
各
都

道
府
県

の
実

情
に
応

じ
た
取
組

を
進

め
る
こ

と
。

・
併
せ

て
社
会

的
養

護
に

関
す

る
施

策
を

検
討
す
る

際
に
も

、
当
事

者
で
あ
る

子
ど
も

（
社

会
的

養
護

経
験

者
を

含
む
。

）
の

複
数

の
参

画
を
求

め
る
こ
と
と

し
、
第

三
者

に
よ

る
支

援
に

よ
り
適

切
な
意
見

表
明

が
で
き

る
よ
う
な

取
組

を
行
う

こ
と

と
す

る
。

（
３

）
市

区
町
村

の
子

ど
も
家

庭
支

援
体

制
の
構

築
等

に
向
け
た

都
道
府

県
の
取

組
①

市
区
町

村
の
相

談
支

援
体

制
等

の
整

備
に
向
け

た
都
道

府
県

の
支
援
・

取
組

・
子
育

て
世
代

包
括

支
援
セ

ン
タ

ー
及

び
市

区
町
村
子

ど
も

家
庭
総

合
支
援

拠
点

の
普

及
、

市
区

町
村

の
支

援
メ

ニ
ュ

ー
（

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
、

ト
ワ
イ
ラ
イ

ト
ス

テ
イ
）

の
充

実
、

母
子
生

活
支

援
施
設

の
活
用

に
つ
い

て
、
都
道

府
県

の
行
う

支
援
・

取
組
を

盛
り
込

ん
だ
計

画
を
策

定
す

る
こ

と
。

・
子
ど

も
家
庭

支
援

に
携

わ
る

職
員
の

人
材

育
成
支
援

策
に
関

す
る

計
画

（
都

道
府
県

の
行

う
取

組
）

を
策

定
す

る
こ

と
。

②
児
童
家

庭
支
援

セ
ン

タ
ー

の
機

能
強

化
お
よ
び

設
置
促

進
に
向

け
た
取

組
・

児
童

家
庭
支

援
セ

ン
タ

ー
の

機
能

強
化
の

計
画

お
よ

び
設
置

に
向

け
た

計
画

（
設
置

時
期

・
設

置
す

る
地

域
）

を
策

定
す

る
こ

と
。

（
４

）
各

年
度
に

お
け

る
代

替
養

育
を

必
要
と
す

る
子
ど

も
数
の

見
込
み

・
代
替

養
育
を

必
要

と
す

る
子

ど
も
数

を
見

込
む

こ
と

。

＜
代
替
養

育
を

必
要
と

す
る
子

ど
も
数
の

見
込

み
の
推
計

方
法

の
例
＞

子
ど
も

の
人

口
（
推

計
・
各

歳
毎
）
×

代
替

養
育
が
必

要
と
な

る
割

合
（
潜
在

的
需
要

を
含

む
。

）
＝

代
替
養

育
を

必
要

と
す

る
子
ど

も
数

・
算
式

１
・
算

式
２

※
に

よ
り

算
出
さ

れ
た

数
値

を
そ

れ
ぞ
れ

明
ら

か
に
し
た

上
で
、

里
親

等
委

託
が

必
要

な
子

ど
も
数

を
見

込
む

こ
と
。

代
替

養
育

を
必

要
と

す
る
子

ど
も

数
（
年

齢
区

分
別

）
×

里
親
等

委
託

が
必
要
な

子
ど

も
の
割

合
※

＝
里

親
等

委
託
が

必
要
な

子
ど

も
数

※
算
式
１

乳
児

院
に

半
年
以

上
、
児
童

養
護

施
設

に
１

年
以
上

措
置

さ
れ
て
い

る
乳

幼
児

数
等
を

基
に

機
械

的
に

算
出

算
式
２

現
に

施
設

入
所
し

て
い
る
全

ケ
ー

ス
（
又
は

一
部
）

の
う

ち
、
里
親

等
委
託

が
必

要
な

子
ど

も
数

を
洗

い
出
し

て
算

出

（
注
）

里
親
等

委
託
が

必
要

な
子

ど
も
数

に
つ

い
て
は

、
家
庭
養

育
優

先
原
則

の
理

念
に

基
づ

き
、

現
状

に
お

け
る
委

託
可

能
な

里
親

数
等

に
と

ら
わ

れ
ず
、

子
ど

も
の

状
態

や
希
望

等
に

基
づ
き
判

断
す
る

こ
と

。

４
．

項
目
ご

と
の
策
定

要
領
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（
５

）
里

親
等
へ

の
委

託
の
推

進
に
向

け
た
取
組

①
フ
ォ
ス

タ
リ
ン

グ
業

務
の

包
括

的
な
実

施
体
制

の
構
築

・
都
道

府
県
が

行
う

べ
き
里

親
に

関
す

る
業

務
（

フ
ォ

ス
タ
リ

ン
グ

業
務

）
の

実
施
体

制
の

構
築
に

向
け

た
計

画
を

策
定
す

る
こ

と
。

・
20
20

年
度
ま

で
に

、
各

都
道

府
県
に

お
い

て
、

里
親

の
リ
ク

ル
ー

ト
及

び
ア

セ
ス
メ

ン
ト

、
里

親
登

録
前

後
及
び

委
託

後
に

お
け

る
里

親
に
対

す
る
研
修
、

子
ど

も
と
里

親
家

庭
の

マ
ッ

チ
ン
グ

、
子
ど
も

の
里
親

委
託

中
に
お
け

る
里
親

養
育

へ
の
支

援
、
里

親
委

託
措

置
解

除
後
に

お
け

る
支

援
に
至

る
ま

で
の
一

連
の

業
務
（
フ

ォ
ス

タ
リ
ン

グ
業
務

）
の
包
括

的
な

実
施
体
制

を
構
築

す
る

こ
と
。

②
里
親
や

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

へ
の
委

託
子
ど
も

数
の
見

込
み

・
里
親

や
フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

へ
の
委

託
子

ど
も

数
の

見
込

み
を

推
計
す
る
こ

と
。
そ

の
上

で
、

乳
幼

児
75

％
以

上
、
学

童
期

以
降
50

％
以

上
の

里
親
等
委
託

率
の
実

現
に

向
け

て
、

2
02
4
年

度
時

点
及

び
20
2
9
年
度

時
点

に
お
け
る

里
親
等

委
託

率
の
目

標
を
設

定
す

る
と

と
も

に
、
必

要
な
里

親
数

等
が

確
保

さ
れ

る
べ

き
時

期
の
見

込
み

を
明
ら

か
に
す
る

こ
と

。

・
国
に

お
い
て

は
、

「
概

ね
７

年
以

内
（

３
歳
未
満

は
概

ね
５

年
以

内
）

に
乳

幼
児

の
里
親

等
委

託
率
7
5
％

以
上
」

、
「
概

ね
1
0
年

以
内
に

学
童

期
以
降
の
里

親
等

委
託

率
50
％

以
上

」
の

実
現
に

向
け
て

、
取
組

を
推
進

す
る
。

都
道
府
県

に
お

い
て

は
、

こ
れ

ま
で

の
地

域
の

実
情
は

踏
ま

え
つ

つ
も
、

子
ど

も
の

権
利

や
子
ど

も
の

最
善

の
利
益

は
ど
の

地
域
に
お

い
て

も
実
現

さ
れ
る
べ

き
も

の
で

あ
る

こ
と
、

及
び

上
述
し

た
数

値
目

標
を

十
分

に
念
頭
に

置
き
、

個
々

の
子

ど
も

に
対

す
る
十

分
な
ア
セ

ス
メ
ン

ト
を

行
っ
た

上
で
、

代
替
養

育
を
必

要
と

す
る

子
ど

も
の
見

込
み
等

を
踏
ま

え
、

数
値
目
標

と
達

成
期

限
を
設

定
す

る
。

な
お
、

数
値
目
標

の
設
定

は
、

子
ど
も
が

健
や
か

に
養

育
さ

れ
る

権
利
を

保
障

す
る
環

境
を
整

え
る

た
め

に
必
要
な
取

組
を
計

画
的

に
進

め
る

た
め
の

も
の

で
あ
る

。
個
々

の
子
ど

も
に

対
す

る
具
体

的
な

措
置
は

、
児

童
相

談
所

に
お

け
る

「
家

庭
養

育
優

先
原
則
」
を

十
分

踏
ま

え
た

ア
セ

ス
メ

ン
ト

の
結

果
に
よ
っ

て
、

子
ど
も

の
最
善

の
利
益

の
観
点

か
ら
行

わ
れ

る
も

の
で

あ
っ

て
、

里
親

等
委

託
率
の

数
値
目
標

達
成
の

た
め

に
機

械
的

に
措

置
が
行

わ
れ
る
べ

き
も
の

で
は

な
い

。
国
と
し
て

は
、

必
要
な

支
援

策
を

講
じ
る

と
と

も
に

、
委

託
率

の
引
き

上
げ
の
進

捗
と
子

ど
も

の
状

況
に

つ
い

て
丁

寧
に

フ
ォ

ロ
ー

の
上

、
都

道
府
県
の

代
替

養
育

を
必

要
と

す
る

子
ど
も

の
状

況
や
里
親

等
委
託

の
取

組
状
況

を
評
価
し

、
支

援
の

在
り

方
や
進

め
方

に
つ

い
て

検
証
す

る
。

進
捗

状
況
は

、
毎
年

、
公

表
す

る
。

（
６

）
パ

ー
マ
ネ

ン
シ

ー
保

障
と

し
て

の
特
別
養

子
縁
組

等
の
推

進
の
た

め
の

支
援
体
制

の
構
築

に
向
け

た
取

組
・

特
別

養
子
縁

組
の

推
進

・
支

援
及
び

養
子

縁
組
支
援

の
た
め

の
体

制
の

構
築

に
向
け

た
計

画
を

策
定

す
る

こ
と
。

・
子
ど

も
に

と
っ

て
永

続
的
に

安
定
し

た
養

育
環
境

を
提
供

す
る
こ

と
が

重
要

で
あ
る

こ
と

か
ら

、
特

に
、

棄
児
、

保
護

者
が

死
亡

し
又

は
養

育
を

望
め
ず
、

他
に
養

育
で

き
る
親

族
等
が

い
な
い

子
ど
も
や

、
新
生

児
・

乳
幼
児

で
長
期
的

に
実

親
の
養

育
が
望

め
な

い
子

ど
も
、

長
期

間
に

わ
た

り
親
と
の
交

流
が

な
い
子

ど
も
、
虐

待
等

の
理
由

で
親
子
分

離
さ
れ

、
そ

の
後
の

経
過
か
ら

み
て

家
族

再
統

合
が

極
め

て
困

難
と

判
断
さ

れ
た
子

ど
も

な
ど
、
特

別
養

子
縁

組
の
検

討
対

象
と

な
る
子

ど
も
の

数
を
把
握

す
る

こ
と

。
そ

の
上

で
、
実

際
の
縁

組
に

は
、

実
親

と
の
関

係
が
子

ど
も

に
と

っ
て
ど
の
よ

う
な
意

味
を

持
つ

の
か

と
い

う
点
を

含
め
、

十
分
な
ア

セ
ス

メ
ン
ト
と

マ
ッ
チ

ン
グ

等
を
行

い
つ

つ
、

特
別

養
子

縁
組

に
よ

る
パ

ー
マ

ネ
ン
シ
ー
保

障
を
優

先
し

て
検

討
す

る
こ

と
。

・
国
と

し
て

も
、

各
都

道
府

県
に

お
け

る
特

別
養
子
縁

組
の
成

立
件

数
の

集
計

・
公
表

を
行

う
と

と
も

に
、

特
別

養
子

縁
組

制
度
の

よ
り
一

層
の

活
用
の

検
討

を
促
し

て
い

く
観

点
か

ら
、

概
ね
５

年
以
内

に
年
間

1,
0
00

人
以
上

の
縁
組
成

立
を

目
指
し
、

そ
れ

ら
の
情

報
を

基
に

、
制

度
へ

の
理

解
を

進
め
る
た

め
の

広
報

の
展

開
や
養

子
縁

組
に
関

わ
る
制
度

の
在

り
方
の

検
討
、

民
間
機
関

へ
の

支
援
な

ど
を
講

じ
て

い
く
。
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（
７

）
施

設
の
小

規
模
か

つ
地

域
分

散
化

、
高
機

能
化
及

び
多
機

能
化

・
機
能
転

換
に
向

け
た
取

組
①

施
設
で

養
育
が

必
要
な

子
ど

も
数

の
見

込
み

・
「
代

替
養

育
を

必
要
と

す
る

子
ど

も
数

の
見
込

み
」

か
ら

、
（

４
）
の

算
式

１
及
び

算
式

２
で

算
出

さ
れ

た
「

里
親

等
委

託
が

必
要

な
子

ど
も

数
」

を
そ

れ
ぞ

れ
減

じ
て
算

出
さ

れ
た

数
値
を

明
ら
か
に

し
た

上
で
、

施
設
で

養
育
が

必
要
な

子
ど

も
数

の
見

込
み

を
算

出
す

る
こ

と
。

・
算
出

さ
れ
た

必
要

数
が

現
状

を
下

回
る

場
合
、

パ
ー

マ
ネ
ン

シ
ー

保
障

が
確

立
し
、

里
親

養
育

推
進

が
実

現
す

る
ま

で
の
間

、
保

護
が

必
要
な

子
ど
も
の
行

き
場
が

な
く

な
る

こ
と

の
な

い
よ
う

、
十
分

な
受
け

皿
を
確

保
す
る
こ

と
に

留
意
し

、
見

込
み

を
算

出
す

る
こ

と
。

②
施
設
の

小
規
模

か
つ
地

域
分

散
化
、
高

機
能
化

及
び
多

機
能
化

・
機
能

転
換

に
向
け
た

取
組

・
代
替

養
育
全

体
の

在
り

方
に

関
す

る
計
画

を
立

て
、

そ
れ
に

基
づ

い
て

施
設

の
高
機

能
化

及
び

多
機

能
化
・

機
能

転
換
、

小
規

模
か

つ
地

域
分

散
化
に

向
け

た
計

画
を

策
定
す

る
こ

と
。

・
児
童

福
祉
法

第
３

条
の

２
の

規
定
に

則
り

、
「

で
き

る
限
り

良
好

な
家
庭
的

環
境

」
を

確
保
す

べ
き

で
あ

り
、

質
の
高

い
個

別
的
な

ケ
ア

を
実

現
す
る
と
と

も
に
、

小
規

模
か

つ
地

域
分

散
化
さ

れ
た

施
設

環
境

を
確
保

す
る
こ
と

が
重
要

で
あ

る
。

・
こ
う

し
た
考

え
方

の
も

と
、

今
後

計
画
さ

れ
る

施
設

の
新
築

や
改

築
、

増
築

の
際
に

は
、

小
規

模
か

つ
地

域
分

散
化
さ

れ
た

施
設

の
設

置
を
優

先
し
て
進
め

て
い

く
こ

と
。

・
な
お

、
大
舎

か
ら

小
規

模
か

つ
地

域
分
散

化
、

高
機

能
化
及

び
多

機
能
化

・
機
能
転

換
を

進
め

る
過

程
で

、
人

材
育

成
の

観
点
か

ら
、

本
体

施
設

か
ら
順
次

分
散

化
施

設
を
独

立
さ

せ
て

い
く
方

法
や
、

過
渡
的

に
本
体

施
設

の
ユ

ニ
ッ
ト

化
を

経
て
独

立
さ

せ
て

い
く

方
法
が

考
え

ら
れ

る
が

、
ど

ち
ら
の
場

合
に

も
、

概
ね
10

年
程

度
で

地
域
分

散
化
及

び
多
機
能

化
・

機
能
転
換

を
図

る
計
画

を
、
人

材
育

成
も

含
め

て
策

定
す

る
こ

と
。
過

渡
的

に
ユ
ニ
ッ

ト
化
す

る
場

合
で

も

・
同
一

敷
地

内
で

の
戸

建
て

住
宅

型
又

は
グ

ル
ー
プ
ご

と
に

独
立

し
た

玄
関
の

あ
る

合
築
型

の
施

設
内

ユ
ニ

ッ
ト

と
す

る
な

ど
、

生
活

単
位

を
独

立
さ
せ
る

と
と

も
に

・
地
域

社
会

と
の
良

好
な
関

係
性
の
構

築
を

十
分
に
行

う

と
い
っ
た

工
夫

を
行
う

こ
と
。

・
既
存

の
施
設

内
ユ

ニ
ッ

ト
型

施
設
に

つ
い

て
も

、
概

ね
10
年

程
度

を
目
標

に
、

小
規

模
か

つ
地

域
分

散
化
を

進
め

る
た

め
の

人
材

育
成

計
画
を

含
め
た
計
画

を
立
て

る
。

そ
の
際
、

既
存

ユ
ニ
ッ

ト
は

一
時

保
護

や
シ
ョ

ー
ト
ス
テ

イ
の
た

め
の

専
用

施
設

や
里

親
の

レ
ス

パ
イ

ト
・

ケ
ア

な
ど

、
多

機
能
化
・

機
能

転
換

に
向
け

て
、

積
極
的

に
活

用
を
進

め
て
い
く

こ
と

が
求
め
ら

れ
る

。
ま
た

、
下

記
の

よ
う

な
心

理
職
や
医

師
、
看

護
師
な

ど
の

即
時
対
応

が
で

き
る

ケ
ア

ニ
ー

ズ
が
非

常
に
高

い
子
ど
も

へ
の

専
門
的

な
ケ
ア

形
態
へ
の

転
換

を
図
る

こ
と

も
可

能
で

あ
る
。

・
小
規

模
か
つ

地
域

分
散

化
の

例
外
と

し
て

、
ケ
ア
ニ

ー
ズ
が

非
常

に
高

い
子

ど
も
に

専
門

的
な

ケ
ア

を
行

う
た

め
、
心

理
職

や
医

師
、

看
護

師
な

ど
の
専
門

職
の
即

時
の

対
応
が
必

要
な

場
合
に

は
、
生
活

単
位

が
集
合

す
る
場
合

も
あ
り

得
る

。
こ

の
よ

う
な
場

合
に

お
い

て
は

、
十

分
な

ケ
ア

が
可
能
に
な

る
よ

う
に
、

で
き

る
だ

け
少

人
数
（

将
来
的

に
は
４

人
ま
で

）
の
生
活

単
位

と
し
、

そ
の
集

合
す

る
生

活
単

位
の
数

も
大
き

く
な

ら
な

い
（
概

ね
４

単
位

程
度

ま
で
）

こ
と

が
求

め
ら
れ

て
い
る

。
そ
の
た

め
、

厚
生
労
働

省
と
し

て
は

、
20
19

年
度

以
降

の
予

算
に

お
い

て
、

引
き
続

き
検

討
し

、
安

定
的

な
財

源
の
確

保
に

向
け

て
、
最

大
限
努
力

し
て
い

く
。
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（
８

）
一

時
保
護

改
革
に

向
け

た
取

組
・

「
一

時
保

護
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」

を
踏

ま
え

た
既
存

の
一
時
保

護
所

の
見
直

し
項
目
及

び
見

直
し

時
期

、
一

時
保

護
所
の

必
要

定
員

数
、

一
時

保
護

専
用
施
設

や
一

時
保

護
委

託
が
可

能
な

里
親
等

・
児
童
福

祉
施
設

等
に

お
け
る

確
保
数
及

び
一

時
保

護
に

関
わ

る
職

員
の

育
成

方
法
と

実
施
す

る
時

期
等
、
一

時
保

護
改

革
に
向

け
た

計
画

を
策
定

す
る
こ
と

。

（
９

）
社

会
的
養

護
自

立
支

援
の

推
進
に

向
け
た

取
組

・
平
成
2
8
年
改

正
児

童
福

祉
法

に
よ

り
自
立

の
た
め
の

支
援

が
必
要

に
応

じ
て

継
続

さ
れ
る

た
め

の
仕

組
み

が
整

備
さ

れ
た

こ
と
等

を
踏

ま
え

て
、

社
会
的
養

護
自

立
支

援
事

業
及
び

就
学
者

自
立

生
活
援
助

事
業

の
実
施

に
向
け
た

計
画

（
実
施

予
定

時
期

、
実

施
メ

ニ
ュ

ー
）

及
び
自

立
援

助
ホ

ー
ム
の
実
施

な
ど

、
社

会
的

養
護
の

子
ど

も
の
自

立
支
援
策

の
強
化

の
た

め
の

取
組

に
つ
い

て
、

実
施
に

向
け

た
計

画
を

策
定
す

る
こ

と
。

（
1
0
）
児

童
相
談

所
の

強
化

等
に

向
け

た
取
組

①
中
核
市

・
特

別
区
の
児

童
相

談
所

設
置

に
向
け

た
取
組

・
平
成
2
8
年
改

正
児

童
福

祉
法

附
則

第
３

条
の
趣
旨

は
全

て
の

中
核

市
・

特
別

区
が
児

童
相

談
所

を
設

置
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
で

あ
る

こ
と

か
ら
、

中
核

市
・
特

別
区

が
児

童
相

談
所

を
設
置

で
き
る
よ

う
、

各
都
道

府
県

に
お

け
る

具
体
的

な
計

画
を

策
定
す

る
こ

と
。

②
都
道
府

県
（
児

童
相

談
所
）
に

お
け

る
人
材
確

保
・
育

成
に
向

け
た
取

組
・

児
童

相
談
所

に
お

け
る
各

都
道

府
県

等
（

児
童
相
談

所
）
職

員
の

配
置

な
ど

、
子
ど

も
家

庭
福

祉
人

材
の

確
保
・

育
成
の

た
め

の
、

具
体

的
な

計
画
を

策
定

す
る

こ
と

。

（
1
1
）
留

意
事
項

・
各
都

道
府
県

に
お

い
て

は
、

こ
の
計

画
策

定
要
領

を
基

に
、

計
画

の
全
面
的

な
見
直

し
に

向
け

た
準

備
や

検
討
を

進
め

、
20
1
9
年

度
末

ま
で

に
新

た
な

計
画

の
策

定
を

行
う
こ

と
。

な
お

、
計
画

の
策
定

を
待
つ
こ

と
な

く
、
20
18

年
度

か
ら

①
フ
ォ

ス
タ

リ
ン

グ
機

関
に

よ
る
包

括
的
な

里
親
養
育

支
援
体

制
の

構
築
に

向
け
て

、
児
童

相
談

所
の

体
制

強
化
や

民
間

機
関

の
積

極
的

活
用
を

含
め
て
、

実
施

機
関
や

そ
の
配

置
の
調
整

・
検

討
②

乳
児

院
・
児

童
養

護
施

設
の

高
機
能

化
及

び
多
機
能

化
・

機
能
転

換
、
小
規

模
か
つ

地
域

分
散

化
に

向
け

て
、
各

施
設
の

意
向
の

確
認

等
、

計
画
策
定
に

向
け

た
調

整
・

検
討

③
こ
れ

ら
に
従

事
す

る
人

材
の

専
門
性

の
向

上
に
向

け
た
、

人
材
育

成
の
機
会

の
確
保

の
た

め
の
取

組
④

里
親

等
委

託
が

必
要
な

子
ど

も
数

の
調
査

等

に
つ
い
て

、
可

能
な

も
の

か
ら
、

順
次
速

や
か

に
取
組

を
進
め
る

こ
と

。

・
な
お

、
国

と
し

て
も
、
児

童
虐

待
防

止
対

策
の
強
化

に
向
け

た
更

な
る
対
応

を
検
討

し
て

い
く

こ
と

と
し

て
お

り
、
具

体
的

な
内

容
に

つ
い

て
は

追
っ
て
お

示
し

す
る
。

そ
の

内
容

も
踏
ま

え
て

、
速
や
か

に
取
組

を
進

め
る
こ
と

。

・
全
面

的
な
見

直
し

後
の

計
画

期
間
は

2
02
9
年
度

を
終

期
と
し

、
20

20
年
度

か
ら

20
24

年
度

、
20
25

年
度
か

ら
2
02
9
年

度
ご

と
の
各

期
に

区
分
し

て
策
定
す
る

こ
と
。

計
画

の
進

捗
状

況
に

つ
い
て

、
毎
年
度

検
証

す
る
と

と
も
に

、
2
02
0
年

度
か

ら
20
24

年
度
の

期
末

及
び

各
期
の

中
間

年
を
目

安
と

し
て
、
進

捗
状

況
の

検
証

結
果
を

踏
ま

え
、
必

要
な
場
合

に
は

、
計
画

の
見
直

し
を
行

っ
て
取

組
の
促

進
を
図

る
こ

と
。

な
お
、

国
に

お
い

て
は
、

区
分
さ
れ

た
期

間
内
で

も
毎

年
度

ご
と
の

都
道

府
県

の
進

捗
状
況

を
把

握
、
評
価

し
、

公
表
す

る
と

と
も

に
、

必
要
な

支
援

策
を

検
討
す

る
。
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都
道
府

県
国

2
01
8年

度

○
検

討
の
場

の
設
置
（

随
時

実
施

）
・

当
事
者

・
関
係
者

か
ら

の
意

見
聴
取

○
ニ

ー
ズ
調

査

○
各

施
設
と

の
調
整
・

助
言

○
フ

ォ
ス
タ

リ
ン
グ
業

務
実

施
体

制
の
検
討

（
民

間
フ

ォ

ス
タ

リ
ン

グ
機
関
の

積
極

的
な

活
用
等
）

○
検

討
・
調

整
状
況
の

報
告

（
2月

～
3月

）

○
ブ

ロ
ッ
ク

会
議
、
研

修
会

等
で

の
説
明

・
個

別
説

明
会
（

8月
～

）
※
自
治
体
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
随
時
実
施

・
施

設
団

体
主
催
の

研
修

会
等

で
の
説
明

（
9月

～
）

・
全

児
相

ブ
ロ
ッ
ク

会
議

（
10
～

11
月
）

・
フ

ォ
ス

タ
リ
ン
グ

機
関

の
整

備
に
関
す

る
ア

ド
バ

イ
ザ
ー
派

遣
（

11
月

～
）

○
20

19
年

度
以

降
の
施

設
整

備
費

の
採
択
方

針
の

提
示

（
11
月
）

○
個

別
相
談

会
（
ヒ
ア

リ
ン

グ
）

の
実
施
（

１
月

～
）

○
事

例
等
の

周
知
（
２

月
～

）
・

先
行
自

治
体
の
検

討
状

況
の

周
知

・
Ｑ

＆
Ａ

等
の
作
成

・
周

知
○

計
画

策
定

に
向
け
た

進
捗

状
況

の
公
表
（

3月
）

2
01
9年

度

○
各

施
設
の

計
画
案
の

把
握

○
各

都
道
府

県
に
お
け

る
地

域
の

代
替
養
育

の
需

要
量

や
供

給
の

見
込

（
目
標
値

を
含

む
）

の
中
間
報

告
（

夏
頃

）

○
計

画
の
原

案
取
り
ま

と
め

（
～

12
月

頃
）

○
計

画
策
定

（
～

3月
）

○
地

域
の
代

替
養
育
の

需
要

量
や

供
給
の
見

込
（

目
標

値
を
含
む

）
の

中
間

ま
と
め

（
秋
頃
）

○
計

画
の
取

り
ま
と
め

・
公

表
（

3月
～

4月
）

推
進
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
の
作
業
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
イ
メ
ー
ジ

○
各

自
治
体

へ
の
助
言

・
状

況
の

把
握
（
随

時
）

○
各

自
治
体

へ
の
助
言

・
状

況
の

把
握
（
随

時
）

平
成

31
年

１
月

18
日
時

点
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児
童

養
護
施

設
・
乳
児

院
の

各
施

設
の
推
進

計
画

の
策

定
に
関
す

る
留

意
事

項
等
に
つ

い
て

（
平
成

30
年
11

月
2
8日

付
け
事
務

連
絡

（
抜
粋

）
）

１
策
定

要
領
に

示
し

た
と

お
り

、
児

童
養

護
施
設
及

び
乳
児
院

に
つ

い
て
は

、
「
小
規

模
か

つ
地

域
分

散
化
、

高
機

能
化

及
び

多
機

能
化
・

機
能

転
換
」

に
向

け
た

計
画

を
策

定
す

る
こ

と
に

な
っ

て
い
る

。

２
こ
の

各
施
設

の
計

画
は

、
以

下
の
内

容
を

概
ね
10

年
程
度

で
実
現

す
る
こ
と

を
念
頭

に
置

き
、

「
『

乳
児

院
・

児
童

養
護

施
設
の
高

機
能

化
及
び
多

機
能
化
・

機
能

転
換

、
小

規
模
か

つ
地

域
分
散

化
の
進

め
方
』

に
つ
い

て
」
（

平
成
30

年
7
月
6
日

子
発
07
0
6
第

3号
厚

生
労

働
省

子
ど

も
家

庭
局

長
通

知
）

を
参

考
に
し

て
策

定
い

た
だ

き
た

い
。

（
１

）
小

規
模

か
つ

地
域

分
散

化
の

原
則

・
小
規
模

か
つ

地
域

分
散

化
・
小
規
模

か
つ

地
域

分
散

化
の
例

外
と

し
て
の

生
活
単
位

の
集
合

（
４

人
程
度

の
生
活
単

位
と

し
、
概

ね
４
単

位
程

度
ま

で
）

（
２

）
高

機
能

化
・
小
規
模

か
つ

地
域

分
散

化
さ

れ
た
施

設
に
お

け
る

、
ケ

ア
ニ
ー

ズ
が

高
い
子

ど
も
の

養
育

体
制
の
充

実
・
小
規
模

か
つ

地
域

分
散

化
の
例

外
と

し
て
の

生
活
単
位

の
集
合

に
お

け
る

、
ケ

ア
ニ
ー

ズ
が

非
常
に

高
い
子

ど
も

の
養

育
体

制
の
充

実
※
小
規
模

か
つ
地

域
分

散
化
し

た
施
設

と
の
連

携
や
こ
れ

ら
に

対
す
る

専
門
的

な
支
援
も

含
ま

れ
る
。

・
入
所
し

て
い

る
子

ど
も

の
早

期
の

家
庭

復
帰

や
養
子
縁

組
、

里
親
委

託
の
推
進

（
３

）
多

機
能

化
・

機
能

転
換

・
一
時
保

護
委

託
の

受
入

体
制
の

整
備

・
養
子
縁

組
支

援
や

フ
ォ

ス
タ

リ
ン

グ
機

関
の

受
託
等

の
里
親
支

援
機

能
の
強
化

・
在
宅
支

援
や
特

定
妊

婦
の

支
援

強
化

等

３
各
施

設
の
計

画
に

は
、

具
体

的
に

は
、
以

下
の
事
項

を
盛

り
込
ま

れ
て
い
る

こ
と
が

必
要

で
あ

る
。

（
１

）
施

設
内

の
養

育
に
関

し
、

以
下

の
項
目

の
箇
所
数

及
び

定
員
（

現
状
（

20
1
8
年
度

末
現

在
）
か

ら
2
02
9
年

度
ま

で
の
各

年
度

末
時

点
の

見
込

み
）

20
18

年
度

末
現

在

○
分

園
型

小
規

模
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
、

地
域

小
規

模
児

童
養

護
施

設

○
本
体

施
設

・
施

設
内
ユ

ニ
ッ

ト
・
上

記
以

外

20
29
年
度

末
現

在

○
分

園
型

小
規

模
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
、

地
域
小
規

模
児

童
養

護
施

設

○
ケ

ア
ニ

ー
ズ

が
非

常
に

高
い

子
ど

も
の

養
育
の

た
め

、
集

合
す

る
生

活
単
位
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（
２

）
高

機
能

化
に

向
け

て
の
取

組
内

容
、
及

び
こ
れ
ら

の
実
施

予
定

時
期

（
３

）
多

機
能

化
・

機
能

転
換
に

向
け

て
の
取

組
内
容

、
及
び
こ

れ
ら

の
実
施
予

定
時
期

（
４

）
人

材
育

成
計

画
・
人
材
育

成
方

針
・
キ
ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

シ
ス

テ
ム
に

お
け

る
育
成

レ
ベ
ル
ご

と
の

研
修
計

画
（
OJ
T
、

OF
F
-J
T
等

）
・
小
規
模

か
つ

地
域

分
散

化
等
に

伴
う

ス
ー
パ

ー
バ
イ
ズ

体
制

・
人
材
確

保
の

た
め
取

組
（

新
規

・
定

着
）

等

４
厚
生

労
働
省

に
お

い
て

は
、

来
年
（

2
01
9
年
）
の

夏
頃
に

、
施
設

の
計
画

に
関
す
る

数
値

や
予

定
さ

れ
る
取

組
の

内
容

に
つ

い
て
、

各
都

道
府

県
を

通
じ
て
把

握
す
る

予
定

と
し

て
い

る
の

で
、
そ

れ
に

向
け

て
、

各
都
道

府
県

に
お

い
て
は

各
施

設
へ

の
助

言
や

調
整
を

お
願
い

す
る
。

５
そ
の

際
、
各

都
道

府
県

に
お

い
て

は
、
今

後
の
代
替

養
育

を
必
要

と
す
る

子
ど
も
の

見
込

み
数

を
踏

ま
え

つ
つ
、

委
託

可
能

な
里

親
の

確
保

等
と

い
っ
た
家

庭
養

育
優

先
原

則
の
徹

底
の

た
め
の

取
組
を

最
大
限
進

め
て

行
く
中

に
お
い
て

も
、

必
要
と

な
る
施

設
養

育
の

受
け

皿
を
確

保
し
、

保
護
が

必
要
な
子

ど
も

の
行

き
場
が

な
く

な
る

こ
と
が

な
い
よ
う

、
各
施

設
と

も
十
分
調

整
い
た

だ
き

た
い

。

６
な
お

、
厚
生

労
働

省
に

お
い

て
は
、

2
01
9
年
度
以
降

の
予
算

に
お

い
て

、
施

設
の

小
規
模

か
つ

地
域

分
散

化
、

高
機

能
化

及
び

多
機

能
化

・
機

能
転

換
が

、
子

ど
も

の
最

善
の
利

益
を

保
障

す
る
も

の
と
な
る

よ
う

、
施
設

職
員

の
配

置
基
準

や
専

門
性
の

強
化
に

向
け

た
財

源
の

確
保
に

向
け

て
、

最
大

限
努
力
し

て
い

く
こ

と
と

し
て

い
る

の
で

、
各

施
設

の
計

画
は

、
必
要

な
財
源

が
確
保

さ
れ
る

こ
と

を
前

提
と

し
て
策

定
い

た
だ

き
た

い
。
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フォ
ス

タ
リン

グ
機

関
（

里
親

養
育

包
括

支
援

機
関

）
及

び
そ

の
業

務
に

関
す

る
ガ

イ
ドラ

イ
ン

の
概

要
①

Ⅰ
. ガ

イ
ドラ

イ
ン

の
目

的
○

平
成

28
年

改
正

に
よ

って
児

童
福

祉
法

に
明

記
され

た
家

庭
養

育
優

先
原

則
を

受
け

、質
の

高
い

里
親

養
育

を実
現

す
る

た
め

、都
道

府
県

が
行

うべ
き

フォ
ス

タリ
ング

業
務

の
在

り方
を

具
体

的
に

提
示

す
る

とと
も

に
、フ

ォス
タリ

ング
業

務
を民

間
機

関
に

委
託

す
る

場
合

に
お

け
る

留
意

点
や

、民
間

機
関

と児
童

相
談

所
との

関
係

の
在

り方
を示

す
も

の
。

Ⅱ
. フ

ォス
タ

リン
グ

業
務

とそ
の

重
要

性
○

質
の

高
い

里
親

養
育

を実
現

し、
維

持
す

る
とと

も
に

、関
係

機
関

に
よ

る
支

援
ネ

ット
ワー

クを
形

成
す

る
こと

に
よ

り、
子

ども
の

最
善

の
利

益
の

追
求

と実
現

を
図

る
こと

が
目

的
。こ

の
た

め
、

・
委

託
可

能
な

里
親

を
開

拓
・育

成
す

る
・

相
談

しや
す

く、
協

働
で

き
る

環
境

を
作

る
・

安
定

した
里

親
養

育
を継

続
で

きる
（

不
調

を防
ぐ）

こと
を

成
果

目
標

とす
る

。
○

フォ
ス

タリ
ング

業
務

とは
、児

童
福

祉
法

第
11

条
第

1項
第

2号
に

掲
げ

る
業

務
に

相
当

す
る

以
下

の
業

務
。

・
里

親
の

リク
ル

ー
ト及

び
ア

セ
ス

メン
ト

・
登

録
前

、登
録

後
及

び
委

託
後

に
お

け
る

里
親

に
対

す
る

研
修

・
子

ども
と里

親
家

庭
の

マ
ッチ

ング
・

里
親

養
育

へ
の

支
援

（
未

委
託

期
間

中
及

び
委

託
解

除
後

の
フォ

ロー
を

含
む

。）
○

フォ
ス

タリ
ング

業
務

は
、一

貫
した

体
制

の
下

に
、継

続
的

に
提

供
さ

れ
る

こと
が

望
ま

しい
。

Ⅲ
. フ

ォス
タ

リン
グ

機
関

と児
童

相
談

所
○

一
連

の
フォ

ス
タリ

ング
業

務
を包

括
的

に
実

施
す

る
機

関
を「

フォ
ス

タリ
ン

グ
機

関
」と

い
い

、都
道

府
県

知
事

か
ら一

連
の

フォ
ス

タリ
ング

業
務

の
包

括
的

な
委

託
を

受
け

た
民

間
機

関
を「

民
間

フォ
ス

タリ
ング

機
関

」と
い

う。
○

フォ
ス

タリ
ング

業
務

は
都

道
府

県
（

児
童

相
談

所
）

の
本

来
業

務
で

あ
り、

ま
ず

は
児

童
相

談
所

が
フォ

ス
タリ

ング
機

関
とな

る
こと

が
想

定
され

る
が

、民
間

機
関

へ
の

委
託

も
可

能
。

○
一

連
の

業
務

の
包

括
的

な
委

託
を受

け
る

民
間

フォ
ス

タリ
ング

機
関

の
活

用
を

積
極

的
に

検
討

し、
地

域
の

実
情

に
応

じた
実

施
体

制
を構

築
。

○
民

間
機

関
へ

の
委

託
の

可
否

に
つ

い
て

、都
道

府
県

は
、民

間
機

関
を

育
成

す
る

とい
う視

点
をも

って
、将

来
的

な
民

間
フォ

ス
タリ

ング
機

関
へ

の
委

託
可

能
性

も
含

め
て

検
討

。
○

フォ
ス

タリ
ング

業
務

全
体

の
最

終
的

な
責

任
は

児
童

相
談

所
が

負
う

○
民

間
フォ

ス
タリ

ング
機

関
と児

童
相

談
所

は
、信

頼
関

係
に

基
づ

く良
好

な
パ

ー
トナ

ー
シ

ップ
を構

築
。情

報
共

有
を

徹
底

し、
協

働
して

問
題

解
決

に
当

た
る

。
○

児
童

相
談

所
の

体
制

強
化

は
引

き続
き必

要
で

あ
る

こと
に

留
意

。

Ⅳ
. フ

ォス
タ

リン
グ

機
関

の
担

い
手

及
び

チ
ー

ム
養

育
○

民
間

フォ
ス

タリ
ング

機
関

に
は

、
・

民
間

な
らで

は
の

リク
ル

ー
ト手

法
に

よる
多

様
な

里
親

の
開

拓
・

児
童

相
談

所
と異

な
る

立
場

か
らの

サ
ポ

ー
ト等

・
継

続
性

・一
貫

性
の

あ
る

人
材

育
成

、里
親

との
継

続
的

関
係

構
築

とい
った

メリ
ット

が
あ

る
。乳

児
院

や
児

童
養

護
施

設
等

は
有

力
な

担
い

手
とし

て
期

待
され

る
。

○
里

親
とフ

ォス
タリ

ング
機

関
が

、チ
ー

ム
を組

み
つ

つ
子

ども
の

養
育

を行
う

「チ
ー

ム
養

育
」が

必
要

。
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フォ
ス

タ
リン

グ
機

関
（

里
親

養
育

包
括

支
援

機
関

）
及

び
そ

の
業

務
に

関
す

る
ガ

イ
ドラ

イ
ン

の
概

要
②

Ⅴ
. フ

ォス
タ

リン
グ

機
関

の
職

員
体

制
とそ

れ
ぞ

れ
の

業
務

内
容

○
職

員
体

制
に

つ
い

て
は

、統
括

者
・ソ

ー
シ

ャル
ワー

カー
・リ

クル
ー

ター
・

心
理

職
・事

務
職

員
の

配
置

が
考

え
られ

る
。

○
フォ

ス
タリ

ング
機

関
の

ソ
ー

シ
ャル

ワ
ー

カー
の

業
務

は
、以

下
の

とお
り。

・
里

親
養

育
の

心
理

的
・実

務
的

サ
ポ

ー
ト

・
里

親
養

育
に

関
す

る
ス

ー
パ

ー
ビジ

ョン
（

自
立

支
援

計
画

の
作

成
・共

有
や

進
捗

把
握

、養
育

水
準

向
上

に
向

け
た

助
言

・指
導

な
ど）

・
里

親
養

育
の

状
況

に
応

じた
支

援
の

コー
デ

ィネ
ー

ト
（

地
域

に
お

け
る

関
係

機
関

を
含

め
た

支
援

体
制

構
築

や
、

レ
ス

パ
イト

・ケ
アの

利
用

勧
奨

な
ど）

○
フォ

ス
タリ

ング
業

務
を

担
う人

材
の

育
成

に
取

り組
む

。

②
登

録
前

、登
録

後
及

び
委

託
後

に
お

け
る

里
親

に
対

す
る

研
修

・
里

親
の

ス
キ

ル
ア

ップ
を目

指
す

とと
も

に
、ア

セ
ス

メン
トの

機
会

とし
て

も
活

用
。マ

ッチ
ング

に
活

か
す

・
実

践
的

内
容

とす
る

とと
も

に
、里

親
同

士
の

互
助

関
係

の
醸

成
に

努
め

る
③

子
ども

と里
親

家
庭

の
マッ

チ
ング

・
マ

ッチ
ング

は
里

親
委

託
の

成
否

を左
右

す
る

極
め

て
重

要
な

要
素

・
フォ

ス
タリ

ング
機

関
と児

童
相

談
所

が
情

報
を持

ち
寄

り、
細

部
に

わ
た

って
共

有
しな

が
らマ

ッチ
ング

を図
る

④
里

親
養

育
へ

の
支

援
・

定
期

的
な

家
庭

訪
問

や
電

話
に

よる
フォ

ロー
を

実
施

し、
状

況
を把

握 ・
里

親
養

育
の

状
況

に
応

じて
、関

係
機

関
に

よる
支

援
をコ

ー
デ

ィ
ネ

ー
トす

る
・

実
親

との
協

働
の

大
切

さを
見

失
うこ

との
な

い
よ

う、
子

ども
と実

親
の

関
係

性
に

関
す

る
支

援
を行

い
、子

ども
と里

親
の

不
安

を緩
和

す
る ・
里

親
家

庭
で

の
養

育
が

不
安

定
に

な
った

場
合

や
虐

待
な

ど不
適

切
な

養
育

が
あ

った
場

合
に

、要
因

に
応

じて
適

切
に

対
応

す
る

・
里

親
委

託
が

不
調

とな
った

場
合

に
は

、子
ども

と里
親

の
双

方
に

対
す

る
十

分
な

フォ
ロー

を
行

う
・

委
託

解
除

時
は

、里
親

の
喪

失
感

を
軽

減
で

き
る

よ
うに

配
慮

す
る

Ⅶ
. 「

里
親

支
援

事
業

」の
活

用
○

都
道

府
県

に
お

け
る

積
極

的
活

用

Ⅳ
. フ

ォス
タ

リン
グ

機
関

の
担

い
手

及
び

チ
ー

ム
養

育
（

つ
づ

き）

○
子

ども
に

関
係

す
る

市
区

町
村

、保
健

セ
ンタ

ー
、教

育
委

員
会

、学
校

、
保

育
所

等
、医

療
機

関
、乳

児
院

、児
童

養
護

施
設

等
の

関
係

機
関

に
つ

い
て

も
支

援
者

とし
て

「応
援

チ
ー

ム
」に

位
置

づ
け

、里
親

養
育

を
理

解
し支

援
す

る
地

域
ネ

ット
ワ

ー
クの

構
築

に
努

め
る

。

Ⅵ
. フ

ォス
タ

リン
グ

業
務

の
実

施
方

法
※

 民
間

フォ
ス

タリ
ング

機
関

に
よる

実
施

を念
頭

に
、具

体
的

事
例

を交
え

つ
つ

記
載

①
里

親
の

リク
ル

ー
ト及

び
アセ

ス
メン

ト
・

認
知

度
向

上
に

向
け

た
取

組
を

含
む

「攻
め

る
リク

ル
ー

ト」
に

よる
登

録
候

補
者

獲
得

・
里

親
に

な
る

こと
へ

の
不

安
や

負
担

感
を

軽
減

す
る

説
明

・
家

庭
訪

問
の

実
施

を含
め

た
丁

寧
な

適
性

評
価
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乳
児
院
・
児
童
養
護
施
設
の
高
機
能
化
及
び
多
機
能
化
・
機
能
転
換
、
小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
の
進
め
方
＜
概
要
＞

乳
児
院
・
児
童
養
護
施
設
の
高
機
能
化
及
び
多
機
能
化
・
機
能
転
換
、
小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
の
進
め
方
＜
概
要
＞

・
乳
児

院
や

児
童

養
護

施
設
に

つ
い

て
は
、

家
庭
養
育

優
先
原

則
を

進
め
る
中

に
お
い

て
も

、
施

設
で

の
養

育
を

必
要
と

す
る

子
ど

も
の
養

育
に

関
し
、
「
で

き
る
限

り
良

好
な

家
庭

的
環

境
」

に
お
い
て

、
高
機
能

化
さ

れ
た

養
育

や
保
護

者
等

へ
の
支

援
を

行
う

と
と

も
に
、

里
親
や

在
宅
家

庭
へ

の
支
援
等
を

行
う
こ

と
な

ど
、

施
設

の
多

機
能
化

・
機
能
転

換
を
図

る
こ

と
に
よ
り

、
更
に

専
門

性
を

高
め

て
い

く
こ

と
が
期

待
さ

れ
て

い
る
。

・
こ
の

「
進

め
方
」

は
、
平

成
3
0年

度
予
算

に
お
い
て

可
能
で

あ
る

措
置
費
等

の
活
用

方
法

、
職

員
配

置
、
運

営
方

法
な

ど
に

つ
い

て
と

り
ま

と
め
、

円
滑
に
取

組
を
進

め
ら

れ
る

よ
う

、
施

設
及
び

自
治
体
関

係
者
向

け
の

マ
ニ
ュ
ア

ル
、
参

考
資

料
と

し
て

提
供

。

・
取
組

を
更

に
進
め

て
い

く
た

め
に

は
、
必

要
な
財
政

支
援

の
在
り

方
が
課
題

。
厚
生

労
働

省
は

、
こ

れ
ら

の
課

題
へ

の
対

応
に

つ
い

て
、

20
19

年
度

以
降
の
予

算
に
お

い
て

、
安

定
的

な
財

源
の

確
保
に

向
け

て
、
引

き
続

き
最
大
限

努
力

し
、

そ
れ

ら
を
踏

ま
え

て
、

本
書
も

逐
次

改
正

。

は
じ

め
に
：

高
機
能
化

及
び

多
機

能
化
・
機

能
転

換
、

小
規
模
か

つ
地

域
分

散
化
に
向

け
て

目
指

す
べ
き
方

向
性

・
改
正

児
童
福

祉
法

に
基
づ

く
家

庭
養

育
優

先
原
則
の

下
で
は

、
施

設
の
役
割

・
機
能

を
縮

小
さ

せ
る

も
の

で
は

な
く
、

こ
れ

ま
で
以

上
に

専
門

的
で

幅
広
く
し

て
い
く

こ
と

が
求

め
ら

れ
る
。

・
具
体

的
に
は

、
乳

児
院
・

児
童

養
護

施
設

に
お
い
て

は
、
地

域
に

お
け
る
ニ

ー
ズ
や

資
源

の
状

況
、

自
ら

の
「

強
み

」
・
「

弱
み
」

も
踏

ま
え

つ
つ
、
以
下

の
具
体

的
な

姿
を

念
頭

に
、
施

設
長

等
の
リ
ー

ダ
ー
シ

ッ
プ

の
下

、
施

設
職
員

と
と

も
に

、
「

地
域

の
社

会
的

養
育
を

支
え

る
専

門
的
な

拠
点
」
と
な

る
よ
う

、
自

ら
の

施
設

を
変

革
し
て

い
く
こ
と

を
目
指

し
て

い
く

べ
き

。

・
家
庭

で
の
養

育
が

困
難
な

子
ど

も
及

び
年

長
で

今
ま

で
の

経
緯

よ
り
家
庭
的

な
生
活

を
す

る
こ

と
に

拒
否

的
に

な
っ

て
い

る
子

ど
も

に
対

し
て
、

早
期

の
家

庭
復

帰
や

里
親

委
託

等
に
向

け
た
専

門
的

な
支

援
や

自
立
支

援
を
含

め
、
更

に
専

門
性
の
高

い
施

設
養

育
を

行
う

こ
と

。

・
そ
の

た
め
の

専
門

性
の

あ
る

職
員
の

配
置

及
び

小
規

模
か
つ

地
域

分
散
化

を
推
進

す
る

こ
と
。

・
更
に

専
門
性

を
高

め
た
上

で
、
地

域
に
お

け
る

家
庭

養
育

の
支
援

を
行

う
こ

と
。

・
具
体

的
に
は

、
地

域
の
実

情
等
に

応
じ

、
以
下

に
取

り
組
む

こ
と

。
①
一
時
保

護
委

託
の

受
入

体
制
の

整
備

②
養
子
縁

組
支

援
や

フ
ォ

ス
タ

リ
ン
グ
機

関
（

里
親
養
育

包
括
支

援
機

関
）
の

受
託
を
は

じ
め

と
す

る
里

親
支

援
機

能
の

強
化

③
市
区
町

村
と
連

携
し

た
在

宅
支

援
や

特
定
妊

婦
の
支
援

強
化

第
Ⅰ

高
機

能
化
及
び

多
機

能
化

・
機
能
転

換
、

小
規

模
か
つ
地

域
分

散
化

に
向
け
て

目
指

す
べ

き
方
向
性

施
設
養
育

の
高

機
能

化
の
方

向
性

多
機
能
化

・
機

能
転

換
の
方

向
性

・
高
機

能
化
及

び
多

機
能

化
・

機
能

転
換
に

向
け
た
以

下
の
取

組
を

進
め
る
上

で
、
現

在
、

活
用

可
能

な
予

算
制

度
の

要
件
や

補
助

額
等
を

紹
介

。
１
．
職
員

配
置
・

専
門

職
の

配
置

の
充

実
、

小
規
模

か
つ

地
域
分

散
化

に
よ
る

養
育
機
能

の
高

機
能

化
２
．
在
宅

支
援
機

能
や

里
親

支
援

機
能
を

は
じ

め
と
す
る

多
機
能

化
・

機
能

転
換

第
Ⅱ

取
組

を
進
め
る

上
で

活
用

可
能
な
予

算
制

度
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１
．
各
施

設
が

策
定
し

て
い

る
小

規
模

化
・
地

域
分
散
化

に
向
け

た
計

画
を
小
規

模
か
つ

地
域

分
散

化
に

向
け

て
見

直
し

。

２
．
今
後

計
画
さ

れ
る

施
設
の

新
築
や

改
築
、

増
築

の
際

に
は
、

小
規

模
か
つ
地

域
分
散

化
さ

れ
た

施
設

の
設

置
を

優
先
。

３
．
小
規

模
か
つ

地
域

分
散

化
等

を
進

め
る
過

程
で
、
人

材
育
成

の
観

点
か
ら
、

本
体
施

設
か

ら
順

次
分

散
化

施
設
を

独
立

さ
せ

て
い

く
場

合
や

、
過

渡
的

に
本
体

施
設

の
ユ

ニ
ッ

ト
化

を
経
て

独
立
さ

せ
て

い
く

場
合
に

も
、

概
ね
10
年

程
度

で
地
域

分
散

化
及

び
多

機
能

化
・
機

能
転

換
を

図
る

計
画
を

、
人
材
育
成

も
含

め
て
策

定
す

る
よ

う
求

め
る
。

過
渡
的
に

ユ
ニ
ッ

ト
化

す
る
場
合

で
も
、

・
同
一

敷
地
内

で
の

戸
建

て
住

宅
型

又
は
グ

ル
ー
プ
ご

と
に

独
立

し
た

玄
関
の

あ
る

合
築
型

の
施

設
内

ユ
ニ

ッ
ト

と
す

る
な

ど
、

生
活

単
位

を
独

立
さ
せ
る
と

と
も

に

・
地
域

社
会

と
の
良

好
な
関

係
性
の

構
築
を

十
分
に
行

う
と
い
っ
た

工
夫

を
行
う

よ
う

求
め

る
。

４
．
既
存

の
施
設

内
ユ

ニ
ッ

ト
型

施
設
に

つ
い

て
も
同
様

に
、
概

ね
10

年
程
度

で
地
域
分

散
化

等
を

図
る

計
画
の

策
定

を
求

め
る

。
そ

の
際

、
既

存
ユ

ニ
ッ
ト

は
、
多
機

能
化

・
機

能
転

換
に

向
け
て

積
極
的
に

活
用
を

進
め

て
い
く
。

※
小
規
模

か
つ
地

域
分

散
化
の

例
外

・
ケ
ア

ニ
ー
ズ

が
非

常
に
高

い
子
ど

も
に
専

門
的

な
ケ

ア
を

行
う
た

め
、
心
理

職
や
医

師
、

看
護

師
な

ど
の
専

門
職

の
即

時
の

対
応

が
必

要
な
場

合
に
は
、

生
活

単
位

が
集

合
す

る
場

合
も
あ

り
得

る
。

・
こ
の

よ
う

な
場

合
に

お
い

て
も
、

十
分
な

ケ
ア
が

可
能

に
な

る
よ

う
に

、
で

き
る
だ

け
少

人
数
（

将
来

的
に

は
４

人
程

度
ま

で
）

の
生

活
単

位
と

し
、
そ
の

集
合

す
る
生

活
単

位
の

数
も
大

き
く

な
ら
な
い

（
概
ね

４
単

位
程
度

ま
で

）
こ

と
が

求
め

ら
れ

て
い

る
。

そ
の

た
め
、

厚
生

労
働

省
と

し
て
は
、

20
1
9
年

度
以

降
の

予
算
に

お
い

て
、
引

き
続
き
検

討
し
、

安
定

的
な
財
源

の
確
保

に
向

け
て

、
最

大
限
努

力
。

第
Ⅲ

改
正

児
童
福
祉

法
や

高
機

能
化
及
び

多
機

能
化

・
機
能
転

換
を

踏
ま

え
た
小
規

模
か

つ
地

域
分
散
化

の
更

な
る

推
進

・
高
機

能
化

及
び
多

機
能

化
・

機
能

転
換
、

小
規
模

か
つ

地
域

分
散

化
を
通
じ

て
「
地

域
の

社
会

的
養

育
を
支

え
る

専
門

的
な

拠
点
」

へ
の

変
革

を
進

め
る
う
え

で
は
、

そ
れ

を
担

う
職

員
の
人

材
育

成
や

確
保

が
必
要

不
可

欠
。

人
材

育
成

に
向

け
て
、

現
在

、
活

用
可

能
な
予

算
制

度
等
を

紹
介

。

・
厚
生

労
働
省

に
お

い
て

は
、

職
員
の

人
材

育
成

に
向

け
て
、

職
員

向
け
の
研

修
プ
ロ

グ
ラ

ム
の

開
発

や
指

導
者

養
成

研
修
の

実
施

等
に

取
り

組
ん

で
い
く
こ
と

と
し
て

お
り

、
都

道
府

県
等
に

お
い

て
も

、
人

材
育
成

の
機

会
の
確
保

に
努
め

る
。

第
Ⅳ

高
機

能
化
及
び

多
機

能
化

・
機
能
転

換
、

小
規

模
か
つ
地

域
分

散
化

に
向
け
た

職
員

の
人

材
育
成

・
都
道

府
県
等

に
お

い
て

は
、

各
施

設
の
高

機
能
化
及

び
多
機

能
化

・
機
能
転

換
に
向

け
た

計
画

や
、

小
規

模
か

つ
地

域
分

散
化
を
進

め
る

計
画

の
見

直
し
の
検

討
状

況
・
課

題
等
に

つ
い

て
随

時
ヒ

ア
リ
ン
グ

を
行
う

こ
と

に
よ
り

、
個
々
の

実
情

を
把

握
し

、
関

係
者
と

の
間

で
綿

密
な

協
議
を

重
ね

な
が
ら
、

適
宜
適

切
な
助

言
や
支

援
を
行

い
、
各

施
設

に
お

い
て

具
体
的

か
つ
実
現

可
能

な
計
画

が
策

定
さ

れ
る

よ
う
配

慮
。

第
Ⅴ

計
画

的
な
推
進

に
向

け
て
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大
・
中
・
小
舎

（
小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
以
外
）

→
×
採
択
し
な
い

大
・
中
・
小
舎
（
小
規
模

グ
ル
ー
プ
ケ
ア
以
外
）
＋

小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア

→
×
採
択
し
な
い

小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア

（
ユ
ニ
ッ
ト
化
）

→
△
条
件
付
採
択

１
．
優
先
的
に
採
択
《
小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
を
積
極
的
に
推
進
》

①
地

域
小

規
模

児
童

養
護

施
設

の
整

備
②

分
園

型
小

規
模

グ
ル

ー
プ

ケ
ア

の
整

備

２
．
条
件
付
（
※
）
で
採
択
《
小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
を
進
め
る
過
程
で
過
渡
的
に
本
体

施
設
の
ユ
ニ
ッ
ト
化
を
経
る
整
備
計
画
》

①
本

体
施

設
と

同
一

敷
地

内
の

小
規

模
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
の

整
備

②
本

体
施

設
内

の
小

規
模

グ
ル

ー
プ

ケ
ア

（
ユ

ニ
ッ

ト
化

）
の

整
備

（
※
）
概
ね
1
0
年
程
度
で
、
小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
を
図
る
た
め
の
整
備
方
針
（
計
画
）
を
提
出

さ
せ
、
「
都
道
府
県
社
会
的
養
育
推
進
計
画
の
策
定
要
領
」
の
方
向
性
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
を

条
件
と
す
る
。

３
．
採
択
し
な
い
《
大
・
中
・
小
舎
制
を
維
持
》

大
・

中
・

小
舎

（
小

規
模

グ
ル

ー
プ

ケ
ア

以
外

）
の

整
備

４
．
そ
の
他

防
犯

対
策

、
耐

震
化

工
事

及
び

老
朽

化
し

た
設

備
の

更
新

な
ど

、
子

ど
も

の
安

全
対

策
に

関
わ

る
大

規
模

修
繕

に
つ

い
て

は
、

別
途

、
必

要
性

等
を

考
慮

敷
地
外

地
域
小
規
模

児
童
養
護
施
設

→
○
優
先
的
に
採
択

（
※
）
概
ね
1
0
年
程
度
で
、
小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
を
図
る
た
め
の
整
備
方
針
（
計
画
）

平
成
3
1
年
度
次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金
（
乳
児
院
及
び
児
童
養
護
施
設
分
）
に
係
る
採
択
方
針
（
案
）

○
平

成
3
1
年

度
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
（

乳
児

院
及

び
児

童
養

護
施

設
分

）
に

係
る

採
択

方
針

に
つ

い
て

は
、

以
下

の
と

お
り

で
あ

り
、

都
道

府
県

等
に

お
か

れ
て

は
、

施
設

整
備

計
画

協
議

書
の

作
成

に
当

た
り

、
本

採
択

方
針

に
照

ら
し

て
十

分
な

審
査

を
行

っ
た

上
、

内
容

を
精

査
さ

れ
た

い
。

○
国

と
し

て
も

、
本

採
択

方
針

を
踏

ま
え

た
小

規
模

か
つ

地
域

分
散

化
さ

れ
た

施
設

の
創

設
や

改
築

、
増

築
等

を
優

先
し

て
採

択
す

る
予

定
で

あ
る

。

採
択
方
針

小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア

→
△
条
件
付
採
択

本
体
施
設

採
択
方
針
イ
メ
ー
ジ

分
園
型
小
規
模

グ
ル
ー
プ
ケ
ア

→
○
優
先
的
に
採
択

地
域
小
規
模

児
童
養
護
施
設

＋
分
園
型
小
規
模

グ
ル
ー
プ
ケ
ア

→
○
優
先
的
に
採
択

施 設 の 概 要

定
員
（

現
在

）
定

員
（

2
0
19
年
度
整
備
後
）

定
員
(将

来
の
姿
(概

ね
10
年
程
度
後
))

整
備
方

針
（

計
画

）

分
園
型
小
規
模
Ｇ

Ｃ
名

分
園
型

小
規
模
Ｇ
Ｃ

名
分
園
型
小
規
模
Ｇ
Ｃ

名
①

小
規

模
か

つ
地

域
分

散
化
に

向
け

た
検

討
状

況
・

課
題

②
本
整

備
後

の
小

規
模

か
つ
地

域
分

散
化

に
向

け
た

整
備
計

画
③

概
ね

1
0年

程
度

で
、

小
規
模

か
つ

地
域

分
散

化
を

図
る
た

め
の
計

画
概

要
④

生
活

単
位

の
独

立
、

地
域
社

会
と

の
良

好
な

関
係

性
の
構

築
の

た
め

の
工

夫
な

ど
に

つ
い

て
記

載

地
域
小
規
模

名
地

域
小

規
模

名
地
域
小
規
模

名

大
・
中
・
小
舎

名
大

・
中

・
小
舎

名
ケ
ア
ニ
ー
ズ

が
非
常
に

高
い
子
ど
も
の

養
育
の
た

め
、

集
合
す
る
生

活
単
位

名
敷
地
内
小
規
模
Ｇ

Ｃ
名

敷
地
内

小
規
模
Ｇ
Ｃ

名

合
計

名
合

計
名

合
計

名

ഢ ৉ ৔

○
こ

れ
に

加
え

、
高

機
能

化
、

多
機

能
化

・
機

能
転

換
に

つ
い

て
の

実
施

メ
ニ

ュ
ー

、
実

施
時

期
に

つ
い

て
記

載
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2
0
1
9
(平
成
3
1
)年
度
児
童
虐
待
防
止
対
策
及
び
社
会
的
養
育
関
係
予
算
案
の
概
要

厚
生

労
働

省
子

ど
も

家
庭

局
家

庭
福

祉
課

・
虐

待
防

止
対

策
推

進
室

平
成

2
8
年

改
正

児
童

福
祉

法
の

理
念

の
も

と
、

子
ど

も
の

最
善

の
利

益
の

実
現

に
向

け
、

「
新

し
い

社
会

的
養

育
ビ

ジ
ョ

ン
」

で
掲

げ
ら

れ
た

取
組

を
通

じ
て

、
「

家
庭

養
育

優
先

原
則

」
を

徹
底

す
る

と
と

も
に

、
「

児
童

虐
待

防
止

対
策

の
強

化
に

向
け

た
緊

急
総

合
対

策
」

及
び

「
児

童
虐

待
防

止
対

策
体

制
総

合
強

化
プ

ラ
ン

」
（

新
プ

ラ
ン

）
に

基
づ

き
、

児
童

虐
待

防
止

対
策

・
社

会
的

養
育

を
迅

速
か

つ
強

力
に

推
進

す
る

。
こ

れ
を

踏
ま

え
た

、
平

成
3
1
年

度
予

算
案

の
主

な
内

容
は

以
下

の
と

お
り

。

○
平

成
2
8
年

改
正

児
童

福
祉

法
の

理
念

の
も

と
、

子
ど

も
の

最
善

の
利

益
の

実
現

に
向

け
、

「
新

し
い

社
会

的
養

育
ビ

ジ
ョ

ン
」

で
掲

げ
ら

れ
た

取
組

を
通

じ
て

、
「

家
庭

養
育

優
先

原
則

」
を

徹
底

す
る

と
と

も
に

、
「

児
童

虐
待

防
止

対
策

の
強

化
に

向
け

た
緊

急
総

合
対

策
」

及
び

「
児

童
虐

待
防

止
対

策
体

制
総

合
強

化
プ

ラ
ン

」
（

新
プ

ラ
ン

）
に

基
づ

き
、

児
童

虐
待

防
止

対
策

・
社

会
的

養
育

を
迅

速
か

つ
強

力
に

推
進

す
る

。

○
児

童
虐

待
防

止
対

策
・

社
会

的
養

育
の

迅
速

か
つ

強
力

な
推

進

※
上

記
の

ほ
か

、
社

会
的

養
育

関
係

予
算

と
し

て
国

立
児

童
自

立
支

援
施

設
の

運
営

に
必

要
な

経
費

を
計

上

児
童

虐
待

防
止

対
策

関
係

予
算

及
び

社
会

的
養

育
関

係
予

算
の

主
な

内
訳

は
以

下
の

と
お

り
。

◇
児

童
虐

待
・

D
V

対
策

等
総

合
支

援
事

業
1
6
9
億

円
（

1
5
9
億

円
）

◇
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
1
,3

1
7
億

円
（

1
,2

6
6
億

円
）

◇
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
1
5
7
億

円
（

7
1
億

円
）

◇
妊

娠
・

出
産

包
括

支
援

事
業

3
8
億

円
（

3
6
億

円
）

◇
産

婦
健

康
診

査
事

業
1
3
億

円
（

1
1
億

円
）

◇
児

童
相

談
体

制
整

備
事

業
費

２
億

円
（

2
.9

億
円

）
◇

里
親

養
育

包
括

支
援

（
ﾌｫ

ｽﾀ
ﾘﾝ

ｸﾞ
）

職
員

研
修

事
業

0
.3

億
円

（
－

）
◇

養
子

縁
組

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

職
員

研
修

事
業

0
.2

億
円

（
0
.2

億
円

）
◇

里
親

制
度

等
広

報
啓

発
事

業
0
.7

億
円

（
0
.6

億
円

）

（
平
成
3
1
年
度
予
算
案
）

（
平
成
3
0
年
度
予
算
額
）

１
，
６
９
８
億
円

（
１
，
５
４
８
億
円
）
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１
．
児
童
虐
待
の
発
生
予
防

児
童

相
談

所
や

市
町

村
（

特
別

区
を

含
む

。
以

下
同

じ
。

）
に

お
け

る
児

童
虐

待
に

係
る

相
談

対
応

件
数

は
依

然
と

し
て

増
加

傾
向

に
あ

り
、

虐
待

に
よ

る
死

亡
事

例
の

う
ち

、
０

歳
児

の
割

合
が

約
７

割
（

平
成

2
9
年

度
）

で
あ

る
こ

と
を

踏
ま

え
、

妊
娠

期
か

ら
子

育
て

期
に

わ
た

る
切

れ
目

の
な

い
支

援
や

地
域

社
会

か
ら

孤
立

し
て

い
る

家
庭

へ
の

ア
ウ

ト
リ

ー
チ

な
ど

を
通

じ
て

、
妊

娠
や

子
育

て
の

不
安

、
孤

立
等

に
対

応
し

、
児

童
虐

待
の

リ
ス

ク
を

早
期

に
発

見
・

逓
減

す
る

。

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

・
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
の

配
置

等
１

か
所

当
た

り
7
,0

6
8
千

円

・
看

護
師

の
配

置
等

１
か

所
当

た
り

4
,8

3
8
千

円
補

助
職

員
を

配
置

す
る

場
合

１
か

所
当

た
り

1
,0

5
9
千

円
加

算
・

改
修

費
・

備
品

費
等

１
か

所
当

た
り

8
,0

0
0
千

円
≪
新

規
≫

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

中
核

市
、

児
童

相
談

所
設

置
市

、
市

及
び

福
祉

事
務

所
設

置
町

村

【
補

助
率

】
国

：
1
/2

（
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
：

1
/2

）

国
：

1
/2

（
都

道
府

県
：

1
/4

、
市

及
び

福
祉

事
務

所
設

置
町

村
：

1
/4

※
市

及
び

福
祉

事
務

所
設

置
町

村
が

実
施

す
る

場
合

）

（
１
）
妊
娠
期
か
ら
子
育
て
期
に
わ
た
る
切
れ
目
の
な
い
支
援

①
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
全
国
展
開
等

妊
娠

期
か

ら
子

育
て

期
に

わ
た

る
切

れ
目

の
な

い
支

援
を

提
供

す
る

子
育

て
世

代
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
の

全
国

展
開

に
向

け
、

そ
の

設
置

促
進

を
図

る
と

と
も

に
、

家
庭

や
地

域
で

の
孤

立
感

の
解

消
を

図
る

た
め

に
相

談
支

援
を

行
う

「
産

前
・

産
後

サ
ポ

ー
ト

事
業

」
や

、
退

院
直

後
の

母
子

へ
の

心
身

の
ケ

ア
や

育
児

の
サ

ポ
ー

ト
等

を
行

う
「

産
後

ケ
ア

事
業

」
な

ど
を

実
施

し
、

よ
り

身
近

な
場

で
妊

産
婦

等
を

支
え

る
た

め
の

総
合

的
な

支
援

体
制

の
構

築
を

図
る

。
※

「
子

育
て

世
代

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

」
（

運
営

費
）

に
つ

い
て

は
、

利
用

者
支

援
事

業
（

内
閣

府
予

算
に

計
上

）
を

活
用

し
て

実
施

。
【

妊
娠

・
出

産
包

括
支

援
事

業
：

3
8
億

円
】

②
産
前
・
産
後
母
子
支
援
事
業
の
充
実
【
拡
充
】

妊
娠

期
か

ら
出

産
後

の
養

育
に

支
援

が
必

要
な

妊
婦

、
妊

婦
健

診
を

受
け

ず
に

出
産

に
至

っ
た

産
婦

と
い

っ
た

特
定

妊
婦

等
へ

の
支

援
を

行
う

産
前

・
産

後
母

子
支

援
事

業
に

つ
い

て
、

全
国

展
開

を
図

る
と

と
も

に
、

妊
婦

及
び

出
産

後
の

母
子

を
入

所
さ

せ
る

た
め

に
必

要
と

な
る

施
設

の
改

修
費

・
備

品
費

等
を

新
た

に
補

助
対

象
に

加
え

る
。

【
児

童
虐

待
・

Ｄ
Ｖ

対
策

等
総

合
支

援
事

業
：

1
6
9
億

円
の

内
数

】
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１
．
児
童
虐
待
の
発
生
予
防
（
続
き
）

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

・
ケ

ー
ス

対
応

会
議

の
開

催
、

養
育

支
援

訪
問

事
業

に
お

け
る

育
児

・
家

事
援

助
、

専
門

的
相

談
支

援
を

実
施

し
て

い
る

市
町

村
１

訪
問

当
た

り
８

千
円

・
上

記
以

外
の

市
町

村
１

訪
問

当
た

り
６

千
円

【
実

施
主

体
】

市
町

村
【

補
助

率
】

国
1
/3

、
都

道
府

県
1
/3

、
市

町
村

1
/3

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

・
育

児
家

事
援

助
の

実
施

１
訪

問
当

た
り

６
千

円
・

専
門

的
相

談
支

援
の

実
施

１
訪

問
当

た
り

８
千

円
・

分
娩

に
関

わ
っ

た
産

科
医

療
機

関
の

助
産

師
等

に
よ

る
訪

問
支

援
の

実
施

１
訪

問
当

た
り

1
0
千

円
・

育
児

家
事

援
助

を
民

間
団

体
へ

委
嘱

す
る

際
に

運
営

に
必

要
な

事
務

費
１

市
町

村
当

た
り

5
6
4
千

円
【

実
施

主
体

】
市

町
村

【
補

助
率

】
国

1
/3

、
都

道
府

県
1
/3

、
市

町
村

1
/3

③
産
婦
健
康
診
査
事
業

産
後

う
つ

の
予

防
や

新
生

児
へ

の
虐

待
予

防
等

を
図

る
観

点
か

ら
、

産
婦

健
康

診
査

の
費

用
を

助
成

す
る

こ
と

に
よ

り
、

産
後

の
初

期
段

階
に

お
け

る
母

子
に

対
す

る
支

援
を

強
化

す
る

。
【

産
婦

健
康

診
査

事
業

：
1
3
億

円
】

（
２
）
子
育
て
家
庭
へ
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ

①
乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
（
内
閣
府
予
算
）

生
後

４
か

月
ま

で
の

乳
児

の
い

る
全

て
の

家
庭

を
訪

問
し

、
子

育
て

支
援

に
関

す
る

情
報

提
供

や
養

育
環

境
等

の
把

握
を

行
う

。

【
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

交
付

金
（

内
閣

府
予

算
）

：
1
,3

0
4
億

円
の

内
数

】

②
養
育
支
援
訪
問
事
業
（
内
閣
府
予
算
）

養
育

支
援

が
特

に
必

要
な

家
庭

に
対

し
て

、
そ

の
居

宅
を

訪
問

し
、

養
育

に
関

す
る

指
導

・
助

言
等

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
当

該
家

庭
の

適
切

な
養

育
の

実
施

を
確

保
す

る
。

【
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

交
付

金
（

内
閣

府
予

算
）

：
1
,3

0
4
億

円
の

内
数

】
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１
．
児
童
虐
待
の
発
生
予
防
（
続
き
）

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

訪
問

費
用

訪
問

数
×

６
千

円
事

務
職

員
雇

上
費

１
日

当
た

り
6
,7

9
0
円

民
間

団
体

へ
委

託
す

る
場

合
の

事
務

費
5
6
4
千

円
【

実
施

主
体

】
市

町
村

【
補

助
率

】
国

1
/2

、
市

町
村

1
/2

③
未
就
園
児
等
全
戸
訪
問
事
業
（
仮
称
）
【
新
規
】

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
を

利
用

し
て

い
な

い
未

就
園

児
や

不
就

学
児

が
い

る
家

庭
へ

の
訪

問
を

行
い

、
目

視
に

よ
る

子
ど

も
の

安
全

確
認

や
養

育
環

境
の

把
握

を
行

う
事

業
に

要
す

る
費

用
を

補
助

す
る

。
【

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

：
1
6
9
億

円
の

内
数

】

（
３
）
子
育
て
短
期
支
援
事
業
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
・
ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス
テ
イ
）
の
実
施
【
拡
充
】
（
内
閣
府
予
算
）

保
護

者
の

疾
病

そ
の

他
の

理
由

に
よ

り
家

庭
に

お
い

て
子

ど
も

を
養

育
す

る
こ

と
が

一
時

的
に

困
難

と
な

っ
た

場
合

等
に

、
児

童
養

護
施

設
等

お
い

て
一

定
期

間
、

養
育

・
保

護
を

行
う

。
ま

た
、

保
護

者
が

子
ど

も
を

預
入

先
の

施
設

等
へ

連
れ

て
い

く
こ

と
が

困
難

で
あ

る
場

合
等

に
お

い
て

、
自

宅
へ

の
訪

問
に

よ
る

子
ど

も
の

預
か

り
を

実
施

す
る

ほ
か

、
入

所
期

間
中

に
お

け
る

通
学

時
の

安
全

確
保

の
た

め
の

付
き

添
い

支
援

を
実

施
す

る
。

【
子

ど
も

・
子

育
て

支
援

交
付

金
（

内
閣

府
予

算
）

：
1
,3

0
4
億

円
の

内
数

】

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

１
運

営
費

（
１

）
短

期
入

所
生

活
援

助
（

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
）

事
業

ア
２

歳
未

満
児

、
慢

性
疾

患
児

年
間

延
べ

日
数

×
8
,6

4
0
円

イ
２

歳
以

上
児

年
間

延
べ

日
数

×
4
,7

3
0
円

ウ
緊

急
一

時
保

護
の

母
親

年
間

延
べ

日
数

×
1
,2

0
0
円

エ
訪

問
に

よ
る

児
童

の
預

か
り

、
通

学
時

の
付

き
添

い
の

実
施

実
施

日
数

×
1
,8

6
0
円

《
新

規
》

２
開

設
準

備
経

費
（

改
修

費
等

）
4
,0

0
0
,0

0
0
円

【
実

施
主

体
】

市
町

村
【

補
助

率
】

国
１

/３
、

都
道

府
県

１
/３

、
市

町
村

１
/３

（
２

）
夜

間
養

護
等

（
ト

ワ
イ

ラ
イ

ト
ス

テ
イ

）
事

業
ア

夜
間

養
護

事
業

（
ア

）
基

本
分

年
間

延
べ

日
数

×
9
0
0
円

（
イ

）
宿

泊
分

年
間

延
べ

日
数

×
9
0
0
円

イ
休

日
預

か
り

事
業

年
間

延
べ

日
数

×
2
,0

1
0
円

ウ
訪

問
に

よ
る

児
童

の
預

か
り

、
通

学
時

の
付

き
添

い
の

実
施

実
施

日
数

×
1
,8

6
0
円

《
新

規
》
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２
．
児
童
虐
待
発
生
時
の
迅
速
・
的
確
な
対
応

○
児

童
虐

待
が

発
生

し
た

場
合

の
子

ど
も

の
安

全
を

確
保

す
る

た
め

の
初

期
対

応
が

確
実

・
迅

速
に

図
ら

れ
る

よ
う

、
児

童
相

談
所

・
市

町
村

の
体

制
の

強
化

及
び

専
門

性
の

向
上

等
を

行
う

。

（
１
）
「
児
童
虐
待
防
止
対
策
体
制
総
合
強
化
プ
ラ
ン
」
（
新
プ
ラ
ン
）
の
策
定

2
0
1
8
年

７
月

の
「

児
童

虐
待

防
止

対
策

に
関

す
る

関
係

閣
僚

会
議

」
に

お
い

て
決

定
し

た
「

児
童

虐
待

防
止

対
策

の
強

化
に

向
け

た
緊

急
総

合
対

策
」

に
基

づ
き

、
2
0
1
9
年

度
か

ら
の

４
年

間
で

、
児

童
虐

待
防

止
対

策
を

抜
本

的
に

強
化

す
る

「
児

童
虐

待
防

止
対

策
体

制
総

合
強

化
プ

ラ
ン

」
（

新
プ

ラ
ン

）
を

策
定

し
、

①
児

童
相

談
所

に
つ

い
て

は
、

児
童

福
祉

司
3
,2

4
0
人

体
制

か
ら

2
,0

2
0
人

程
度

の
増

員
※

、
②

市
町

村
に

つ
い

て
は

、
子

ど
も

家
庭

総
合

支
援

拠
点

の
全

市
町

村
へ

の
設

置
な

ど
に

取
り

組
む

。
※

新
プ

ラ
ン

の
策

定
に

当
た

り
、

2
0
1
9
年

度
の

初
年

度
に

お
い

て
は

、
児

童
福

祉
司

に
つ

い
て

約
4
,3

0
0
人

、
児

童
心

理
司

に
つ

い
て

約
1
,6

1
0
人

と
す

る
こ

と
を

計
画

し
て

い
る

。
（

地
方

財
政

措
置

が
講

じ
ら

れ
る

予
定

）

（
２
）
児
童
相
談
所
の
体
制
強
化
等

①
児

童
相

談
所

体
制

整
備

事
業

【
拡

充
】

１
．

児
童

相
談

所
が

児
童

相
談

業
務

に
関

す
る

専
門

的
知

識
を

有
す

る
学

識
経

験
者

等
の

協
力

を
得

て
、

子
ど

も
・

保
護

者
等

に
対

し
、

専
門

的
技

術
的

助
言

・
指

導
等

を
行

う
。

２
．

児
童

相
談

所
と

と
も

に
児

童
虐

待
対

応
に

当
た

る
市

町
村

の
対

応
力

向
上

を
図

る
た

め
、

都
道

府
県

（
児

童
相

談
所

）
に

よ
る

市
町

村
へ

の
支

援
を

強
化

し
、

適
切

な
役

割
分

担
の

下
に

相
互

連
携

の
促

進
を

図
る

。
３

．
虐

待
対

応
件

数
の

増
加

等
を

踏
ま

え
、

児
童

相
談

所
に

お
い

て
夜

間
休

日
を

問
わ

ず
、

い
つ

で
も

相
談

に
応

じ
ら

れ
る

よ
う

対
応

協
力

員
の

配
置

を
推

進
す

る
と

と
も

に
、

児
童

相
談

所
全

国
共

通
ダ

イ
ヤ

ル
「

1
8
9
」

の
無

料
化

に
伴

い
、

2
4
時

間
対

応
強

化
の

た
め

の
体

制
を

拡
充

す
る

。
４

．
病

院
と

の
間

に
お

け
る

子
ど

も
の

退
院

に
向

け
た

調
整

及
び

退
院

後
の

処
遇

に
係

る
調

整
（

入
所

先
、

保
護

者
、

関
係

機
関

等
と

の
調

整
）

を
図

る
た

め
の

職
員

を
児

童
相

談
所

に
配

置
す

る
た

め
の

費
用

を
創

設
す

る
こ

と
に

よ
り

、
体

制
整

備
を

図
る

。
５

．
子

育
て

に
悩

み
を

抱
え

る
者

や
子

ど
も

本
人

か
ら

の
相

談
に

つ
い

て
、

多
く

の
方

が
利

用
し

や
す

い
よ

う
、

Ｓ
Ｎ

Ｓ
等

を
活

用
し

た
相

談
窓

口
を

開
設

・
運

用
す

る
た

め
の

補
助

を
創

設
す

る
。

【
児

童
虐

待
・

Ｄ
Ｖ

対
策

等
総

合
支

援
事

業
：

1
6
9
億

円
の

内
数

】
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（
前

ペ
ー

ジ
か

ら
の

続
き

）

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

１
．

ス
ー

パ
ー

バ
イ

ズ
・

権
利

擁
護

機
能

強
化

事
業

5
1
1
千

円
２

．
市

町
村

と
の

連
携

強
化

事
業

4
,2

1
2
千

円
※

東
日

本
大

震
災

被
災

地
特

別
加

算
4
,5

6
5
千

円
３

．
２

４
時

間
・

３
６

５
日

体
制

強
化

事
業

・
２

４
時

間
体

制
強

化
事

業
（

時
間

外
受

付
を

2
2
時

ま
で

実
施

）
4
,9

5
6
.5

千
円

（
時

間
外

受
付

を
2
2
時

以
降

も
実

施
）

9
,9

1
3
千

円
※

各
都

道
府

県
等

内
１

か
所

の
み

の
加

算
2
,4

7
8
千

円
≪
拡

充
≫

・
３

６
５

日
体

制
強

化
事

業
2
,5

9
9
千

円
４

．
医

療
連

携
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
配

置
事

業
（

仮
称

）
4
,4

3
3
千

円
≪
拡

充
≫

５
．

S
N

S
等

相
談

事
業

（
仮

称
）

3
8
,1

3
2
千

円
≪
拡

充
≫

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

児
童

相
談

所
設

置
市

【
補

助
率

】
国

1
/2

、
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
1
/2

２
．
児
童
虐
待
発
生
時
の
迅
速
・
的
確
な
対
応
（
続
き
）

②
児
童
相
談
所
の
設
置
促
進
【
拡
充
】

中
核

市
及

び
特

別
区

等
に

お
け

る
児

童
相

談
所

の
設

置
準

備
に

伴
い

、
①

増
加

す
る

業
務

に
対

応
す

る
た

め
の

補
助

職
員

の
配

置
に

係
る

補
助

（
中

核
市

・
特

別
区

等
に

対
す

る
補

助
）

、
②

児
童

相
談

所
の

業
務

を
学

ぶ
間

の
代

替
職

員
の

配
置

に
要

す
る

費
用

に
つ

い
て

補
助

（
中

核
市

・
特

別
区

等
に

対
す

る
補

助
）

を
拡

充
、

③
児

童
相

談
所

の
設

置
を

目
指

す
中

核
市

・
特

別
区

等
に

職
員

を
派

遣
す

る
都

道
府

県
等

に
対

し
、

代
替

職
員

の
配

置
に

要
す

る
費

用
を

補
助

し
、

児
童

相
談

所
の

設
置

支
援

を
行

う
。

さ
ら

に
、

新
た

に
児

童
相

談
所

を
設

置
す

る
中

核
市

・
特

別
区

が
一

時
保

護
所

を
整

備
す

る
際

の
補

助
単

価
の

充
実

を
図

る
と

と
も

に
、

都
道

府
県

等
が

個
々

の
子

ど
も

の
特

性
に

配
慮

し
た

処
遇

が
可

能
と

な
る

よ
う

な
一

時
保

護
所

の
整

備
を

行
う

際
の

加
算

を
創

設
す

る
。

【
児

童
虐

待
・

Ｄ
Ｖ

対
策

等
総

合
支

援
事

業
：

1
6
9
億

円
の

内
数

】
【

次
世

代
育

成
支

援
対

策
施

設
整

備
交

付
金

：
1
5
7
億

円
の

内
数

】

（
参

考
）

○
児

童
相

談
所

に
お

け
る

Ｉ
Ｃ

Ｔ
化

の
推

進
子

ど
も

の
情

報
等

の
管

理
を

シ
ス

テ
ム

化
す

る
な

ど
、

児
童

相
談

所
の

職
員

の
業

務
に

お
い

て
負

担
と

な
っ

て
い

る
書

類
作

成
等

の
業

務
を

軽
減

す
る

た
め

、
児

童
相

談
所

の
Ｉ

Ｃ
Ｔ

化
の

推
進

に
資

す
る

機
器

等
の

整
備

を
図

る
。
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２
．
児
童
虐
待
発
生
時
の
迅
速
・
的
確
な
対
応
（
続
き
）

（
前

ペ
ー

ジ
か

ら
の

続
き

）

○
児

童
虐

待
防

止
対

策
支

援
事

業
（

児
童

相
談

所
設

置
促

進
事

業
）

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

①
設

置
準

備
対

応
職

員
を

配
置

す
る

場
合

2
,1

7
2
千

円
②

研
修

等
代

替
職

員
を

配
置

す
る

場
合

3
,4

2
0
千

円
≪
拡

充
≫

③
都

道
府

県
等

職
員

の
派

遣
に

伴
う

代
替

職
員

を
配

置
す

る
場

合
6
,8

3
9
千

円
【

実
施

主
体

】
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
・

中
核

市
・

市
（

特
別

区
含

む
）

【
補

助
率

】
国

1
/2

、
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
・

中
核

市
・

市
（

特
別

区
含

む
）

1
/2

③
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル
「
１
８
９
」
【
拡
充
】

虐
待

を
受

け
た

と
思

わ
れ

る
子

ど
も

を
見

つ
け

た
と

き
や

子
育

て
に

悩
ん

だ
と

き
な

ど
に

、
児

童
相

談
所

へ
の

通
告

や
相

談
が

適
切

に
行

わ
れ

る
よ

う
、

児
童

相
談

所
全

国
共

通
ダ

イ
ヤ

ル
「

１
８

９
」

に
つ

い
て

、
引

き
続

き
、

音
声

ガ
イ

ダ
ン

ス
や

コ
ー

ル
セ

ン
タ

ー
の

運
用

を
行

う
と

と
も

に
、

必
要

な
通

告
・

相
談

を
行

い
や

す
い

環
境

整
備

を
行

う
た

め
、

無
料

化
を

行
う

。
併

せ
て

2
4
時

間
対

応
強

化
の

た
め

の
体

制
を

拡
充

す
る

。
【

児
童

相
談

体
制

整
備

事
業

等
：

2
.0

億
円

】
【

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

：
1
6
9
億

円
の

内
数

】

④
児
童
福
祉
司
等
専
門
職
採
用
活
動
支
援
事
業
【
新
規
】

「
児

童
虐

待
防

止
対

策
体

制
総

合
強

化
プ

ラ
ン

」
（

新
プ

ラ
ン

）
目

標
達

成
に

向
け

、
都

道
府

県
等

が
行

う
児

童
福

祉
司

等
の

専
門

職
の

確
保

の
た

め
の

採
用

活
動

等
に

か
か

る
費

用
の

補
助

を
創

設
す

る
。

【
児

童
虐

待
・

D
V
対

策
等

総
合

支
援

事
業

：
1
6
9
億

円
の

内
数

】

○
児

童
虐

待
防

止
対

策
支

援
事

業
（

児
童

福
祉

司
等

専
門

職
採

用
活

動
支

援
事

業
）

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

4
,1

8
4
千

円
【

実
施

主
体

】
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
【

補
助

率
】

国
1
/2

、
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
1
/2

（
参

考
）

平
成

3
0
年

度
第

2
次

補
正

予
算

案
○

児
童

相
談

所
に

お
け

る
全

国
共

通
ダ

イ
ヤ

ル
「

１
８

９
」

の
無

料
化

【
情

報
処

理
業

務
庁

費
：

7
.9

億
円

】
児

童
虐

待
を

発
見

し
た

者
、

子
育

て
に

悩
み

を
抱

え
る

者
が

児
童

相
談

所
に

適
切

に
通

告
・

相
談

で
き

る
よ

う
、

全
国

共
通

ダ
イ

ヤ
ル

「
１

８
９

」
の

無
料

化
を

実
施

す
る

。
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２
．
児
童
虐
待
発
生
時
の
迅
速
・
的
確
な
対
応
（
続
き
）

○
児

童
虐

待
防

止
対

策
支

援
事

業
（

児
童

虐
待

防
止

対
策

研
修

事
業

）
【

補
助

基
準

額
（

案
）

】
（

１
都

道
府

県
（

指
定

都
市

又
は

児
童

相
談

所
設

置
市

）
又

は
１

市
町

村
当

た
り

）
・

児
童

福
祉

司
任

用
前

講
習

会
等

3
,0

8
5
千

円
（

児
童

福
祉

司
任

用
前

講
習

会
の

場
合

）
・

児
童

福
祉

司
任

用
後

研
修

3
,0

8
5
千

円
・

児
童

福
祉

司
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
研

修
2
,2

8
5
千

円
（

自
主

開
催

の
場

合
）

・
要

保
護

児
童

対
策

調
整

機
関

調
整

担
当

者
研

修
2
,9

8
4
千

円
・

児
童

相
談

所
長

研
修

2
,2

8
5
千

円
（

自
主

開
催

の
場

合
）

・
虐

待
対

応
関

係
機

関
専

門
性

強
化

事
業

3
0
7
千

円
(協

力
体

制
の

整
備

の
場

合
）

・
児

童
相

談
所

及
び

市
町

村
職

員
専

門
性

強
化

事
業

1
,5

1
1
千

円
≪
拡

充
≫

（
研

修
実

施
費

用
）

・
医

療
機

関
従

事
者

研
修

5
5
5
千

円
・

研
修

専
任

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

の
配

置
4
,6

1
7
千

円
等

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

児
童

相
談

所
設

置
市

・
市

町
村

【
補

助
率

】
国

1
/2

、
都

道
府

県
・

市
町

村
1
/2

⑤
児
童
相
談
所
・
市
町
村
に
従
事
す
る
者
の
資
質
の
向
上
【
拡
充
】

平
成

2
8
年

改
正

児
童

福
祉

法
に

よ
り

、
新

た
に

義
務

付
け

ら
れ

た
研

修
等

を
円

滑
に

実
施

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
都

道
府

県
等

に
研

修
専

任
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
を

配
置

す
る

と
と

も
に

、
都

道
府

県
等

が
、

児
童

福
祉

司
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ザ

ー
研

修
及

び
児

童
相

談
所

長
研

修
等

を
実

施
又

は
委

託
す

る
費

用
の

補
助

を
行

う
。

※
都

道
府

県
が

行
う

市
町

村
職

員
を

対
象

と
す

る
研

修
の

実
施

回
数

の
増

加
を

図
る

た
め

、
事

業
を

拡
充

す
る

。

【
児

童
虐

待
・

Ｄ
Ｖ

対
策

等
総

合
支

援
事

業
：

1
6
9
億

円
の

内
数

】

【
実

施
主

体
】

横
浜

市
、

西
日

本
１

か
所

（
事

業
を

適
切

に
実

施
す

る
こ

と
が

で
き

る
自

治
体

を
選

定
）

【
補

助
率

】
定

額
（

国
：

1
0
／

1
0
相

当
）

⑥
虐
待
・
思
春
期
問
題
情
報
研
修
セ
ン
タ
ー
事
業
【
拡
充
】

児
童

相
談

所
、

市
町

村
、

児
童

福
祉

施
設

な
ど

の
虐

待
問

題
等

対
応

機
関

職
員

の
研

修
、

児
童

相
談

所
な

ど
の

専
門

機
関

か
ら

の
専

門
的

な
相

談
助

言
、

児
童

福
祉

施
設

で
の

臨
床

研
究

と
連

携
し

た
研

究
等

を
実

施
す

る
。

※
児

童
虐

待
に

対
す

る
職

員
の

専
門

性
の

向
上

を
図

る
た

め
、

東
日

本
に

１
か

所
の

み
と

な
っ

て
い

る
研

修
セ

ン
タ

ー
に

つ
い

て
、

事
業

を
拡

充
し

、
西

日
本

に
も

拠
点

を
設

け
る

。
【

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

：
1
6
9
億

円
の

内
数

】
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２
．
児
童
虐
待
発
生
時
の
迅
速
・
的
確
な
対
応
（
続
き
）

○
児

童
虐

待
防

止
対

策
支

援
事

業
（

法
的

対
応

機
能

強
化

事
業

）
【

補
助

基
準

額
（

案
）

】
・

弁
護

士
配

置
１

児
童

相
談

所
当

た
り

7
,8

2
2
千

円
【

実
施

主
体

】
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
児

童
相

談
所

設
置

市
【

補
助

率
】

国
1
/2

、
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
1
/2

○
児

童
虐

待
防

止
対

策
支

援
事

業
（

児
童

の
安

全
確

認
等

の
た

め
の

体
制

強
化

事
業

）
【

補
助

基
準

額
（

案
）

】
・

児
童

相
談

所
分

１
児

童
相

談
所

当
た

り
1
3
,8

5
1
千

円
・

市
町

村
分

１
市

町
村

当
た

り
9
,2

3
4
千

円
【

実
施

主
体

】
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
・

市
町

村
【

補
助

率
】

国
1
/2

、
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
・

市
町

村
1
/2

⑦
児
童
相
談
所
の
法
的
機
能
の
強
化

児
童

相
談

所
の

業
務

が
円

滑
に

行
わ

れ
る

よ
う

、
司

法
に

関
す

る
相

談
や

対
応

が
必

要
と

な
る

事
例

に
つ

い
て

家
庭

裁
判

所
、

関
係

機
関

等
と

の
調

整
を

行
う

弁
護

士
の

配
置

を
促

進
す

る
。 【

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

：
1
6
9
億

円
の

内
数

】

⑧
児
童
相
談
所
・
市
町
村
に
お
け
る
安
全
確
認
体
制
の
強
化

児
童

相
談

所
及

び
市

町
村

に
お

い
て

、
児

童
虐

待
の

通
告

を
受

け
た

際
に

子
ど

も
の

安
全

確
認

等
を

行
う

体
制

の
強

化
を

図
る

。
【

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

：
1
6
9
億

円
の

内
数

】
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２
．
児
童
虐
待
発
生
時
の
迅
速
・
的
確
な
対
応
（
続
き
）

○
児

童
虐

待
防

止
対

策
支

援
事

業
（

市
町

村
相

談
体

制
整

備
事

業
（

市
区

町
村

子
ど

も
家

庭
総

合
支

援
拠

点
運

営
事

業
）

）
【

補
助

基
準

額
（

案
）

】
・

基
礎

単
価

（
直

営
１

か
所

当
た

り
）

小
規

模
Ａ

型
3
,7

2
5
千

円
小

規
模

Ｂ
型

9
,5

0
2
千

円
小

規
模

Ｃ
型

1
5
,7

8
1
千

円
中

規
模

型
2
1
,0

5
3
千

円
大

規
模

型
3
9
,0

5
7
千

円
※

上
乗

せ
配

置
単

価
１

人
当

た
り

2
,7

1
5
千

円
【

実
施

主
体

】
指

定
都

市
、

児
童

相
談

所
設

置
市

、
市

町
村

【
補

助
率

】
国

1
/2

、
市

町
村

1
/2

○
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
（

子
ど

も
家

庭
総

合
支

援
拠

点
）

【
実

施
主

体
】

指
定

都
市

、
児

童
相

談
所

設
置

市
、

市
町

村
【

補
助

率
】

国
1
/2

、
市

町
村

1
/2

※
補

助
基

準
額

（
3
0
年

度
）

：
8
,0

6
0
千

円
（

交
付

基
礎

点
数

に
1
,0

0
0
円

を
乗

じ
た

額
）

・
開

設
準

備
経

費
7
,6

7
8
千

円
≪
新

規
≫

・
夜

間
・

土
日

加
算

運
営

時
間

に
応

じ
て

加
算

≪
新

規
≫

・
嘱

託
弁

護
士

・
医

師
等

配
置

加
算

3
6
0
千

円
≪
新

規
≫

○
児

童
虐

待
防

止
対

策
支

援
事

業
（

市
町

村
相

談
体

制
整

備
事

業
（

市
区

町
村

子
ど

も
家

庭
総

合
支

援
拠

点
機

能
強

化
事

業
）

（
仮

称
）

）
【

補
助

基
準

額
（

案
）

】
支

援
拠

点
を

通
じ

た
一

時
預

か
り

事
業

等
の

実
施

に
要

す
る

費
用

を
補

助
。

事
業

量
に

応
じ

た
補

助
単

価
を

設
定

予
定

。
【

実
施

主
体

】
指

定
都

市
、

児
童

相
談

所
設

置
市

、
市

町
村

【
補

助
率

】
国

1
/2

、
市

町
村

1
/2

※
レ

ス
パ

イ
ト

ケ
ア

等
の

実
施

に
要

す
る

費
用

を
補

助

②
在
宅
に
お
け
る
養
育
支
援
の
充
実
【
新
規
】

市
区

町
村

子
ど

も
家

庭
総

合
支

援
拠

点
を

通
じ

た
レ

ス
パ

イ
ト

ケ
ア

等
の

在
宅

に
お

け
る

養
育

支
援

の
充

実
を

図
る

た
め

の
事

業
を

創
設

す
る

。
【

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

：
1
6
9
億

円
の

内
数

】

（
３
）
市
町
村
の
体
制
強
化
等

①
市
区
町
村
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
の
設
置
促
進
、
相
談
支
援
体
制
の
強
化
【
拡
充
】

市
区

町
村

子
ど

も
家

庭
総

合
支

援
拠

点
の

設
置

を
促

進
す

る
た

め
、

こ
れ

ま
で

の
運

営
費

及
び

改
修

費
等

の
補

助
に

加
え

、
開

設
準

備
経

費
へ

の
補

助
を

創
設

す
る

と
と

も
に

、
土

日
・

夜
間

の
運

営
費

な
ど

の
補

助
を

創
設

す
る

こ
と

に
よ

り
、

市
町

村
の

相
談

支
援

体
制

の
強

化
を

図
る

。
【

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

：
1
6
9
億

円
の

内
数

】
【

次
世

代
育

成
支

援
対

策
施

設
整

備
交

付
金

：
1
5
7
億

円
の

内
数

】
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２
．
児
童
虐
待
発
生
時
の
迅
速
・
的
確
な
対
応
（
続
き
）

○
児

童
虐

待
防

止
対

策
支

援
事

業
（

市
町

村
相

談
体

制
整

備
事

業
（

市
町

村
ス

ー
パ

ー
バ

イ
ズ

事
業

）
）

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

・
児

童
相

談
所

設
置

を
目

指
す

中
核

市
、

施
行

時
特

例
市

、
特

別
区

1
市

区
当

た
り

2
,6

0
5
千

円
・

そ
の

他
、

一
般

市
町

村
1
市

町
村

当
た

り
1
,3

0
3
千

円
【

実
施

主
体

】
指

定
都

市
、

児
童

相
談

所
設

置
市

、
市

町
村

【
補

助
率

】
国

1
/2

、
市

町
村

1
/2

○
児

童
虐

待
防

止
対

策
支

援
事

業
（

市
町

村
相

談
体

制
整

備
事

業
（

要
保

護
児

童
対

策
地

域
協

議
会

機
能

強
化

事
業

）
）

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

・
代

替
職

員
1
市

町
村

当
た

り
6
8
千

円
・

虐
待

対
応

強
化

支
援

員
1
市

町
村

当
た

り
2
,6

0
5
千

円
【

実
施

主
体

】
指

定
都

市
、

児
童

相
談

所
設

置
市

、
市

町
村

【
補

助
率

】
国

1
/2

、
市

町
村

1
/2

③
市
町
村
へ
の
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
の
配
置

市
町

村
が

児
童

相
談

所
か

ら
の

指
導

措
置

の
委

託
な

ど
在

宅
で

の
子

ど
も

の
支

援
が

適
切

に
行

わ
れ

る
よ

う
、

市
町

村
に

ス
ー

パ
ー

バ
イ

ザ
ー

の
配

置
に

要
す

る
費

用
を

補
助

す
る

。

【
児

童
虐

待
・

Ｄ
Ｖ

対
策

等
総

合
支

援
事

業
：

1
6
9
億

円
の

内
数

】

④
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
の
機
能
強
化

要
保

護
児

童
対

策
地

域
協

議
会

の
調

整
機

関
の

専
門

職
が

義
務

研
修

を
受

講
す

る
間

の
代

替
職

員
の

配
置

や
支

援
内

容
の

ア
ド

バ
イ

ス
等

を
行

う
虐

待
対

応
強

化
支

援
員

等
の

配
置

に
要

す
る

費
用

を
補

助
す

る
。

【
児

童
虐

待
・

Ｄ
Ｖ

対
策

等
総

合
支

援
事

業
：

1
6
9
億

円
の

内
数

】
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２
．
児
童
虐
待
発
生
時
の
迅
速
・
的
確
な
対
応
（
続
き
）

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

１
自

治
体

当
た

り
4
0
,0

0
0
千

円
【

実
施

主
体

】
都

道
府

県
・

市
町

村
【

補
助

率
】

国
1
/2

、
都

道
府

県
・

市
町

村
1
/2

⑤
虐
待
防
止
の
た
め
の
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
構
築
事
業
【
新
規
】

市
町

村
の

関
係

部
署

や
児

童
相

談
所

等
の

関
係

機
関

間
の

よ
り

効
率

的
な

情
報

共
有

を
進

め
る

た
め

、
Ｉ

Ｃ
Ｔ

を
活

用
し

た
シ

ス
テ

ム
整

備
に

要
す

る
費

用
を

補
助

す
る

。
【

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

：
1
6
9
億

円
の

内
数

】

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

１
自

治
体

当
た

り
1
3
,3

5
8
千

円
【

実
施

主
体

】
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
【

補
助

率
】

国
1
/2

、
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
1
/2

⑥
児
童
虐
待
防
止
対
策
強
化
の
た
め
の
広
報
啓
発
事
業

児
童

虐
待

の
通

告
先

の
周

知
や

意
識

啓
発

等
の

広
報

啓
発

を
実

施
す

る
。

【
児

童
虐

待
・

Ｄ
Ｖ

対
策

等
総

合
支

援
事

業
：

1
6
9
億

円
の

内
数

】

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

１
自

治
体

当
た

り
9
3
3
千

円
【

実
施

主
体

】
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
・

市
町

村
【

補
助

率
】

国
1
/2

、
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
・

市
町

村
1
/2

⑦
評
価
・
検
証
委
員
会
設
置
促
進
事
業
【
拡
充
】

外
部

有
識

者
等

に
よ

る
重

大
事

例
の

検
証

、
児

童
相

談
所

の
業

務
管

理
等

に
関

す
る

評
価

・
助

言
等

を
行

う
「

評
価

・
検

証
委

員
会

」
を

都
道

府
県

等
に

設
置

す
る

。
※

虐
待

に
よ

る
死

亡
事

例
が

発
生

し
た

際
の

検
証

を
促

す
た

め
、

実
施

主
体

（
現

行
：

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

児
童

相
談

所
設

置
市

）
を

全
て

の
自

治
体

に
拡

大
。

【
児

童
虐

待
・

Ｄ
Ｖ

対
策

等
総

合
支

援
事

業
：

1
6
9
億

円
の

内
数

】
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２
．
児
童
虐
待
発
生
時
の
迅
速
・
的
確
な
対
応
（
続
き
）

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

○
調

整
機

関
の

職
員

や
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
構

成
員

の
専

門
性

強
化

等
・

児
童

福
祉

司
任

用
資

格
取

得
の

た
め

の
研

修
受

講
な

ど
受

講
１

人
当

た
り

８
千

円
・

地
域

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
構

成
員

の
専

門
性

向
上

を
図

る
取

組
１

市
町

村
当

た
り

6
6
0
千

円
・

（
ア

）
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
と

乳
児

家
庭

全
戸

訪
問

事
業

等
の

訪
問

事
業

と
の

連
携

構
築

（
イ

）
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

調
整

機
関

に
よ

る
情

報
収

集
や

、
利

用
支

援
事

業
と

の
相

互
の

役
割

分
担

の
調

整
等

（
ア

の
み

実
施

）
１

市
町

村
当

た
り

7
2
0
千

円
（

ア
、

イ
の

み
実

施
）

１
市

町
村

当
た

り
2
,5

2
0
千

円
・

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
活

動
等

の
周

知
１

市
町

村
当

た
り

6
4
0
千

円
○

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

関
係

機
関

の
連

携
強

化
１

市
町

村
当

た
り

3
,0

0
0
千

円
【

実
施

主
体

】
市

町
村

【
補

助
率

】
国

1
/3

、
都

道
府

県
1
/3

、
市

町
村

1
/3

⑧
子
ど
も
を
守
る
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
能
強
化
事
業
（
内
閣
府
予
算
）

要
保

護
児

童
対

策
地

域
協

議
会

（
子

ど
も

を
守

る
地

域
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
）

の
機

能
強

化
を

図
る

た
め

、
要

保
護

児
童

対
策

調
整

機
関

職
員

や
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
構

成
員

（
関

係
機

関
）

の
専

門
性

強
化

と
、

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

機
関

間
の

連
携

強
化

を
図

る
取

組
を

実
施

す
る

。
【

子
ど

も
・

子
育

て
支

援
交

付
金

（
内

閣
府

予
算

）
：

1
,3

0
4
億

円
の

内
数

】

- 164 -



２
．
児
童
虐
待
発
生
時
の
迅
速
・
的
確
な
対
応
（
続
き
）

（
４
）
一
時
保
護
児
童
の
受
入
体
制
の
充
実

①
児
童
養
護
施
設
等
に
お
け
る
一
時
保
護
児
童
の
受
入
体
制
の
整
備
【
拡
充
】

児
童

養
護

施
設

等
に

お
い

て
、

一
時

保
護

児
童

に
対

し
て

小
規

模
な

グ
ル

ー
プ

に
よ

る
ケ

ア
を

実
施

で
き

る
設

備
を

有
し

（
一

時
保

護
専

用
施

設
）

、
一

時
保

護
児

童
の

受
入

体
制

の
充

実
を

図
る

。
ま

た
、

医
療

的
ケ

ア
児

や
障

害
の

あ
る

子
ど

も
な

ど
特

に
支

援
が

必
要

な
子

ど
も

を
、

児
童

養
護

施
設

等
が

設
置

し
て

い
る

一
時

保
護

専
用

施
設

に
お

い
て

受
け

入
れ

た
際

の
加

算
を

創
設

す
る

と
と

も
に

、
一

時
保

護
専

用
施

設
を

複
数

設
置

で
き

る
よ

う
補

助
要

件
を

緩
和

す
る

。
【

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

：
1
,3

1
7
億

円
の

内
数

】

③
一
時
保
護
所
の
整
備
の
推
進
【
拡
充
】

新
た

に
児

童
相

談
所

設
置

市
に

な
る

中
核

市
及

び
特

別
区

が
一

時
保

護
所

を
設

置
す

る
場

合
に

お
い

て
、

先
駆

的
な

取
組

と
し

て
、

年
齢

、
性

別
、

入
所

事
由

（
虐

待
、

非
行

等
）

、
そ

の
他

個
々

の
子

ど
も

の
特

性
に

配
慮

し
た

処
遇

が
可

能
と

な
る

よ
う

な
、

施
設

整
備

を
行

う
場

合
の

補
助

単
価

の
加

算
に

つ
い

て
、

単
価

の
引

上
げ

を
行

う
。

ま
た

、
上

記
以

外
の

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

児
童

相
談

所
設

置
市

が
、

個
々

の
子

ど
も

の
特

性
に

配
慮

し
た

処
遇

が
可

能
と

な
る

よ
う

な
、

施
設

整
備

を
行

う
場

合
の

補
助

単
価

の
加

算
を

創
設

す
る

。

【
次

世
代

育
成

支
援

対
策

施
設

整
備

交
付

金
：

1
5
7
億

円
の

内
数

】
【

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

：
1
,3

1
7
億

円
の

内
数

】

○
児

童
虐

待
防

止
対

策
支

援
事

業
（

賃
貸

物
件

に
よ

る
一

時
保

護
専

用
施

設
改

修
費

支
援

事
業

（
仮

称
）

）
【

補
助

基
準

額
（

案
）

】
1
6
,0

0
0
千

円
≪
新

規
≫

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

児
童

相
談

所
設

置
市

【
補

助
率

】
国

1
/2

、
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
1
/2

②
賃
貸
物
件
に
よ
る
一
時
保
護
専
用
施
設
改
修
費
支
援
事
業
【
新
規
】

一
時

保
護

を
行

う
際

は
、

一
人

ひ
と

り
の

子
ど

も
の

状
況

に
応

じ
て

、
一

時
保

護
の

目
的

を
達

成
す

る
た

め
に

適
し

た
環

境
が

選
択

さ
れ

る
こ

と
が

重
要

で
あ

り
、

そ
の

た
め

の
体

制
整

備
を

行
う

必
要

が
あ

る
た

め
、

児
童

養
護

施
設

・
乳

児
院

等
で

賃
貸

物
件

に
よ

る
一

時
保

護
専

用
施

設
を

設
置

す
る

際
に

、
一

時
保

護
専

用
施

設
の

設
備

基
準

を
満

た
す

た
め

に
必

要
な

改
修

費
に

係
る

補
助

を
創

設
す

る
。

【
児

童
虐

待
・

Ｄ
Ｖ

対
策

等
総

合
支

援
事

業
：

1
6
9
億

円
の

内
数

】
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２
．
児
童
虐
待
発
生
時
の
迅
速
・
的
確
な
対
応
（
続
き
）

○
児

童
虐

待
防

止
対

策
支

援
事

業
（

子
ど

も
の

権
利

擁
護

に
係

る
実

証
モ

デ
ル

事
業

）
【

補
助

基
準

額
（

案
）

】
１

自
治

体
当

た
り

8
,1

7
5
千

円
【

実
施

主
体

】
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
【

補
助

率
】

定
額

（
国

：
1
0
／

1
0
相

当
）

（
５
）
子
ど
も
の
権
利
擁
護
の
推
進

子
ど
も
の
権
利
擁
護
に
係
る
実
証
モ
デ
ル
事
業
【
新
規
】

子
ど

も
の

権
利

擁
護

を
推

進
す

る
観

点
か

ら
、

電
話

や
ハ

ガ
キ

に
よ

る
相

談
、

第
三

者
の

訪
問

に
よ

る
聴

取
等

の
方

法
に

よ
り

、
児

童
相

談
所

が
関

与
し

た
子

ど
も

の
意

見
表

明
を

受
け

止
め

る
体

制
の

構
築

を
図

る
た

め
の

実
証

モ
デ

ル
事

業
を

創
設

す
る

。

【
児

童
虐

待
・

Ｄ
Ｖ

対
策

等
総

合
支

援
事

業
：

1
6
9
億

円
の

内
数

】

⑤
一
時
保
護
所
に
お
け
る
第
三
者
評
価
の
推
進

一
時

保
護

所
に

お
い

て
、

保
護

・
支

援
を

受
け

る
子

ど
も

の
立

場
に

立
っ

た
、

質
の

確
保

・
向

上
を

図
る

た
め

の
第

三
者

評
価

を
受

審
す

る
一

時
保

護
所

に
対

し
、

第
三

者
評

価
受

審
費

の
補

助
を

行
う

。 【
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
：

1
,3

1
7
億

円
の

内
数

】

○
児

童
虐

待
防

止
対

策
支

援
事

業
（

一
時

保
護

機
能

強
化

事
業

）
【

補
助

基
準

額
（

案
）

】
一

時
保

護
対

応
協

力
員

一
人

当
た

り
1
,6

3
5
千

円
※

一
時

保
護

所
に

お
い

て
学

習
支

援
そ

の
他

学
習

面
全

般
の

調
整

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
体

制
を

整
え

た
場

合
：

4
,1

5
3
千

円
（

学
習

指
導

協
力

員
１

名
を

上
限

）
【

実
施

主
体

】
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
【

補
助

率
】

国
1
/2

、
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
児

童
相

談
所

設
置

市
1
/2

④
一
時
保
護
所
に
お
け
る
き
め
細
か
い
ケ
ア
の
推
進

一
時

保
護

所
が

担
う

行
動

観
察

や
短

期
入

所
指

導
の

機
能

を
充

実
・

強
化

す
る

た
め

、
実

務
経

験
者

で
あ

る
教

員
Ｏ

Ｂ
、

看
護

師
、

心
理

に
関

す
る

専
門

的
な

知
識

及
び

技
術

を
有

す
る

者
、

警
察

官
Ｏ

Ｂ
、

児
童

指
導

員
Ｏ

Ｂ
及

び
通

訳
な

ど
に

よ
る

一
時

保
護

対
応

協
力

員
の

配
置

に
要

す
る

費
用

を
補

助
す

る
。 【

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

：
1
6
9
億

円
の

内
数

】
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３
．
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
な
ど
へ
の
支
援

○
虐

待
を

受
け

た
子

ど
も

に
つ

い
て

、
親

子
関

係
の

再
構

築
を

図
る

た
め

の
支

援
を

強
化

す
る

と
と

も
に

、
里

親
等

へ
の

委
託

や
児

童
養

護
施

設
等

へ
の

入
所

措
置

が
採

ら
れ

る
こ

と
と

な
っ

た
場

合
に

は
、

1
8
歳

（
措

置
延

長
の

場
合

は
2
0
歳

）
到

達
後

や
施

設
退

所
後

等
も

含
め

、
個

々
の

子
ど

も
の

状
況

に
応

じ
た

支
援

を
実

施
し

、
自

立
に

結
び

つ
け

る
。

○
児

童
虐

待
防

止
対

策
支

援
事

業
（

保
護

者
指

導
・

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
強

化
事

業
）

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

（
１

児
童

相
談

所
当

た
り

）
・

保
護

者
指

導
支

援
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

事
業

8
8
7
千

円
・

家
族

療
法

事
業

1
,9

6
8
千

円
・

フ
ァ

ミ
リ

ー
グ

ル
ー

プ
カ

ウ
ン

セ
リ

ン
グ

事
業

3
,6

0
9
千

円
・

宿
泊

型
事

業
4
,3

5
5
千

円
【

実
施

主
体

】
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
【

補
助

率
】

国
1
/2

、
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
1
/2

（
１
）
家
庭
養
育
優
先
原
則
に
基
づ
く
取
組
の
推
進

①
家
族
再
統
合
に
向
け
た
取
組
の
推
進

児
童

相
談

所
に

お
い

て
、

地
域

の
精

神
科

医
等

の
協

力
を

得
て

保
護

者
等

に
対

す
る

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
を

実
施

す
る

な
ど

、
家

族
再

統
合

へ
の

取
組

を
進

め
る

。
【

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

：
1
6
9
億

円
の

内
数

】
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３
．
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
な
ど
へ
の
支
援
（
続
き
）

○
里

親
養

育
包

括
支

援
（

フ
ォ

ス
タ

リ
ン

グ
）

事
業

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

①
統

括
責

任
者

加
算

１
か

所
当

た
り

5
,7

8
1
千

円
≪
新

規
≫

②
里

親
制

度
等

普
及

促
進

・
里

親
リ

ク
ル

ー
ト

事
業

都
道

府
県

等
が

実
施

す
る

場
合

１
自

治
体

当
た

り
1
,9

6
6
千

円
委

託
し

て
実

施
す

る
場

合
１

か
所

当
た

り
1
,3

1
1
千

円
里

親
リ

ク
ル

ー
タ

ー
配

置
加

算
１

か
所

当
た

り
5
,6

4
3
千

円
加

算
≪
新

規
≫

新
規

里
親

登
録

件
数

1
5
件

以
上

2
5
件

未
満

１
か

所
当

た
り

1
,2

3
9
千

円
加

算
≪
新

規
≫

2
5
件

以
上

3
5
件

未
満

１
か

所
当

た
り

1
,7

7
1
千

円
加

算
≪
新

規
≫

3
5
件

以
上

１
か

所
当

た
り

2
,3

0
4
千

円
加

算
≪
新

規
≫

③
里

親
研

修
・

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

等
事

業
都

道
府

県
等

が
実

施
す

る
場

合
１

自
治

体
当

た
り

7
,4

9
3
千

円
委

託
し

て
実

施
す

る
場

合
１

か
所

当
た

り
4
,9

9
6
千

円
里

親
ト

レ
ー

ナ
ー

配
置

加
算

（
常

勤
）

１
か

所
当

た
り

5
,3

4
2
千

円
加

算
≪
新

規
≫

里
親

ト
レ

ー
ナ

ー
配

置
加

算
（

非
常

勤
）

１
か

所
当

た
り

2
,6

0
3
千

円
加

算
研

修
代

替
要

員
費

１
人

当
た

り
3
7
千

円
≪
新

規
≫

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

児
童

相
談

所
設

置
市

・
児

童
相

談
所

設
置

予
定

市
区

≪
新

規
≫

【
補

助
率

】
国

1
/2

、
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
児

相
相

談
所

設
置

市
・

児
童

相
談

所
設

置
予

定
市

区
1
/2

②
包
括
的
な
里
親
養
育
支
援
体
制
の
構
築
に
向
け
た
取
組
の
推
進
【
拡
充
】

里
親

の
リ

ク
ル

ー
ト

及
び

ア
セ

ス
メ

ン
ト

、
里

親
登

録
前

後
及

び
委

託
後

に
お

け
る

里
親

に
対

す
る

研
修

、
子

ど
も

と
里

親
の

マ
ッ

チ
ン

グ
、

子
ど

も
の

里
親

委
託

中
に

お
け

る
里

親
養

育
へ

の
支

援
、

里
親

委
託

措
置

解
除

後
に

お
け

る
支

援
に

至
る

ま
で

の
一

連
の

業
務

を
一

貫
し

て
担

う
包

括
的

な
里

親
養

育
支

援
体

制
を

構
築

す
る

た
め

、
・

フ
ォ

ス
タ

リ
ン

グ
業

務
（

包
括

的
里

親
養

育
支

援
）

を
統

括
す

る
責

任
者

や
、

里
親

の
開

拓
等

を
担

う
里

親
リ

ク
ル

ー
タ

ー
、

里
親

へ
の

研
修

等
を

担
う

里
親

ト
レ

ー
ナ

ー
を

新
た

に
配

置
す

る
と

と
も

に
、

・
委

託
後

の
家

庭
訪

問
等

に
よ

る
養

育
支

援
を

担
う

相
談

支
援

員
を

委
託

児
童

数
に

応
じ

て
加

配
す

る
な

ど
、

支
援

体
制

を
大

幅
に

拡
充

す
る

。
ま

た
、

フ
ォ

ス
タ

リ
ン

グ
業

務
を

担
う

職
員

の
人

材
育

成
に

向
け

た
研

修
事

業
の

創
設

等
に

よ
り

、
里

親
等

委
託

を
推

進
す

る
。

併
せ

て
、

民
間

フ
ォ

ス
タ

リ
ン

グ
機

関
の

積
極

活
用

や
、

養
子

縁
組

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

等
を

活
用

し
た

養
子

縁
組

里
親

へ
の

支
援

な
ど

、
都

道
府

県
等

に
よ

る
地

域
の

実
情

に
応

じ
た

取
組

を
推

進
す

る
。

【
児

童
虐

待
・

Ｄ
Ｖ

対
策

等
総

合
支

援
事

業
：

1
6
9
億

円
の

内
数

】
【

里
親

養
育

包
括

支
援

（
フ

ォ
ス

タ
リ

ン
グ

）
職

員
研

修
事

業
：

3
2
百

万
円

】

④
里

親
委

託
推

進
等

事
業

１
か

所
当

た
り

6
,3

8
4
千

円
新

規
里

親
委

託
件

数
1
5
件

以
上

3
0
件

未
満

１
か

所
当

た
り

1
,0

5
9
千

円
加

算
3
0
件

以
上

4
5
件

未
満

１
か

所
当

た
り

2
,7

9
2
千

円
加

算
4
5
件

以
上

１
か

所
当

た
り

3
,8

3
5
千

円
加

算
⑤

里
親

訪
問

等
支

援
事

業
１

か
所

当
た

り
9
,5

7
5
千

円
里

親
等

委
託

児
童

数
2
0
人

以
上

4
0
人

未
満

１
か

所
当

た
り

2
,2

2
7
千

円
加

算
≪
新

規
≫

4
0
人

以
上

6
0
人

未
満

１
か

所
当

た
り

4
,1

2
5
千

円
加

算
≪
新

規
≫

6
0
人

以
上

8
0
人

未
満

１
か

所
当

た
り

7
,4

3
6
千

円
加

算
≪
新

規
≫

8
0
人

以
上

１
か

所
当

た
り

1
0
,0

4
0
千

円
加

算
≪
新

規
≫

心
理

訪
問

支
援

員
配

置
加

算
（

常
勤

）
１

か
所

当
た

り
5
,0

0
3
千

円
加

算
心

理
訪

問
支

援
員

配
置

加
算

（
非

常
勤

）
１

か
所

当
た

り
1
,5

5
2
千

円
加

算
面

会
交

流
支

援
加

算
１

か
所

当
た

り
2
,1

9
4
千

円
加

算
≪
新

規
≫

夜
間

・
土

日
相

談
対

応
強

化
加

算
１

か
所

当
た

り
2
,8

1
5
千

円
加

算
≪
新

規
≫

⑥
共

働
き

家
庭

里
親

委
託

促
進

事
業

１
自

治
体

当
た

り
3
,7

4
7
千

円

○
里

親
養

育
包

括
支

援
（

フ
ォ

ス
タ

リ
ン

グ
）

職
員

研
修

事
業

≪
新

規
≫

【
実

施
主

体
】

法
人

（
公

募
に

よ
り

選
定

）
【

補
助

率
】

定
額

（
1
0
/1

0
相

当
）
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③
特
別
養
子
縁
組
の
推
進
【
拡
充
】

心
理

療
法

担
当

職
員

を
配

置
し

、
定

期
的

な
家

庭
訪

問
等

に
よ

る
養

子
縁

組
成

立
前

後
の

養
育

支
援

体
制

を
構

築
す

る
な

ど
、

養
親

希
望

者
へ

の
支

援
等

に
モ

デ
ル

的
に

取
り

組
む

養
子

縁
組

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

に
対

す
る

支
援

の
拡

充
や

、
受

審
が

義
務

化
さ

れ
る

第
三

者
評

価
に

要
す

る
費

用
を

補
助

す
る

。
ま

た
、

養
子

縁
組

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

を
利

用
す

る
養

親
希

望
者

の
手

数
料

負
担

の
軽

減
を

図
る

な
ど

、
特

別
養

子
縁

組
を

推
進

す
る

。
【

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

：
1
6
9
億

円
の

内
数

】
【

養
子

縁
組

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

職
員

研
修

事
業

：
1
9
百

万
円

】

○
養

子
縁

組
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
助

成
事

業
【

補
助

基
準

額
（

案
）

】
①

養
子

縁
組

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

基
本

助
成

事
業

・
養

子
縁

組
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
等

職
員

研
修

参
加

促
進

事
業

受
講

者
１

人
当

た
り

5
3
千

円
・

第
三

者
評

価
受

審
促

進
事

業
１

か
所

当
た

り
3
0
0
千

円
≪
新

規
≫
 

②
養

子
縁

組
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
支

援
体

制
構

築
等

モ
デ

ル
事

業
・

養
親

希
望

者
等

支
援

モ
デ

ル
事

業
１

か
所

当
た

り
4
,5

5
1
千

円
・

障
害

児
等

支
援

モ
デ

ル
事

業
１

か
所

当
た

り
2
,9

4
2
千

円
・

心
理

療
法

担
当

職
員

の
配

置
に

よ
る

相
談

支
援

体
制

構
築

モ
デ

ル
事

業
１

か
所

当
た

り
6
,0

7
2
千

円
≪
新

規
≫

・
特

定
妊

婦
へ

の
支

援
体

制
構

築
モ

デ
ル

事
業

１
か

所
当

た
り

6
,2

4
4
千

円
≪
新

規
≫

③
養

親
希

望
者

手
数

料
負

担
軽

減
事

業
１

人
当

た
り

上
限

3
0
0
千

円
≪
新

規
≫

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

児
童

相
談

所
設

置
市

【
補

助
率

】
国

1
/2

、
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
1
/2

３
．
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
な
ど
へ
の
支
援
（
続
き
）

○
養

子
縁

組
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
職

員
研

修
事

業
【

実
施

主
体

】
法

人
（

公
募

に
よ

り
選

定
）

【
補

助
率

】
定

額
（

1
0
/1

0
相

当
）

④
里
親
制
度
・
特
別
養
子
縁
組
制
度
の
普
及
促
進

里
親

制
度

及
び

特
別

養
子

縁
組

制
度

の
社

会
的

認
知

度
の

向
上

の
た

め
、

様
々

な
広

告
媒

体
を

活
用

し
た

広
報

啓
発

を
行

う
。

【
里

親
制

度
等

広
報

啓
発

事
業

：
7
0
百

万
円

】

【
実

施
主

体
】

法
人

（
公

募
に

よ
り

選
定

）
【

補
助

率
】

定
額

（
1
0
/1

0
相

当
）
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（
２
）
児
童
養
護
施
設
・
乳
児
院
等
の
小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
、
高
機
能
化
及
び
多
機
能
化
・
機
能
転
換
の
推
進

①
小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
、
高
機
能
化
及
び
多
機
能
化
・
機
能
転
換
の
推
進
【
拡
充
】

児
童

養
護

施
設

及
び

乳
児

院
に

お
け

る
小

規
模

か
つ

地
域

分
散

化
の

推
進

を
図

る
と

と
も

に
、

施
設

の
職

員
配

置
基

準
の

強
化

を
含

む
高

機
能

化
及

び
多

機
能

化
・

機
能

転
換

な
ど

を
推

進
し

、
社

会
的

養
育

体
制

の
充

実
（

※
）

を
図

る
。

併
せ

て
、

こ
れ

を
支

え
る

人
材

を
育

成
す

る
た

め
、

研
修

事
業

の
拡

充
を

図
る

。
※

・
児

童
養

護
施

設
に

お
け

る
生

活
単

位
の

小
規

模
か

つ
地

域
分

散
化

の
推

進
、

小
規

模
か

つ
地

域
分

散
化

さ
れ

た
生

活
単

位
（

地
域

小
規

模
児

童
養

護
施

設
及

び
定

員
６

名
の

分
園

型
小

規
模

グ
ル

ー
プ

ケ
ア

）
に

お
け

る
養

育
体

制
の

充
実

（
子

ど
も

：
職

員
＝

概
ね

６
：

３
→

６
：

４
）

・
児

童
養

護
施

設
に

お
け

る
ケ

ア
ニ

ー
ズ

が
非

常
に

高
い

子
ど

も
の

た
め

の
「

４
人

の
生

活
単

位
」

の
類

型
の

新
設

、
当

該
生

活
単

位
に

お
け

る
養

育
体

制
の

充
実

（
子

ど
も

：
職

員
＝

概
ね

６
：

３
→

４
：

４
）

・
乳

児
院

に
お

け
る

ケ
ア

ニ
ー

ズ
が

非
常

に
高

い
子

ど
も

の
た

め
の

「
４

人
の

生
活

単
位

」
に

お
け

る
養

育
体

制
の

充
実

（
子

ど
も

：
職

員
＝

概
ね

４
：

４
→

４
：

５
）

【
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
：

1
,3

1
7
億

円
の

内
数

】
【

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

：
1
6
9
億

円
の

内
数

】

３
．
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
な
ど
へ
の
支
援
（
続
き
）

○
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
・

小
規

模
か

つ
地

域
分

散
化

①
児

童
養

護
施

設
等

に
お

け
る

小
規

模
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
の

定
員

を
最

大
8
名

か
ら

６
名

に
引

き
下

げ
る

（
経

過
措

置
あ

り
）

。
②

地
域

小
規

模
児

童
養

護
施

設
及

び
定

員
６

名
の

分
園

型
小

規
模

グ
ル

ー
プ

ケ
ア

の
養

育
体

制
の

充
実

を
図

る
た

め
、

職
員

を
１

名
加

配
し

た
場

合
の

費
用

を
支

弁
す

る
。

※
小

規
模

か
つ

地
域

分
散

化
さ

れ
た

生
活

単
位

（
分

園
型

小
規

模
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
又

は
地

域
小

規
模

児
童

養
護

施
設

）
に

常
勤

１
人

を
加

配
す

る
・

高
機

能
化

①
児

童
養

護
施

設
に

お
い

て
、

ケ
ア

ニ
ー

ズ
が

非
常

に
高

い
子

ど
も

の
た

め
の

「
４

人
の

生
活

単
位

」
の

類
型

を
新

設
し

、
か

つ
、

当
該

生
活

単
位

に
お

け
る

養
育

体
制

の
充

実
を

図
る

た
め

、
職

員
を

４
名

（
非

常
勤

含
む

）
配

置
し

た
場

合
の

費
用

を
支

弁
す

る
。

※
ケ

ア
ニ

ー
ズ

が
非

常
に

高
い

子
ど

も
に

専
門

的
な

ケ
ア

を
行

う
た

め
、

心
理

職
や

医
師

、
看

護
師

な
ど

の
専

門
職

と
連

携
し

た
類

型
（

４
人

定
員

の
生

活
単

位
）

を
新

設
※

現
行

の
小

規
模

グ
ル

ー
プ

ケ
ア

に
対

し
て

常
勤

１
人

を
加

配
し

た
水

準
と

す
る

。
②

乳
児

院
に

お
い

て
、

ケ
ア

ニ
ー

ズ
が

非
常

に
高

い
乳

幼
児

の
た

め
の

「
４

人
の

生
活

単
位

」
に

お
け

る
養

育
体

制
の

充
実

を
図

る
た

め
、

職
員

を
５

名
（

非
常

勤
含

む
）

配
置

し
た

場
合

の
費

用
を

支
弁

す
る

。
※

現
行

の
小

規
模

グ
ル

ー
プ

ケ
ア

に
対

し
て

常
勤

１
人

を
加

配
し

た
水

準
と

す
る

。
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○
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
等

事
業

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

①
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
事

業
事

務
費

常
勤

心
理

職
配

置
の

場
合

１
か

所
当

た
り

1
1
,5

2
6
千

円
非

常
勤

心
理

職
配

置
の

場
合

１
か

所
当

た
り

7
,6

8
7
千

円
事

業
費

件
数

区
分

に
応

じ
て

１
か

所
当

た
り

3
5
3
千

円
～

6
,6

1
5
千

円
≪
運

用
改

善
≫

初
度

調
弁

費
１

か
所

当
た

り
4
0
0
千

円
②

児
童

養
護

施
設

退
所

児
童

等
に

対
す

る
自

立
促

進
事

業
１

か
所

当
た

り
1
,0

6
8
千

円
③

指
導

委
託

促
進

事
業

１
件

当
た

り
（

月
）

1
0
6
千

円
≪
運

用
改

善
≫

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

児
童

相
談

所
設

置
市

【
補

助
率

】
国

1
/2

、
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
1
/2

○
児

童
養

護
施

設
等

の
職

員
の

資
質

向
上

の
た

め
の

研
修

等
事

業
【

補
助

基
準

額
（

案
）

】
①

短
期

研
修

宿
泊

あ
り

１
人

当
た

り
1
3
2
,0

0
0
円

宿
泊

な
し

１
人

当
た

り
7
3
,0

0
0
円

②
長

期
研

修
送

り
出

し
施

設
１

人
当

た
り

1
,0

5
0
,0

0
0
円

受
入

施
設

（
他

施
設

職
員

受
入

）
１

人
当

た
り

2
1
6
,0

0
0
円

調
整

機
関

事
務

費
１

自
治

体
当

た
り

2
,9

9
2
,0

0
0
円

受
入

施
設

（
実

習
生

受
入

）
実

習
１

回
当

た
り

8
6
,2

0
0
円

受
入

施
設

（
実

習
生

等
就

職
促

進
）

１
日

当
た

り
3
,7

6
0
円

③
研

修
開

催
費

１
自

治
体

当
た

り
（

各
施

設
種

別
単

位
）

2
,4

4
3
,0

0
0
円

≪
新

規
≫

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

児
童

相
談

所
設

置
市

【
補

助
率

】
国

1
/2

、
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
1
/2
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②
児
童
養
護
施
設
・
乳
児
院
等
の
職
員
の
人
材
確
保
【
新
規
】

児
童

養
護

施
設

・
乳

児
院

等
の

職
員

の
人

材
確

保
に

向
け

て
、

職
員

の
更

な
る

処
遇

改
善

（
＋

１
％

）
を

図
る

と
と

も
に

、
補

助
職

員
の

活
用

に
よ

り
、

児
童

指
導

員
等

の
夜

勤
等

を
含

む
業

務
負

担
を

軽
減

す
る

。
【

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

：
1
,3

1
7
億

円
の

内
数

】
【

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

：
1
6
9
億

円
の

内
数

】

３
．
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
な
ど
へ
の
支
援
（
続
き
）

○
児

童
養

護
施

設
等

体
制

強
化

事
業

≪
新

規
≫

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

１
か

所
当

た
り

3
,8

3
3
千

円
【

実
施

主
体

】
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
・

市
及

び
福

祉
事

務
所

設
置

町
村

【
補

助
率

】
国

1
/2

、
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
1
/2

都
道

府
県

1
/4

、
市

・
福

祉
事

務
所

設
置

町
村

1
/4

（
市

及
び

福
祉

事
務

所
設

置
町

村
が

実
施

す
る

場
合

）

○
児

童
養

護
施

設
等

に
お

け
る

Ｉ
Ｃ

Ｔ
化

等
推

進
事

業
≪
平

成
3
0
年

度
第

2
次

補
正

予
算

案
≫

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

①
児

童
養

護
施

設
等

に
お

け
る

業
務

負
担

軽
減

の
た

め
の

Ｉ
Ｃ

Ｔ
化

推
進

事
業

１
か

所
当

た
り

1
,0

0
0
千

円
≪
新

規
≫

②
情

報
連

携
体

制
整

備
事

業
１

自
治

体
当

た
り

4
0
,0

0
0
千

円
≪
新

規
≫

③
児

童
相

談
所

に
お

け
る

Ｉ
Ｃ

Ｔ
化

推
進

事
業

１
か

所
当

た
り

1
,0

0
0
千

円
≪
新

規
≫

④
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
情

報
連

携
に

係
る

シ
ス

テ
ム

改
修

等
１

自
治

体
当

た
り

5
2
6
千

円
≪
新

規
≫

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

中
核

市
・

児
童

相
談

所
設

置
市

・
市

及
び

福
祉

事
務

所
設

置
町

村
、

市
町

村
【

補
助

率
】

①
児

童
養

護
施

設
等

に
お

け
る

業
務

負
担

軽
減

の
た

め
の

Ｉ
Ｃ

Ｔ
化

推
進

事
業

国
：

1
/2

（
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
：

1
/4

、
事

業
者

：
1
/4

）
国

：
1
/2

（
都

道
府

県
：

1
/8

、
市

及
び

福
祉

事
務

所
設

置
町

村
：

1
/8

、
事

業
者

：
1
/4

）
②

情
報

連
携

体
制

整
備

事
業

国
：

1
/2

、
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
：

1
/2

③
児

童
相

談
所

に
お

け
る

Ｉ
Ｃ

Ｔ
化

推
進

事
業

国
：

1
/2

、
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
：

1
/2

④
マ

イ
ナ

ン
バ

ー
情

報
連

携
に

係
る

シ
ス

テ
ム

改
修

等
国

：
2
/3

、
都

道
府

県
・

市
町

村
：

1
/3
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３
．
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
な
ど
へ
の
支
援
（
続
き
）

○
乳

児
院

等
多

機
能

化
推

進
事

業
【

補
助

基
準

額
（

案
）

】
①

育
児

指
導

機
能

強
化

事
業

１
か

所
当

た
り

4
,8

8
7
千

円
②

医
療

機
関

等
連

携
強

化
事

業
・

連
絡

調
整

を
担

う
職

員
１

か
所

当
た

り
1
,9

2
4
千

円
・

連
絡

調
整

を
担

う
職

員
が

看
護

職
員

で
あ

っ
て

、
直

接
支

援
も

実
施

す
る

場
合

・
医

療
的

ケ
ア

が
必

要
な

児
童

が
１

人
か

ら
５

人
以

下
の

場
合

１
か

所
当

た
り

2
,0

6
0
千

円
・

医
療

的
ケ

ア
が

必
要

な
児

童
が

６
人

以
上

９
人

以
下

の
場

合
１

か
所

当
た

り
4
,8

3
3
千

円
・

医
療

的
ケ

ア
が

必
要

な
児

童
が

1
0
人

以
上

の
場

合
１

か
所

当
た

り
6
,2

5
7
千

円
③

産
前

・
産

後
母

子
支

援
事

業
※

産
前

・
産

後
母

子
支

援
事

業
（

モ
デ

ル
事

業
）

の
全

国
展

開
と

併
せ

て
当

該
事

業
に

編
入

・
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
の

配
置

等
１

か
所

当
た

り
7
,0

6
8
千

円
・

看
護

師
の

配
置

等
１

か
所

当
た

り
4
,8

3
8
千

円
補

助
職

員
を

配
置

す
る

場
合

１
か

所
当

た
り

1
,0

5
9
千

円
加

算
・

改
修

費
・

備
品

費
等

１
か

所
当

た
り

8
,0

0
0
千

円
≪
新

規
≫

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

中
核

市
・

児
童

相
談

所
設

置
市

・
市

及
び

福
祉

事
務

所
設

置
町

村
【

補
助

率
】

国
1
/2

、
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
1
/2

都
道

府
県

1
/4

、
市

及
び

福
祉

事
務

所
設

置
町

村
1
/4

（
市

及
び

福
祉

事
務

所
設

置
町

村
が

実
施

す
る

場
合

）

③
乳
児
院
等
多
機
能
化
推
進
事
業
の
充
実
【
拡
充
】

乳
児

院
等

に
お

け
る

育
児

指
導

機
能

の
強

化
や

医
療

機
関

と
の

連
携

強
化

を
図

る
と

と
も

に
、

特
定

妊
婦

等
へ

の
支

援
を

行
う

産
前

・
産

後
母

子
支

援
事

業
の

全
国

展
開

等
（

再
掲

）
に

よ
り

、
多

機
能

化
等

に
向

け
た

取
組

を
推

進
す

る
。

【
児

童
虐

待
・

Ｄ
Ｖ

対
策

等
総

合
支

援
事

業
：

1
6
9
億

円
の

内
数

】
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○
児

童
養

護
施

設
等

の
生

活
向

上
の

た
め

の
環

境
改

善
事

業
【

補
助

基
準

額
（

案
）

】
（

い
ず

れ
も

１
か

所
当

た
り

）
・

児
童

養
護

施
設

等
の

環
境

改
善

事
業

8
,0

0
0
千

円
※

里
親

、
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
及

び
母

子
家

庭
等

就
業

・
自

立
支

援
セ

ン
タ

ー
分

は
1
,0

0
0
千

円
※

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

開
設

支
援

事
業

は
3
,0

0
0
千

円
・

地
域

子
育

て
支

援
拠

点
の

環
境

改
善

事
業

8
,0

0
0
千

円
・

児
童

相
談

所
及

び
一

時
保

護
所

の
環

境
改

善
事

業
8
,0

0
0
千

円
【

実
施

主
体

】
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

、
児

童
相

談
所

設
置

市
、

市
町

村
※

事
業

に
よ

り
一

部
異

な
る

【
補

助
率

】
国

1
/2

、
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
中

核
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
1
/2

（
都

道
府

県
1
/4

、
市

町
村

1
/4

）

３
．
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
な
ど
へ
の
支
援
（
続
き
）

④
児
童
養
護
施
設
等
の
小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
等
の
推
進

で
き

る
限

り
良

好
な

家
庭

的
環

境
で

子
ど

も
が

養
育

さ
れ

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

児
童

養
護

施
設

等
に

対
し

て
、

施
設

整
備

や
既

存
の

建
物

の
改

修
・

賃
借

料
へ

の
補

助
等

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
施

設
の

小
規

模
か

つ
地

域
分

散
化

に
向

け
た

取
組

を
着

実
に

推
進

す
る

。
【

次
世

代
育

成
支

援
対

策
施

設
整

備
交

付
金

：
1
5
7
億

円
の

内
数

】
【

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

：
1
,3

1
7
億

円
の

内
数

】
【

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

：
1
6
9
億

円
の

内
数

】
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○
社

会
的

養
護

自
立

支
援

事
業

等
【

補
助

基
準

額
（

案
）

】
①

社
会

的
養

護
自

立
支

援
事

業
※

母
子

生
活

支
援

施
設

を
対

象
に

追
加

≪
拡

充
≫

・
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
配

置
１

か
所

当
た

り
6
,1

3
1
千

円
・

居
住

費
支

援
１

人
当

た
り

月
額

里
親

8
6
千

円
、

児
童

養
護

施
設

3
0
9
千

円
等

・
生

活
費

支
援

１
人

当
た

り
月

額
就

学
・

就
労

を
し

て
い

な
い

者
5
0
,5

4
0
円

、
就

学
し

て
い

る
者

1
1
,0

2
0
円

、
一

般
住

宅
（

就
学

後
中

退
し

た
者

）
5
0
,0

0
0
円

等
・

生
活

相
談

支
援

１
か

所
当

た
り

常
勤

２
名

以
上

配
置

1
2
,1

5
0
千

円
、

左
記

以
外

8
,9

1
3
千

円
・

就
労

相
談

支
援

１
チ

ー
ム

当
た

り
5
,7

3
2
千

円
・

学
習

費
等

支
援

≪
新

規
≫

特
別

育
成

費
基

本
額

１
人

当
た

り
月

額
2
3
,9

8
5
円

、
資

格
取

得
等

特
別

加
算

１
人

当
た

り
5
6
,5

7
0
円

補
習

費
１

人
当

た
り

月
額

1
5
,0

0
0
円

補
習

費
特

別
分

１
人

当
た

り
月

額
2
5
,0

0
0
円

就
職

支
度

費
一

般
分

１
人

当
た

り
8
1
,2

6
0
円

、
特

別
基

準
分

１
人

当
た

り
1
9
4
,9

3
0
円

大
学

進
学

等
自

立
生

活
支

度
費

一
般

分
１

人
当

た
り

8
1
,2

6
0
円

、
特

別
基

準
分

１
人

当
た

り
1
9
4
,9

3
0
円

②
身

元
保

証
人

確
保

対
策

事
業

・
就

職
時

の
身

元
保

証
年

間
保

険
料

1
0
,5

6
0
円

・
賃

貸
住

宅
等

の
賃

借
時

の
連

帯
保

証
年

間
保

険
料

1
9
,1

5
2
円

・
大

学
・

高
等

学
校

等
入

学
時

の
身

元
保

証
年

間
保

険
料

1
0
,5

6
0
円

【
実

施
主

体
】

①
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
②

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

中
核

市
・

児
童

相
談

所
設

置
市

・
市

及
び

福
祉

事
務

所
設

置
町

村
【

補
助

率
】

国
：

1
/2

、
都

道
府

県
･指

定
都

市
･中

核
市

･児
童

相
談

所
設

置
市

：
1
/2

（
都

道
府

県
：

1
/4

、
市

及
び

福
祉

事
務

所
設

置
町

村
：

1
/4

）

（
３
）
自
立
支
援
の
充
実
等

①
社
会
的
養
護
自
立
支
援
事
業
等
の
充
実
【
拡
充
】

里
親

や
児

童
養

護
施

設
等

の
委

託
・

入
所

者
に

対
し

て
、

自
立

に
向

け
た

支
援

の
充

実
を

図
る

た
め

、
措

置
解

除
後

も
原

則
2
2
歳

の
年

度
末

ま
で

の
間

、
引

き
続

き
里

親
家

庭
や

施
設

等
に

居
住

し
て

必
要

な
支

援
を

行
う

「
社

会
的

養
護

自
立

支
援

事
業

」
及

び
「

就
学

者
自

立
支

援
事

業
」

に
つ

い
て

、
高

校
卒

業
後

に
浪

人
し

た
者

等
に

対
す

る
学

習
塾

費
の

支
援

な
ど

大
学

等
へ

の
進

学
に

向
け

た
学

習
費

や
進

学
す

る
際

の
支

度
費

な
ど

の
新

た
な

補
助

等
を

行
う

。
【

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

：
1
6
9
億

円
の

内
数

】

３
．
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
な
ど
へ
の
支
援
（
続
き
）
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３
．
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
な
ど
へ
の
支
援
（
続
き
）

○
就

学
者

自
立

生
活

援
助

事
業

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

①
生

活
費

支
援

１
人

当
た

り
月

額
1
1
,0

2
0
円

②
特

別
育

成
費

基
本

額
１

人
当

た
り

月
額

2
3
,9

8
5
円

、
資

格
取

得
等

特
別

加
算

１
人

当
た

り
5
6
,5

7
0
円

③
児

童
用

採
暖

費
１

人
当

た
り

月
額

3
6
3
円

④
就

職
支

度
費

一
般

分
１

人
当

た
り

8
1
,2

6
0
円

、
特

別
基

準
分

１
人

当
た

り
1
9
4
,9

3
0
円

⑤
大

学
進

学
等

自
立

生
活

支
度

費
一

般
分

１
人

当
た

り
8
1
,2

6
0
円

、
特

別
基

準
分

１
人

当
た

り
1
9
4
,9

3
0
円

⑥
補

習
費

≪
新

規
≫

１
人

当
た

り
月

額
1
5
,0

0
0
円

、
補

習
費

特
別

分
１

人
当

た
り

月
額

2
5
,0

0
0
円

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

児
童

相
談

所
設

置
市

【
補

助
率

】
国

1
/2

、
都

道
府

県
･指

定
都

市
･中

核
市

･児
童

相
談

所
設

置
市

1
/2

（
前

ペ
ー

ジ
か

ら
の

続
き

）

○
児

童
養

護
施

設
退

所
者

等
に

対
す

る
自

立
支

援
資

金
貸

付
事

業
≪
平

成
3
0
年

度
第

2
次

補
正

予
算

案
≫

【
貸

付
対

象
者

及
び

貸
付

額
等

】
➀

就
職

者
：

就
職

に
よ

り
児

童
養

護
施

設
等

を
退

所
し

た
者

等
で

あ
っ

て
、

保
護

者
が

い
な

い
又

は
保

護
者

か
ら

の
養

育
拒

否
等

に
よ

り
、

住
居

や
生

活
費

な
ど

安
定

し
た

生
活

基
盤

の
確

保
が

困
難

又
は

そ
れ

が
見

込
ま

れ
る

者
。

【
貸

付
額

：
家

賃
貸

付
と

し
て

家
賃

相
当

額
（

生
活

保
護

制
度

に
お

け
る

当
該

地
域

の
住

宅
扶

助
額

を
上

限
）

】
【

貸
付

期
間

：
2
年

】
➁

進
学

者
：

大
学

等
へ

の
進

学
に

よ
り

児
童

養
護

施
設

等
を

退
所

し
た

者
等

で
あ

っ
て

保
護

者
が

い
な

い
又

は
保

護
者

か
ら

の
養

育
拒

否
等

に
よ

り
、

住
居

や
生

活
費

な
ど

安
定

し
た

生
活

基
盤

の
確

保
が

困
難

又
は

そ
れ

が
見

込
ま

れ
る

者
。

【
貸

付
額

：
家

賃
貸

付
と

し
て

家
賃

相
当

額
（

生
活

保
護

制
度

に
お

け
る

当
該

地
域

の
住

宅
扶

助
額

を
上

限
）

、
生

活
費

貸
付

と
し

て
月

額
5
万

円
】

【
貸

付
期

間
：

正
規

修
学

年
数

】
③

資
格

取
得

希
望

者
：

児
童

養
護

施
設

等
に

入
所

中
の

者
等

で
あ

っ
て

、
就

職
に

必
要

な
各

種
資

格
を

取
得

す
る

こ
と

を
希

望
す

る
者

。
【

貸
付

額
：

資
格

取
得

貸
付

と
し

て
実

費
（

上
限

2
5
万

円
）

】
※

一
定

の
条

件
（

家
賃

貸
付

及
び

生
活

費
貸

付
は

５
年

間
の

就
業

継
続

、
資

格
取

得
貸

付
は

２
年

間
の

就
業

継
続

）
を

満
た

し
た

場
合

に
は

返
還

免
除

【
実

施
主

体
】

①
都

道
府

県
（

都
道

府
県

が
適

当
と

認
め

た
者

へ
の

委
託

も
可

能
）

②
都

道
府

県
が

適
当

と
認

め
る

社
会

福
祉

法
人

、
公

益
社

団
法

人
、

公
益

財
団

法
人

な
ど

の
民

間
法

人
（

都
道

府
県

が
貸

付
に

当
た

っ
て

必
要

な
指

導
・

助
言

を
行

う
場

合
に

限
る

。
）

【
補

助
率

】
➀

の
場

合
国

9
/1

0
、

都
道

府
県

1
/1

0
②

の
場

合
定

額
（

9
/1

0
相

当
）

※
都

道
府

県
は

、
貸

付
実

績
に

応
じ

て
1
/1

0
相

当
を

負
担

- 176 -



○
未

成
年

後
見

人
支

援
事

業
【

補
助

基
準

額
（

案
）

】
①

未
成

年
後

見
人

の
報

酬
補

助
事

業
年

額
2
4
0
千

円
②

未
成

年
後

見
人

が
加

入
す

る
損

害
賠

償
保

険
料

補
助

事
業

未
成

年
後

見
人

：
5
,2

1
0
円

、
被

後
見

人
：

6
,1

9
0
円

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

児
童

相
談

所
設

置
市

【
補

助
率

】
国

1
/2

、
都

道
府

県
・

指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
1
/2

②
未
成
年
後
見
人
支
援
事
業
【
拡
充
】

未
成

年
後

見
人

の
確

保
を

図
る

た
め

、
未

成
年

後
見

人
に

対
す

る
報

酬
や

損
害

賠
償

保
険

料
の

補
助

を
実

施
す

る
。

※
被

後
見

人
の

資
産

要
件

を
緩

和
（

1
,0

0
0
万

円
未

満
→

1
,7

0
0
万

円
未

満
）

【
児

童
虐

待
・

Ｄ
Ｖ

対
策

等
総

合
支

援
事

業
：

1
6
9
億

円
の

内
数

】

３
．
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
な
ど
へ
の
支
援
（
続
き
）
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③
補
習
費
（
特
別
育
成
費
）
の
充
実
【
拡
充
】

児
童

養
護

施
設

等
入

所
者

等
の

大
学

進
学

を
推

進
す

る
た

め
、

「
特

別
育

成
費

」
の

「
補

習
費

」
を

月
額

1
5
,0

0
0
円

か
ら

月
額

2
0
,0

0
0
円

（
高

校
３

年
生

に
つ

い
て

は
2
5
,0

0
0
円

）
に

増
額

す
る

。
【

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

：
1
,3

1
7
億

円
の

内
数

】

３
．
虐
待
を
受
け
た
子
ど
も
な
ど
へ
の
支
援
（
続
き
）

④
通
学
費
（
特
別
育
成
費
）
の
実
費
分
の
支
弁
【
新
規
】

児
童

養
護

施
設

等
入

所
者

等
の

学
習

機
会

を
確

保
す

る
た

め
、

「
特

別
育

成
費

」
に

「
通

学
費

」
を

新
設

し
、

通
学

に
か

か
る

実
費

を
支

弁
す

る
。

【
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
：

1
,3

1
7
億

円
の

内
数

】

⑤
特
別
育
成
費
の
適
正
化

こ
れ

ま
で

の
定

額
支

弁
を

実
費

支
弁

（
た

だ
し

、
現

行
の

単
価

を
上

限
※
と

す
る

。
）

に
変

更
し

、
特

別
育

成
費

の
適

正
化

を
図

る
。

※
新

設
す

る
通

学
費

を
除

く
【

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

：
1
,3

1
7
億

円
の

内
数

】

⑥
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
（
自
立
援
助
ホ
ー
ム
）
に
お
け
る
受
託
支
度
費
の
支
弁
【
新
規
】

自
立

援
助

ホ
ー

ム
に

入
所

す
る

児
童

等
（

虐
待

等
に

よ
り

保
護

者
の

援
助

が
見

込
め

な
い

児
童

等
に

限
る

。
）

が
、

速
や

か
に

生
活

基
盤

を
整

え
、

就
労

等
の

自
立

に
繋

げ
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

、
受

託
支

度
費

を
支

弁
す

る
。

【
児

童
入

所
施

設
措

置
費

等
：

1
,3

1
7
億

円
の

内
数

】

⑦
冷
暖
房
費
の
創
設
【
新
規
】

夏
季

の
冷

房
費

用
を

支
弁

す
る

こ
と

と
し

、
通

年
の

「
冷

暖
房

費
」

を
創

設
す

る
。

※
こ

れ
に

伴
い

事
務

用
採

暖
費

、
児

童
用

採
暖

費
、

寒
冷

地
加

算
を

廃
止

す
る

。
【

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

：
1
,3

1
7
億

円
の

内
数

】
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児
童
虐
待
防
止
対
策
体
制
総
合
強
化
プ
ラ
ン
（
新
プ
ラ
ン
）
の
ポ
イ
ン
ト

（
平
成
3
0
年
1
2
月
1
8
日
児
童
虐
待
防
止
対
策
に
関
す
る
関
係
府
省
庁
連
絡
会
議
決
定
）

「
児

童
虐

待
防
止
対

策
の

強
化

に
向
け
た

緊
急

総
合

対
策
」
（

平
成

30
年

７
月

20
日

児
童

虐
待

防
止
対
策

に
関

す
る

関
係
閣
僚

会
議

決
定

）
に

基
づ

き
、

児
童
相
談

所
や

市
町

村
の
体
制

及
び

専
門

性
を
計
画

的
に

強
化

す
る
た
め

「
児

童
虐

待
防
止
対

策
体

制
総

合
強
化
プ

ラ
ン

」
（

新
プ

ラ
ン

）
を

策
定
す
る

。

児
童

相
談

所
の

体
制

強
化

市
町

村
の

体
制

強
化

人
→

人
＋

2,
02

0
人

程
度

人
→

人
※
１

＋
79

0
人

程
度

人
※

３
→

＋
11

0
人

程
度

人
→

人
＋

2,
93

0
人

程
度

児
童

福
祉

司
3,

24
0

5,
26

0

合
計

4,
69

0
7,

62
0

児
童
心

理
司

1,
36

0
2,

15
0

保
健
師

10
0

各
児
童
相

談
所

※
２

市
町

村
※

→

市
町

村
※

→
要
対
協
調
整
機
関
調
整

担
当
者

9
8
8

－

子
ど
も
家
庭
総
合
支
援

拠
点

1
0
6

－
全

市
町

村

全
市

町
村

※
２

20
20
年
度
ま
で

（
注
）
児
童
相
談
所
数
：
21
2箇

所
（
20
18
年
10
月
時
点
）

市
町
村
数
：
1,
74
1箇

所
（
20
18
年
4月

時
点
）

2
0
1
7
年

度
実

績
2
0
2
2
年

度
目

標
増

員
数

※
20
18
年
２
月
実
績

※
１

20
24
年
度
ま
で
に
2,
50
0人

※
３

複
数
人

配
置
し
て
い
る
児
童
相
談
所
の
人
数
を
含
め
る
と
、
14
0人
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【
児
童
相
談
所
】

4
,
3
0
0
人

5,
26
0
人

1
,
0
7
0
人

2,
02
0
人

1
,
6
1
0
人

2,
15
0
人

2
6
0
人

79
0
人

1
1
0
人

【
市
町
村
】

8
0
0
市
町
村

6
9
4
市
町
村

1
,
1
7
5
市
町
村

1
8
7
市
町
村

※
20
19
年
度
の
計
画
を
踏
ま
え
、
地
方
財
政
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
予
定
。

要
対
協
調
整
機
関
調
整
担
当
者

98
8
市
町
村

全
市
町
村

各
児
童
相
談
所

各
児
童
相
談
所

子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点

10
6
市
町
村

全
市
町
村

児
童
心
理
司

1,
36
0
人

保
健
師

10
0
人

20
17
年
度

（
実
績
）

2
0
1
9
年
度

（
新
プ
ラ
ン
初
年
度
）
※

20
22
年
度

（
新
プ
ラ
ン
目
標
）

児
童
福
祉
司

3,
24
0
人

児
童
虐
待
防
止
対
策
体
制
総
合
強
化
プ
ラ
ン
（
新
プ
ラ
ン
）
計
画
初
年
度

＋
＋ ＋

＋ ＋＋＋

(2
01

8年
２
月
実
績

)

(2
01

8年
２
月
実
績

)
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「
児
童
虐
待
防
止
対

策
体
制

総
合

強
化

プ
ラ

ン
」

（
新
プ
ラ
ン

）
に

基
づ
き
、

児
童
相

談
所
や

市
区
町
村
子
ど

も
家
庭

総
合

支
援

拠
点

の
体

制
を
強
化
す
る
。

「
児
童

虐
待
防
止

対
策

の
強

化
に

向
け

た
緊

急
総
合
対
策

」
及
び

「
児

童
虐
待
防

止
対
策

体
制

総
合

強
化

プ
ラ

ン
」

（
新
プ

ラ
ン

）
等
に

基
づ

き
、

児
童

相
談
所

・
市

町
村
に

お
け

る
職

員
体

制
・

専
門

性
強
化
等

を
図

る
。

・
児
童
相
談
所
全
国

共
通
ダ

イ
ヤ

ル
「

1
8
9」

の
無
料
化
に

伴
い

、
夜
間
・

休
日

を
問

わ
ず

、
児
童
相
談
所

が
対
応

す
る

通
告

・
相

談
に

対
し
て

随
時
直
接
応
じ
ら
れ
る
よ
う

2
4時

間
対
応
強
化
の

た
め
の

体
制

を
拡

充
す

る
。

・
児
童
相
談
所

と
病

院
と
の

間
に

お
け

る
子

ど
も

の
退
院

に
向

け
た

調
整
及
び

退
院
後

の
処
遇
に

係
る

調
整

（
入
所

先
、

保
護

者
、

関
係

機
関
等

と
の

調
整

）
を

図
る
た
め
の

職
員

を
配
置
す
る
た

め
の
費

用
の

補
助

を
創

設
す
る
。

・
子
育
て
に
悩

み
を

抱
え
る

者
や

子
ど

も
本

人
か
ら
の
相
談
に
つ
い
て
、

多
く
の
方
が

利
用

し
や
す
い

よ
う

Ｓ
Ｎ
Ｓ

等
を

活
用

し
た

相
談

窓
口
を

開
設

・
運
用
す
る
た
め
の
補

助
を

創
設

す
る

。

児
童
相
談
所
体
制
整
備
事
業
【
新
規
・
拡
充
】

児
童
相
談
所
の

業
務

を
学
ぶ

間
の

代
替

職
員

の
配

置
に
要

す
る

費
用

を
拡
充
す
る
。

児
童
相
談
所
設
置
促
進
事
業
【
拡
充
】

一
時
保
護
専
用
施
設

を
賃
貸

物
件

を
活

用
し

て
設
置
す
る

際
に

、
一
時
保
護
専
用
施
設

の
設
備
基
準

を
満

た
す

た
め
に

必
要

な
改

修
費

の
一
部
を
補
助
す
る
。

賃
貸
物
件
に
よ
る
一
時
保
護
専
用
施
設
改
修
費
支
援
事
業
【
新
規
】

児
童
相
談
所
等

の
職

員
の
専

門
性

向
上

の
た

め
、

現
在
、

東
日
本
に

１
か

所
の
み
と

な
っ
て
い
る

研
修

セ
ン

タ
ー
に

つ
い

て
、

事
業

を
拡
充
し
、

西
日
本
に
も
拠
点
を

設
け
る

。

虐
待
・
思
春
期
問
題
情
報
研
修
セ
ン
タ
ー
事
業
【
拡
充
】

子
ど
も
の

権
利
擁
護

を
推
進

す
る

観
点

か
ら

、
電

話
や
ハ

ガ
キ

に
よ

る
相

談
、

第
三
者

の
訪
問

に
よ
る
聴
取
等

の
方
法

に
よ

り
、

児
童

相
談

所
が
関

与
し

た
子

ど
も

の
意

見
表
明

を
受
け

止
め
る
体
制
の

構
築
を

図
る

た
め

の
実

証
モ

デ
ル
事

業
を

実
施

す
る

。

子
ど
も
の
権
利
擁
護
に
係
る
実
証
モ
デ
ル
事
業
（
仮
称
）
【
新
規
】

・
市
区
町
村
子

ど
も

家
庭
総

合
支

援
拠

点
の

設
置

を
促
進

す
る

た
め

、
開

設
準

備
経
費

へ
の

補
助

を
創
設
す

る
と
と

も
に

、
土

日
・

夜
間

の
運
営

費
の

補
助

を
創

設
す

る
。

・
支
援
拠
点
を

通
じ

た
レ
ス

パ
イ

ト
ケ

ア
等

の
在

宅
で
の

養
育

支
援

の
充

実
を

図
る
。

（
※
）

こ
れ
ら
と

併
せ

て
都
道

府
県

に
よ

る
市

町
村

職
員
へ

の
研

修
事

業
を

拡
充

し
、

専
門
性

の
向
上
を

図
る
。

市
町
村
相
談
体
制
整
備
事
業
【
新
規
・
拡
充
】

児
童
虐
待

の
早
期
発

見
・
早

期
対

応
に

関
す

る
取

組
を
強

化
す

る
た

め
、

未
就

園
児
等

の
い
る

家
庭

へ
の

全
戸

訪
問
を

行
う

事
業

を
創

設
す

る
。

未
就
園
児
等
全
戸
訪
問
事
業
（
仮
称
）
【
新
規
】

必
要

な
通
告
を

行
い

や
す
い

環
境

整
備

を
行

う
た

め
に
、

児
童

相
談

所
全

国
共

通
ダ
イ

ヤ
ル
「

１
８
９
（

い
ち

は
や
く

）
」

を
無

料
化

す
る

。
（
平

成
30
年
度

２
次

補
正

予
算
）

児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル
「
1
8
9
」
の
無
料
化
【
新
規
】

都
道
府
県
等
が
行
う
学
生
向
け
セ
ミ
ナ
ー
企
画
や
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
企
画
な
ど
、
児

童
福
祉
司
等
の
専
門
職
の
確
保
の
た
め
の
採
用
活
動
等
に
係
る
費
用
の
補
助
を
創
設
す
る
。

児
童
福
祉
司
等
専
門
職
採
用
活
動
支
援
事
業
【
新
規
】

被
後
見
人
（

子
ど
も
）

の
資
産

要
件

を
1,
0
0
0万

円
未

満
か
ら

1
,
70
0
万
円

未
満

へ
見

直
す
。

未
成
年
後
見
人
支
援
事
業
【
要
件
緩
和
】

市
町
村
の

関
係
部
署

や
児
童

相
談

所
等

の
関

係
機

関
間
の

よ
り

効
率

的
な

情
報

共
有
を

進
め
る
た
め

、
Ｉ
Ｃ
Ｔ

を
活
用

し
た

シ
ス

テ
ム

整
備

を
促
進

す
る

。

虐
待
防
止
の
た
め
の
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
構
築
事
業
（
仮
称
）
【
新
規
】

児
童
虐
待
防
止
対
策
の
強
化

児
童
相
談
所
・
市
町
村
に
お
け
る
体
制
強
化

＜
児

童
虐
待

・
DV
対
策

等
総

合
支

援
事
業
＞
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家
庭

養
育

優
先

原
則

に
基

づ
く

取
組

等
の

推
進

・
広

報
の

企
画

立
案

、
講

演
会
や

説
明
会

の
開
催

等
に
よ

る
制

度
の
普

及
啓

発

研
修

･
ト
レ

ー
ニ
ン

グ
研
修

･
ト
レ

ー
ニ
ン

グ
・

登
録

前
研

修
、

更
新

研
修

の
実

施
・

委
託

後
や

未
委

託
里

親
へ
の
ト

レ
ー
ニ

ン
グ
の

実
施

・
子

ど
も

と
里

親
と

の
マ

ッ
チ
ン

グ
・

自
立

支
援

計
画

の
作

成

・
委

託
後

の
里

親
家

庭
へ

の
訪
問

支
援
、

夜
間
・

休
日
相

談
・

定
期

的
な

相
互

交
流
の

場
を
設

け
、
情

報
交
換

等
を
図

る

マ
ッ

チ
ン
グ

マ
ッ

チ
ン
グ

委
託

後
支
援

・
交
流

委
託

後
支
援

・
交
流

リ
ク

ル
ー
ト

リ
ク

ル
ー
ト

包
括
的
な
里
親
養
育
支
援
体
制
の
構
築

包
括
的

な
里
親

養
育
支
援

体
制

の
構

築
に
向

け
て
、
里

親
リ

ク
ル

ー
タ
ー

の
配
置

及
び
委

託
児
童

数
に
応
じ

た
相

談
支

援
員
の

加
配
等
に

よ
り

支
援

体
制
を

拡
充

す
る

と
と

も
に
、

フ
ォ
ス
タ

リ
ン

グ
業

務
（
包

括
的
里
親

養
育

支
援

）
を
担

う
職
員

の
人
材

育
成
に

向
け
た
研

修
事

業
の

創
設
等

に
よ
り
、

里
親

等
委

託
を
推

進
す
る

。
併
せ

て
、
民
間

フ
ォ
ス

タ
リ

ン
グ

機
関
の

積
極
活
用

や
、

養
子

縁
組
民

間
あ
っ

せ
ん
機

関
等
を

活
用
し
た

養
子

縁
組

里
親
へ

の
支
援
な

ど
、

都
道

府
県

等
に
よ

る
地
域

の
実
情
に

応
じ

た
取

組
を
推

進
す
る
。

施
設
の
小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
、
高
機
能
化

及
び
多
機
能
化
・
機
能
転
換
等
に
向
け
た
取
組
の
推
進

・
児

童
養

護
施
設

及
び
乳
児

院
に

お
け

る
小
規

模
か
つ
地

域
分

散
化

の
推
進

を
図

る
と

と
も

に
、
施

設
の
職
員

配
置

基
準

の
強
化

を
含
む
高

機
能

化
及

び
家
庭

養
育

支
援
へ
の

機
能

転
換
な
ど

を
推

進
し

、
社
会

的
養
育
体

制
の

充
実

を
図
る

。
併

せ
て

、
こ
れ

を
支

え
る
人
材

を
育

成
す

る
た
め

研
修
事
業

を
拡

充
す

る
。

・
児

童
養

護
施
設

・
乳
児
院

等
の

職
員

の
人
材

確
保
に
向

け
て

、
職

員
の
処

遇
改

善
を

図
る
と

と
も

に
、
補
助

職
員

の
活

用
に
よ

り
、
児
童

指
導

員
等

の
夜
勤

等
を

含
む
業
務

負
担

を
軽
減
す

る
。

・
特

定
妊

婦
等
へ

の
支
援
を

行
う

産
前

・
産
後

母
子
支
援

事
業

に
つ

い
て
、

全
国

展
開

を
図

る
と
と

も
に
、
妊

婦
及

び
出

産
後
の

母
子
を
入

所
さ

せ
る

た
め
に

必
要

と
な
る

施
設
の

改
修
費
・

備
品

費
等

を
新
た

に
補
助
対

象
に

加
え

る
。

・
施

設
整

備
費
や

既
存
の
建

物
の

賃
借

料
に
対

す
る
助
成

等
に

よ
り

、
小
規

模
化

か
つ

地
域

分
散
化

に
向
け
た

取
組

を
着

実
に
実

施
す
る
。

特
別
養
子
縁
組
の
推
進

心
理

療
法

担
当
職

員
を
配
置

し
、

定
期

的
な
家

庭
訪
問
等

に
よ

る
養

子
縁
組

成
立

前
後
の

養
育
支

援
体
制
の

構
築

等
、

養
親
希

望
者
へ
の

支
援

等
に

モ
デ
ル

的
に

取
り
組

む
養
子

縁
組
民
間

あ
っ

せ
ん

機
関
に

対
す
る
支

援
の

拡
充

や
、
受

審
が

義
務
化

さ
れ
る

第
三
者
評

価
に

要
す

る
費
用

を
補
助
す

る
と

と
も

に
、
養

子
縁

組
民
間

あ
っ
せ

ん
機
関
を

利
用

す
る

養
親
希

望
者
の
負

担
軽

減
を

図
る
な

ど
、

特
別
養

子
縁
組

を
推
進
す

る
。

実
親

や
養

親
希

望
者

等
の

負
担

軽
減

等
に

向
け
た

モ
デ
ル

的
な
取

組

➢
児

童
相

談
所

等
の

関
係

機
関
と

連
携
し

た
支
援

➢
特

別
な

支
援
を

要
す

る
子

ど
も

の
あ
っ

せ
ん

及
び

支
援

➢
心

理
療

法
担

当
職

員
の

定
期

的
な

家
庭

訪
問

等
に
よ
る

養
子

縁
組

成
立

前
後
の

養
育

支
援

➢
特

定
妊

婦
等
に

対
す

る
相

談
支

援

・
児
童
入
所

施
設
措
置
費
等
1,
31
7億

円
の
内
数

・
児
童
虐
待

・
DV
対
策
等
総
合
支
援
事
業
16
9億

円
の
内
数

・
里
親
制
度

等
広
報
啓
発
事
業
70
百
万
円

・
里
親
養
育

包
括
支
援
（
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
）
職
員
研
修
事
業
32
百
万
円

・
養
子
縁
組

民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
職
員
研
修
事
業
19
百
万
円

里
親
・

養
子

縁
組

支
援

一
時

保
護

機
能

特
定

妊
婦

等
支

援
在

宅
支

援

小
規
模

か
つ

地
域
分
散

化

自
立
支
援
の
充
実

里
親

や
児

童
養
護

施
設
等
の

委
託

・
入

所
者
に

対
す
る
自

立
に

向
け

た
支

援
の

充
実
を

図
る
た

め
、
学
習

塾
費

や
通

学
費
等

を
拡
充
す

る
と

と
も

に
、

措
置

解
除
後

も
原
則

2
2
歳
の
年

度
末

ま
で

の
間
、

引
き
続
き

里
親

家
庭

や
施

設
等

に
居
住

し
て
必

要
な
支
援

を
行

う
「

社
会
的

養
護
自
立

支
援

事
業

」
に

つ
い

て
、
高

校
卒
業

後
に
浪
人

し
た

者
等

に
対
す

る
学
習
塾

費
の

支
援

な
ど

大
学

等
へ
の

進
学
に

向
け
た
学

習
費

や
進

学
す
る

際
の
支
度

費
な

ど
の

新
た

な
補
助

等
を
行

う
。

民
間

あ
っ

せ
ん
機

関
を
利

用
す

る
養

親
希

望
者

の
手
数
料

負
担

の
軽
減

高
機

能
化

(
専

門
養

育
機

能
)

- 182 -



乳
児
院
や

児
童

養
護

施
設

等
の

高
機

能
化

及
び

多
機
能
化

・
機
能

転
換

等
を

図
る

た
め

、
育
児

指
導

機
能

の
強

化
や
医

療
機

関
と

の
連

携
強

化
、

特
定

妊
婦
等

へ
の
支
援

体
制

の
強

化
等

に
係
る

事
業

の
実
施

に
要
す
る

費
用

を
補
助

。
①
育
児
指

導
機
能

強
化

事
業

乳
児
院
等

に
お

け
る
保

護
者

等
へ

の
支

援
の
た

め
、

施
設

に
育
児

指
導

を
行

う
者

を
配
置

し
、

子
ど

も
の

発
達

段
階
に

応
じ

た
子

育
て

方
法
を

一
緒

に
行
い
な

が
ら

伝
え

る
こ

と
等

に
よ

り
、

親
子

関
係

の
強

化
や
親

子
関

係
再
構
築

の
た
め

の
育

児
指

導
機

能
の

充
実
を

図
る

。
②
医
療
機

関
等
連

携
強

化
事

業
乳
児
院
等

に
お

け
る
医

療
機

関
と

の
連

携
強
化

を
図

る
た

め
、
医

療
機

関
と
の

連
絡
調
整

等
を

担
う
職

員
を
配

置
す

る
こ

と
に

よ
り
、

医
療

的
ケ

ア
が

必
要
な

児
童

等
の
円

滑
な
受

入
を
促

進
す
る

。
③
産
前

・
産
後
母

子
支

援
事

業
妊
娠
期
か

ら
、
出

産
後

の
養

育
へ

の
支
援

が
必

要
な
妊
婦

等
へ
の

支
援

体
制

を
強

化
す
る

た
め

、
乳

児
院

や
母

子
生

活
支

援
施

設
、
産

科
医

療
機

関
等
に
コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

を
配

置
し
、

妊
娠
期

か
ら

出
産

後
ま
で

の
継

続
し
た

支
援

を
提

供
す

る
。

ⅰ
予
期

せ
ぬ

妊
娠
な

ど
妊

娠
、

出
産
に

つ
い

て
悩

む
妊

婦
の
た

め
の

相
談
窓
口

を
開
設

す
る

。
ⅱ

相
談

等
を

通
じ

て
支

援
が

必
要
な

妊
婦
等

を
把
握

し
た

時
は

、
妊

婦
等

の
心

身
の
状

況
や

現
在
の

生
活

状
況

を
踏

ま
え
、

支
援

計
画

を
作

成
す

る
。

ⅲ
産
前

産
後

に
必

要
と

な
る
妊

娠
相

談
、

分
娩
、

生
活

相
談

、
住
居

支
援

に
つ

い
て

、
既
存

資
源
の

活
用
も

含
め

て
調

整
し

、
支

援
を

提
供

す
る
。

ⅳ
特
定

妊
婦

等
や
出

産
後
の

母
と
子

に
対

し
て
、

一
時

保
護
委

託
等

を
受

け
る

こ
と
に

よ
り

緊
急

的
な

住
ま

い
を
提

供
し
、

看
護

師
に

よ
る

専
門

性
を
活
か
し

た
支

援
を

実
施
す

る
と

と
も

に
、
自

立
に
向
け

た
家
事

な
ど

の
日
常
生

活
上

の
援

助
や

住
ま

い
の
確

保
に
向

け
た
支

援
等
を

行
う
。

ⅴ
出
産

後
、

自
ら
子

ど
も

を
育

て
る

こ
と
が

で
き
な
い

場
合

な
ど

、
母
親

が
希

望
す
る

場
合

に
は
、

児
童

相
談

所
と

連
携
し

、
特

別
養

子
縁

組
に
向

け
た
支
援

を
行
う

。
［
拡
充
内

容
］

・
20
18

年
度
ま

で
実

施
し

て
い

た
モ

デ
ル

事
業

を
全
国
展

開
※

乳
児

院
等
多
機

能
化
推

進
事

業
に
編

入

・
妊
婦
及

び
出

産
後
の

母
子
を
入

所
さ
せ

る
た

め
に

必
要

と
な
る

施
設

の
改
修
費

・
備
品

費
等

を
新

た
に
補

助
対
象
に

追
加

都
道
府
県

・
指
定

都
市

・
中

核
市

・
児

童
相
談

所
設
置
市

・
市
及

び
福

祉
事
務
所

設
置

町
村

国
：
１

／
２
、

都
道

府
県
・
指

定
都

市
・

中
核

市
・
児
童

相
談
所

設
置

市
：
１
／

２
国

：
１

／
２
、

都
道

府
県
：
１

／
４
、

市
及
び

福
祉
事
務

所
設
置

町
村

：
１
／
４

※
市

及
び

福
祉

事
務

所
設

置
町

村
が
実

施
す

る
場

合

乳
児

院
等

多
機

能
化

推
進

事
業

１
．

事
業
内

容

２
．

実
施
主

体

【
平

成
31
年

度
予
算
案

】
16
9億

円
の

内
数
（

児
童

虐
待

・
DV
対
策

等
総

合
支

援
事
業
）

３
．

補
助
率
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①
育
児
指

導
機
能

強
化

事
業

4
,8
8
7
千

円

②
医
療
機

関
等
連

携
強

化
事

業
ⅰ

連
絡
調
整

を
担

う
職

員
1
,9
2
4
千

円
ⅱ

連
絡
調
整

を
担

う
職

員
が

看
護

職
員
で

あ
っ
て

、
直
接
支

援
も

実
施
す
る

場
合

ア
医
療
的

ケ
ア

が
必

要
な

児
童
が

１
人

か
ら
５

人
以
下

の
場
合

2
,0
6
0
千

円
イ

医
療
的

ケ
ア

が
必

要
な

児
童
が

６
人

以
上

９
人

以
下

の
場
合

4
,8
3
3
千

円
ウ

医
療
的

ケ
ア

が
必

要
な

児
童
が

1
0人

以
上
の

場
合

6
,2
5
7
千

円

③
産
前

・
産
後
母

子
支

援
事

業
ⅰ

支
援
コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

の
配

置
等

１
か

所
当
た
り

7,
06
8
千

円
ⅱ

看
護
師
の

配
置

等
１
か

所
当
た
り

4,
83
8
千

円
補
助
職

員
を

配
置
す

る
場

合
１
か

所
当
た
り

1,
05
9
千

円
加

算
ⅲ

改
修
費
・

備
品

費
等

１
か

所
当
た
り

8,
00
0
千

円
≪
新
規
≫

自
立

都
道
府
県

（
児
童
相

談
所
）

育
児

育
児

出
産

出
産

妊
娠
期

妊
娠
期

委
託

乳
児

院
、

母
子

生
活

支
援

施
設

、
産

科
医

療
機

関
等

相
談
窓
口
の
設
置

（
支
援
が
必
要
な
者
を
把
握
）

支
援
計
画
の
策
定

（
関
係
機
関
が
参
画
）

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

出
産

（
産
科
医
療
機
関
と
連
携
）

居
住
支
援

・
生
活
支
援
・
就
業
支
援
等

（
母
子
生
活
支
援
施
設

や
一
般
住
宅
等
）
※
改
修
費
・
備
品
費
等
≪
新
規
≫

特
別
養
子
縁
組
支
援

（
希
望
者
）

（
児
童
相
談
所
と
連
携
）

看
護
師
に
よ
る
支
援

（
妊
産
婦
の
ケ
ア
、
乳
幼
児
の
育
児
支
援
等
）

≪
産
前

・
産
後
母

子
支

援
事

業
≫

４
．

補
助
基

準
額
（
案

）

- 184 -



【
目

的
】

「
児

童
虐

待
防

止
対

策
の

強
化

に
向
け
た

緊
急
総
合

対
策

」
に
お
い

て
、
児

童
虐

待
の
早

期
発

見
・

早
期

対
応
の

た
め
、

地
域
の

目
が

届
か
な

い
未

就
園

児
が

い
る
家

庭
を

訪
問

す
る

な
ど
の

取
組

を
進

め
る

こ
と
と

さ
れ

て
い

る
こ

と
を
踏

ま
え

、
各

市
町

村
に

お
け

る
継

続
的

な
取
組

を
支

援
す

る
。

※
「

児
童
虐
待

防
止

対
策

の
強
化

に
向
け
た

緊
急

総
合

対
策
」

（
平
成
3
0
年

7
月

20
日

児
童

虐
待
防
止

対
策

に
関

す
る
関

係
閣
僚
会

議
決

定
）

・
未

就
園
で

福
祉

サ
ー

ビ
ス
を

利
用
し
て

い
な

い
子

ど
も
に

、
地
域
の

目
が

届
く

よ
う
、

未
就
園
児

が
い

る
家

庭
を
訪

問
す
る
な

ど
の

取
組

を
進
め

る
。

【
事
業
内

容
】

以
下
の

①
及

び
②
に

該
当

す
る
全

て
の
児
童

を
対

象
と
し
た

家
庭
訪

問
を

実
施

し
、

養
育

環
境
の

把
握

及
び

目
視
に

よ
る

児
童

の
安

全
確

認
を
行

う
。

①
未

就
園
（

保
育
所
、

幼
稚

園
、

認
定
こ

ど
も
園
等

へ
入

所
・

入
園
等

を
し
て
い

な
い

）
で

、
地
域

子
育
て
支

援
拠

点
や

一
時
預

か
り
等
の

福
祉

サ
ー

ビ
ス
等

を
利
用
し

て
い

な
い

等
に
よ

り
、
関
係

機
関

に
よ

る
安
全

確
認
が
で

き
な

い
児

童

②
市

町
村
教

育
委
員
会

等
が

、
学

校
へ
の

就
学
に
係

る
事

務
の

過
程
で

把
握
し
た

児
童

で
通

学
し
て

い
な
い
も

の
の

う
ち

、
市
町

村
教
育
委

員
会

が
各
学

校
や
学

校
設
置
者

と
連

携
し

て
家
庭

へ
の
電
話

、
文

書
、

家
庭
訪

問
等
に
よ

る
連

絡
を

試
み
て

も
な
お
連

絡
・

接
触

が
で
き

ず
、
関
係

機
関

に
よ

る
安
全

確
認
が

で
き
な
い

児
童

【
実

施
主

体
】
市

町
村

【
補

助
基

準
額
（

案
）

】
家

庭
訪

問
１

件
当

た
り

６
千

円

（
事

務
職

員
雇

上
費

：
１

日
当
た

り
6,

79
0
円

、
民

間
団
体

へ
委
託

す
る

場
合
の

事
務

費
：

56
4
千

円
）

【
補

助
率

】
国

：
１

／
２
、

市
町

村
：

１
／

２

未
就
園
児
等
全
戸
訪
問
事
業
（
仮
称
）
【
新
規
】

・
生
後

４
か

月
ま
で
の

乳
児
の

い
る

全
て

の
家
庭
を

訪
問

し
、

子
育
て

支
援

に
関

す
る

情
報
提
供

や
養

育
環
境

等
の

把
握

を
行

う
。

乳
児
家
庭

全
戸
訪
問
事
業

養
育
支
援
訪
問
事
業

・
妊
娠

や
子

育
て

に
不

安
を
持

ち
、

支
援

を
希

望
す

る
家

庭
等

で
、
訪

問
に

よ
る

養
育

支
援

が
必

要
で

あ
る
家

庭
を

対
象

と
し

、
専

門
的

相
談

支
援
や

育
児

・

家
事

援
助

を
行

う
。

・
既
存

の
事
業
に

加
え

、
養
育
支
援

の
必
要
性

の
有
無
を
問

わ
ず

、

地
域

の
目

が
届

か
な
い
未
就
園
児
等
の
い
る

家
庭

を
訪
問

す
る

事
業

を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、

児
童
虐
待

の
早
期
発
見

・

早
期
対
応

に
関

す
る

取
組
を

強
化

す
る

。

未
就
園
児
等
全
戸
訪
問
事
業
【
創
設
】

養
育

支
援
が

必
要
な

家
庭
は
継

続
的

な
支

援
に
つ

な
ぐ

【
平

成
3
1年

度
予
算

案
】
1
69
億

円
の
内

数
（
児

童
虐
待
・

D
V
対

策
等

総
合
支

援
事
業
）
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母
子

家
庭

等
が

安
心

し
て

子
育

て
を

し
な

が
ら

働
く

こ
と

が
で

き
る

環
境

を
整

備
す

る
た

め
、

市
町

村
が

一
定

の
事

由
に

よ
り

子
ど

も
の

養
育

が
一

時
的

に
困

難
と

な
っ

た
場

合
に

子
ど

も
を

児
童

養
護

施
設

、
母

子
生

活
支

援
施

設
、

乳
児

院
、

保
育

園
、

フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

等
で

預
か

る
短

期
入

所
生

活
援

助
（

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
）

事
業

、
夜

間
養

護
等

（
ト

ワ
イ

ラ
イ

ト
ス

テ
イ

）
事

業
を

実
施

。

（
１
）
短
期
入
所
生
活
援
助
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）
事
業

保
護

者
の

疾
病

や
仕

事
等

の
事

由
に

よ
り

子
ど

も
の

養
育

が
一

時
的

に
困

難
と

な
っ

た
場

合
、

又
は

育
児

不
安

や
育

児
疲

れ
、

慢
性

疾
患

児
の

看
病

疲
れ

等
の

身
体

的
・

精
神

的
負

担
の

軽
減

が
必

要
な

場
合

に
、

児
童

養
護

施
設

等
で

一
定

期
間

（
原

則
７

日
以

内
：

必
要

に
応

じ
て

延
長

可
）

子
ど

も
を

預
か

る
事

業
。

短
期

入
所

生
活

援
助

（
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

）
事

業

平
成

2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度

実
施

か
所

数
7
1
1
か

所
7
4
5
か

所
7
6
4
か

所
8
4
5
か

所

（
２
）
夜
間
養
護
等
（
ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス
テ
イ
）
事
業

保
護

者
が

仕
事

そ
の

他
の

理
由

に
よ

り
平

日
の

夜
間

又
は

休
日

に
不

在
と

な
る

こ
と

で
家

庭
に

お
い

て
子

ど
も

を
養

育
す

る
こ

と
が

困
難

と
な

っ
た

場
合

そ
の

他
緊

急
の

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
子

ど
も

を
児

童
養

護
施

設
等

に
お

い
て

保
護

し
、

生
活

指
導

、
食

事
の

提
供

等
を

行
う

事
業

。

夜
間

養
護

等
（

ト
ワ

イ
ラ

イ
ト

ス
テ

イ
）

事
業

平
成

2
6
年

度
平

成
2
7
年

度
平

成
2
8
年

度
平

成
2
9
年

度

実
施

か
所

数
3
7
0
か

所
3
8
1
か

所
3
8
6
か

所
4
1
3
か

所

目
的

・
概

要

子
育
て
短
期
支
援
事
業

○
児

童
養

護
施

設
、

母
子

生
活

支
援

施
設

、
乳

児
院

、
保

育
所

、
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
等

住
民

に
身

近
で

あ
っ

て
、

適
切

に
保

護
で

き
る

施
設

で
実

施
す

る
。

○
近

隣
に

実
施

施
設

が
な

い
等

の
場

合
に

は
、

保
育

士
、

里
親

等
に

委
託

し
、

当
該

者
の

居
宅

に
お

い
て

又
は

子
ど

も
、

母
子

等
の

居
宅

に
派

遣
し

て
養

育
・

保
護

を
行

う
。

○
ひ

と
り

親
家

庭
は

、
利

用
の

必
要

性
が

高
い

も
の

と
し

て
優

先
的

に
対

応

す
る

な
ど

特
別

な
配

慮
を

行
う

。

○
保

護
者

が
子

ど
も

を
預

入
先

の
施

設
等

へ
連

れ
て

行
く

こ
と

が
困

難
で

あ
る

場
合

等
に

お
い

て
、

自
宅

へ
の

訪
問

に
よ

る
子

ど
も

の
預

か
り

を
実

施
す

る

ほ
か

、
入

所
期

間
中

に
お

け
る

通
学

時
の

安
全

確
保

の
た

め
の

付
き

添
い

支
援

を
実

施
す

る
。

≪
新

規
≫

【
実

施
主

体
】

市
区

町
村

（
市

区
町

村
が

認
め

た
も

の
に

委
託

可
）

【
補

助
率

】
国

1
/3

、
都

道
府

県
1
/3

、
市

区
町

村
1
/3

【
補

助
単

価
（

案
）

（
平

成
3
１

年
度

）
】

１
運

営
費

（
１

）
短

期
入

所
生

活
援

助
（

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
）

事
業

ア
２

歳
未

満
児

、
慢

性
疾

患
児

年
間

延
べ

日
数

×
8
,6

4
0
円

イ
２

歳
以

上
児

年
間

延
べ

日
数

×
4
,7

3
0
円

ウ
緊

急
一

時
保

護
の

母
親

年
間

延
べ

日
数

×
1
,2

0
0
円

エ
訪

問
に

よ
る

児
童

の
預

か
り

、
通

学
時

の
付

き
添

い
の

実
施

実
施

日
数

×
1
,8

6
0
円

≪
新

規
≫

（
２

）
夜

間
養

護
等

（
ト

ワ
イ

ラ
イ

ト
ス

テ
イ

）
事

業
ア

夜
間

養
護

事
業

（
ア

）
基

本
分

年
間

延
べ

日
数

×
9
0
0
円

（
イ

）
宿

泊
分

年
間

延
べ

日
数

×
9
0
0
円

イ
休

日
預

か
り

事
業

年
間

延
べ

日
数

×
2
,0

1
0
円

ウ
訪

問
に

よ
る

児
童

の
預

か
り

、
通

学
時

の
付

き
添

い
の

実
施

実
施

日
数

×
1
,8

6
0
円

≪
新

規
≫

２
開

設
準

備
経

費
（

改
修

費
等

）
4
,0

0
0
,0

0
0
円

実
施

体
制

・
実

施
方

法

※
平
成

26
,2

7年
度
は
実
績
ベ
ー
ス
、
平
成

28
,2

9年
度
は
交
付
決
定
ベ
ー
ス

【
平

成
3
1年

度
予
算

案
】
1
,3
0
4
億

円
の

内
数
（

子
ど
も
・

子
育

て
支

援
交
付

金
（
内
閣

府
予

算
）

）
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児
童
相
談
所
体
制
整
備
事
業
（
医
療
連
携
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
配
置
事
業
（
仮
称
）
）
【
新
規
】

・
虐
待
を
受

け
て
児
童
相
談
所
が
一
時
保
護
し
た
子
ど
も
の
中
に
は
、
外
傷
等
の
治
療
を
要
す
る
た
め
、
医
療
機
関
へ
の
委
託
一
時
保
護
を
行
う
場
合
が
あ

る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
一
時
保
護
の
期
間
が
必
要
最
小
限
と
な
る
よ
う
、
速
や
か
に
適
切
な
「
生
活
の
場
」
に
お
け
る
専
門
的
支
援
に
つ
な
げ
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

・
こ
の
た
め

、
病
院
と
の
間
に
お
け
る
子
ど
も
の
退
院
に
向
け
た
調
整
及
び
退
院
後
の
処
遇
に
係
る
調
整
（
入
所
先
、
保
護
者
、
関
係
機
関
等
と
の
調
整
）

を
図
る
た
め
の
職
員
を
児
童
相
談
所
に
配
置
す
る
た
め
の
費
用
の
補
助
を
創
設
す
る
。

・
な
お
、
児

童
虐
待
防
止
対
策
の
強
化
に
向
け
た
緊
急
総
合
対
策
（
平
成
30
年
７
月
20
日
児
童
虐
待
防
止
対
策
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
決
定
）
に
お
け
る

児
童
虐
待
防
止
の
た
め
の
総
合
対
策
と
し
て
「
医
療
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
の
保
護
の
体
制
強
化
」
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

医
療

を
必
要
と
す
る
子
ど
も
が
よ
り
適
切
な
環
境
で
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
①
退
院
可
能
な
子
ど
も
に
対
し
、
速
や
か
に
適
切
な
支
援

を
提
供
す
る
た
め
、
児
童
相
談
所
と
医
療
機
関
、
児
童
養
護
施
設
等
と
の
調
整
機
能
の
強
化
、
②
退
院
後
の
受
け
皿
確
保
、
③
心
身
の
状
況
に
よ
り
入

院
が
長
期
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
子
ど
も
の
付
き
添
い
職
員
の
配
置
等
の
取
組
を
進
め
る
。

【
実
施
主
体
】

都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
児
童
相
談
所
設
置
市

【
補
助
基
準
額

（
案
）
】
１
児
童
相
談
所
当
た
り

4,
43
3千

円
（
１
名
分
の
人
件
費
・
交
通
費
）

【
補
助
率
】

国
：
1/
2、

都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
児
童
相
談
所
設
置
市
：
1/
2

拡
充
内
容

医
療

機
関

・
退

院
の
調

整
・

退
院

後
の

措
置
先
等

と
の

連
絡

調
整

等
を

行
う

た
め

、
病
院
・

児
童

養
護

施
設

等
を
巡
回

児
童

相
談
所

児
童

福
祉
施

設
等

市
町

村【平
成
31
年
度
予
算
案
】
16
9億
円
の
内
数
（
児
童
虐
待
・D
V対
策
等
総
合
支
援
事
業
）

児
童
相
談
所
が

児
童
相
談
業
務
に
関
す
る
専
門
的
知
識
を
有
す
る
学
識
経
験
者
等
の
協
力
を
得
て
、
子
ど
も
・
保
護
者
等
に
対
し
、
専
門
的
技
術
的
助
言
・
指
導

等
を
行
う
。
ま
た

、
虐
待
対
応
件
数
の
増
加
等
を
踏
ま
え
、
児
童
相
談
所
に
お
い
て
夜
間
休
日
を
問
わ
ず
、
い
つ
で
も
相
談
に
応
じ
ら
れ
る
よ
う
対
応
協
力
員
の
配

置
を
推
進
す
る
。

さ
ら
に
、
児
童
相
談
所
と
と
も
に
児
童
虐
待
対
応
に
当
た
る
市
町
村
の
対
応
力
向
上
を
図
る
た
め
、
都
道
府
県
（
児
童
相
談
所
）
に
よ
る
市
町
村

へ
の
支
援
を
強
化

し
、
適
切
な
役
割
分
担
の
下
に
相
互
連
携
の
促
進
を
図
る
。

【
事

業
内
容
】
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児
童
相
談
所
体
制
整
備
事
業
（
S
N
S
等
相
談
事
業
（
仮
称
）
）
【
新
規
】

・
児
童
虐
待

を
発
見
し
た
者
、
子
育
て

に
悩
み
を
抱
え
る
者
、
が
、
児
童
相
談
所
に
適
切
に
通
告

・
相
談
が
で
き
る
よ
う
、
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ

ル
「
１
８
９

」
の
運
用
及
び
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
の
運
用
に
係
る
費
用
を
計
上
す
る
と
と
も
に
、

通
告
・
相
談
の
対
応
を
行
う
児
童
相
談
所
の
相
談
体
制
を
強

化
す
る
た
め

、
夜
間
休
日
を
問
わ
ず
、
24
時
間
対
応
を
行
う
体
制
を
確
保
す
る
た
め
の
補
助
を

拡
充
す
る
必
要
が
あ
る
。

・
ま
た
、

国
会
に
お
い
て
も
必
要
な
通

告
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
な
相
談
窓
口
の
利
便
性
向
上

に
つ
い
て
指
摘
を
受
け
て
い
る
。

・
な
お
、

児
童
虐
待
防
止
対
策
の
強
化
に
向
け
た
緊
急
総
合
対
策
（
平
成
30
年
７
月
20
日
児
童
虐
待
防
止
対
策

に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
決
定
）
に
お
け
る

児
童
虐
待
防
止

の
た
め
の
総
合
対
策
と
し
て
「
相
談
窓
口
等
の
周
知
・
啓
発
の
推
進
等
」
を
図

る
必
要
が
あ
る
。

・
児
童
虐
待

を
受
け
た
と
思
わ
れ

る
子
ど
も
を
発
見
し
た
人
が
速
や
か
に
通
告
で
き
る
よ
う

、
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル
「
１
８
９
（
い
ち
は

や
く

）
」
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
政
府
広
報
な
ど
を
通
じ
て
周
知
・
啓
発
を
図
る
と
と
も
に
、
接
続
率
の
向
上
や
利
便
性
の
向
上
に
取
り
組

む
。

・
こ
の
た
め

、
現
代
の
若
者
は
電
話
よ

り
も
SN
Sを

主
要
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら

、
子
育
て
に
悩
み
を
抱
え
る
者
や
子
ど

も
本
人
か
ら
の

相
談
に
対
し
て
、
多
く
の
方
が
利
用
す
る
SN
S等

を
活
用
し
た
相
談
窓
口
を
開

設
・
運
用
す
る
た
め
の
補
助
を
創
設
す
る
。

【
実
施
主
体

】
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
児
童
相
談
所
設
置
市

【
補
助
基
準
額

（
案
）
】
１
自
治
体
当
た

り
38
,1
32
千
円

【
補
助
率
】

国
：
1/
2、

都
道
府
県
、

指
定
都
市
、
児
童
相
談
所
設
置
市
：
1/
2

概
要

【平
成
31
年
度
予
算
案
】
16
9億
円
の
内
数
（
児
童
虐
待
・D
V対
策
等
総
合
支
援
事
業
）

【
イ
メ
ー
ジ
図
】

Ｓ
Ｎ
Ｓ

会
社

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

会
社

等

管
轄
市

町
村

都
道
府
県
、

指
定
都
市
、

児
童
相
談
所

設
置
市

連
携
協
定

協
力
・

ア
カ
ウ
ン
ト
の
提
供

業
務
委
託

相
談
内

容
の

報
告

等

相
談

子
育
て

に
悩

み
の

あ
る

親
、
子

ど
も

本
人

等

相
談

員

指
導
員

相
談

員
が

対
応
に

困
っ

た
際

に
助

言
・

指
導

等
を

行
う

S
N
S
を
活
用

し
て
相
談
す
る

市
町
村

送
致

・
情
報

提
供

（
相
談
の
中
か
ら
市
町
村
が
支

援
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し

い
ケ
ー
ス
）

児
童
相

談
所
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児
童

相
談

所
全

国
共

通
ダ

イ
ヤ

ル
「

１
８

９
」

の
無

料
化

児
童

相
談

所
全

国
共

通
ダ

イ
ヤ

ル
「

１
８

９
」

の
無

料
化

平
成
27
年
度

創
設
（
「
18
9」

の
運
用
開
始
）

※
３
桁
化
の

初
期
費
用
（
シ
ス
テ
ム
開
発
費
、
導
入
工
事
費
、
試
験
運
用
費
）
に
つ
い
て
は
、
平
成
26
年
度
補
正
予
算
に
計
上

平
成
28
年
度

音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
短
縮
等
の
改
善

平
成
29
年
度

携
帯
電
話
等
の
入
電
に
つ
い
て
オ
ペ
レ
ー
タ
ー
が
対
応
す
る
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
方
式
を
導
入
（
平
成
30
年
２
月
～
）

沿
革

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

児 童 相 談 所

（
イ
メ
ー
ジ

） 固
定
電
話

携
帯
電
話
等

市
内
局
番
か
ら
自
動
的
に
最
寄
り
の
児
童
相
談
所
を
特
定

発 信 者

無
料

部
分

利
用

者
に
負

担
を
求
め

て
い

た
分

に
つ
い
て

、
無

料
化

を
行
う
。

冒 頭 ガ イ ダ ン

ス

料 金 ガ イ ダ ン

ス

冒 頭 ＆ 料 金 ガ イ ダ

ン ス

【
平
成
31
年
度
予
算
案
】

２
億
円

（
児
童
相
談
体
制
整
備
事
業
）

１
６
９
億
円
の
内
数
（
児
童
虐
待
・
DV
対
策
等
総
合
支
援
事
業
）

【
平
成
30
年
度
補
正
予
算
（
第
２
号
）
所
要
額
】
７
．
９
億
円
（
情
報
処
理
業
務
庁
費
）

事
業

目
的

・
要

求
内

容

児
童
虐
待
を
発
見
し
た
者
、
子
育
て
に
悩

み
を
抱
え
る
者
が
、
児
童
相
談
所
に
適
切
に
通
告
・
相
談
が
で
き
る
よ
う
な
環
境
整
備
を
行
う
た
め
、

児
童
相
談
所
全
国
共
通

ダ
イ
ヤ
ル
「
18
9」

の
無
料
化
に
必
要
な
費
用
を
計
上
す
る
。

※
あ
わ
せ
て
、
相
談
体
制
を
強
化
す
る
。
（
児
童
相
談
所
体
制
整
備
事
業
（
24
時
間
・
36
5日

体
制
強
化
事
業
）
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委
託

契
約
・

連
携

児
童
福
祉
司
等
専
門
職
採
用
活
動
支
援
事
業
（
仮
称
）
【
新
規
】

【
目
的
】

・
児
童
虐

待
防
止
対
策
の
強
化
に
向
け
た
緊
急
総
合
対
策
（
平
成
30
年

７
月
20
日

児
童
虐
待
防
止
対
策
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
決
定
）
に
お

け
る
緊
急

に
実
施
す
る
重
点
対
策
と
し
て
「
「
児
童
虐
待
防
止
対
策
体

制
総
合
強

化
プ
ラ
ン
」
の
策
定
」
が
盛
り
込
ま
れ
、
同
年
12
月
に
「
児

童
虐
待
防

止
対
策
に
関
す
る
関
係
府
省
庁
連
絡
会
議
」
に
お
い
て
「
児

童
虐
待
防

止
対
策
体
制
総
合
強
化
プ
ラ
ン
」
（
新
プ
ラ
ン
）
が
決
定
さ

れ
た
こ
と

に
基
づ
き
、
今
後
児
童
福
祉
司
等
の
専
門
職
を
増
員
す
る
必

要
が
あ
る

。

・
大
規
模

な
増
員
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
新
プ
ラ
ン
の
目
標
達
成
に
向
け
、

国
と
し
て

都
道
府
県
等
を
支
援
す
る
と
と
も
に
取
組
を
強
力
に
進
め
る

た
め
、
都

道
府
県
等
が
福
祉
系
大
学
や
専
門
学
校
、
高
校
等
と
の
連
絡

調
整
や
、

学
生
向
け
セ
ミ
ナ
ー
企
画
や
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
企
画
な
ど

を
行
い
、

児
童
福
祉
司
等
の
専
門
職
を
確
保
す
る
た
め
の
非
常
勤
職
員

の
配
置
又

は
委
託
に
必
要
な
費
用
の
補
助
を
創
設
す
る
。

【
実
施
主
体
】

都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
児
童
相
談
所
設
置
市

【
補
助
基
準
額

（
案
）
】
１
自
治
体
当
た
り

4,
18
4千

円

【
補
助
率
】

国
：
1/
2、

都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
児
童
相
談
所
設
置
市
：
1/
2

外
部
委
託

都
道
府
県
等

【
業

務
内
容

】
都
道

府
県

等
と

協
力

し
て
、

・
学

生
向

け
セ

ミ
ナ

ー
企
画

・
イ

ン
タ

ー
ン

シ
ッ

プ
企
画

・
採

用
サ

イ
ト

企
画

・
制
作

・
合

同
説

明
会

ブ
ー

ス
企
画

・
採

用
予

定
者

に
対

す
る
研

修
な

ど
、

専
門

職
を

確
保

す
る
た

め
の

採
用
活

動
等

を
行

う
。

【
平

成
3
1年

度
予
算

案
】
1
69
億

円
の
内

数
（
児

童
虐
待
・

D
V
対

策
等

総
合
支

援
事
業
）
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児
童
相
談
所
及
び
市
町
村
職
員
専
門
性
強
化
事
業
【
拡
充
】

【
平

成
3
1
年

度
予

算
案

】
1
6
9
億

円
の

内
数

（
児

童
虐

待
・

D
V対

策
等

総
合

支
援

事
業

）

【
目
的
】

・
平

成
28
年

児
童

福
祉

法
改

正
に

お
い
て

、
市
町
村

は
、
子

ど
も

の
最

も
身

近
な
場

所
に

お
け

る
子

ど
も
及

び
妊

産
婦
の
福

祉
に
関

す
る

支
援

業
務

を
適
切

に
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

こ
と
が

明
確
化

さ
れ
た

。

・
さ

ら
に
、

「
児

童
虐

待
防

止
対

策
体
制

総
合
強
化

プ
ラ
ン

」
（

新
プ
ラ
ン

）
に
基

づ
き

、
市

区
町

村
子
ど

も
家

庭
総

合
支

援
拠

点
の

強
化

等
に
取

り
組
む

こ
と

と
し

て
お

り
、

市
町
村

に
お
い
て

も
適
切

な
相

談
支
援
等

が
行
え

る
よ

う
、

専
門

性
を
有

す
る

人
材
の
養

成
に
取

り
組

ま
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
。

・
こ

の
た
め

、
市

町
村
の

体
制

強
化

を
図

る
と
と
も

に
、
専

門
性

の
向
上

を
図

る
こ

と
が

必
要
で

あ
る

こ
と

か
ら

、
「
児

童
相

談
所

及
び

市
町

村
職
員

専
門

性
強

化
事

業
」

を
拡
充

し
、

市
町

村
職
員

に
対

し
、

個
別

の
ケ
ー

ス
に

対
応
す

る
能

力
を

強
化

す
る

た
め

の
知

識
・

技
能
の

向
上

や
ノ
ウ

ハ
ウ

の
共

有
等

を
行

う
研
修

の
取
組

を
強
化

す
る

。

【
実
施

主
体

】
都

道
府

県

【
補
助

基
準
額

（
案

）
】

1,
5
11

千
円

※
予
算
上

の
研
修
実
施
回
数
を
４

回
→

1
2回

に
増
加

【
補
助

率
】

国
：

１
／
２

、
都

道
府

県
：

１
／

２

・
都
道
府

県
等

又
は
市

町
村
は

、
児
童

虐
待

に
関

す
る

専
門
性

を
更

に
強

化
す
る

た
め

、
児

童
福

祉
司
、

児
童

心
理

司
、

市
町

村
子
ど

も
家

庭
支

援
担
当

職
員

等
を
対

象
と

し
て

、
新

任
時
研
修

や
現
任

研
修

等
を

企
画

し
、
実

施
す

る
と

と
も

に
、

各
種
研

修
等
へ

の
参

加
を

促
進

す
る
。

→
都
道
府

県
が

市
町

村
職

員
を

対
象

と
す
る

研
修

の
実
施

回
数

の
増
加

を
図

る
。

拡
充

内
容

事
業

概
要
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虐
待
・
思
春
期
問
題
情
報
研
修
セ
ン
タ
ー
事
業
【
拡
充
】

【
目

的
】

・
「
児
童

虐
待
防

止
対

策
体

制
総
合
強

化
プ

ラ
ン

」
に
基
づ

く
児

童
相

談
所
及
び

市
町

村
の

体
制
強
化

に
当

た
っ

て
、
児
童

福
祉

司
等

の
専

門
職

を
確
保
す

る
と

と
も

に
、
専
門

職
の

専
門

性
強
化
を

図
る

必
要

が
あ
る
。

・
こ
の

た
め
、
子

ど
も

の
虹

情
報
研
修

セ
ン

タ
ー

（
横
浜
市

）
に

加
え

、
西
日
本

に
お

い
て

も
研
修
を

実
施

す
る

拠
点
を
設

け
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う
、
虐

待
・

思
春
期

問
題
情

報
研

修
セ

ン
タ
ー
事

業
を

拡
充

す
る
。

【
実

施
主

体
】

横
浜
市

、
西

日
本

１
か
所
（

事
業

を
適

切
に
実
施

す
る

こ
と

が
で
き
る

自
治

体
を

選
定
）

【
補

助
基
準

額
（
案
）

】
18
6,

97
9千

円
（

横
浜

市
）

、
72
,9

44
千

円
（

西
日
本

に
お
け

る
研

修
拠

点
分
）
（

創
設

）

【
補

助
率
】

定
額
（
国

：
10
/
10
相

当
）

概
要

【
平
成
31
年
度
予
算
案
】
16
9億

円
の
内
数
（
児
童
虐
待
・
DV
対
策
等
総
合
支
援
事
業
）

（
参
考
）

子
ど
も

の
虹

情
報

研
修

セ
ン

タ
ー

（
神
奈
川
県

横
浜
市

戸
塚

区
汲
沢
町

9
83
番
地

）

○
運
営

主
体

横
浜

市
が

所
管

す
る

社
会

福
祉

法
人
横

浜
博

萌
会

○
事
業

内
容

・
イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
等

を
利

用
し

た
児
童

虐
待

及
び
非
行

等
の
思

春
期

問
題

に
関

す
る
情

報
の

収
集

・
提

供
・
児
童

相
談

所
な

ど
の

専
門

機
関

か
ら
虐

待
問

題
等

に
関

す
る
専

門
的

な
相
談

・
児
童

虐
待

対
応

機
関

職
員
の

研
修

の
実

施
・
児
童

福
祉

施
設

で
の

臨
床

研
究

と
連
携

し
た

研
究

・
里
親

支
援

及
び

里
親

委
託
の

促
進

に
関

す
る

調
査

・
研

究
・
そ
の

他
、
必

要
と
認

め
ら

れ
る

事
業
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◆
平

成
28
年

の
児

童
福

祉
法

の
改
正
に
お

い
て
、

市
町
村
は

、
児

童
等

に
対
す
る

必
要

な
支

援
を
行
う

た
め

の
拠

点
の
整
備

に
努

め
る

こ
と

と
さ
れ

た
こ
と
を

踏
ま

え
、

平
成

29
年

度
予

算
で

「
市
区
町

村
子

ど
も

家
庭
総
合

支
援

拠
点

運
営
事
業

」
を

創
設

。

◆
「

児
童
虐

待
防

止
対

策
体

制
総
合
強
化

プ
ラ
ン

」
に
基
づ

き
、

20
22
年

度
ま
で

に
全

て
の

市
町
村
に

「
市

区
町

村
子
ど
も

家
庭

総
合

支
援

拠
点
」

が
設
置
さ

れ
る

こ
と

を
目
指
す

。

①
開
設

準
備
へ

の
支

援

・
開
設
準

備
を
行

っ
て

い
る
期

間
に
お
け
る

人
件
費

や
改
修

費
に
対

す
る
補

助
の
創

設

【
補

助
基

準
額
（

案
）
】

１
か

所
当

た
り

：
7,
67
8
千
円

市
区
町
村
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
の
設
置
促
進

②
夜
間

や
土
日

の
運

営
費

支
援

③
専
門

性
の
向

上

・
夜
間
や

土
日
・

祝
日
に

開
所

し
て
い

る
支

援
拠
点

に
対
し
、

開
所

時
間

に
応

じ
た
運

営
費

を
加

算
す

る
仕

組
み

を
創

設

・
専
門
的
事

項
に

対
応
す

る
医

師
や

弁
護

士
等

の
嘱
託
費

用
等

に
対

す
る

補
助

を
創
設

【
補

助
基

準
額
（

案
）
】

１
か
所

当
た

り
：
36
0
千

円
（
30

,0
0
0
円

×
12
月

）

（
参
考

）
支

援
拠

点
に

対
す
る

運
営

費
の

補
助
単
価

の
例
（

平
成

3
0年

度
）

中
規

模
型
支

援
拠
点

：
１
か
所
当

た
り

2
0
,
87
3
,
0
0
0円

※
児
童
人
口
概
ね
2
.7
万
人
以
上
7
.2
万
人
未
満
（
人
口
約

17
万
人
以
上
約
4
5万

人
未
満
）

大
規

模
型
支

援
拠
点

：
１
か
所
当

た
り

3
8
,
70
1
,
0
0
0円

※
児
童
人
口
概
ね
7
.2
万
人
以
上
（
人
口
約
4
5万

人
以
上
）
）

（
※

）
現
在

は
、
開
所

時
間

に
関

わ
り
な

く
、
規
模

に
応

じ
て

単
価
を

設
定
。

【
実
施
主

体
】
市

区
町

村

【
補
助
率

】
国

：
１

／
２

、
市

区
町

村
：

１
／
２

【
平

成
3
1年

度
予
算

案
】

16
9
億

円
の
内

数
（
児

童
虐
待
・

D
V
対

策
総

合
支
援

事
業
）

※
子
ど
も
家

庭
総
合
支

援
拠
点

の
子
ど
も
家
庭
支

援
員

の
う
ち
、
常
勤
配
置

を
必
須
と
し
て
い
る
職
員

の
人
件
費
は
新
た
に
地
方

交
付
税
措
置
が
行
わ
れ
る

予
定
。
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④
児
童
・
保
護
者
の
状
況
の
報
告

宿
泊
を
伴
う
預
か
り

（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
等
）

市
区
町
村
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
に
お
け
る
支
援
メ
ニ
ュ
ー
の
充
実
【
新
規
】

・
平
成
2
8年

児
童

福
祉

法
改

正
に

お
い

て
、

国
・
地
方

公
共
団

体
は

、
児
童
が

家
庭
で

健
や

か
に
養

育
さ

れ
る

よ
う

保
護

者
を

支
援

す
る

も
の

と
さ
れ
る
と

と
も

に
、
児

童
虐

待
対

応
に
関

し
て

、
都
道
府

県
と
市

町
村

の
役
割
と

責
任
の

明
確

化
を

図
り

、
市

町
村
は

身
近
な

場
所
で

継
続

的
な

支
援

を
行

う
た

め
、

「
市

区
町

村
子
ど
も

家
庭

総
合
支
援

拠
点
」

（
以

下
「
支
援

拠
点

」
と

い
う
。

）
の

整
備

を
進

め
て

い
く

こ
と

と
さ

れ
た

。

・
支
援

拠
点
で

は
、

児
童

虐
待

対
応
に

関
し

て
、
身
近

な
場
所

で
必

要
な
情
報

の
把
握

、
通

所
・

在
宅

支
援
を

中
心

と
し

た
専

門
相

談
、

子
ど

も
と

保
護
者

に
寄

り
添
っ

た
継

続
的

な
ソ

ー
シ
ャ

ル
ワ
ー
ク

業
務
等

に
よ

る
支
援
を

行
う
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
。

・
し
か

し
、
子

育
て

支
援

事
業

を
活

用
し
た

支
援

に
つ

い
て
は

、
支

援
拠
点

で
の

相
談

対
応

後
、

速
や

か
に

レ
ス

パ
イ

ト
の

た
め

の
子

ど
も

の
預

か
り

等
を

行
う

事
業
が

十
分
に

実
施
さ
れ

て
お

ら
ず

、
在

宅
に
お

け
る

養
育
支
援

の
充
実

を
図

る
こ

と
が

課
題

と
な

っ
て

い
る
。

・
こ
の

た
め
、

支
援

拠
点
を
通

じ
て
提

供
す

る
こ
と
が

で
き
る

支
援

メ
ニ
ュ
ー

を
充
実

さ
せ

、
地

域
の

実
情

に
応

じ
た
取

組
の

実
施

を
促

す
こ

と
に
よ
り

、
児

童
虐

待
防

止
対

策
の

強
化
を

図
る

。

目
的 【
事
業
内

容
】

「
市

区
町

村
子

ど
も

家
庭

総
合

支
援
拠

点
」

に
お

い
て

、

相
談

対
応
に

加
え

、
一

時
預

か
り
事

業
や

シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ

等
の

事
業
の

利
用

も
組

み
合

わ
せ

て
支
援

で
き
る
よ

う
、

支
援

拠
点
を

通
じ

た
在

宅
支

援
を
実

施
す

る
た
め
に

必
要
な

費
用

を
補

助
す

る
。

【
補
助
基

準
額
(案

）
】

支
援
拠

点
を

通
じ

た
一

預
か

り
事

業
等

の
実
施
に

要
す
る

費
用

を
補

助
。

（
事

業
量
に

応
じ

た
補
助

単
価

を
設

定
予
定

）

【
実
施
主

体
】
市

区
町

村

【
補
助
率

】
国

：
１

／
２

、
市

区
町

村
：
１

／
２

事
業

概
要

【
平

成
3
1年

度
予
算

案
】

1
6
9
億

円
の

内
数
（

児
童
虐
待

・
D
V
対
策

総
合
支

援
事
業
）

⑤
事
業
費
の
補
助

【
市
区
町
村
】

市
区
町
村
の
作
成
す
る
支
援
計
画
に
基
づ
く

サ
ー
ビ
ス
利
用

①
支
援
計
画
の
作
成

※
市
区
町
村
（
支
援
拠
点
）
で
サ
ー
ビ
ス
利
用

が
必
要
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、

利
用
料
金
を
徴
収
し
な
い
。

※
市
町
村
が
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
対
し
、

受
入
を
依
頼

②
サ
ー
ビ
ス
利
用

③
レ
ス
パ
イ
ト
等
の
実
施

日
中
の
預
か
り

（
一
時
預
か
り
事
業
等
）

事
業

イ
メ

ー
ジ
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虐
待
防
止
の
た
め
の
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
構
築
事
業
（
仮
称
）
【
新
規
】

○
児
童
虐
待

の
早

期
発

見
・

早
期

対
応
の

た
め
に
は

、
関
係

機
関

の
連
携

の
強
化

が
重
要

で
あ

り
、

「
児

童
虐

待
防

止
対

策
の

強
化

に
向

け
た

緊
急

総
合

対
策

」
で

は
、

「
要

保
護

児
童

対
策
地
域

協
議
会

等
に

お
け
る

関
係
機
関

間
の

よ
り
効

率
的
な

情
報

共
有
を
進

め
る

た
め

の
Ｉ

Ｃ
Ｔ
を

活
用

し
た

シ
ス

テ
ム
整

備
の

促
進
」

が
盛

り
込
ま
れ

て
い
る

。

○
特
に

、
児

童
相

談
所
（

都
道

府
県

）
と

そ
の

管
内

の
市
区

町
村

は
、

児
童

虐
待

へ
の

対
応
に

関
し

、
日

常
的
に

や
り
取
り

を
行
っ

て
い

る
た

め
、

シ
ス

テ
ム

を
活

用
す

る
こ

と
に

よ
り

、
情

報
共
有

の
効
率
化

が
図

ら
れ
る
と

と
も
に

、
適

切
な
対

応
を
速

や
か

に
行

う
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、
都

道
府

県
内
で

の
児

童
相

談
所

と
市

区
町
村

の
情
報
共

有
を

行
う
た

め
の
シ
ス

テ
ム
の

構
築

に
要
す

る
費

用
を

補
助

す
る
。

※
平
成
30
年
度
調
査
研
究
事
業
（
要

保
護
児
童
等
の
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
関
す
る
調
査

研
究
）
に
お
い
て
、
情
報
共
有
シ
ス
テ
ム
の
標
準
的
な

内
容
を
整
理
し
た
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
及

び
モ
デ
ル
的
な
シ
ス
テ
ム
の
例
を
作
成
す
る
予
定
。

目
的 都

道
府

県
、
市

区
町

村

実
施
主
体

【
補
助
基

準
額
（

案
）
】

１
自
治
体

当
た

り
40
,0
00

千
円

【
補
助
率

】
国

：
１
／
２

、
都
道
府

県
、

市
区

町
村

：
１
／

２

補
助
率
等

【
平

成
3
1年

度
予
算

案
】

16
9
億

円
の
内

数
（
児

童
虐
待
・

D
V
対

策
等

総
合
支

援
事
業
）

児
童
相
談
所

（
都
道
府
県
）

市
区
町
村

【
母
子
保
健
】

・
乳
幼
児
健
診
の
受
診
状
況
等

【
児
童
福
祉
】

・
保
育
園
へ
の
入
園
状
況
等

【
住
民
基
本
台
帳
】

・
氏
名
、
住
所
等

市
区
町
村

事
業
イ
メ

ー
ジ

市
区
町
村
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賃
貸
物
件
に
よ
る
一
時
保
護
専
用
施
設
改
修
費
支
援
事
業
（
仮
称
）
【
新
規
】

（
児
童
虐
待
・D
V対
策
等
総
合
支
援
事
業
）

【
目

的
】

・
一
時

保
護
を
行

う
際

は
、

一
人
ひ
と

り
の

子
ど

も
の
状
況

に
応

じ
て

、
一
時
保

護
の

目
的

を
達
成
す

る
た

め
に

適
し
た
環

境
が

選
択

さ
れ

る
こ

と
が
重
要

で
あ

り
、

そ
の
た
め

の
体

制
整

備
を
行
う

こ
と

が
必

要
で
あ
る

。
こ

の
た

め
、
一
時

保
護

に
つ

い
て
は
、

一
時

保
護

所
に

お
い
て
必

要
な

一
時
保

護
に
対

応
す

る
た

め
の
定
員

設
定

・
整

備
を
行
う

こ
と

の
ほ

か
、
一
時

保
護

専
用

施
設
等
の

委
託

一
時

保
護

を
活
用
す

る
こ

と
等

に
よ
り
、

適
切

な
支

援
を
確
保

す
る

必
要

が
あ
る
。

・
ま
た

、
児
童
虐

待
防

止
対

策
の
強
化

に
向

け
た

緊
急
総
合

対
策

（
平

成
30
年
７

月
20
日

児
童

虐
待
防

止
対

策
に

関
す
る
関

係
閣

僚
会

議
決

定
）

に
お
け
る

児
童

虐
待

防
止
の
た

め
の

総
合

対
策
と
し

て
「

適
切

な
一
時
保

護
の

実
施

」
を
図
る

必
要

が
あ

る
。

一
時
保

護
所
の
個

室
化

の
推

進
や
、

一
時
保
護

専
用

施
設

（
児
童

養
護
施
設

等
に

お
い

て
、
本

体
施
設
と

は
別

に
、

小
規
模

な
グ
ル
ー

プ
ケ

ア
に

よ
る
一

時
保
護

を
実

施
す
る

専
用
施

設
を
い
う

。
）

の
設

置
促
進

、
里
親
な

ど
地

域
に

お
け
る

一
時
保
護

委
託

先
の

確
保
等

に
よ
り
、

個
別

性
を

尊
重
し

た
一
時
保

護
が

行
わ

れ
る

よ
う

、
環
境

整
備
を

進
め
る
。

・
一
時

保
護
専
用

施
設

を
賃

貸
物
件
を

活
用

し
て

設
置
す
る

際
に

、
一

時
保
護
専

用
施

設
の

設
備
基
準

を
満

た
す

た
め
に
必

要
な

改
修

費
に

一
部

を
補
助
す

る
。

【
実

施
主
体

】
都
道
府

県
、

指
定

都
市
、
児

童
相

談
所

設
置
市

【
補

助
基
準

額
（
案
）

】
１

施
設

当
た
り

1
6,
0
00
千

円

【
補

助
率
】

国
：

1/
2、

都
道
府

県
、
指
定

都
市

、
児

童
相
談
所

設
置

市
：

1/
2

概
要

【
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、

児
童
相
談
所
設
置
市
】

【
児
童
養
護
施
設
等
】

（
児
童
養
護
施
設
、
乳
児
院
、
児
童
心
理
治
療
施
設
、
児
童
自
立
支
援
施
設
）

都
道
府
県
知
事
、
指
定
都
市
市
長
又

は
児
童
相
談
所
設
置
市
の
長

一
時

保
護

専
用

施
設

の
指

定
を

行
う

。

一
時
保
護
専
用
施

設
の
指
定
申
請

【
本
体
施
設
】

【
賃
貸
物
件
】

（
一
時
保
護
専
用
施

設
）

基
準
に
満
た
す

よ
う
な
改
修

【平
成
31
年
度
予
算
案
】
16
9億
円
の
内
数
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児
童
相
談
所
一
時
保
護
所
の
整
備
費
の
充
実
（
次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金
）

○
中
核
市

や
特

別
区
が

新
た
に
児
童

相
談
所

を
設
置

す
る

場
合

に
は

、
一

時
保

護
所
（

子
ど

も
を
一

時
的
に

保
護
す

る
施
設
）

の
整

備
も

あ
わ

せ
て
行

う
こ

と
と
な

る
た
め

、
児
童
相

談
所

の
設

置
を
促

進
す

る
た

め
、

一
時

保
護

所
の

整
備
へ

の
支

援
が

必
要
。

○
ま
た
、

一
時

保
護

所
に

入
所
す
る

子
ど
も

に
つ
い
て

は
年
齢

が
様
々

で
あ

り
、

保
護

を
要

す
る
背

景
も
虐

待
・
非

行
な
ど
様

々
で

あ
る

こ
と

か
ら
、

一
人

ひ
と
り

の
子
ど
も

の
状
況

に
応

じ
た

適
切
な

支
援
を

確
保
す

る
た

め
の
環

境
整
備
も

あ
わ

せ
て

行
う

こ
と
が

必
要

。

１
．

要
求

要
旨

①
新
た

に
児

童
相

談
所

設
置

市
に
な

る
中
核

市
及

び
特

別
区

が
一
時
保
護

所
を
設

置
す

る
場

合
に

お
い

て
、

先
駆

的
な

取
組
と

し
て
、

年
齢
、

性
別

、
入
所

事
由

（
虐
待
、
非

行
等

）
、

そ
の
他

個
々
の

子
ど

も
の

特
性
に

配
慮
し

た
処

遇
が
可

能
と

な
る

よ
う

な
、

施
設
整

備
を
行

う
場
合
の

補
助
単

価
の

加
算

に
つ

い
て
、
単

価
の
引

上
げ
を

行
う

。

②
中
核

市
及
び

特
別

区
以

外
の

都
道

府
県

・
指
定
都
市

・
児
童

相
談
所
設

置
市

が
、

個
々
の

子
ど

も
の
特

性
に

配
慮

し
た

処
遇

が
可

能
と

な
る

よ
う
な
、
施

設
整
備

を
行
う
場

合
の
補

助
単
価

の
加

算
を

創
設
す

る
。

２
．

要
求

内
容

【
平
成
３
１
年
度
予
算
案
】
1
5
7
億
円
の
内
数
（
次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金
）

【
実
施
主
体
】
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
児
童
相
談
所
設
置
市

【
補
助
率
】
1
/
2

【
実
施
主
体
】
中
核
市
・
特
別
区

【
補
助
率
】
1
/
2

【
加

算
要

件
（
以

下
の
い
ず

れ
か

の
要

件
を
満

た
す
場
合

は
1
人
当

た
り

43
9
点

、
以
下

の
２

つ
以

上
の
要

件
を
満
た

す
場

合
は

8
7
4点

）
※
１
点
＝
千
円
】

①
個
別

処
遇
が
必

要
な

児
童

数
の
見

込
み
に
応

じ
た

個
室

を
整
備

し
た
場
合

。
②

ユ
ニ

ッ
ト
化
に

よ
る

小
規

模
な
生

活
空
間
を

整
備

し
た

場
合
。

③
子
ど

も
の
入
所

事
由

等
に

よ
る
生

活
空
間
を

構
造

上
分

離
し
た

場
合
。
（

出
入

り
口

を
含
め

、
相
互
に

出
入

り
で

き
な
い

よ
う
な
構

造
上

の
分

離
）

④
摂
食

障
害
や
Ｌ

Ｇ
Ｂ

Ｔ
な

ど
、
個

別
に
配
慮

が
必

要
な

子
ど
も

に
対
応
で

き
る

ス
ペ

ー
ス
（

食
事
ス
ペ

ー
ス

・
浴

室
等
）

を
整
備
し

た
場

合
。

⑤
そ
の

他
、
年
齢

や
入

所
事

由
等
に

応
じ
た
個

別
の

対
応

が
可
能

と
な
る
環

境
を

整
備

し
た
場

合
。
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【
現
状

・
課
題
】

児
童
相
談
所
の
一
時
保
護
等
の
措
置
に
対

し
て
親
権
者
等
は
異
議
申
立
て
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
子
ど
も
自
ら
異
議
申
立
て
行
う
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、

ま
た

、
児
童
相
談
所
の
支
援
を
受
け
る
子
ど
も
た
ち
が

、
自
ら
の
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
子
ど
も
の
権
利
擁
護
の
仕
組
み
の
構
築
が

求
め
ら
れ
て
い
る
。

※
平
成
2
8
年
度
児
童

福
祉
法

等
改

正
法

の
参

議
院

附
帯
決
議

「
自
分

か
ら

声
を

上
げ
ら

れ
な

い
子

ど
も

の
権
利
を
保
障
す
る
た
め
、

子
ど
も
の
権
利
擁
護
に

係
る

第
三
者
機
関

の
設

置
を

含
め

た
実

効
的
な

方
策

を
検

討
す

る
こ

と
」

※
「
児
童
虐
待
防

止
対
策

の
強

化
に

向
け

た
緊

急
総
合
対
策

」
（

平
成

3
0年

7
月
2
0日

児
童
虐
待
防
止
対
策

に
関
す
る
関

係
閣

僚
会

議
決

定
）

「
都
道
府
県

児
童
福

祉
審

議
会

の
活

用
な

ど
に
よ
り
、

子
ど
も
の

声
を

受
け
止

め
る

体
制

や
子

ど
も
の
声
を

代
弁

す
る

仕
組

み
を

構
築
す

る
た

め
の

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン
を

年
度

内
に

作
成
し

、
子

ど
も
の

権
利

擁
護

を
推

進
す

る
。
」

【
事
業
内
容

】

電
話
や
ハ
ガ
キ
に
よ
る
相
談
、
第
三
者
の

訪
問
に
よ
る
聴
取
等
の
方
法
に
よ
り
、
子
ど
も
の
意
見
表
明
を
受
け
止
め
る
体
制
の
構
築
を
図
る
た
め
の
モ
デ
ル

事
業

を
創
設
す
る
。
事
業
実
施
後
、
子
ど
も
の

権
利
擁
護
に
係
る
体
制
構
築
に
関
す
る
報
告
書
を
作
成
す
る
。

【
実
施
主
体

】
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
児
童
相
談
所
設
置
市

【
補
助
基
準
額

（
案
）
】
１
自
治
体
当
た
り
：
8,
17
5千

円

【
補

助
率
】
定
額
（
国
：
10
/1
0相

当
）

子
ど
も

訴
え
・
通
報

調
査

関
係
機
関
（
児
童
相
談
所
、
福
祉
事
務
所
、
児
童
委
員
等
）

必
要
に
応
じ
、

事
案
の
付
議

児
童
福
祉
審
議
会

他
機
関
紹
介

＜
取
組
例
＞

協
力

事
例
の
協
議
、

対
応
結
果
報
告

○
子

ど
も
の

権
利
擁

護
専
門
員

に
よ

る
子

ど
も
と

の
面
接

権
利

侵
害

の
事
実

の
調
査
、

助
言

・
調

整
の
実

施

○
子

ど
も
の

権
利
擁

護
電
話
相

談

子
ど

も
か

ら
の
相

談
に
対
し

て
相

談
内

容
に

応
じ
た

ア
ド

バ
イ
ス
を

実
施

。
必

要
に

応
じ
て

権
利

擁
護
専
門

員
に

よ
る

面
接
相

談
に
引

き
継
ぎ
。

助
言
・
調
整

施
設

家
庭

行
政

全
国
的
に
子
ど
も
の
権
利
擁
護
に
係
る
体
制
の
構
築
を
進
め
る
た
め
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
く
仕
組
み
の
モ
デ
ル
的
な
実
施
を
支
援

・
児
童
相
談

所
に

保
護

を
求
め
た
が

、
手

続
き

を
進
め
て
く

れ
な

い
。

・
一
時
保
護

中
に

、
指

導
員
の

不
適
切
な

言
動

が
あ
っ
た
。

（
例
）

子
ど
も
の
権
利
擁
護
に
係
る
実
証
モ
デ
ル
事
業
（
仮
称
）
【
新
規
】

【
平

成
3
1年

度
予
算

案
】
1
69
億

円
の
内

数
（
児

童
虐
待
・

D
V
対

策
等

総
合
支

援
事
業
）
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里
親

養
育

包
括

支
援

（
フ

ォ
ス

タ
リ

ン
グ

）
事

業

里
親

の
リ

ク
ル

ー
ト

及
び

ア
セ

ス
メ

ン
ト

、
登

録
前

・
登

録
後

及
び

委
託

後
に

お
け

る
里

親
に

対
す

る
研

修
、

子
ど

も
と

里
親

家
庭

の
マ

ッ
チ

ン
グ

、
里

親
養

育
へ

の
支

援
（

未
委

託
期

間
中

及
び

委
託

解
除

後
の

フ
ォ

ロ
ー

を
含

む
。

）
に

至
る

ま
で

の
一

貫
し

た
里

親
養

育
支

援
及

び
養

子
縁

組
に

関
す

る
相
談
・

支
援
を

総
合

的
に
実

施
す

る
事

業
に
要

す
る
費
用

を
補
助

。

①
里
親
制

度
等
普

及
促

進
・

リ
ク

ル
ー

ト
事
業

里
親

の
リ

ク
ル

ー
ト

に
向

け
た

現
状

分
析

や
企

画
立

案
を

行
う

と
と

も
に

、
そ

れ
ら

を
踏

ま
え

た
積

極
的

な
広

報
啓

発
活

動
の

実
施

に
よ

り
新

た
な

里
親
を
開

拓
す
る

。
②
里
親

研
修
・
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
等

事
業

里
親

に
対

す
る

登
録

前
研

修
や

更
新

研
修

を
実

施
す

る
と

と
も

に
、

未
委

託
里

親
や

委
託

後
の

里
親

に
対

し
て

、
事

例
検

討
や

ロ
ー

ル
プ

レ
イ

、
実

習
な
ど
の

ト
レ
ー

ニ
ン

グ
を

実
施

す
る

こ
と
に

よ
り

、
養

育
技
術

の
維

持
、
向
上

を
図

る
。
ま

た
、
フ

ォ
ス

タ
リ

ン
グ

業
務
を

担
当
す

る
職

員
の

研
修
へ

の
参
加
を

促
進
し

、
資

質
向

上
を

図
る
。

③
里
親

委
託
推
進

等
事

業
子

ど
も
、

実
親
及

び
里

親
家

庭
の

ア
セ

ス
メ
ン

ト
を

踏
ま

え
た

情
報

を
基
に
、
委

託
先

の
候

補
と

な
る
里

親
家

庭
の

選
定
、

委
託

の
打

診
と

丁
寧
な

説
明
、
子

ど
も
と

里
親

の
面

会
等

を
実

施
す

る
と
と
も
に

、
委
託

後
の

子
ど
も
の

自
立

に
向
け

て
、
子

ど
も

や
里

親
等

の
意

向
を

踏
ま

え
た
効

果
的
な

自
立
支
援
計

画
を
作

成
す

る
。

④
里
親

訪
問
等

支
援

事
業

里
親

家
庭

等
へ
の

定
期

的
な
訪

問
や
夜

間
・
休

日
の
相
談

窓
口

の
開
設

等
に
よ
り

、
相
談

に
応

じ
る

と
と

も
に
、

子
ど

も
の
状

態
の

把
握

や
里

親
等

へ
の
援
助

を
行
う

。
ま

た
、

里
親

等
が
集

い
、

養
育
に
つ

い
て
の

話
し

合
い
等
相

互
の

交
流
を

定
期

的
に

行
い

、
情

報
交

換
や

養
育

技
術

の
向

上
を
図

る
。

⑤
共
働

き
家
庭
里

親
委

託
促

進
事

業
企
業

に
働

き
か
け

、
里

親
委

託
と

就
業
の

両
立

が
可
能
と

な
る
よ

う
な

仕
組
み
づ

く
り
を

官
民

連
携
の
下

、
共

有
し

、
分

析
・
検

証
し
、

そ
の

成
果

を
全
国
的

に
普
及

拡
大

す
る
。

都
道
府
県

・
指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置
市

（
設
置
予

定
市
区

）
（
民
間
団

体
等

に
委
託

し
て
実

施
す

る
こ

と
も

可
）

別
添
参
照

国
：
１

／
２
、

都
道

府
県
・
指

定
都

市
・

児
童

相
談
所
設

置
市

：
１
／

２

１
．

事
業
内

容

２
．

実
施
主

体

４
．

補
助
率

３
．

補
助
基

準
額
（
案

）

【
平

成
31
年

度
予
算
案

】
16
9億

円
の

内
数
（

児
童

虐
待

・
DV
対
策

等
総

合
支

援
事
業
）
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都
道
府
県

（
児
童
相

談
所
）

社
会
福
祉

法
人

NP
O

等

リ
ク

ル
ー

ト
リ

ク
ル

ー
ト

マ
ッ

チ
ン

グ
マ

ッ
チ

ン
グ

委
託

後
支

援
・

交
流

委
託

後
支

援
・

交
流

・
広
報
の

企
画
立

案
、

講
演
会

や
説
明

会
の

開
催

等
に

よ
る

制
度
の

普
及
啓

発

里
親
リ
ク
ル
ー
タ
ー
≪
常
勤
≫
、
リ
ク
ル
ー
タ
ー
補
助
員
≪
非
常
勤
≫

研
修

･
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
研

修
･
ト

レ
ー

ニ
ン

グ

・
登
録
前

研
修

、
更
新

研
修

の
実

施
・
委
託
後

や
未
委

託
里

親
へ
の
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
の
実

施

里
親
ト
レ
ー
ナ
ー
≪
常
勤
又
は
非
常
勤
≫

・
子
ど
も

と
里
親

と
の

マ
ッ
チ
ン

グ
・
自
立
支

援
計
画

の
作

成

里
親
等
委
託
調
整
員
≪
常
勤
≫
、
委
託
調
整
補
助
員
≪
非
常
勤
≫

・
委
託
後

の
里
親

家
庭

へ
の
訪
問

支
援

、
夜

間
・
休

日
相

談
・
定
期
的

な
相
互

交
流

の
場
を
設

け
、

情
報

交
換

等
を

図
る

里
親
等
相
談
支
援
員
≪
常
勤
≫
、
相
談
支
援
員
補
助
員
≪
非
常
勤
≫
、

心
理
訪
問
支
援
員
≪
常
勤
又
は
非
常
勤
≫

リ
ク
ル
ー

ト
、
研
修

、
マ
ッ

チ
ン
グ

、
支
援

等
を
通

じ
た

一
貫
し

た
里

親
支

援
体

制

統
括
責
任
者
≪
常
勤
≫

事
業
の
全

部
又
は

一
部
を
委

託
可
能
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・
講
演
会

や
説
明

会
の

開
催

等
に

よ
る
普

及
啓

発
・
開

拓
・

里
親
に

対
す
る

登
録

前
・
更

新
研

修
の

実
施

①
里
親
制

度
等
普

及
促

進
事

業

・
子
ど
も

と
里
親

と
の

マ
ッ

チ
ン

グ
・

里
親

又
は
フ
ァ

ミ
リ

ー
ホ

ー
ム

に
委

託
さ

れ
た

子
ど

も
に

係
る

自
立

支
援
計
画

の
作
成

、
見
直

し

②
里
親

委
託
推
進

等
事
業

・
未
委

託
里
親
へ

の
ト
レ

ー
ニ

ン
グ

の
実

施
（

事
例

検
討

・
ロ
ー

ル
プ

レ
イ

、
里

親
宅
で

の
実
習

等
）

③
里
親

ト
レ
ー
ニ

ン
グ
事

業

・
委
託

後
の
里
親

家
庭

へ
の
訪

問
支

援
・

定
期

的
な
相
互

交
流

の
場
を

設
け
、

情
報

交
換

等
を

図
る

④
里
親

訪
問
等
支

援
事
業

・
共
働

き
の
里
親

家
庭

が
相

談
し

や
す

い
、
夜

間
や
土

日
の

相
談

支
援

体
制

の
整

備
・

独
自

の
休
暇
制

度
の

導
入

等
の

両
立

支
援

策
を

企
画
し

、
民
間

企
業

へ
委
託
し

て
実
践

・
分
析

・
検

証
を
実

施

⑤
共
働

き
家
庭
里

親
委

託
促

進
事

業

・
里
親
等
委
託
調
整
員
≪
常
勤
≫

※
里
親
支
援
事
業
全
体
の
企
画
及
び
里
親
等
と
施
設
、
関
係
機
関
と
の

円
滑
な
調
整
、
自
立
支
援
計
画
作
成
等
を
実
施

・
委
託
調
整
補
助
員
≪
非
常
勤
≫

※
里
親
等
委
託
調
整
員
の
補
助
(新
規
里
親
委
託
件
数
に
応
じ
て
加
算
)

・
里
親
等
相
談
支
援
員
≪
常
勤
≫

※
里
親
か
ら
の
相
談
や
、
定
期
的
な
訪
問
に
よ
り
子
ど
も
の
状
態
の
把

握
や
里
親
等
へ
の
指
導
を
実
施

・
里
親
ト
レ
ー
ナ
ー
≪
常
勤
的
非
常
勤
（
２
人
）
≫

※
未
委
託
里
親
に
対
す
る
事
例
検
証
や
実
習
等
の
養
育
技
術
の
向
上
に

向
け
た
取
組
を
実
施

・
講
演
会

や
説
明

会
の
開

催
等

に
よ
る

普
及

啓
発

・
開

拓

①
里
親
制

度
等
普

及
促
進

・
里
親

リ
ク
ル

ー
ト
事

業

・
里
親
リ
ク
ル
ー
タ
ー
≪
常
勤
≫

※
制
度
の
周
知
及
び
候
補
者
の
獲
得
に
向
け
た
リ
ク
ル
ー
ト
活
動
を
実
施

・
里
親
に

対
す
る

登
録
前

・
更
新

研
修

の
実

施
・

委
託
中

・
未
委

託
里
親

へ
の
ト

レ
ー
ニ

ン
グ

の
実

施
（

事
例

検
討
・

ロ
ー

ル
プ

レ
イ
、

里
親

宅
で

の
実

習
等
）

・
フ
ォ
ス

タ
リ
ン

グ
機
関

職
員

の
研
修
受

講
を

促
進
す

る
た

め
の

費
用
（

研
修

旅
費
、

代
替

要
員

費
）

を
補

助

②
里
親
研

修
・
ト

レ
ー
ニ

ン
グ

等
事
業

・
里
親
ト
レ
ー
ナ
ー
≪
常
勤
的
非
常
勤
⇒
常
勤
を
置
い
た
場
合
に
加
算
≫

※
登
録
前
・
更
新
研
修
の
実
施
、
委
託
中
・
未
委
託
里
親
に
対
す
る
事
例
検
証
や
実
習
等
の
養
育
技
術
の
向
上
に
向
け
た
取

組
を
実
施

・
子
ど
も

と
里
親

と
の
マ

ッ
チ
ン

グ
・

里
親
又

は
フ
ァ

ミ
リ
ー

ホ
ー
ム

に
委
託

さ
れ

た
子
ど

も
に
係

る
自

立
支

援
計

画
の
作

成
、
見

直
し

③
里
親
委

託
推
進

等
事
業

・
里
親
等
委
託
調
整
員
≪
常
勤
≫

※
里
親
支
援
事
業
全
体
の
企
画
及
び
里
親
等
と
施
設
、
関
係
機
関
と
の
円
滑
な
調
整
、
自
立
支
援
計
画
作
成
等
を
実
施

・
委
託
調
整
補
助
員
≪
非
常
勤
≫

※
里
親
等
委
託
調
整
員
の
補
助
（
新
規
里
親
委
託
件
数
に
応
じ
て
加
算
）

・
委
託
後

の
里
親

家
庭

へ
の

訪
問

支
援

・
定
期
的

な
相
互

交
流

の
場
を
設

け
、
情

報
交

換
等
を

図
る

・
共
働
き

の
里
親

家
庭

が
相
談
し

や
す
い

、
夜

間
や
土

日
の
相

談
支

援
体

制
の

整
備

④
里
親
訪

問
等
支

援
事
業

・
里
親
等
相
談
支
援
員
≪
常
勤
≫

※
里
親
か
ら
の
相
談
や
、
定
期
的
な
訪
問
に
よ
り
子
ど
も
の
状
態
の
把
握
や
里
親
等
へ
の
指
導
を
実
施

里
親
支
援
事
業

⇒
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
機
関
（
里
親
養
育
包
括
支
援
）
事
業

の
再
編
イ
メ
ー
ジ

・
心
理
訪
問
支
援
員
≪
常
勤
又
は
非
常
勤
≫

※
特
に
専
門
性
の
高
い
支
援
が
必
要
な
子
ど
も
に
対
し
て
、
心
理
面
か

ら
の
訪
問
支
援
を
実
施

・
心
理
訪
問
支
援
員
≪
常
勤
又
は
非
常
勤
≫

※
特
に
専
門
性
の
高
い
支
援
が
必
要
な
子
ど
も
に
対
し
て
、
心
理
面
か
ら
の
訪
問
支
援
を
実
施

・
リ
ク
ル
ー
タ
ー
補
助
員
≪
非
常
勤
≫

※
里
親
リ
ク
ル
ー
タ
ー
の
補
助
（
新
規
里
親
登
録
数
に
応
じ
て
加
算
）

⑤
共
働
き

家
庭
里

親
委
託

促
進
事

業

・
相
談
支
援
員
補
助
員
≪
非
常
勤
≫

※
里
親
等
相
談
支
援
員
の
補
助
（
里
親
等
委
託
児
童
数
に
応
じ
て
加
算
）

・
統
括
責
任
者
≪
常
勤
≫

※
業
務
を
統
括
す
る
責
任
者
（
３
つ
以
上
の
事
業
を
実
施
す
る
場
合
に
加
算
）
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【
拡
充
内

容
】

○
事
業

の
再

編
及
び

名
称
を
変

更
➢

研
修

事
業

・
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
事

業
を

整
理

・
統
合

➢
共
働

き
家

庭
里

親
委

託
促

進
事

業
か

ら
、

夜
間
や
土

日
の
相

談
支

援
体
制

の
整
備
事

業
を

里
親

訪
問

等
支

援
事

業
に

編
入

➢
名
称

を
「

里
親

支
援

事
業
」

か
ら
「

里
親

養
育
包
括

支
援

（
フ
ォ

ス
タ
リ
ン

グ
）
事

業
」

に
変

更

○
里
親

制
度

等
普

及
促

進
・
里

親
リ

ク
ル
ー

ト
事
業

➢
里
親

の
開

拓
等
を

担
う

リ
ク

ル
ー
タ

ー
の

配
置
（
常

勤
１
人

＋
非

常
勤

（
新

規
里
親

登
録

数
に

応
じ

て
加

算
）

）
➢

補
助

単
位

を
、

「
都

道
府

県
等
」
か

ら
「

か
所
払
い

（
フ
ォ

ス
タ

リ
ン
グ

機
関
単
位

・
児

童
相

談
所

設
置

単
位
）

」
に

変
更

○
里
親

研
修
・

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

等
事

業
➢

里
親

ト
レ

ー
ナ

ー
に

つ
い

て
、
常
勤

職
員

を
配
置
し

た
場
合

に
加

算
（
現
行

は
非
常

勤
）

➢
現
在

、
研

修
の
対

象
と

さ
れ

て
い
な

い
委

託
中

の
里

親
に
対

す
る

研
修
を
追

加
➢

フ
ォ

ス
タ

リ
ン

グ
機

関
職

員
の
研
修

受
講

を
促
進
す

る
た
め

、
研

修
旅
費

・
研
修
代

替
要

員
費

を
追

加

○
里
親

訪
問

等
支

援
事

業
➢

里
親

等
委

託
児

童
数
に
応

じ
て
相
談

支
援

員
補
助
員

（
非
常

勤
）

を
加
配

○
統
括

責
任

者
の

配
置

➢
フ
ォ

ス
タ

リ
ン

グ
業

務
を

包
括

的
（

３
事

業
以
上

（
＊

の
う

ち
３

事
業
以
上

）
）
に

実
施

し
て

い
る

場
合
に

統
括

責
任

者
を

配
置

＊
①
里
親

制
度

等
普
及

促
進

・
里

親
リ

ク
ル
ー
ト

事
業

、
②

里
親
研
修

・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

等
事
業

、
③

里
親

委
託

推
進

等
事

業
、

④
里

親
訪

問
等

支
援

事
業

（
運
用
改

善
）
・

中
核

市
・

特
別

区
の
児

童
相

談
所

設
置

に
向

け
て
、

実
施
主
体

に
「

児
童
相

談
所
を

設
置

予
定

の
市

区
」
を

追
加

・
養

子
縁

組
里

親
等
の

支
援
に
つ

い
て

、
養
子

縁
組
民
間

あ
っ
せ

ん
機

関
に
委

託
可

能
で

あ
る

こ
と

を
明

確
化

- 202 -



20
18
年
度

20
19
年
度

統
括
責
任
者
加
算

5,
78
1千

円

里
親
制
度
等
普
及
促

進
事
業

4,
58
1千

円
里
親
制
度
等
普
及
促
進
・
里
親
リ
ク
ル
ー
ト
事
業

都
道
府
県

等
が
実
施
す
る
場
合

1,
96
6千

円
委
託
し
て
実
施
す
る
場
合

1,
31
1千

円
里
親
リ
ク

ル
ー
タ
ー
配
置
加
算

5,
64
3千

円
加
算

新
規
里
親

登
録
件
数

15
件
以
上

25
件
未
満

1,
23
9千

円
加
算

25
件
以
上

35
件
未
満

1,
77
1千

円
加
算

35
件
以
上

2,
30
4千

円
加
算

里
親
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

事
業

7,
44
7千

円
里
親
研
修
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
等
事
業

都
道
府
県

等
が
実
施
す
る
場
合

7,
49
3千

円
委
託
し
て
実
施
す
る
場
合

4,
99
6千

円
里
親
ト
レ

ー
ナ
ー
配
置
加
算
（
常

勤
）

5,
34
2千

円
加
算

里
親
ト
レ

ー
ナ
ー
配
置
加
算
（
非
常
勤
）

2,
60
3千

円
加
算

研
修
代
替

要
員
費
（
１
人
当
た
り
）

37
千
円

里
親
委
託
推
進
等
事

業
6,
32
0千

円
里
親
委
託
推
進
等
事
業

6,
38
4千

円
新

規
里
親
委
託
件
数

新
規
里
親

委
託
件
数

15
件
以
上
30
件
未
満

1,
02
8千

円
加
算

15
件
以
上

30
件
未
満

1,
05
9千

円
加
算

30
件
以
上
45
件
未
満

2,
75
1千

円
加
算

30
件
以
上

45
件
未
満

2,
79
2千

円
加
算

45
件
以
上

3,
78
3千

円
加
算

45
件
以
上

3,
83
5千

円
加
算

里
親
訪
問
等
支
援
事

業
9,
71
2千

円
里
親
訪
問
等
支
援
事
業

9,
57
5千

円
里
親
等
委

託
児
童
数

20
人
以
上

40
人
未
満

2,
22
7千

円
加
算

40
人
以
上

60
人
未
満

4,
12
5千

円
加
算

60
人
以
上

80
人
未
満

7,
43
6千

円
加
算

80
人
以
上

10
,0
40
千
円
加
算

心
理
訪
問
支
援
員
配
置
加
算
（
常

勤
）

4,
99
9千

円
加
算

心
理
訪
問

支
援
員
配
置
加
算
（
常

勤
）

5,
00
3千

円
加
算

心
理
訪
問
支
援
員
配
置
加
算
（
非
常
勤
）

1,
55
2千

円
加
算

心
理
訪
問

支
援
員
配
置
加
算
（
非
常
勤
）

1,
55
2千

円
加
算

面
会
交
流

支
援
加
算

2,
19
4千

円
加
算

夜
間
・
土

日
相
談
対
応
強
化
加
算

2,
81
5千

円
加
算

共
働
き
家
庭
里
親
委

託
促
進
事
業

5,
53
6千

円
共
働
き
家
庭
里
親
委
託
促
進
事
業

3,
74
7千

円

里
親
養
育
包
括
支
援
（
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
）
事
業
補
助
基
準
額
（
案
）
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里
親

養
育

包
括

支
援

（
フ

ォ
ス

タ
リ

ン
グ

）
職

員
研

修
事

業

包
括

的
な
里

親
養
育
支

援
体

制
の

構
築
に
向

け
、

ど
の

地
域
に
お

い
て

も
、

質
の
高
い

里
親

養
育

を
実
現
す

る
た

め
、

児
童
相
談

所
の

み
な

ら
ず

、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
等

の
民

間
機

関
、
乳
児

院
・

児
童

養
護
施
設

、
里

親
会

等
の
「
強

み
」

を
最

大
限
に
活

用
し

な
が

ら
、
地
域

の
実

情
に

応
じ

て
構

築
し

て
い
く
こ

と
が

求
め

ら
れ
る
。

こ
の

よ
う
な

体
制
の
構

築
に

向
け

て
、
児
童

相
談

所
や

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
等

の
民

間
機
関
、

乳
児

院
・

児
童
養
護

施
設

、
里

親
会
等
の

職
員

を
対

象
と

し
た
研

修
事
業
を

実
施

し
、

フ
ォ
ス
タ

リ
ン

グ
業

務
を
担
う

職
員

の
人

材
育
成
を

進
め

る
。

（
主

な
業
務

内
容
）

①
研

修
の
企

画
立
案
（

カ
リ

キ
ュ

ラ
ム
、
研

修
資

料
等

）
※
20
18
年
度
の
調
査
研
究
に
よ
り
、
研
修
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
策
定
予
定

②
開

催
場
所

の
選
定
（

地
域

ブ
ロ

ッ
ク
単
位

で
実

施
）

③
講

師
の
選

定
・
招
聘

④
研

修
の
開

催
案
内
及

び
参

加
希

望
者
の
募

集
⑤

研
修

会
の

実
施

⑥
修

了
証
の

交
付
、
修

了
者

名
簿

の
作
成

法
人

（
公
募

に
よ
り
選

定
）

国
：

定
額
（

10
／

10
相

当
）

※
別
途
、
里
親
養
育
包
括
支
援
（
フ
ォ
ス
タ
リ
ン
グ
）
事
業
に
よ
り
、
参
加
費
用
（
旅
費
、
代
替
職
員
雇
上
費
）
を
補
助
。

１
．

事
業
内

容

２
．

実
施
主

体

【
平

成
31

年
度

予
算
案

】
3
2百

万
円

（
里

親
養
育

包
括
支

援
（

フ
ォ

ス
タ

リ
ン

グ
）

職
員

研
修

事
業

費
補

助
金

）

３
．

補
助
率
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養
子

縁
組

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

助
成

事
業

民
間

養
子

縁
組
あ

っ
せ

ん
機

関
に

対
し

て
、
人

材
育
成

を
進
め
る

た
め

の
研
修

の
受
講
費

用
、

「
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
に

よ
る
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん

に
係

る
児

童
の
保
護

等
に

関
す

る
法

律
」

の
施

行
に
伴

い
対

応
が
必

要
な

第
三
者
評

価
受
審

費
用

等
を

助
成

す
る

と
と

も
に
、

実
親

や
養
親

希
望

者
等
の
負

担
軽
減

等
に

向
け
た

支
援

体
制
の

構
築
に

向
け

た
モ
デ
ル

事
業

を
実

施
す

る
。

併
せ

て
、
養

親
希

望
者

の
負

担
軽

減
を

図
る
。

①
養
子

縁
組
民
間

あ
っ

せ
ん
機

関
基

本
助

成
事

業
ⅰ

養
子

縁
組
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
等

職
員
研

修
参
加
促

進
事
業

養
子
縁
組

あ
っ

せ
ん
責

任
者

研
修

及
び
民

間
あ

っ
せ
ん

機
関

の
職

員
や

児
童
相
談

所
の
職

員
等

の
資

質
向

上
を

図
る

た
め

の
研

修
に

参
加

す
る

た
め

の
、

旅
費
及

び
研

修
代

替
要

員
費
、

参
加
費

用
に

つ
い

て
補
助

ⅱ
第
三
者
評
価

受
審
促

進
事

業
≪
新
規
≫

養
子
縁
組

民
間

あ
っ

せ
ん
機

関
が

第
三
者

評
価

を
受
審
す

る
た
め

の
受

審
費
用

に
つ
い
て

補
助

②
養
子

縁
組
民
間

あ
っ

せ
ん
機

関
支

援
体

制
構

築
等

モ
デ

ル
事
業

※
公
募

に
よ

り
選
定

ⅰ
養
親

希
望
者

等
支

援
モ

デ
ル

事
業

児
童
相
談

所
等

の
関

係
機

関
と

連
携
し
、

子
ど

も
と
の

事
前

の
マ

ッ
チ

ン
グ
や

養
子
縁
組

後
の

相
談
・

援
助
、

養
親

同
士
の

交
流

の
場

の
提

供
な

ど
、
養
親

希
望

者
等
の

負
担

軽
減

に
向
け

た
支

援
体
制

を
構
築

ⅱ
障
害

児
等
支

援
モ

デ
ル
事

業
障
害
児
や

医
療

的
ケ

ア
児
な

ど
特

別
な
支

援
を

要
す
る
子

ど
も
を

対
象

に
し
た
あ

っ
せ
ん

及
び

養
子

縁
組

成
立

前
後
の

支
援
体

制
を

構
築

ⅲ
心
理

療
法
担

当
職

員
の
配

置
に

よ
る

相
談

支
援

体
制

構
築

モ
デ
ル

事
業
≪
新
規
≫

心
理
療
法

担
当

職
員
を

配
置
し

、
実

親
や

養
親

希
望
者

か
ら
の

相
談

に
応

じ
る
と

と
も
に

、
養

子
縁

組
成

立
後
の

実
親

へ
の
心

理
的
ケ

ア
、

養
子

縁
組
家
庭

へ
の
定

期
的

な
訪

問
や

相
談
窓

口
の

開
設
等

に
よ
り

、
養
子

縁
組
成
立

前
後

の
心

理
的
な

負
担

を
軽

減
す

る
た

め
の
相

談
支

援
体

制
を
構

築
ⅳ

特
定

妊
婦
へ

の
支

援
体

制
構

築
モ

デ
ル

事
業
≪
新
規
≫

産
科
医
療

機
関

と
も
連

携
し

て
特

定
妊
婦

か
ら

の
相
談
に

応
じ
る

と
と

も
に

、
看

護
師

を
配

置
し
、

産
科

医
療

機
関
と

連
携
し

た
妊

娠
期

の
ケ

ア
や
、
出
産

後
の
母

子
へ

の
養

育
支

援
、
自

立
に

向
け
た

関
係
機
関

と
連

携
し
た

就
業
支
援

等
、

特
定
妊

婦
へ

の
支

援
体

制
を

構
築

③
養
親

希
望
者
手

数
料

負
担

軽
減

事
業
≪

新
規
≫

民
間
あ
っ

せ
ん

機
関
に

よ
る
養

子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん
を

利
用

す
る

養
親

希
望
者

は
、

児
童

相
談

所
に

よ
る

場
合
と

異
な

り
、

手
数

料
を
負

担
す

る
可

能
性

が
高

い
こ
と

か
ら

、
児

童
相

談
所
が

関
与

す
る
養
子

縁
組
里

親
と

の
バ
ラ
ン

ス
を

考
慮
し

て
、

養
親

希
望

者
の

手
数

料
負

担
を

軽
減

す
る

。

都
道
府
県

・
指

定
都

市
・
児

童
相

談
所

設
置
市

１
．

事
業

内
容

２
．

実
施

主
体

【
平

成
31
年

度
予
算
案

】
16
9億

円
の

内
数
（

児
童

虐
待

・
DV
対
策

等
総

合
支

援
事
業
）
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民
間
あ
っ

せ
ん

機
関

を
利

用
す
る

養
親
希

望
者

の
手
数
料

負
担

の
軽

減
≪

新
規

≫

①
養
子

縁
組
民
間

あ
っ

せ
ん
機

関
基

本
助

成
事

業
ⅰ

養
子

縁
組
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
等

職
員
研

修
参
加
促

進
事
業

受
講
者

１
人
当

た
り

53
千

円
ⅱ

第
三

者
評
価

受
審

促
進
事

業
１

か
所
当

た
り

30
0
千

円
≪
新
規
≫

②
養
子

縁
組
民
間

あ
っ

せ
ん
機

関
支

援
体

制
構

築
等

モ
デ

ル
事
業

ⅰ
養
親

希
望
者

等
支

援
モ

デ
ル

事
業

１
か

所
当

た
り

4,
18
3
千

円
→

4,
55
1
千

円
ⅱ

障
害

児
等
支

援
モ

デ
ル
事

業
１

か
所
当

た
り

2,
48
4
千

円
→

2,
94
2
千

円
ⅲ

心
理

療
法
担

当
職

員
の
配

置
に

よ
る

相
談

支
援
体
制

構
築

モ
デ
ル

事
業

１
か

所
当

た
り

0
千

円
→

6,
07
2
千

円
≪
新
規
≫

ⅳ
特
定

妊
婦
へ

の
支

援
体

制
構

築
モ

デ
ル

事
業

１
か

所
当

た
り

0
千

円
→

6,
24
4
千

円
≪
新
規
≫

③
養
親

希
望
者
手

数
料

負
担
軽

減
事

業
１

人
当

た
り

30
万
円

を
上
限
≪
新
規
≫

ⅰ
養
親

希
望
者

等
支

援
モ

デ
ル

事
業

15
か

所
ⅱ

障
害

児
等
支

援
モ

デ
ル
事

業
10
か

所
ⅲ

心
理

療
法
担

当
職

員
の
配

置
に

よ
る

相
談

支
援
体
制

構
築

モ
デ
ル

事
業

15
か

所
≪
新
規
≫

ⅳ
特
定

妊
婦
へ

の
支

援
体

制
構

築
モ

デ
ル

事
業

10
か

所
≪
新
規
≫

国
：
１
／

２
、
都

道
府

県
・
指

定
都

市
・

児
童

相
談
所
設

置
市

：
１

／
２

５
．
補
助

率

３
．

補
助

基
準
額

（
案

）

４
．
予
算

か
所
数

実
親
や

養
親
希

望
者
等

の
負
担

軽
減
等

に
向
け

た
モ

デ
ル

的
な

取
組

➢
心
理
療
法
担
当
職
員

の
定
期
的
な
家
庭
訪
問
等
に
よ
る

養
子
縁
組
成
立
前
後

の
養
育
支
援
≪
新
規
≫

➢
特
定
妊
婦
等

に
対
す
る
相
談
支
援
≪
新
規
≫

➢
児
童
相
談
所
等
の
関
係
機
関
と
連
携
し
た
支
援

➢
特
別
な
支
援
を
要
す
る
子
ど
も
の
あ
っ
せ
ん
及
び
支
援

（
参
考
）
2
01
8
年
1
0月

1
日

現
在
：

11
事

業
者

（
許
可
を

受
け
た

事
業

者
数

）
※

左
記
の

他
、

許
可

申
請

中
の
事

業
者

有
り

。

※
養

子
縁

組
民

間
あ
っ

せ
ん

機
関

支
援
体

制
構

築
等

モ
デ

ル
事
業
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養
子

縁
組

民
間

あ
っ

せ
ん

機
関

職
員

研
修

事
業

特
別

養
子
縁

組
等
に
係

る
民

間
あ

っ
せ
ん
機

関
に

お
い

て
養
子
縁

組
あ

っ
せ

ん
の
業
務

に
従

事
す

る
者
に
は

、
実

父
母

と
養
親
希

望
者

の
事

情
を

考
慮
し

、
児
童
の

最
善

の
利

益
を
見
通

す
専

門
性

が
求
め
ら

れ
る

こ
と

か
ら
、
民

間
あ

っ
せ

ん
機
関
の

職
員

等
が

受
講
す
る

研
修

事
業

を
実

施
す

る
。

①
養

子
縁
組

あ
っ
せ
ん

責
任

者
研

修
民

間
あ

っ
せ

ん
機
関
に

よ
る

養
子

縁
組
の
あ

っ
せ

ん
に

係
る
児
童

の
保

護
等

に
関
す
る

法
律

施
行

規
則
第

18
条

に
掲

げ
る
厚

生
労
働

大
臣

が
認

め
る
研

修
と
し
て

、
養

子
縁

組
あ
っ
せ

ん
責

任
者

研
修
を
実

施
。

②
養

子
縁

組
あ

っ
せ
ん

機
関
等

職
員
研

修

民
間

あ
っ
せ

ん
機
関
の

職
員

や
児

童
相
談
所

の
職

員
、

市
区
町
村

の
職

員
等

、
養
子
縁

組
の

あ
っ

せ
ん
業
務

に
従

事
す

る
者
等
の

資
質

向
上

を
図

る
こ

と
を
目
的

と
し

た
研

修
を
実
施

。

法
人

（
公
募

に
よ
り
選

定
）

国
：

定
額
（

10
／

10
相

当
）

※
別
途
、
参
加
者
よ
り
参
加
費
用
を
徴
収

（
あ
っ
せ
ん
機
関
に
対
し
て
は
、
特
別
養
子
縁
組
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
助
成
事
業
に
よ
り
当
該
参
加
費
用
を
補
助
）

１
．

事
業
内

容

２
．

実
施
主

体

【
平

成
31
年

度
予
算
案

】
19
百

万
円

（
養
子

縁
組

民
間

あ
っ
せ
ん

機
関

職
員

研
修
事
業

費
補

助
金

）

３
．

補
助
率

参
考

＜
「
民
間
あ
っ
せ
ん

機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
」

附
帯
決
議
（
抜
粋
）
＞

五
民
間
あ

っ
せ
ん
機
関
に
お
い
て
養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん
の
業
務
に
従
事
す
る
者
に
は
、
実
父
母
と
養
親
希
望
者
の
事
情
を
考
慮
し
、
児
童
の
最
善
の
利
益

を
見
通
す

専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
各
種
の
研
修
等
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
必
要
な
人
材
育
成
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
。

＜
「
民
間
あ
っ
せ
ん

機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
」

附
帯
決
議
（
抜
粋
）
＞

五
民
間
あ

っ
せ
ん
機
関
に
お
い
て
養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん
の
業
務
に
従
事
す
る
者
に
は
、
実
父
母
と
養
親
希
望
者
の
事
情
を
考
慮
し
、
児
童
の
最
善
の
利
益

を
見
通
す

専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
こ

と
か
ら
、
各
種
の
研
修
等
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
必
要
な
人
材
育
成
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
。

＜
「
民
間
あ
っ
せ
ん

機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
」

（
抜
粋
）
＞

第
二
十
二
条

国
又
は
地
方
公
共
団
体
は
、
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
を
支
援
す
る
た
め
に
必
要
な
財
政
上
の
措
置
、
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
業
務
に
従

事
す
る
者

に
対
す
る
研
修
そ
の
他
の

措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
六
条

２
養
子
縁

組
あ
っ
せ
ん
責
任
者
は
、
第
八
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
っ
て
養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん
事
業
に
関
す
る
熱
意
及
び
能
力

を
有
し
、

か
つ
、
社
会
福
祉
士
そ
の

他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
又
は
経
験
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

＜
「
民
間
あ
っ
せ
ん

機
関
に
よ
る
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
児
童
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
」

（
抜
粋
）
＞

第
二
十
二
条

国
又
は
地
方
公
共
団
体
は
、
民
間
あ
っ
せ
ん
機
関
を
支
援
す
る
た
め
に
必
要
な
財
政
上
の
措
置
、
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
に
係
る
業
務
に
従

事
す
る
者

に
対
す
る
研
修
そ
の
他
の

措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
六
条

２
養
子
縁

組
あ
っ
せ
ん
責
任
者
は
、
第
八
条
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
っ
て
養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん
事
業
に
関
す
る
熱
意
及
び
能
力

を
有
し
、

か
つ
、
社
会
福
祉
士
そ
の

他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
資
格
又
は
経
験
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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里
親

制
度

等
広

報
啓

発
事

業

①
里

親
制

度
の
普
及

促
進

を
図

る
た
め
、

年
間

を
通

じ
て
、
ま

た
、

毎
年

10
月

に
実

施
さ

れ
る

里
親
月
間

（
里

親
を

求
め
る
運

動
）

に
お

い
て

は
特

に
集

中
的
に
、

里
親

制
度

（
以
下
「

家
庭

養
護

」
と
い
う

。
）

に
関

し
て
様
々

な
広

告
媒

体
を
活
用

し
た

広
報

啓
発
を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
制
度

に
対
す
る

社
会

的
認

知
度
を
高

め
、

も
っ

て
そ
の
推

進
に

寄
与

す
る
こ
と

を
目

的
と

す
る
。

②
特

別
養

子
縁
組
制

度
の

普
及

促
進
を
図

る
た

め
、

年
間
を
通

じ
て

、
様

々
な
広
告

媒
体

を
活

用
し
た
広

報
啓

発
を

行
う
と
と

も
に

、
許

可
さ

れ
た

民
間

あ
っ
せ
ん

事
業

者
と

協
働
し
た

広
報

啓
発

を
行
う
こ

と
に

よ
り

、
制
度
に

対
す

る
社

会
的
認
知

度
を

高
め

、
も
っ
て

そ
の

推
進

に
寄

与
す
る

こ
と
を
目

的
と

す
る

。

（
広

報
啓
発

内
容
）

ⅰ
ポ

ス
タ

ー
・
リ
ー

フ
レ

ッ
ト

の
作
成
・

配
付

ⅱ
イ

ン
タ

ー
ネ
ッ
ト

広
告

を
活

用
し
た
普

及
啓

発

ⅲ
新

聞
広

告
を
活
用

し
た

普
及

啓
発

※
民

間
事
業

者
等
の
提

案
に

よ
り

具
体
的
な

広
報

啓
発

内
容
を
決

定
。

法
人

（
公
募

に
よ
り
選

定
）

国
：

定
額
（

10
／

10
相

当
）

１
．

事
業

内
容

２
．

実
施

主
体

【
平

成
31
年

度
予
算
案

】
70
百

万
円

（
里
親

制
度

等
広

報
啓
発
事

業
費

補
助

金
）

３
．

補
助

率
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児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

運
営

等
事

業

①
児
童
家

庭
支
援

セ
ン

タ
ー
運

営
事

業
・

虐
待

や
非
行

等
、

子
ど

も
の

福
祉
に

関
す

る
問
題

に
つ
き

、
子
ど

も
、
ひ
と

り
親
家

庭
そ

の
他

か
ら

の
相

談
に

応
じ

、
必

要
な

助
言

を
行

う
。

・
児
童

相
談
所

か
ら

の
委

託
を

受
け

て
、
施

設
入
所

ま
で
は

要
し
な

い
が

要
保

護
性

が
あ
り

、
継

続
的

な
指

導
が

必
要
な

子
ど

も
及
び

そ
の

家
庭

に
つ

い
て
の

指
導
を

行
う
。

・
子

ど
も
や
家

庭
に

対
す

る
支

援
を
迅

速
か

つ
的
確

に
行
う
た

め
、

児
童
相
談

所
、

児
童
福

祉
施

設
、

学
校

等
関

係
機

関
と

の
連

絡
調

整
を

行
う

。
［
運
用
改

善
］

・
事
業
費

の
補

助
基

準
額
に

つ
い

て
、
活

動
実

績
に
応
じ

て
重
点

的
に

配
分

②
児
童
養

護
施
設

退
所

児
童

等
に

対
す

る
自
立

促
進
事
業

自
立

援
助

ホ
ー

ム
に
心

理
担

当
職

員
を

配
置

し
、
入
居
児

童
等

に
対

し
心
理
面

か
ら
の

自
立
支

援
を
行

う
。

③
指
導

委
託
促
進

事
業

現
在

、
都

道
府

県
又
は

児
童

相
談

所
が

行
う
こ

と
と
さ
れ

て
い
る

要
保

護
児
童
発

見
者

か
ら
の

通
告
が

あ
っ

た
場

合
等

の
児

童
又

は
保

護
者
に

対
す

る
指
導
な

ど
の

業
務
に

つ
い

て
、

児
童

家
庭
支

援
セ
ン
タ

ー
等
に

委
託

し
た
場
合

の
補
助

を
行

い
、

地
域

に
お

け
る
相

談
・

支
援

体
制
の

強
化

を
図

る
。

［
運
用
改

善
］

・
件
数
の

算
定

方
法
を

月
単

位
に

変
更

都
道
府
県

・
指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置
市

（
民
間
団

体
等

に
委
託

し
て
実
施

す
る
こ

と
も

可
）

①
児
童
家

庭
支
援

セ
ン

タ
ー
運

営
事

業
（

20
1
8
年

度
）

（
20
19

年
度

）
事
務
費

常
勤
心

理
職
配
置

の
場
合

11
,4
85

千
円

→
 

11
,
52
6
千

円
非
常
勤
心

理
職
配

置
の

場
合

7,
65
0
千

円
→

7,
68

7
千

円
事
業
費

件
数
区

分
に

応
じ
て

74
千
円
～

5
,1
45

千
円

→
 

35
3
千

円
～

6,
61
5
千

円
≪
運
用
改
善
≫

初
度
調
弁

費
１
か

所
当

た
り

40
0
千

円
→

40
0
千

円
②
児
童
養

護
施
設

退
所

児
童

等
に

対
す

る
自
立

促
進
事
業

１
か

所
当
た
り

1,
06
7
千
円

→
1,
06
8
千

円
③
指
導
委

託
促
進

事
業

１
件

当
た
り

（
月
）

10
6
千
円

→
10
6
千

円
≪
運
用
改
善
≫

国
：

１
／

２
、

都
道

府
県
・

指
定

都
市
・

児
童

相
談
所
設

置
市

：
１
／

２

１
．

事
業
内

容

２
．

実
施
主

体

４
．

補
助
率

３
．

補
助
基

準
額
（
案

）

【
平

成
31
年

度
予
算
案

】
16
9億

円
の

内
数
（

児
童

虐
待

・
DV
対
策

等
総

合
支

援
事
業
）
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件
数
区

分
基

準
額

件
数

区
分

基
準

額

50
件
～

2
99
件

7
4
,
00
0

50
件

～
5
99
件

3
5
2
,8
0
0

3
00

件
～

5
99
件

4
4
1
,0
0
0

6
00

件
～

8
99
件

1
,
1
03
,
00
0

6
00

件
～

8
99
件

9
3
7
,5
5
0

9
00

件
～

1,
3
99
件

2
,
0
57
,
00
0

9
00

件
～

1,
3
99
件

1
,
8
51
,
30
0

1
,
4
00

件
～

1,
8
99
件

2
,
7
92
,
00
0

1
,
4
00

件
～

1,
8
99
件

2
,
7
92
,
00
0

1
,
9
00

件
～

2,
3
99
件

3
,
5
27
,
00
0

1
,
9
00

件
～

2,
3
99
件

3
,
5
27
,
00
0

2
,
4
00

件
～

2,
8
99
件

4
,
2
62
,
00
0

2
,
4
00

件
～

2,
8
99
件

4
,
2
62
,
00
0

2
,
9
00

件
～

3,
3
99
件

4
,
9
97
,
00
0

2
,
9
00

件
～

3,
3
99
件

4
,
9
97
,
00
0

3
,
4
00

件
以

上
5
,
1
45
,
00
0

3
,
4
00

件
～

3,
8
99
件

5
,
7
32
,
00
0

3
,
9
00

件
～

4,
3
99
件

6
,
4
67
,
00
0

4
,
4
00

件
以

上
6
,
6
15
,
00
0

（
20
18
年
度
）

（
20
19
年
度
）

○
「
事
業
費
」
補
助
基
準
額
の
見
直
し
内
容

①
活
動
実
績
の
多
い
セ
ン
タ
ー
に
、
よ
り
重
点
的
に
配
分
さ
れ
る
よ
う
基
準
額
表
を
改
定
。

②
訪
問
相
談
を
行
っ
た
場
合
の
活
動
実
績
の
評
価
を
引
上
げ
。

※
件
数
区

分
の

算
定

の
際

、
「
訪
問
相

談
」
の

評
価

を
倍

に
引
上

げ
。
（

訪
問

相
談

件
数
×
２

で
算

定
）
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児
童

養
護

施
設

等
の

職
員

の
資

質
向

上
の

た
め

の
研

修
等

事
業

①
短

期
研
修

各
施

設
種

別
、

職
種

別
に

行
わ

れ
る

研
修

へ
の

参
加

を
促

進
し

、
入

所
児

童
に

対
す

る
ケ

ア
の

充
実

を
図

る
。

(
お

お
む

ね
３

～
４

日
程

度
の

宿
泊

研
修

を
想
定

）
②

長
期

研
修

一
定

期
間

（
１

～
３

か
月

程
度

）
、

児
童

養
護

施
設

等
の

職
員

に
対

し
、

障
害

児
施

設
や

家
庭

的
環

境
の

下
で

の
個

別
的

な
関

係
を

重
視

し
た

ケ
ア

、
家

族
関

係
訓

練
を

実
施

し
て

い
る

施
設

等
に

お
い

て
、

専
門

性
の

共
有

化
の

た
め

の
実

践
研

修
を

行
う

。
ま

た
、

学
生

等
の

実
習

生
を

一
定

期
間

（
２

週
間

程
度

）
受

け
入

れ
、

実
習

指
導

を
行

い
、

実
習

を
受

け
た

学
生

等
を

非
常

勤
職

員
と

し
て

雇
い

施
設
体

験
を

通
し

て
就

労
促

進
に

つ
な

げ
る

。
な

お
、

事
業

の
実
施

に
当

た
り

、
都

道
府

県
等

に
１

か
所

研
修

調
整

機
関

を
設

け
、

研
修

の
受

入
側

と
送

り
出

し
側

の
調

整
、

代
替

職
員

の
あ

っ
せ

ん
等

事
業

の
円

滑
な

実
施

を
図

る
。

③
児
童

養
護

施
設

等
が

高
機

能
化

及
び

多
機

能
化

・
機

能
転

換
、

小
規

模
か

つ
地

域
分

散
化

を
進

め
る

う
え

で
、

必
要

な
人

材
を

育
成

す
る

た
め

の
研

修
を

開
催

す
る

た
め

の
費

用
を

補
助

す
る

。
≪
新
規
≫

都
道

府
県

・
指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置

市
（

民
間

団
体

等
に

委
託

し
て

実
施

す
る

こ
と

も
可

）

①
短

期
研

修
宿

泊
あ

り
１

人
当

た
り

1
3
2
,
0
0
0
円

宿
泊

な
し

１
人

当
た

り
7
3
,
0
0
0
円

②
長

期
研

修
送

り
出

し
施

設
１

人
当

た
り

1
,
0
5
0
,
0
0
0
円

受
入

施
設

（
他

施
設

職
員

受
入

）
１

人
当

た
り

2
1
6
,
0
0
0
円

調
整

機
関

事
務

費
１

自
治

体
当

た
り

2
,
9
9
2
,
0
0
0
円

受
入

施
設

（
実

習
生

受
入

）
実

習
１

回
当

た
り

8
6
,
2
0
0
円

受
入

施
設

（
実

習
生

等
就

職
促

進
）

１
日

当
た

り
3
,
7
6
0
円

③
研

修
開

催
費

１
自

治
体

当
た

り
（

各
施

設
種

別
単

位
）

2
,
4
4
3
,
0
0
0
円
≪
新
規
≫

国
：

１
／

２
、

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

児
童

相
談

所
設

置
市

：
１

／
２

１
．

事
業
内

容

２
．

実
施
主

体

４
．

補
助
率

３
．

補
助
基

準
額
（
案

）

【
平

成
31
年

度
予
算
案

】
16
9億

円
の

内
数
（

児
童

虐
待

・
DV
対
策

等
総

合
支

援
事
業
）
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職
員

の
雇
用

管
理
改
善

や
労

働
環

境
改
善
に

積
極

的
に

取
り
組
ん

で
い

る
児

童
養
護
施

設
等

（
※

）
に
対
し

て
、

補
助

職
員
の
雇

上
費

を
補

助
す

る
こ
と

に
よ
り
、

施
設

の
体

制
を
強
化

し
、

児
童

指
導
員
等

の
夜

勤
等

を
含
む
業

務
負

担
軽

減
、
就
業

継
続

・
離

職
防
止
を

図
る

。

（
※

）
児
童

養
護
施
設

、
乳

児
院

、
児
童
心

理
治

療
施

設
、
児
童

自
立

支
援

施
設
、
母
子

生
活
支

援
施
設
、

自
立

援
助

ホ
ー
ム

（
補

助
要
件

）
・

短
時
間

正
社
員
制

度
の

導
入

な
ど
、
職

員
の

雇
用

管
理
や
職

場
環

境
の

改
善
を
積

極
的

に
行

っ
て
い
る

事
業

者
で

あ
る
こ
と

・
児

童
指

導
員
の
任

用
資

格
の

取
得
を
目

指
す

者
で

あ
っ
て
、

資
格

要
件

を
満
た
し

た
後

も
引

き
続
き
当

該
勤

務
施

設
又
は
他

の
社

会
的

養
護

関
係

施
設
（
児

童
養

護
施

設
、
乳
児

院
、

児
童

心
理
治
療

施
設

、
児

童
自
立
支

援
施

設
、

母
子
生
活

支
援

施
設

、
自
立
援

助
ホ

ー
ム

）
で

勤
務
を
続

け
る

意
欲

を
持
っ
た

者
で

、
認

可
権
者
が

認
め

る
者

で
あ
る
こ

と
。

（
補

助
対
象
と

な
る

期
間

は
、
児
童

福
祉

施
設

の
設
備

及
び
運
営

に
関

す
る

基
準
第

43
条

第
１

項
第
八

号
（
高

等
学

校
卒

業
者
等
）

に
該

当
す

る
者
は
２

年
、

第
十

号
（
中
学

校
卒

業
者

等
）

に
該
当
す

る
者

は
３

年
を
上
限

と
す

る
。

）

都
道

府
県
・

指
定
都
市

・
中

核
市

・
児
童
相

談
所

設
置

市
・
市
及

び
福

祉
事

務
所
設
置

町
村

１
か

所
当

た
り

3,
83
3千

円
≪
新
規
≫

国
：

１
／

２
、
都
道

府
県

・
指

定
都
市
・

中
核

市
・

児
童
相
談

所
設

置
市

：
１
／
２

国
：

１
／

２
、
都
道

府
県

：
１

／
４
、
市

及
び

福
祉

事
務
所
設

置
町

村
：

１
／
４

※
市

及
び

福
祉
事
務

所
設

置
町

村
が
実
施

す
る

場
合

児
童

養
護

施
設

等
体

制
強

化
事

業

１
．

事
業
内

容

２
．

実
施
主

体

４
．

補
助
率

３
．

補
助
基

準
額
（
案

）

【
平

成
31
年

度
予
算
案

】
16
9億

円
の

内
数
（

児
童

虐
待

・
DV
対
策

等
総

合
支

援
事
業
）
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児
童
養
護
施
設
等
の

職
員
の
業
務
負
担
の
軽
減
等
を
図
る
た
め
、
施
設
や
都
道
府
県
等
に
お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
等
の
推
進
を
図
る
。

①
児
童
養
護
施
設
等

に
お
け
る
業
務
負
担
軽
減
の
た
め
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
推
進
事
業

児
童
養
護
施
設
等
（
※
）
の
職
員
の
業
務
に
お
い
て
負
担
と
な
っ
て
い
る
書
類
作
成
等
の
業
務
に
つ
い
て
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
活
用
に
よ
る
子
ど
も
の
情
報
の

共
有
化
や
ペ
ー
パ
ー
レ
ス
化
等
、
施
設
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
の
推
進
に
資
す
る
機
器
等
の
整
備
を
図
る
。

（
※
）
児
童
養
護
施
設
、
乳
児
院
、
児
童
心
理
治
療
施
設

、
児
童
自
立
支
援
施
設
、
母
子
生
活
支
援
施
設
、
自
立
援
助
ホ
ー
ム
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム

②
情
報
連
携
体
制
整

備
事
業

一
時
保
護
委
託
中
の
子
ど
も
の
情
報
等
を
都
道
府
県
（
児
童
相
談
所
）
と
施
設
間
で
一
元
管
理
で
き
る
シ
ス
テ
ム
及
び
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
の
導
入
な
ど
、
Ｉ
Ｃ

Ｔ
化
に
よ
り
児
童
相
談
所
と
施
設
等
の
情
報
連
携
を
円
滑
に
実
施
す
る
た
め
の
機
器
等
の
整
備
を
図
る
。

③
児
童
相
談
所
に
お

け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
推
進
事
業

子
ど
も
の
情
報
等
の
管
理
を
シ
ス
テ
ム
化
す
る
な
ど
、
児
童
相
談
所
の
職
員
の
業
務
に
お
い
て
負
担
と
な
っ
て
い
る
書
類
作
成
等
の
業
務
を
軽
減
す
る
た
め
、
児

童
相
談
所
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
の
推
進
に
資
す
る
機
器
等
の
整
備
を
図
る
。

④
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
情

報
連
携
に
係
る
シ
ス
テ
ム
改
修
等

費
用
徴
収
に
関
す
る
事
務
（
児
童
入
所
施
設
措
置
費
等
、
保
育
所
措
置
費
）
に
つ
い
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
よ
る
情
報
連
携
に
よ
っ
て
、
地
方
税
関
係
情
報
の
提

供
を
受
け
、
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
個
人
番
号
制
度
に
お
け
る
デ
ー
タ
標
準
レ
イ
ア
ウ
ト
の
改
正
に
必
要
と
な
る
自
治
体
シ
ス
テ
ム
の
改
修

等
に
か
か
る
経
費
に
対
し
て
補
助
を
行
う
。
（
連
携
開
始
は
20
19
年
７
月
を
予
定
。
）

都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
・
児
童
相
談
所
設
置
市

・
市
及
び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
、
市
区
町
村

①
国
：
１
／
２
、

都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
・
児
童
相
談
所
設
置
市
：
１
／
４
、
事
業
者
：
１
／
４

国
：
１
／
２
、

都
道
府
県
：
１
／
８
、
市
（
特
別
区
を
含
む
。
）
及
び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
：
１
／
８
、
事
業
者
：
１
／
４

②
国
：
１
／
２
、

都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
児
童
相
談
所
設
置
市
：
１
／
２

③
国
：
１
／
２
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
児
童
相
談
所
設
置
市
：
１
／
２

④
国
：
２
／
３
、

都
道
府
県
・
市
区
町
村
：
１
／
３

児
童

養
護

施
設

等
に

お
け

る
Ｉ

Ｃ
Ｔ

化
等

推
進

事
業

１
．

事
業
目

的
・
要
求

内
容

２
．

実
施
主

体

３
．

補
助
率

自
立
支

援
計

画
の
作

成
・
共
有

養
育

・
支
援

の
実
施

状
況
（
家

族
情

報
（

や
り
と

り
も
含
め

）
、

身
体
測

定
、

既
往
歴

、
性
格
、

生
活

記
録

等
）

日
常
記

録
（

体
温
・

食
事
摂
取

・
排

泄
等

の
状
況

、
疾
病
、

過
ご

し
方

、
疾
病

等
）

テ
ン

プ
レ
ー

ト
の
活

用
や
デ
ー

タ
連

動
・

一
括
処

理
等
に
よ

り
職

員
の

業
務
負

担
を
軽
減

児
童
養
護

施
設
等

都
道

府
県

（
児

童
相

談
所
）

情 報 連 携

シ
ス

テ
ム

改
修

や
機

器
等

の
整

備
費

用
を

補
助

平
成

３
０
年

度
補
正
予

算
（

第
２

号
）
所
要

額
：

６
．

８
億
円

（
児

童
虐
待
・

DV
対

策
等

総
合
支
援

事
業

費
補

助
金
）
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社
会

的
養

護
自

立
支

援
事

業
等

①
社
会
的

養
護
自

立
支

援
事

業
里

親
等

へ
の

委
託

や
、

児
童

養
護

施
設

等
へ

の
入

所
措

置
を

受
け

て
い

た
者

に
つ

い
て

、
必

要
に

応
じ

て
１

８
歳

（
措

置
延

長
の

場
合

は
２

０
歳

）
到
達
後

も
原
則

２
２
歳

の
年

度
末

ま
で

の
間
、

引
き
続
き

里
親
家

庭
や

施
設
等
に

居
住
し

て
必

要
な

支
援

を
提

供
す

る
事

業
に

要
す

る
費

用
を

補
助
。

［
拡
充
内

容
］

・
本
事

業
に
よ

る
支

援
を

受
け

な
が

ら
、
大

学
等

へ
の

進
学

を
希
望

す
る
者

に
対
し
て

、
以

下
の

支
援

を
行
う

。
高
校
卒
業

後
に

浪
人
し

た
者
で

進
学

の
希

望
を

引
き

続
き

持
つ
者

等
に

対
し
て

、
学
習
塾

に
通

う
費

用
等

を
支

援
４
年
制
の

定
時

制
高

校
に
通

う
場

合
や
、

や
む

を
得
な
い

事
由
に

よ
る

留
年

等
に

よ
り

１
８

歳
到

達
後
に

高
校

等
に

通
学
す

る
場

合
の

授
業

料
を

支
援

本
事
業
の

支
援
を

受
け

た
後
に

、
大

学
等

へ
進

学
す
る

場
合

や
就

職
す

る
場
合

の
支
度
費

を
支

援
・

対
象

者
に

母
子

生
活

支
援

施
設
に
入

所
し

て
い
た

者
で
、

１
８
歳

（
保
護

の
延
長

の
場
合

は
２

０
歳

）
到

達
に

よ
り
保

護
を

解
除
さ

れ
た

者
を

追
加

②
身
元
保

証
人
確

保
対

策
事

業
児

童
養

護
施

設
や

婦
人

保
護

施
設

等
を

退
所

す
る

子
ど

も
や

女
性

が
就

職
し

た
り

、
ア

パ
ー

ト
等

を
賃

借
す

る
際

に
、

施
設

長
等

が
身

元
保

証
人

と
な
る
場
合

の
損
害

保
険

契
約
を

全
国

社
会

福
祉

協
議
会

が
契
約
者

と
し

て
締
結
す

る
。
そ

の
保

険
料
に

対
し

て
補

助
を

行
う

。

①
都
道
府

県
・

指
定

都
市
・
児

童
相

談
所

設
置

市
（
民
間

団
体
等

に
委

託
し
て
実

施
す
る

こ
と

も
可

）
※

母
子

生
活

支
援
施

設
：

市
及

び
福

祉
事

務
所
設

置
町

村

②
都
道
府

県
・

指
定

都
市
・
中

核
市
・

児
童
相

談
所
設
置

市
・
市

及
び

福
祉
事
務

所
設
置

町
村

①
社
会
的

養
護

自
立

支
援

事
業

・
支
援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
配

置
１
か

所
当
た
り

6,
13
1
千

円
・

居
住
費

支
援

１
人

当
た

り
月

額
里
親

86
千
円
、

フ
ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー
ム

17
3
千
円

、
児

童
養

護
施

設
30
9
千

円
、

児
童

心
理
治
療

施
設
43
9
千

円
、
児
童

自
立
支

援
施

設
41
7
千

円
、

自
立

援
助
ホ

ー
ム
2
24

千
円

、
母
子

生
活
支
援

施
設

10
5
千

円
≪
新
規
≫
、

一
般
住

宅
（

就
学

後
中

退
し

た
者

）
50
千

円
・

生
活
費

支
援

１
人

当
た

り
月

額
就
学

・
就
労
を

し
て
い

な
い

者
50
,5
40

円
、
就

学
し

て
い

る
者
1
1,
02
0
円

、
一
般

住
宅
（
就

学
後
中

退
し

た
者
）
50
,
00
0
円

、
児

童
用

採
暖

費
2,
22
5
円

・
生
活
相

談
支

援
１

か
所

当
た

り
常
勤

２
名
以
上

配
置

12
,
15
0
千
円
、
左

記
以
外

8
,9
1
3
千

円
・

就
労
相

談
支

援
１

チ
ー

ム
当

た
り

5
,7
3
2
千
円

１
．

事
業
内

容

２
．

実
施
主

体

３
．

補
助
基

準
額
（
案

）

【
平

成
31
年

度
予
算
案

】
16
9億

円
の

内
数
（

児
童

虐
待

・
DV
対
策

等
総

合
支

援
事
業
）
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・
学
習
費

等
支

援
≪
新
規
≫

特
別
育
成

費
基

本
額

１
人
当

た
り

月
額

23
,
98
5
円

資
格
取
得
等

特
別
加

算
１

人
当
た

り
5
6,
57
0
円

補
習
費

１
人
当

た
り

月
額

15
,
00
0
円

補
習
費
特
別

分
１

人
当

た
り
月

額
2
5,
00
0
円

就
職
支
度

費
一

般
分

１
人
当

た
り

81
,
26
0
円

特
別
基
準
分

１
人
当

た
り

19
4,
93
0
円

大
学
進
学

等
自

立
生

活
支

度
費

一
般

分
１

人
当
た
り

8
1,
2
60

円
特

別
基
準

分
１

人
当

た
り
19
4,
9
30

円
②
身
元
保

証
人
確

保
対

策
事

業
・

就
職
時

の
身
元

保
証

年
間
保
険

料
10
,
56
0
円

・
賃
貸
住

宅
等

の
賃

借
時
の
連

帯
保

証
年
間
保
険

料
19
,
15
2
円

・
大
学
・

高
等

学
校

等
入

学
時
の

身
元

保
証

年
間
保
険

料
10
,
56
0
円

４
．

補
助
率

国
：
１
／

２
、
都

道
府

県
･指

定
都

市
･中

核
市

･児
童
相
談

所
設
置

市
：
１
／
２

国
：
１
／

２
、
都

道
府

県
：
１

／
４
、

市
及

び
福
祉
事
務

所
設
置

町
村

：
１

／
４

支
援
担
当
者
会
議

の
開
催

（
本
人
・
児
相

・
里
親
・
職
員
等
）

↓
継
続
支
援
計
画

の
作
成

（
措
置
解
除
前

に
作
成
）

22
歳

・
居
住
費
支
援
（
里
親
・
施
設
の
居
住
費
を
支
援
）

・
生
活
費
支
援
（
大
学
進
学
者
等
の
生
活
費
を
支
援
）

・
学
習
費
等
支
援
（
進
学
希
望
者
の
学
習
塾
費
等
を
支
援
）
≪
新
規
≫

対
象
者
の
状
況
に
応
じ
て
必
要
な
支
援
を
実
施

里
親
・
児

童
養
護
施
設
等

18
歳

支
援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
（

全
体

を
統

括
） （
措

置
延
長

の
場
合

は
2
0歳

）

関
係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
、
継
続
支
援
計
画
に
基
づ
く
支
援
状
況
を
把
握
し
、
生
活
状
況
の
変
化
な
ど

に
応
じ
て
計
画
を
見
直
し

里
親
・
児
童
養
護
施
設
等

≪
拡
充
≫
母
子
生
活
支
援
施
設
を
追
加

家
庭
復
帰
・
自
立

生
活

相
談

支
援

担
当
職
員

（
生
活

相
談
支

援
）

・
居

住
、
家

庭
、
交

友
関
係
・

将
来

へ
の

不
安
等

に
関
す
る

生
活

上
の

相
談
支

援
・

対
象
者
が

気
軽
に

集
ま
る
場

を
提

供
す

る
等
の

自
助
グ
ル

ー
プ

活
動

の
育
成

支
援

等

措 置 解 除

※
家
賃
・

生
活
費
に
つ
い
て
「
自
立
支
援
資
金
貸
付
事
業
」

の
活
用

が
可
能

就
労

相
談

支
援

担
当

職
員

（
就

労
相

談
支

援
）

・
雇
用

先
と

な
る
職

場
の
開
拓

・
就
職

面
接
等

の
ア
ド
バ

イ
ス

・
事
業

主
か

ら
の
相

談
対
応
を

含
む

就
職

後
の
フ

ォ
ロ
ー
ア

ッ
プ

等

身
元
保
証

（
就
職
時
、
賃
貸
住
宅
等
の
賃
借
時
、
大
学
等
進
学
時
の
身
元
保
証
（
身
元
保
証
人

（
里
親
、
施
設
長
等
）
の
損
害
保
険
料
を
支
援
）
）
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就
学

者
自

立
生

活
援

助
事

業

大
学
等

に
就
学

し
て

い
る
自

立
援

助
ホ

ー
ム
の

入
居
者
に

つ
い
て

、
必

要
に
応
じ

て
２
２

歳
の

年
度

末
ま

で
引

き
続

き
入

居
し

て
継

続
し

た
支

援
を

行
う
た
め

、
２
０

歳
到

達
後
か

ら
２

２
歳
の

年
度

末
ま
で
の

間
に
お

い
て

行
わ
れ
る

児
童
自

立
生

活
援

助
に

要
す

る
費

用
に

つ
い

て
補

助
を

行
う

。

（
１
）

高
等
学
校

の
生

徒
や
大

学
の
学

生
そ
の

他
の
厚
生

労
働
省

令
で

定
め
る
者

で
あ
る

こ
と

（
２
）

満
２
０

歳
に
達

し
た

日
か

ら
満

２
２
歳

に
達
す
る

日
の
属

す
る

年
度
の
末

日
ま
で

の
間

に
あ

る
者

（
３
）

満
２
０

歳
に
達

す
る

日
の

前
日
に

お
い

て
児
童
自

立
生
活

援
助

が
行
わ
れ

て
い
た

者

（
４
）

児
童
養
護

施
設

、
児

童
心

理
治

療
施
設

、
児
童
自

立
支
援

施
設

へ
の
入
所

又
は
里

親
・

小
規

模
住

居
型

児
童

養
育

事
業
へ

の
委

託
の

措
置
を

解
除
さ
れ
た

者
そ

の
他

都
道

府
県

知
事
が
必

要
と

認
め
た

者

［
拡
充
内

容
］

・
高
等

学
校
等

在
学

中
の

者
に

対
し

て
、
大

学
等

へ
の

進
学

に
向
け

た
学
習
塾

に
通

う
費
用

等
を

支
援

都
道
府
県

・
指
定

都
市

・
児

童
相

談
所

設
置
市

（
民
間
団

体
等

に
委
託

し
て
実
施

す
る
こ

と
も

可
）

①
生
活
費

支
援

１
人

当
た

り
月

額
11
,0
2
0
円

②
特
別
育

成
費

基
本

額
１

人
当
た

り
月

額
23
,9
8
5
円

資
格
取
得

等
特
別

加
算

１
人

当
た

り
5
6,
5
70

円

③
児
童
用

採
暖
費

１
人

当
た

り
月

額
36

3
円

④
就
職

支
度
費

一
般

分
１

人
当
た

り
81
,2
6
0
円

特
別
基
準

分
１
人

当
た

り
19

4,
9
30

円

⑤
大
学

進
学
等
自

一
般

分
１

人
当
た

り
81
,2
6
0
円

特
別
基
準

分
１
人

当
た

り
19

4,
9
30

円

立
生
活

支
度
費

⑥
補
習
費
≪
新
規
≫

１
人

当
た

り
月

額
15
,0
0
0
円

補
習
費

特
別
分

１
人

当
た

り
月

額
25
,0
00

円

国
：

１
／

２
、

都
道

府
県
・

指
定

都
市
・

児
童

相
談
所
設

置
市

：
１
／

２

１
．

事
業
内

容

２
．

実
施
主

体

４
．

補
助
率

３
．

補
助
基

準
額
（
案

）

【
平

成
31
年

度
予
算
案

】
16
9億

円
の

内
数
（

児
童

虐
待

・
DV
対
策

等
総

合
支

援
事
業
）
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【
事
業
目
的

・
要
求
内
容
】

児
童
養

護
施
設
や
自
立
援
助
ホ
ー
ム
等
を
退
所
し
た
者
で
あ
っ
て
就
職
し
た
者
又
は
大
学
等
へ
進
学
し
た
者
の
う
ち
、
保
護
者
が
い
な
い
又
は
保

護
者
か
ら
の
養
育
拒
否
等
に
よ
り
、
住
居
や
生
活
費
な
ど
安
定
し
た
生
活
基
盤
の
確
保
が
困
難

な
状
況
に
あ
る
者
又
は
そ
れ
が
見
込
ま
れ
る
者
に
対

し
て
、
家
賃
相
当
額
の
貸
付
や
生
活
費
の
貸
付
を
、
ま
た
、
児
童
養
護
施
設
や
自
立
援
助
ホ
ー

ム
等
に
入
所
中
の
者
等
に
対
し
て
、
就
職
に
必
要
な

各
種
資
格
を
取
得
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
費
用
の
貸
付
を
行
う
た
め
の
貸
付
原
資
等
を
補
助

す
る
。

【
貸
付
対
象
者
及

び
貸
付
額
等
】

➀
就
職
者

：
就
職
に
よ
り
児
童
養
護
施
設
等
を
退
所
し
た
者
等
で
あ
っ
て
、
保
護
者
が
い
な
い
又
は
保
護
者
か
ら
の
養
育
拒
否
等
に
よ
り
、
住
居
や

生
活
費
な
ど
安
定
し
た
生
活
基
盤
の
確
保
が
困
難
又
は
そ
れ
が
見
込
ま
れ
る
者
。

【
貸
付
額
：
家
賃
貸
付
と
し
て
家
賃
相
当
額
（
生
活
保
護
制
度
に
お
け
る
当
該
地
域
の
住
宅
扶
助
額
を
上
限
）
】

【
貸
付
期
間
：
2年

】
➁
進
学
者

：
大
学
等
へ
の
進
学
に
よ
り
児
童
養
護
施
設
等
を
退
所
し
た
者
等
で
あ
っ
て
保
護
者
が
い
な
い
又
は
保
護
者
か
ら
の
養
育
拒
否
等
に
よ
り
、

住
居
や
生
活
費
な
ど
安
定
し
た
生
活
基
盤
の
確
保
が
困
難
又
は
そ
れ
が
見
込
ま
れ
る
者
。

【
貸
付
額
：
家
賃
貸
付
と
し
て
家
賃
相
当
額
（
生
活
保
護
制
度
に
お
け
る
当
該
地
域
の
住
宅
扶
助
額
を
上
限
）
、
生
活
費
貸
付
と
し
て
月

額
5万

円
】

【
貸
付
期
間
：
正
規
修
学
年
数
】

③
資
格
取
得
希
望
者

：
児
童
養
護
施
設
等
に
入
所
中
の
者
等
で
あ
っ
て
、
就
職
に
必
要
な
各
種
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
。

【
貸
付
額
：
資
格
取
得
貸
付
と
し
て
実
費
（
上
限
25
万
円
）
】

【
貸
付
事
業

の
実
施
主
体
】

➀
都
道
府
県
（
都
道
府
県
が
適
当
と
認
め
た
者
へ
の
委
託
も
可
能
）

➁
都
道
府
県
が
適
当
と
認
め
る
社
会
福
祉
法
人
、
公
益
社
団
法
人
、
公
益
財
団
法
人
な
ど
の
民

間
法
人
（
都
道
府
県
が
貸
付
に
当
た
っ
て
必
要
な
指

導
・
助
言

を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

【
貸
付
金
の

返
還
免
除
】

一
定
の
条
件
（
家
賃
貸
付
及
び
生
活
費
貸
付
は
５
年
間
の
就
業
継
続
、
資
格
取
得
貸
付
は
２
年

間
の
就
業
継
続
）
を
満
た
し
た
場
合
に
は
返
還
免
除

【
補
助
率
】

➀
の
場
合

９
／
１
０
（
国
９
／
１
０
、
都
道
府
県
１
／
１
０
）

②
の
場
合

定
額
（
９
／
１
０
相
当
）

※
都
道
府

県
は

、
貸
付

実
績

に
応

じ
て

１
／
１

０
相
当

を
負
担

児
童
養
護
施
設
退
所
者
等
に
対
す
る
自
立
支
援
資
金
貸
付
事
業

平
成

３
０

年
度

補
正

予
算

（
第

２
号

）
所

要
額

：
２

０
．

３
億

円
（

児
童

虐
待

・
D
V
対

策
等

総
合

支
援

事
業

費
補

助
金

）
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児
童
入
所
施
設
措
置
費
等
国
庫
負
担
金

（
平
成

３
０

年
度
）

（
平

成
３
１

年
度
予
算

案
）

対
前

年
度
増

減
額

１
２

６
，
６

４
７
百
万

円
→

１
３

１
，
６

５
７
百
万

円
（

＋
５

，
０

１
０
百
万

円
）

平
成
２
７
年
度

平
成
２
８
年
度

平
成
２
９
年
度

平
成
３
０
年
度

平
成
３
１
年
度
予
算
案

予
算
額

１
０
７
，
６
１
３

【
１
０
８
，
８
７
４
】

１
１
４
，
０
０
３

【
１
１
４
，
８
５
３
】

１
２
２
，
７
１
６

【
１
２
３
，
４
６
６
】

１
２
６
，
６
４
７

１
３
１
，
６
５
７

（
単
位
：
百
万
円
）

※
【

】
内

は
補

正
後
予
算

額
等

○
児
童
入
所
施
設
措
置
費
等
は
、
都
道
府
県
等
が
児
童
福
祉
法
に
基
づ
き
児
童
養
護
施
設
等
へ
入
所
等
の
措
置
を
行
っ
た
場
合
、
又
は
母
子
生
活
支
援
施
設
、
助
産
施
設

及
び
児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
（
自
立
援
助
ホ
ー
ム
）
の
利
用
を
希
望
す
る
者
の
申
し
込
み
に
よ
り
都
道
府
県
等
と
契
約
し
て
入
所
し
た
場
合
等
に
、
そ
の
措
置
等
に

要
す
る
費
用
及
び
母
子
保
護
の
実
施
、
助
産
の
実
施
若
し
く
は
児
童
自
立
生
活
援
助
の
実
施
等
に
要
す
る
費
用
と
し
て
、
都
道
府
県
等
が
支
弁
し
た
経
費
の
一
部
を
国

が
負
担
す
る
も
の
で
あ
る
。

法
律
補
助
（
児
童
福
祉
法
第
53
条
）

国
１
／
２
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
・
児
童
相
談
所
設
置
市
１
／
２

国
１
／
２
、
都
道
府
県
１
／
４
、
市
及
び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
１
／
４

※

※
市
及
び
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
が
市
町
村
立
・
私
立
の
母
子
生
活
支
援
施
設
及
び
助
産
施
設
に
入
所
さ
せ
る
場

合
。
市
（
指
定
都
市
、
中
核
市
含
む
）
町
村
に
お
い
て
保
育
の
措
置
を
実
施
す
る
場
合
は
市
町
村
。

１
．
予
算
額
の
推
移

２
．
事
業
の
目
的

３
．
補
助
根
拠

４
．
補
助
率

- 218 -



（
１

）
生

活
単

位
の

小
規

模
か

つ
地

域
分

散
化

５
．
拡
充
内
容
【
主
な
も
の
】

項
目

内
容

児
童

養
護

施
設

に
お

け
る

生
活

単
位

の
小

規
模

か
つ

地
域
分
散
化
の
推

進

小
規

模
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
の

定
員

を
引

き
下

げ
る

こ
と

に
よ

り
生

活
単

位
の

小
規

模
化

を
推

進
す

る
。

※
既
存
の
施
設
は
当
分
の
間
経
過
措
置
を
設
け
る

児
童
養
護
施
設
：
６
～
８
人

→
６
人

児
童
心
理
治
療
施
設
：
５
～
７
人

→
５
～
６
人

児
童

養
護

施
設

に
お

け
る

小
規

模
か

つ
地

域
分

散
化

さ
れ
た
生
活
単
位

に
お
け
る
養
育
体
制
の
充
実

地
域

小
規

模
児

童
養

護
施

設
及

び
定

員
６

名
の

分
園

型
小

規
模

グ
ル

ー
プ

ケ
ア

の
養

育
体

制
の

充
実
を
図
る
た
め
、
職
員
を
１
名
加
配
し
た
場
合
の
費
用
を
支
弁
す
る
。

（
２

）
施

設
の

高
機

能
化

項
目

内
容

児
童

養
護

施
設

に
お

け
る

ケ
ア

ニ
ー

ズ
が

非
常

に
高

い
子

ど
も

の
た

め
の

「
４

人
の

生
活

単
位

」
の

類
型

の
新

設
、
当
該
生
活

単
位
に
お
け
る
養
育
体
制
の
充
実

児
童

養
護

施
設

に
お

い
て

、
ケ

ア
ニ

ー
ズ

が
非

常
に

高
い

子
ど

も
の

た
め

の
「

４
人

の
生

活
単

位
」

の
類

型
の

新
設

し
、

か
つ

、
当

該
生

活
単

位
に

お
け

る
養

育
体

制
の

充
実

を
図

る
た

め
、

職
員
を
４
名
（
非
常
勤
含
む
）
を
配
置
し
た
場
合
の
費
用
を
支
弁
す
る
。

※
小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
加
算
と
の
併
用
不
可

乳
児

院
に

お
け

る
ケ

ア
ニ

ー
ズ

が
非

常
に

高
い

乳
幼

児
の

た
め

の
「

４
人

の
生

活
単

位
」

に
お

け
る

養
育

体
制

の
充
実

乳
児

院
に

お
い

て
、

ケ
ア

ニ
ー

ズ
が

非
常

に
高

い
乳

幼
児

の
た

め
の

「
４

人
の

生
活

単
位

」
に

お
け

る
養

育
体

制
の

充
実

を
図

る
た

め
、

職
員

を
５

名
（

非
常

勤
含

む
）

を
配

置
し

た
場

合
の

費
用

を
支
弁
す
る
。

※
小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
加
算
と
の
併
用
不
可

（
３

）
処

遇
改

善

項
目

内
容

１
％
の
処
遇
改

善
児

童
養

護
施

設
等

で
働

く
保

育
士

等
に

対
し

て
、

平
成

29
年

度
に

行
わ

れ
た

２
％

の
処

遇
改

善
か

ら
、
さ
ら
に
１
％
の
処
遇
改
善
を
行
う
。
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（
４

）
自

立
支

援
の

充
実

５
．
拡
充
内
容
【
主
な
も
の
】

項
目

内
容

補
習
費
（
特
別

育
成
費
）
の
拡
充

児
童
養
護
施
設
等
入
所
者
の
大
学
進
学
を
推
進
す
る
た
め
、
「
特
別
育
成
費
」
の
「
補
習
費
」
を

月
額
15
,0
00
円
か
ら
月
額
20
,0
00
円
（
高
校
３
年
生
に
つ
い
て
は
25
,0
00
円
）
に
増
額
す
る
。

通
学
費
（
特
別

育
成
費
）
の
新
設

児
童
養
護
施
設
等
入
所
者
の
学
習
機
会
を
確
保
す
る
た
め
、
「
特
別
育
成
費
」
に
「
通
学
費
」
を

新
設
し
、
通
学
に
か
か
る
実
費
を
支
弁
す
る
。

児
童
自
立
生
活

援
助
事
業
（
自
立
援
助
ホ
ー
ム
）
に
お

け
る
受
託
支
度

費
の
創
設

自
立
援
助
ホ
ー
ム
に
入
所
す
る
児
童
等
が
、
速
や
か
に
生
活
基
盤
を
整
え
、
就
労
等
の
自
立
に
繋

げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
受
託
支
度
費
を
支
弁
す
る
。

※
虐
待
等
に
よ
り
保
護
者
の
援
助
が
見
込
め
な
い
児
童
等
に
限
る

（
５

）
一

時
保

護
機

能
の

強
化

項
目

内
容

一
時
保
護
専
用

施
設
の
確
保
の
推
進

一
時

保
護

専
用

施
設

を
複

数
設

置
で

き
る

よ
う

「
一

時
保

護
実

施
特

別
加

算
」

の
要

件
を

見
直

す
。

一
時

保
護

専
用

施
設

に
保

護
さ

れ
た

障
害

児
等

の
支

援
体
制
の
充
実

一
時

保
護

専
用

施
設

に
保

護
さ

れ
た

障
害

児
等

の
支

援
体

制
の

充
実

を
図

る
た

め
、

「
一

時
保

護
実
施
特
別
加
算
」
に
障
害
児
等
を
受
け
入

れ
た
場
合
の
加
算
を
創
設
す
る
。

（
６

）
そ

の
他

項
目

内
容

冷
暖
房
費
の
創

設
「
冷
暖
房
費
」
を
創
設
し
、
夏
期
の
冷
房
費
用

を
支
弁
す
る

※
こ
れ
に
伴
い
、
事
務
用
採
暖
費
等
を

廃
止
す
る
。
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Ⅰ
小
規
模
か
つ
地
域

分
散
化
さ
れ
た
生
活
単
位
に
お
け
る
対
応

2
0
1
9
年
度
予
算
（
案
）
に
お
け
る
乳
児
院
・
児
童
養
護
施
設
の
職
員
配
置
の
強
化
策
案

現
状
（
～
20
18
年
度

）

定
員

６
～
８
人

配
置
基
準

概
ね
６
：
３
（
＝
２
：
１
）

※
定

員
６
人

（
小
学

生
以
上
）

の
場

合
基

本
的
人

員
配
置

（
４
：
１

）
→

常
勤

１
．

５
人

小
規

模
グ

ル
ー
プ

ケ
ア
加
算

→
常

勤
１
人

、
非
常
勤

１
人

加
配

≪
児
童
養
護
施
設
に

お
け
る
小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化

さ
れ
た
生
活
単
位
（
分
園
）
に
お
け
る
職
員
配
置
≫

改
善
案
（
20
19
年
度
～
）

定
員

６
人

配
置
基
準

概
ね
６
：
４
（
＝
１
．
５
：
１
）

※
定

員
６
人

（
小
学

生
以
上
）

の
場

合
基

本
的
人

員
配
置

（
４
：
１

）
→

常
勤

１
．

５
人

小
規

模
グ

ル
ー
プ

ケ
ア
加
算

→
常

勤
１
人

、
非
常
勤

１
人

加
配

地
域

分
散

化
加
算

（
仮
称
）

→
常

勤
１
人

加
配

強
化
策
①

小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
さ
れ
た
生
活
単
位
に
お
け
る
養
育
体
制
の
充
実

➢
小
規
模
か
つ
地
域
分
散
化
さ
れ
た
生
活
単
位
（
分
園
型
小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
又
は

地
域
小
規
模
児
童
養
護
施
設
）
に
常
勤
１
人
を
加
配

現
状
（
～
20
18
年
度
）

定
員

６
人

配
置
基
準

概
ね
６
：
３
（
＝
２
：
１
）

人
員
配

置
→

常
勤
２

人
、

非
常

勤
２
人

改
善
案
（
20
19
年
度
～
）

定
員

６
人

配
置
基
準

概
ね
６
：
４
（
＝
１
．
５
：
１
）

人
員
配

置
→

常
勤
２

人
、

非
常

勤
２
人

地
域

分
散

化
加
算

（
仮
称
）

→
常

勤
１
人

加
配

（
１
）
分
園
型
小

規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア

（
２
）
地
域
小
規
模
児
童
養
護
施
設
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≪
乳
児
院
に
お
け
る
高
機
能
化
さ
れ
た
生
活
単
位

に
お
け
る
職
員
配
置
≫

改
善
案
（
20
19
年
度
～
）

定
員
：
４
人

配
置
基
準
：
概
ね
４
：
５
（
＝
０
．
８
：
１
）

人
員
配

置
→

常
勤

５
人
、

非
常

勤
１

人

※
新

た
に

専
門
養

育
加
算
（

仮
称

）
を

創
設

現
状
（
～
20
18
年
度
）

定
員
：
４
～
６
人

配
置
基
準
：
概
ね
４
：
４
（
＝
１
：
１
）

※
定

員
４
人

（
０
・

１
歳
児
）

の
場

合
基

本
的
人

員
配
置

（
１
．
３

：
１

）
→

常
勤

３
人

小
規

模
グ

ル
ー
プ

ケ
ア
加
算

→
常

勤
１
人

、
非
常
勤

１
人

加
配

強
化
策
③

ケ
ア
ニ
ー
ズ
が
非
常
に
高
い
乳
幼
児
の
た
め
の
「
４
人
の
生
活
単
位
」
に
お

け
る
養
育
体
制
の
充
実

➢
現
行
の
小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
に
対
し
て
常
勤
１
人
分
を
加
配
し
た
水
準
と
す
る

≪
児
童
養
護
施
設
に
お
け
る
高
機
能
化
さ
れ
た
生
活
単
位

に
お
け
る
職
員
配
置
≫

Ⅱ
高
機
能
化
さ
れ
た

生
活
単
位
に
お
け
る
対
応

現
状
（
～
20
18
年
度
）

定
員

６
～
８
人

＊

配
置
基
準

概
ね
６
：
３
（
＝
２
：
１
）

※
定

員
６
人

（
小
学

生
以
上
）

の
場

合
基

本
的
人

員
配
置

（
４
：
１

）
→

常
勤

１
．

５
人

小
規

模
グ

ル
ー
プ

ケ
ア
加
算

→
常

勤
１
人

、
非
常
勤

１
人

加
配

＊
現

状
、
高

機
能
化

さ
れ
た
生

活
単

位
（

定
員
４

人
）
に
対

応
す

る
予

算
措

置
無
し

改
善
案
（
20
19
年
度
～
）

定
員
：
４
人

≪
新
設
≫

配
置
基
準
：
概
ね
４
：
４
（
＝
１
：
１
）

人
員
配

置
→

常
勤

３
、
非

常
勤

２
人

※
新

た
に

専
門
養

育
加
算
（

仮
称

）
を

創
設

強
化
策
②

ケ
ア
ニ
ー
ズ
が
非
常
に
高
い
子
ど
も
の
た
め
の
「
４
人
の
生
活
単
位
」
の
類

型
の
新
設
、
当
該
生
活
単
位
に
お
け
る
養
育
体
制
の
充
実

➢
ケ
ア
ニ
ー
ズ
が
非

常
に
高
い
子
ど
も
に
専
門

的
な
ケ
ア
を
行
う
た
め
、
心

理
職

や
医

師
、
看
護
師
な
ど
の
専
門
職
と
連
携
し
た
類
型
（
４
人
定
員
の
生
活
単
位
）
を
新
設

➢
現
行
の
小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
に
対
し
て
常
勤
１
人
分
を
加
配
し
た
水
準
と
す
る

新
設
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措
置

費
に

よ
る

教
育

及
び

自
立

支
援

の
経

費
の

拡
充

（
平

成
3
1
年

度
予

算
案

）

費
目

経
費

の
使
途

支
弁

さ
れ
る

額
（
平

成
３
０
年

度
）

特
別

育
成
費

学
用

品
費
等

高
等

学
校
在

学
中
に

お
け
る
教

育
に

必
要

な
授
業

料
、

教
科

書
代
、

通
学
費

等
※

大
学

等
の

受
験
料

も
含
む

国
・

公
立
高

等
学
校

：
２
２
，

９
１

０
円

私
立

高
等
学

校
：
３

３
，
９
１

０
円

入
学

時
特
別

加
算

高
等
学

校
入

学
に
際

し
必
要
な

学
用

品
費

等
の
購

入
費

６
１

，
０
９

０
円

資
格

取
得
等

特
別

加
算

就
職
又

は
進

学
に
役

立
つ
資
格

取
得

又
は

講
習
等

の
受

講
を
す

る
た

め
の
経

費
５

６
，

５
７

０
円

補
習

費
学

習
塾

等
を

利
用
し

た
場
合
に

か
か

る
経

費
１

５
，

０
０

０
円

補
習

費
特
別

分
個

別
学

習
支

援
を
受

け
た
場
合

に
か

か
る

経
費

２
５

，
０
０

０
円

平
成
3
0
年
度

平
成
3
１
年
度

費
目

経
費

の
使
途

支
弁

さ
れ
る

額
（
平

成
３
１
年

度
案

）

特
別

育
成
費

学
用

品
費
等

高
等

学
校
在

学
中
に

お
け
る
教

育
に

必
要

な
授
業

料
、

教
科

書
代

等
※

大
学

等
の

受
験
料

も
含
む

国
・

公
立
高

等
学
校

：
２
２
，

９
１

０
円

私
立

高
等
学

校
：
３

３
，
９
１

０
円

通
学

費
通

学
の

た
め

の
交
通

費
実

費

入
学

時
特
別

加
算

高
等

学
校
入

学
に
際

し
必
要
な

学
用

品
費

等
の
購

入
費

６
１

，
０
９

０
円

資
格

取
得
等

特
別

加
算

就
職

又
は
進

学
に
役

立
つ
資
格

取
得

又
は

講
習
等

の
受

講
を
す

る
た

め
の
経

費
５

６
，

５
７

０
円

補
習

費
学

習
塾

等
を

利
用
し

た
場
合
に

か
か

る
経

費
２

０
，

０
０

０
円
（

高
校
３
年

生
は

＋
５

，
０
０

０
円
）

補
習

費
特
別

分
個

別
学

習
支

援
を
受

け
た
場
合

に
か

か
る

経
費

２
５

，
０
０

０
円
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（
参

考
）

措
置

費
に

よ
る

教
育

及
び

自
立

支
援

の
経

費
費

目
経

費
の

使
途

支
弁

さ
れ
る

額
（
平

成
３
１
年

度
案

）

幼
稚

園
費

幼
稚

園
の
就

園
に
必

要
な
経
費

実
費

教
育

費

学
用

品
費
等

義
務

教
育
に

必
要
な

学
用
品
費

※
高
校

の
受

験
料
も

含
む

小
学

校
：
２

，
１
７

０
円
（
月

額
／

１
人

）
中

学
校

：
４

，
３
０

０
円
（
月

額
／

１
人

）

教
材

代
教

科
書

に
準

ず
る
正

規
の
教
材

の
購

入
費

実
費

通
学

費
通

学
の

た
め

の
交
通

費
実

費

部
活

動
費

部
活
動

に
必

要
な
道

具
代
、
遠

征
費

等
実

費

学
習

塾
費

学
習
塾

に
必

要
な
授

業
料
等

実
費

※
中

学
生
を

対
象

学
校

給
食
費

学
校
給

食
に

必
要
な

経
費

実
費

見
学

旅
行
費

見
学

旅
行
に

直
接
必

要
な
交
通

費
、

宿
泊

費
等

小
学

校
６
学

年
：
２

１
，
１
９

０
円

中
学

校
３
学

年
：
５

７
，
２
９

０
円

高
等

学
校
３

学
年
：

１
１
１
，

２
９

０
円

入
進

学
支
度

金
入

進
学

に
際

し
て
必

要
な
学
用

品
等

の
購

入
費

小
学

校
１
学

年
：
４

０
，
６
０

０
円

中
学

校
１
学

年
：
４

７
，
４
０

０
円

特
別

育
成
費

学
用

品
費
等

高
等

学
校
在

学
中
に

お
け
る
教

育
に

必
要

な
授
業

料
、

教
科
書

代
等

※
大
学

等
の

受
験
料

も
含
む

国
・

公
立
高

等
学
校

：
２
２
，

９
１

０
円

私
立

高
等
学

校
：
３

３
，
９
１

０
円

通
学

費
通

学
の

た
め

の
交
通

費
実

費

入
学

時
特
別

加
算

高
等
学

校
入

学
に
際

し
必
要
な

学
用

品
費

等
の
購

入
費

６
１

，
０
９

０
円

資
格

取
得
等

特
別

加
算

就
職
又

は
進

学
に
役

立
つ
資
格

取
得

又
は

講
習
等

の
受

講
を
す

る
た

め
の
経

費
５

６
，

５
７

０
円

補
習

費
学

習
塾

等
を

利
用
し

た
場
合
に

か
か

る
経

費
２

０
，

０
０

０
円
（

高
校
３
年

生
は

＋
５

，
０
０

０
円
）

補
習

費
特
別

分
個

別
学

習
支

援
を
受

け
た
場
合

に
か

か
る

経
費

２
５

，
０
０

０
円

就
職

支
度
費

一
般

分
就

職
に

際
し

必
要
な

寝
具
類
、

被
服

類
等

の
購
入

費
一

般
分

：
８

１
，
２

６
０
円

特
別

基
準
分

：
１
９

４
，
９
３

０
円

特
別

分
就

職
に

際
し

必
要
な

住
居
費
、

生
活

費
等

大
学

進
学
等

自
立

生
活

支
度

費

一
般

分
大

学
等

へ
の

進
学
に

際
し
必
要

な
学

用
品

及
び
参

考
図

書
類
等

の
購

入
費

一
般

分
：
８

１
，
２

６
０
円

特
別

基
準
分

：
１
９

４
，
９
３

０
円

特
別

分
大

学
等

へ
の

進
学
に

際
し
必
要

な
住

居
費

、
生
活

費
等

合
計

２
７
６

，
１
９

０
円

合
計

２
７
６

，
１
９

０
円
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民
間
児
童
養
護
施
設
等
の
職
員
の
処
遇
改
善

③
各

々
の

職
務

分
野

で
の

リ
ー

ダ
ー

的
業

務
内

容
を

評
価

し
た

処
遇

改
善

を
行

う
。

→
（ａ

）月
額

５
千

円
、

（ｂ
）

１
万

５
千

円
の

引
上

げ
（④

と
合

わ
せ

１
万

円
又

は
２
万

円
）

→
一

定
の

研
修

を
修

了
し

、
以

下
の

職
員

と
し

て
発

令

（ａ
）家

庭
支

援
専

門
相

談
員

、
里

親
支

援
専

門
相

談
員

等

（ｂ
）小

規
模

グ
ル

ー
プ

ケ
ア

リ
ー

ダ
ー

等

①
支

援
部

門
を

統
括

す
る

業
務

内
容

を
評

価
し

た
処

遇
改

善
を

行
う
。

→
月

額
５
千

円
の

引
上

げ
（④

と
合

わ
せ

１
万

円
）

→
一

定
の

研
修

を
修

了
し

、
主

任
児

童
指

導
員

、
主

任
保

育
士

等
と

し
て

発
令

処
遇
改
善

②
複

数
の

小
規

模
グ

ル
ー

プ
ケ

ア
を

統
括

し
、
円

滑
な

運
営

を
支

援
す

る
業

務
内

容
を

評
価

し
た

処
遇

改
善

を
行

う
。

→
 月

３
万

５
千

円
の

引
上

げ
（④

と
合

わ
せ

４
万

円
）

→
 一

定
の

研
修

を
修

了
し

、
ユ

ニ
ッ

トリ
ー

ダ
ー

等
と

し
て

発
令

職
務
分
野
別
の
リ
ー
ダ
ー
的
業
務
内
容
を
評
価
し

た
処
遇
改
善

支
援
部
門
を
統
括
す
る
業
務
内
容
を
評
価
し
た
処

遇
改
善

技
能
･経

験
に
応
じ
た
処
遇
改
善

虐
待
や
障
害
等
の
あ
る
子
ど
も
へ
の
支
援
を
本
務

と
し
夜
間
を
含
む
業
務
を
行
う
困
難
さ
に
着
目
し
た

処
遇
改
善

④
虐

待
や

障
害

等
の

あ
る

子
ど

も
へ

の
夜

間
を

含
む

業
務

内
容

を
評

価
し

た
処

遇
改

善
を

行
う

。

→
月

額
５
千

円
の

引
上

げ

業
務
の
困
難
さ
を
評
価
し
た
処
遇
改
善

⑤
＋

３
％

→
＋

２
％

等
→

＋
１
％

＝
合

計
＋

６
％

等
の

処
遇

改
善

を
実

施
す

る
。

＋
６
％
等
の
処
遇
改
善
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○
平
成
２
７
年
度
予
算
に
お
い
て
民
間
児
童
養
護
施
設
等
の
平
均
３
％
の
職
員
給
与
の
改
善
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
平
成
２
９
年
度
予
算
に
お
い
て
児

童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
夜
間
を
含
む
業
務
を
行
う
困
難
さ
の
評
価
に
加
え
、
研
修
実
績
と
職
務
分
野
別
の
リ
ー
ダ
ー
的
業
務
内
容
や
支
援
部
門
を

統
括
す
る
業
務
内
容
を
評
価
し
た
処
遇
改
善
を
実
施
。
平
成
3
1
年
度
予
算
案
に
お
い
て
さ
ら
に
１
％
の
処
遇
改
善
を
行
う
。

☆
夜
間
を
含
む
業
務
を
行
う
困
難
さ
に
着
目
し
た
処
遇
改
善

※
施
設
長
及
び
基
幹
的
職
員
を
除
く

☆
夜
間
を
含
む
業
務
を
行
う
困
難
さ
に
着
目
し
た
処
遇
改
善

※
施
設
長
及
び
基
幹
的
職
員
を
除
く

児
童
指
導
員
・保
育
士

小
規
模
グ
ル
ー
プ
ケ
ア
リ
ー
ダ
ー
等

ユ
ニ
ッ
ト
リ
ー
ダ
ー

家
庭
支
援
専
門
相
談
員

里
親
支
援
専
門
相
談
員
等

主
任
児
童
指
導
員
・主
任
保
育
士

基
幹
的
職
員施
設
長

一 定 の 研 修 を 受 講

支
援
部
門
を
統
括
す
る
業
務
内
容
を

評
価
し
た
処
遇
改
善

職
務
分
野
別
の
リ
ー
ダ
ー

的
業
務
内
容
を
評
価
し
た

処
遇
改
善

（
月
額
１
万
５
千
円
の
処
遇
改
善
）

（
☆
と
合
わ
せ
て
２
万
円
）

（
月
額
５
千
円
の
処
遇
改
善
）

（
月
額
３
万
５
千
円
の
処
遇
改
善
）

（
☆
と
合
わ
せ
て
４
万
円
）

（
月
額
５
千
円
の
処
遇
改
善
）

（
☆
と
合
わ
せ
て
１
万
円
）

（
月
額
５
千
円
の
処
遇
改
善
）

（
☆
と
合
わ
せ
て
１
万
円
）

２
％
＊
の

処
遇
改
善

民
間
児
童
養
護
施
設
等
の
職
員
の
処
遇
改
善
の
イ
メ
ー
ジ

＊
里
親
手
当

は
定
額
で
の

改
善

平
成
２
９
年
度

平
均
３
％

相
当
の

処
遇
改
善

平
成
２
７
年
度

平
成
３
１
年
度
案

１
％
の

処
遇
改
善
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児童虐待防止対策体制総合強化プラン 

                平成 30 年 12 月 18 日 

児童虐待防止対策に関する関係府省庁連絡会議決定 

 

１．目 的 

2016 年５月に全会一致で成立した児童福祉法等の一部を改正する法

律（平成 28 年法律第 63 号。以下「平成 28 年改正法」という。）におい

ては、子どもの家庭養育優先原則や国・都道府県・市町村の役割と責務

の明確化など児童福祉法の理念を明確化するとともに、児童虐待に関す

る対策強化の一環として、児童相談所及び市町村の体制・専門性の強化

等が講じられた。 

また、児童福祉司等の専門職の配置の充実や資質の向上を図るなど、

児童相談所の体制及び専門性を計画的に強化するため、「児童相談所強

化プラン」（平成 28 年４月 25 日厚生労働省児童虐待防止対策推進本部

決定）を策定した。 

しかしながら、児童虐待については、児童相談所への児童虐待相談対

応件数が年々増加の一途をたどっており、重篤な児童虐待事件も後を絶

たないなど依然として深刻な社会問題となっている。 

こうした中、本年３月に東京都目黒区で発生した児童虐待事案を受け

て、６月 15 日に「児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議」が開催さ

れ、子どもの命を守ることを何より第一に据え、すべての行政機関が、

あらゆる手段を尽くすよう、緊急に対策を講じることとされた。これを

受けて、「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」（平成 30 年

７月 20 日児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議決定。以下「緊急総

合対策」という。）が取りまとめられた。 

緊急総合対策に基づき、暮らす場所や年齢にかかわらず、全ての子ど

もが、地域でのつながりを持ち、虐待予防のための早期対応から発生時

の迅速な対応、虐待を受けた子どもの自立支援等に至るまで、切れ目な

い支援を受けられる体制の構築を目指し、児童虐待に対応する専門機関

である児童相談所や市町村の体制と専門性強化について、これまでの取

組に加えて、更に進めるため、「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」
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（新プラン）を策定する。 

児童虐待防止対策の強化に向け、国・自治体・関係機関が一体となっ

て、必要な取組を強力に進めていく。 

 

２．対象期間 

新プランの対象期間は、2019 年度から 2022 年度までとする。 

 

３．児童相談所の体制強化 

（１）児童福祉司の増員 

児童虐待発生時の迅速・的確な対応を確保するとともに、家庭養育

の推進、市町村の相談支援体制の強化を図るため、子ども･保護者等へ

の指導等を行う児童福祉司について、次の①及び②のとおり配置標準

を見直した上、2017 年度の約 3,240 人から 2022 年度までに全国で

2,020 人程度増員する。 

① 児童相談所の人口当たり配置標準の見直し 

児童虐待相談及びそれ以外の相談を併せた児童福祉司一人当た

り業務量が 50 ケース相当から 40 ケース相当（注）となるよう、児

童相談所の管轄区域の人口を４万人から３万人に見直す。 

(注)児童虐待相談における業務量として換算したケース数 

② 里親養育支援児童福祉司・市町村支援児童福祉司の配置 

・里親養育支援体制の構築及び里親委託の推進を図るため、各児

童相談所に、里親養育支援のための児童福祉司を配置する。 

・市町村における相談支援体制・専門性の強化を図るため、児童

相談所に、市町村を支援するための児童福祉司を、都道府県の

管内 30 市町村につき１人（指定都市は１人）配置する。 

【目標】2017 年度 3,240 人 

→ 2022 年度 5,260 人（+2,020 人程度） 

（２）スーパーバイザーの増員 

児童福祉司の職務遂行能力の向上等を図るため、他の児童福祉司
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の指導･教育を行う児童福祉司（スーパーバイザー）について、児童

福祉司の増員に応じて増員する（児童福祉司の増員の内数）。 

【目標】2017 年度 620 人 

→ 2022 年度 920 人（+300 人程度） 

（３）児童心理司の増員 

   虐待等により心に傷を負った子どもへのカウンセリング等の充実

を図るため、2024 年度までに心理に関する専門的な知識･技術に基づ

き指導を行う児童心理司について、児童福祉司（里親養育支援児童福

祉司及び市町村支援児童福祉司を除く。）２人につき１人配置するこ

ととし（2,500 人）、2022 年度までに全国で 790 人程度増員する。ま

た、児童相談所に配置する児童心理司の配置人数に関する基準を法令

上に規定することを検討する。 

【目標】2017 年度 1,360 人 

→ 2022 年度 2,150 人（+790 人程度） 

（４）保健師の増員 

子どもの健康・発達面に関する支援の充実を図るため、保健師に

ついて、2020 年度までに全国で 110 人程度増員する。 

【目標】2017 年度 100 人 

→ 2020 年度 各児童相談所（+110 人程度） 

（５）弁護士の配置等 

任期付き職員の活用も含めた弁護士の常勤配置などにより、児童相

談所における法的対応体制を強化する。 

（６）一時保護の体制強化 

 必要な一時保護に対応できるよう、一時保護所における定員設定や

職員の研修等の専門性向上策について、都道府県社会的養育推進計画

の策定要領に基づき適切に計画に盛り込み、計画的に取組を進める。 

 一時保護所の個室化の推進や、一時保護専用施設（児童養護施設等

において、本体施設とは別に、小規模なグループケアによる一時保護

を実施する専用施設をいう。）の設置促進、里親など地域における一時

保護委託先の確保等により、個別性を尊重した一時保護が行われるよ
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う、環境整備を進める。 

 一時保護された子どもの権利擁護を図るため、職員に対する研修や

子どもからの意見を酌み取る仕組みの整備、第三者評価の活用等の取

組について、ガイドラインを作成する等により進める。 

 

４．児童相談所の専門性強化 

 平成 28 年改正児童福祉法により児童福祉司に新たに受講が義務付け

られた都道府県における研修について、実施状況を検証する。 

児童相談所の職員の専門性向上のため、地域の関係機関、有識者等も

含めたケース検討や、死亡事例検証結果等を活用したより実践的な研修

について、ブロック単位で実施するなどきめ細かい手法で実施する。 

地域で死亡事例等検証に携わる者についても、こうした研修も活用し、

必要な研修を行う。 

専門職団体等への働きかけなど、自治体における人材確保策を支援す

る。 

児童相談所の専門性確保、専門職採用の重要性について、地方自治体

に対し理解を求める。 

 

５．市町村の体制強化 

（１）子ども家庭総合支援拠点の強化 

 市町村における相談体制を強化するため、子どもとその家庭、妊産

婦等を対象として、地域の実情の把握、相談対応、調査、継続的支援

等を行う「市区町村子ども家庭総合支援拠点」について、2022 年度ま

でに全市町村に設置する。 

【目標】2018 年度 106 市町村 → 2022 年度 全市町村 

「市区町村子ども家庭総合支援拠点」と「子育て世代包括支援セン

ター」の一体的な設置について、効果的な取組が実施できる仕組みを

構築する。 
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（２）要保護児童対策地域協議会の強化 

 要保護児童対策地域協議会調整機関に配置される常勤の調整担当

者について、2022 年度までに全市町村に配置する。 

【目標】2018 年度 988 市町村 → 2022 年度 全市町村 

 

６．市町村の専門性強化 

 子ども家庭総合支援拠点の職員について、研修の実施等により専門

性を確保する。 

要保護児童対策地域協議会の活性化を図り、地域の連携体制の充実

を図るため、要保護児童対策地域協議会調整機関に配置される常勤の

調整担当者について、平成 28 年改正法により義務化された調整担当者

研修の着実な実施等により、専門性を確保する。 

  

 市町村における相談支援体制・専門性の強化を図るため、児童相談所

に、市町村を支援するための児童福祉司を配置する。（再掲） 

 

７．その他児童虐待防止に向けた必要な取組 

 １～６に掲げるもののほか、緊急総合対策等に基づき、必要な取組を

着実かつ強力に進める。 
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新プランの目標

人 → 人 ＋ 2,020 人程度

うち
スーパーバイザー 620 人 → 920 人 ＋ 300 人程度

うち
里親養育支援児童福祉司

うち
市町村支援児童福祉司

人 → 人【注３】 ＋ 790 人程度

人【注２】 → ＋ 110 人程度

人 → 人 ＋ 2,930 人程度

市町村 →

市町村 →

【注１】「保健師」については、児童福祉法の規定上は「医師又は保健師」とされている。

【注２】複数人配置している児童相談所の人数を含めると、140人

【注３】2024年度までに2，500人

【注４】進捗状況等を踏まえ、必要に応じて目標の前倒し等の見直しを行うことがあり得る。

【市町村、要対協調整機関】

子ども家庭総合支援拠点
（2018年２月実績）

106 全市町村 －

要対協調整機関調整担当
者（2018年２月実績） 988 全市町村 －

保健師【注１】 100
各児童相談所
（2020年度まで）

合計 4,690 7,620

都道府県：30市町村に１人
指定都市：１人 －

児童心理司 1,360 2,150

児童福祉司 3,240 5,260

各児童相談所 －

計画期間（2019年度から2022年度まで）
※保健師については2020年度を目標とする。

2017年度実績 配置目標 増員数

【児童相談所】
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子 発 1 2 2 1 第 ７ 号 

平成 30 年 12 月 21 日 

 

  都 道 府 県 知 事 

各 指 定 都 市 市 長  殿 

  児童相談所設置市市長 

厚生労働省子ども家庭局長 

( 公 印 省 略 ) 

 

 

 

「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」（新プラン）に係る 

2019 年度予算案及び地方財政措置について 

 

 

 

 児童福祉行政の推進については、平素よりご尽力いただき厚く御礼申し上げ

ます。 

 先にお示ししたとおり、本年 12 月 18 日、「児童虐待防止対策に関する関係府

省庁連絡会議」において「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」（新プラン）

が決定されたところです。 

 本日、2019 年度予算案が閣議決定されました。本プランの目標達成に向けた

予算制度等について整理しましたので積極的な活用についてご検討をお願いい

たします。併せて、本プランの 2019 年度の計画を踏まえた地方財政措置が講じ

られる予定となっていますので、別添のとおり、情報提供いたします。 

 本プランは、特に児童相談所の専門職の増員及び市町村の子ども家庭総合支

援拠点の設置等に係る目標を盛り込んでおります。各地方自治体においては、本

プランの趣旨を踏まえ、児童相談所及び市町村の体制及び専門性の強化に積極

的に取り組んでいただきますようお願いいたします。 

 各都道府県におかれましては、管内市町村（指定都市及び児童相談所設置市を

除き、特別区を含む。以下同じ。）に対する周知についてご配慮をお願いいたし

ます。 
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記 

 

 

Ⅰ 児童相談所の体制及び専門性強化 

 

１ 新プランに掲げる目標の達成に向けた予算制度及び研修について 

 

（１）予算制度 

虐待を受けた子ども等の安全を確保するとともに、子どもの最善の利

益を考慮した支援が展開されるためには、高度な専門的知識と技術を要

する児童相談所の業務が適切に遂行される必要があり、そのためには、児

童相談所の専門性の確保、向上を図ることが不可欠である。 

新プランで掲げる専門職の確保及び専門性強化に資する予算として、

次の①～③について、2019 年度予算案に新たに盛り込んでいるのでお知

らせする。 

 

① 児童福祉司等専門職採用活動支援事業【新規】 

都道府県等が福祉系大学や専門学校、高校等との連絡調整や、学生

向けセミナー企画やインターンシップ企画などを行い、児童福祉司等

の専門職の確保するための非常勤職員配置又は委託に必要な費用の

補助を創設。 

【実施主体】都道府県、指定都市、児童相談所設置市 

【補助基準額（案）】１自治体当たり 4,184 千円 

【補助率】国：1/2、都道府県、指定都市、児童相談所設置市：1/2 

 

② 虐待・思春期問題情報研修センター事業【拡充】 

      児童相談所、市町村、児童福祉施設などの虐待問題等対応機関職員

の研修等を実施する研修センターについて、子どもの虹情報研修セン

ター（横浜市）に加え、西日本においても研修を実施する拠点を設け

ることができるよう、虐待・思春期問題情報研修センター事業を拡充。 

【実施主体】西日本で事業を適切に実施することができる自治体 

【補助基準額（案）】72,944 千円 

【補助率】定額 

 

③ 児童相談所の専門性向上に関する研究（子ども・子育て支援推進調査

研究事業（委託費））【新規】 

国が主催するブロック単位の研修（※）を開催するとともに、さら
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なる児童相談所の専門性向上に向けた支援策の検討等を行うための

調査研究を実施。 

【実施主体】国 

※児童相談所の職員の専門性向上のため、地域の関係機関、有識者等も含

めたケース検討や、死亡事例検証結果等を活用したより実践的な研修。 

 

このほか、児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号。以下「法」という。）

に規定された研修等の実施により、児童虐待に携わる職員の資質を向上

し、児童虐待の早期対応・早期発見、対応職員の専門性の強化を図る上で、

現在、活用可能な予算制度を整理したので、積極的な活用をお願いする。

事業の詳細な内容については、「児童虐待防止対策支援事業の実施につい

て」（平成 17 年５月２日付け雇児発第 0502001 号厚生労働省雇用均等・

児童家庭局長通知。以下「実施要綱」という。）を参照いただきたい。 

 

① 義務研修 

    ア 児童福祉司任用前講習会等 

（ア）児童福祉司任用前講習会 

○ 都道府県、指定都市、児童相談所設置市（以下「都道府県等」

という。）は、法第 13 条第３項第５号又は児童福祉法施行規則

（昭和 23 年厚生省令第 11 号）第６条第 11 号若しくは同条第 12

号に規定する者のうち、児童福祉司に任用予定の者を対象とし

て、法第 13 条第３項第５号に規定する厚生労働大臣が定める講

習会を実施する。 

○ なお、児童相談所職員又は市町村職員等の専門性の向上を図

るため、対象以外の者が受講することも可能。特に、児童福祉司

任用前講習会は、児童福祉司としての業務の遂行に当たり必要

な知識に関する内容が多く含まれているため、新たに児童相談

所に配置される者についても、積極的に受講することが望まし

い。 

○ 実施に当たっては、市町村に対し研修開催の周知を行うなど

により、要保護児童対策調整機関（以下「調整機関」という。）

職員の受講の促進を図り、児童福祉司と同様の資格を有する者

が調整機関に配置されるよう支援すること。 

【補助基準額（案）】１都道府県等当たり 3,085,000 円 

 

（イ）厚生労働大臣が定める講習会 

○ 都道府県等は、保健師、保育士等を対象として、児童福祉法施
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行規則第６条第６号から第 10 号まで及び同条第 13 号に規定す

る厚生労働大臣が定める講習会（以下「指定講習会」という。）

を実施する。 

○ 市町村の職員も受講可能であることから、指定講習会の内容

には、市町村の要保護児童対策地域協議会の運営等を含めた市

町村子ども家庭支援に関する内容を含めるよう努めること。 

○ 実施に当たっては、市町村に対し研修開催の周知を行うなど

により、調整機関職員の受講の促進を図り、児童福祉司と同様の

資格を有する者が調整機関に配置されるよう支援すること。 

【補助基準額（案）】１都道府県等当たり 695,000 円 

 

    イ 児童福祉司任用後研修 

○ 都道府県等は、児童福祉司を対象として、法第 13 条第８項に

規定する厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を実施する。 

○ 児童相談所職員又は市町村職員等の専門性の向上を図るため、

対象以外の者が受講することも可能であること。 

【補助基準額（案）】１都道府県等当たり 3,085,000 円  

 

ウ 児童福祉司スーパーバイザー研修 

○ 都道府県等は、児童福祉司スーパーバイザー（法第 13 条第５

項に規定する指導及び教育を行う児童福祉司）を対象として、法

第13条第８項に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合する

研修を実施する。 

○ 児童相談所職員の専門性の向上を図るため、対象以外の者が

受講することも可能であること。 

【補助基準額（案）】 

自主開催する場合 ：１都道府県等当たり 2,285,000 円 

研修を委託する場合：１都道府県等当たり  264,000 円 

 

エ 要保護児童対策調整機関調整担当者研修 

○ 都道府県等は、調整機関に配置される調整担当者を対象として、

法第25条の２第８項に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合

する研修を実施する。 

○ 児童相談所職員又は市町村職員等の専門性の向上を図るため、

対象以外の者が受講することも可能であること。 

【補助基準額（案）】１都道府県等当たり 2,984,000 円 

 

- 238 -



5 
 

オ 児童相談所長研修 

○ 都道府県等は､児童相談所長を対象として､法第 12条の３第３項

に規定する厚生労働大臣が定める基準に適合する研修を実施する。 

【補助基準額（案）】 

自主開催する場合 ：１都道府県等当たり 2,285,000 円 

研修を委託する場合：１都道府県等当たり  132,000 円 

 

② 義務研修以外の研修等 

    ア 医療機関従事者研修 

〇 都道府県等、中核市及び特別区は、児童虐待の早期発見・早期対

応を図るため、地域の医療機関の医師、歯科医師、看護師、医療ソ

ーシャルワーカー等を対象として児童虐待に関する研修を実施し、

医療機関で児童虐待を発見しやすい体制を整えるとともに、地域

の児童虐待対応力の向上を図る。 

〇 総合病院に限らず診療所や歯科診療所等に対しても研修を実施

するとともに、研修を実施する際は、小児科に限らず、精神科等幅

広い診療科の医師等を対象とする。 

【補助基準額（案）】 

１都道府県等、中核市及び特別区当たり 555,000 円 

 

     イ 虐待対応関係機関専門性強化事業 

（ア）協力体制整備 

       ○ 都道府県等は、地域で活動する主任児童委員、保育所職員、児

童養護施設職員、ケースワーカー、家庭相談員等（以下「主任児

童委員等」という。）の子どもの保護・育成に熱意のある者を対

象として、児童虐待等に関する専門研修を実施し、地域での児童

虐待等の発見、通告の促進、調査及び在宅指導等を行う児童相談

所及び市町村への協力体制の整備を促進する。 

○ 都道府県等又は市町村は、主任児童委員等が児童虐待に関す

る各種研修等へ参加することを促進する。 

      ○ 児童相談所長は、管轄地域ごとに研修修了者を地域協力員と

して登録し、児童虐待等の通告、相談、援助を円滑に進めるため

のネットワークを整備する。 

【補助基準額（案）】 

研修を実施した場合 

：１都道府県等当たり      307,000円 

研修等への参加を促進した場合 
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：１都道府県等及び市町村当たり 307,000円 

 

（イ）専門家の養成等 

○ 都道府県等は、地域における児童虐待の予防や早期発見・早期

対応において重要な役割を担っている医師、保健師、社会福祉士

等のソーシャルワーカー等の専門家の養成など実践的な研修を

実施するとともに、専門的対応マニュアル・ガイドラインを作成

し、関係機関に配布するなどの活用を図る。 

○ 専門家養成のための実践的な研修は、原則として年２回以上

実施する。 

【補助基準額（案）】１都道府県等当たり 221,000 円 

 

（ウ）未成年後見制度研修 

〇 未成年後見人の対象となる法人等を対象として、未成年後見

制度等の研修を実施する。 

【補助基準額（案）】１都道府県等当たり 196,000 円 

 

    ウ 児童相談所及び市町村職員専門性強化事業 

〇 都道府県等又は市町村は、（１）に掲げる研修等のほか、児童虐

待に関する専門性を更に強化するため、児童福祉司、児童心理司、

市町村子ども家庭支援担当職員等を対象として、新任時研修や現

任研修等を企画し、実施する。 

〇 都道府県等又は市町村は、児童虐待に関する専門性を強化する

ための各種研修等（（１）に掲げる研修を含む。）への参加を促進す

る。 

【補助基準額（案）】 

研修を企画し、実施する場合 

：１都道府県等及び市町村当たり 1,511,000 円 

研修等への参加を促進する場合 

：１都道府県等及び市町村当たり  198,000円 

 

    エ 研修専任コーディネーターの配置 

〇 研修等を円滑に実施する体制を整備するため、都道府県等は、児

童福祉司任用前講習会、児童福祉司任用後研修及び調整担当者研

修等を実施する研修専任コーディネーターを配置する。 

〇 研修専任コーディネーターは、研修等の講師の依頼、場所の確保、

日程調整、修了証の作成、受講者名簿の作成及び管理等、研修等を
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実施するための事務全般を行う。 

【補助基準額（案）】１都道府県等当たり 4,617,000 円 

 

（２）研修 

新プランで掲げる目標達成に向けた児童福祉司等の増員に際しては、

平成29年４月から義務化された児童福祉司等の研修を着実に実施してい

ただくほか、毎年、子どもの虹情報研修センターや国立武蔵野学院等で実

施されている全国研修を積極的に活用いただくことにより、義務研修等

の講師、児童心理司、一時保護所職員等の養成を図っていただくようお願

いする。 

 

２ 2019 年度における地方財政措置について 

2019 年度、新プランの計画初年度においては、児童福祉司を約 4,300 人

（注１）、児童心理司を約 1,610 人（注２）とすることとしており、これを

踏まえた地方財政措置が講じられる予定である。 

    注１ 新プランにおいては、次のとおり児童福祉司の配置標準を見直した上で、

2017 年度の約 3,240 人から 2022 年度までに全国で 2,020 人程度増員する

ことを計画。 

        ・児童相談所の管轄区域の人口を４万人から３万人に見直す 

        ・里親養育支援児童福祉司（注３）を各児童相談所に配置 

        ・市町村支援児童福祉司（注４）を都道府県の管内 30市町村につき 

１人（指定都市は１人）配置 

    注２ 新プランにおいては、2024 年度までに児童福祉司（里親養育支援児童福祉

司及び市町村支援児童福祉司を除く。）２人につき１人配置（2,500 人）す

ることとし、2022 年度までに全国で 790 人程度増員することを計画。 

    注３ 基本的にケースを持たず、フォスタリング機関の養成等の業務を含め、専

ら一貫した里親支援業務を担うことを想定。 

注４ 基本的にケースを持たず、専ら管内の市町村を巡回し、市町村における相

談やケースに関するスーパーバイズ、要保護児童対策地域協議会の運営支

援など市町村における体制整備、関係機関との連携体制の構築に向けての

助言・指導等を行うことを想定。 
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Ⅱ 市町村の体制及び専門性強化 

 

１ 新プランに掲げる目標の達成に向けた予算制度及び研修について 

 

（１）予算制度 

増え続ける児童虐待相談への対応には、児童相談所における対応だけ

でなく、管内の市町村それぞれが地域の関係機関と連携し、地域の社会資

源・サービスを有機的につなぎ、子どもと家族の状況の変化に応じた継続

的な支援を行うことで児童虐待の発生予防、早期発見・早期対応していく

ことが求められている。 

新プランで掲げる目標達成に向け、児童虐待に対応する市町村職員の

資質を向上し、児童虐待の早期対応・早期発見等の対応の強化を図るため、

「実施要綱」に定める「児童虐待防止対策研修事業（要保護児童対策地域

協議会調整機関調整担当者研修）」のほか、次の①～④について、2019 年

度予算案に盛り込んでいるのでお知らせする。 

 

① 児童虐待防止対策研修事業（市町村向け研修会）【拡充】 

子ども家庭総合支援拠点の設置促進や市町村職員の専門性の向上

を図ることを目的とし、都道府県が実施する市町村向け研修会につい

て、実施回数の増加を図るため、補助単価を拡充。（補助単価：年４回

分→年 12 回分） 

【補助基準額（案）】１か所当たり 1,511 千円 

 

② 市区町村子ども家庭総合支援拠点運営事業 

＜運営費補助＞【拡充】 

○ 子ども家庭総合支援拠点の子ども家庭支援員のうち、常勤配置を

必須としている職員の人件費は地方交付税措置が行われる予定。そ

の他の子ども家庭総合支援拠点の運営に必要な費用として、非常勤

職員の人件費等を補助。 

【補助基準額（案）】（直営の場合） 

小規模Ａ型（児童人口概ね 0.9 万人未満）： 3,725 千円 

  小規模Ｂ型（児童人口概ね 0.9 万人以上 1.8 万人未満）：  9,502 千円 

  小規模Ｃ型（児童人口概ね 1.8 万人以上 2.7 万人未満）： 15,781 千円 

  中規模型（児童人口概ね 2.7 万人以上 7.2 万人未満）： 21,053 千円 

  大規模型（児童人口概ね 7.2 万人以上）： 39,057 千円 

○ 上記に加え、子ども家庭総合支援拠点において、法的・医学的な
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知見を踏まえた対応ができるよう弁護士や医師等の嘱託費用の補

助を創設。 

【補助基準額（案）】１か所当たり 360 千円 

＜開設準備経費＞【新規】 

子ども家庭総合支援拠点の開設に必要な改修費や開設準備期間に

おける非常勤職員の人件費を補助。 

【補助基準額（案）】１か所当たり 7,678 千円 

 

③ 虐待・思春期問題情報研修センター事業【再掲・拡充】 

児童相談所、市町村、児童福祉施設などの虐待問題等対応機関職員

の研修等を実施する研修センターについて、子どもの虹情報研修セン

ター（横浜市）に加え、西日本においても研修を実施する拠点を設け

ることができるよう、虐待・思春期問題情報研修センター事業を拡充。 

【実施主体】西日本で事業を適切に実施することができる自治体 

【補助基準額（案）】72,944 千円 

【補助率】定額 

 

④ 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

調整機関の職員や要保護児童対策地域協議会の構成員の専門性の

向上を図るための研修受講費用等を補助。 

【補助基準額（案）】 

・調整機関職員の専門性強化を図るための取組 

受講人数×80 千円 

 ・地域ネットワーク構成員の専門性向上を図る取組 

１市町村当たり 660 千円 

 

また、子ども家庭総合支援拠点の立ち上げに当たって、学識経験者等の

アドバイザーが自治体に赴き、立ち上げ支援マニュアル等を活用した技術

的助言を行う取組を開始する予定としている。各都道府県におかれては、

主催する市町村向け研修会・説明会等の機会を通じて、積極的に本アドバ

イザー制度を活用していただくようお願いする。本アドバイザー制度の詳

細については、後日改めてお知らせする。 

 

（２）研修 

新プランで掲げる目標達成に向けた子ども家庭総合支援拠点の設置や

調整機関の調整担当者の配置増員に際しては、平成 29 年４月から義務化
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された調整担当者研修を着実に実施していただくほか、都道府県等が実

施する市町村向け研修会に積極的に参加していただくことにより、専門

性の向上を図っていただくよう、お願いする。 

 

２ 2019 年度における地方財政措置について 

2019 年度、新プランの計画初年度においては、子ども家庭総合支援拠点

を約 800市町村に設置、調整機関に配置される常勤の調整担当者を 1,175 市

町村に配置することとしており、これを踏まえた地方財政措置が講じられ

る予定である。 

注１ 新プランにおいては、2022 年度までに子ども家庭総合支援拠点を全市町村

に設置する計画。 

注２ 新プランにおいては、法第 10 条の２に規定する機能を満たす拠点を子ども

家庭総合支援拠点として計画しているが、より質の高い相談支援を実施する

ため、「市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について」（平成 29

年３月 31 日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に定める要綱の

基準を満たす拠点の整備を推進することが求められる。 

注３ 新プランにおいては、2022 年度までに法第 25 条の２第６項に規定する調整

機関の調整担当者を全市町村に配置する計画。 
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研
修
（児
童
虐
待
防
止
対
策
研
修
事
業
）
に
つ
い
て
、
開
催
回
数
の
増
加
を
図
る
た
め
、
補
助
単
価
の
引
上
げ
を
実
施
《
拡
充
》
）

◆
「
児
童
虐
待
防
止
対
策
体
制
総
合
強
化
プ
ラ
ン
」
（
平
成
3
0
年
1
2
月
1
8
日
児
童
虐
待
防
止
対
策
に
関
す
る
関
係
府
省
庁
連
絡
会
議
決
定
）
に
基
づ
き
、

２
０
１
９
年
度
か
ら
２
０
２
２
年
度
ま
で
の
４
年
間
で
全
市
町
村
に
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
を
設
置
す
る
。

◆
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
の
設
置
運
営
に
当
た
っ
て
は
、
２
０
１
９
年
度
に
お
い
て
、
以
下
の
と
お
り
、
国
庫
補
助
金
に
よ
る
支
援
メ
ニ
ュ
ー
を

用
意
す
る
と
と
も
に
、
地
方
財
政
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
予
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
各
自
治
体
に
お
い
て
積
極
的
に
活
用
い
た
だ
き
た
い
。

子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
の
設
置
促
進
に
つ
い
て

運
営
費
の
支
援

立
ち
上
げ
支
援

◎
児
童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
費
補
助
金
（
市
区
町
村
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
機
能
強
化
事
業
（
仮
称
））

・子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
に
お
い
て
、
相
談
対
応
に
加
え
、
一
時
預
か
り
事
業
や
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
等
の
事
業
の
利
用
も
組
み
合
わ
せ
て
支
援
で
き

る
よ
う
、
拠
点
を
通
じ
た
在
宅
支
援
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
費
用
を
補
助
す
る
。
《新
規
》

機
能
強
化
の
支
援

・
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
に
従
事
す
る
常
勤
職
員
（
子
ど
も
家
庭
支
援
員
）
の
人
件
費
に
つ
い
て
、
地
方
財
政
措
置
を
講
じ
る
。
《新
規
》

＜
国
庫
補
助
金
＞

＜
地
方
財
政
措
置
＞
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○
平

成
28
年

児
童
福

祉
法

改
正

法
附
則
第

２
条

第
３

項
に
基
づ

く
検

討
事

項
を
検
討

す
る

た
め

、
社
会
保

障
審

議
会

児
童
部
会

社
会

的
養

育
専

門
委

員
会

の
下
に
設

置
し

た
ワ

ー
キ
ン
グ

グ
ル

ー
プ

に
お
い
て

、
児

童
福

祉
法
に
規

定
す

る
子

ど
も
の
権

利
を

守
る

た
め
、
今

後
の

児
童

相
談

所
の
業

務
の
在
り

方
等

を
含

め
た
市
町

村
・

都
道

府
県
に
お

け
る

子
ど

も
家
庭
相
談

支
援
体

制
の
強
化

等
に

向
け

た
取
組
に

つ
い

て
、

現
状

の
問
題

点
、
そ
れ

を
解

決
す

る
方
策
を

中
心

に
、

目
指
す
べ

き
方

向
性

、
今
後
の

取
り

組
む

べ
き
事
項

に
つ

い
て

整
理
し
た

。
○

今
後
、

目
指
す
べ

き
方

向
性

に
沿
っ
て

、
対

応
に

つ
い
て
速

や
か

に
取

組
を
進
め

る
と

と
も

に
、
制
度

的
な

対
応

な
ど
必
要

な
事

項
に

つ
い

て
は

、
国

に
お
い
て

、
法

的
及

び
財
政
的

な
措

置
を

含
め
、
適

切
に

対
応

さ
れ
る
べ

き
で

あ
る

。
○

ま
た
、

今
回
整
理

し
た

事
項

に
と
ど
ま

る
こ

と
な

く
、
市
町

村
・

都
道

府
県
に
お

け
る

子
ど

も
家
庭
相

談
支

援
体

制
の
一
層

の
充

実
に

向
け

、
不

断
の

見
直
し
を

行
い

、
必

要
な
取
組

を
進

め
る

べ
き
で
あ

る
。

※
平
成

2
8年

児
童

福
祉
法

改
正

法
附

則
第

２
条

第
３
項

「
政
府

は
、

法
律

の
施
行

（
20
1
7年

４
月

）
後

２
年
以

内
に

、
児

童
相

談
所

の
業
務

の
在

り
方

、
要

保
護

児
童
の

通
告

の
在

り
方

、
児
童
及

び
妊
産
婦

の
福
祉

に
関

す
る

業
務

に
従
事
す
る

者
の

資
質

の
向
上
を

図
る
た
め
の

方
策

に
つ
い
て

検
討
を

加
え

、
そ

の
結

果
に

基
づ
い

て
必

要
な

措
置

を
講

ず
る
」

（
目

指
す
べ

き
方
向
性

）
・

児
童
相

談
所
に
お

い
て

、
通

告
に
対
す

る
初

期
の

対
応
を
迅

速
か

つ
的

確
に
行
い

、
必

要
な

保
護
が
で

き
る

体
制

が
必
要
。

・
保
護
機
能

（
調
査
・
評
価
・
保
護
等
の
措
置
を
行
う
機
能
）
も
含
め
適
切
な
対
応
が
と
れ
る
よ
う
、
児
童
相
談
所
内
で
の
保
護
機
能
と
支
援
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

機
能

（
措
置
後
の
事
案
等
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
行
う
機
能
）
の
機
能
分
け
、
専
門
人
材
の
確
保
・
育
成
に
関
す
る
方
策
な
ど
の
体
制
整
備
を
推
進
す
る
。

・
こ

の
た

め
、
国
に

お
い

て
、

方
向
性
を

示
し

、
各

都
道
府
県

等
に

お
い

て
、
体
制

整
備

の
方

法
を
検
討

、
体

制
整

備
を
進
め

る
。

・
地

域
に

お
け
る
切

れ
目

な
い

支
援
の
た

め
、

児
童

相
談
所
の

み
な

ら
ず

、
市
町
村

に
お

け
る

相
談
・
支

援
体

制
を

強
化
す
る

。

（
対

応
）

（
１

）
都
道

府
県
等
に

お
け

る
保

護
機
能
と

支
援

マ
ネ

ジ
メ
ン
ト

機
能

を
確

実
に
果
た

す
こ

と
が

で
き
る
よ

う
に

す
る

た
め
の
体

制
整

備
①

保
護

機
能
と

支
援

マ
ネ

ジ
メ
ン
ト

機
能

を
確

実
に
果
た

し
、

適
切

な
対
応
を

可
能

と
す

る
体
制
整

備
等

に
関

す
る
計
画

策
定

・
保
護
機
能
と
支
援
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
機
能
に
応
じ
た
部
署
分
け
や
、
保
護
の
際
に
対
応
し
た
職
員
と
は
異
な
る
職
員
が
支
援
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
担
当
す
る
対
応
な
ど
の
機
能

を
分
け
る
こ
と
の
ほ
か
、
専
門
人
材
の
確
保
・
育
成
に
関
す
る
方
策
な
ど
の
体
制
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
国
に
お
い
て
方
向
性
を
示
し
、
各
都
道
府
県
等

に
お
い
て
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、
体
制
整
備
に
つ
い
て
検
討
し
、
計
画
を
策
定
す
る
。

②
法

的
な
知
見

を
踏

ま
え

た
ケ
ー
ス

対
応

が
で

き
る
よ
う

、
日

常
的

に
弁
護
士

と
共

に
対

応
で
き
る

よ
う

な
体

制
強
化

・
児
童
相
談
所
に
お
け
る
意
思
決
定
に
、
日
常
的
に
弁
護
士
が
関
与
し
、
共
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
法
令
上
の
措
置
の
検
討
や
財
政
支
援
の
強
化
な
ど
体
制
強
化
の
推

進
方
策
の
具
体
化
を
図
る
。

③
医

学
的
な
知

見
を

踏
ま

え
た
ケ
ー

ス
対

応
が

で
き
る
よ

う
、

日
常

的
に
医
師

と
共

に
対

応
で
き
る

よ
う

な
体

制
強
化

④
保

護
機
能
を

強
化

す
る

た
め
の
研

修
等

の
充

実
⑤

外
部

委
託
等

の
推

進
（

２
）

市
町

村
等
の
地

域
の

相
談

支
援
体
制

の
強

化
①

市
町

村
の
子

ど
も

家
庭

相
談
体
制

の
強

化
、

要
保
護
児

童
対

策
地

域
協
議
会

の
活

性
化

１
児

童
相

談
所
の
業

務
の

在
り

方
及
び
市

町
村

に
お

け
る
相
談

支
援

体
制

の
在
り
方

市
町
村
・
都
道
府
県
に
お
け
る
子
ど
も
家
庭
相
談
支
援
体
制
の
強
化
等
に
向
け
た
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
取
り
ま
と
め
（
概
要
）

(平
成
30
年
12
月
27
日
公
表
)

は
じ

め
に
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・
新
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
、
児
童
相
談
所
に
市
町
村
支
援
担
当
児
童
福
祉
司
、
2
0
2
2
年
度
ま
で
に
全
て
の
市
町
村
に
お
け
る
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
の
調
整
担

当
者
の
配
置
促
進
等
に
よ
る
市
町
村
の
体
制
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
等
に
よ
り
、
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
の
活
性
化
を
図
る
。

②
市

区
町
村
子

ど
も

家
庭

総
合
支
援

拠
点

の
設

置
促
進

・
新
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
2
0
2
2
年
度
ま
で
に
全
市
町
村
で
の
設
置
を
促
進
す
る
。
ま
た
、
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
一
体
的
に
設
置
す
る
場
合
の
要
件
や
モ
デ

ル
を
示
す
こ
と
等
に
よ
り
、
市
町
村
で
の
子
ど
も
家
庭
相
談
支
援
体
制
の
強
化
を
図
る
。

③
民

間
を
含
め

た
地

域
資

源
の
充
実

・
地
域
に
お
け
る
子
ど
も
や
家
庭
を
支
援
す
る
資
源
を
活
用
し
た
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
、
ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス
テ
イ
事
業
等
の
在
宅
サ
ー
ビ
ス
や
保
護
者
支
援
等
の
充
実
を
図
る
。

（
３

）
児
童

相
談
所
の

業
務

の
質

の
向
上
を

図
る

た
め

の
評
価
の

仕
組

み
の

創
設

・
国
に
お
い
て
、
標
準
的
な
指
標
や
評
価
機
構
な
ど
も
含
め
、
評
価
の
バ
ラ
ツ
キ
が
生
じ
な
い
よ
う
、
よ
り
効
果
的
な
評
価
の
在
り
方
を
検
討
し
た
上
で
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定

等
を
行
い
、
児
童
相
談
所
の
業
務
（
一
時
保
護
所
を
含
む
）
に
つ
い
て
自
己
評
価
及
び
第
三
者
評
価
を
行
う
仕
組
み
の
創
設
に
迅
速
に
取
り
組
む
。

（
４

）
中
核

市
・
特
別

区
に

お
け

る
児
童
相

談
所

の
設

置
促
進

・
５
年
を
目
途
に
全
て
の
中
核
市
・
特
別
区
に
お
け
る
一
層
の
児
童
相
談
所
の
設
置
促
進
策
を
講
じ
る
た
め
、
法
令
上
の
措
置
の
検
討
を
含
め
自
治
体
の
実
態
把
握
や
関

係
者
間
で
の
協
議
の
場
の
設
置
な
ど
国
に
よ
る
更
な
る
設
置
促
進
策
の
具
体
化
を
図
る
。

（
目
指

す
べ

き
方
向
性

）
ま
ず

は
通

告
を
受
理

し
た

機
関

が
受
け
た

通
告

に
つ

い
て
安
全

確
認

等
の

対
応
に
当

た
っ

て
必

要
な
情
報

の
聞

き
取

り
等
が
適

切
に

行
わ

れ
、

的
確

に
通
告

に
対
応
で

き
る

よ
う

な
体
制
整

備
を

進
め

る
こ
と
が

必
要

。

（
対
応

）
（

１
）

通
告

窓
口
の
一

元
的

な
運

用
方
策
の

提
示

・
希
望
す
る
自
治
体
に
お
い
て
、
通
告
窓
口
を
一
元
的
に
運
用
で
き
る
方
策
に
つ
い
て
、
通
告
受
理
後
の
安
全
確
認
の
体
制
を
含
め
国
で
整
理
し
、
具
体
的
に
提
示
す
る
。

（
２

）
通
告

後
の
対
応

に
関

す
る

市
町
村
、

児
童

相
談

所
の
連
携

体
制

づ
く

り
①

通
告

受
理
の

際
の

情
報

の
聞
き
取

り
等

に
関

す
る
研
修

の
実

施
・
市
町
村
、
児
童
相
談
所
が
受
け
付
け
た
通
告
に
対
し
て
適
切
に
情
報
の
聞
き
取
り
や
情
報
収
集
が
行
え
る
よ
う
、
研
修
を
新
た
に
実
施
す
る
。

②
市

町
村
、
児

童
相

談
所

の
協
議
、

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン
策
定

に
向

け
た

取
組

・
市
町
村
、
児
童
相
談
所
が
通
告
後
の
対
応
に
つ
い
て
共
通
認
識
を
持
っ
て
対
応
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
策
定
に
向
け
た
取
組
等
を
推
進
す
る
。

③
面

前
Ｄ
Ｖ
通

告
へ

の
市

町
村
、
児

童
相

談
所

の
対
応
等

・
国
に
お
い
て
、
面
前
Ｄ
Ｖ
通
告
へ
の
対
応
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
、
活
用
方
法
等
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
児
童
相
談
所
と
市
町
村
の
間
の
通
告
を
受
け
た
後
の

対
応
等
に
関
す
る
役
割
分
担
と
そ
れ
に
応
じ
た
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
対
応
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
枠
組
み
作
り
を
進
め
る
。

④
リ

ス
ク
ア
セ

ス
メ

ン
ト

シ
ー
ト
及

び
そ

の
活

用
方
法
の

見
直

し
・
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
ツ
ー
ル
に
つ
い
て
、
信
頼
性
、
妥
当
性
を
科
学
的
に
検
討
す
る
な
ど
、
よ
り
実
践
的
に
活
用
で
き
る
も
の
に
見
直
す
。

（
３

）
市
町

村
の
子
ど

も
家

庭
相

談
支
援
体

制
の

強
化

、
要
保
護

児
童

対
策

地
域
協
議

会
の

活
性

化
（
再
掲

）
（

４
）

市
町

村
、
児
童

相
談

所
の

情
報
共
有

基
盤

の
整

備
に
向
け

た
検

討
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
の
策
定
を
行
う
な
ど
必
要
な
支
援
を
行
い
、
市
町
村
、
児
童
相
談
所
が
情
報
共
有
の
効
率
化
を
図
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
整
備
を
進
め
る
。

（
５

）
児
童

相
談
所
全

国
共

通
ダ

イ
ヤ
ル
「

１
８

９
」

の
見
直
し

・
「
１
８
９
」
に
つ
い
て
、
虐
待
通
告
を
中
心
と
し
、
そ
れ
以
外
の
相
談
と
番
号
を
分
け
る
よ
う
見
直
す
。

２
要

保
護

児
童
の
通

告
の

在
り

方
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（
目

指
す
べ

き
方
向
性

）
・

児
童
相

談
所
、
市

町
村

に
お

け
る
子
ど

も
家

庭
相

談
に
お
け

る
対

応
を

強
化
す
る

た
め

、
い

ず
れ
も
の

資
質

向
上

が
必
要
。

・
地

域
全

体
の
対
応

力
の

向
上

と
い
う
観

点
か

ら
、

児
童
相
談

所
、

市
町

村
が
連
携

を
図

り
な

が
ら
専
門

性
を

高
め

る
取
組
を

推
進

。
・

子
ど
も

家
庭
相
談

分
野

の
ソ

ー
シ
ャ
ル

ワ
ー

ク
を

担
う
人
材

、
特

に
指

導
及
び
教

育
を

行
う

児
童
福
祉

司
（

ス
ー

パ
ー
バ
イ

ザ
ー

）
の

資
質

に
つ

い
て

、
求
め
ら

れ
る

要
件

の
具
体
的

な
内

容
や

資
格
化
を

含
め

客
観

的
に
把
握

す
る

方
法

等
に
つ
い

て
引

き
続

き
検
討
。

（
対

応
）

（
１

）
児
童

相
談
所
の

専
門

性
向

上
の
た
め

の
体

制
整

備
①

児
童

福
祉
司

等
の

児
童

相
談
所
の

職
員

体
制

等
の
強
化

・
緊
急
総
合
対
策
に
基
づ
く
人
員
体
制
の
強
化
等
を
講
ず
る
。
都
道
府
県
等
に
お
い
て
専
門
人
材
の
確
保
・
育
成
に
関
す
る
計
画
を
策
定
す
る
（
再
掲
）
。

②
ス

ー
パ
ー
バ

イ
ザ

ー
要

件
の
さ
ら

な
る

厳
格

化
の
検
討

・
当
面
、
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
研
修
の
際
の
レ
ポ
ー
ト
提
出
等
に
よ
る
修
了
要
件
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
研
修
受
講
を
任
用
要
件
と
す
る
。

③
児

童
福
祉
司

等
の

任
用

要
件
に
つ

い
て

相
談

援
助
の
業

務
経

験
を

有
す
る
旨

の
明

確
化

・
児
童
福
祉
司
等
の
任
用
要
件
の
う
ち
、
業
務
経
験
が
必
要
と
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
相
談
援
助
の
業
務
経
験
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
明
確
化
す
る
。

④
児

童
心
理
司

の
配

置
人

数
に
関
す

る
基

準
の

設
定

・
児
童
心
理
司
の
配
置
基
準
に
関
し
て
、
法
令
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
検
討
す
る
。

⑤
法

的
な
知
見

を
踏

ま
え

た
ケ
ー
ス

対
応

が
で

き
る
よ
う

、
日

常
的

に
弁
護
士

と
共

に
対

応
で
き
る

よ
う

な
体

制
強
化
（

再
掲

）
⑥

医
学

的
な
知

見
を
踏

ま
え
た

ケ
ー
ス

対
応
が

で
き
る

よ
う
、

日
常
的

に
医
師

と
共
に

対
応
で

き
る
よ

う
な
体

制
強
化

（
再
掲

）
（

２
）

児
童

福
祉
分
野

の
ソ

ー
シ

ャ
ル
ワ
ー

ク
を

担
う

人
材
の
専

門
性

向
上

の
た
め
の

国
家

資
格

化
も
含
め

た
在

り
方

検
討

・
児
童
福
祉
分
野
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
を
担
う
人
材
、
特
に
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー
に
つ
い
て
、
そ
の
専
門
性
の
確
保
・
向
上
と
そ
れ
を
客
観
的
に
把
握
で
き
る
枠
組
み
を
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
専
門
的
に
検
討
す
る
委
員
会
を
設
け
、
国
家
資
格
化
も
含
め
、
一
定
の
年
限
を
区
切
っ
て
引
き
続
き
、
具
体
的
な

検
討
を
進
め
る
。

（
３

）
市
町

村
の
専
門

性
向

上
の

た
め
の
体

制
整

備
①

市
町
村
の
子
ど
も
家
庭
相
談
支
援
体
制
の
強
化
・
要
保
護
児
童
対
策
地
域
協
議
会
の
調
整
担
当
者
の
配
置
促
進
等
に
よ
る
資
質
の
向
上
（
再
掲
）

②
市

区
町
村
子

ど
も

家
庭

総
合
支
援

拠
点

の
設

置
促
進
（

再
掲

）

３
児

童
及

び
妊
産
婦

の
福

祉
に

関
す
る
業

務
に

従
事

す
る
者
の

資
質

の
向

上
を
図
る

た
め

の
方

策

・
子

ど
も
自

身
や
関
係

機
関

が
児

童
福
祉
審

議
会

に
申

立
て
を
行

う
こ

と
が

で
き
る
こ

と
に

つ
い

て
、
改
め

て
周

知
徹

底
を
図
る

と
と

も
に

、
ガ
イ

ド
ラ
イ

ン
の
作
成

等
を

行
い

、
都
道
府

県
児

童
福

祉
審
議
会

等
を

活
用

し
た
子
ど
も

の
意
見

を
聴
く
枠

組
み

を
構

築
す
る
。

・
全

て
の
子

ど
も
の
意

見
表

明
権

を
保
障
す

る
ア

ド
ボ

ケ
イ
ト
制

度
の

構
築

を
目
指
し

、
ま

ず
は

、
一
時
保

護
も

含
む

代
替
養
育

に
お

け
る

子
ど
も

の
意
見

表
明
権
を

保
障

す
る

た
め
の
ア

ド
ボ

ケ
イ

ト
の
在
り

方
に

つ
い

て
検
討
を

行
い

、
全

国
展
開
に

向
け

た
必

要
な
取
組

を
進

め
る

。

４
子

ど
も

の
意
見
表

明
に

関
す

る
仕
組
み

等
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市町村・都道府県における子ども家庭相談支援体制の強化等に向けたワーキンググルー

プとりまとめ 

 

 

はじめに 

 

 「新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会」報告書（平成 28 年３月。以下

「平成 28 年報告書」という。）に基づき、2016 年 5 月に児童福祉法等の一部を改正する

法律（平成 28 年法律第 63 号。以下「平成 28 年改正法」という。）が全会一致で成立し

た。 

平成 28 年改正法においては、子どもが権利の主体であることや子どもの家庭養育優先

原則など児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号）の理念を明確化するとともに、児童虐待

の発生予防という観点から、子育て世代包括支援センターの全国展開、児童虐待発生時の

迅速・的確な対応や在宅支援の充実強化に向けた市区町村子ども家庭総合支援拠点の整

備や要保護児童対策地域協議会の調整機関への専門職の配置、児童相談所の体制強化に

向けた児童福祉司等の研修義務化や弁護士配置の措置等、特別区における児童相談所の

設置可能化、被虐待児童への自立支援のため、里親委託の推進や自立援助ホームの対象拡

大等が講じられた。 

 こうした改正が行われる一方、平成 28 年報告書において提言された項目のうち、児童

相談所の強化のための機能分化として、「虐待関連通告・相談電話（１８９）窓口の一元

化」及び「調査・保護・アセスメント・措置機能の強化」、職員の専門性の向上として、

「子どもの家庭福祉を担う指導的職員の資格のあり方」などに関する事項の一部は、その

在り方に関する詳細な検討が必要と考えられたため、平成 28 年改正法には盛り込まれて

おらず、平成 28 年改正法附則において検討事項とされた。 
※ 平成 28 年改正法附則第２条第３項 「政府は、法律の施行（2017 年４月）後２年以内に、児童

相談所の業務の在り方、要保護児童の通告の在り方、児童及び妊産婦の福祉に関する業務に従事す
る者の資質の向上を図るための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」 

 

 また、2017 年８月には、平成 28 年改正法に基づく新たなビジョンを提示するため取り

まとめられた「新しい社会的養育ビジョン」（新たな社会的養育の在り方に関する検討会）

において、子どもの権利保障のための児童相談所の在り方として、平成 28 年報告書と同

様に、児童相談所の機能分化、支援の必要な子どもの把握及び通告窓口、人材育成、専門

性の向上、資格化の可能性等について提言されているが、その方法に関する詳細な検討が

なされないままであった。 

 加えて、2018 年３月に５歳の女児が児童虐待により死亡する痛ましい事例があった。

この事例等を受け、増加する児童虐待に対応し、子どもの命が失われることがないよう、

国・自治体・関係機関が一体となって対策に取り組むべく、2018 年７月 20 日には、「児

童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」（児童虐待防止対策に関する関係閣僚会議

決定。以下「緊急総合対策」という。）がとりまとめられた。また、2018 年 10 月には、

「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等について」（社会保障審議会児童部会児童虐

待等要保護事例の検証に関する専門委員会。以下「平成 30 年 10 月死亡事例検証報告」と
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いう。）において、本事例の検証が行われ、国への提言がとりまとめられた。 

今般、平成 28 年改正法附則第２条第３項に基づく検討事項を検討するため、社会保障

審議会児童部会社会的養育専門委員会の下に、市町村・都道府県における子ども家庭相談

支援体制の強化等に向けたワーキンググループが設置され、2018 年９月から 12 月まで７

回にわたり議論を重ねてきた。 

本ワーキンググループでは、平成 28 年報告書を基本とした上で、新しい社会的養育ビ

ジョン、その後策定された緊急総合対策、平成 30 年 10 月死亡事例検証報告の内容等を十

分に踏まえるとともに、児童福祉法第 1 条に規定する全ての子どもが、その健やかな成

長、発達、自立等を保障される権利を有するという考え方を前提として議論が行われた。

こうした子どもの権利を守るため、今後の児童相談所の業務の在り方等を含めた市町村

（特別区を含む。以下同じ。）・都道府県における子ども家庭相談支援体制の強化等に向け

た取組について、現状の問題点、それを解決する方策を中心に、目指すべき方向性、今後

の取り組むべき事項について整理した。 

今後、目指すべき方向性に沿って、対応として記載した事項について速やかに取組を進

めるとともに、制度的な対応など必要な事項については、国において、法的及び財政的な

措置を含め、適切に対応されるべきである。 

また、今回整理した事項にとどまることなく、市町村・都道府県における子ども家庭相

談支援体制の一層の充実に向け、不断の見直しを行い、必要な取組を進めるべきである。 

併せて、子ども家庭相談支援体制の整備に向けては、児童相談所や市町村等の地方自治

体はもとより、関係機関なども含めた地域全体での取組が必要不可欠である。 

この「とりまとめ」の内容は、国・自治体・関係機関が、それぞれの役割を着実に果た

すとともに、あらゆる地域資源が一丸となって取り組むことが求められるものであり、全

ての地域で全ての子どもや家庭が支援され、全ての子どもが健全に育まれるという視点

で取組が進むことを強く求める。 

 

１ 児童相談所の業務の在り方及び市町村における相談支援体制の在り方 

（現状・課題） 

  現行法上、児童相談所は、児童福祉法第 12 条第２項に基づき、子どもに関する家庭

その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずる業務等を

行うこととなっており、要保護児童等や家庭に対する支援を行う中で、保護機能（通告

が受理された事例等の調査・評価・保護等の措置を行う機能をいう。以下同じ。1）及び

支援マネジメント機能（措置後の事案等のマネジメントを行う機能をいう。以下同じ。
2）など、多様な機能を担ってきた。 

こうした機能については、児童相談所内での部署分け等による機能分化が行われてき

ており、「初期対応」と「支援」の機能を分けて対応している児童相談所は約 35％3であ

                                                      
1 既存の報告書等の記載を要約、引用している場合の用語については、当該報告書等の記載による。 
2 既存の報告書等の記載を要約、引用している場合の用語については、当該報告書等の記載による。 
3 「児童相談所における調査・保護・アセスメント機能と支援マネージメント機能の分化に関する実
態把握のための調査研究」（平成 29 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業） 
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り、管轄児童人口や虐待相談対応件数が多い児童相談所において機能分化の体制が採用

される傾向がある。 

また、市町村は2004年の児童福祉法の一部を改正する法律（平成 16年法律第 153号。

以下「平成 16 年改正法」という。）により子どもと家庭に関する各種の相談を受けるこ

ととされ、さらに平成 28 年改正法により、妊娠期からの切れ目ない相談体制を整備す

るため、子育て世代包括支援センターの全国展開や、市区町村子ども家庭総合支援拠点

の設置促進などの市町村における相談体制の整備も進められてきており、児童相談所と

市町村をあわせた地域の相談支援体制の充実が図られてきている。 

さらに、中核市・特別区の児童相談所の設置を促進するため、平成 28 年改正法の附

則において、政府は、この法律の施行（2017 年４月）後５年を目途として、中核市及び

特別区が児童相談所を設置することができるよう、その設置に係る支援その他の必要な

措置を講ずるものとされた。 

  平成 28 年報告書において4、 

・虐待通告数が増大している現状において、児童相談所は対応の限界にきており、児

童相談所の機能強化が必要であること 

・保護機能（調査・保護・アセスメント機能）と支援マネージメント機能を同一機関

が担うことによって、保護者との関係を考慮するあまり必要な保護が躊躇され、場

合によっては子どもを死に至らしめるといった事態が生じているという指摘があ

ること 

 ・親の意向に反する一時保護を行った結果、その後の支援が進まないという指摘があ

ること 

 等から、児童相談所の通告受理、調査、評価、一時保護・アセスメント、措置等の機

能に関して、高度に専門的な機関として担うためには、その機能を分離すべきである 

と提言され、その際、ニードに基づく相談機能を市民に身近な市区町村が中心となっ

て担うことが望ましい、とも記されている。 

それを前提に、児童相談所の機能は、緊急対応の必要性に関する判断能力を備えた

虐待通告・相談窓口を設置し、通告が受理された事例の調査・評価・保護等の措置を

行う機能と、措置後の事例の支援マネージメントを行う機能を別の機関で行うといっ

た体制整備が必要であるとされた。ただし、小規模自治体の児童相談所では機関の分

離を行わず、同じ機関の中での組織の分離の方が効率的な場合もあるとされた。 

 加えて、保護機能と支援マネージメント機能の強化に関しても提言されている。 

 また、児童相談所を設置する自治体の拡大について、児童相談所の管轄規模の見直

しの必要性と都道府県と市区町村の二元体制の問題から、原則として中核市及び特別

区には児童相談所機能をもつ機関の設置を求め、財政的理由や専門職の確保の困難さ 

から設置をためらうことがないよう、国及び都道府県は中核市及び特別区の人的・ 

                                                      
 「初期対応」は「主に「受付・受理」から「援助方針の決定」までの業務のすべてもしくは一部を
担うもの」、「支援」は「主に「援助の実行」以降を担うもの」として調査を実施。 
4 以下、平成 28 年報告書、新しい社会的養育ビジョン、緊急総合対策及び 10 月死亡事例検証報告
については、記述の要約又は一部引用部分が明らかとなるよう、枠囲みで記載。 
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物的基盤を積極的に援助する必要があるとされた。 

 また、子ども家庭福祉への司法関与の整備として、児童相談所における児童福祉司

の適正な配置と司法対応のための専門性の確立、弁護士による法的サポート体制の確

立の検討、整理が求められた。 

さらに、行政機関である児童相談所や市区町村の業務内容は児童相談所運営指針や

市町村児童家庭相談援助指針（現、市町村子ども家庭支援指針）によって示されてい

るものの、そのサービスの質が自治体によってばらつきが大きいことが各種統計資料

などから指摘されてきた。しかし、これらの行政サービスに対する評価を行う仕組み

は各自治体単位でしかなく、自治体のサービス水準を全国的に標準化することは困難

と言えることから、自治体が行う子ども家庭相談支援が全国どこの自治体においても

高い水準を保つためには、的確に評価できる機関による第三者評価制度が必要との指

摘がされている。 

さらに新しい社会的養育ビジョンにおいても、機能分化に関しては、上記の提言が

踏襲されており、更に、第三者評価に関しては、児童相談所を含めた全ての児童福祉

機関の評価を行う機構の創設が求められている。 

加えて、児童相談所における専門的な体制の強化という観点については、平成 30 年

10 月死亡事例検証報告の「国への提言」においても、 

・関係機関や医療機関からの情報提供に対して的確に判断できるよう、児童相談所職

員のアセスメント力を補強する、児童相談所の医師や弁護士の専門職の常勤配置を

これまで以上に促進することなどによる日常的に相談できる体制を全国的に整備 

・全国的に十分にアセスメント力、ソーシャルワーク力が備わるよう、児童相談所の

専門的体制の強化を図るための施策の推進及びその実効性を担保するための仕組

みの検討 

という指摘がされている。 

 

（主な議論） 

  本ワーキンググループにおいては、これまでの指摘、特に、危機介入的な関わりにお

いて十分対応できておらず、適切に保護機能を果たせていない児童相談所があるという

指摘も踏まえ、保護者との支援関係を結ぶことや維持することができなくなることを危

惧するために子どもの最善の利益を考慮した安全確認調査や保護を行うことを躊躇す

ることをなくすためにどのような体制や対応等が必要かについて議論を行った。 

 

 ①児童相談所における機能については、 

 ・児童相談所を行政機関の一部ではなく、専門機関として整備すべき 

 という意見もあった。 

  平成 28 年報告書に提示された、保護機能と支援マネジメント機能の分化の在り方に

ついては、 

 ・国際的な歴史をみても相談（Guidance）機能と保護（Child Protection）機能を同じ

機関で行う形になっていない。日本はそれを一つの機関で行っていることで無理が生

じている。現状の児童相談所は保護機能が中心になっており、相談機能はできるだけ
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市町村やその他の機関に移し、措置した子どもの支援マネジメント機能のみを児童相

談所の機能として、残し、機関分化、部署分化を進めるべき 

 という意見があった一方、 

・危機介入を含む保護機能と支援マネジメント機能は、子どもの権利擁護を図ることを

基盤として、連続性を持って、また並行して行う必要があることから、同じ機関内で

の意思決定という枠組みが必要 

・通告を受けた後の対応について迅速な対応やアセスメントの客観性の担保のため、保

護機能を担う部門と支援マネジメント機能を担う部門で部署を分けることが必要で

あるが、円滑な引継ぎが重要であることから、児童相談所内での機能分担を進めるこ

とで対応することが必要 

・その際、児童相談所と別に支援機能を市区町村子ども家庭総合支援拠点が担い、送致

や指導委託措置を活用するといった方法も考えられる 

という意見があった。 

 また、具体的な方法に関しては、 

 ・こうした機能を適切に行うための組織の再編成などを含めた子ども家庭相談支援ビ

ジョンを都道府県ごとに持って取り組んでいくことが必要であり、その際の機能分担

の方法は児童相談所管内人口の規模や児童虐待の対応件数、児童相談所の設置自治体

の特性等に応じて各地域に合った方策としていることが必要であり、各都道府県でこ

うした方策の検討が進むよう、国は機能の再編や分化が円滑に行われるよう法令や通

知を見直し、一定のガイドラインを示すことが必要 

との意見があった。 

一方で、 

・児童相談所内での機能分担だけでなく、都道府県内の一部の児童相談所を保護機能の

みを担う機関とするなど保護機能と支援マネジメント機能を担う機関を分けられる

枠組みをつくるべき 

・保護機能と支援マネジメント機能を一つの組織で担うことにより、ケースに対するス

ピード感を保てるほか、一時保護した後に同じ地域にある市町村と共に支援すること

ができることから、保護機能のみを有する組織を設けることは反対 

 との意見があった。 

 さらに、児童相談所の機能をスリム化するために、 

・市町村が支援を確実に担える体制を整備し、相互に連携を高めることにより、児童相

談所は保護機能を確実に果たせる機関としていくことが必要 

・児童相談所に業務が集中している状況を改善するためにも、可能な業務は民間委託

を進めることが必要 

・障害相談、育成相談等のうち、療育手帳の判定など虐待対応や要保護児童以外の相談

機能は、市町村や民間機関を含め児童相談所以外の機関でも担うことができるよう

な制度を整備すべき 

・新しい社会的養育ビジョンでは、要保護性の高い障害児が増加していることから、

社会的養護を必要とする障害児を社会的養護の対象としてきちんと扱わなければな

らないこととされている。要保護性の低い障害相談は児童相談所の業務から外すべ
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きであるが、社会的養護として障害も対象となることを重視すべき 

という意見があった一方、 

・新しい社会的養育ビジョンでは、社会的養護として障害児をきちんと扱わなければ

ならないこととされており、他の機関において対応した方が効率的でかつ当事者の

利益になるものを分担することは考えられるが、障害相談そのものを児童相談所か

ら全部外すことはありえない 

という意見があった。さらに、 

・市町村における相談体制強化においては在宅支援サービスの充実を図ることが重要。

その際、在宅サービスの提供に際して、措置費と同様の公費が支払われる枠組みが重

要 

という意見があった。 

  加えて、児童相談所の機能強化を図るという観点から、 

・保護機能を適切に行うためには、ケースの深刻さ等について的確にアセスメントす

るための体制を整えることが重要 

・児童相談所における通告を受けた後の対応を適切に行うためには、ケースのリスク

やセーフティ、法的対応の必要性・妥当性を的確に把握するため、高度な専門性を有

するスーパーバイザーと常勤弁護士を配置することが重要 

・保護機能の強化には、一時保護所及び委託一時保護に係る体制強化をあわせて行う

ことが必要 

などの意見があった。 

 

②弁護士の配置については、 

・平成 28 年改正法において、弁護士の配置等が規定された後、児童相談所運営指針に

は、留意事項として、「弁護士の配置に関する「これに準ずる措置」とは、弁護士の

配置と実質的に同等であると客観的に認められる必要があり、例えば、都道府県ご

とに、区域内の人口等を勘案して中央児童相談所等に適切な数の弁護士を配置し、

弁護士が配置されていない児童相談所との間における連携・協力を図ること等が考

えられる。（単に法令事務の経験を有する行政職員等の配置は、「準ずる措置」には

含まない。）」とされている。しかるに、常勤弁護士の配置が進んでいない現状を踏

まえ、常勤弁護士の配置を義務づけ、そのための予算を確保すべき 

という意見があった一方、 

・常勤弁護士の配置以外の方法であっても、自治体によっては、多数の弁護士がケー

スに関わるなど、弁護士がケースに的確に関わっている自治体もあり、地域の実情

に応じた方法をとるべきである。また、常勤弁護士を配置することで、地域の弁護

士を活用する予算が削られ、結果的に地域の弁護士の児童福祉に関する活動が弱体

化してしまうことが危惧されることから、常勤弁護士の配置を義務づけることには

反対 

・専門的な観点を踏まえたソーシャルワークを行うため、日常的に相談・支援が受け

られる体制とする種々の配置方法が認められることが重要 

・常勤弁護士配置促進のための予算措置は現行法下でも可能であり、法改正の必要は
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ない 

との意見があった。 

 

③医師の配置については、 

・常勤医師の配置を義務づけるべき 

・現在、常勤として採用されている医師を見ると、小児科医でも虐待をする親の精神

病理が判断できるようになってきているとともに、児童精神科医でも虐待の傷の状

況がわかるようになってきており、採用されればどちらでも対応できるようになる

と考えられる 

・既に全国の児童相談所に複数の医師が配置されているが、多くは障害手帳の判定の

ためであり、虐待対応に関与する医師を配置することが必要 

・小児科医と児童精神科医の両方を雇用している自治体がある 

という意見があった一方、 

・常勤医師の配置を義務づけるべきであるが、医師の確保は難しいため医師の確保策

を国として十分に行うことも必要 

・臨床医は現場を離れることを敬遠するため、医師の確保はとても難しい 

という危惧があったほか、 

・既に全国の児童相談所に複数の医師が配置されているものの、援助方針のプロセス

に関与していない場合もあり、虐待対応で医師が関与するなど、活用の在り方を考

えることが重要 

という意見があった。  

 

④児童相談所の第三者評価については、 

・児童相談所の質の標準化を図るため、質を評価するための第三者評価制度の導入が

必要 

・第三者評価による児童相談所の質の評価に当たっては、評価機構を創設し、どこの地

域でも同じように子どもの権利が守られることを目的として、全国共通の評価項目

と評価基準を策定し、評価者間のバラツキが生じないような評価体制の構築が必要 

・第三者評価による児童相談所の質の評価に当たっては、各地域の実情も踏まえた評

価の枠組みが必要 

・第三者評価制度の導入に当たっては、現場に加重な事務負担が生じないようにする

ことが必要 

 という意見があった。 

 

⑤中核市・特別区における児童相談所設置については、 

・増大する通告へ対応するためにも、児童相談所の設置数を増やすことの必要性を検

討すべき 

という意見があった。また、 

・同一自治体であることから保護と支援の円滑な連続性が確保できるメリットからも、

中核市・特別区における児童相談所の設置を義務化すべき 
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という意見があった一方、 

・中核市・特別区における児童相談所設置の促進はすべきだが、設置が進まない要因

の分析や国の財政支援などが先であり、直ちに義務化することには疑問がある 

・中核市や特別区への児童相談所の設置を義務化する前に、中核市等における児童相

談所の設置の妨げとなっている事情や要因をヒアリング等により把握、分析の上、

児童相談所を設置することの必要性やメリットなどを整理し、中核市等が、各地域

の特性を考慮した上で、自発的に児童相談所設置に向けた取組が進むよう具体的な

支援を検討すべき 

・中核市・特別区に児童相談所が設置されることにより、同一都道府県内の中核市・特

別区以外の地域の体制に大きく影響が及ぶことについて検討することが必要 

との意見もあった。 

 

このほか、 

・措置をした子どもの自立支援について、市町村も含めて取組を推進すべき 

・協同面接について、検察や警察が行った場合の資料を児童相談所も適切に活用できる

ようにすることや、新たな機関創設による連携強化が必要 

との意見もあった。 

 

（目指すべき方向性） 

  児童相談所における児童虐待の相談対応件数の増加に伴い、通告に対する初期の対

応を迅速かつ的確に行い、必要な保護を行うことができる体制が必要とされてきている。

これに対応するため、児童相談所が初期アセスメント、見立てを適切に行い、必要に応

じて躊躇することなく保護することができる体制整備が求められる。なお、体制整備に

当たっては、児童相談所のみならず、一時保護の体制整備についても検討を進めること

が必要である。 

このため、国において、児童相談所が保護機能と支援マネジメント機能を適切に果た

せるよう、保護機能と支援マネジメントの機能に応じた部署分けや保護を担当した職員

とは異なる職員が支援マネジメントを担当できる体制とするといった機能分化のほか、

専門人材の確保・育成に関する方策などの体制整備を推進することについて方向性を示

した上で、各都道府県等において、体制整備の方法を検討し、児童相談所が保護機能と

支援マネジメント機能を確実に果たせるための取組を明らかにし、体制整備を進めると

ともに、全国どの地域においても子どもの権利が守られることを目的に、児童相談所の

質の確保・向上が図られるよう、行政組織内だけではなく、第三者の視点も踏まえた見

直しを進めることができる仕組みが必要である。 

あわせて、地域で保護から支援、措置解除後も含めた自立支援等切れ目ない支援がで

きる体制とするためには、児童相談所の体制整備のみならず、市町村における相談や支

援できる体制を強化し、児童相談所と市町村及び民間機関が連携・共働しながら、地域

全体で子どもや家庭を支えることができる枠組みとしていくことが必要である。 

こうした取組を進めることにより、児童相談所は主として保護機能や支援マネジメン

ト機能を担う専門的な機関として、市町村は子どもの身近な地域で継続的な相談・支援
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を担う機関として、平成 28 年改正法において明確化された地域での役割分担に基づく

機能を充実・深化させていくべきである。 

国、都道府県及び市町村においては、こうした体制整備が進められるよう、具体的に

は、まずは以下のような取組を進めるべきである。 

併せて、児童相談所及び市町村における体制整備に関しては、緊急総合対策を受け

2018 年 12 月 18 日に決定された「児童虐待防止対策体制総合強化プラン」（以下「新プ

ラン」という。）に基づき人員体制の強化及び必要な財政措置等を確実に講ずるべきで

ある。 

また、市町村に関しては、市区町村子ども家庭総合支援拠点の全ての市町村での設置

を促進するとともに、職員の専門性の強化が必要である。 

さらに、措置解除後も含めた子どもの自立支援に関しては、引き続き検討を進める必

要がある。 

 

（対応） 

（１）都道府県等における保護機能と支援マネジメント機能を確実に果たすことができ

るようにするための体制整備 

① 保護機能と支援マネジメント機能を確実に果たし、適切な対応を可能とする体制

整備等に関する計画策定 

 ・児童相談所が保護機能と支援マネジメント機能を確実に果たし、適切な対応がと

れるよう、保護機能と支援マネジメント機能に応じた部署分けや、保護の際に対

応した職員とは異なる職員が支援マネジメントを担当できるようにするなどの

機能を分けることのほか、専門人材の確保・育成に関する方策などの体制整備を

推進することについて、国において方向性を示す。 

 ・各都道府県等において、国において示した方向性を踏まえ、体制整備について検

討し、計画を策定する。国においては、各都道府県等における検討が進むよう支

援する。 

② 法的な知見を踏まえたケース対応ができるよう、日常的に弁護士と共に対応でき

るような体制強化 

 ・児童相談所において法的な知見を踏まえたケース対応ができるよう、児童相談所

における意思決定に、日常的に弁護士が関与し、児童福祉司等と共に対応できる

ような体制整備を推進する。 

・上記の体制整備に当たっては、「常勤弁護士を必置とすべき」という意見と「常勤

弁護士の必置には反対であり、日常的に弁護士と協働できる体制とする種々の配

置方法が認められるべき」という意見の両論があった。しかし、常勤弁護士を含

む弁護士配置を促進することが望ましいという点においては意見が一致したと

ころであり、これらの両論を踏まえ、少なくとも日常的に弁護士と共に対応でき

る体制の実現に向けて法令上の措置の検討や経験豊富な外部弁護士に相談でき

るバックアップ体制も含む財政支援の強化など体制強化の推進方策の具体化を

図る。 

③ 医学的な知見を踏まえたケース対応ができるよう、日常的に医師と共に対応でき
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るような体制強化 

・児童相談所において医学的な知見を踏まえたケース対応ができるよう、児童相談

所における意思決定に、日常的に医師が関与し、児童福祉司等と共に対応できる

ような体制整備を推進する。 

・上記の体制整備に当たっては、「常勤医師を必置とすべき」という意見と「常勤医

師の確保は難しく、虐待対応等に関与する医師の在り方を考えることが必要」と

いう意見の両論があった。しかし、常勤医師の配置を促進することが望ましいと

いう点においては意見が一致したところであり、これらの両論を踏まえ、少なく

とも日常的に医師と共に対応できる体制を実現するため、国による医師確保の支

援策を含む体制強化の推進方策の具体化を図る。 

・あわせて、配置された医師には、虐待対応等に対する知見が必要であることから、

研修の充実等の必要な取組を行う。 

④ 保護機能を強化するための研修等の充実 

    ・児童福祉司における義務研修（スーパーバイザー研修を含む。）において、保護

機能に重点をおいた内容とするなどの充実を図るほか、国において保護機能に着

目した研修を実施する。 

  ⑤ 外部委託等の推進 

   ・児童相談所が現在行っている業務のうち、外部への委託が適切で、かつ、効果的

に業務の目的が達成されることが期待される業務（里親養育支援、電話案内業務、

保護者支援プログラムの実施、安全確認業務等）については、民間団体等への委

託を推進する5。療育手帳の判定業務について、その一部等を児童相談所以外の

機関が実施している事例等を把握した上で、障害児・者施策との整合性にも留意

しつつ、その在り方を今後議論する必要がある。 

（２）市町村等の地域の相談支援体制の強化 

①  市町村の子ども家庭相談体制の強化、要保護児童対策地域協議会の活性化 

・新プランに基づき児童相談所に市町村支援を担当する児童福祉司の配置や人事

交流などの方法も活用し、児童相談所、市町村の連携体制を密に図るとともに、

市町村における体制の在り方や個別ケースに関する支援等を行うことができる

体制とする。 

・新プランに基づき、2022 年度までに全ての市町村において要保護児童対策地域

協議会の調整担当者の常勤の専門職配置を促進するとともに、国において、要保

護児童対策地域協議会の活性化に資するガイドライン等を策定する。 

・要保護児童対策地域協議会の活性化を図ることにより、市町村、児童相談所を含

む地域の連携体制を強化し、地域において子どもの最善の利益を優先して考慮

した対応を行う子ども家庭相談支援体制作りが進むようにする。 

② 市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置促進 

                                                      
5 ここで安全確認業務の外部委託とは、児童相談所の責任のもとで、子育て支援を担う民間団体や機
関等によるサービスにつなげるためのアプローチによることが望ましいと判断される場合に、これら
の団体や機関に安全確認を委託することをいう。 
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   ・新プランに基づき、市区町村子ども家庭総合支援拠点について、2022 年度まで

に全市町村での設置を促進するとともに、国はそのために必要な支援を行う。 

   ・市区町村子ども家庭総合支援拠点の機能強化を図るための支援のほか、先進事例

を盛り込んだ市町村向けの立ち上げ支援マニュアルを 2018 年度中に策定し、市

町村が設置しやすい環境を整備する。 

   ・子育て世代包括支援センターと一体的に設置する場合の要件やモデルを示すこ

とにより、市町村での子ども家庭相談支援体制の強化を図る。 

③ 民間を含めた地域資源の充実 

   ・地域における子どもや家庭を支援する資源を活用したショートステイ事業、トワ

イライトステイ事業、一時預かり事業等の在宅サービスや保護者支援等の充実を

図る。 

（３）児童相談所の業務の質の向上を図るための評価の仕組みの創設 

  ・児童相談所の業務について、全国どの地域においても子どもの権利が守られること

を目的に児童相談所の質の確保・向上が図られるよう、業務（一時保護所を含む。）

について自己評価及び第三者評価を行う仕組みの創設に迅速に取り組む。 

・具体的には、既に取り組んでいる自治体の取組例や海外の例等も参考とし、国にお

いて、標準的な指標や評価機構なども含め、評価のバラツキが生じないよう、より

効果的な評価の在り方を検討した上で、ガイドラインの策定等を行い、全国展開に

向けて段階的に取り組む。 

（４）中核市・特別区における児童相談所の設置促進 

・地域におけるきめ細かな対応を進めるため、平成 28 年改正法附則において、「政府

は、（改正法）施行後５年を目途として、中核市及び特別区が児童相談所を設置す

ることができるよう、その設置に係る支援その他の必要な措置を講ずるものとする」

とされているが、中核市における設置が進んでおらず、より一層の設置促進策を講

じることが必要である。 

・中核市・特別区における児童相談所の設置促進を図るためには、「設置の義務化を

法的に図るべき」という意見と「設置が進まない要因分析や国の財政支援などが先

であり、設置の義務化については慎重に検討すべき」という意見の両論があった。

しかし、より一層の設置促進策を講じることが必要であるという点においては意見

が一致したところであり、これらの両論を踏まえ、５年を目途に全ての中核市・特

別区に児童相談所が設置できるようにすることを目指した平成 28 年改正法附則の

趣旨の実現に向けて、法令上の措置の検討を含め自治体の実態把握や関係者間での

協議の場の設置など国による更なる設置促進策の具体化を図る。 

 

２ 要保護児童の通告の在り方 

（現状・課題） 

  現在、児童虐待等に関する通告は、児童相談所と市町村のいずれもが受理する体制と

なっている。これは、平成 16 年改正法において、児童相談所の児童虐待相談対応件数

や緊急事例の急増等、質的にも量的にも極めて厳しい状況に置かれ、十分な対応が困難

となっていたこと、また一方、育児不安等を背景に、身近な子育て相談ニーズも増大し
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ており、制度上、児童相談所が担うこととされている幅広い相談業務の全てに対応しき

れていなかったことを踏まえ、都道府県と市町村の役割を見直し、子どもと家庭に関す

る各種の相談全般を一義的に市町村において受け止めることとし、市町村が通告窓口

として追加されたものである。 

児童虐待相談対応件数は、児童相談所では約 13 万４千件（2017 年度）、市町村では

約 10 万７千件（2017 年度）と増加し続けている。 

  平成 28 年報告書において、 

・通告する側に緊急度の判断を求め、通告先の選択を強いていること 

 ・泣き声通告や面前ＤＶ通告など増大する虐待通告に対する児童相談所における安全

確認・調査の業務量が膨大となっていること 

等から、各都道府県に１か所、通告窓口を一元化し、緊急性の判断やその後の対応に

ついて判断し、初期対応機関を児童相談所か市町村等へ振り分ける機関の設置をする

べき、その際には、市町村への通告、相談を妨げるものではないが、併せて一元化さ

れた通告を受理する機関への通知も行うこととすべき等の指摘がされている。 

また、新しい社会的養育ビジョンでは、上記を踏襲した上で、「国は、海外での実践

例なども参考にしながら、早急にモデル事業等を行い、その在り方を提示し、児童相

談所や市町村以外の一元化された窓口を担う職員の研修を構築し、その事業への支援

を行うべきである」とされている。 

    

（主な議論） 

  本ワーキンググループでは、こうした指摘も踏まえ、通告が増加する中、受理した通

告に対して、確実に適切に対応するためにどのような体制や対応等が必要かについて

議論を行った。 

  通告を受ける体制については、 

 ・専門的にスクリーニングを行う通告窓口を都道府県に１か所設置し、その機関が市町

村、児童相談所へ振り分ける仕組みが必要 

 ・泣き声通告や面前ＤＶ通告などは、市町村が関連する情報を把握しているにもかかわ

らず、あまり情報を持たない児童相談所が安全確認調査を行っており、ミスマッチと

なっている 

・通告窓口の一元化は、児童相談所を設置している政令市や中核市・特別区のように実

現しやすい自治体から段階的に実施できるようにすべきであり、そのためには、通告

を受けた機関が必ずしも安全確認調査やその後の対応を行わなくてもよい柔軟な仕

組みとし、実施主体と責任主体が一致するよう、法改正も含めて検討すべき 

 ・その際、市町村において、虐待受理件数が増え安全確認調査やその後の対応が必要と

なる件数が増加することが予測され、職員の専門性や人員を十分確保すべき 

・通告窓口の一元化は、従来からの要保護児童対策地域協議会構成機関相互の情報共有

を妨げるものではない 

・通告窓口の一元化は、政令市や中核市では難しい問題ではなく、希望する自治体が実

施できるようにすべき。平成 28 年報告書にも記載されているモデル実施をすべき 

・政令市、中核市、特別区など児童相談所と市町村が同じ自治体の場合の方が一元化さ
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れた窓口を実現しやすい状況にあることから、それらの自治体が一元化された窓口を

工夫しやすいよう、児童相談所及び市町村が窓口にならなければならない現行法を見

直す必要があるかどうか検討すべき 

という意見があった一方、 

 ・相談対応件数が極めて多い現状を踏まえ、専門性の高い人材を相当程度配置する必要

があるため、新たな通告窓口を設置することは現実的ではない上、通告から対応まで

に経由する機関が増えることになり、迅速化にはつながらない可能性がある 

 ・都道府県と市町村は、包括的な自治体と基礎的な自治体という役割の違いはあるにせ

よ、対等である。一括して対応し、振り分けをするということが可能なのか、地方自

治の仕組みなどから十分な検討が必要 

・保健センターや保健所、学校等に身近な通告先である市町村の役割は重要であり、通

告窓口を都道府県に１か所に集約することは反対 

・児童相談所と市町村で危険度に関する共通認識を持ち、情報共有しながら必要に応じ

て送致するなどの双方向のマネジメントを機能させることが重要 

・安全確認については、迅速にアセスメントを行う必要があり、またアセスメントは随

時変わるため、保護を行う機関が行う方が効率的であり、一元化には反対 

・市町村への事案送致が進んできているほか、現行法でも、児童相談所が自ら安全確認

を行わない場合でも、警察からの面前ＤＶ通告など他機関による安全確認に代えるこ

とが可能 

・安全確認を行う責任主体が法律上曖昧になることは極めて危険であり、責任体制は明

確にしておくべき 

 との意見があった。 

このほか、 

・受けた通告を適切にインテークできるような者を通告先に配置することが必要 

  ・児童相談所に面前ＤＶ通告等が集中しており、その後の対応が十分できなくなってい

ることが課題であり、現行法でも可能である児童相談所が受けた通告の安全確認を市

町村に依頼することなど、通告そのものではなくその後の対応を含めた体制として考

えるべき 

・児童相談所と市町村が市町村送致の際の参考として用いている共通リスクアセスメ

ントツールについて妥当性や信頼性について疑問があること、そもそもツールを使え

るだけの専門性が必要との意見があり、見直しが必要 

・通告受理体制について、都道府県等においてどのように対応すべきか検討を行うべき 

 との意見があった。 

  また、児童相談所への通告が増大している現状について、 

 ・児童相談所へ集中している警察からの通告をトリアージすることが必要 

 ・面前ＤＶ通告について、警察が事案の内容に応じて通告先を判断できる体制がとれる

よう、少年警察活動規則の改正も含め、引き続き、警察庁との協議を進めるとともに、

虐待通告に対して、迅速かつ効果的な対応がとれるよう、児童相談所、警察、市町村

の役割分担の在り方について、検討が必要 

・児童相談所全国共通ダイヤル「１８９」について、通告の窓口と相談の窓口は分ける
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べき 

 との意見があった。 

 

（目指すべき方向性） 

  まずは通告を受理した機関が受けた通告について安全確認等の対応に当たって必要

な情報の聞き取り等が適切に行われ、的確に通告に対応できるような体制整備を進める

ことが必要である。特に、通告が増大する中、ケースを的確に振り分け、いずれの機関

が通告を受理しても必要な対応が的確にできるようにするため、窓口対応が的確にでき

る職員の養成等の体制整備を、効率化の方策等も含めて進めることが必要である。とり

わけ、市町村、児童相談所が通告に対する対応において、それぞれの役割が十分果たせ

るようにするための体制強化が必要であるとともに、ともに協働しながら対応できるよ

うにしていくための意識作り、枠組みや体制を継続的に構築することが重要である。 

  こうした取組を進め、通告受理から通告を受けた後の対応等まで、最も的確で効果的

な対応をとるために必要な体制について、検討を進めるべきである。 

  国、都道府県及び市町村においては、こうした体制整備が図られるよう、具体的には、

まずは以下のような方策を進めるべきである。 

 

（対応） 

（１）通告窓口の一元的な運用方策の提示 

  ・希望する自治体において、通告窓口を一元的に運用できる方策について、通告受理

後の安全確認の体制を含め国で整理し、具体的に提示する。 

（２）通告後の対応に関する市町村、児童相談所の連携体制づくり 

  ① 通告受理の際の情報の聞き取り等に関する研修の実施 

   ・市町村、児童相談所が受け付けた通告に対して適切に情報の聞き取りや情報収集

が行えるよう、研修を新たに実施する。 

  ② 市町村、児童相談所の協議、ガイドライン策定に向けた取組 

   ・市町村、児童相談所が通告後の対応について共通認識を持って対応できるように

するため、事前に協議し、都道府県においてガイドラインなどの策定、及びその

使用に関する専門性の向上に向けた取組を推進する。 

   ・新プランに基づき、児童相談所に市町村支援のための児童福祉司の配置や人事交

流などの方法も活用し、上記ガイドライン策定に向けた取組など市町村と児童相

談所の間の連携体制強化を図る。 

   ・国においては、上記ガイドラインのモデル案や、策定に向けた行程や活用方法等

を示すとともに、児童福祉司等に対する義務研修に盛り込む。さらに、市町村支

援のための児童福祉司の活動ガイドラインの策定や、当該児童福祉司向けの研修

を行う。 

  ③ 面前ＤＶ通告への市町村、児童相談所の対応等 

   ・児童相談所が通告を受理した後の安全確認は児童福祉法第 25 条の６及び児童虐

待の防止等に関する法律（平成 12 年法律第 82 号）第８条第２項により市町村等

の他機関に依頼することができる規定を踏まえ、児童相談所における面前ＤＶ通
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告に関する振り分けを行う体制、児童相談所と市町村の間の共通のガイドライン

等の策定による共通認識の醸成、児童相談所の市町村担当支援児童福祉司による

連携・協働する体制づくりなどにより、児童相談所と市町村の間の通告を受けた

後の対応等に関する協働を前提とした役割分担とそれに応じた効率的かつ効果

的な対応を行うことができる枠組み作りを都道府県で進める。 

・国において、面前ＤＶ通告への対応に関する市町村、児童相談所におけるガイド

ラインの策定、活用方法等を示す。 

④ リスクアセスメントシート及びその活用方法の見直し 

   ・市町村、児童相談所が市町村送致等の際に活用することとして作成された共通リ

スクアセスメントツールについて、信頼性、妥当性を科学的に検討するとともに、

アセスメントツールが補助的に使われるものであることなどその活用方法の在

り方等を含め検討し、市町村、児童相談所がより実践的に活用できるものに見直

す。あわせて、「在宅アセスメント・プランニングシート」（2017 年度調査研究事

業「児童相談所と市町村の共通アセスメントツール作成に関する調査研究」より）

の活用も検討する。 

（３）市町村の子ども家庭相談支援体制の強化、要保護児童対策地域協議会の活性化（再

掲） 

・１の「対応」の（２）①参照。 

（４）市町村、児童相談所の情報共有基盤の整備に向けた検討 

  ・市町村、児童相談所が情報共有の効率化を図るためのシステム整備を進めるため、

必要なガイドライン等の策定を行うなど、国において必要な支援を行う。 

（５）児童相談所全国共通ダイヤル「１８９」の見直し 

・児童相談所全国共通ダイヤル「１８９」について、虐待通告を中心とし、それ以外

の相談と番号を分けるよう見直す。 

 

３ 児童及び妊産婦の福祉に関する業務に従事する者の資質の向上を図るための方策 

（現状・課題） 

  児童相談所の職員については、平成 28 年改正法において、2017 年４月より児童福祉

司（指導及び教育を行う児童福祉司（以下「スーパーバイザー」という。）を含む。）に

ついて、国の基準に適合する研修の受講が義務づけられたほか、スーパーバイザーにつ

いて、児童福祉司としておおむね５年以上勤務した者でなければならない旨が法律上規

定された。 

  また、児童心理司及び医師又は保健師の配置、弁護士の配置又はこれに準ずる措置を

行う旨が規定された。 

  市町村の体制については、2017 年４月から市町村が設置する要保護児童対策地域協

議会の調整機関について専門職の配置の義務づけ、市区町村子ども家庭総合支援拠点の

設置の努力義務化がなされた。 

平成 28 年報告書において、子ども家庭支援に当たる職員の専門性向上は重要な課

題であるが、研修を受講しただけでは研修が身についているかが判断されておらず、

その技能がある職員かどうかは外部からわかりにくい状況だったこと等を踏まえ、 
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・子ども家庭支援に当たる指導的職員の専門性を向上させるととともに、その能力を

客観的に明確化する観点から、子ども家庭福祉に関する専門の相談員として新たな

公的資格を創設することを検討すべき 

・国の資格創設に時間がかかるようであれば、早急な対応を図るため、介護支援専門

員（ケアマネージャー）資格同様、都道府県による資格とすることも考えられる 

・資格は、①一定の基礎資格を有する者であって、②５年程度の児童福祉に関する実

務経験（児童相談所、市町村、児童養護施設ファミリーソーシャルワーカー等）を

有するものが、③試験（単なるペーパーテストではなく、ケースレポート等を含む。）

に合格した場合に付与することが考えられる。基礎資格については、ソーシャルワ

ークを基盤とするものの、心理的見立て、子どもの心身の健康と発達の保障を必要

とすることから、社会福祉士や精神保健福祉士の資格に加えて、心理師と保健師も

考えられる。児童相談所のみならず、市町村、社会的養護、民間団体等で広く活躍

できる資格とする。医師も基礎資格とすべきかどうかに関しては両論が存在した。

資格創設に当たっての移行措置として、当面、上記②の実務経験を有する者は、一

定の研修を受講した上で、上記③の資格試験を受けることができるようにする必要

がある。資格には有効な期限を設け、更新する制度とするとの意見があった 

・上記のような資格について、関係学会が中心に検討すべき 

との指摘がされている。 

緊急総合対策を受けて策定された新プランにおいては、現行の児童相談所強化プラ

ン（2016 年度～2019 年度）を見直し、2019 年度～2022 年度において、児童福祉司の

配置標準を見直し、2017 年度の約 3,200 人から 2,020 人程度の増員を図ること、児

童心理司等の児童相談所の職員の増員等に加え、市町村の要保護児童対策地域協議会

の調整担当者の配置、市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置促進等のほか、児童相

談所・市町村における専門性の強化などの体制強化を行うことが盛り込まれている。 

なお、平成 30 年 10 月死亡事例検証報告の「国への提言」においても、 

・虐待のリスクアセスメントや親や家族関係のアセスメントなど児童相談所職員の

アセスメント力を抜本的に向上させるため、客観的な資質の向上に資する人材強化

策に取り組むこと 

・全国的に十分にアセスメント力、ソーシャルワーク力が備わるよう、児童相談所の

専門的体制の強化を図るための施策の推進及びその実効性を担保するための仕組

みの検討 

という指摘がされている。 

   

（主な議論） 

  本ワーキンググループでは、現状・課題で示された指摘も踏まえ、緊急総合対策で児

童福祉司等を増員していく中、児童福祉司等の児童相談所職員の資質向上を図るため

の方策や、地域としての対応力を高めるための市町村職員の資質向上を図るための方

策等について議論を行った。 

   

 ①児童相談所の職員の資質の向上については、 
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  ・都道府県ごとに採用計画・人事育成計画に関するビジョンを持つことが重要 

  ・人材の採用や育成に当たっては、広い分野の一般知識や技術と同時に、特定分野に

ついての深い知識や技術を持つ人材（Ｔ型人材）の配置・養成を図るべきであり、

Ｔ型人材を養成するために、児童相談所や子ども家庭相談部署を中心に他の部署に

異動した後に再度着任する人事など、都道府県等において人材育成の長期計画を検

討し、都道府県社会的養育推進計画等に位置づける必要がある 

  という意見があった。 

   児童福祉分野の資格化については、 

  ・児童福祉司の増員時期に当たり、まず児童相談所のスーパーバイザーの専門性を高

める仕組みを強化するとともに、市町村において、スーパーバイザーの資格と共通

のスーパーバイザーの資格を創設し、並行して、児童福祉司等の資格化に向けた作

業を行うべき、そのためにも期限を区切って検討すべき 

・都道府県社会的養育推進計画の策定要領に基づき、家庭養育優先原則を実現する子

ども家庭相談支援体制を構築するためには、児童相談所のみならず、市町村、施設、

児童家庭支援センター、フォスタリング機関、養子縁組あっせん機関、ＮＰＯ等、

専門性を必要とされる多様で幅広い分野において、実務経験や専門性を十分に有す

る人材を配置することが不可欠となる。そのため、専門職としての自覚と責任、プ

ロ意識を持った人材の養成・確保が必要である。そのためには国家資格化は有用な

選択肢であり、あまり長期にならずに実現すべき 

・従来の社会福祉士の養成カリキュラムは子ども家庭支援に関して、全く不十分であ

り、精神保健福祉士は子どもに関する養成カリキュラムはない。このため、子ども

家庭相談支援を専門とする独自の資格を創設する必要がある  

  ・精神保健福祉士同様、社会福祉士の一部を子ども家庭福祉の専門性に資するカリキ

ュラムとした子ども家庭福祉士を創設し、児童福祉司、市町村の子ども家庭福祉を

担う人材、児童福祉施設の指導的職員、フォスタリング機関ソーシャルワーカー等

の資格とすべき 

  という意見があった一方、 

  ・社会福祉士等の国家資格が定着し取得者が一定数に達するまでには、20 年～30 年

以上の時間がかかっている。資格化については、相当長期で考える必要があり、資

格化すれば全ての課題が速やかに解決するようなものではない 

  ・児童福祉分野のソーシャルワークを担う人材の在り方の検討に当たっては、新たな

公的資格を設けるということではないことも含めて検討すべき 

  ・既にある社会福祉士や精神保健福祉士などの国家資格を活用すべきである。そのた

め、養成カリキュラムの充実等をソーシャルワーカーの養成校やソーシャルワーカ

ーの専門職団体とともに要望し、また、これらの団体等においても行うように求め

ていくことが必要 

・ソーシャルワークの専門資格を持った職員を都道府県や市町村に配置することが

広がらなければ意味がない。都道府県や市町村が、専門職人材を獲得し、定着さ

せ、育成できることが重要であり、新たな資格の創設は、効果的でない 

・児童福祉司の任用資格については、働いてから資質の有無が分かることが多いため、
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できるだけ間口を広くするべき、また、国家資格が基礎にない職員についても、相

談業務に従事したことなどの実務経験等をベースに考えるべき 

・今後、児童福祉司の大幅な増員が必要となる中、相談援助の業務経験を有すること

を児童福祉司の任用要件にすることについては、職員確保の実態等も考慮の上、慎

重な検討が必要 

・児童相談所等の職員の個々の人材の資格化よりも組織としての資質を評価すべき 

という意見があった。 

また、 

・児童心理司の不足は深刻であるとともに、適確なアセスメント、保護機能として在

宅での指導措置が取られている事例への心理療法や代替養育のもとにある家族再

統合支援などにおいて高い専門性を持って役割を果たすことが求められているこ

とから、配置標準について法令に定めるべき 

・児童相談所長については、組織のマネジメントや意思決定を行う立場であり、その

任用要件のうち、業務経験が必要とされるものについて、相談援助の業務経験に限

定することは、各自治体の状況なども踏まえて、慎重な検討が必要 

  等の意見があった。 

    弁護士の配置については、１の「主な議論」の②参照。 

医師の配置については、１の「主な議論」の③参照。 

    スーパーバイザーについては、 

  ・客観的な資質の向上に資するよう、既存の国家資格とは別に新たな子ども家庭福祉

のソーシャルワークに関する資格を創設し、資格を取得した人のみをスーパーバイ

ザーとすべき。その際の待遇改善などのインセンティブも必要 

  という意見があった一方、 

  ・新たな資格を作っても定着するには時間がかかる上、子ども分野だけの資格を作っ

ても取得する人はおらず、子ども家庭福祉だけに特化した資格化には反対 

  ・児童相談所の職員は異動による行政機関内の任用が前提とされていることを踏ま

え、行政組織内でのステップアップなどの資質向上の方策を検討すべき。また、児

童相談所内のみならず、行政組織全体での人事異動も含めたキャリア形成を考える

必要がある 

  という意見があった。 

   また、 

  ・スーパーバイザーの資質向上の観点から、現行の要件だけではなく、より幅広い経

験を積んだことを評価する仕組みや研修の修了要件を課すこと等の資質向上策も

検討すべき 

  ・スーパーバイザーの要件の厳格化に当たっては、児童福祉司の大幅増員等により、

スーパーバイザーが不足するなど自治体の人員確保の状況を踏まえた対応が必要。

また、スーパーバイザーの在り方等について、共通認識が持てるよう、指針等が必

要 

  等の議論があった。 
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 ②市町村の職員の資質向上については、 

  ・要保護児童対策地域協議会の調整担当者の資質の向上が必要 

  ・市区町村子ども家庭総合支援拠点の促進による職員の質・量の向上を図ることが必

要 

  といった意見のほか、 

  ・市町村においても、児童相談所のスーパーバイザーと同等の人材の配置の義務化が

必要 

  という意見があった一方、 

  ・全ての市町村に児童相談所のスーパーバイザーと同等の人材を配置することは困

難。児童相談所による市町村支援等を組み合わせて、ともに地域における対応力を

上げる取組が必要 

  等の意見があった。 

 

（目指すべき方向性） 

  児童相談所、市町村における子ども家庭相談における対応を強化するため、いずれも

の資質向上が必要である。児童相談所、市町村の職員の増員といった量的な整備と併せ

て、専門性を有した職員のキャリア形成の観点も踏まえた質の向上も進める必要がある。

体制整備については、新プランに基づき人員体制の強化とそれに必要な財政措置を講ず

ることが求められる。 

  その際には、地域全体の対応力の向上という観点から、児童相談所、市町村が連携を

図りながら専門性を高める取組を推進することも必要である。 

  子ども家庭相談分野のソーシャルワークを担う人材、特にスーパーバイザーに関し

ては、実務経験や専門性を十分に有する人材を養成する必要があるほか、こうした資質

について客観的に把握できるようにするための枠組みとして資格化等について議論を

行ったが、早急に新しい資格を創設すべきと言う意見と、資格化は反対であり、現状の

国家資格のカリキュラムの充実等を図るべきという意見があり、一致できなかった。子

ども家庭相談分野のソーシャルワークを担う人材に求められる要件の具体的な内容や

資格化を含め客観的に把握する方法等について引き続き検討する必要があることから、

資質を把握するための具体的な要件として、その手法やどのような実務経験を求めるこ

ととするか、義務研修の位置づけについてどのように考えるか等、資格化も含め引き続

き検討が必要と考える。 

このため、こうした引き続き検討が必要な事項について、一定の年限を区切って確実

に検討を進めるとともに、国、都道府県及び市町村においては、まずは以下のような取

組を進めるべきである。 

 

（対応） 

（１）児童相談所の専門性向上のための体制整備 

  ① 児童福祉司等の児童相談所の職員体制等の強化 

   ・新プランに基づく人員体制の強化等を講ずる。 

      ・都道府県等において、子ども家庭相談支援に高い専門性を有した職員の育成を長
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期的に検討することが必要である。このため、専門人材の確保・育成に関する方

策などの体制整備を推進することについて、国において方向性を示し、各都道府

県等において、これを踏まえ、体制整備について検討し、計画を策定する。国に

おいては、こうした方向性を示し、各都道府県等における検討が進むよう支援す

る。（一部再掲） 

  ② スーパーバイザー要件のさらなる厳格化の検討 

   ・当面、スーパーバイザー研修の際のレポート提出等による修了要件を設定すると

ともに、研修受講を任用要件とする。 

   ・スーパーバイザー要件について、児童福祉司としての業務経験おおむね５年以上

及び上記要件に加えて、現行のスーパーバイザー研修の成果を踏まえた義務研修

充実策の検討等求められる要件について引き続き検討する。 

  ③ 児童福祉司等の任用要件について相談援助の業務経験を有する旨の明確化 

   ・児童福祉司、児童相談所長の任用要件のうち、業務経験が必要とされるものにつ

いて、相談援助の業務経験が必要であることを明確化する。 

  ④ 児童心理司の配置人数に関する基準の設定 

 ・児童心理司の配置基準に関して、法令に位置づけることを検討する。 

⑤ 法的な知見を踏まえたケース対応ができるよう、日常的に弁護士と共に対応で 

きるような体制強化（再掲） 

 ・１の「対応」の（１）②参照。 

⑥ 医学的な知見を踏まえたケース対応ができるよう、日常的に医師と共に対応で 

きるような体制強化（再掲） 

・１の「対応」の（１）③参照。 

（２）児童福祉分野のソーシャルワークを担う人材の専門性向上のための国家資格化も

含めた在り方検討 

・児童福祉分野のソーシャルワークを担う人材、特にスーパーバイザーについて、

その専門性の確保・向上と、それを客観的に把握できる枠組みを検討する必要が

ある。 

・その具体的な枠組みとして、「新たな国家資格を創設すべき」という意見と「社会 

福祉士等の既存の国家資格の活用の促進や充実を図るべき」という意見の両論が

あった。しかし、児童相談所のみならず、市区町村子ども家庭総合支援拠点にも

専門的人材が必要なこと、フォスタリング機関、施設、児童家庭支援センター等

においても、人材の資質の向上が求められていることから、これら人材の専門性

を向上させる必要性及びその具体的な方策について更なる検討が必要であるとい

う点においては意見が一致したところであり、その在り方について、専門的に検

討する委員会を設け、国家資格化も含め、一定の年限を区切って引き続き、具体

的な検討を進める。 

（３）市町村の専門性向上のための体制整備 

① 市町村の子ども家庭相談支援体制の強化、要保護児童対策地域協議会の調整担当

者の配置促進等による資質の向上（再掲） 

・１の「対応」の（２）①参照。 
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② 市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置促進（再掲） 

 ・１の「対応」の（２）②参照。 

 

４ 子どもの意見表明に関する仕組み等 

（現状・課題） 

  平成 28 年改正法において、2016 年 10 月より児童福祉審議会については、関係行

政機関に加えて、児童、妊産婦及び知的障害者、これらの者の家族その他の関係者に

対し、必要な報告等を求め、その意見を聴くことができる旨規定した。 

また、新しい社会的養育ビジョンにおいて、 

・代替養育においては、子どもの意見表明権の保障が重要であり、担当のソーシャル

ワーカーが特定した代替養育の場が子どもにとって必要かつ適切なものであるか

否かについて聴取されるべきであることから、子どもの意見表明権を保障するた

めに、子どもの年齢にかかわらず、子どもの希望も踏まえ、必要に応じてアドボケ

イトをつける制度が求められる 

との指摘がされている。   

さらに、平成 30 年 10 月死亡事例検証報告の「国への提言」においても、 

・都道府県児童福祉審議会において、子どもの権利擁護を図る観点から、医療機関

等を含む関係者や子ども自身から意見を聴き、個別ケース等の具体的な内容を把

握し審議できる仕組みの活用促進を含め、子ども自身の意見を適切に表明できる

仕組みの検討 

という指摘がされている。 

 

（主な議論） 

   本ワーキンググループにおいて、 

・子どもの声を十分に反映させるためのアドボケイト制度の創設が必要 

・乳幼児も含め子どもの声を代弁し届け、子どもの最善の利益を実現するアドボケイ

ターが必要 

・児童福祉司が子どもの権利を守ることを最優先に対応することが必要 

・児童福祉司とは別の独立した第三者性のあるアドボケイターが必要 

・児童福祉司は子どもの権利擁護を念頭において対応をするが、その対応に対して子

どもが不利益を受けていると表明することはあり得るため、後見監督人的なアドボ

ケイターが必要 

との意見があった。 

   児童相談所と警察との情報の共有においては、 

・子どもの意思が無視されたり、福祉や医療での関わりが尊重されずに警察の判断だ

けで対応がなされて当事者の福祉が損なわれたりすることがないように、子どもの

権利擁護の観点から一定の歯止めや枠組みを設けること、また双方向での情報のや

りとりがなされるようにすることが必要 

との意見で一致した。 

  また、体罰等を含め、子どもに対する暴力のない社会を実現するため、 
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・体罰等の禁止を法律に位置づけること等の取組を進める必要がある 

との意見があった。 

 

（対応） 

（１）子どもの意見表明権を保障する仕組みの構築 

① 児童福祉審議会等の活用  

・児童相談所が子どもの権利を守っていないと考えられるときや、子どもの意向が

児童相談所の措置や対応と一致しないときには、子ども自身や関係機関が児童

福祉審議会に申立てを行うことできることについて、全国会議等において改め

て周知徹底を図る。 

・児童虐待を受けた子どもや要保護児童が自ら意見を表明できる機会を確保する

ため、子ども自身が行政処分等に不服がある際に自ら都道府県児童福祉審議会

等に申し出ることを可能とし、同審議会等が子どもの意見等を調査審議して児

童相談所に意見具申を行う枠組みを構築し、全国展開を図る。国においては、

2018 年度中にガイドラインの作成、2019 年度にモデル実施等を行い、全国展開

に向けた取組を行う。 

② アドボケイト制度の構築 

・全ての子どもの意見表明権を保障するアドボケイト制度の構築を目指し、まず

は、一時保護も含む代替養育における子どもの意見表明権を保障するためのア

ドボケイトの在り方について検討を行う場を設け、海外事例を含む先行事例等

の把握を含め検討を行い、その結果を踏まえたモデル実施を行った上で、速やか

に全国展開に向けた必要な取組を進める。 
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市町村・都道府県における子ども家庭相談支援体制の強化等に向けた 

ワーキンググループの設置について 

 

 

１ 設置の趣旨 

  平成 28 年の児童福祉法等の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 63 号。以下「平

成 28 年改正法」という。）附則第２条第３項において、政府は、この法律の施行後２年

以内に、児童相談所の業務の在り方、要保護児童の通告の在り方、児童及び妊産婦の福

祉に関する業務に従事する者の資質の向上を図るための方策について検討を加え、そ

の結果に基づいて必要な措置を講ずるものとするとされている。 

  また、平成 28 年改正法において、市町村と都道府県の役割と責務を明確化するとと

もに、市町村及び児童相談所の体制・専門性強化を図ったところ。 

  これらを受け、今後の児童相談所の業務の在り方等を含めた市町村・都道府県におけ

る子ども家庭相談支援体制の強化等に向けた検討を行うため、「社会的養育専門委員会」

（以下「本委員会」という。）の下にワーキンググループを設置する。 

 

２ 構成等 

（１）構成員は、本委員会の委員から委員長が指名する。 

（２）ワーキンググループには座長を置く。 

（３）ワーキンググループには座長代理を置く。座長代理は、座長の指名とする。 

（４）ワーキンググループは、座長が必要があると認めるときは、関係者の参加を求める

ことができる。 

（５）ワーキンググループの庶務は、厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課において処理す

る。 

 

３ 主な検討事項 

（１）市町村・都道府県における子ども家庭相談支援体制の強化について 

・ 支援と介入の機能分化の在り方等の児童相談所の業務の在り方 

・ 要保護児童の通告の在り方 

・ 児童及び妊産婦の福祉に関する業務に従事する者の資質の向上を図る 

ための方策 

（２）その他 

 

４ その他 

会議は、原則公開とする。  

（参考資料１） 
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市町村・都道府県における子ども家庭相談支援体制の強化等に向けた 

ワーキンググループ構成員 

 

 

（五十音順・敬称略） 

 

 委 員 名 所          属 

 相澤  仁 大分大学福祉健康科学部 教授 

 安部 計彦 西南学院大学人間科学部社会福祉学科 教授 

 井上 登生 医療法人井上小児科医院 院長 

 江口  晋 大阪府中央子ども家庭センター 所長 

 奥山 眞紀子 国立研究開発法人国立成育医療研究センター こころの診療部長 

 熊川 利幸 浦安市健康こども部 こども家庭支援センター所長 

 清水 義弘 山口県健康福祉部こども・子育て応援局 こども家庭課長 

 浜田 真樹 浜田・木村法律事務所 弁護士 

 藤林 武史 福岡市こども総合相談センター 所長 

 増田 喜一 伊奈町 子育て支援課長 

 松本 伊智朗 北海道大学大学院教育学研究院 教授 

 宮島  清 日本社会事業大学専門職大学院 教授 

山縣 文治 関西大学人間健康学部人間健康学科 教授 

 
◎座長 ○座長代理 

（平成３０年９月１２日現在） 

 

◎ 

別紙 

○ 

- 274 -



 

25 
 

市町村・都道府県における子ども家庭相談支援体制の強化等に向けた 

ワーキンググループ 開催経過 

 

 

 

（平成 30 年） 

第 1 回  9 月 12 日（水）   児童相談所の業務の在り方及び要保護児童の通告の在り

方について 

 

第 2 回 10 月 15 日（月）   児童相談所の業務の在り方及び要保護児童の通告の在り

方について 

 

第 3 回 10 月 24 日（水）   児童及び妊産婦の福祉に関する業務に従事する者の資

質の向上を図るための方策について 

 

第 4 回 11 月 12 日（月）   これまでの主な意見について 

 

第 5 回 12 月 7 日（金）   とりまとめ素案について 

 

第 6 回 12 月 20 日（木）   とりまとめ素案について 

 

第 7 回 12 月 26 日（水）   とりまとめ 

 

 

 

 

（参考資料２） 
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「
す
く
す
く
サ
ポ
ー
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
(す
べ
て
の
子
ど
も
の
安
心
と
希
望
の
実
現
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
)

(注
)

（
平
成
２
７
年
１
２
月
２
１
日
「
子
ど
も
の
貧
困
対
策
会
議
」
決
定
）

○
経

済
的

に
厳

し
い

状
況

に
置

か
れ

た
ひ

と
り

親
家

庭
や

多
子

世
帯
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傾

向
に

あ
り

、
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支
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充
実

が
課

題
。

○
児

童
虐

待
の
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応

件
数
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増

加
の
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。
複

雑
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難

な
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ス
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増

加
。

平
成

２
７

年
８

月
２

８
日
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親
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庭

・
多
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と
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。

（
注
）
「
す
べ
て
の
子
ど
も
の
安
心
と
希
望
の
実
現
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
愛
称
を
「
す
く
す
く
サ
ポ
ー
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
決
定
（
平
成
2
8
年
２
月
2
3
日
）
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ひ
と
り
親
家
庭
・
多
子
世
帯
等
自
立
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
課
題
と
対
応
）

○
経

済
的

に
厳

し
い

状
況

に
置

か
れ

た
ひ

と
り

親
家

庭
や

多
子

世
帯

が
増

加
傾

向
○

こ
れ

ら
の

方
の

自
立

の
た

め
に

は
、

・
支

援
が

必
要

な
方

に
行

政
の

サ
ー

ビ
ス

を
十

分
に

行
き

届
け

る
こ

と
・

複
数

の
困

難
な

事
情

を
抱

え
て

い
る

方
が

多
い

た
め

一
人

一
人

に
寄

り
添

っ
た

支
援

の
実

施
・

ひ
と

り
で

過
ご

す
時

間
が

多
い

子
供

達
に

対
し

、
学

習
支

援
も

含
め

た
温

か
い

支
援

の
実

施
・

安
定

し
た

就
労

に
よ

る
自

立
の

実
現

が
必

要
。

現
状
・
課
題

਴ ਛ 2
8 ফ ৢ ଞ ব ভ प उ ः थ

ు ญ ჰ ു ু ਊ ১ ੝ ਫ ১ ऋ ਛ য়

①
支

援
に

つ
な

が
る

②
生

活
を

応
援

③
学

び
を

応
援

自
治

体
窓

口
の

ワ
ン

ス
ト

ッ
プ

化
の

推
進

子
ど

も
の

居
場

所
づ

く
り

児
童

扶
養

手
当

の
機

能
の

充
実

養
育

費
の

確
保

支
援

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

の
見

直
し

多
子

世
帯

・
ひ

と
り

親
世

帯
の

保
育

所
等

利
用

に
お

け
る

負
担

軽
減

教
育

費
負

担
の

軽
減

子
供

の
学

習
支

援
の

充
実

学
校

を
プ

ラ
ッ

ト
フ

ォ
ー

ム
と

し
た

子
供

や
そ

の
家

庭
が

抱
え

る
問

題
へ

の
対

応

④
仕

事
を

応
援

就
職

に
有

利
な

資
格

の
取

得
促

進
ひ

と
り

親
家

庭
の

親
の

就
労

支
援

ひ
と

り
親

が
利

用
し

や
す

い
能

力
開

発
施

策
の

推
進

非
正

規
雇

用
労

働
者

の
育

児
休

業
取

得
促

進

就
業

に
よ

る
自

立
に

向
け

た
就

業
支

援
を

基
本

と
し

つ
つ

、
子

育
て

・
生

活
支

援
、

学
習

支
援

な
ど

の
総

合
的

な
支

援
を

充
実

。

対
応

⑥
社

会
全

体
で

応
援

「
子

供
の

未
来

応
援

国
民

運
動

」
の

推
進

子
供

の
未

来
応

援
地

域
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
形

成
支

援

○
昭

和
6
3
年

か
ら

平
成

2
3
年

の
2
5
年

間
で

母
子

世
帯

は
1
.5

倍
、

父
子

世
帯

は
1
.3

倍
（

母
子

世
帯

8
4
.9

万
世

帯
→

1
2
3
.8

万
世

帯
、

父
子

世
帯

1
7
.3

万
世

帯
→

2
2
.3

万
世

帯
）

○
母

子
世

帯
の

8
0
.6

％
が

就
業

し
て

お
り

、
そ

の
う

ち
4
7
.4

％
は

パ
ー

ト
、

ア
ル

バ
イ

ト
等

○
母

子
世

帯
の

平
均

年
間

就
労

収
入

（
母

自
身

の
就

労
収

入
）

は
1
8
1
万

円
、

平
均

年
間

収
入

（
母

自
身

の
収

入
）

は
2
2
3
万

円

⑤
住

ま
い

を
応

援
ひ

と
り

親
家

庭
等

に
対

す
る

住
居

確
保

の
支

援
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2
0
1
9
（
平
成
3
1
）
年
度
ひ
と
り
親
家
庭
等
自
立
支
援
関
係
予
算
案
の
概
要

（
厚
生
労
働
省
関
係
）

○
母
子
家
庭
等
対
策
総
合
支
援
事
業

1
5
9
億
円
の
内
数

・
ひ

と
り

親
家

庭
へ

の
総

合
的

な
支

援
の

た
め

の
相

談
窓

口
の

強
化

事
業

の
推

進
○
子
供
の
貧
困
対
策
に
資
す
る
調
査
研
究
等
事
業
の
推
進
5
9
百
万
円

○
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
（
D
V
）
防
止
な
ど
、
婦
人
保
護
事
業
の
推
進

1
6
9
億
円
の
内
数

○
母
子
家
庭
等
自
立
支
援
対
策
費

3
百
万
円

○
ひ
と
り
親
家
庭
等
自
立
促
進
基
盤
事
業
の
実
施

9
百
万
円

○
在
宅
就
業
に
関
す
る
情
報
提
供

1
2
百
万
円

支
援
に
つ
な
が
る

生
活
を
応
援

○
児
童
扶
養
手
当
の
支
給

2
,0
7
5
億
円

○
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金

3
1
億
円

○
母
子
家
庭
等
対
策
総
合
支
援
事
業

1
5
9
億
円
の
内
数

・
子

ど
も

の
生

活
・

学
習

支
援

事
業

（
居

場
所

づ
く

り
）

・
母

子
家

庭
等

就
業

・
自

立
支

援
事

業
の

実
施

・
ひ

と
り

親
家

庭
等

日
常

生
活

支
援

事
業

の
実

施
○
養
育
費
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業

5
4
百
万
円

○
未
婚
の
ひ
と
り
親
家
庭
の
母
（
父
）
に
対
す
る
寡
婦
（
夫
）
控
除
の
み
な

し
適
用

○
生
活
困
窮
世
帯
等
の
子
ど
も
の
学
習
支
援
事
業
の
強
化
【
拡
充
】

4
3
8
億
円
の
内
数

○
母
子
家
庭
等
対
策
総
合
支
援
事
業

1
5
9
億
円
の
内
数

・
高

等
学

校
卒

業
程

度
認

定
試

験
合

格
支

援
事

業
の

実
施

・
ひ

と
り

親
家

庭
等

の
生

活
・

学
習

支
援

の
実

施
（

親
の

学
び

直
し

支
援

）

学
び
を
応
援

仕
事
を
応
援

○
母
子
家
庭
等
対
策
総
合
支
援
事
業

1
5
9
億
円
の
内
数

・
高

等
職

業
訓

練
促

進
給

付
金

の
支

給
・

自
立

支
援

教
育

訓
練

給
付

金
の

支
給

・
母

子
家

庭
等

就
業

・
自

立
支

援
事

業
の

実
施

（
再

掲
）

・
母

子
・

父
子

自
立

支
援

プ
ロ

グ
ラ

ム
策

定
事

業
の

実
施

○
生
活
保
護
受
給
者
等
就
労
自
立
促
進
事
業
の
推
進
8
3
億
円
の
内
数

○
マ
ザ
ー
ズ
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
事
業
の
推
進
【
拡
充
】
3
8
億
円
の
内
数

○
ト
ラ
イ
ア
ル
雇
用
助
成
金
（
一
般
ト
ラ
イ
ア
ル
コ
ー
ス
）
の
活
用

1
1
億
円
の
内
数

○
特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
（
特
定
就
職
困
難
者
コ
ー
ス
）
の
活
用

4
5
5
億
円
の
内
数

○
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金
の
活
用

8
7
6
億
円
の
内
数

○
母
子
家
庭
の
母
等
に
対
す
る
職
業
訓
練
の
実
施

3
2
億
円
の
内
数

・
託

児
サ

ー
ビ

ス
を

付
加

し
た

職
業

訓
練

、
準

備
講

習
付

き
職

業
訓

練
の

実
施

・
母

子
家

庭
の

母
等

の
特

性
に

応
じ

た
訓

練
コ

ー
ス

の
実

施
・

雇
用

型
訓

練
を

活
用

す
る

企
業

に
対

す
る

支
援

等
の

実
施

○
公
共
職
業
訓
練
に
お
け
る
e
-ラ
ー
ニ
ン
グ
コ
ー
ス
の
実
施

4
2
百
万
円
の
内
数

住
ま
い
を
応
援

○
生
活
困
窮
者
に
対
す
る
住
居
確
保
給
付
金
の
支
給

4
3
8
億
円
の
内
数

（
参
考
）
「
ひ
と
り
親
家
庭
・
多
子
世
帯
等
自
立
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

※
内
閣
府
Ｈ
Ｐ

ht
tp

://
w

w
w

8.
ca

o.
go

.jp
/k

od
om

on
oh

in
ko

n/
ka

ig
i/

4
,3
9
0
億
円
（
3
,8
7
5
億
円
）

- 279 -

GHGVL
テキスト ボックス
資料46




教
育
の
支
援2
0
1
9
（
平
成
3
1
）
年
度
予
算
案

厚
生
労
働
省

主
な
子
ど
も
の
貧
困
対
策
関
連
施
策

●
生

活
保

護
世

帯
の

子
ど

も
を

含
む

生
活

困
窮

世
帯

の
子

ど
も

へ
の

学
習

支
援

（
事

業
費

全
体

と
し

て
拡

充
）

【
生

活
困

窮
者

等
に

対
す

る
自

立
支

援
策

4
3
8
億

円
の

内
数

】

●
児

童
養

護
施

設
等

で
暮

ら
す

子
ど

も
へ

の
学

習
支

援
（

事
業

費
全

体
と

し
て

拡
充

）
【

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

1
,3

1
7
億

円
の

内
数

】

○
生

活
困

窮
世

帯
等

へ
の

学
習

支
援

Ｆ

●
生

活
保

護
制

度
に

よ
る

教
育

扶
助

（
事

業
費

全
体

と
し

て
拡

充
）

【
生

活
保

護
費

負
担

金
2
.9

兆
円

の
内

数
】

●
生

活
保

護
世

帯
の

子
ど

も
の

大
学

等
へ

の
進

学
の

支
援

【
生

活
保

護
費

負
担

金
2
.9

兆
円

の
内

数
】

○
そ

の
他

の
教

育
支

援

生
活
の
支
援

○
保

護
者

の
生

活
支

援

●
生

活
困

窮
者

自
立

相
談

支
援

事
業

（
事

業
費

全
体

と
し

て
拡

充
）

【
生

活
困

窮
者

等
に

対
す

る
自

立
支

援
策

4
3
8
億

円
の

内
数

】

●
生

活
困

窮
者

家
計

改
善

支
援

事
業

（
事

業
費

全
体

と
し

て
拡

充
）

【
生

活
困

窮
者

等
に

対
す

る
自

立
支

援
策

4
3
8
億

円
の

内
数

】

●
生

活
保

護
世

帯
に

対
す

る
家

計
相

談
支

援
の

強
化

（
事

業
費

全
体

と
し

て
拡

充
）

【
生

活
困

窮
者

等
に

対
す

る
自

立
支

援
策

4
7
4
億

円
の

内
数

】

●
相

談
窓

口
の

ワ
ン

ス
ト

ッ
プ

化
の

促
進

（
事

業
費

全
体

と
し

て
拡

充
）

【
母

子
家

庭
等

対
策

総
合

支
援

事
業

1
5
9
億

円
の

内
数

】

●
ひ

と
り

親
家

庭
等

日
常

生
活

支
援

事
業

（
事

業
費

全
体

と
し

て
拡

充
）

【
母

子
家

庭
等

対
策

総
合

支
援

事
業

1
5
9
億

円
の

内
数

】

●
家

計
管

理
・

生
活

支
援

講
習

会
等

事
業

（
事

業
費

全
体

と
し

て
拡

充
）

【
母

子
家

庭
等

対
策

総
合

支
援

事
業

1
5
9
億

円
の

内
数

】

●
相

談
支

援
事

業
（

事
業

費
全

体
と

し
て

拡
充

）
【

母
子

家
庭

等
対

策
総

合
支

援
事

業
1
5
9
億

円
の

内
数

】

●
「

子
育

て
安

心
プ

ラ
ン

」
の

推
進

（
事

業
費

全
体

と
し

て
拡

充
）

【
保

育
所

等
整

備
交

付
金

7
4
7
億

円
の

内
数

、
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
3
9
4
億

円
の

内
数

】

●
情

報
交

換
事

業
（

事
業

費
全

体
と

し
て

拡
充

）
【

母
子

家
庭

等
対

策
総

合
支

援
事

業
1
5
9
億

円
の

内
数

】

●
養

育
費

等
支

援
事

業
（

事
業

費
全

体
と

し
て

拡
充

）
【

母
子

家
庭

等
対

策
総

合
支

援
事

業
1
5
9
億

円
の

内
数

】
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2
0
1
9
（
平
成
3
1
）
年
度
予
算
案

厚
生
労
働
省

主
な
子
ど
も
の
貧
困
対
策
関
連
施
策

生
活
の
支
援
（
続
き
）

○
支

援
す

る
人

員
の

確
保

等

●
児

童
養

護
施

設
等

の
体

制
整

備
（

事
業

費
全

体
と

し
て

拡
充

）
【

児
童

入
所

施
設

措
置

費
等

1
,3

1
7
億

円
の

内
数

】

●
里

親
制

度
等

広
報

啓
発

事
業

（
拡

充
）

【
0
.6

億
円

】

●
乳

児
院

等
多

機
能

化
推

進
事

業
の

創
設

（
事

業
費

全
体

と
し

て
拡

充
）

【
児

童
虐

待
・

Ｄ
Ｖ

対
策

等
総

合
支

援
事

業
1
6
9
億

円
の

内
数

】

●
特

別
養

子
縁

組
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
助

成
事

業
（

事
業

費
全

体
と

し
て

拡
充

）
【

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

1
6
9
億

円
の

内
数

】

●
特

別
養

子
縁

組
民

間
あ

っ
せ

ん
機

関
職

員
研

修
事

業
【

0
.2

億
円

】

●
里

親
養

育
包

括
支

援
（

フ
ォ

ス
タ

リ
ン

グ
）

職
員

研
修

事
業

（
新

規
）

【
0
.3

億
円

】

●
児

童
相

談
所

の
相

談
機

能
強

化
等

（
事

業
費

全
体

と
し

て
拡

充
【

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

1
6
9
億

円
の

内
数

】

●
ひ

と
り

親
家

庭
等

の
相

談
関

係
職

員
等

の
資

質
向

上
（

事
業

費
全

体
と

し
て

拡
充

）

【
母

子
家

庭
等

対
策

総
合

支
援

事
業

1
5
9
億

円
の

内
数

、
被

保
護

者
就

労
準

備
支

援
等

事
業

3
1
億

円
の

内
数

】

●
生

活
困

窮
者

自
立

支
援

制
度

人
材

養
成

研
修

事
業

【
0
.6

億
円

】

●
子

ど
も

の
生

活
・

学
習

支
援

事
業

（
事

業
費

全
体

と
し

て
拡

充
）

【
母

子
家

庭
等

対
策

総
合

支
援

事
業

1
5
9
億

円
の

内
数

】

●
社

会
的

養
護

自
立

支
援

事
業

（
事

業
費

全
体

と
し

て
拡

充
）

【
児

童
虐

待
・

Ｄ
Ｖ

対
策

等
総

合
支

援
事

業
1
6
9
億

円
の

内
数

】

○
子

供
の

生
活

支
援

●
母

子
家

庭
等

就
業

・
自

立
支

援
事

業
（

事
業

費
全

体
と

し
て

拡
充

）
【

母
子

家
庭

等
対

策
総

合
支

援
事

業
1
5
9
億

円
の

内
数

】

●
新

卒
者

等
に

対
す

る
就

労
支

援
【

新
卒

者
等

に
対

す
る

就
労

支
援

に
係

る
経

費
8
7
億

円
の

内
数

】

●
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
等

に
お

け
る

フ
リ

ー
タ

ー
等

の
支

援
（

事
業

費
全

体
と

し
て

拡
充

）

【
ハ

ロ
ー

ワ
ー

ク
等

に
お

け
る

フ
リ

ー
タ

ー
等

の
支

援
に

係
る

経
費

4
2
億

円
の

内
数

】

●
ジ

ョ
ブ

カ
フ

ェ
に

お
け

る
き

め
細

か
な

就
職

支
援

の
実

施
【

ジ
ョ

ブ
カ

フ
ェ

に
お

け
る

き
め

細
や

か
な

就
職

支
援

の
実

施
に

係
る

経
費

1
2
億

円
の

内
数

】

●
若

者
職

業
的

自
立

支
援

推
進

事
業

（
事

業
費

全
体

と
し

て
拡

充
）

【
若

者
職

業
的

自
立

支
援

推
進

事
業

4
0
億

円
の

内
数

】

○
子

供
の

就
労

支
援

○
関

係
機

関
が

連
携

し
た

包
括

的
な

支
援

体
制

の
整

備

●
生

活
困

窮
者

等
に

対
す

る
自

立
支

援
策

（
事

業
費

全
体

と
し

て
拡

充
）

【
生

活
困

窮
者

等
に

対
す

る
自

立
支

援
策

4
3
8
億

円
の

内
数

】
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調
査
研
究

経
済
的
支
援

2
0
1
9
（
平
成
3
1
）
年
度
予
算
案

厚
生
労
働
省

主
な
子
ど
も
の
貧
困
対
策
関
連
施
策

●
子

供
の

貧
困

対
策

に
資

す
る

調
査

研
究

等
事

業
の

推
進

【
保

健
福

祉
調

査
委

託
費

（
本

省
費

）
0
.6

億
円

】

●
児

童
扶

養
手

当
の

支
給

【
2
,0

7
5
億

円
】

●
未

婚
の

児
童

扶
養

手
当

受
給

者
に

対
す

る
臨

時
・

特
別

給
付

金
（

仮
称

）
の

支
給

（
新

規
）

【
母

子
家

庭
等

対
策

総
合

支
援

事
業

1
5
9
億

円
の

内
数

】

●
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
の

貸
付

【
3
1
億

円
】

●
養

育
費

相
談

支
援

の
実

施
【

0
.5

億
円

】

保
護
者
に
対
す
る
就
労
の
支
援

●
ひ

と
り

親
家

庭
の

親
に

対
す

る
就

業
支

援
（

事
業

費
全

体
と

し
て

拡
充

）

【
母

子
家

庭
等

対
策

総
合

支
援

事
業

1
5
9
億

円
の

内
数

、
公

的
職

業
訓

練
関

連
予

算
8
2
4
億

円
の

内
数

、
ト

ラ
イ

ア
ル

雇
用

助
成

金
（

一
般

ト
ラ

イ
ア

ル

コ
ー

ス
）

1
1
億

円
の

内
数

、
特

定
求

職
者

雇
用

開
発

助
成

金
（

特
定

就
職

困
難

者
コ

ー
ス

）
4
5
5
億

円
の

内
数

】

●
ひ

と
り

親
家

庭
へ

の
高

等
職

業
訓

練
促

進
給

付
金

等
の

支
給

（
拡

充
）

【
母

子
家

庭
等

対
策

総
合

支
援

事
業

1
5
9
億

円
の

内
数

】

●
生

活
困

窮
者

及
び

生
活

保
護

受
給

者
に

対
す

る
就

労
支

援
（

事
業

費
全

体
と

し
て

拡
充

）

【
生

活
困

窮
者

等
に

対
す

る
自

立
支

援
策

4
3
8
 億

円
の

内
数

、
生

活
保

護
費

負
担

金
2
.9

兆
円

の
内

数
】

●
ひ

と
り

親
家

庭
へ

の
自

立
支

援
教

育
訓

練
給

付
金

の
支

給
（

拡
充

）
【

母
子

家
庭

等
対

策
総

合
支

援
事

業
1
5
9
億

円
の

内
数

】

●
ひ

と
り

親
家

庭
の

高
等

学
校

卒
業

程
度

認
定

試
験

の
合

格
支

援
（

事
業

費
全

体
と

し
て

拡
充

）
【

母
子

家
庭

等
対

策
総

合
支

援
事

業
1
5
9
億

円
の

内
数

】

●
ひ

と
り

親
家

庭
の

在
宅

就
業

の
推

進
（

事
業

費
全

体
と

し
て

拡
充

）
【

母
子

家
庭

等
対

策
総

合
支

援
事

業
1
5
9
億

円
の

内
数

】

生
活
の
支
援
（
続
き
）

○
そ

の
他

の
生

活
支

援

●
産

前
・

産
後

サ
ポ

ー
ト

事
業

、
産

後
ケ

ア
事

業
等

の
実

施
（

事
業

費
全

体
と

し
て

拡
充

）
【

母
子

保
健

医
療

対
策

総
合

支
援

事
業

2
3
1
億

円
の

内
数

】
●

生
活

困
窮

者
住

居
確

保
給

付
金

（
事

業
費

全
体

と
し

て
拡

充
）

【
生

活
困

窮
者

等
に

対
す

る
自

立
支

援
策

4
3
8
億

円
の

内
数

】
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１
．

目
的

離
婚
に

よ
る
ひ
と

り
親

世
帯

等
、
父
又

は
母

と
生

計
を
同
じ

く
し

て
い

な
い
児
童

が
育

成
さ

れ
る
家
庭

の
生

活
の

安
定
と
自

立
の

促
進

に
寄

与
す

る
た
め
、

当
該

児
童

に
つ
い
て

手
当

を
支

給
し
、
児

童
の

福
祉

の
増
進
を

図
る

。
（

平
成

22
年

８
月

よ
り

父
子
家
庭

も
対

象
）

２
．

支
給
対

象
者

18
歳

に
達

す
る
日

以
後

の
最

初
の
３
月

31
日

ま
で

の
間
に
あ

る
児

童
（

障
害
児
の

場
合

は
20
歳

未
満
）

を
監

護
す

る
母
、
監

護
し

、
か

つ
生
計

を
同
じ
く

す
る

父
又

は
養
育
す

る
者

（
祖

父
母
等
）

。

３
．

支
給
要

件
父

母
が

婚
姻
を
解

消
し

た
児

童
、
父
又

は
母

が
死

亡
し
た
児

童
、

父
又

は
母
が
一

定
程

度
の

障
害
の
状

態
に

あ
る

児
童
、
父

又
は

母
の

生
死

が
明

ら
か
で
な

い
児

童
な

ど
を
監
護

等
し

て
い

る
こ
と
。

※
た
だ
し
、
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
と
き
、
児
童
が
父
又
は
母
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
と
き
、
母
又
は
父
の
配
偶
者
に
養
育
さ
れ
る
と
き
等
は
支
給
さ
れ

な
い
。

平
成
2
6
年
1
2
月
よ
り
、
受
給
者
等
の
年
金
額
が
手
当
額
を
下
回
る
場
合
は
、
そ
の
差
額
分
の
手
当
を
支
給
。

４
．

手
当
月

額
（
平
成

31
年

４
月

か
ら
の
見

込
額

）
・
児
童
１
人
の

場
合

全
部
支
給
：

４
２
，
９
１
０
円

一
部

支
給
：
４
２
，
９
０
０
円
か
ら
１
０
，
１
２
０
円
ま
で

・
児
童
２
人
以

上
の
加
算
額

[
２
人
目
]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
全
部
支
給
：

１
０
，
１
４
０
円

一
部

支
給
：
１
０
，
１
３
０
円
か
ら

５
，
０
７
０
円
ま
で

[
３
人
目
以
降
１
人
に
つ
き

]
 
全
部
支
給
：
６
，
０
８
０
円

一
部

支
給
：

６
，
０
７
０
円
か
ら

３
，
０
４
０
円
ま
で

５
．

所
得
制

限
限
度
額

（
収

入
ベ

ー
ス
）

・
全
部

支
給
（

２
人

世
帯

）
１
６

０
万

円
・

一
部

支
給
（

２
人

世
帯

）
３
６

５
万

円

６
．

受
給
状

況
・

平
成

30
年
３

月
末

現
在

の
受

給
者
数

９
７
３

，
１
８
８

人
（
母
：
9
1
4
,
6
9
1人

、
父
：
5
3
,
8
1
4
人
、
養
育
者
：
4
,
6
8
3
人
）

７
．

予
算
額

（
国
庫
負

担
分

）
［

31
年
度
予

算
案

］
２

，
０
７
４

．
８

億
円

（
30
年
度

予
算

額
１

，
７
１

０
．

９
億

円
）

８
．

手
当
の

支
給
主
体

及
び

費
用

負
担

・
支

給
主

体
：
都

道
府

県
、

市
及
び
福

祉
事

務
所

設
置
町
村

・
費
用

負
担
：
国

1
/3
 
 都

道
府
県
、

市
及

び
福

祉
事
務
所

設
置

町
村

2/
3

児
童
扶
養
手
当
制
度
の
概
要
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児
童
扶
養
手
当
の
支
払
回
数
の
見
直
し
に
つ
い
て

制
度
の
仕
組
み
を
見
直
し
、
毎
月
支
給
す
る
案

○
児
童
扶
養
手
当
の
支
払
回
数
に
つ
い
て
、
現
行
の
年
３
回
（
４
月
、
８
月
、
12
月
）
か
ら
年
６
回
（
１
月
、

３
月
、
５
月
、
７
月
、
９
月
、
11
月
）
に
見
直
す
。

2
0
1
8
年
（
平
成
3
0
年
）
４
月
支
払

８
月
支
払

1
2
月
支
払

2
0
1
7
.1
2
月

2
0
1
8
.１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

1
0
月

1
1
月

＜
現
行
＞

2
0
1
9
年
（
平
成
3
1
年
）
４
月
支
払

８
月
支
払

1
1
月
支
払

2
0
2
0
年
1
月
支
払

３
月
支
払

2
0
1
8
.1
2
月

2
0
1
9
.１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

2
0
2
0
.１
月

２
月

＜
見
直
し
後
＞

奇
数
月
の
支
払
に
変
更

※
見
直
し
に
よ
る
最
初
の
支
払
（
2
0
1
9
（
平
成
3
1
）
年
1
1
月
支
払
）
は
、
８
月
分
か
ら
1
0
月
分
の
３
か
月
分
の
支
払
と
し
、

そ
れ
以
降
は
奇
数
月
に
２
か
月
分
を
支
払
う
。

※
毎
年
８
月
に
提
出
す
る
現
況
届
に
よ
る
手
当
額
の
改
定
は
、
地
方
自
治
体
の
事
務
処
理
期
間
を
考
慮
し
、
1
2
月
支
払
分

以
降
か
ら
１
月
支
払
分
以
降
に
見
直
す
。
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未
婚

の
児

童
扶

養
手

当
受

給
者

に
対

す
る

臨
時

・特
別

給
付

金
（

仮
称

）
概

要

1.
 趣

旨
平

成
30

年
12

月
13

日
の

自
由

民
主

党
・公

明
党

政
調

会
長

合
意

に
お

い
て

、
・

来
年

10
月

か
ら消

費
税

率
が

引
上

げ
とな

る
環

境
の

中
、子

ども
の

貧
困

に
対

応
す

る
た

め
、

・
ひ

とり
親

に
対

し、
住

民
税

非
課

税
の

適
用

拡
大

の
措

置
を

講
じつ

つ
、更

な
る

税
制

上
の

対
応

の
要

否
等

に
つ

い
て

、2
02

0年
度

税
制

改
正

大
綱

に
お

い
て

検
討

し、
結

論
を

得
る

とさ
れ

た
こと

を
踏

ま
え

、臨
時

・特
別

の
措

置
とし

て
、児

童
扶

養
手

当
の

受
給

者
の

うち
、未

婚
の

ひ
とり

親
に

対
して

給
付

を
行

う。
2.

 給
付

対
象

者
児

童
扶

養
手

当
受

給
者

の
うち

、未
婚

の
ひ

とり
親

で
あ

る
者

※
 児

童
扶

養
手

当
を

受
給

で
きる

所
得

水
準

は
、親

１
人

・子
１

人
の

世
帯

で
年

収
36

5万
円

以
下

。

3.
 給

付
額

17
,5

00
円

※
 寡

婦
控

除
が

適
用

され
た

場
合

の
標

準
的

な
減

税
額

が
、控

除
額

35
万

円
×

所
得

税
率

5％
＝

1.
75

万
円

とな
る

こと
を

踏
ま

え
た

も
の

。

4.
 対

象
者

数
（

見
込

み
）

約
10

万
人

5.
 予

算
額

（
案

）
平

成
31

年
度

予
算

案
母

子
家

庭
等

対
策

総
合

支
援

事
業

約
15

9億
円

の
内

数
（

給
付

費
及

び
事

務
費

）
※

 こ
の

ほ
か

、平
成

30
年

度
第

2次
補

正
予

算
案

児
童

扶
養

手
当

シ
ス

テ
ム

改
修

事
業

約
16

億
円

の
内

数
（

シ
ス

テ
ム

開
発

経
費

）

6.
 給

付
金

の
支

給
主

体
及

び
費

用
負

担
・

支
給

主
体

：
都

道
府

県
、市

及
び

福
祉

事
務

所
設

置
町

村
・

費
用

負
担

：
全

額
国

庫
負

担
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子
ども

の
貧

困
に

対
応

す
る

た
め

の
個

人
住

民
税

の
非

課
税

措
置

に
つ

い
て

1.
 大

綱
の

概
要

子
ども

の
貧

困
に

対
応

す
る

た
め

、事
実

婚
状

態
で

な
い

こと
を

確
認

した
上

で
支

給
され

る
児

童
扶

養
手

当
の

支
給

を
受

け
て

お
り、

前
年

の
合

計
所

得
金

額
が

13
5万

円
以

下
で

あ
る

ひ
とり

親
に

対
し、

個
人

住
民

税
を

非
課

税
とす

る
措

置
を

講
ず

る
。

平
成

31
年

度
税

制
改

正
の

大
綱

（
平

成
30

年
12

月
21

日
閣

議
決

定
）

抜
粋

一
個

人
所

得
課

税
（

地
方

税
）

〈個
人

住
民

税
〉

（
11

）
子

ども
の

貧
困

に
対

応
す

る
た

め
、次

の
措

置
を

講
ず

る
。

①
児

童
扶

養
手

当
の

支
給

を
受

け
て

い
る

児
童

の
父

又
は

母
の

うち
、現

に
婚

姻
を

して
い

な
い

者
又

は
配

偶
者

の
生

死
の

明
らか

で
な

い
者

（
これ

らの
者

の
前

年
の

合
計

所
得

金
額

が
13

5万
円

を
超

え
る

場
合

を
除

く。
）

を
個

人
住

民
税

の
非

課
税

措
置

の
対

象
に

加
え

る
。

（
注

１
）

上
記

の
「児

童
」は

、父
又

は
母

と生
計

を
一

に
す

る
子

で
前

年
の

総
所

得
金

額
等

の
合

計
額

が
48

万
円

以
下

で
あ

る
も

の
とす

る
。

（
注

２
）

上
記

の
「婚

姻
」及

び
「配

偶
者

」に
は

、婚
姻

の
届

出
を

して
い

な
い

が
、事

実
上

婚
姻

関
係

と同
様

の
事

情
に

あ
る

場
合

を
含

む
も

の
とす

る
。

②
個

人
住

民
税

の
申

告
書

、給
与

所
得

者
の

扶
養

親
族

申
告

書
及

び
給

与
支

払
報

告
書

等
に

つ
い

て
、上

記
①

の
者

に
該

当
す

る
旨

の
記

載
を

し、
申

告
す

る
こと

とす
る

等
の

所
要

の
措

置
を

講
ず

る
。

（
注

）
上

記
の

改
正

は
、平

成
33

年
度

分
以

後
の

個
人

住
民

税
に

つ
い

て
適

用
す

る
。
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○
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
自
立
支
援
の
推
進

◆
「す

くす
くサ

ポ
ー

ト･
プ

ロジ
ェク

ト」
を

着
実

に
実

施
す

る
とと

も
に

、地
域

の
民

間
団

体
の

活
用

等
に

よ
る

相
談

支
援

の
充

実
や

高
等

職
業

訓
練

促
進

給
付

金
等

に
よ

る
親

の
資

格
取

得
支

援
の

拡
充

、未
婚

の
児

童
扶

養
手

当
受

給
者

に
対

す
る

臨
時

・特
別

給
付

金
（

仮
称

）
の

給
付

な
どに

よ
り、

ひ
とり

親
家

庭
の

自
立

支
援

を
推

進
す

る
。

○
母

子
家

庭
等

対
策

総
合

支
援

事
業

◇
母

子
家

庭
等

自
立

支
援

給
付

金
事

業
【拡

充
】

・
ひ

とり
親

家
庭

の
親

が
、看

護
師

等
の

資
格

を取
得

す
る

た
め

養
成

機
関

で
修

学
す

る
場

合
に

、修
学

期
間

中
の

生
活

費
負

担
を軽

減
す

る
た

め
に

支
給

す
る

高
等

職
業

訓
練

促
進

給
付

金
に

つ
い

て
、修

学
の

最
終

１
年

間
の

支
給

額
を月

額
４

万
円

加
算

す
る

とと
も

に
、資

格
取

得
の

た
め

に
４

年
課

程
が

必
要

とな
る

者
等

に
つ

い
て

、支
給

期
間

を
3年

か
ら４

年
に

拡
充

す
る

。
・

ひ
とり

親
家

庭
の

親
が

、地
方

自
治

体
が

指
定

した
教

育
訓

練
講

座
を受

講
し、

修
了

した
場

合
に

支
給

す
る

自
立

支
援

教
育

訓
練

給
付

金
に

つ
い

て
、看

護
師

等
の

専
門

資
格

を取
得

す
る

た
め

の
講

座
を対

象
に

追
加

す
る

とと
も

に
、こ

れ
らの

養
成

課
程

を受
講

す
る

者
の

支
給

上
限

額
を最

大
80

万
円

に
引

き上
げ

る
。

◇
未

婚
の

児
童

扶
養

手
当

受
給

者
に

対
す

る
臨

時
・特

別
給

付
金

事
業

（
仮

称
）

【新
規

】
未

婚
の

児
童

扶
養

手
当

受
給

者
に

対
す

る
臨

時
・特

別
給

付
金

（
仮

称
）

を給
付

す
る

。

◇
ひ

とり
親

家
庭

等
生

活
向

上
事

業
【拡

充
】

ひ
とり

親
家

庭
等

へ
の

相
談

支
援

の
充

実
を図

る
た

め
、地

域
の

民
間

団
体

を活
用

した
出

張
・訪

問
相

談
、同

行
支

援
や

継
続

的
な

見
守

り支
援

を実
施

す
る

。

◇
離

婚
前

後
親

支
援

モ
デ

ル
事

業
（

仮
称

）
【新

規
】

養
育

費
や

面
会

交
流

の
取

り
決

め
を

促
進

す
る

観
点

か
ら

、
離

婚
協

議
の

前
後

か
ら

、
父

母
が

子
ど

も
の

福
祉

を
念

頭
に

置
い

て
離

婚
後

の
生

活
等

を
考

え
る

た
め

の
「

親
支

援
講

座
」

を
行

う
モ

デ
ル

事
業

を
実

施
す

る
。

○
児

童
扶

養
手

当
児

童
扶

養
手

当
の

支
払

回
数

に
つ

い
て

、現
行

の
年

３
回

を見
直

し、
年

６
回

の
隔

月
支

給
を

20
19

年
11

月
支

払
分

か
ら実

施
す

る
。

○
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
金

【拡
充

】
就

学
支

度
資

金
の

うち
職

業
能

力
開

発
大

学
校

な
どの

修
業

施
設

に
就

学
す

る
際

の
貸

付
限

度
額

の
引

上
げ

や
修

業
資

金
の

償
還

期
間

の
見

直
し等

を図
る

。

ひ
とり

親
家

庭
等

の
自

立
支

援
の

推
進
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母
子

家
庭

等
自

立
支

援
給

付
金

等
の

拡
充

○
ひ
と

り
親

家
庭

の
親

が
、

よ
り
収

入
が
高

く
安
定
し

て
い
る

正
規
雇
用

と
し
て

就
業
す
る

こ
と

を
可

能
に

す
る

た
め

、
就
職

に
有

利
な

資
格

の
取

得
支
援

施
策
を

拡
充
す
る

。

看
護
師
、
准
看

護
師
等
の
資
格
取
得
の
た
め
に
養
成
機
関
で
修
学

す
る
場
合
の
生

活
費
の
負
担
軽
減
の
た
め
の
給
付
金
。

（
毎
月
最
大
1
0
万
円
、
3
6
月
上
限
）

①
の
給
付
金
の

受
給
者
の
入
学
準
備
金
（
5
0
万
円
）
及
び
就
職
準

備
金
（
2
0
万
円

）
の
貸
付
。

資
格
を
活
か
し

て
５
年
間
就
労
し
た
場
合
に
全
額
を
償
還
免
除
。

(
平
成
2
7
年
度
～

平
成
3
0
年
度
ま
で
の
貸
付
原
資
を
措
置
済
)

介
護
職
員
初
任

者
研
修
や
医
療
事
務
と
い
っ
た
資
格
取
得
の
た
め

の
講
座
の
受
講

費
用
の
一
部
を
給
付
。

（
受
講
費
用
の

６
割
、
上
限
2
0
万
円
）

①
高

等
職

業
訓

練
促

進
給

付
金

②
高

等
職

業
訓

練
促

進
資

金
貸

付
事

業

③
自

立
支

援
教

育
訓

練
給

付
金

○
支

給
期
間

の
上
限
の

拡
充

資
格
取
得
の
た
め
に
４
年
課
程
が
必
要
と
な
る
者
等
を
対
象
に
、
支
給
期
間

の
上
限
を
3
6
月
か
ら
4
8
月
に
拡
充
。

○
支

給
月
額

の
増
額

国
家
試
験
対
策
や
実
習
に
伴
う
就
労
収
入
の
減
を
補
う
た
め
、
修
学
期
間
の

最
終
年
限
１
年
間
に
つ
い
て
４
万
円
を
増
額
。

住
民
税
非
課
税
世
帯

1
0
万
円
（
最
終
１
年
間
は
1
4
万
円
）

住
民
税
課
税
世
帯

7
万
5
百
円
（
最
終
１
年
間
は
1
1
万
5
百
円
）

○
貸

付
原
資

等
の
確
保

概
ね
４
年
程
度
の
所
要
額
を
見
込
ん
だ
貸
付
原
資
等
を
補
助
。

（
平
成
3
0
年
度
第
２
次
補
正
予
算
案
）

○
対

象
資
格

の
拡
充

看
護
師
等
の
専
門
資
格
の
取
得
を
目
指
す
講
座
を
対
象
に
追
加
。

○
支

給
上
限

の
引
上
げ

上
記
の
対
象
資
格
の
拡
充
に
該
当
す
る
講
座
を
受
講
す
る
者
に
つ
い
て
、

2
0
万
円
→
8
0
万
円
（
2
0
万
円
×
修
学
年
数
）
に
引
上
げ
。

ひ
と

り
親

の
資

格
取

得
を

支
援

す
る

取
組

拡
充

内
容
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地
域
の
民
間
団
体
の
活
用
等
に
よ
る
相
談
支
援
事
業
の
強
化
（
ひ
と
り
親
家
庭
等
生
活
向
上
事
業
）
【
拡
充
】

○
ひ

と
り

親
家

庭
は

就
業

率
が

高
く

、
行

政
の

相
談

窓
口

へ
来

所
す

る
こ

と
が

困
難

な
場

合
が

多
く

、
ま

た
、

ひ
と

り
親

と
な

っ
た

事
情

を
行

政
の

窓
口

に
相

談
す

る
こ

と
に

消
極

的
で

あ
る

。

○
こ

の
た

め
、

ひ
と

り
親

家
庭

等
へ

の
相

談
支

援
の

充
実

を
図

る
た

め
、

民
間

団
体

等
の

活
用

も
含

め
た

、
ひ

と
り

親
家

庭
（

離
婚

前
を

含
む

。
）

に
対

す
る

出
張

・
訪

問
相

談
の

強
化

、
サ

ー
ビ

ス
の

申
請

補
助

等
を

行
う

同
行

支
援

や
継

続
的

な
見

守
り

支
援

を
実

施
す

る
。

概
要

＜
事
業
の
実
施
イ
メ
ー
ジ
＞

都
道
府
県
・
市
町
村

相
談
会
等
の
開
催

（
自

治
体

・
民

間
団

体
）

民
間
団
体

母
子

寡
婦

福
祉

団
体

社
会

福
祉

法
人

N
P
O

法
人

等

就
業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

連
携

・
業

務
委

託
契

約
（
①
）

○
相

談
会

○
講

習
会

（
家

計
管

理
・

生
活

支
援

）

○
学

習
支

援
事

業
（

親
・

子
ど

も
）

○
情

報
交

換
事

業

○
自

治
体

が
主

催
す

る
イ

ベ
ン

ト

○
そ

の
他

民
間

団
体

が
主

催
す

る
相

談
会

・
イ

ベ
ン

ト
等

福
祉
事
務
所

（
母
子
父
子
自
立
支
援
員
等
）

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

公
営
住
宅
担
当
部
署

ひ
と
り
親
家
庭
の
居
宅
等

子
育
て
支
援
担
当
部
署

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度

の
相
談
窓
口

ল ୑ ৼ ୥ ؞ ௰ ਖ ৼ ୥
訪
問
相
談
（
③
）

（
相

談
会

等
で

把
握

し
た

家
庭

）

৊ ষ ੍ ର ؞ ৄ ஹ ॉ ੍ ର

ひ
と
り
親
支
援
の
窓
口

①
地
域
の
ひ
と
り
親
家
庭
が
相
談
し
や
す
い
環
境
を
整
え
る
た
め
、
積
極
的
に
地
域
の
民
間
団
体
と
の
連
携
を
図
る
。

②
相
談
会
会
場
や
ひ
と
り
親
家
庭
の
居
宅
等
へ
出
張
又
は
訪
問
し
て
相
談
支
援
を
実
施
す
る
。

③
相
談
会
等
で
把
握
し
た
ひ
と
り
親
家
庭
に
対
し
、
居
宅
等
へ
の
訪
問
相
談
支
援
を
実
施
す
る
。

④
支
援
が
必
要
な
ひ
と
り
親
家
庭
に
つ
い
て
、
福
祉
事
務
所
や
就
業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
等
ひ
と
り
親
支
援
機
関
へ
の
相
談
に
同
行
し
、
必
要
な
サ
ー
ビ
ス
の
申
請
補
助
等
を
行

う
。
ま
た
、
継
続
的
な
支
援
が
必
要
な
ひ
と
り
親
家
庭
の
見
守
り
支
援
（
伴
走
型
の
支
援
）
を
実
施
す
る
。

ひ
と
り
親
家
庭
が
抱
え
る
悩
み
等
把
握
し
、
支
援
ニ
ー
ズ
の
掘
り
起
こ
し
を
行
う
。

（
②

）
（

④
）
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離
婚
前
後
親
支
援
モ
デ
ル
事
業
（
仮
称
）
【
新
規
】

＜
モ

デ
ル

事
業

イ
メ

ー
ジ

＞

○
離

婚
協

議
開

始
前

の
父

母
等

に
対

し
て

、
離

婚
が

子
ど

も
に

与
え

る
影

響
、

養
育

費
や

面
会

交
流

の
取

り
決

め
や

離
婚

後
の

生
活

を
考

え
る

機
会

を
提

供
す

る
た

め
、

講
座

の
開

催
や

ひ
と

り
親

家
庭

支
援

施
策

に
関

す
る

情
報

提
供

等
を

行
う

モ
デ

ル
事

業
を

新
た

に
実

施
す

る
。

＜
実
施
主
体
＞
都
道
府
県
・
市
・
特
別
区
・
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
（
民
間
団
体
へ
の
委
託
可
）

＜
補
助
率
＞
国
1
/
2
都
道
府
県
・
市
・
特
別
区
・
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
1
/
2

地
方
自
治
体

民
間

団
体

＜
事

業
の

全
部

又
は

一
部

を
委

託
可

＞

講
座
等
の
開
催

◆
親

支
援

講
座

の
受

講
者

を
対

象
に

、
ひ

と
り

親
向

け
の

支
援

施
策

や
相

談
窓

口
等

の
情

報
提

供
を

行
う

。

②
情

報
提

供

【
講

義
】

◆
離

婚
前

後
の

父
母

等
を

対
象

に
、

離
婚

が
子

ど
も

に
与

え
る

影
響

や
養

育
費

等
の

取
り

決
め

の
重

要
性

等
に

関
す

る
講

習
を

実
施

す
る

。
◆

講
義

を
行

う
者

の
選

定
に

当
た

っ
て

は
、

学
識

経
験

者
、

元
家

裁
調

査
官

な
ど

離
婚

問
題

に
関

し
知

見
を

有
す

る
者

、
父

母
教

育
プ

ロ
グ

ラ
ム

等
を

実
施

し
て

い
る

民
間

団
体

等
に

協
力

を
依

頼
す

る
。

【
グ

ル
ー

プ
討

議
】

◆
親

支
援

講
座

の
受

講
者

を
対

象
に

、
当

事
者

間
で

の
意

見
交

換
の

場
を

提
供

す
る

。
ま

た
、

様
々

な
立

場
の

当
事

者
の

意
見

を
聞

く
こ

と
が

で
き

る
よ

う
な

工
夫

も
行

う
。

①
親

支
援

講
座

○
子
ど
も
の
心
情
の
理
解

○
離
婚
後
の
生
活
や
子
育
て
に
関

す
る
不
安
を
軽
減

○
同
じ
境
遇
に
あ
る
当
事
者
と
の

交
流
な
ど
に
よ
り
、
孤
立
感
を

解
消

○
養
育
費
や
面
会
交
流
に
関
す
る

取
り
決
め
を
促
進

○
ひ
と
り
親
に
な
っ
て
間
も
な
い

段
階
か
ら
必
要
な
支
援
の
提
供

が
可
能
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母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
【
拡
充
】

【
目
的
】

○
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
は

、
配

偶
者

の
な

い
女

子
又

は
配

偶
者

の
な

い
男

子
で

あ
っ

て
現

に
児

童
を

扶
養

し
て

い
る

も
の

等
に

対
し

、
そ

の
経

済
的

自
立

の
助

成
と

生
活

意
欲

の
助

長
を

図
り

、
あ

わ
せ

て
そ

の
扶

養
し

て
い

る
児

童
の

福
祉

を
増

進
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
い

る
。

○
母

子
及

び
父

子
並

び
に

寡
婦

福
祉

法
の

規
定

に
基

づ
き

行
わ

れ
て

い
る

。

【
対
象
者
】

①
母

子
福

祉
資

金
：

配
偶

者
の

な
い

女
子

で
現

に
児

童
を

扶
養

し
て

い
る

も
の

（
い

わ
ゆ

る
母

子
家

庭
の

母
）

、
母

子
・

父
子

福
祉

団
体

等
②

父
子

福
祉

資
金

：
配

偶
者

の
な

い
男

子
で

現
に

児
童

を
扶

養
し

て
い

る
も

の
（

い
わ

ゆ
る

父
子

家
庭

の
父

）
、

母
子

・
父

子
福

祉
団

体
等

（
平

成
２

６
年

１
０

月
１

日
よ

り
）

③
寡

婦
福

祉
資

金
：

寡
婦

（
配

偶
者

の
な

い
女

子
で

あ
っ

て
、

か
つ

て
配

偶
者

の
な

い
女

子
と

し
て

児
童

を
扶

養
し

て
い

た
こ

と
の

あ
る

も
の

）
等

【
貸
付
金
の
種
類
】

①
事

業
開

始
資

金
、

②
事

業
継

続
資

金
、

③
修

学
資

金
、

④
技

能
習

得
資

金
、

⑤
修

業
資

金
、

⑥
就

職
支

度
資

金
、

⑦
医

療
介

護
資

金
、

⑧
生

活
資

金
、

⑨
住

宅
資

金
、

⑩
転

宅
資

金
、

⑪
就

学
支

度
資

金
、

⑫
結

婚
資

金
（

計
１

２
種

類
）

【
貸
付
条
件
等
】

○
利

子
：

貸
付

金
の

種
類

、
連

帯
保

証
人

の
有

無
に

よ
っ

て
異

な
る

が
、

無
利

子
ま

た
は

、
年

利
１

．
０

％
○

償
還

方
法

：
貸

付
金

の
種

類
に

よ
っ

て
異

な
る

が
、

一
定

の
据

え
置

き
期

間
の

後
、

３
年

～
２

０
年

【
実
施
主
体
等
】

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

中
核

市

【
補
助
率
】

国
：

２
／

３
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

：
１

／
３

○
就

学
支

度
資

金
に

お
け

る
職

業
能

力
開

発
大

学
校

な
ど

の
修

業
施

設
に

係
る

貸
付

限
度

額
の

引
上

げ
（

1
0
0
,0

0
0
円

→
2
8
2
,0

0
0
円

）
や

修
業

資
金

の
償

還
期

間
の

延
長

（
６

年
→

2
0
年

）
等

○
児

童
扶

養
手

当
の

支
払

回
数

の
見

直
し

に
よ

る
支

給
制

限
の

適
用

期
間

の
変

更
に

伴
い

、
増

額
分

の
支

払
時

期
が

従
来

の
1
2
月

か
ら

2
0
2
0
年

１
月

と
な

る
受

給
者

の
生

活
へ

の
影

響
を

考
慮

し
た

新
た

な
資

金
（

臨
時

児
童

扶
養

資
金

（
仮

称
）

）
を

創
設

改
正

の
内

容
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旧
優
生
保
護
法
に
つ
い
て

人
口
過
剰
問
題
や
ヤ
ミ
堕
胎
の
増
加
を
背
景
に
、
優
生
思
想
の
下
、
不
良
な
子
孫
を
出
生
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
母

性
の
生
命
健
康
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
優
生
手
術
（
不
妊
手
術
）
や
人
工
妊
娠
中
絶
等
に
つ
い
て
規
定
。

昭
和
2
3
年

優
生
保
護
法
の
制
定
（
議
員
立
法
）

障
害
者
の
権
利
の
実
現
に
向
け
た
取
組
が
進
め
ら
れ
る
中
、
障
害
者
を
差
別
す
る
優
生
思
想
を
排
除
す
る
た
め
、
法
律
名
を
改
正
す
る

と
と
も
に
、
遺
伝
性
精
神
疾
患
等
を
理
由
と
し
て
た
優
生
手
術
（
不
妊
手
術
）
や
、
人
工
妊
娠
中
絶
に
関
す
る
規
定
を
削
除
し
た
。

平
成
８
年
優
生
保
護
法
を
母
体
保
護
法
に
改
正
（
議
員
立
法
）

本
人
同
意

本
人
同
意
不
要

審
査
会
決
定

保
護
者
同
意

審
査
会
決
定

3条
4条

12
条

遺
伝
性
疾
患
等

ら
い
疾
患

母
体
保
護

遺
伝
性
疾
患

非
遺
伝
性
疾
患

6,
96

7人
1,

55
1人

81
9,

97
5人

14
,5

66
人

1,
90

9人

【
件
数
】

本
人
の
同
意
に
よ
ら
な
い
不
妊
手
術
は
約

1万
65

00
件
、
同
意
の
あ
る
も
の
の
う
ち
、
遺
伝
性
疾
患
等
を
理
由
と
す
る
も
の

を
含
め
れ
ば
、
約

2万
50

00
人
。

本
人
の
同
意
に
よ
ら
な
い
も
の
は
、
都
道
府
県
に
設
置
さ
れ
た
「
優
生
保
護
審
査
会
」
に
て
、
審
査
・
決
定
。

約
1万

65
00
件

約
8,

50
0件

約
2
万

50
00
件
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【
趣
旨
】

市
町
村
が
策
定
す
る
整
備
計
画
等
に
基
づ
き
、
保
育
園
、
認
定
こ
ど
も
園
及
び
小
規
模
保
育
事
業
所
に
係
る
施
設
整
備

事
業
及
び
保
育
園
等
の
防
音
壁
設
置
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
、
市
町
村
に
交
付
金
を
交
付
す
る
。

ま
た
、
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
に
基
づ
き
、
意
欲
の
あ
る
自
治
体
の
取
組
を
強
力
に
支
援
す
る
た
め
、
補
助
率
を
嵩
上
げ

（
1
/2
→
2/
3）

し
て
、
保
育
園
等
の
整
備
を
推
進
す
る
。

【
対
象
事
業
】

・
保
育
園
整
備
事
業

・
認
定
こ
ど
も
園
整
備
事
業
（
幼
稚
園
型
）

・
小
規
模
保
育
整
備
事
業

・
防
音
壁
設
置
事
業

・
防
犯
対
策
強
化
整
備
事
業

【
実
施
主
体
】

市
町
村
（
特
別
区
含
む
。
）

【
設
置
主
体
】

社
会
福
祉
法
人
、
日
本
赤
十
字
社
、
公
益
社
団
法
人
、
公
益
財
団
法
人
、
学
校
法
人
等

（
保
育
所
及
び
認
定
こ
ど
も
園
に
つ
い
て
は
公
立
を
除
く
）

【
補
助
割
合
】

国
１
／
２
、
市
区
町
村
１
／
４
、
設
置
主
体
１
／
４

※
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
に
参
加
す
る
等
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
国
２
／
３
、
市
区
町
村
１
／
１
２
、
設
置
主
体
１
／
４

保
育
園
等
整
備
交
付
金

（
平
成
３
０
年
度
予
算
）

（
平
成
３
１
年
度
予
算
案
）

６
６
３
．
７
億
円

→
７
４
６
．
８
億
円
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【
主

な
事

業
内

容
】

○
潜

在
保

育
士

に
対

す
る

取
組

・
再

就
職

に
関

す
る

相
談

・
就

職
あ

っ
せ

ん
、

求
人

情
報

の
提

供

○
人

材
バ

ン
ク

機
能

等
の

活
用

・
保

育
園

へ
の

離
職

時
に

保
育

士
・

保
育

園
支

援
セ

ン
タ

ー
に

登
録

し
、

再
就

職
支

援
（

求
人

情
報

の
提

供
や

研
修

情
報

の
提

供
）

を
実

施
・

ま
た

、
新

た
に

保
育

士
登

録
を

行
う

者
に

対
し

て
も

保
育

士
・

保
育

園
支

援
セ

ン
タ

ー
へ

の
登

録
を

促
し

、
登

録
さ

れ
た

保
育

士
に

対
し

、
就

業
状

況
等

の
現

況
の

確
認

や
就

職
支

援
等

を
行

う
こ

と
に

よ
り

、
潜

在
保

育
士

の
掘

り
起

こ
し

を
行

う
。

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

中
核

市

【
補

助
単

価
】

保
育

士
・

保
育

園
支

援
セ

ン
タ

ー
運

営
費

（
案

）
：

4
,3

0
0
千

円
保

育
士

再
就

職
支

援
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
雇

上
費

（
案

）
：

4
,0

0
0
千

円
※

マ
ッ

チ
ン

グ
の

実
績

が
年

5
0
件

以
上

あ
る

場
合

、
4
,0

0
0
千

円
（

１
名

分
）

を
加

算
※

待
機

児
童

対
策

協
議

会
参

加
自

治
体

の
場

合
、

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

タ
ー

の
更

な
る

追
加

配
置

を
支

援

復
職

前
研

修
実

施
経

費
（

案
）

：
4
2
5
千

円
離

職
し

た
保

育
士

等
に

対
す

る
再

就
職

支
援

（
案

）
：

3
,9

1
4
千

円
保

育
士

登
録

簿
を

活
用

し
た

就
職

促
進

（
案

）
：

2
,8

1
1
千

円
マ

ッ
チ

ン
グ

シ
ス

テ
ム

導
入

費
（

案
）

：
7
,0

0
0
千

円
（

拡
充

）

【
補

助
率

】
国

：
1
/2

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

中
核

市
：

1
/2

①
卒
業
生
に
対
す
る

連
絡
依
頼

②
卒
業
名
簿
等
を
活
用
し
た

O
B
・
O
G
へ
の
連
絡

【
保
育
士
・
保
育
園
支
援
セ
ン
タ
ー
の
取
組
例
】

ⅱ
再
就
職
の
希
望
等
を
連
絡

指
定
保
育
士
養
成
施
設

卒
業
生

（
潜
在
保
育
士
等
）

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

連
携

保
育
士

離
職
し
た
保
育
士

③
再
就
職
の
希
望
等
を
連
絡

ⅰ
保
育
士
登
録
名
簿
を
活
用
し
た
情
報
発
信

ⅲ
再
就
職
支
援
機
関
、
求
人
情
報
の
提
供
や
再
就
職

前
研
修
情
報
の
提
供

ア
登
録

※
保
育
士
登
録
の
際
に
セ
ン
タ
ー
へ
の
登
録
勧
奨

ウ
研
修
情
報
提
供
・

就
職
あ
っ
せ
ん

イ
就
業
状
況
等
の
現
況
確
認

エ
就
職
相
談

保
育
士
・
保
育
園
支
援
セ
ン
タ
ー

（
都
道
府
県
等
）

④
再
就
職
支
援
機
関
や
そ
の
支
援
メ
ニ
ュ
ー
、
求
人
情
報
の
提
供
や
再
就
職
前
研
修
情
報
の
提
供

保
育

士
・

保
育

園
支

援
セ

ン
タ

ー
設

置
運

営
事

業

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
3
9
4
億

円
の

内
数

）
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潜
在
保
育
士
等
マ
ッ
チ
ン
グ
強
化
事
業

施
設

保
育
士
・
保
育
園
支
援
セ
ン
タ
ー

求
人
登
録

作
成

セ
ン
タ
ー
を
訪
問
し
、

膨
大
な
書
類
を
閲
覧

し
、
条
件
に
合
う
求

人
を
探
索

時
間
・
労
力
が

膨
大

主
に
相
談
を

窓
口
で
対
応

施
設

保
育
士
・
保
育
園
支
援
セ
ン

タ
ー

H
Pを

通
じ
て
直

接
シ
ス
テ
ム
へ

求
人
登
録

主
に
電
話
に

よ
る
相
談

求
職
者

H
Pを

通
じ
て
直

接
シ
ス
テ
ム
へ

求
職
登
録

求
人
情
報
を

直
接
閲
覧

（
容
易
に
検
索
）

求
職
者

①
よ
り
き
め
細
か
な
マ
ッ
チ
ン
グ
の
実
施

⇒
条
件
面
で
の
す
れ
違
い
が
わ
ず
か
な
場
合
に
は
、
仲
立
ち
と
な
っ
て
条
件
を
調
整

②
求
人
、
求
職
者
を
増
や
す
取
組
の
実
施

⇒
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
み
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
情
報
な
ど
も
収
集

③
潜
在
保
育
士
の
現
状
に
合
わ
せ
た
研
修
等
の
企
画

等

効
率
化
で
、
よ
り
き
め
細
か
な
マ
ッ
チ
ン
グ
や
業
務
の
充
実

○
保
育
士
・
保
育
園
支
援
セ
ン
タ
ー
に
マ
ッ
チ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
、
業
務
の
効
率
化
を
図
る
と
と
も
に
、

潜
在
保
育
士
等
保
育
人
材
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
た
、
よ
り
き
め
細
か
な
マ
ッ
チ
ン
グ
を
実
施
。

●
給
与
や
勤
務
時
間
等

で
自
動
的
に
マ
ッ
チ
ン
グ

を
行
う
シ
ス
テ
ム
を
導
入

●
H
P
か
ら
、
求
人
・
求
職

情
報
を
受
付
、
瞬
時
に

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化

登
録
事
務
、

効
率
化

登
録
事
務
、

相
談
事
務
が

効
率
化

○
窓
口
や
F
A
X
等
で
求
人
・
求
職
情
報
を
受
け
付
け
る
た
め
、

紙
の
資
料
が
多
く
、
デ
ー
タ
化
が
困
難

○
紙
媒
体
で
情
報
を
保
管
し
て
い
る
た
め
、
検
索
が
困
難
。

○
限
ら
れ
た
人
員
の
中
で
、
窓
口
対
応
や
研
修
の
企
画
を

行
っ
て
い
る
。

な
ど

○
窓
口
や
F
A
X
等
で
求
人
・
求
職
情
報
を
受
け
付
け
る
た
め
、

紙
の
資
料
が
多
く
、
デ
ー
タ
化
が
困
難

○
紙
媒
体
で
情
報
を
保
管
し
て
い
る
た
め
、
検
索
が
困
難
。

○
限
ら
れ
た
人
員
の
中
で
、
窓
口
対
応
や
研
修
の
企
画
を

行
っ
て
い
る
。

な
ど

求
人
・
求
職
登
録

簿

自
動
化

自
動
化

自
動
化

自
動
化

自
動
化

自
動
化

○
マ
ッ
チ
ン
グ
時
間
の
短
縮

○
情
報
管
理
業
務
の
軽
減

○
窓
口
対
応
の
効
率
化

現
在
の
課
題

導
入
に
よ
る
効
果

求
人
・
求
職
情
報
の

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化

・
給
与

・
雇
用
形
態

・
就
業
時
間

・
勤
務
地
な
ど
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潜
在
保
育
士
再
就
職
支
援
事
業

【
事
業
概
要
】

○
離
職
後
の
ブ
ラ
ン
ク
が
長
く
な
っ
た
潜
在
保
育
士
が
抱
く
職
場
復
帰
へ
の
不
安
を
軽
減
す
る
た
め
、
保
育
士
・
保
育
園
支

援
セ
ン
タ
ー
等
の
紹
介
（
マ
ッ
チ
ン
グ
）
に
よ
り
、
保
育
園
等
が
潜
在
保
育
士
を
非
常
勤
と
し
て
試
行
的
に
雇
用
す
る
際

に
行
う
研
修
等
に
要
す
る
費
用
を
補
助
す
る
。

【
実
施
主
体
】

○
市
区
町
村

【
補
助
単
価
（
案
）
】
【
補
助
率
】

○
10
万
円

○
国
１
／
２
、
市
区
町
村
１
／
２

【
潜
在
保
育
士
へ
の
メ
リ
ッ
ト
】

○
職
場
復
帰
へ
の
不
安
を
軽
減

○
研
修
等
を
通
じ
て
、
最
新
の
保
育

に
係
る
知
識
や
技
術
を
習
得

【
保
育
園
等
へ
の
メ
リ
ッ
ト
】

○
潜
在
保
育
士
を
雇
う
際
に
、
よ
り

き
め
細
か
な
支
援
が
可
能

○
潜
在
保
育
士
の
職
場
定
着
を
促
進

保
育
園
等

潜
在
保
育
士

保
育
士
・
保
育
園
支
援
セ
ン
タ
ー
、

市
役
所
の
人
材
セ
ン
タ
ー

紹
介

申
請

補
助

市
役
所

採
用

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
3
9
4
億

円
の

内
数

）

１
．
保
育
園
等
に
お
け
る
OJ
T
等
を
支
援

２
．
園
内
研
修
に
外
部
講
師
を
呼
ぶ
た
め
の
費
用
を
支
援

採
用
さ
れ
た
保
育
所
等
で
、
主
任
保

育
士
な
ど
が
O
J
T
を
行
う
場
合
に
、

地
域
子
育
て
支
援
の
代
替
職
員
に
か

か
る
費
用
等
を
補
助

主
任
保
育
士

復
帰
し
た

保
育
士

潜
在
保
育
士
向
け
の
研
修
と
し
て
、

外
部
講
師
を
呼
ん
で
園
内
研
修
を

実
施
す
る
際
に
要
す
る
費
用
を
補

助

復
帰
し
た

保
育
士

園
内
研
修

O
J
T

参
加
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医
療
的
ケ
ア
児
保
育
支
援
モ
デ
ル
事
業

事
業
概
要

○
保

育
所

等
に

お
い

て
医

療
的

ケ
ア

児
の

受
入

れ
を

可
能

と
す

る
た

め
の

体
制

を
整

備
し

、
医

療
的

ケ
ア

児
の

地
域

生
活

支
援

の
向

上
を

図
る

。

○
ま

た
、

モ
デ

ル
事

業
を

実
施

し
て

ノ
ウ

ハ
ウ

を
蓄

積
し

た
施

設
等

を
市

町
村

内
の

基
幹

施
設

と
し

て
、

医
療

的
要

因
や

障
害

の
程

度
が

高
い

児
童

の
対

応
を

行
う

と

と
と

も
に

、
医
療
的
ケ
ア
に
関
す
る
技
能
及
び
経
験
を
有
し
た
者
（
医
療
的
ケ
ア
児
保
育
支
援
者
）
を
配
置

し
、

管
内

の
保

育
所

へ
の

医
療

的
ケ

ア
に

関
す

る
支

援
・

助
言

や
、

喀
痰

吸
引

等
研

修
の

受
講

等
を

勧
奨

す
る

ほ
か

、
市
町
村
等
に
お
い
て
医
療
的
ケ
ア
児
の
受
入
れ
等
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定

す
る

こ
と

で
、

安

定
・

継
続

し
た

医
療

的
ケ

ア
児

へ
の

支
援

体
制

を
構

築
す

る
。

事
業
イ
メ
ー
ジ

補
助
単
価
（
案
）

＜
基
幹
施
設
＞

医
療
的
ケ
ア
児
保
育
支
援
者

保
育

所
（

医
ケ

ア
児

受
入

施
設

）
保

育
所

＜
管
内
保
育
所
等
＞

看
護

師
等

助
言

・
支

援
等

医
療
的
ケ
ア
児
保
育
支
援
者
の
支
援
を
受
け
な

が
ら
、
保
育
士
の
研
修
受
講
等
を
行
い
、
医
療
的

ケ
ア
児
の
受
入
体
制
を
整
備

モ
デ
ル
事
業
を
実
施
し
て
ノ
ウ
ハ
ウ
を
蓄
積
し

た
施
設
等
が
、
市
町
村
内
の
基
幹
施
設
と
し
て
、

管
内
保
育
所
の
医
療
的
ケ
ア
に
関
す
る
支
援
を
行

う
と
と
も
に
、
医
療
的
要
因
や
障
害
の
程
度
が
高

い
児
童
の
対
応
を
行
う

＜
支
援
者
の
主
な
業
務
内
容
＞

・
保

育
所

等
へ

の
医

療
的

ケ
ア

児
の

受
入

れ
等

に
関

す
る

支
援

や
助

言

・
保

育
所

に
勤

務
す

る
保

育
士

等
に

対
す

る
喀

痰
吸

引
等

研
修

の
受

講
勧

奨

・
医

療
的

ケ
ア

児
の

受
入

れ
を

予
定

し
て

い
る

保
育

所
等

の
保

育
士

等
が

、
喀

痰
吸

引
等

研
修

を
修

了
す

る
ま

で
の

間
の

医
療

的
ケ

ア

・
障

害
児

通
所

支
援

事
業

所
等

に
配

置
さ

れ
て

い
る

｢医
療

的
ケ

ア
児

等
コ

ー
デ

ィ
ネ

ー
タ

ー
｣と

の
連

携
等

基
本
分
単
価

［
1
市
町
村
当
た
り
年
額

7
4
5
万
円
］

※
看

護
師

等
の

配
置

、
補

助
者

の
配

置
、

研
修

受
講

支
援

加
算
分
単
価

・
支
援
者
の
配
置

［
1
市
町
村
当
た
り
年
額

2
0
４
万
円
］

・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定

［
1
市
町
村
当
た
り
年
額

5
4
万
円
］

新 新

事
業
実
績

平
成
2
9
年
度
（
実
績
ベ
ー
ス
）
：
2
2
か
所

栃
木

県
宇

都
宮

市
、

千
葉

県
市

川
市

、
千

葉
県

松
戸

市
、

千
葉

県
習

志
野

市
、

千
葉

県
浦

安
市

、
東

京
都

福
生

市
、

東
京

都
八

王
子

市
、

福
井

県
永

平
寺

町
、

三
重

県
名

張
市

、
滋

賀
県

甲
賀

市
、

滋
賀

県
草

津
市

、
滋

賀
県

湖
南

市
、

滋
賀

県
近

江
八

幡
市

、
京

都
府

長
岡

京
市

、
大

阪
府

茨
木

市
、

大
阪

府
箕

面
市

、
大

阪
府

交
野

市
、

大
阪

府
岬

町
、

大
阪

府
堺

市
、

岡
山

県
津

山
市

、
広

島
県

府
中

市
、

高
知

県
三

原
村

平
成
3
0
年
度
（
申
請
ベ
ー
ス
）
：
3
8
か
所

埼
玉

県
坂

戸
市

、
千

葉
県

松
戸

市
、

千
葉

県
習

志
野

市
、

千
葉

県
浦

安
市

、
千

葉
県

山
武

市
、

東
京

都
八

王
子

市
、

東
京

都
福

生
市

、
神

奈
川

県
川

崎
市

、
神

奈
川

県
茅

ヶ
崎

市
、

新
潟

県
南

魚
沼

市
、

福
井

県
小

浜
市

、
福

井
県

鯖
江

市
、

福
井

県
永

平
寺

町
、

長
野

県
松

本
市

、
三

重
県

伊
勢

市
、

三
重

県
名

張
市

、
滋

賀
県

近
江

八
幡

市
、

滋
賀

県
草

津
市

、
滋

賀
県

甲
賀

市
、

滋
賀

県
東

近
江

市
、

愛
知

県
豊

橋
市

、
京

都
府

京
都

市
、

京
都

府
長

岡
京

市
、

京
都

府
亀

岡
市

、
大

阪
府

大
阪

市
、

大
阪

府
堺

市
、

大
阪

府
交

野
市

、
大

阪
府

茨
木

市
、

大
阪

府
箕

面
市

、
大

阪
府

岬
町

、
兵

庫
県

神
戸

市
、

奈
良

県
橿

原
市

、
岡

山
県

津
山

市
、

広
島

県
東

広
島

市
、

広
島

県
府

中
市

、
福

岡
県

北
九

州
市

、
福

岡
県

福
岡

市
、

福
岡

県
久

留
米

市

予
算

案
額

：
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
３

９
４

億
円

の
内

数
補

助
率

：
国

１
／

２
（

都
道

府
県

・
指

定
都

市
・

中
核

市
１

／
２

）
（

都
道

府
県

１
／

４
，

市
町

村
１

／
４

）
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広
域
的
保
育
所
等
利
用
事
業

○
市

町
村

が
設

置
す

る
こ

ど
も

送
迎

セ
ン

タ
ー

等
か

ら
各

保
育

所
等

へ
の

児
童

の
送

迎
を

行
う

た
め

の
バ

ス
等

の
購

入
費

、
運

転
手

雇
上

費
、

駐
車

場
の

賃
借

料
、

送
迎

セ
ン

タ
ー

の
実

施
場

所
の

賃
借

料
及

び
児

童
の

送
迎

時
に

付
き

添
う

保
育

士
等

の
雇

上
費

等
の

補
助

を
行

う
。

○
ま

た
、

事
業

の
実

施
要

件
で

あ
る
｢登
録
児
童
６
人
以
上
｣の
要
件
を
撤
廃

す
る

と
と

も
に

、
事

業
の

対
象

と
な

る
家

庭
に

つ
い

て
、

居
住

地
と

保
育

所
が

離
れ

て
い

る
家

庭
の

ほ
か

、
障
害
等
に
よ
り
保
護
者
に
よ
る
送
迎
が
困
難
な
家
庭
を
対
象

と
す

る
。

事
業
概
要

１
こ
ど
も
送
迎
セ
ン
タ
ー
等
事
業

○
各

保
育

所
等

か
ら

遠
距

離
に

あ
る

屋
外

遊
戯

場
に

代
わ

る
場

所
へ

の
児

童
の

送
迎

を
行

う
た

め
の

バ
ス

等
の

購
入

費
、

運
転

手
雇

上
費

、
駐

車
場

の
賃

借
料

及
び

児
童

の
送

迎
時

に
付

き
添

う
保

育
士

等
の

雇
上

費
等

の
補

助
を

行
う

。

２
代
替
屋
外
遊
戯
場
送
迎
事
業

○
既

存
の

建
物

を
改

修
し

て
こ

ど
も

送
迎

セ
ン

タ
ー

を
設

置
す

る
場

合
、

建
物

の
改

修
に

必
要

な
経

費
の

補
助

を
行

う
。

３
こ
ど
も
送
迎
セ
ン
タ
ー
設
置
改
修
事
業
（
H
3
0
創
設
）

予
算

案
額

：
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
３

９
４

億
円

の
内

数
補

助
率

：
国

１
／

２
（

市
町

村
１

／
２

）

補
助
単
価
（
案
）

・
保

育
士

雇
上

費
5
0
0
万

円
・

運
転

手
雇

上
費

5
0
0
万

円
・

事
業

費
1
,0

0
9
万

円
（

自
宅

送
迎

の
場

合
1
0
1
万

円
）

・
バ

ス
購

入
費

1
,5

0
0
万

円
（

又
は

借
上

費
7
5
0
万

円
）

・
改

修
費

7
2
7
万

円

こ
ど
も
送
迎
セ
ン
タ
ー
等
事
業
イ
メ
ー
ジ

自
宅

送
迎
セ
ン
タ
ー

保
育
園
等

事
業
実
績

＜
子

ど
も

送
迎

セ
ン

タ
ー

等
事

業
＞

H
2
8
：

1
7
自

治
体

（
2
1
か

所
）

H
2
9
：

2
1
自

治
体

（
2
8
か

所
）

※
代

替
野

外
遊

技
場

送
迎

事
業

は
実

績
な

し

①
登

録
児

童
６

人
以

上
の

要
件

を
撤

廃

②
居

住
地

と
保

育
所

が
離

れ
て

い
る

家
庭

の
ほ

か
、

保
護

者
に

よ
る

送
迎

が
困

難
な

家
庭

を
対

象
※

平
成

3
0
年

度
よ

り
、

自
宅

か
ら

直
接

保
育

所
へ

の
送

迎
も

可
能
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３
歳
児
受
入
れ
等
連
携
支
援
事
業
（旧
サ
テ
ラ
イ
ト
・コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
事
業
）

【
事
業
内
容
】

①
小
規
模
保
育
事
業
等
と
の
連
携
を
積
極
的
に
行
う
保
育
園
等
（
公
立
保
育
園
を
含
む
）
に
対
し
て
、
小
規
模
保
育
事
業
等
へ
の
相
談
・
助
言
や
、

受
入
れ
保
育
園
等
に
お
い
て
利
用
乳
幼
児
に
集
団
保
育
を
体
験
さ
せ
る
た
め
の
行
事
の
参
加
等
を
行
う
場
合
の
調
整
を
担
う
「
連
携
支
援
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
」
の
配
置
や
事
務
諸
経
費
等
に
必
要
な
費
用
を
支
援
す
る
。

②
複
数
の
家
庭
的
保
育
事
業
者
及
び
連
携
施
設
が
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
（
共
同
事
業
体
）
を
形
成
し
、
情
報
・
ノ
ウ
ハ
ウ
の
共
有
や
、
保
育
環
境
の
整

備
（
共
同
で
の
備
品
購
入
、
給
食
提
供
、
代
替
保
育
の
連
携
等
）
、
経
営
の
効
率
化
（
経
理
面
で
の
共
同
管
理
等
）
等
を
共
同
で
行
う
場
合
に
「
コ

ン
ソ
ー
シ
ア
ム
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」
を
配
置
す
る
た
め
に
必
要
な
費
用
を
支
援
す
る
。

【
実
施
主
体
】
市
区
町
村

【
補

助
率
】
1/
2
（
国
1/
2、

市
区
町
村
1/
2）

【
補
助
単
価
（
年
額
）
】
①
１
か
所
当
た
り

4,
54
9千

円
②
１
自
治
体
当
た
り

4,
18
0千

円
（
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
２
人
以
上
配
置
す
る
場
合
は
、
8,
18
0千

円
）

【
保
育
園
・認
定
こ
ど
も
園
・幼
稚
園
】

○
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
業
務
例

・
小
規
模
保
育
事
業
等
と
の
情
報
共
有

・
小
規
模
保
育
事
業
等
に
対
す
る
相
談
や

助
言

・
保
護
者
と
の
相
談
会

・
行
事
の
参
加
等

等

【
小
規
模
保
育
事
業
所
等
】

連
携
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
付
与

○
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
業
務
例

・
共
同
で
の
備
品
購
入
、
連
携
施
設
か
ら
の

給
食
提
供
調
整

・
代
替
保
育
職
員
の
調
整

・
保
育
補
助
者
の
雇
用
・
管
理

・
公
定
価
格
の
請
求
等
の
事
務
処
理

・
各
事
業
者
へ
の
巡
回
指
導
、
相
談
支
援

・
各
事
業
者
間
の
情
報
共
有
等

コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

保
育
マ
マ
が
保
育
に
専
念
で
き
る
環
境
を

整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
家
庭
的
保
育
事
業
に

参
入
し
や
す
く
な
り
、
更
な
る
保
育
マ
マ
の

普
及
・質
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
可
能
。

② の メ ニ ュ ー① の メ ニ ュ ー い
ず
れ
か
一
方

の
み
実
施
可

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
3
9
4
億

円
の

内
数

）
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・
保

育
園

等
に

勤
務

す
る

保
育

士
等

や
保

育
園

以
外

の
職

員
、

巡
回

支
援

指
導

員
に

対
す

る
研

修

・
研

修
内

容
に

保
育

園
等

が
遵

守
・

留
意

す
べ

き
内

容
を

追
加

（
拡

充
）

質
の

確
保

・
向

上
の

た
め

の
研

修
事

業
質

の
確

保
・

向
上

の
た

め
の

巡
回

支
援

指
導

事
業

・
重

大
事

故
が

発
生

し
や

す
い

場
面

、
事

故
防

止
の

取
組

、
事

故
発

生
時

の
対

応
に

関
す

る
助

言
・

指
導

（
従

来
）

・
保

育
園

等
が

遵
守

・
留

意
す

べ
き

内
容

や
利

用
料

の
便

乗
値

上
げ

の
注

意
喚

起
等

を
実

施
(拡

充
)

【
事

業
内

容
】

保
育

園
や

認
可

外
保

育
施

設
等

の
質

の
確

保
及

び
向

上
を

目
的

と
し

て
、

保
育

園
等

が
遵

守
・

留
意

す
べ

き
内

容
や

死
亡

事
故

等
の

重
大

事
故

の
防

止
に

関
す

る
指

導
・

助
言

を
行

う
「

巡
回

支
援

指
導

員
」

の
配

置
に

要
す

る
費

用
や

、
保

育
園

職
員

や
巡

回
支

援
指

導
員

等
に

対
し

て
、

遵
守

・
留

意
す

べ
き

内
容

や
重

大
事

故
防

止
に

関
し

て
必

要
な

知
識

、
技

能
の

修
得

、
資

質
の

確
保

の
た

め
の

研
修

の
実

施
に

要
す

る
費

用
の

一
部

を
補

助
す

る
。

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

、
市

区
町

村

【
補

助
単

価
(案

)】
・

研
修

事
業

：
１

回
当

た
り

3
0
2
千

円
（

2
2
0
千

円
）

・
巡

回
支

援
指

導
事

業
：

指
導

員
１

人
当

た
り

4
,0

6
2
千

円
（

管
内

の
施

設
数

等
に

応
じ

た
配

置
）

【
補

助
率

】
国

：
1
/2

、
都

道
府

県
・

市
区

町
村

：
1
/2

保
育

園
等

の
質

の
確

保
・

向
上

の
た

め
の

取
組

強
化

事
業

（
旧

：
保

育
所

等
の

事
故

防
止

の
取

組
強

化
事

業
）

認
可

外
保

育
施

設
認

可
外

の
居

宅
訪

問
型

保
育

事
業

（
ベ

ビ
ー

シ
ッ

タ
ー

）

認
可

保
育

園
等

巡
回
支
援
指
導
員

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
3
9
4
億

円
の

内
数

）
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保
育

の
供

給
を

増
や

し
、

待
機

児
童

解
消

を
図

る
と

と
も

に
、

子
ど

も
を

安
心

し
て

育
て

る
こ

と
が

で
き

る
体

制
の

整
備

を
目

的
と

し
て

、
①

認
可

保
育

所
等

へ
の

移
行

を
希

望
す

る
認

可
外

保
育

施
設

に
つ

い
て

、
移

行
の

障
害

と
な

っ
て

い
る

事
由

を
調

査
・

診
断

す
る

ほ
か

、
②

指
導

監
督

基
準

を
満

た
し

て
い

な
い

認
可

外
保

育
施

設
へ

の
指

導
を

強
化

し
、

（
拡

充
）

移
行

に
向

け
た

計
画

書
の

作
成

・
見

直
し

及
び

移
行

ま
で

の
助

言
指

導
を

行
う

た
め

の
費

用
の

一
部

を
補

助
す

る
。

＜
拡

充
の

内
容

＞
「

幼
稚

園
、

保
育

所
、

認
定

こ
ど

も
園

以
外

の
無

償
化

措
置

の
対

象
範

囲
等

に
関

す
る

検
討

会
報

告
書

」
に

お
い

て
、

無
償

化
の

対
象

と
な

る
サ

ー
ビ

ス
と

し
て

、
指

導
監

督
基

準
を

満
た

す
こ

と
が

示
さ

れ
た

こ
と

か
ら

、
指

導
監

督
基

準
を

満
た

さ
な

い
認

可
外

保
育

施
設

に
対

し
て

指
導

監
督

基
準

を
満

た
す

た
め

に
必

要
な

助
言

指
導

を
行

う
。

【
実

施
主

体
】

都
道

府
県

、
市

町
村

【
補

助
率

】
国

1
/2

、
都

道
府

県
1
/2

 又
は

国
1
/2

、
都

道
府

県
1
/4

、
市

区
町

村
1
/4

【
補

助
基

準
額

（
案

）
】

１
．

認
可

化
移

行
可

能
性

調
査

支
援

１
か

所
当

た
り

5
6
4
千

円
２

．
認

可
化

移
行

助
言

指
導

支
援

１
施

設
当

た
り

5
0
4
千

円
３

．
指

導
監

督
基

準
遵

守
助

言
指

導
支

援
１

施
設

当
た

り
7
5
5
千

円
【

拡
充

】

認
可

化
移

行
調

査
・

助
言

指
導

事
業

（
旧

：
認

可
化

移
行

調
査

費
等

支
援

事
業

）

認
可

化
移

行
希

望
(指

導
監

督
基

準
を

満
た

す
)

認
可

外
保

育
施

設

・
調

査
・

助
言

・
指

導
計

画
書

の
提

出

１
認

可
化

移
行

可
能

性
調

査
支

援
認

可
化

の
障

害
と

な
っ

て
い

る
事

由
を

診
断

２
認

可
化

移
行

助
言

指
導

支
援

認
可

化
移

行
に

必
要

な
保

育
内

容
や

施
設

運
営

等
に

つ
い

て
助

言
・

指
導

○
指

導
監

督
基

準
を

満
た

す
認

可
外

保
育

施
設

の
場

合

指
導

監
督

基
準

を
満

た
さ

な
い

・
継

続
的

な
助

言
・

指
導

連
携

巡
回

支
援

指
導

員

指
導

監
督

助
言

・
指

導

認
可

外
保

育
施

設

連
携

都
道

府
県

等
の

認
可

外
保

育
施

設
の

指
導

監
督

担
当

部
署

３
指

導
監

督
基

準
遵

守
助

言
指

導
支

援
都

道
府

県
等

の
①

認
可

外
保

育
施

設
の

担
当

者
や

②
巡

回
支

援
指

導
員

と
連

携
し

て
、

対
象

施
設

が
指

導
監

督
基

準
を

満
た

す
た

め
に

必
要

な
助

言
指

導
を

継
続

的
に

行
う

○
指

導
監

督
基

準
を

満
た

さ
な

い
認

可
外

保
育

施
設

の
場

合
【

拡
充

】

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
3
9
4
億

円
の

内
数

）
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●
保
育
園
等
整
備
交
付
金
（
保
育
園
整
備
事
業
、
小
規
模
保
育
整
備
事
業
、
保
育
園
等
防
音
壁
整
備
事
業
、
防
犯
対
策
強
化
事
業
）
※
上
記
①
、
②

保
育
園
等
、
小
規
模
保
育
事
業
所
の
創
設
、
増
築
、
老
朽
改
築
等
に
係
る
費
用
の
一
部
支
援

※
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
に
参
加
す
る
等
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
補
助
率
の
嵩
上
げ
を
実
施
（
１
／
２
→
２
／
３
）

●
保
育
園
等
改
修
費
等
支
援
事
業

※
上
記
①

保
育
園
等
、
小
規
模
保
育
事
業
所
の
創
設
、
定
員
の
拡
大
、
老
朽
化
に
伴
う
改
修
等
に
係
る
費
用
の
一
部
支
援

※
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
に
参
加
す
る
等
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、
補
助
率
の
嵩
上
げ
を
実
施
（
１
／
２
→
２
／
３
）

保
育
園
等
の
整
備
の
推
進

［
趣
旨
］

①
「
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
に
よ
る
保
育
の
受
け
皿
拡
大
の
前
倒
し
等

●
２
０
１
７
（
平
成
２
９
）
年
６
月
に
発
表
し
た
「
子
育
て
安
心
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
き
、
若
い
世
代
の
子
育
て
へ
の
安
心
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
、
女
性

就
業
率
８
割
に
対
応
で
き
る
約
３
２
万
人
の
保
育
の
受
け
皿
を
２
０
１
８
（平
成
３
０
）～
２
０
２
０
（平
成
３
２
）年
度
末
ま
で
の
３
年
間
で
整
備

●
保
育
の
受
け
皿
整
備
を
確
実
に
進
め
る
た
め
、
２
０
１
９
（
平
成
３
１
）
年
度
の
市
区
町
村
拡
大
量
の
う
ち
１
．
０
万
人
分
を
前
倒
し
し
、
施
設
整
備
等

を
進
め
る
た
め
の
経
費
等
を
補
正
計
上

②
耐
震
、
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
改
修
整
備
に
関
す
る
緊
急
対
策

●
平
成
３
０
年
北
海
道
胆
振
東
部
地
震
・
大
阪
北
部
地
震
を
踏
ま
え

・
耐
震
化
状
況
調
査
の
結
果
、
耐
震
化
が
必
要
な
保
育
園
等
に
つ
い
て
、
建
物
の
倒
壊
、
破
損
等
を
防
止
す
る
た
め
の
柱
や
壁
な
ど
躯
体
の
耐

震
補
強
改
修
工
事

・
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
安
全
点
検
の
状
況
調
査
の
結
果
、
安
全
性
に
問
題
の
あ
る
施
設
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
に
つ
い
て
、
倒
壊
、
破
損
等
を
防
止
す
る

た
め
の
改
修
工
事
等

を
緊
急
的
に
実
施
す
る
。

平
成
３
０
年
度
第
２
次
補
正
予
算
案

４
８
２
．
４
億
円

保
育
園
等
整
備
交
付
金

３
９
３
．
６
億
円

保
育
園
等
改
修
費
等
支
援
事
業

８
８
．
８
億
円

［
実
施
主
体
］
市
区
町
村
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保
育

園
等

に
お

け
る

Ｉ
Ｃ

Ｔ
化

の
推

進

【
事

業
内

容
】

保
育

士
の

業
務

負
担

軽
減

を
図

る
た

め
、

保
育

に
関

す
る

計
画

・
記

録
や

保
護

者
と

の
連

絡
、

子
ど

も
の

登
降

園
管

理
等

の
業

務
の

Ｉ
Ｃ

Ｔ
化

を
行

う
た

め
に

必
要

な
シ

ス
テ

ム
の

導
入

費
用

の
一

部
の

補
助

を
行

う
。

【
実

施
主

体
】

市
区

町
村

【
補

助
単

価
】

１
施

設
当

た
り

1
0
0
万

円

【
補

助
率

】
国

：
１

／
２

、
市

区
町

村
：

１
／

４
、

事
業

者
：

１
／

４

市
区

町
村

保
育

園
等

【
業
務
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
例
】

○
保
育
に
関
す
る
計
画
・
記
録

・
手

書
き

で
作

成
し

て
い

た
各

期
間

（
年

・
月

・
週

・
日

）
ご

と
の

指
導

計
画

や
保

育
日

誌
に

つ
い

て
、

シ
ス

テ
ム

に
よ

り
、

関
連

す
る

項
目

が
自

動
的

に
入

力
さ

れ
る

。

○
登
降
園
管
理

・
手

作
業

で
行

っ
て

い
た

子
ど

も
の

出
欠

状
況

の
集

計
や

延
長

保
育

料
金

の
計

算
に

つ
い

て
、

タ
ッ

チ
パ

ネ
ル

式
の

機
器

の
導

入
に

よ
り

、
登

園
・

降
園

時
間

が
シ

ス
テ

ム
で

管
理

さ
れ

、
出

欠
状

況
の

集
計

や
延

長
保

育
料

金
の

計
算

が
自

動
的

に
行

わ
れ

る
。

業
務

支
援

シ
ス

テ
ム

①
申

請

③
補

助

②
シ

ス
テ

ム
の

導
入

に
よ

る
業
務
の
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
の
実
施

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
）

平
成
３
０
年
度
第
２
次
補
正
予
算
額
（
案
）
：
４
．
４
億
円
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【
事
業
概
要
】

０
～
１
歳
の
午
睡
中
に
死
亡
事
故
な
ど
が
発
生
し
て
い
る
状
況
を
踏
ま
え
、
睡
眠
中
の
事
故
防
止
な
ど
保
育
の
質
の
確
保
・
向
上
の
た

め
に
必
要
な
機
器
の
導
入
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
安
全
か
つ
安
心
な
保
育
の
環
境
の
確
保
を
図
る
。

【
実
施
主
体
】
都
道
府
県
、
市
区
町
村
（
機
器
は
保
育
施
設
が
購
入
）

【
補
助
単
価
】
１
施
設
あ
た
り
５
０
０
千
円
以
内

【
補
助
率
】

国
：
１
／
２

都
道
府
県
・
市
区
町
村
：
１
／
４

事
業
者
：
１
／
４

保
育
園
等
に
お
け
る
事
故
防
止
推
進
事
業

平
成
3
０
年
度
第
２
次
補
正
予
算
額
（
案
）
２
．
５
億
円

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
の

内
数

）

都
道
府
県

市
区
町
村

申
請

認
可
保
育
園
等

認
可
外
保
育
施
設

補
助

【
事

業
イ

メ
ー

ジ
】

機
器

の
購

入
（

例
）

セ
ン
サ
ー

＜
午

睡
チ

ェ
ッ

ク
＞

午
睡

中
の

体
動

や
体

の
向

き
を

自
動

検
知

し
、

睡
眠

時
の

チ
ェ

ッ
ク

表
に

自
動

で
記

録
す

る
な

ど
、

事
務

負
担

等
を

軽
減

す
る

機
能

を
備

え
る

IC
T
機

器

→
保
育
士
等
が
乳
幼
児
の
睡
眠
中
の
呼
吸
点
検
や

見
守
り
に
専
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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保
育
士
修
学
資
金
貸
付
等
事
業

【
事
業
内
容
】

保
育
人
材
確
保
事
業
を
着
実
に
実
施
す
る
た
め
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
で
実
施
し
て
い
る
保
育
士
修
学
資
金
貸
付
等
事
業
の
貸
付
原

資
等
の
充
実
や
新
規
に
貸
付
事
業
を
実
施
す
る
自
治
体
へ
の
支
援
を
行
う
。

【
実
施
主
体
】
都
道
府
県
・
指
定
都
市

【
補
助
率
】
国
：
９
／
１
０
、
地
方
の
負
担
割
合
：
１
／
１
０

１
．
保
育
士
修
学
資
金
貸
付

○
貸
付
額
（
上
限
）

ア
学

費
5万

円
（
月
額
）

イ
入
学
準
備
金

20
万
円
（
初
回
に
限
る
）

ウ
就
職
準
備
金

20
万
円
（
最
終
回
に
限
る
）

エ
生
活
費
加
算

4
.2
万
円
程
度
（
月
額
）

※
生
活
保
護
受
給
者
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
経
済
状
況
の
者
に
限
る

※
貸
付
期
間
：
最
長
２
年
間

○
貸
付
額
(上

限
)

5
.4
万
円
の
半
額
(月

額
)

※
貸
付
期
間
：
１
年
間

○
貸
付
額
(上

限
)

就
職
準
備
金

40
万
円

２
．
保
育
補
助
者
雇
上
支
援

３
．
未
就
学
児
を
も
つ
保
育
士
の

保
育
所
復
帰
支
援

４
．
潜
在
保
育
士
の
再
就
職
支
援

○
保
育
士
の
雇
用
管
理
改
善
や
労
働
環
境
改
善
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
保
育

事
業
者
に
対
し
、
保
育
士
資
格
を
持
た
な
い
保
育
補
助
者
の
雇
い
上
げ
に
必
要
な
費

用
の
貸
付
け
に
よ
り
、
保
育
士
の
負
担
を
軽
減

○
施
設
全
体
の
保
育
従
事
者
に
占
め
る
未
就
学
児
を
も
つ
保
育
従
事
者
の
割
合
が
２

割
以
上
の
保
育
所
等
に
つ
い
て
は
、
短
時
間
勤
務
の
保
育
補
助
者
を
追
加
配
置
に
必

要
な
費
用
を
貸
付

○
保
育
補
助
者
が
原
則
と
し
て
３
年
間
で
保
育
士
資
格
を
取
得
又
は
こ
れ
に
準
じ
た

場
合
、
返
還
を
免
除

○
未
就
学
児
を
有
す
る
潜
在
保
育
士
が
支
払
う
べ
き
未
就
学
児
の
保
育
料
の
一
部
の

貸
付
け
に
よ
り
、
再
就
職
を
促
進

○
再
就
職
後
、
２
年
間
の
実
務
従
事
に
よ
り
返
還
を
免
除

○
潜
在
保
育
士
が
再
就
業
す
る
場
合
の
就
職
準
備
金
の
貸
付
け
に
よ
り
、
潜
在
保
育

士
の
掘
り
起
こ
し
を
促
進

○
再
就
職
後
、
２
年
間
の
実
務
従
事
に
よ
り
返
還
を
免
除

○
保
育
補
助
者
雇
上
費
貸
付
額
(上

限
)

29
5.
3万

円
(年

額
)

※
貸
付
期
間
：
最
長
３
年
間

○
保
育
補
助
者
(短

時
間
勤
務
)雇

上
費
貸
付
額
(上

限
)

22
1.
5万

円
(年

額
)

※
貸
付
期
間
：
最
長
３
年
間

○
保
育
士
養
成
施
設
に
通
う
学
生
に
対
し
、
修
学
資
金
の
一
部
を
貸
付
け

○
卒
業
後
、
５
年
間
の
実
務
従
事
に
よ
り
返
還
を
免
除

○
貸
付
額
(上

限
)

事
業
利
用
料
金
の
半
額

※
貸
付
期
間
：
２
年
間

○
保
育
所
等
に
勤
務
す
る
未
就
学
児
を
も
つ
保
育
士
に
つ
い
て
、
勤
務
時
間
（
早
朝

又
は
夜
間
）
に
よ
り
、
自
身
の
子
ど
も
の
預
け
先
が
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
や
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
派
遣
事
業
を
利

用
す
る
際
の
利
用
料
金
の
一
部
を
支
援

○
２
年
間
の
勤
務
に
よ
り
返
還
を
免
除

５
．
未
就
学
児
を
持
つ
保
育
士
の

子
ど
も
の
預
か
り
支
援

【
貸
付
事
業
の
メ
ニ
ュ
ー
】

（
保

育
対

策
総

合
支

援
事

業
費

補
助

金
）

平
成
３
０
年
度
第
２
次
補
正
予
算
額
（
案
）
：
１４
．
７
億
円
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家
庭
的
保
育
事
業
等
に
お
け
る
連
携
施
設
に
関
す
る
要
件
の
見
直
しに
つ
い
て

３
．
提
案
に
つ
い
て
の
対
応

○
連
携
施
設
に
つ
い
て
、上
記
の
①
～
③
の
全
て
が
確
保
され
て
い
る
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
は
、4
6％
とな
って
お
り、
その

確
保
を
推
進
して
い
くこ
とは
重
要
な
課
題
。

○
当
面
の
対
応
とし
て
、連
携
施
設
の
確
保
の
促
進
に
向
け
、定
員
規
模
が
保
育
所
並
み
（
20
人
以
上
）
で
あ
り、
国
又
は

自
治
体
の
補
助
を
受
け
つ
つ
、一
定
の
保
育
の
質
が
確
保
され
て
い
る
と市
町
村
が
認
め
る
施
設
に
つ
い
て
は
、卒
園
後
の
受
け

皿
の
対
象
とし
て
追
加
す
る
こと
が
考
え
られ
る
。

○
具
体
的
に
は
、定
員
が
20
名
以
上
で
あ
って
、市
区
町
村
が
適
当
と認
め
る

①
企
業
主
導
型
保
育
施
設

②
地
方
公
共
団
体
が
運
営
費
支
援
等
を
行
って
い
る
認
可
外
保
育
施
設

を
卒
園
後
の
受
け
皿
とし
て
の
連
携
施
設
とし
て
位
置
づ
け
る
こと
も
可
能
とし
て
は
どう
か
。

１
．
現
行
制
度
に
つ
い
て

○
家
庭
的
保
育
事
業
等

（
※
１
）
は
、①
集
団
保
育
の
提
供
な
どの
保
育
内
容
の
支
援
、②
職
員
が
病
気
の
場
合
等
の
代
替

保
育
の
提
供
、③
３
～
５
歳
児
の
受
け
皿
の
確
保
、の
連
携
を
連
携
施
設
（
保
育
所
、認
定
こど
も
園
又
は
幼
稚
園

（
※
２
）
）

か
ら確
保
しな
け
れ
ば
な
らな
い
。

（
※
１
）
家
庭
的
保
育
事
業
、小
規
模
保
育
事
業
、居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
、事
業
所
内
保
育
事
業

（
※
２
）
家
庭
的
保
育
事
業
を
行
う場
所
以
外
に
お
い
て
代
替
保
育
を
提
供
す
る
場
合
は
、保
育
所
、認
定
こど
も
園
、幼
稚
園
、小
規
模
保
育
事
業
（
Ａ
型
、Ｂ
型
）
、事
業
所

内
保
育
事
業
。家
庭
的
保
育
事
業
を行
う場
所
に
お
い
て
代
替
保
育
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、事
業
の
規
模
等
を
勘
案
して
そ
の
他
市
区
町
村
が
適
切
と認
め
る
事
業
所
。

２
．
提
案
内
容
に
つ
い
て

○
卒
園
後
の
受
け
皿
とな
る
連
携
施
設
の
対
象
に
自
治
体
の
認
証
保
育
所
、企
業
主
導
型
保
育
所
な
どを
加
え
る
。

（
さい
た
ま
市
、特
別
区
長
会
）

※
引
き
続
き
、現
下
の
連
携
施
設
の
設
定
状
況
を
踏
ま
え
、自
治
体
に
お
け
る
運
用
状
況
等
を
調
査
した
上
で
、連
携
施
設

の
確
保
の
促
進
策
に
つ
い
て
更
な
る
検
討
。
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平
成
30
年
度
の
地
方
か
らの
提
案
に
対
す
る
対
応
方
針
に
つ
い
て
（
平
成
30
年
12
月
25
日
閣
議
決
定
）
（
抜
粋
）

（
４
）
児
童
福
祉
法
（
昭

22
法

16
4）
、
雇
用
保
険
法
（
昭

49
法

11
6）
及
び
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉

に
関
す
る
法
律
（
平
３
法

76
）

育
児
休
業
及
び
育
児
休
業
給
付
金
の
期
間
延
長
に
係
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
保
育
所
等
の
利
用
調
整
に
お
け
る
公
平
性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、

育
児
休
業
等
の
制
度
の
適
切
な
運
用
を
図
る
た
め
、
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。

・
保
育
所
等
の
利
用
調
整
に
当
た
り
、
保
護
者
か
ら
の
申
込
み
の
う
ち
、
保
育
の
必
要
性
の
高
い
者
を
優
先
的
に
取
り
扱
う
た
め
、
所
要
の
調
整

方
法
を
地
方
公
共
団
体
に

20
18
年
度
中
に
通
知
す
る
。

・
育
児
休
業
等
の
制
度
の
趣
旨
に
則
っ
た
同
制
度
の
活
用
を
促
す
方
法
に
つ
い
て
検
討
し
、

20
18
年
度
中
に
結
論
を
得
る
。
そ
の
結
果
に
基
づ
い

て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。

な
お
、
育
児
休
業
等
の
延
長
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
提
案
の
趣
旨
や
保
育
所
の
整
備
状
況
等
を
踏
ま
え
つ
つ
、
中
長
期
的
に
検
討
を
行

い
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。

（
７
）
児
童
福
祉
法
（
昭

22
法

16
4）
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平

24
法

65
）

（
ⅱ
）
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平

26
厚
生
労
働
省
令

61
）
の
う
ち
、
連
携
施
設
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、

以
下
の
と
お
り
と
す
る
。

・
連
携
施
設
に
関
す
る
経
過
措
置
（
同
令
附
則
３
条
）
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
連
携
施
設
を
確
保
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
特
例
を
延
長
す
る

こ
と
と
し
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
。

（
関
係
府
省
：
内
閣
府
）

・
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
に
つ
い
て
、
満
３
歳
以
上
の
児
童
の
受
入
れ
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
連
携
施
設
の
確
保
を
不
要
と
す

る
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
、

20
18
年
度
中
に
結
論
を
得
る
。
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。

（
関
係
府
省
：
内
閣
府
）

・
家
庭
的
保
育
事
業
者
等
が
保
育
所
、
幼
稚
園
又
は
認
定
こ
ど
も
園
と
の
連
携
に
よ
っ
て
適
切
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
連
携
協
力
項

目
の
う
ち
、
卒
園
後
の
受
け
皿
の
設
定
（
同
令
６
条
３
号
）
に
つ
い
て
は
、
企
業
主
導
型
保
育
施
設
又
は
認
可
外
保
育
施
設
（
児
童
福
祉

法
59
条
１
項
に
規
定
す
る
施
設
の
う
ち
、
同
法

39
条
１
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
事
業
実
施
補
助
を
受
け
て

い
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
も
の
か
ら
確
保
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
方
策
を
検
討
し
、

20
18
年
度
中

に
結
論
を
得
る
。
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。

（
関
係
府
省
：
内
閣
府
）
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放
課
後
児
童
支
援
員
に
係
る
都
道
府
県
認
定
資
格
研
修
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
概
要

○
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
「放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」（
平
成
２
６
年
厚
生
労
働
省
令
第
６
３
号
。
以
下
「基
準
」と
い
う
。
）

に
基
づ
き
、
基
準
第
１
０
条
第
３
項
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
、
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て
必
要
と
な
る
基
本
的
生
活
習
慣
の
習
得
の
援
助
、

自
立
に
向
け
た
支
援
、
家
庭
と
連
携
し
た
生
活
支
援
等
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
し
、
有
資
格
者
と
な
る
た
め
の
都
道
府
県
知
事
が
行
う
研
修
（以
下

「認
定
資
格
研
修
」と
い
う
。
）
の
円
滑
な
実
施
に
資
す
る
た
め
に
策
定
す
る
も
の
。

○
認
定
資
格
研
修
は
、
一
定
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
基
準
第
１
０
条
第
３
項
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
、
放
課
後
児
童
健
全

育
成
事
業
（
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
）に
従
事
す
る
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
補
完
し
、
新
た
に
策
定
し
た
基
準
及
び
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
運
営
指
針
（平
成
２
７
年
３
月
３
１
日
雇
児
発
０
３
３
１
第
３
４
号
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・児
童
家
庭
局
長
通
知
）
に
基
づ
く
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て
の

役
割
及
び
育
成
支
援
の
内
容
等
の
共
通
の
理
解
を
得
る
た
め
、
職
務
を
遂
行
す
る
上
で
必
要
最
低
限
の
知
識
及
び
技
能
の
習
得
と
そ
れ
を
実
践
す
る
際
の
基
本

的
な
考
え
方
や
心
得
を
認
識
し
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
す
る
も
の
。

基
本
的
考
え
方

研
修
内
容
等

事
項

主
な

内
容

実
施
主
体

都
道
府
県
（都
道
府
県
が
認
定
資
格
研
修
を
実
施
す
る
上
で
適
当
と
認
め
る
市
区
町
村
、
民
間
団
体
等
に
一
部
委
託
可
）

研
修
内
容
・時
間
数

次
項
の
と
お
り
（
１
６
科
目
２
４
時
間
）（
都
道
府
県
の
実
情
に
応
じ
て
研
修
科
目
等
を
追
加
し
て
の
実
施
も
可
）。

修
了
の
認
定
・

修
了
証
の
交
付

都
道
府
県
は
、
認
定
資
格
研
修
の
全
科
目
を
履
修
し
、
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て
の
必
要
な
知
識
及
び
技
能
を
習
得
し
た
と
認
め
ら

れ
る
者
に
対
し
て
、
修
了
の
認
定
を
行
い
、
「
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
修
了
証
」
を
都
道
府
県
知
事
名
で
交
付

認
定
の
取
消

都
道
府
県
は
、
認
定
を
受
け
た
者
が
、
次
の
事
由
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
当
該
者
の
認
定
者
名
簿
か
ら
の
削
除
が
可
能
。

①
虚
偽
又
は
不
正
の
事
実
に
基
づ
い
て
認
定
を
受
け
た
場
合

②
虐
待
等
の
禁
止
（
基
準
第
１
２
条
）
に
違
反
し
た
場
合

③
秘
密
保
持
義
務
（基
準
第
１
６
条
第
１
項
）
に
違
反
し
た
場
合

④
そ
の
他
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て
の
信
用
失
墜
行
為
を
行
っ
た
場
合
な
ど

研
修
会
参
加
費
用

資
料
等
に
係
る
実
費
相
当
部
分
、
研
修
会
場
ま
で
の
受
講
者
の
旅
費
及
び
宿
泊
費
に
つ
い
て
は
、
受
講
者
又
は
運
営
主
体
が
負
担
。

費
用
に
対
す
る
支

援
国
は
、
都
道
府
県
に
対
し
て
、
認
定
資
格
研
修
の
実
施
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
補
助
。

（
※
）
認
定
資
格
研
修
を
受
講
す
る
際
の
代
替
職
員
の
雇
上
げ
経
費
及
び
研
修
会
場
ま
で
の
旅
費
に
つ
い
て
は
、
運
営
費
に
計
上
。

平
成
3
1
年
1
月
1
2
日
現
在

【
「
放
課
後
児
童
支
援
員
等
研
修
事
業
実
施
要
綱
」
（
平
成
２
７
年
５
月
２
１
日
厚
生
労
働
省
雇
用
均
等
・
児
童
家
庭
局
長
通
知
）
よ
り
】
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認
定
の
仕
組
み
（
都
道
府
県
の
事
務
の
主
な
流
れ
）

認
定
資
格
研
修
の
実

施
認
定
資
格
研
修
修
了
→
認
定
→
修
了
証
交
付

認
定
者
名
簿
の
作
成
・管
理

【永
年
保
存
】

全 国 共 通 で 通 用 す る

修 了 証 と し て 位 置 づ け

※
個
人
情
報
の
保
護
に
十
分
留
意

受
講
資
格
等
の
確
認

市
区
町
村

都
道
府
県

連 携 ・ 協 力

基
準
第
１
０
条

第
３
項
第
９
号

の
認
定
は

市
区
町
村
が

実
施

受
講
申
込
書
の
提
出

修 了 前 に 、 他 の 都 道

府 県 に 転 居 又 は 病 気

等 で 欠 席 し た 場 合

既 修 了 科 目 は 履 修 し

た も の と み な し 、 一

部 科 目 修 了 証 を 交

付
未 修 了 科 目 を 他 の 都

道 府 県 等 で 履 修

全 国 共 通 の

「 認 定 者 名 簿

管 理 シ ス テ ム 」

を 導 入

１
．
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
（放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
）
の
理
解
【
４
．
５
時
間
（
9
0
分
×
3
）】

①
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
目
的
及
び
制
度
内
容

②
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
一
般
原
則
と
権
利
擁
護

③
子
ど
も
家
庭
福
祉
施
策
と
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ

２
．
子
ど
も
を
理
解
す
る
た
め
の
基
礎
知
識
【
６
．
０
時
間
（
9
0
分
×
4
）
】

④
子
ど
も
の
発
達
理
解

⑤
児
童
期
（
６
歳
～
１
２
歳
）
の
生
活
と
発
達

⑥
障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
理
解

⑦
特
に
配
慮
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
の
理
解

３
．
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
子
ど
も
の
育
成
支
援
【
４
．
５
時
間
（
9
0
分
×
3
）
】

⑧
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
通
う
子
ど
も
の
育
成
支
援

⑨
子
ど
も
の
遊
び
の
理
解
と
支
援

⑩
障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
育
成
支
援

４
．
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
保
護
者
・
学
校
・
地
域
と
の
連
携
・
協
力

【
３
時
間
（
9
0
分
×
2
）
】

⑪
保
護
者
と
の
連
携
・
協
力
と
相
談
支
援

⑫
学
校
・
地
域
と
の
連
携

５
．
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
お
け
る
安
全
・安
心
へ
の
対
応
【
３
時
間
（
9
0
分
×
2
）
】

⑬
子
ど
も
の
生
活
面
に
お
け
る
対
応

⑭
安
全
対
策
・
緊
急
時
対
応

６
．
放
課
後
児
童
支
援
員
と
し
て
求
め
ら
れ
る
役
割
・
機
能
【
３
時
間
（
9
0
分
×
2
）
】

⑮
放
課
後
児
童
支
援
員
の
仕
事
内
容

⑯
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
運
営
管
理
と
運
営
主
体
の
法
令
の
遵
守

合
計
２
４
時
間
（１
６
科
目
）

放
課
後
児
童
支
援
員
に
係
る
都
道
府
県
認
定
資
格
研
修
の
項
目
・
科
目
及
び
時
間
数
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○
少

子
化

社
会

対
策

大
綱

（
平

成
2
7
年

３
月

2
0
日

閣
議

決
定

）
に

基
づ

き
、

2
0
1
9
年

度
末

ま
で

の
目

標
値

（
1
,8

0
0
か

所
（
基

本
型

・
特

定
型

）
）
を

踏
ま

え
、

必
要

な
か

所
数

を
確

保
す

る
。

○
運

営
費

【
拡

充
】

（
１

）
夜

間
・
休

日
加

算
（
基

本
型

・特
定

型
）

①
事
業
内
容

利
用
者
の
き
め
細
か
い
ニ
ー
ズ
や
意
向
、
状
況
を
積
極
的
か
つ
丁
寧
に
把
握
し
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
適
切
な
支
援
の
提
供
に
つ
な

げ
る
た
め
、
夜
間
・
休
日
の
時
間
外
相
談
を
実
施
す
る
。

➁
補
助
基
準
額
（案
）：
夜
間
加
算
：
１
，
３
２
４
千
円

休
日
加
算
：
７
１
３
千
円

（
２

）
出

張
相

談
支

援
加

算
（
基

本
型

・特
定

型
）

①
事
業
内
容

両
親
学
級
、
乳
幼
児
健
診
や
地
域
で
開
催
さ
れ
て
い
る
交
流
の
場
等
に
出
向
き
、
子
育
て
に
関
す
る
全
般
的
な
相
談
や
子
育
て
サ
ー
ビ
ス
の

情
報
提
供
、
地
域
の
保
育
所
や
保
育
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
向
け
た
相
談
支
援
な
ど
を
実
施
す
る
。

➁
補
助
基
準
額
（案
）：
１
，
０
５
５
千
円

（
３

）
機

能
強

化
の

た
め

の
取

組
加

算
（基

本
型

・特
定

型
）

①
事
業
内
容

開
所
時
間
の
延
長
や
様
々
な
場
所
へ
の
出
張
相
談
等
を
実
施
し
、
更
に
利
用
者
の
き
め
細
か
い
ニ
ー
ズ
や
意
向
、
状
況
等
を
積
極
か
つ
丁

寧
に
把
握
し
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
適
切
な
支
援
の
提
供
に
つ
な
げ
る
た
め
の
機
能
の
強
化
を
実
施
す
る
。

➁
補
助
基
準
額
（案
）：
１
，
７
６
５
千
円

（
４

）
多

言
語

化
の

た
め

の
取

組
加

算
（基

本
型

・特
定

型
）

【
新

設
】

①
事
業
内
容

生
活
者
と
し
て
の
外
国
人
に
対
す
る
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
た
め
、
子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
多
言
語
化
を
実
施
す
る
。

➁
補
助
基
準
額
（案
）：
８
０
０
千
円

※
上
記
各
事
業
の
補
助
率
：
国
１
／
３
、
都
道
府
県
１
／
３
、
市
区
町
村
１
／
３

利
用
者
支
援
事
業
に
つ
い
て

【
参
考
】
か
所
数
の
推
移
（
基
本
型
・
特
定
型
）

子
ど

も
・
子

育
て

支
援

交
付

金
（内

閣
府

所
管

）
：

１
，

３
０

４
億

円
の

内
数

（
１

，
１

８
８

億
円

の
内

数
）

3
2
3
か
所

【
実
績
】

6
3
5
か
所

【
実
績
】

8
1
2
 
か
所

【
実
績
】

9
8
2
 
か
所

【
実
績
】

1
,
2
0
6
 
か
所

（
予
算
）

1
,
3
3
1
 
か
所

（
予
算
案
）

平
成

26
年

度

（
20

14
年

度
）

平
成

27
年

度

（
20

15
年

度
）

平
成

28
年

度

（
20

16
年

度
）

平
成

29
年

度

（
20

17
年

度
）

平
成

30
年

度

（
20

18
年

度
）

平
成

31
年

度

（
20

19
年

度
）

（
注

）
金

額
は

平
成

3
1
年

度
予

算
案

（
（

）
内

は
3
0
年

度
予

算
額

）
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地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
に
つ
い
て

○
少

子
化

社
会

対
策

大
綱

（
平

成
2
7
年

３
月

2
0
日

閣
議

決
定

）
に

基
づ

き
、

2
0
1
9
年

度
末

ま
で

に
8
,0

0
0
か

所
の

設
置

を
目

指
す

。

１
．

運
営

費
①
事
業
内
容

家
庭
や
地
域
に
お
け
る
子
育
て
機
能
の
低
下
や
、
子
育
て
中
の
親
の
孤
独
感
や
負
担
感
の
増
大
等
に
対
応
す
る
た
め
、
子
育
て
中
の
親
子

が
気
軽
に
集
い
、
相
互
交
流
や
子
育
て
の
不
安
・
悩
み
を
相
談
で
き
る
場
を
運
営
す
る
た
め
に
要
す
る
費
用
に
対
し
て
補
助
を
行
う
。

②
補
助
基
準
額
（
案
）：
８
，
１
５
２
千
円
※
５
日
型
（
常
勤
職
員
を
配
置
す
る
）の
場
合

③
補
助
率
：
国
１
／
３
、
都
道
府
県
１
／
３
、
市
区
町
村
１
／
３

子
ど

も
・
子

育
て

支
援

交
付

金
（内

閣
府

所
管

）
：

１
，

３
０

４
億

円
の

内
数

（
１

，
１

８
８

億
円

の
内

数
）

３
．

担
当

職
員

の
資

質
向

上
に

向
け

た
取

組
（

１
）
地

域
子

育
て

支
援

拠
点

事
業
所

職
員
等

研
修
事
業

①
事
業
内
容

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
に
従
事
す
る
職
員
に
必
要
と
な
る
知
識
・技
能
等
の
習
得
等
資
質
向
上
を
図
る
た
め
の
研
修
を
実
施
す
る
。

②
実
施
主
体
：
都
道
府
県
、
市
区
町
村

③
補
助
基
準
額
：
厚
生
労
働
大
臣
が
認
め
た
額

④
補
助
率
：
国
１
／
２
、
都
道
府
県
・
市
区
町
村
１
／
２

（
２
）
地

域
の

子
育

て
支

援
機

能
等
強

化
事
業

①
事
業
内
容

地
域
の
子
育
て
支
援
に
関
す
る
指
導
的
立
場
の
者
を
幅
広
く
養
成
し
、
地
域
の
子
育
て
力
の
向
上
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
す
る
。

②
実
施
主
体
：
国

※
公
募
に
よ
り
民
間
団
体
に
委
託
予
定

子
ど

も
・
子

育
て

支
援

対
策

推
進

事
業

委
託

費
（
指

導
者

養
成

等
研

修
事

業
）
：

１
．

４
億

円
の

内
数

（
１

．
３

億
円

の
内

数
）

子
ど

も
・
子

育
て

支
援

対
策

推
進

事
業

費
補

助
金

（
職

員
の

資
質

向
上

・
人

材
確

保
等

研
修

）
：

３
０

．
９

億
円

の
内

数
（
２

２
．

１
億

円
の

内
数

）

【
参
考
】
か
所
数

の
推
移

２
．

環
境

改
善

事
業

①
事
業
内
容

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
を
継
続
的
に
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
改
修
、
備
品
の
整
備
に
か
か
る
費
用
に
対
し
て
補
助
を
行
う
。

②
補
助
基
準
額
（
案
）：
８
，
０
０
０
千
円

③
補
助
率
：
国
１
／
２
、
都
道
府
県
１
／
４
、
市
区
町
村
１
／
４
又
は
国
１
／
２
、
指
定
都
市
・中
核
市
・
児
童
相
談
所
設
置
市
１
／
２

児
童

虐
待

・
Ｄ

Ｖ
対

策
等

総
合

支
援

事
業

：
１

６
９

億
円

の
内

数
（
１

５
９

億
円

の
内

数
）

6
5
3
8
か
所

【
実
績
】

6
8
1
8
か
所

【
実
績

】

7
,
0
6
3
 
か
所

【
実
績
】

7
,
2
5
9
 
か
所

【
実
績
】

7
,
8
0
0
 
か
所

（
予
算
）

8
,
0
0
0
 
か
所

（
予
算
案
）

平
成

26
年

度

（
20

14
年

度
）

平
成

27
年

度

（
20

15
年

度
）

平
成

28
年

度

（
20

16
年

度
）

平
成

29
年

度

（
20

17
年

度
）

平
成

30
年

度

（
20

18
年

度
）

平
成

31
年

度

（
20

19
年

度
）

（
注

）
金

額
は

平
成

3
1
年

度
予

算
案

（
（

）
内

は
3
0
年

度
予

算
額

）
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地
域

子
育

て
支

援
拠

点
従

事
職

員
に

関
す

る
研

修
の

考
え

方

【
新
任
職
員
】

◇
経
験
年
数
が

概
ね
3
年
未
満
の
職
員【
ベ
テ
ラ
ン
職
員
】

○
地
域
の
人
材
に
よ
る
子
育
て
支
援
活
動
強
化
研
修

①
対
象
者

・
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
の
管
理
者
や
事
業
所
に
お
い
て
指
導
的
立
場
に
あ
る
者

②
研
修
の
目
的

・
地
域
の
子
育
て
に
関
す
る
指
導
的
立
場
の
者
の
養
成

・
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
の
課
題
へ
の
対
応
技
術
の
習
得

③
実
施
主
体
：
国
（
※
公
募
に
よ
り
民
間
団
体
に
委
託
予
定
）

○
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
所
職
員
等
研
修
事
業

①
対
象
者

・
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
の
業
務
経
験
年
数
が
あ
る
程
度
あ
る
者

②
研
修
の
目
的

・
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
所
の
職
員
の
質
の
向
上

・
地
域
に
お
け
る
子
育
て
支
援
に
関
し
て
の
専
門
的
知
識
や
技
術
等
の
修
得

③
補
助
率

国
１
／
２
、
都
道
府
県
・
市
町
村
１
／
２

○
子
育
て
支
援
員
研
修

（
地
域
子
育
て
支
援
コー
ス
・地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
）

①
対
象
者

・
新
た
に
子
育
て
支
援
等
の
業
務
に
従
事
す
る
者
、
ま
た
は
経
験
が
浅
い
者

②
研
修
の
目
的

・
多
様
な
子
育
て
支
援
分
野
全
般
に
関
し
て
の
基
礎
的
知
識
や
技
術
等
の
修
得

・
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
に
つ
い
て
全
体
像
の
理
解
、
お
よ
び
事
業
の
ね
ら
い
に

つ
い
て
の
理
解

③
補
助
率

国
１
／
２
、
都
道
府
県
・
市
町
村
１
／
２

指 導 者 養 成 研 修 専 門 的 研 修 基 礎 的 研 修

◇
未
経
験
の
職
員

【
中
堅
職
員
】

◇
経
験
年
数

が
概
ね
5
年

未
満
の
職
員

これ
ま
で
実
施
して
き
た
「基
礎
的
研
修
」及
び
「指
導
者
養
成
研
修
」に
加
え
、中
堅
職
員
の
資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
に
、平
成
30
年
度
よ
り

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
所
職
員
等
研
修
事
業
「専
門
的
研
修
」を
実
施
。

◇
経
験
年
数

が
概
ね
5
年
以
上

の
職
員
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地
域

少
子

化
対

策
重

点
推

進
交

付
金

（
平

成
3
1
年

度
当

初
予

算
案

９
．

５
億

円
）

「
少

子
化

社
会

対
策

大
綱

」
（
平

成
2
7
年

3
月

2
0
日

閣
議

決
定

）
に

お
い

て
は

、
地

域
の

結
婚

、
妊

娠
・
出

産
、

子
育

て
の

格
段

階
に

対
応

し
た

総
合

的
な

少
子

化
対

策
を

推
進

す
る

た
め

、
地

域
の

実
情

に
即

し
た

取
組

を
強

化
す

る
こ

と
と

し
て

い
る

。
ま

た
、

「
希

望
出

生
率

1
.8

」
の

実
現

に
向

け
て

は
、

若
者

の
希

望
す

る
結

婚
が

、
そ

れ
ぞ

れ
希

望
す

る
年

齢
で

か
な

え
ら

れ
る

よ
う

な
環

境
を

整
備

す
る

こ
と

が
重

要
で

あ
り

、
「
ニ

ッ
ポ

ン
一

億
総

活
躍

プ
ラ

ン
」
（
平

成
2
8
年

6
月

2
日

閣
議

決
定

）
に

お
い

て
も

、
「
結

婚
に

向
け

た
活

動
支

援
や

結
婚

に
伴

う
新

生
活

支
援

な
ど

の
先

進
的

取
組

の
展

開
を

進
め

る
」
こ

と
と

し
て

い
る

。

背 景

地
方

自
治

体
が

行
う

少
子

化
対

策
事

業
に

つ
い

て
、

こ
れ

ま
で

の
取

組
か

ら
発

掘
さ

れ
た

優
良

事
例

の
横

展
開

を
支

援

○
交

付
対

象
①

結
婚

に
対

す
る

取
組

・
マ

ッ
チ

ン
グ

シ
ス

テ
ム

の
構

築
・

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

の
育

成
・
交

流
等

②
結

婚
、

妊
娠

・
出

産
、

乳
児

期
を

中
心

と
す

る
子

育
て

に
温

か
い

社
会

づ
く
り

・
機

運
の

醸
成

の
取

組
・

結
婚

応
援

パ
ス

ポ
ー

ト
・
結

婚
新

生
活

支
援

事
業

の
周

知
広

報
・

配
偶

者
の

出
産

直
後

の
男

性
の

休
暇

取
得

の
促

進
・

ラ
イ

フ
デ

ザ
イ

ン
セ

ミ
ナ

ー
・
乳

幼
児

と
の

ふ
れ

あ
い

体
験

・
そ

の
他

、
地

域
で

結
婚

、
妊

娠
・
出

産
、

子
育

て
を

応
援

す
る

社
会

づ
く
り

・
機

運
の

醸
成

等

○
補

助
率

：
１

／
２

○
交

付
上

限
・
都

道
府

県
5
,0

0
0
万

円
（
事

業
費

ベ
ー

ス
1
億

円
）

・
政

令
指

定
市

・
中

核
市

・
特

別
区

1
,5

0
0
万

円
（
事

業
費

ベ
ー

ス
3
,0

0
0
万

円
）

・
市

町
村

7
5
0
万

円
（
事

業
費

ベ
ー

ス
1
,5

0
0
万

円
）

結
婚

に
伴

う
経

済
的

負
担

を
軽

減
す

る
た

め
、

新
婚

世
帯

に
対

し
、

結
婚

に
伴

う
新

生
活

の
ス

タ
ー

ト
ア

ッ
プ

に
係

る
コ

ス
ト

（
新

居
の

家
賃

､引
越

費
用

等
）を

支
援

す
る

地
方

自
治

体
を

対
象

に
、

国
が

地
方

自
治

体
に

よ
る

支
援

額
の

一
部

を
補

助

※
地

方
自

治
体

は
地

域
の

実
情

に
応

じ
て

、
上

限
額

（
3
0
万

円
）
の

範
囲

内
で

補
助

額
を

設
定

可
能

○
対

象
世

帯
：
夫

婦
と

も
に

3
4歳

以
下

か
つ

世
帯

所
得

3
4
0
万

円
未

満
の

新
規

に
婚

姻
し

た
世

帯
※

奨
学

金
を

返
還

し
て

い
る

世
帯

は
、

奨
学

金
の

年
間

返
済

額
を

世
帯

所
得

か
ら

控
除

○
補

助
率

：
１

／
２

事 業 概 要

１
．

優
良

事
例

の
横

展
開

支
援

事
業

２
．

結
婚

新
生

活
支

援
事

業
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子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
（
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
業
）
に
つ
い
て

○
少

子
化

社
会

対
策

大
綱

（
平

成
2
7
年

３
月

2
0
日

閣
議

決
定

）
に

基
づ

き
、

2
0
1
9
年

度
末

ま
で

に
9
5
0
市

町
村

で
の

実
施

を
目

指
す

。

【
平

成
3
1
年

度
予

算
案

の
内

容
】

１
．

運
営

費
【

拡
充

】
①
事
業
内
容

乳
幼
児
や
小
学
生
等
の
児
童
を
有
す
る
子
育
て
中
の
労
働
者
や
主
婦
等
を
会
員
と
し
て
、
児
童
の
預
か
り
の
援
助
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る

者
と
当
該
援
助
を
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
者
と
の
相
互
援
助
活
動
に
関
す
る
連
絡
、
調
整
を
行
う
。

②
補
助
基
準
額
（
案
）：
＜
基
本
分
＞
会
員
数
2
0
～
4
9
人
【
新
設
】：
1
,0
0
0
千
円

会
員
数
1
0
0
～
2
9
9
人
の
場
合
：
2
,0
0
0
千
円

＜
加
算
分
＞
預
か
り
手
増
加
加
算
【
新
設
】：
1
,0
0
0
千
円

③
補
助
率
：
国
１
／
３
、
都
道
府
県
１
／
３
、
市
区
町
村
１
／
３

２
．

担
当

職
員

の
資

質
向

上
に

向
け

た
取

組
○
ア

ド
バ

イ
ザ

ー
・

提
供

会
員
等
研

修
事
業

【
拡
充

】

①
事
業
内
容

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
者
に
加
え
て
、
提
供
会
員
・
両
方
会
員
を
研
修
の
対
象
と
す
る

こ
と
に
よ
り
、
本
事
業
の
効
果
的
な
運
営
及
び
資
質
の
向
上
を
図
る
。

②
実
施
主
体
：
都
道
府
県
、
市
区
町
村
（委
託
可
）

③
補
助
率
：
国
１
／
２
、
都
道
府
県
・市
区
町
村
１
／
２

子
ど

も
・
子

育
て

支
援

対
策

推
進

事
業

費
補

助
金

（
職

員
の

資
質

向
上

・
人

材
確

保
等

研
修

）
：

３
０

．
９

億
円

の
内

数
（
２

２
．

１
億

円
の

内
数

）

【
参

考
】
か

所
数

の
推

移

8
3
3
市

町
村

（
実

績
）

7
6
9
市

町
村

（
実

績
）

平
成

2
6
年

度
（
2
0
1
4
年

度
）

2
7
年

度
（
2
0
1
5
年

度
）

8
0
9
市

町
村

（
実

績
）

9
9
6
市

町
村

（
予

算
案

）

2
8
年

度
（
2
0
1
6
年

度
）

8
6
3
市

町
村

（
実

績
）

9
0
6
市

町
村

（
予

算
）

3
0
年

度
（
2
0
1
8
年

度
）

2
9
年

度
（
2
0
1
7
年

度
）

3
1
年

度
（
2
0
1
9
年

度
）

子
ど

も
・
子

育
て

支
援

交
付

金
（内

閣
府

所
管

）
：

１
，

３
０

４
億

円
の

内
数

（
１

，
１

８
８

億
円

の
内

数
）

（
注

）
金

額
は

平
成

3
1
年

度
予

算
案

（
（

）
内

は
3
0
年

度
予

算
額

）
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社
会

保
障

審
議

会
児

童
部

会
遊

び
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
等

に
関

す
る

専
門

委
員

会

遊
び

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
普

及
啓

発
と

今
後

の
児

童
館

の
あ

り
方

に
つ

い
て

報
告

書
（
概

要
）

（
平

成
3
0
年

９
月

2
0
日

公
表

）

こ
ど
も
の
城
が
閉
館
し
た
現
在
、
専
門
委
員
会
、
大
型
児
童
館
及
び
地
域
の
児
童
館
等
が
こ
れ
ま
で
こ
ど
も
の

城
が
果
た
し
て
き
た
役
割
を
分
担
す
る
こ
と
よ
っ
て
、
遊
び
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
・
検
証
・
評
価
に
か
か
る
取
組
を

担
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

専
門
委
員
会

全
国
の
児
童
館
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る
遊
び
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
情
報
の
定
期
的
な
収
集
・検
証
・
評
価
、

厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
大
型
児
童
館
等
を
通
じ
た
情
報
提
供
に
よ
る
全
国
的
な
普
及
啓
発
、

発
達
段
階
に
応
じ
た
遊
び
の
効
用
を
踏
ま
え
た
遊
び
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
方
法
等
の
提
示
な
ど
。

大
型
児
童
館

広
域
地
域
の
情
報
収
集
・発
信
、
管
内
児
童
館
の
連
携
促
進
、
児
童
館
未
設
置
地
域
等
で
の
遊
び
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
普
及
啓
発
、
実
践
な
ど
。

※
大
型
児
童
館
が
な
い
自
治
体
は
、
計
画
的
に
設
置
を
進
め
る
と
と
も
に
、
設
置
ま
で
の
間
は
、
大
型
児
童
館
に
代
わ
る

拠
点
児
童
館
を
選
定
し
、
都
道
府
県
内
に
お
け
る
上
記
役
割
を
担
う
等
工
夫
し
て
取
り
組
ま
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

地
域
の
児
童
館

遊
び
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
、
開
発
・改
良
、
検
証
・評
価
や
他
の
児
童
館
と
の
実
践
交
流
な
ど
。

①
こ
ど
も
の
城
が
開
発
し
た
遊
び
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
分
析
、
評
価
及
び
普
及
啓
発

②
遊
び
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
改
定
、
開
発

③
地
域
の
児
童
館
等
の
果
た
す
べ
き
機
能
及
び
役
割

＜
遊
び
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
普
及
啓
発
の
方
向
性
に
つ
い
て
＞

専
門
委
員
会
で
の
検
討
事
項
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•
従
前
の
児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
６
項
目
2
5
節
・約
5
,5
0
0
字
か
ら
、
９
章
構

成
、
3
9
項
目
・約
1
4
,7
0
0
字
に
拡
充
す
る
と
と
も
に
、
児
童
館
職
員
が
具

体
的
に
参
考
に
な
る
よ
う
な
内
容
及
び
平
易
な
文
章
表
現
に
し
た
。

•
「第
１
章
総
則
」に
児
童
福
祉
法
の
改
正
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
児
童
の
権
利

に
関
す
る
条
約
の
精
神
に
つ
い
て
加
筆
す
る
と
と
も
に
、
子
ど
も
の
視
点
か

ら
の
文
体
に
統
一
し
た
。

•
児
童
館
の
特
性
を
①
拠
点
性
、
②
多
機
能
性
、
③
地
域
性
の
３
点
に
整
理

し
、
「
総
則
」に
記
載
し
た
。

•
「第
１
章
総
則
」、
「
第
２
章
子
ど
も
理
解
」、
「
第
９
章
大
型
児
童
館
の
機

能
・役
割
」を
新
設
。
「
第
７
章
子
ど
も
の
安
全
対
策
・衛
生
管
理
」を
一
つ

の
章
に
独
立
、
内
容
を
充
実
さ
せ
た
。

＜
児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
正
案
の
ポ
イ
ン
ト
と
活
用
方
法
＞

•
各
自
治
体
及
び
児
童
館
等
で
児
童
館
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
積
極
的
な
周
知
が
望
ま
れ
、
具
体
的
に

は
次
の
よ
う
な
活
用
方
法
が
考
え
ら
れ
る
。

①
自
治
体
に
お
け
る
条
例
等
の
見
直
し

②
児
童
館
の
指
定
管
理
者
へ
の
業
務
運
営
の

仕
様
書
へ
の
準
用

③
児
童
館
長
、
児
童
厚
生
員
、
児
童
館
主
管

課
行
政
担
当
者
等
の
研
修
会
の
開
催

④
児
童
館
等
で
の
職
員
研
修
又
は
自
己
点
検

（
評
価
）
等
運
営
及
び
活
動
の
見
直
し
の

指
針
と
し
て
の
活
用

•
ま
た
、
専
門
委
員
会
で
は
、
児
童
館
の
主
た
る

利
用
者
で
あ
る
子
ど
も
が
さ
ら
に
児
童
館
を
積

極
的
に
活
用
で
き
る
よ
う
「
子
ど
も
版
児
童
館

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
（
仮
称
）
の
策
定
を
望
む
意

見
が
あ
っ
た
。

児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
改
正
案
の
ポ
イ
ン
ト

児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
改
正
の
背
景
と
見
直
し
の
経
過

•
児
童
館
を
め
ぐ
る
環
境
の
変
化
や
時
代
の
要
請
に
適
切
に
対
応
す
る
児
童
館
の
機
能
・役
割
を
明
確
化
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
、
平
成
2
2
年
度
「
児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
検
討
委
員
会
」(
柏
女
霊
峰
委
員
長
)を
設
置
。
同
委
員
会
の
議
論
を
経

て
、
厚
生
労
働
省
は
、
平
成
2
3
年
３
月
3
1
日
に
児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
発
出
し
た
。

•
そ
の
後
、
改
正
・
施
行
さ
れ
た
児
童
福
祉
法
な
ど
の
子
ど
も
の
健
全
育
成
に
関
す
る
法
律
と
の
整
合
や
今
日
的
課
題
に
対

応
す
る
児
童
館
活
動
の
現
状
を
踏
ま
え
た
児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
見
直
し
が
課
題
と
な
っ
た
。

•
専
門
委
員
会
及
び
ワ
ー
キ
ン
グ
で
は
、
地
域
の
児
童
館
等
の
果
た
す
べ
き
機
能
・役
割
に
つ
い
て
の
検
討
を
中
心
に
、
児

童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
見
直
し
に
つ
い
て
積
極
的
に
議
論
・検
討
を
重
ね
、
「改
正
児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（案
）」
を
示
し
た
。

児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
活
用
と
周
知
の
方
法

改
正
児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（案
）

第
１
章
総
則

第
２
章
子
ど
も
理
解

第
３
章
児
童
館
の
機
能
・役
割

第
４
章
児
童
館
の
活
動
内
容

第
５
章
児
童
館
の
職
員

第
６
章
児
童
館
の
運
営

第
７
章
子
ど
も
の
安
全
対
策
・衛
生

管
理

第
８
章
家
庭
・学
校
・地
域
と
の
連
携

第
９
章
大
型
児
童
館
の
機
能
・役
割
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昭
和
6
0
年
に
国
が
設
置
し
た
「
こ
ど
も
の
城
」
（
平
成
2
7
年
３
月
末
に
完
全
閉
館
）

は
、
こ
れ
ま
で
、
先
駆
的
な
遊
び
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
約
5
0
0
種
類
）
を
開
発
し
、
来
館
し
た

子
ど
も
た
ち
に
提
供
す
る
ほ
か
、
全
国
の
児
童
館
等
に
情
報
提
供
す
る
な
ど
の
役
割
を

果
た
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
う
し
た
約
3
0
年
に
わ
た
り
蓄
積
さ
れ
て
き
た
遊
び
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
「
こ
ど
も
の
城
」

が
果
た
し
て
き
た
機
能
及
び
役
割
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
国
が
引
き
継
ぎ
、
遊
び
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
全
国
的
な
普
及
啓
発
や
新
た
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
、
今
後
の
地
域
の

児
童
館
等
の
あ
り
方
な
ど
を
検
討
す
る
た
め
、
社
会
保
障
審
議
会
児
童
部
会
の
下
に

「
遊
び
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
に
関
す
る
専
門
委
員
会
」
（
以
下
「
専
門
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を

設
置
す
る
。

２
．
構
成
等

（
１
）
専
門
委
員
会
委
員
は
、
別
紙
の
と
お
り
と
す
る
。

（
２
）
専
門
委
員
会
に
は
委
員
長
を
置
く
。

（
３
）
専
門
委
員
会
は
、
委
員
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
者
の
参
加
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
４
）
専
門
委
員
会
の
庶
務
は
、
厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
子
育
て
支
援
課
に
お
い

て
処
理
す
る
。

（
１
）
「
こ
ど
も
の
城
」
が
開
発
し
た
遊
び
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
の
分
析
及
び
評
価
に
つ
い
て

（
２
）
新
た
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
開
発
に
つ
い
て

（
３
）
今
後
の
地
域
の
児
童
館
等
の
あ
り
方
に
つ
い
て

（
４
）
そ
の
他

委
員
会
は
、
原
則
公
開
と
す
る
。

氏
名

所
属

・
役

職

植
木

信
一

新
潟

県
立

大
学

人
間

生
活

学
部

子
ど

も
学

科
教

授

大
塚

晃
上

智
大

学
総

合
人

間
科

学
部

社
会

福
祉

学
科

教
授

北
島

尚
志

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
あ

そ
び

環
境

M
u
se

um
ア

フ
タ

フ
・
バ

ー
バ

ン
理

事
長

佐
野

真
一

港
区

立
麻

布
子

ど
も

中
高

生
プ

ラ
ザ

館
長

○
鈴

木
一

光
一

般
財

団
法

人
児

童
健

全
育

成
推

進
財

団
理

事
長

高
松

絵
里

子
北

海
道

中
標

津
町

役
場

町
民

生
活

部
参

事

中
川

一
良

社
会

福
祉

法
人

健
光

園
京

都
市

北
白

川
児

童
館

館
長

羽
崎

泰
男

一
般

社
団

法
人

鬼
ご

っ
こ

協
会

代
表

理
事

松
田

妙
子

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
せ

た
が

や
子

育
て

ネ
ッ

ト
代

表
理

事

吉
村

温
子

玉
川

大
学

非
常

勤
講

師

遊
び
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
に
関
す
る
専
門
委
員
会

設
置
要
綱
・
委
員
名
簿

（
五

十
音

順
）

○
委

員
長

【
開

催
実

績
】

第
１

回
平

成
2
7
年

６
月

５
日

第
２

回
平

成
2
7
年

1
0
月

２
日

第
３

回
平

成
2
7
年

1
1
月

2
7
日

第
４

回
平

成
2
8
年

１
月

2
9
日

第
５

回
平

成
2
8
年

３
月

2
8
日

第
６

回
平

成
2
8
年

５
月

2
7
日

第
７

回
平

成
2
8
年

７
月

2
9
日

第
８

回
平

成
2
8
年

1
0
月

1
7
日

第
９

回
平

成
2
9
年

２
月

1
0
日

第
1
0
回

平
成

2
9
年

1
1
月

1
3
日

第
1
1
回

平
成

3
0
年

１
月

1
2
日

第
1
2
回

平
成

3
0
年

３
月

2
3
日

第
1
3
回

平
成

3
0
年

６
月

2
2
日

第
1
4
回

平
成

3
0
年

９
月

2
0
日

１
．
設
置
の
趣
旨

３
．
主
な
検
討
事
項

４
．
そ
の
他

５
．
委
員
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「
児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
が
平
成
2
3
年
に
定
め
ら
れ
５
年
が
経
過
し
、
こ
の
間
、
こ
れ

ま
で
先
駆
的
な
遊
び
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
約
5
0
0
種
類
）
を
開
発
し
、
全
国
の
児
童
館
等
に

情
報
提
供
す
る
な
ど
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
「
こ
ど
も
の
城
」
が
平
成
2
7
年
３
月
末
に

完
全
閉
館
し
た
こ
と
や
、
子
ど
も
の
貧
困
、
児
童
虐
待
、
中
高
生
の
居
場
所
確
保
等
新

た
な
問
題
へ
の
対
応
な
ど
児
童
館
を
取
り
巻
く
環
境
が
変
化
し
て
き
て
お
り
、
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
の
見
直
し
な
ど
今
後
の
地
域
の
児
童
館
等
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

今
後
の
地
域
の
児
童
館
等
の
あ
り
方
を
検
討
し
、
児
童
館
運
営
の
指
針
と
な
る
「
児

童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
見
直
し
な
ど
を
専
門
的
な
見
地
か
ら
検
討
を
行
う
た
め
、
「
遊
び

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
に
関
す
る
専
門
委
員
会
」
（
以
下
、
「
本
委
員
会
」
と
い
う
。
）
の
下
に

ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
を
設
置
す
る
。

（
１
）
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
構
成
員
は
、
本
委
員
会
の
委
員
及
び
外
部
有
識
者
等

か
ら
委
員
長
が
指
名
す
る
。

（
２
）
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
検
討
状
況
を
本
委
員
会
に
随
時
報
告
す
る
と
と
も
に
、

検
討
結
果
を
本
委
員
会
に
報
告
す
る
。

（
３
）
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
は
、
委
員
長
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
者
の

参
加
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
委
員
長
に
あ
っ
て
は
必
要
に
応
じ
て
参
加

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
４
）
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
の
庶
務
は
、
厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局
子
育
て
支
援

課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
１
）
今
後
の
地
域
の
児
童
館
等
の
あ
り
方
に
つ
い
て

（
２
）
「
児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
見
直
し

（
３
）
そ
の
他

会
議
は
、
原
則
公
開
と
す
る
。

氏
名

所
属

・
役

職

○
植

木
信

一
新

潟
県

立
大

学
人

間
生

活
学

部
子

ど
も

学
科

教
授

中
川

一
良

社
会

福
祉

法
人

健
光

園
京

都
市

北
白

川
児

童
館

館
長

【
専
門
委
員
】

氏
名

所
属

・
役

職

安
部

芳
絵

工
学

院
大

学
教

育
推

進
機

構
教

職
課

程
科

准
教

授

斉
藤

朋
行

東
久

留
米

市
中

央
児

童
館

館
長

柳
澤

邦
夫

栃
木

県
上

三
川

町
立

上
三

川
小

学
校

校
長

【
外
部
有
識
者
】

今
後
の
地
域
の
児
童
館
等
の
あ
り
方
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ

設
置
要
綱
・
構
成
員
名
簿

（
五

十
音

順
）

○
座

長

【
開

催
実

績
】

第
１

回
平

成
2
9
年

1
1
月

2
8
日

第
２

回
平

成
3
0
年

３
月

1
2
日

２
．
構
成
等

３
．
主
な
検
討
事
項

４
．
そ
の
他

５
．
構
成
員

１
．
設
置
の
趣
旨
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「
児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
改
正
に
つ
い
て
（
平
成
3
0
年
1
0
月
策
定
）

○
児

童
館

の
運

営
や

活
動

が
地

域
の

期
待

に
応

え
る

た
め

の
基

本
的

事
項

を
示

し
、

望
ま

し
い

方
向

を
目

指
す

も
の

と
し

て
、

平
成

2
3
年

３
月

に
児

童
館

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

を
発

出
し

た
。

〇
そ

の
後

、
改

正
・
施

行
さ

れ
た

児
童

福
祉

法
な

ど
の

子
ど

も
の

健
全

育
成

に
関

す
る

法
律

と
の

整
合

や
今

日
的

課
題

に
対

応
す

る
児

童
館

活
動

の
現

状
を

踏
ま

え
た

児
童

館
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

見
直

し
が

課
題

と
な

っ
た

。

〇
社

会
保

障
審

議
会

児
童

部
会

「
遊

び
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
等

に
関

す
る

専
門

委
員

会
」
（
平

成
2
7
年

５
月

設
置

）
及

び
同

委
員

会
に

設
置

さ
れ

た
「
今

後
の

地
域

の
児

童
館

等
の

あ
り

方
検

討
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

」
（
平

成
2
9
年

２
月

設
置

）
に

お
い

て
、

児
童

館
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
の

見
直

し
に

つ
い

て
検

討
を

行
い

、
「
児

童
館

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

」
改

正
案

を
と

り
ま

と
め

た
。

児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
発
出
・
改
正
の
経
緯

児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
改
正
の
ポ
イ
ン
ト

※
従
前
の
児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
６
項
目
2
5
節
・
約
5
,5
0
0
字
か
ら
、
９
章
構
成
、
3
9
項
目
・
約
1
4
,7
0
0
字
に
拡
充
す
る
と
と
と
も
に
、
児
童
館
職
員
が

具
体
的
に
参
考
に
な
る
よ
う
な
内
容
及
び
平
易
な
文
章
表
現
に
し
た
。

地
域
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
に
資
す
る
児
童
福
祉
施
設
と
し
て
の
児
童
館
の
更
な
る
機
能
拡
充
を
目
指
し
、

平
成
3
0
年
1
0
月
、
改
正
「
児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
自
治
体
あ
て
に
通
知
し
た
。

•
児

童
福

祉
法

改
正

及
び

児
童

の
権

利
に

関
す

る
条

約
の

精
神

に
の

っ
と

り
、

子
ど

も
の

意
見

の
尊

重
、

子
ど

も
の

最
善

の
利

益
の

優
先

等
に

つ
い

て
示

し
た

。

•
児

童
福

祉
施

設
と

し
て

の
役

割
に

基
づ

い
て

、
児

童
館

の
施

設
特

性
を

新
た

に
示

し
、

①
拠

点
性

、
②

多
機

能
性

、
③

地
域

性
の

３
点

に
整

理
し

た
。

•
子

ど
も

の
理

解
を

深
め

る
た

め
、

発
達

段
階

に
応

じ
た

留
意

点
を

示
し

た
。

•
児

童
館

の
職

員
に

対
し

、
配

慮
を

必
要

と
す

る
子

ど
も

へ
の

対
応

と
し

て
、

い
じ

め
や

保
護

者
の

不
適

切
な

養
育

が
疑

わ
れ

る
場

合
等

へ
の

適
切

な
対

応
を

求
め

た
。

•
子

育
て

支
援

の
実

施
に

つ
い

て
、

乳
幼

児
支

援
や

中
・高

校
生

世
代

と
乳

幼
児

の
触

れ
合

い
体

験
の

取
組

の
実

施
等

内
容

を
追

加
し

た
。

•
大

型
児

童
館

の
機

能
・
役

割
に

つ
い

て
新

た
に

示
し

た
。
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１
理

念
児

童
館

は
、

児
童

の
権

利
に

関
す

る
条

約
の

精
神

及
び

児
童

福
祉

法
の

理
念

に
の

っ
と

り
、

年
齢

及
び

発
達

の
程

度
に

応
じ

て
、

子
ど

も
の

意
見

を
尊

重
し

、
子

ど
も

の
最

善
の

利
益

が
優

先
し

て
考

慮
さ

れ
る

よ
う

子
ど

も
の

育
成

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
目

的
児

童
館

は
、

1
8
歳

未
満

の
す

べ
て

の
子

ど
も

を
対

象
と

し
、

地
域

に
お

け
る

遊
び

及
び

生
活

の
援

助
と

子
育

て
支

援
を

行
い

、
子

ど
も

の
心

身
を

育
成

し
情

操
を

ゆ
た

か
に

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

施
設

で
あ

る
。

３
施

設
特

性
〇

児
童

館
は

、
子

ど
も

が
、

そ
の

置
か

れ
て

い
る

環
境

や
状

況
に

か
か

わ
り

な
く
、

自
由

に
来

館
し

て
過

ご
す

こ
と

が
で

き
る

児
童

福
祉

施
設

で
あ

る
。

〇
子

ど
も

に
と

っ
て

、
遊

び
は

生
活

の
中

の
大

き
な

部
分

を
占

め
、

遊
び

自
体

の
中

に
子

ど
も

の
発

達
を

増
進

す
る

重
要

な
要

素
が

含
ま

れ
て

い
る

。
〇

児
童

館
の

特
性

に
は

、
①

拠
点

性
、

②
多

機
能

性
、

③
地

域
性

が
あ

る
。

４
社

会
的

責
任

子
ど

も
の

権
利

擁
護

／
活

動
内

容
に

つ
い

て
の

説
明

責
任

／
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
の

保
護

や
秘

密
保

持
／

苦
情

対
応

等

第
１
章

総
則
【
新
設
】

改
正
児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
概
要

①

○
児

童
館

で
は

、
そ

の
対

象
と

な
る

乳
幼

児
期

、
児

童
期

、
思

春
期

の
子

ど
も

の
発

達
の

特
徴

や
過

程
を

理
解

し
、

発
達

の
個

人
差

を
踏

ま
え

て
、

一
人

ひ
と

り
の

心
身

の
状

態
を

把
握

し
な

が
ら

子
ど

も
の

育
成

に
努

め
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

。

第
２
章

子
ど
も
理
解
【
新
設
】

１
遊

び
及

び
生

活
を

通
し

た
子

ど
も

の
発

達
の

増
進

遊
び

及
び

生
活

の
場

で
の

継
続

的
な

関
わ

り
を

通
し

て
適

切
な

支
援

を
し

、
発

達
の

増
進

に
努

め
る

こ
と

。
２

子
ど

も
の

安
定

し
た

日
常

の
生

活
の

支
援

子
ど

も
の

遊
び

の
拠

点
と

居
場

所
と

な
る

こ
と

を
通

し
て

、
子

ど
も

の
安

定
し

た
日

常
の

生
活

を
支

援
す

る
こ

と
。

３
子

ど
も

と
子

育
て

家
庭

が
抱

え
る

可
能

性
の

あ
る

課
題

の
発

生
予

防
・
早

期
発

見
と

対
応

子
ど

も
と

子
育

て
家

庭
の

課
題

の
発

生
を

予
防

し
、

か
つ

早
期

発
見

に
努

め
、

専
門

機
関

と
連

携
し

て
適

切
に

対
応

す
る

こ
と

。
４

子
育

て
家

庭
へ

の
支

援
子

育
て

家
庭

に
対

す
る

相
談

・
援

助
を

行
い

、
子

育
て

の
交

流
の

場
を

提
供

し
、

地
域

に
お

け
る

子
育

て
家

庭
を

支
援

す
る

こ
と

。
５

子
ど

も
の

育
ち

に
関

す
る

組
織

や
人

の
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

推
進

地
域

組
織

活
動

の
育

成
を

支
援

し
、

地
域

の
子

ど
も

を
健

全
に

育
成

す
る

拠
点

と
し

て
の

役
割

を
担

う
こ

と
。

第
３
章

児
童
館
の
機
能
・
役
割

１
遊

び
に

よ
る

子
ど

も
の

育
成

子
ど

も
が

遊
び

に
よ

っ
て

心
身

の
健

康
を

増
進

し
、

知
的

・
社

会
的

能
力

を
高

め
、

情
緒

を
ゆ

た
か

に
す

る
よ

う
援

助
す

る
こ

と
。

子
ど

も
が

自
ら

遊
び

を
作

り
出

し
た

り
遊

び
を

選
択

し
た

り
す

る
こ

と
を

大
切

に
す

る
こ

と
。

２
子

ど
も

の
居

場
所

の
提

供
子

ど
も

が
安

全
に

安
心

し
て

過
ご

せ
る

居
場

所
と

な
る

た
め

、
自

己
効

力
感

や
自

己
肯

定
感

が
醸

成
で

き
る

よ
う

な
環

境
づ

く
り

に
努

め
る

と
と

も
に

、
子

ど
も

の
自

発
的

な
活

動
を

尊
重

し
、

必
要

に
応

じ
て

援
助

を
行

う
こ

と
。

中
・高

校
生

世
代

も
利

用
で

き
る

施
設

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

実
際

に
利

用
可

能
な

環
境

づ
く
り

に
努

め
る

こ
と

。
３

子
ど

も
が

意
見

を
述

べ
る

場
の

提
供

子
ど

も
の

意
見

が
尊

重
さ

れ
る

よ
う

に
努

め
る

こ
と

。
児

童
館

の
活

動
や

地
域

の
行

事
に

子
ど

も
が

参
加

し
て

自
由

に
意

見
を

述
べ

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

す
る

こ
と

。
子

ど
も

の
話

し
合

い
の

場
を

計
画

的
に

設
け

、
自

分
た

ち
で

活
動

を
作

り
上

げ
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
援

助
す

る
こ

と
。

第
４
章

児
童
館
の
活
動
内
容
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改
正
児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
概
要

②

４
配

慮
を

必
要

と
す

る
子

ど
も

へ
の

対
応

障
害

の
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
子

ど
も

同
士

が
お

互
い

に
協

力
で

き
る

よ
う

活
動

内
容

や
環

境
に

つ
い

て
配

慮
す

る
こ

と
。

家
庭

や
友

人
関

係
等

に
悩

み
や

課
題

を
抱

え
る

子
ど

も
へ

の
対

応
、

不
適

切
な

養
育

等
や

虐
待

が
疑

わ
れ

る
場

合
、

子
ど

も
に

福
祉

的
な

課
題

が
あ

る
と

判
断

し
た

場
合

に
は

、
関

係
機

関
等

と
の

連
携

に
よ

り
、

適
切

な
支

援
を

行
う

こ
と

。
障

害
の

あ
る

子
ど

も
の

利
用

に
当

た
っ

て
は

、
合

理
的

配
慮

に
努

め
る

こ
と

。
５

子
育

て
支

援
の

実
施

子
ど

も
と

保
護

者
が

自
由

に
交

流
で

き
る

場
を

提
供

し
交

流
を

促
進

す
る

こ
と

。
乳

幼
児

を
対

象
と

し
た

活
動

の
実

施
や

、
乳

幼
児

と
中

・
高

校
生

世
代

等
と

の
触

れ
合

い
体

験
の

取
組

を
推

進
す

る
こ

と
。

地
域

の
子

育
て

支
援

の
包

括
的

な
相

談
窓

口
と

し
て

の
役

割
を

果
た

す
こ

と
。

６
地

域
の

健
全

育
成

の
環

境
づ

く
り

児
童

館
活

動
に

関
す

る
理

解
や

協
力

が
得

ら
れ

る
よ

う
努

め
る

こ
と

。
地

域
全

体
で

健
全

育
成

を
進

め
る

環
境

づ
く
り

に
努

め
る

こ
と

。
児

童
館

が
な

い
地

域
に

出
向

い
た

り
し

て
、

遊
び

や
児

童
館

で
行

う
文

化
的

活
動

等
の

体
験

の
機

会
を

提
供

す
る

よ
う

に
努

め
る

こ
と

。
７

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

等
の

育
成

と
活

動
支

援
子

ど
も

が
児

童
館

や
地

域
社

会
で

自
発

的
に

活
動

で
き

る
よ

う
に

支
援

す
る

こ
と

。
中

・
高

校
生

世
代

、
大

学
生

等
を

対
象

と
し

た
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

育
成

や
職

場
体

験
、

施
設

実
習

の
受

け
入

れ
な

ど
に

努
め

る
こ

と
。

８
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
の

実
施

と
連

携
児

童
館

で
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
を

実
施

す
る

場
合

に
は

、
「
放

課
後

児
童

健
全

育
成

事
業

の
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
」
及

び
「
放

課
後

児
童

ク
ラ

ブ
運

営
指

針
」
に

基
づ

い
て

行
う

よ
う

努
め

る
こ

と
。

第
４
章

児
童
館
の
活
動
内
容
（
続
き
）

１
児

童
館

活
動

及
び

運
営

に
関

す
る

業
務

児
童

館
の

目
標

や
事

業
計

画
、

活
動

計
画

の
作

成
／

遊
び

の
環

境
と

施
設

の
安

全
点

検
、

衛
生

管
理

、
清

掃
や

整
理

整
頓

／
活

動
や

事
業

の
結

果
の

職
員

間
で

の
共

有
・
振

り
返

り
／

会
議

・
打

合
せ

／
利

用
状

況
や

活
動

内
容

、
業

務
の

実
施

状
況

や
施

設
の

管
理

状
況

等
の

記
録

／
広

報
活

動
２

館
長

の
職

務
利

用
者

の
把

握
と

運
営

統
括

／
児

童
厚

生
員

の
業

務
の

円
滑

化
／

地
域

の
社

会
資

源
等

と
の

連
携

／
苦

情
や

要
望

へ
の

対
応

／
子

育
て

に
関

す
る

相
談

対
応

や
関

係
機

関
と

の
連

携
／

保
護

者
へ

の
連

絡
３

児
童

厚
生

員
の

職
務

子
ど

も
の

育
ち

・
子

育
て

に
関

す
る

地
域

の
実

態
把

握
／

子
ど

も
の

遊
び

の
援

助
や

子
ど

も
と

子
ど

も
集

団
の

主
体

的
な

成
長

へ
の

支
援

／
特

に
援

助
が

必
要

な
子

ど
も

へ
の

支
援

／
子

ど
も

の
遊

び
や

生
活

の
環

境
の

整
備

／
児

童
虐

待
防

止
の

た
め

の
保

護
者

等
へ

の
情

報
提

供
、

早
期

発
見

／
配

慮
が

必
要

と
さ

れ
る

子
ど

も
の

個
別

記
録

の
作

成
／

子
育

て
に

関
す

る
相

談
対

応
４

児
童

館
の

職
場

倫
理

倫
理

規
範

の
遵

守
（
子

ど
も

の
人

権
尊

重
・
権

利
擁

護
、

子
ど

も
の

性
差

・
個

人
差

の
配

慮
、

国
籍

や
信

条
等

に
よ

る
差

別
的

な
取

扱
い

の
禁

止
、

子
ど

も
に

身
体

的
・
精

神
的

苦
痛

を
与

え
る

行
為

の
禁

止
、

個
人

情
報

・
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
保

護
、

保
護

者
や

地
域

住
民

と
の

信
頼

関
係

の
構

築
）
／

身
だ

し
な

み
へ

の
留

意
／

倫
理

規
範

の
明

文
化

５
児

童
館

職
員

の
研

修
児

童
館

の
職

員
や

運
営

主
体

が
積

極
的

に
資

質
向

上
に

努
め

る
こ

と
／

運
営

主
体

や
市

町
村

・
都

道
府

県
に

よ
る

研
修

の
実

施
／

研
修

の
日

常
活

動
へ

の
反

映

第
５
章

児
童
館
の
職
員

- 324 -



改
正
児
童
館
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
概
要

③

１
設

備
集

会
室

、
遊

戯
室

、
図

書
室

等
や

事
務

執
行

に
必

要
な

設
備

の
ほ

か
、

必
要

に
応

じ
た

設
備

や
備

品
を

設
け

る
こ

と
。

乳
幼

児
や

障
害

の
あ

る
子

ど
も

の
利

用
に

当
た

っ
て

、
安

全
を

確
保

す
る

と
と

も
に

利
用

し
や

す
い

環
境

に
十

分
配

慮
す

る
こ

と
。

２
運

営
主

体
子

ど
も

の
福

祉
や

地
域

の
実

情
を

理
解

し
、

安
定

し
た

財
政

基
盤

と
運

営
体

制
を

有
し

、
継

続
的

・安
定

的
に

運
営

で
き

る
よ

う
努

め
る

こ
と

。
運

営
内

容
に

つ
い

て
自

己
評

価
及

び
結

果
の

公
表

に
努

め
、

利
用

者
や

地
域

住
民

等
の

意
見

を
取

り
入

れ
る

こ
と

。
可

能
な

限
り

第
三

者
評

価
を

受
け

る
こ

と
。

３
運

営
管

理
地

域
の

実
情

に
合

わ
せ

て
開

館
日

や
開

館
時

間
を

設
定

す
る

こ
と

。
利

用
す

る
子

ど
も

に
つ

い
て

の
把

握
・
保

護
者

と
の

連
絡

を
行

う
こ

と
。

運
営

協
議

会
等

を
設

置
す

る
こ

と
。

運
営

管
理

の
規

定
、

責
任

者
を

定
め

、
法

令
を

遵
守

し
職

場
倫

理
を

自
覚

し
て

職
務

に
当

た
る

よ
う

組
織

的
に

取
り

組
む

こ
と

。
要

望
、

苦
情

へ
迅

速
か

つ
組

織
的

な
対

応
を

図
る

こ
と

。
職

員
体

制
と

勤
務

環
境

を
整

備
す

る
こ

と
。

第
６
章

児
童
館
の
運
営

１
安

全
管

理
・
ケ

ガ
の

予
防

子
ど

も
の

事
故

や
ケ

ガ
防

止
の

た
め

、
安

全
対

策
、

安
全

学
習

、
安

全
点

検
と

補
修

、
緊

急
時

の
対

応
等

に
留

意
し

、
計

画
や

実
施

方
法

を
整

え
て

お
く

こ
と

。
２

ア
レ

ル
ギ

ー
対

策
ア

レ
ル

ギ
ー

疾
患

の
あ

る
子

ど
も

に
は

保
護

者
と

協
力

し
て

適
切

な
配

慮
に

努
め

る
こ

と
。

誤
飲

事
故

や
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

の
発

生
予

防
に

努
め

る
こ

と
。

３
感

染
症

対
策

等
感

染
症

の
発

生
予

防
に

努
め

る
と

と
も

に
、

感
染

症
や

食
中

毒
等

の
発

生
時

の
対

応
方

針
を

あ
ら

か
じ

め
定

め
て

お
く
こ

と
。

４
防

災
・
防

犯
対

策
防

災
・
防

犯
に

関
す

る
計

画
や

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

策
定

し
、

安
全

点
検

・
安

全
確

保
に

関
す

る
情

報
共

有
等

に
努

め
る

こ
と

。
定

期
的

な
避

難
訓

練
等

の
実

施
や

災
害

発
生

時
に

必
要

な
物

品
等

を
備

え
る

こ
と

。
来

館
時

、
帰

宅
時

の
安

全
対

策
に

つ
い

て
保

護
者

・
地

域
と

連
携

し
、

見
守

り
活

動
等

の
実

施
に

取
り

組
む

こ
と

。
５

衛
生

管
理

子
ど

も
の

感
染

症
予

防
や

健
康

維
持

の
た

め
に

施
設

・
設

備
の

衛
生

管
理

を
行

う
こ

と
。

採
光

・
換

気
等

保
健

衛
生

に
十

分
配

慮
す

る
こ

と
。

第
７
章

子
ど
も
の
安
全
対
策
・
衛
生
管
理
【
新
設
】

１
家

庭
と

の
連

携
家

庭
と

連
絡

を
と

り
適

切
な

支
援

を
行

う
こ

と
。

特
に

援
助

が
必

要
な

子
ど

も
に

は
、

関
係

機
関

等
と

協
力

し
て

継
続

的
に

援
助

を
行

う
こ

と
。

２
学

校
と

の
連

携
児

童
館

の
活

動
や

学
校

の
行

事
、

子
ど

も
の

様
子

等
に

つ
い

て
、

適
切

な
情

報
交

換
を

行
う

こ
と

。
子

ど
も

の
安

全
管

理
上

の
問

題
等

が
発

生
し

た
場

合
、

適
切

な
対

応
が

と
れ

る
よ

う
学

校
と

の
連

絡
体

制
を

整
え

て
お

く
こ

と
。

３
地

域
及

び
関

係
機

関
等

と
の

連
携

地
域

住
民

等
に

積
極

的
に

情
報

提
供

を
行

い
、

信
頼

関
係

を
築

く
こ

と
。

子
ど

も
の

安
全

の
確

保
、

福
祉

的
な

課
題

の
支

援
の

た
め

、
日

頃
よ

り
地

域
の

子
ど

も
の

安
全

と
福

祉
的

な
課

題
に

対
応

す
る

社
会

資
源

と
の

連
携

を
深

め
て

お
く
こ

と
。

第
８
章

家
庭
･学
校
･地
域
と
の
連
携

１
基

本
機

能
大

型
児

童
館

は
、

固
有

の
施

設
特

性
を

有
し

、
子

ど
も

の
健

全
育

成
の

象
徴

的
な

拠
点

施
設

で
あ

る
。

他
の

機
能

を
有

す
る

施
設

と
の

併
設

等
の

場
合

に
も

、
児

童
福

祉
施

設
で

あ
る

児
童

館
の

機
能

が
十

分
に

発
揮

さ
れ

る
こ

と
が

求
め

ら
れ

る
。

２
県

内
児

童
館

の
連

絡
調

整
・
支

援
県

内
児

童
館

の
情

報
の

把
握

や
相

互
利

用
、

運
営

等
の

指
導

、
館

長
や

児
童

厚
生

員
等

の
研

修
、

児
童

館
活

動
の

啓
発

、
地

域
組

織
活

動
等

の
連

絡
調

整
等

、
大

型
児

童
館

相
互

の
連

携
や

積
極

的
な

情
報

交
換

を
行

う
こ

と
。

３
広

域
的

・
専

門
的

健
全

育
成

活
動

の
展

開
県

内
児

童
館

等
で

活
用

で
き

る
各

種
遊

び
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
を

開
発

、
普

及
を

図
る

こ
と

。
児

童
館

の
な

い
地

域
等

に
出

向
き

、
遊

び
の

提
供

等
に

努
め

る
こ

と
。

優
良

な
児

童
福

祉
文

化
財

の
保

有
や

活
用

、
児

童
福

祉
文

化
を

高
め

る
舞

台
の

鑑
賞

体
験

を
行

う
こ

と
。

第
９
章

大
型
児
童
館
の
機
能
・
役
割
【
新
設
】
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２
設
置
主
体
都
道
府
県
、
指
定
都
市
、
中
核
市
、
市
区
町
村
、
社
会
福
祉
法
人
、
公
益
法
人
、
日
本
赤
十
字
社
（
児
童
厚
生
施
設
を
除
く
）
等

３
国
庫
補
助
率
定
額
（
１
／
２
相
当
、
児
童
館
・
児
童
セ
ン
タ
ー
は
１
／
３
相
当
）

４
平
成
３
１
年
度
予
算
案
の
拡
充
内
容

（
１
）
奄
美
群
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
ほ
か
、
離
島
振
興
法
、
小
笠
原
諸
島
振
興
開
発
特
別
措
置
法
の
指
定
地
域
へ
の
補
助
単
価
の
８
％
加
算
の
創
設

（
豪
雪
地
帯
対
策
特
別
措
置
法
の
指
定
地
域
並
び
）

（
２
）
児
童
相
談
所
一
時
保
護
所
の
設
置
促
進
の
た
め
の
加
算
の
単
価
引
き
上
げ
等

１
目
的
・
事
業
概
要

児
童
福
祉
施
設
等
に
係
る
施
設
整
備
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
・
市
区
町
村
が
作
成
す
る
整
備
計
画
に
基
づ
く
施
設
の
整
備
を
推
進
し
、

次
世
代
育
成
支
援
対
策
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
「
防
災
・
減
災
、
国
土
強
靱
化
の
た
め
の
３
か
年
緊
急
対
策
」
に
お
け
る
児
童
福
祉
施

設
等
の
耐
震
化
整
備
を
実
施
す
る
。

事
業
概
要

対
象
施
設

整
備
内
容

①
通
常
整
備

児
童
養
護
施
設
等
の
整
備
を
実
施
す
る
。
特
に
、

児
童
養
護
施
設
等
の
小
規
模
化
・
地
域
分
散
化
や
、

児
童
相
談
所
一
時
保
護
所
の
環
境
改
善
等
や
市
区

町
村
子
ど
も
家
庭
総
合
支
援
拠
点
の
整
備
の
推
進

を
図
る
。

児
童
相
談
所
一
時
保
護
施
設
、
児
童
養
護
施
設
、
乳
児
院
、
助
産
施
設
、

児
童
自
立
支
援
施
設
、
母
子
生
活
支
援
施
設
、
児
童
心
理
治
療
施
設
、

児
童
館
、
児
童
セ
ン
タ
ー
、
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
、
自
立
援
助

ホ
ー
ム
、
フ
ァ
ミ
リ
ー
ホ
ー
ム
、
子
育
て
支
援
の
た
め
の
拠
点
施
設
、

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
所
、
利
用
者
支
援
事
業
所
、
職
員
養
成
施

設
、
婦
人
相
談
所
一
時
保
護
施
設
、
婦
人
保
護
施
設
、
市
区
町
村
子
ど

も
家
庭
総
合
支
援
拠
点

創
設
、
大
規
模
修
繕
、
増
築
、
増
改

築
、
改
築
、
拡
張
、
ス
プ
リ
ン
ク

ラ
ー
設
備
等
整
備
、
老
朽
民
間
児
童

福
祉
施
設
整
備
、
応
急
仮
設
施
設
整

備
、
防
犯
対
策
強
化
整
備

②
耐
震
化
等
整
備

地
震
防
災
上
倒
壊
等
の
危
険
性
の
あ
る
建
物
の
耐

震
化
、
津
波
対
策
と
し
て
の
高
台
へ
の
移
転
を
図

る
た
め
の
改
築
又
は
補
強
等
の
整
備
を
図
る
。

助
産
施
設
、
乳
児
院
、
母
子
生
活
支
援
施
設
、
児
童
養
護
施
設
、
児
童

心
理
治
療
施
設
、
児
童
自
立
支
援
施
設
、
児
童
相
談
所
一
時
保
護
施
設
、

婦
人
保
護
施
設
、
婦
人
相
談
所
一
時
保
護
施
設

大
規
模
修
繕
、
増
改
築
、
改
築
、
老

朽
民
間
児
童
福
祉
施
設
整
備

次
世
代
育
成
支
援
対
策
施
設
整
備
交
付
金
の
概
要

（
平
成
３
０
年
度
予
算
額
）
（
平
成
３
１
年
度
予
算
案
）

７
１
．
３
億
円

→
１
５
７
．
４
億
円

- 326 -

GHGVL
テキスト ボックス
資料78




概
要

：
平

成
3
0
年

北
海

道
胆

振
東

部
地

震
・
大

阪
北

部
地

震
を

踏
ま

え
、

以
下

３
つ

の
緊

急
対

策
を

実
施

す
る

。
①

地
震

発
生

時
に

自
力

で
避

難
す

る
こ

と
が

困
難

な
者

が
多

く
利

用
す

る
社

会
福

祉
施

設
等

の
安

全
を

確
保

す
る

た
め

、
耐

震
化

状
況

調
査

の
結

果
を

踏
ま

え
、

耐
震

性
が

無
い

施
設

約
4
,1

2
0
カ

所
に

つ
い

て
、

耐
震

化
整

備
②

ブ
ロ

ッ
ク

塀
等

の
倒

壊
事

故
を

防
止

し
、

利
用

者
等

の
安

全
を

確
保

す
る

た
め

、
社

会
福

祉
施

設
等

の
ブ

ロ
ッ

ク
塀

等
の

安
全

点
検

の
状

況
調

査
の

結
果

を
踏

ま
え

、
安

全
性

に
問

題
の

あ
る

施
設

約
7
,0

2
5カ

所
に

つ
い

て
、

ブ
ロ

ッ
ク

塀
等

の
改

修
整

備
③

停
電

時
に

医
療

的
配

慮
が

必
要

な
入

所
者

等
の

安
全

を
確

保
す

る
た

め
、

社
会

福
祉

施
設

等
の

非
常

用
自

家
発

電
設

備
の

整
備

見
込

調
査

の
結

果
を

踏
ま

え
、

今
後

整
備

予
定

の
あ

る
施

設
約

1
,1

7
6
カ

所
に

つ
い

て
、

非
常

用
自

家
発

電
設

備
整

備
府

省
庁

名
：

厚
生

労
働

省

社
会

福
祉

施
設

等
の

防
災

・減
災

に
関

す
る

緊
急

対
策

箇
所

：
約

4
,1

2
0
ヵ

所
（
子

ど
も

：
約

1
,4

7
4
か

所
障

害
児

・
者

：
約

1
,6

7
1
か

所
高

齢
者

：
約

8
8
2
か

所
そ

の
他

：
約

9
3
か

所
）

昭
和

5
6
年

以
前

に
建

築
さ

れ
た

施
設

の
う

ち
、

耐
震

診
断

の
結

果
、

改
修

の
必

要
が

あ
る

と
さ

れ
た

施
設

期
間

：
2
0
2
0
年

度
ま

で

実
施

主
体

：
都

道
府

県
、

市
区

町
村

内
容

：
柱

や
壁

な
ど

躯
体

の
耐

震
補

強
改

修
工

事
等

を
実

施
す

る
こ

と
で

、
地

震
発

生
に

よ
る

建
物

の
倒

壊
、

破
損

等
を

防
止

達
成

目
標

：
2
0
2
0
年

度
ま

で
に

社
会

福
祉

施
設

等
の

耐
震

化
率

を
約

9
5
％

ま
で

向
上

さ
せ

る

耐
震
化
整
備

ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
改
修
整
備

箇
所

：
約

7
,0

2
5
ヵ

所
（
子

ど
も

：
約

3
,5

2
6
か

所
障

害
児

・
者

：
約

1
,5

6
4
か

所
高

齢
者

：
約

1
,8

5
7
か

所
そ

の
他

：
約

7
8
か

所
）

劣
化

、
損

傷
や

高
さ

、
控

え
壁

等
に

問
題

が
あ

る
ブ

ロ
ッ

ク
塀

等
を

設
置

し
て

い
る

施
設

期
間

：
2
0
1
9
年

度
ま

で

実
施

主
体

：
都

道
府

県
、

市
区

町
村

内
容

：
改

修
工

事
等

を
実

施
す

る
こ

と
で

、
地

震
発

生
に

よ
る

ブ
ロ

ッ
ク

塀
等

の
倒

壊
、

破
損

等
を

防
止

達
成

目
標

：
ブ

ロ
ッ

ク
塀

等
改

修
整

備
が

必
要

な
社

会
福

祉
施

設
等

約
7
,0

2
5
箇

所
を

全
て

対
策

完
了

箇
所

：
約

1
,1

7
6
ヵ

所
（
子

ど
も

：
約

1
0
か

所
障

害
児

・
者

：
約

2
9
8
か

所
高

齢
者

：
約

8
6
1
か

所
そ

の
他

：
約

7
か

所
）

非
常

用
自

家
発

電
設

備
が

現
在

未
整

備
で

、
今

後
、

整
備

予
定

の
あ

る
施

設

期
間

：
2
0
1
9
年

度
ま

で

実
施

主
体

：
都

道
府

県
、

市
区

町
村

内
容

：
非

常
用

自
家

発
電

設
備

の
整

備
を

実
施

す
る

こ
と

で
、

地
震

発
生

に
よ

る
停

電
の

際
、

事
業

の
継

続
を

可
能

と
す

る

達
成

目
標

：
非

常
用

自
家

発
電

設
備

の
整

備
予

定
が

あ
る

社
会

福
祉

施
設

等
約

1
,1

7
6
箇

所
全

て
対

策
完

了

非
常
用
自
家
発
電
設
備
整
備

平
成

3
1
年

度
予

算
案

：
3
4
3
億

円
平

成
3
0
年

度
第

２
次

補
正

予
算

案
：1

7
2
億

円
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児
童
福
祉
施
設
等
の
災
害
復
旧
（
施
設
復
旧
・
設
備
復
旧
）

１
．

概
要

災
害

に
よ

り
被

害
を

受
け

た
児

童
福

祉
施

設
等

に
関

し
、

災
害

に
よ

る
被

害
か

ら
の

速
や

か
な

復
旧

を
図

り
、

も
っ

て
施

設
入

所
者

等
の

福
祉

を
確

保
す

る
た

め
、

施
設

の
災

害
復

旧
に

要
す

る
費

用
に

つ
い

て
財

政
支

援
を

行
う

。

２
．

補
助

対
象

施
設

・
保

育
所

・
認

定
こ

ど
も

園
・
小

規
模

保
育

事
業

所
・
事

業
所

内
保

育
事

業
所

・
母

子
生

活
支

援
施

設
・
乳

児
院

・
児

童
養

護
施

設
・
児

童
自

立
支

援
施

設
・
児

童
心

理
治

療
施

設
・
婦

人
保

護
施

設
・
助

産
施

設
・
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
・
児

童
厚

生
施

設
・
児

童
自

立
生

活
援

助
事

業
所

・
子

育
て

支
援

の
た

め
の

拠
点

施
設

等

５
．

国
庫

補
助

率
施

設
整

備
：

通
常

（
※

）
１

／
２

ま
た

は
１

／
３

（
施

設
種

類
に

よ
っ

て
異

な
る

）
※

激
甚

災
害

時
に

お
い

て
は

、
激

甚
法

対
象

施
設

の
国

庫
補

助
率

が
被

害
額

等
に

応
じ

て
１

／
２

＋
α

 ま
た

は
１

／
３

＋
α

と
な

る
。

（
別

途
、

激
甚

法
対

象
外

施
設

の
国

庫
補

助
率

は
、

予
算

措
置

に
よ

り
１

／
２

→
 ２

／
３

ま
た

は
１

／
３

→
 １

／
２

の
嵩

上
げ

対
象

と
な

る
（
対

象
は

、
平

成
３

０
年

７
月

豪
雨

及
び

北
海

道
胆

振
東

部
地

震
）
）

設
備

整
備

：
定

額

３
．

補
助

対
象

経
費

児
童

福
祉

施
設

等
の

災
害

復
旧

事
業

に
要

す
る

経
費

及
び

事
業

再
開

に
要

す
る

費
用

（備
品

・
設

備
等

）

４
．

交
付

先

県
、

指
定

都
市

、
中

核
市

６
．

国
庫

補
助

協
議

に
係

る
事

務
の

流
れ

地
方
厚
生
（
支
）
局

地
方
財
務
局 災
害
査
定

（
実
地
調
査
）

厚
生
労
働
省

査
定
結
果
の
報
告

協
議
書
の
修
正

被
災

都
道
府
県

指
定
都
市

中
核
市

状
況
把
握

協
議
書
提
出

30
年
度
第
１
次
補
正
予
算
額

社
会
福
祉
施
設
等
災
害
復
旧
費
補
助
金

：
26
.9
億
円

社
会
福
祉
施
設
等
設
備
災
害
復
旧
費
補
助
金
：
2.
7億
円
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○
平

成
1
6
年

か
ら

毎
年

1
1
月

を
「

児
童

虐
待

防
止

推
進

月
間

」
と

位
置

付
け

、
自

治
体

、
関

係
府

省
庁

、
関

係
団

体
等

と
連

携
し

た
集

中
的

な
広

報
・

啓
発

活
動

を
実

施
。

○
月

間
の

開
始

に
あ

た
り

、
毎

年
閣

議
に

お
い

て
厚

生
労

働
大

臣
か

ら
各

大
臣

に
対

し
、

月
間

へ
の

積
極

的
な

協
力

と
「

オ
レ

ン
ジ

リ
ボ

ン
・

バ
ッ

ジ
」

の
着

用
を

依
頼

（
閣

議
日

：
1
0
月

3
0
日

（
火

）
）

。

平
成

3
0

年
度

「
児

童
虐

待
防

止
推

進
月

間
」

の
主

な
取

組
に

つ
い

て
平

成
3

0
年

度
「

児
童

虐
待

防
止

推
進

月
間

」
の

主
な

取
組

に
つ

い
て

１
「

子
ど

も
の

虐
待

防
止

推
進

全
国

フ
ォ

ー
ラ

ム
in

  
み

や
ぎ

」
の

開
催

平
成

3
0
年

1
0
月

2
8
日

(日
)

宮
城

県
仙

台
市

の
仙

台
国

際
セ

ン
タ

ー
に

お
い

て
開

催
。

主
催

：
厚

生
労

働
省

共
催

：
宮

城
県

、
仙

台
市

２
「

児
童

虐
待

防
止

推
進

月
間

」
標

語
の

募
集

・
決

定
・

公
表

（
平

成
3
0
年

度
最

優
秀

作
品

）
『

未
来

へ
と

命
を

繋
ぐ

１
８

９
（

い
ち

は
や

く
）

』
音

城
利

紀
さ

ん
（

大
阪

府
）

の
作

品
※

応
募

総
数

9
,2

1
1
作

品
の

中
か

ら
最

優
秀

作
品

を
選

考
し

、
最

優
秀

作
品

に
は

、
厚

生
労

働
大

臣
賞

を
授

与
。

厚
生

労
働

省
や

自
治

体
等

が
作

成
す

る
各

種
広

報
媒

体
に

掲
載

。

３
広

報
・

啓
発

物
品

の
全

国
配

布
【

別
紙

２
参

照
】

児
童

相
談

所
全

国
共

通
ダ

イ
ヤ

ル
「

１
８

９
（

い
ち

は
や

く
）

」
等

の
周

知
を

図
る

ポ
ス

タ
ー

・
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
を

作
成

し
、

全
国

の
自

治
体

、
関

係
機

関
、

関
係

団
体

に
配

布
。

４
一

般
メ

デ
ィ

ア
の

活
用

等
に

よ
る

広
報

啓
発

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト
や

政
府

広
報

（
ラ

ジ
オ

番
組

、
新

聞
突

き
出

し
広

告
の

掲
載

等
）

を
活

用
し

、
周

知
・

啓
発

を
図

る
。

５
厚

生
労

働
省

庁
舎

の
オ

レ
ン

ジ
リ

ボ
ン

ド
レ

ス
ア

ッ
プ

室
内

照
明

に
よ

り
厚

生
労

働
省

の
庁

舎
（

中
央

合
同

庁
舎

５
号

館
）

の
窓

ガ
ラ

ス
に

オ
レ

ン
ジ

リ
ボ

ン
が

浮
か

び
上

が
る

よ
う

ド
レ

ス
ア

ッ
プ

を
実

施
。

６
自

治
体

・
関

係
団

体
等

の
取

組
の

取
り

ま
と

め
・

公
表

自
治

体
、

関
係

団
体

、
関

係
府

省
庁

に
お

け
る

児
童

虐
待

防
止

に
向

け
た

広
報

・
啓

発
活

動
の

実
施

状
況

を
取

り
ま

と
め

、
厚

生
労

働
省

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

等
で

公
表

。
（

例
：

イ
ベ

ン
ト

の
開

催
、

啓
発

物
品

の
作

成
・

配
布

、
民

間
企

業
等

と
タ

イ
ア

ッ
プ

し
た

企
画

の
実

施
等

）

お
と

し
ろ

と
し

き

オ
レ

ン
ジ

リ
ボ

ン
ド

レ
ス

ア
ッ

プ
（

イ
メ

ー
ジ

）

- 329 -

GHGVL
テキスト ボックス
資料81




平
成

3
0

年
度

に
全

国
配

布
し

た
広

報
・

啓
発

物
品

に
つ

い
て

平
成

3
0

年
度

に
全

国
配

布
し

た
広

報
・

啓
発

物
品

に
つ

い
て

○
厚

生
労

働
省

に
お

い
て

、
児

童
虐

待
防

止
、

児
童

虐
待

の
相

談
窓

口
等

を
周

知
す

る
ポ

ス
タ

ー
、

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

を
作

成
し

、
全

国
の

自
治

体
、

関
係

府
省

庁
及

び
関

係
団

体
等

に
配

布
。

公
共

施
設

や
保

育
所

、
学

校
等

に
掲

示
。

☆
広

報
啓

発
用

ポ
ス

タ
ー

（
B

2
サ

イ
ズ

）
約

1
1

万
枚

配
布

☆
ま

ち
か

ど
ポ

ス
タ

ー
（

A
3

サ
イ

ズ
）

約
2

9
万

枚
配

布

※
こ

の
ほ

か
、

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

（
A
4
サ

イ
ズ

両
面

、
デ

ザ
イ

ン
は

ま
ち

か
ど

ポ
ス

タ
ー

と
概

ね
同

一
）

約
1
9
0
万

枚
も

作
成

・
配

布
。
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厚
生

労
働

省
で

は
、

児
童

虐
待

問
題

に
対

す
る

理
解

を
国

民
一

人
一

人
が

深
め

、
主

体
的

な
関

わ
り

を
持

て
る

よ
う

、
毎

年
1
1
月

の
児

童
虐

待
防

止
推

進
月

間
に

合
わ

せ
、

厚
生

労
働

省
が

主
催

、
開

催
地

の
関

係
自

治
体

が
共

催
と

な
っ

て
、

「
子

ど
も

の
虐

待
防

止
推

進
全

国
フ

ォ
ー

ラ
ム

」
を

開
催

し
て

い
る

。
2
0
1
9
年

度
は

以
下

の
と

お
り

開
催

を
予

定
し

て
い

る
。

【
2

0
1

9
年

度
開

催
予

定
】

子
ど

も
の

虐
待

防
止

推
進

全
国

フ
ォ

ー
ラ

ム
in

 と
っ

と
り

（
仮

称
）

日
程

：
2
0
1
9
年

1
1
月

1
6
日

（
土

）
午

後
1
7
日

（
日

）
午

前

会
場

：
鳥

取
県

立
倉

吉
未

来
中

心
（

鳥
取

県
倉

吉
市

）

内
容

：
児

童
虐

待
防

止
対

策
を

テ
ー

マ
と

し
た

基
調

講
演

、
複

数
の

分
科

会
、

「
児

童
虐

待
防

止
推

進
月

間
」

標
語

最
優

秀
作

品
の

表
彰

等

2
0

1
9

年
度

「
子

ど
も

の
虐

待
防

止
推

進
全

国
フ

ォ
ー

ラ
ム

」
の

開
催

に
つ

い
て

2
0

1
9

年
度

「
子

ど
も

の
虐

待
防

止
推

進
全

国
フ

ォ
ー

ラ
ム

」
の

開
催

に
つ

い
て

平
成

1
7
年

埼
玉

県
さ

い
た

ま
市

平
成

2
4
年

北
海

道
札

幌
市

平
成

1
8
年

静
岡

県
静

岡
市

平
成

2
5
年

大
分

県
別

府
市

平
成

1
9
年

熊
本

県
熊

本
市

平
成

2
6
年

和
歌

山
県

和
歌

山
市

平
成

2
0
年

滋
賀

県
大

津
市

平
成

2
7
年

神
奈

川
県

横
浜

市

平
成

2
1
年

新
潟

県
妙

高
市

平
成

2
8
年

福
井

県
福

井
市

平
成

2
2
年

広
島

県
広

島
市

平
成

2
9
年

高
知

県
高

知
市

平
成

2
3
年

東
京

都
世

田
谷

区
平

成
3
0
年

宮
城

県
仙

台
市

（
参

考
）

こ
れ

ま
で

の
開

催
地

※
台

風
の

影
響

に
よ

り
中

止
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１
．

目
的

厚
生

労
働

省
及

び
関

係
団

体
が

主
唱

し
、

毎
年

１
０

月
を

「
里

親
月

間
（

里
親

を
求

め
る

運
動

）
」

と
定

め
、

都
道

府
県

、
指

定
都

市
、

児
童

相
談

所
設

置
市

が
管

内
市

町
村

や
、

児
童

福
祉

施
設

、
里

親
支

援
機

関
、

各
地

域
の

里
親

会
や

社
会

福
祉

協
議

会
等

の
関

係
機

関
並

び
に

関
係

団
体

の
協

力
を

得
な

が
ら

、
①

地
域

の
実

情
に

応
じ

て
里

親
制

度
に

関
す

る
広

報
活

動
を

展
開

、
②

新
規

里
親

の
開

拓
を

行
う

な
ど

里
親

委
託

を
促

進
、

③
里

親
家

庭
に

お
い

て
適

切
な

養
育

を
確

保
し

里
親

を
孤

立
さ

せ
る

こ
と

の
な

い
よ

う
里

親
支

援
の

充
実

を
図

り
、

併
せ

て
、

④
里

親
組

織
の

育
成

等
に

取
り

組
む

こ
と

に
よ

り
、

里
親

制
度

の
一

層
の

推
進

を
図

る
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

２
．

主
唱

・
協

力

主
唱

：
厚

生
労

働
省

、
公

益
財

団
法

人
全

国
里

親
会

、
一

般
社

団
法

人
日

本
フ

ァ
ミ

リ
ー

ホ
ー

ム
協

議
会

協
力

：
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
児

童
相

談
所

設
置

市
、

市
町

村
、

社
会

福
祉

法
人

全
国

社
会

福
祉

協
議

会
、

全
国

児
童

養
護

施
設

協
議

会
、

全
国

乳
児

福
祉

協
議

会
、

全
国

母
子

生
活

支
援

施
設

協
議

会
、

全
国

児
童

自
立

支
援

施
設

協
議

会
、

全
国

児
童

心
理

治
療

施
設

協
議

会
、

全
国

自
立

援
助

ホ
ー

ム
協

議
会

、
全

国
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
協

議
会

、
公

益
財

団
法

人
日

本
財

団
、

全
国

児
童

相
談

所
長

会
、

全
国

民
生

委
員

児
童

委
員

連
合

会
、

全
国

保
育

協
議

会
、

公
益

社
団

法
人

全
国

私
立

保
育

園
連

盟
、

社
会

福
祉

法
人

日
本

保
育

協
会

、
公

益
社

団
法

人
日

本
P
T
A
全

国
協

議
会

、
一

般
財

団
法

人
児

童
健

全
育

成
推

進
財

団
、

全
国

地
域

活
動

連
絡

協
議

会
、

N
P
O

法
人

子
育

て
ひ

ろ
ば

全
国

連
絡

協
議

会

「
里

親
月

間
（

里
親

を
求

め
る

運
動

）
」

に
つ

い
て

「
里

親
月

間
（

里
親

を
求

め
る

運
動

）
」

に
つ

い
て

３
．

取
組

方
針

月
間

期
間

中
、

以
下

の
基

本
的

な
方

針
に

よ
り

取
り

組
む

。

（
１

）
里

親
制

度
の

普
及

啓
発

の
強

化
を

図
り

、
児

童
福

祉
関

係
機

関
・

施
設

は
も

と
よ

り
病

院
や

学
校

、
企

業
・

事
業

所
、

地
域

住
民

等
へ

の
理

解
を

促
す

こ
と

に
よ

り
、

社
会

全
体

で
里

親
を

支
援

す
る

気
運

づ
く

り
を

行
う

。
（

２
）

新
規

里
親

を
積

極
的

に
開

拓
す

る
と

と
も

に
、

併
せ

て
未

委
託

里
親

へ
の

委
託

を
進

め
る

な
ど

、
里

親
委

託
数

を
増

加
さ

せ
る

。
（

３
）

里
親

等
へ

の
研

修
等

を
充

実
し

、
里

親
の

養
育

技
術

の
一

層
の

向
上

を
図

る
。

（
４

）
児

童
相

談
所

、
里

親
支

援
機

関
、

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

等
に

よ
る

里
親

支
援

の
一

層
の

拡
充

を
図

る
。

（
５

）
里

親
組

織
等

を
育

成
す

る
と

と
も

に
、

活
動

の
活

性
化

を
図

る
。
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（
配

付
先
）

・
自

治
体
（

都
道
府
県

・
市

区
町

村
）

・
鉄

道
会
社

（
東
急
、

京
王

、
小

田
急
、
西

武
、

京
成

、
東
武
）

※
10
月

の
全
部
又

は
一

部
期

間
中
、
駅

構
内

へ
の

掲
示
を
依

頼
・

都
道

府
県

中
小
企
業

団
体

中
央

会
・

地
方

厚
生

（
支
）
局

（
ポ

ス
タ
ー

）
（

リ
ー

フ
レ
ッ

ト
）

①
ポ

ス
タ

ー
・

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

の
配

付
・

掲
示

＜
表

面
・
裏

面
（
制
度

概
要

）
＞

・
「

里
親
に

な
る
た
め

の
条

件
」

や
、

「
里

親
に
な

る
ま
で
の

流
れ

」
、

「
ど

の
よ
う

な
子
ど
も

が
里

親
を

必
要

と
し
て

い
る
か
」

な
ど

に
つ

い
て

紹
介

＜
中

面
（
イ

ン
タ
ビ
ュ

ー
記

事
）

＞
・

「
実

子
の

子
育
て
の

一
段

落
後

に
里

親
に

な
っ

た
方
」
、

「
不

妊
治

療
後

に
里
親

に
な
っ
た

方
」

、
「

共
働

き
で

里
親
に
な

っ
た

方
」

な
ど

、
さ
ま

ざ
ま
な
「

里
親

」
家

庭
（

い
ろ
い

ろ
あ
る
、

「
里

親
」

の
カ

タ
チ
）

の
声
を
紹

介

・
女

優
／
サ

ヘ
ル
・
ロ

ー
ズ

さ
ん

か
ら

の
メ

ッ
セ

ー
ジ

平
成
３
０
年
度
里
親
月
間
を
中
心
と
し
た
厚
生
労
働
省
の
取
組
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（
開

催
日
）

１
１

月
１
７

日
（
土
）

～
１

１
月

１
８
日
（

日
）

（
会

場
）

石
川

県
地
場

産
業
振
興

セ
ン

タ
ー

（
石
川
県

金
沢

市
）

（
参

加
者
）

全
国

の
里
親

・
里
子
、

児
童

養
護

施
設
・
乳

児
院

・
児

童
自
立
支

援
施

設
・

児
童
心
理

治
療

施
設

・
児
童
家

庭
支

援
セ

ン
タ
ー
関

係
者

、
里

親
支

援
専
門

相
談
員
、

市
町

村
・

児
童
相
談

所
等

児
童

福
祉
行
政

・
教

育
委

員
会
関
係

者
、

民
生

委
員
児
童

委
員

、
里

親
研
究
者

、
里

親
制

度
及

び
児
童

福
祉
に
関

心
の

あ
る

方
、
学
生

等
（
参

加
定
員
５

０
０

～
６

０
０
名
）

（
主

催
）

厚
生

労
働

省
、
石
川

県
、

金
沢

市
、
石
川

県
里

親
会

、
全
国
里

親
会

、
東

海
・
北
陸

ブ
ロ

ッ
ク

里
親
連
絡

協
議

会

（
共

催
）

NH
K厚

生
文
化

事
業
団

、
テ

レ
ビ

朝
日
福
祉

文
化

事
業

団

（
後

援
）

全
国

社
会
福

祉
協
議
会

、
全

国
児

童
養
護
施

設
協

議
会

、
全
国
乳

児
福

祉
協

議
会
、
日

本
フ

ァ
ミ

リ
ー
ホ
ー

ム
協

議
会

、
全
国
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ
ー

協
議
会
、

石
川

県
社

会
福
祉
協

議
会

、
金

沢
市
社
会

福
祉

協
議

会
、
い
し

か
わ

結
婚

・
子
育
て

支
援

財
団

（
内

容
）

［
初

日
］

・
式

典
・
顕

彰
：
全
国

里
親

会
会

長
表
彰

・
行

政
説
明

：
厚
生
労

働
省

、
・

記
念

講
演

：
認
定
特

定
非

営
利

活
動
法
人

Ｌ
ｉ

ｖ
ｉ

ｎ
ｇ

ｉ
ｎ

Ｐ
ｅ

ａ
ｃ
ｅ

慎
泰

俊
氏

［
２

日
目

］
・

分
科

会
（
講

師
等
）
奥

山
眞

紀
子

氏
（
国
立

成
育

医
療

研
究
セ
ン

タ
ー

こ
こ

ろ
の
診
療

部
統

括
部

長
）
、
大

谷
幸

代
氏

（
シ
ェ
き

ら
り

自
立

援
助

ホ
ー

ム
長

）
、
荘
保

共
子

氏
（

こ
ど
も
の

里
理

事
長

）
、
山
口

修
平

氏
（

一
宮
学
園

副
施

設
長

）
、
中
垣

真
通

氏
（

子
ど
も
の

虹
情
報

研
修

セ
ン
タ
ー

研
修
課
長

）
、
岡
田

卓
子

氏
（

Ｂ
ａ
ｂ
ｙ

ぽ
け

っ
と

代
表
）
、

萬
屋

育
子

氏
（
Ｃ
Ａ

Ｐ
Ｎ

Ａ
理

事
長
）
、

法
岡

敬
人
氏

（
あ
す
な

ろ
学
園
里

親
支
援
専

門
相

談
員

）
、
坂
本

直
子

氏
（

梅
光
児
童

園
里

親
支

援
専
門
相

談
員

）
、

津
崎
哲
郎

氏
（

児
童
虐

待
防
止
協

会
理

事
長

）
、
小
林

真
理

子
氏

（
山
梨
英

和
大

学
副
学

長
）
、

眞
保

和
彦

氏
（
静
岡

市
里

親
会

会
長
）
、

岩
朝

し
の
ぶ

氏
（
日
本

こ
ど
も
支

援
協
会
代

表
理

事
）

、
相
澤
仁

氏
（

大
分

大
学
教
授

）

②
全

国
里

親
大

会
の

開
催
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（
補

助
事
業

等
に
よ
り

実
施

す
る

も
の
（
（

株
）

毎
日

新
聞
社
）

・
別

刷
り
大

型
特
集
記

事
（

毎
日

新
聞
）
＋

新
聞

広
告

（
毎
日
新

聞
、

毎
日

小
学
生
新

聞
）

・
ニ

ュ
ー
ス

サ
イ
ト
に

大
型

特
集

記
事
（
ニ

ュ
ー

ス
サ

イ
ト
「
毎

日
新

聞
」

）

・
ツ

イ
ッ
タ

ー
で
の
情

報
拡

散
と

複
数
の

Yo
ut
u
be
動

画
の

連
動

・
国

際
フ
ォ

ー
ラ
ム
の

開
催

（
東

京
・
大
阪

）
※
里

親
先
進
国

の
取

組
な

ど

・
百

貨
店
で

の
イ
ベ
ン

ト
開

催
※

企
業
協

力
を

得
て

百
貨
店
で

啓
発

イ
ベ

ン
ト

（
政

府
広
報

等
）

・
報

道
発
表

※
月
間

中
の

広
報

・
イ
ベ
ン

ト
活

動
、

地
方
自
治

体
の

取
り

組
み
事
例

等
を

紹
介

・
厚

生
労
働

省
tw
it

te
r

・
厚

生
労
働

省
fa
ce

bo
ok

・
広

報
誌
「

共
同
参
画

」
（

記
事

掲
載
）

・
政

府
広
報

新
聞
記
事

下
広

告
（

全
国

71
紙

）

・
政

府
広
報

Ya
h
oo
!バ

ナ
ー

広
告

・
政

府
広
報

オ
ン
ラ
イ

ン
（

記
事

掲
載
）

・
政

府
広
報

番
組
「
霞

が
関

か
ら

お
知
ら
せ

し
ま

す
」

（
BS
-T

BS
）

・
政

府
広
報

番
組
「
秋

元
才

加
と

JO
Yの

W
ee

kl
y
 J
a
pa
n
!!
」

（
ラ

ジ
オ

）

・
政

府
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ

ト
テ

レ
ビ

③
広

報
媒

体
や

Ｓ
Ｎ

Ｓ
を

活
用

し
た

各
種

広
報

の
実

施
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婦
人
相
談
員

全
国
１
，
４
４
７
人

・
婦
人
相
談
所
や

福
祉
事
務
所
に

配
置
。

・
Ｄ
Ｖ
等
に
係
る
相

談
・
情
報
提
供

等
を
行
う
。

福
祉
事
務
所
（
も
し
く
は
市
町
村
）

生
活
保
護
、
母
子
生
活
支
援
施
設
入
所

保
育
所
入
所
、
子
育
て
短
期
支
援
事
業

母
子
家
庭
等
日
常
生
活
支
援
事
業
、

児
童
扶
養
手
当
の
支
給
等

被 害 女 性

自 立

婦
人
相
談
所
４
９
か
所

・
各
都
道
府
県
１
ヶ
所
（
徳
島
県
の
み
３
ヶ
所
）

・
Ｄ
Ｖ
等
に
係
る
相
談
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
・
情
報
提
供

を
行
う
。

・
婦
人
相
談
所
は
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

と
し
て
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

（
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
は
、
婦
人
相
談

所
も
含
め
、
全
国
２
７
８
カ
所
設
置
）

一
時
保
護
所
４
７
か
所

・
婦
人
相
談
所
に
併
設
（
各
都
道
府
県
１
ヶ
所
）

・
Ｄ
Ｖ
被
害
等
女
性
、
同
伴
児
童
に
係
る
短
期
間
の

一
時
保
護
を
行
う
。

・
保
護
の
期
間
は
概
ね
２
週
間
程
度
。

・
適
切
な
保
護
が
見
込
ま
れ
る
場
合
、
民
間
シ
ェ
ル

タ
ー
、
老
人
福
祉
施
設
、
障
害
者
支
援
施
設
等
へ

一
時
保
護
委
託
。

・
中
長
期
的
な
支
援
が
必
要
な
場
合
、
婦
人
保
護
施

設
へ
の
入
所
措
置
決
定
を
行
う
。

母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
：
職
業
相
談
、
就
業
支
援
講
習
会
の
開
催
、
就
業
情
報
の
提
供
等

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
：
マ
ザ
ー
ズ
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
に
お
け
る
子
育
て
女
性
等
へ
の
就
職
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

児
童
相
談
所
：
心
理
的
虐
待
等
を
受
け
た
子
ど
も
へ
の
心
理
的
ケ
ア
、
子
育
て
相
談
等

連 携

・

協 力

他
省
庁
等

関
係
機
関

警
察

裁
判
所

公
営
住
宅

窓
口

等

民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等

（
一
時
保
護
委
託
）

・
保
護
の
期
間
は
概
ね

２
週
間
程
度

婦
人
保
護
事
業
の
概
要

婦
人
保
護
事
業

関
連

婦
人
保
護
事
業
以

外
の
厚
生
労
働
省

所
管
事
業

婦
人
保
護
施
設

３
９
都
道
府
県

４
７
か
所

・
Ｄ
Ｖ
被
害
女
性
等
に
係

る
生
活
支
援
・
心
理
的

ケ
ア
・
自
立
支
援
を
行

う
。

・
支
援
期
間
は
中
長
期

で
、
概
ね
１
ヶ
月
以
上
。

母
子
生
活
支
援
施
設

生
活
支
援

子
育
て
支
援

心
理
的
ケ
ア

自
立
支
援

（
注
）
婦
人
相
談
員
、
婦
人
相
談
所
及
び
婦
人
保
護
施
設
の
数
は
平
成
29
年
４
月
１
日
現
在
。
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
数
は
平
成
2
9
年
1
1
月
２
日
現
在

○
婦
人
保
護
事
業
関
連
施
設
と
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
支
援
施
策
な
ど
婦
人
保
護
事
業
以
外
の
厚
生
労
働
省
所
管
事
業
を
組
み
合
わ
せ
て
被
害
女
性

の
自
立
に
向
け
た
支
援
を
実
施
。
必
要
に
応
じ
、
関
係
省
庁
等
と
も
連
携
し
て
対
応
。

【
支
援
対
象
】

・
DV
被
害
女
性

・
ス
ト
ー
カ
ー
被

害
女
性

・
性
暴
力
被
害

女
性

・
人
身
取
引
被

害
女
性
等
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平
成
３
０
年
度
予
算
額

１
８
２
億
円
の
内
数

20
19
（
平
成
３
１
）
年
度
婦
人
保
護
事
業
関
係
予
算
案
の
概
要

１
婦
人
相
談
所
に
お
け
る
支
援

（
婦
人
相
談
所
運
営
費
負
担
金
）

１
６
百
万
円

○
婦
人
相
談
所
に
お
け
る
広
域
措
置
の
実
施

他
の
都
道
府
県
へ
の
広
域
措
置
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
を
他
の
都
道
府
県
の
婦
人
相
談
所
等
へ
移
送
す
る
た
め
に
必
要
な
旅
費
等
の
補
助
を
行
う
。

○
外
国
人
婦
女
子
緊
急
一
時
保
護
経
費

外
国
人
の
Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
を
保
護
し
た
際
の
通
訳
雇
い
上
げ
に
伴
う
費
用
や
関
係
機
関
と
の
連
絡
に
必
要
な
経
費
等
の
補
助
を
行
う
。

○
婦
人
相
談
所
に
お
け
る
一
時
保
護
の
実
施

職
員
の
人
件
費
、
入
所
者
の
食
費
や
被
服
費
な
ど
の
生
活
費
、
施
設
の
維
持
・管
理
費

○
婦
人
相
談
所
が
一
時
保
護
委
託
す
る
た
め
の
経
費

Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
の
状
況
に
応
じ
て
、
婦
人
相
談
所
が
民
間
シ
ェ
ル
タ
ー
等
の
適
切
な
委
託
契
約
施
設
へ
一
時
保
護
を
委
託
し
、
自
立
に
向
け
た
支
援
を
行
う
。
ま
た
、
ス
トー

カ
ー
被
害
者
や
性
暴
力
・性
犯
罪
の
被
害
者
も
一
時
保
護
委
託
の
対
象
と
す
る
。

○
婦
人
保
護
施
設
に
お
け
る
保
護
・
自
立
支
援
に
必
要
な
経
費

職
員
の
人
件
費
、
入
所
者
の
食
費
や
被
服
費
な
ど
の
生
活
費
、
施
設
の
維
持
・管
理
費

婦
人
保
護
施
設
入
所
者
の
就
職
活
動
の
た
め
の
旅
費
を
支
給

個
別
対
応
職
員
を
配
置
し
、
様
々
な
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
被
害
者
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
支
援
を
行
い
、
支
援
体
制
の
強
化
を
図
る
。

○
心
理
療
法
担
当
職
員
の
配
置

婦
人
相
談
所
一
時
保
護
所
及
び
婦
人
保
護
施
設
に
心
理
療
法
担
当
職
員
を
配
置
し
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
及
び
同
伴
家
族
の
心
理
的
ケ
ア
の
支
援
を
図
る
。

○
同
伴
児
童
の
ケ
ア
を
行
う
指
導
員
の
配
置

婦
人
相
談
所
一
時
保
護
所
及
び
婦
人
保
護
施
設
に
同
伴
児
童
の
ケ
ア
を
行
う
指
導
員
を
配
置
し
、
虐
待
を
受
け
た
児
童
へ
の
ケ
ア
の
充
実
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
保
護
さ

れ
た
女
性
が
自
立
に
向
け
た
取
組
を
安
心
し
て
行
え
る
環
境
を
整
え
る
。

○
夜
間
警
備
体
制
強
化
事
業

婦
人
相
談
所
一
時
保
護
所
及
び
婦
人
保
護
施
設
の
夜
間
警
備
体
制
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
配
偶
者
の
暴
力
か
ら
逃
れ
て
入
所
し
て
い
る
被
害
者
や
職
員
の
安
全
の
確

保
を
図
る
。

○
婦
人
保
護
施
設
入
所
者
の
地
域
生
活
移
行
支
援

地
域
生
活
移
行
支
援
を
賃
貸
物
件
を
活
用
し
て
実
施
す
る
場
合
に
、
建
物
の
賃
貸
料
の
一
部
を
措
置
費
に
算
定
す
る
。

○
婦
人
保
護
施
設
に
お
け
る
同
伴
児
童
の
入
進
学
支
度
金
の
支
給

婦
人
保
護
施
設
に
お
け
る
同
伴
児
童
が
、
小
学
校
、
中
学
校
、
又
は
高
等
学
校
に
入
進
学
し
た
場
合
の
入
進
学
支
度
金
を
支
給
す
る
。

２
婦
人
相
談
所
の
一
時
保
護
委
託
、
婦
人
保
護
施
設
に
お
け
る
自
立
支
援

２
２
億
円

婦
人
保
護
事
業
費
負
担
金

婦
人
保
護
事
業
費
補
助
金

→
平
成
３
１
年
度
予
算
案

１
９
１
億
円
の
内
数
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３
婦
人
相
談
員
活
動
強
化

（
児
童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
）

１
６
９
億
円
の
内
数

○
婦
人
相
談
員
活
動
強
化
事
業

Ｄ
Ｖ
等
の
相
談
に
応
じ
る
婦
人
相
談
員
の
手
当
や
調
査
・指
導
の
た
め
の
旅
費
等
を
補
助
す
る
。

※
相
談
・支
援
の
充
実
、
資
質
向
上
を
図
る
観
点
か
ら
、
一
定
の
研
修
を
終
了
し
た
者
に
つ
い
て
勤
務
実
態
に
応
じ
た
手
当
額
を
支
給
。

４
Ｄ
Ｖ
対
策
等
の
機
能
強
化

（
児
童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
）

１
６
９
億
円
の
内
数

○
婦
人
保
護
施
設
退
所
者
自
立
生
活
援
助
事
業
【
拡
充
】

婦
人
保
護
施
設
に
生
活
援
助
指
導
員
を
配
置
し
、
対
象
者
の
来
所
等
へ
の
対
応
、
対
象
者
の
職
場
や
居
住
へ
訪
問
す
る
な
ど
の
方
法
に
よ
り
、
相
談
、
指
導
等
の
援
助
に

あ
た
る
。

補
助
要
件
を
緩
和
し
、
事
業
の
促
進
を
図
る
。
※
事
業
対
象
者
が
「年
度
当
初
に
お
い
て
1
0
人
以
上
」の
要
件
を
「年
度
当
初
に
お
い
て
5
人
以
上
」に
緩
和

○
休
日
夜
間
電
話
相
談
事
業

婦
人
相
談
所
に
お
い
て
、
電
話
相
談
員
を
配
置
し
、
休
日
及
び
夜
間
の
相
談
体
制
の
強
化
を
図
り
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
の
相
談
に
対
応
す
る
。

○
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
被
害
女
性
保
護
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業

婦
人
相
談
所
と
関
係
機
関
等
と
の
連
絡
会
議
や
ケ
ー
ス
会
議
を
開
催
し
、
連
携
の
強
化
を
図
る
。

○
婦
人
相
談
所
等
職
員
へ
の
専
門
研
修
事
業

婦
人
相
談
所
職
員
や
婦
人
相
談
員
等
、
直
接
被
害
者
か
ら
相
談
受
け
る
職
員
に
対
し
、
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
特
性
等
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
の
必
要
な
研
修
を

実
施
す
る
。
（
年
3
回
）

○
法
的
対
応
機
能
強
化
事
業

婦
人
相
談
所
に
お
い
て
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
か
ら
の
離
婚
問
題
、
生
活
破
綻
問
題
及
び
在
留
資
格
等
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
や
調
整
の
相
談
等
に
対
し
、
弁
護
士
等
に
よ
る

法
的
な
調
整
や
援
助
を
行
う
。

○
婦
人
相
談
所
一
時
保
護
所
入
所
者
個
別
対
応
強
化
事
業

個
別
対
応
職
員
を
配
置
し
、
様
々
な
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
被
害
者
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
支
援
を
行
い
、
支
援
体
制
の
強
化
を
図
る
。

６
Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
自
立
生
活
援
助
モ
デ
ル
事
業

（
児
童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
）

１
６
９
億
円
の
内
数

婦
人
相
談
所
に
お
い
て
一
時
保
護
さ
れ
た
者
な
ど
が
、
地
域
で
自
立
し
、
定
着
す
る
た
め
の
支
援
を
行
う
モ
デ
ル
事
業
。

５
若
年
被
害
女
性
等
支
援
モ
デ
ル
事
業

（
児
童
虐
待
・
Ｄ
Ｖ
対
策
等
総
合
支
援
事
業
）

１
６
９
億
円
の
内
数

若
年
被
害
女
性
等
に
対
し
て
、
公
的
機
関
と
民
間
支
援
団
体
が
密
接
に
連
携
し
、
ア
ウ
トリ
ー
チ
に
よ
る
相
談
支
援
や
居
場
所
の
確
保
等
を
行
う
モ
デ
ル
事
業
を
実
施
す
る
。
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若
年
被
害
女
性
等
支
援
モ
デ
ル
事
業
の
概
要

◆
困
難
を
抱
え
た
女
性
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
ケ
ー
ス
に
応
じ
た
細
や
か
な
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
早
期
の
自
立
支
援
が
可

能
と
な
る
こ
と
か
ら
、
若
年
被
害
女
性
等
に
対
し
て
、
公
的
機
関
・
施
設
と
民
間
支
援
団
体
と
が
密
接
に
連
携
し
、
ア
ウ
ト
リ

ー
チ
か
ら
居
場
所
の
確
保
、
公
的
機
関
や
施
設
へ
の
「
つ
な
ぎ
」
を
含
め
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
う
仕
組
み
を
構
築
す
る
た
め
の

モ
デ
ル
事
業
を
実
施
す
る
。

＜
実
施
主
体
＞
都
道
府
県
・
市
・
特
別
区

＜
補
助
率
＞
国
1
0
/
1
0

଄ ফ ଺ ૩ ੓ ਙ ಉ Ｊ Ｋ ビ ジ ネ ス 被 害 者 等

家 出 少 女 ・ Ａ Ｖ 出 演 強 要 ・

＜
モ
デ
ル
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

★
４
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
若
年
（
被
害
）
女
性
の
早
期
か
ら
の
自

立
を
支
援

①
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
支
援
【
必
須
】

②
関
係
機
関
連
携
会
議
の
設
置
等
(関
係
機
関
と
の
連
携
)【
必
須
】

③
居
場
所
の
確
保
【
任
意
】

➃
自
立
支
援
【
任
意
】

民
間
団
体

都
道
府
県
・
市
・
特
別
区

事
業
の
一
部
（
②
を
除

く
）
を
委
託
可
能

＜
未
然
防
止
＞

◆
夜
間
見
回
り
・
声
か
け

◆
相
談
窓
口
の
開
設
（
電
話
・
メ
ー
ル
・
LI
N
E
）

➀
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
支
援

➂
居
場
所
の
確
保

◆
一
時
的
な
「
安
心
・
安
全
な
居
場
所
」
の
提
供
、

相
談
支
援
の
実
施

➃
自
立
支
援

◆
学
校
や
家
族
と
の
調
整
、
就
労
支
援
な
ど

自
立
に
向
け
た
支
援
を
実
施

国

補 助

➁
関
係
機
関
連
携
会
議
の
設
置
等
（
関
係
機
関
と
の
連
携
）

◆
実
施
主
体
は
、
関
係
機
関
連
携
会
議
を
設
置
し
、
関
係
機
関
と
民
間
支
援
団
体
の
連
絡
・
調
整
を
図
る

◆
身
体
的
・
心
理
的
な
状
態
や
置
か
れ
て
い
る
状
況
等
に
応
じ
て
関
係
機
関
へ
つ
な
ぐ
（
同
行
支
援
を
含
む
）

警
察

警
察

児
童
相
談
所

児
童
相
談
所

婦
人
保
護
施
設

婦
人
保
護
施
設

労
働
関
係
機
関

労
働
関
係
機
関

医
療
機
関

医
療
機
関

福
祉
事
務
所

福
祉
事
務
所

婦
人
相
談
所

婦
人
相
談
所

D
V
セ
ン
タ
ー

D
V
セ
ン
タ
ー

民
間
支
援
団
体

民
間
支
援
団
体

男
女
共
同
参
画
ｾﾝ
ﾀｰ

男
女
共
同
参
画
ｾﾝ
ﾀｰ

自
立
相
談
支
援
機
関
（
生
活
困
窮
者
制
度
）

自
立
相
談
支
援
機
関
（
生
活
困
窮
者
制
度
）

（
児
童
虐
待
・D
V対
策
等
総
合
支
援
事
業
）

平
成
30
年
度
予
算
額
15
9億
円
の
内
数
→
平
成
31
年
度
予
算
案
16
9億
円
の
内
数
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「困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
あ
り方
に
関
す
る
検
討
会
」に
つ
い
て

【趣
旨
】

◆
婦
人
保
護
事
業
は
、昭
和
31
年
に
制
定
され
た
売
春
防
止
法
に
基
づ
き、
売
春
を行
うお
それ
の
あ
る
女
子
を保
護
す
る
事
業
とし
て
発
足
した
。

◆
しか
し、
そ
の
後
、支
援
ニー
ズ
の
多
様
化
に
伴
い
、家
庭
関
係
の
破
綻
や
生
活
困
窮
等
の
問
題
を抱
え
る
女
性
に
事
業
対
象
を拡
大
して
きた
。ま
た
、関
係

法
令
に
よ
り、
平
成
13
年
か
らは
DV
被
害
者
、平
成
16
年
か
らは
人
身
取
引
被
害
者
、平
成
25
年
か
らは
ス
トー
カー
被
害
者
が
、そ
れ
ぞ
れ
事
業
対
象
とし
て

明
確
化
され
、現
に
支
援
や
保
護
を必
要
とす
る
女
性
の
支
援
に
大
きな
役
割
を果
た
す
よう
に
な
った
。

◆
この
よう
な
経
緯
か
ら、
与
党
や
関
係
者
か
らは
、制
定
以
来
抜
本
的
な
見
直
しが
行
わ
れ
て
い
な
い
売
春
防
止
法
の
規
定
を含
め
、婦
人
保
護
事
業
の
あ
り

方
を
見
直
す
べ
きと
の
問
題
提
起
が
な
され
て
い
る
。こ
うし
た
こと
を踏
まえ
、今
後
の
困
難
な
問
題
を抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
あ
り方
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

検
討
会
ス
ケ
ジ
ュー
ル
及
び
主
な
検
討
事
項

１
．
検
討
会
ス
ケ
ジ
ュー
ル

○
第
1回
（
平
成
30
年
7月
30
日
）

・座
長
の
選
任
に
つ
い
て

・今
後
の
進
め
方
に
つ
い
て

○
第
2回
（
平
成
30
年
8月
23
日
）

・構
成
員
か
らの
プ
レゼ
ンテ
ー
シ
ョン
①

○
第
3回
（
平
成
30
年
9月
4日
）

・構
成
員
か
らの
プ
レゼ
ンテ
ー
シ
ョン
②

○
第
4回
（
平
成
30
年
10
月
24
日
）

・中
間
的
な
論
点
の
整
理
に
向
け
た
議
論

○
第
5回
（
平
成
30
年
11
月
26
日
）

・中
間
的
な
論
点
の
整
理

※
中
間
的
な
論
点
の
整
理
以
降
は
、具
体
的
な
検
討
事
項
を
議
論

２
．
主
な
検
討
事
項

○
対
象
とす
る
「女
性
」の
範
囲
・支
援
内
容

○
婦
人
相
談
所
、婦
人
相
談
員
、婦
人
保
護
施
設
の
役
割
や
機
能

○
他
法
他
施
策
との
関
係
や
根
拠
法
の
見
直
し

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
あ
り方
に
関
す
る
検
討
会

構
成
員

（
五
十
音
順
、◎
座
長
、○
座
長
代
理
、敬
称
略
）

大
谷
恭
子

弁
護
士
（
ア
リエ
法
律
事
務
所
）

戒
能
民
江

お
茶
の
水
女
子
大
学
名
誉
教
授

加
茂
登
志
子

若
松
町
ここ
ろ
とひ
ふ
の
クリ
ニッ
クP
CI
T研
修
セ
ンタ
ー
長

近
藤
恵
子

NP
O
法
人
全
国
女
性
シ
ェル
ター
ネ
ット
理
事

○
新
保
美
香

明
治
学
院
大
学
社
会
学
部
教
授

菅
田
賢
治

全
国
母
子
生
活
支
援
施
設
協
議
会
会
長

高
橋
亜
美

ア
フタ
ー
ケ
ア
相
談
所
ゆ
ず
りは
所
長

橘
ジ
ュン

NP
O
法
人
BO
ND
プロ
ジ
ェク
ト代
表

仁
藤
夢
乃

一
般
社
団
法
人
Co
la
bo
代
表

野
坂
洋
子

昭
和
女
子
大
学
人
間
社
会
学
部
助
教

◎
堀
千
鶴
子

城
西
国
際
大
学
福
祉
総
合
学
部
教
授

前
河

桜
大
阪
府
福
祉
部
子
ども
室
家
庭
支
援
課
長

松
本
周
子

全
国
婦
人
相
談
員
連
絡
協
議
会
会
長

水
野
健
二

名
古
屋
市
子
ども
青
少
年
局
子
育
て
支
援
部
子
ども
福
祉
課
主
幹

村
木
太
郎

一
般
社
団
法
人
若
草
プ
ロジ
ェク
ト理
事

横
田
千
代
子

全
国
婦
人
保
護
施
設
等
連
絡
協
議
会
会
長

和
田
芳
子

婦
人
相
談
所
長
全
国
連
絡
会
議
会
長

（
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
）

内
閣
府
、法
務
省
、警
察
庁
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「
授
乳
・
離
乳
の
支
援
ガ
イ
ド
」
改
定
に
関
す
る
研
究
会

１
目
的

「
授
乳
・
離
乳
の
支
援
ガ
イ
ド
」
に
つ
い
て
は
、
妊
産
婦
や
子
ど
も
に
関
わ
る
保
健
医
療
従
事
者
が
基
本
的
事
項
を
共
有
化
し
、

支
援
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
保
健
医
療
従
事
者
向
け
に
平
成
１
９
年
３
月
に
作
成
さ
れ
、
自
治
体
や
医
療
機
関
等

で
活
用
さ
れ
て
き
た
。

今
般
、
本
ガ
イ
ド
の
策
定
か
ら
約
10
年
が
経
過
し
た
こ
と
か
ら
、
最
新
の
知
見
や
、
授
乳
・
離
乳
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
等
の

変
化
を
踏
ま
え
、
本
ガ
イ
ド
の
内
容
を
検
証
し
、
改
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
学
識
経
験
者
等
の
協
力
を
得
て
、
子
ど
も
家

庭
局
母
子
保
健
課
長
の
下
に
、
本
研
究
会
を
開
催
す
る
も
の
と
す
る
。

２
構
成
員

（
順
不
同
。
○
：
座
長
）

五
十
嵐

隆
国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
理
事
長

井
村

真
澄

日
本
赤
十
字
看
護
大
学
大
学
院
国
際
保
健
助
産
学
専
攻

教
授

川
口

明
子

埼
玉
県
川
口
市
保
健
所
地
域
保
健
セ
ン
タ
ー
主
査

楠
田

聡
杏
林
大
学
医
学
部
客
員
教
授

清
水

俊
明

順
天
堂
大
学
医
学
部
教
授

鈴
木

俊
治

葛
飾
赤
十
字
産
院
副
院
長

田
村

文
誉

日
本
歯
科
大
学
口
腔
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
科
教
授

堤
ち
は
る

相
模
女
子
大
学
栄
養
科
学
部
教
授

仲
村

教
子

株
式
会
社
風
讃
社
ひ
よ
こ
ク
ラ
ブ
編
集
部
編
集
長

成
田

雅
美

国
立
成
育
医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
ア
レ
ル
ギ
ー
セ
ン
タ
ー

平
川

俊
夫

公
益
社
団
法
人
日
本
医
師
会
常
任
理
事

吉
池

信
男

青
森
県
立
保
健
大
学
健
康
科
学
部
教
授

○ ２
開
催
状
況

第
１
回

平
成
３
０
年
１
１
月
９
日
（
金
）

第
２
回

平
成
３
０
年
１
２
月
２
７
日
（
木
）

第
３
回

平
成
３
１
年
２
月
６
日
（
水
）
※
予
定
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００

＜
背
景
＞
●
３
歳
未
満
の
乳
幼
児
の
平
均
睡
眠
時
間
は
1
7
カ
国
で
比
較
し
た
調
査
で
最
も
短
い
（1
1
.6
時
間
）
。

●
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
ス
マ
ー
トフ
ォ
ン
な
ど
の
情
報
通
信
機
器
が
広
く
普
及
す
る
中
で
、
生
活
ス
タ
イ
ル
の
様
相
も
変
化
。

●
子
ど
も
の
睡
眠
の
問
題
は
、
将
来
の
生
活
習
慣
病
の
リ
ス
ク
を
高
め
る
こ
と
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。

未
就
学
児
の
睡
眠
指
針

未
就
学
児
の
睡
眠
指
針

検
索

３
．
保
護
者
の
情
報
通
信
機
器
使
用

４
．
光
と
情
報
通
信
機
器
使
用

子
ど
も
の
よ
り
良
い
睡
眠
の
た
め
の
ポ
イ
ン
ト

１
．
安
全
な
睡
眠
環
境

新
生
児
期
～
乳
児
期
は
身
体
の
い
ろ
い
ろ
な
機
能
が
未
熟
で
発
達
し
て
い
く
過
程
で
す
．

安
全
な
睡
眠
環
境
を
確
保
し
ま
し
ょ
う
．

２
．
保
護
者
の
睡
眠
習
慣

保
護
者
の
睡
眠
習
慣
が
子
ど
も
の
睡
眠
習
慣
に
影
響
し
ま
す
．

特
に
子
ど
も
と
同
じ
部
屋
で
寝
て
い
る
場
合
は
注
意
し
ま
し
ょ
う
．

３
．
保
護
者
の
情
報
通
信
機
器
使
用

保
護
者
の
情
報
通
信
機
器
使
用
は
子
ど
も
の
使
用
に
つ
な
が
り
，
睡
眠
に
も
影
響
し
ま
す
．

ま
ず
保
護
者
自
身
の
情
報
通
信
機
器
の
使
用
状
況
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
し
ょ
う
．

４
．
光
と
情
報
通
信
機
器
使
用

光
は
睡
眠
と
覚
醒
の
リ
ズ
ム
に
影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
．

寝
床
に
つ
く
前
は
，
明
る
い
光
を
浴
び
な
い
よ
う
注
意
し
ま
し
ょ
う
．

５
．
子
ど
も
の
情
報
通
信
機
器
使
用
と
睡
眠

未
就
学
児
の
期
間
に
，
情
報
通
信
機
器
使
用
の
状
況
は
大
き
く
変
化
し
ま
す
．

機
器
の
使
用
を
開
始
す
る
年
齢
や
子
ど
も
の
生
活
の
中
で
の
位
置
づ
け
を
考
え
ま
し
ょ
う
．

６
．
午
睡
（
昼
寝
）
と
夜
間
の
睡
眠

午
睡
は
年
齢
と
と
も
に
そ
の
必
要
度
が
低
下
し
ま
す
．

必
要
以
上
に
長
い
午
睡
は
，
夜
の
睡
眠
を
妨
げ
る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
．

７
．
就
学
が
近
づ
い
た
時
期
の
睡
眠

小
学
生
に
な
る
と
生
活
習
慣
も
変
化
し
ま
す
．

就
学
が
近
づ
い
た
ら
，
学
校
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
あ
わ
せ
て
調
整
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
．

８
．
睡
眠
の
病
気

子
ど
も
の
睡
眠
中
の
異
常
は
，
睡
眠
の
病
気
（
睡
眠
障
害
）
の
可
能
性
も
あ
り
ま
す
．

気
に
な
る
症
状
が
あ
れ
ば
，
か
か
り
つ
け
医
や
必
要
に
応
じ
て
専
門
家
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
．

（
平
成

30
年

3月
作
成
）

厚
生
労
働
科
学
研
究
費
補
助
金
「未
就
学
児
の
睡
眠
・情
報
通
信
機
器
使
用
の
実
態
と
早
期
介
入
に
関
す
る
研
究
」

（
研
究
代
表
者
：岡
靖
哲
愛
媛
大
学
医
学
部
附
属
病
院
睡
眠
医
療
セ
ン
タ
ー
）
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乳
幼
児
健
康
診
査
身
体
診
察
マ
ニ
ュ
ア
ル

乳
幼
児
健
康
診
査
事
業
実
践
ガ
イ
ド

平
成

29
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業
「
乳
幼
児
健
康
診
査
の
た
め
「
保
健
指
導
マ
ニ
ュ
ア
ル

（
仮
称
）
」
及
び
「
身
体
診
察
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
仮
称
）
」
作
成
に
関
す
る
調
査
研
究
（
国
立
研
究
開
発
法
人
国
立
成
育

医
療
研
究
セ
ン
タ
ー
）
」

目
次

第
1章

総
説

第
2章

乳
幼
児
健
康
診
査

第
3章

1歳
6か
月
児
健
康
診
査

第
4章

3歳
児
健
康
診
査

第
5章

養
育
者
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス

目
次

第
1章

総
論

第
2章

標
準
的
な
保
健
指
導
の
基
礎

第
3章

乳
幼
児
健
診
に
お
け
る
情
報
共
有
と
情
報
活
用

第
4章

乳
幼
児
健
診
の
評
価
の
実
践

第
5章

他
職
種
間
で
共
通
に
理
解
す
べ
き
情
報
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